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拓殖大学商学部教授 小原博先生は本年1月にめでたく古稀をお迎えに

なりました。3月末日には拓殖大学を定年退職なさいます。小原先生の長

年にわたる研究と教育の分野でのご功績とご貢献に心より敬意を表し，特

に研究と学会活動にご熱心であった小原先生にふさわしい古稀記念号を発

刊することになりました。

この古稀記念号では，通常の拓殖大学専任教員の諸論文と共に，小原先

生の日頃からの学会活動を通じて，切磋琢磨されている研究仲間と伺って

いる他大学の諸教授より論文をお寄せいただきました。これらは，近藤文

男 京都大学名誉教授，堀田一善 慶應義塾大学名誉教授，光澤滋朗 同志

社大学名誉教授，石川和男 専修大学教授，薄井和夫 埼玉大学教授，上沼

克徳 神奈川大学教授，木下明浩 立命館大学教授，堀越比呂志 慶應義塾

大学教授，丸山正博 明治学院大学教授，金度渕 大阪商業大学専任講師の

諸先生による，流通・マーケティング領域の専門論文です。先生方には快

く原稿依頼から提出までご協力を頂いたことに，記して感謝申し上げます。

小原先生は1946年1月に東京都板橋区にお生まれになり，東京都立第

四商業高等学校をご卒業後，日本セメント株式会社（現太平洋セメント株

式会社）に入社なさいます。社会人生活をご経験後に，拓殖大学商学部経

営学科に入学されました。その後，拓殖大学大学院商学研究科修士課程，

博士課程を経て，1974年には拓殖大学商学部助手に就任されます。1975

年に専任講師，1979年に助教授，1987年に教授に昇進なされます。拓殖

大学における教育歴は40年を超えられ，学部入学から半世紀を拓殖大学
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の発展とともに過ごしてこられました。小原ゼミナールで学んだ拓殖大学

生は400人を超えるそうです。また，小原先生が若手教員であった頃には，

流通やマーケティング関係の試験を1年当たり1,000枚近く採点なさって

いたそうで，40年を超える期間に小原先生に学んだ拓殖大学生は一体何

人になるのでしょうか。

小原先生の研究におけるご功績は本当に輝かしいものです。単著書8冊，

共著書25冊，論文51編，書評5編，共訳書・共著辞典6冊，学会報告や

コメンテータは多数，学会賞を3回受賞なさっています。以前，小原先生

に「どうしたら学会賞を受賞できるような研究ができるのでしょうか」と

質問したことがあります。「一歩でも半歩でも高い水準の研究をめざすこ

と」というお答えをいただきました。小原先生は研究者として ・あるべき

姿・を実践なさってきたと言えるのではないでしょうか。

我々，後輩研究者はまだまだ小原先生にお教えいただかなければならな

いことがたくさんあります。ご退職後もいつまでもお元気に研究を続けら

れることを祈念いたしたいと存じます。拓殖大学商学部ならびに大学院商

学研究科，経営経理研究所における小原先生の多大なるご功績とご貢献，

ご苦労，ご尽力に厚くお礼を申し上げます。
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小原さんの古稀記念論文集の出版にあたり，後輩である小生が一文を綴

ることをお許し願いたく思います。

小原さんに初めてお会いしたのは，小生が拓殖大学大学院博士課程に在

籍した約42年前（1973年）の春であったと思います。小原さんは同博士

課程の先輩学生でした。その頃の印象は，精悍かつ聡明な面立ちで，近寄

りがたい存在でした。大人びて見えたのは小原さんが高校卒業後民間企業

での社会人生活を経験されたことにあったのかも知れません。当時の商学

研究科の大学院生は，三々五々旧経理研究所（現在の経営経理研究所）に

集っては雑談に花を咲かせ，時に研究所の講座を手伝い，毎月開催される

研究会に参加する日々を過ごしていました。そんな中，自然と小原さんと

知己となる機会に恵まれたことは小生にとって大変幸運でありました。当

時は，研究領域が専門化されず，会計研究者も経営学会に名を連ね，本学

の諸先生方と一緒に行動することが度々でした。ある夏の終り，北海道で

開催の会計学会終了後，道央を全員でバス旅行し，車中で花咲ガニを大量

に食した愉快なことが思い出されます。

さて，小原さんは，副手（特待生）を経て1974年3月に大学院博士課

程を終了され，本学商学部専任助手として教員の道を歩まれました。当時，

未だ広く認知されていたとは言いがたいマーケティングの世界へと羽ばた

いたのでした。若い研究者であれば誰しもが抱く未知の研究への不安，そ

してその研究対象の確定と研究方法にむけた彷徨を経験するかと思います。

小原さんも恐らく暗中模索の時代があって，マーケティング研究者として

―1―

マーケティング史研究の泰斗；小原 博さん

商学部教授（会計学専攻） 岡本 治雄



日本や米国のマーケティング史研究の道を歩んでこられたことと推察しま

す。その後の淀みなく着実に積み上げられた研究成果は，この冊子にも添

付された研究業績一覧に示されていますように膨大なもので，1998年に

は本学で博士（商学）の学位を取得されています。小原さんが，誠実かつ

清廉な学者として長い道程を着実に歩まれてきたことがお分かり頂けるも

のと思います。小原さんは，日本のマーケティング史研究の「泰斗」であ

り，関係する学会でも高く評価されています。その研究業績は，商学関係

（商学，流通マーケティング，販売管理論，商品戦略論，消費者行動論，

市場実践論等）にとどまらず，簿記原理や機械会計といった会計の世界に

まで広がっています。本学大学院時代には中西寅雄先生に経営経済学や経

営費用論の薫陶を受けられています。また，マーケティング研究の舞台は，

海外にも広がり，州立イリノイ大学（アーバナ・シャンペイン校）での長

期留学を皮切りにその他の各地における短期留学も経験されました。

さて，再び，小原さんとの交流を振り返ることにします。40数年以上

を過ごした小原さんの研究室と小生の部屋は，共に旧D舘5階と新しい

研究室舘2階，小生は出校する度に小原さんの研究室に灯りがともってい

るかを確認するのが常で，「どうですか」と声をかけるのが楽しみであり

ました。小原さんはお会いした時から太らず痩せもせずスリムな姿は昔の

まま，といってもあの空白の時期を除いてです。

1997年9月22日のこと，奥様の悦子さんから電話がかかりました。

「実は主人は横須賀共済病院に入院しています」という突然の電話を受け

て，慌てて病院に駆けつけました。すでに脳の大手術は無事に成功したと

はいうものの，予断を許す状態ではないことを奥さまの説明から推量しま

した。そして数日後，小原さんが一般病棟に移ったという知らせが入り，

再度の見舞いでは，ベッドに寄り添う可愛いお子様達に見守られていまし

た。その後の奇跡的なご回復は，ご家族の皆さん，特に奥様の献身的なご

看病と祈りの賜であったと思います。勿論，小原さんは，一時げっそり痩
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せ，あれほど好きなゴルフもプッツリやめて，懸命に養生され，病との闘

いの日々を過ごされました。その頑な研究者魂があってこそ，再び，多く

の優れた研究成果を残されたと思っています。

その生き様と好奇心はマーケティング研究に終わりません。若い頃から

絵画教室に通い，囲碁の世界，日本の伝統文化に造詣も深く，スポーツ観

戦などにも広がっています。小生がゴルフを始めたのも小原さんのご訓導

のおかげです。練習も全くしたことのない初心者の私を連れ出し，青空の

下で白球を追いかける楽しみを教えて頂き，大学の教職員ゴルフクラブに

参加したのも小原さんのお誘いでした。

かつて経理研究所のメンバー（教員と職員）は，移りゆく季節を楽しむ

旅をしたものです。二人にとって共通の恩師である三代川正一先生と共に

日本の各地を旅し，温泉に浸かりました。小原さんの十八番の1つが吉幾

三の「酒よ」，旅の宿で歌う姿に男の色気が漂うのはそのさっぱりとした

人柄からでしょう。同僚，後輩，ゼミ学生の面倒みの良さも小原さんの魅

力の1つです。大学を愛し，課外活動（麗澤会）ではゴルフ部，ウィンド

サーフィン部，日本文化研究会等の部長を歴任して熱心に学生を指導し，

今でも時間があれば本学ラグビー部や野球部の観戦を続けています。小原

さんのご家族は，奥様，その御尊父様，御子息様も商学部の卒業生という

生粋の拓大人ファミリーです。

また，小原さんは，経営経理研究所所長，大学院商学研究科委員長，図

書館長等の仕事も精力的に務めました。小生には小原さんとの二人三脚と

いう色濃い時代が2003（平成15）年4月から2009（平成21）年まで3期

6年ありました。小原さんが大学院商学研究科委員長に選出された時，小

生は商学部長，二人して学部と大学院改革に着手しました。小原さんは，

商学研究科の改革に精力的に取り組みました。具体的には，担当教員の研

究業績評価を見直し，若手を登用し，税法担当者を増員し，大学院生の指

導体制を強化し，学位論文の審査方法と博士論文の評価方法に対する客観
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的評価基準を策定し，審査プロセスの透明性を図り，それまでの馴れ合い

的風潮を一掃しました。現在の商学研究科の枠組みとルールは，ほぼこの

時代に改革されたものでした。

二人三脚とはいいましたが，実は小原さんの頼もしい背中を見ていた時

が長かったと思います。大学教員としていかに行動するべきかと迷う場面，

学生といかに接していくべきか，拓殖大学商学部は，時代の変化に適合し，

他大学と競争して今後いかに発展していくべきか，そうした大学人の生き

様と使命を考える時，その後ろ姿を見つめ，相談に乗って頂き，いくつか

の難局に立ち向かえたのも事実です。小原さん，これからも健康には十分

に留意されて，いつまでも拓殖大学の発展を支えるサポーターであり，人

生の先達者であって欲しいと思います。

最後に，これまでの小原さんのご厚情とご教示に心より感謝を申し上げ

ます。

2016年2月9日
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�退職のご挨拶〉

感謝のことば

黒板を前にして，数年後には黒板を背にしてと立場は変わりましたが，

大学での教室という同じ場にあって，いつの間にか半世紀を越え，今般定

年を迎えることとなりました。経済社会システムや企業行動の根幹になる

ビジネスの基礎の基礎を学ぶことになったのは，商業高校15歳のことで

すので，足掛け55年ということになります。そこから始まったこの半世

紀は，仕事としても「学ぶ」ことに終始するものでした。いくつになって

も人間，学ぶにしかざると思い，そしてまた今後も変わらないわが人生と

思い定めています。大学教員の道を開けてくれた大学と諸先生，これまで

拙い授業を受けてくれた学生諸君，また同僚教員，事務職員など，支えて

くださった多くの皆さんに，併せて知的刺激とご交誼を頂いた他大学教授

の皆さんに，心より感謝を申し上げます。さらに私事で恐縮ですが，わが

学究生活を温かくバックアップしてくれた家族，兄姉および今は亡き両親

にも感謝したいと思います。有難うございました。
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教えることは学ぶこと〔学生のこと〕

講義はご多分にもれず大教室で一人一人の学生の名前を覚えることもで

きないほどの，かなり大人数を相手に何十年も話をしてきました。大学で

講義を始めてから今日に至るまで一貫して行ったことは，起立し相互に挨

拶をして始める，必ず出席を取る，熱心な学生を手始めにまず顔を覚え，

のちには名前も覚えていく，複数回のレポート提出を課す，最終的に筆記

試験などで評価してきました。とはいえ大教室での講義には限界があり，

これを大きく補うのが少人数のゼミナールでしょう。専門の授業内容以外

に私とのさまざまなコミュニケ－ション，全人的交流をするように心がけ

てきましたが，過去40年間全てのゼミがうまくいったとはいえません。

日頃から仲間内で頻繁な会合をするなどそれなりの努力をしたゼミは，結

果的に卒業してからもゼミ仲間のつながりが熱く続くことになります1）。

他方，学生への教育に必需なのは学ぶべきモチベーションを高めること

で，その中心はカリキュラムにあると思います。商学部では50年前，

1966（昭和41）年に学科内にコース（2年次進級時に選択）を初めて設置

し，より専門教育の重点化を施しています。その後，1993（平成4）年に

再検討して，新たなコースを増設することになりました2）。その総括を私

に任され，10年後20年後にも通用するカリキュラムを標榜して，最新の

流通コースを増設，1995年度から実施しています3）。後に流通マーケティ

ング・コースに名称変更していますが，科目の新陳代謝を適度に行いつつ，

現行のコース内容となっています。最近では経営学科のうちコース選択の

際に登録する学生が一番多い人気のコースとなっています。

いろいろな出来事がありました。授業での学生との出会いは一期一会，

そうした気持ちを忘れず講義をしてきたわけですが，永年の思いは「教え

ることは，教えられること，そして学ぶこと」に尽きます。
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研究することは生きること〔経営経理研究所のこと〕

商学部での50年，その中心に位置する経営経理研究所抜きでは考えら

れないほどに私はお世話になってきました。1959（昭34）年に創立され

た経理研究所（現・経営経理研究所）は，その創立10周年記念として本

誌『経営経理研究』を1968（昭43）年11月に発行しています。創刊号は，

三代川正一（第2代）所長の創刊の言葉，中曽根康弘総長の創刊への祝辞

に続き，所員15名の論文が掲載されています。学界では，他大学間で紀

要交換が行われていますが，そうした費用が計上されていなかったか，研

究所が当事者となって発送することになりました。指導教授との関係で学

部生でしたが，当時すでに研究所に出入りしていたこともあり，ボランティ

アで手伝ってという要請を受けて，これに従事した覚えがあります。50

年近くも前の話です。

爾来，本誌は今号で106号を迎えます。その間，私自身は，第16号

（1976年2月）に初めて論文と研究ノートの2本を登載したところから始

まり，さらに編集・発行者として（第12代）研究所長を務めるなどして

おり，商学部附置の性格を持つ研究所には多くの関わりを持ちつつ今日に

至っています。

他方，研究所の研究所たる証し，月例研究会が本誌発行と同時期にスター

トしています。談論風発，初期にはかなり激しいやり取りがあった研究会

でしたが，終わると三々五々そのまま酒席に場を移して和気藹々とした飲

み会になりました。本誌第100号発行記念号（2014年3月）の歴代所長

対談では，当時の研究所はサロンといった様相であったと感想が述べられ

ています。

このように，研究すること，学ぶことは，生きていくよすがでもありま

す。このことは学界にとどまらずさまざまな人々にとり，日々生きる上で
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の不可欠なことと思っています。

一隅を照らす

学び続けてこれまでの半世紀，永いばかりで「日暮れて道遠し」という

ほかありません。私は卒業記念アルバムなどに一語を求められた際は，常

に「一隅を照らす」と記してきました。私自身の座右の銘でもあります。

果して一隅を照らすことができてきたのか定かではありませんが，残りの

人生も同様にこうしたことを生活信条としていきたいと念じています。

1） 拓殖大学は1900年創立，今年で115年を経過しましたが，商学部での小原

ゼミナールは，第75期より第114期卒業生に至る40年間開講したことになり，

数えてみればその総数は443名になります。大学院ゼミナール（演習）では，

博士前期課程（＝修士課程）は29名，博士後期課程（＝博士課程）は4名

（うちドクター授与は2名）となっています。また，卒業後は5年毎の卒業生

の集い「小原会」が開催されてきています。

20年近く前のゼミナールは，思い出深いゼミの一つです。1997年9月，那

須高原での夏季合宿を終えて，後期授業を一週間した後に倒れ，生死の境を彷

徨ったことです。自宅での事でしたが，もし合宿先の那須で発症していたら手

遅れで，この世にいないか，良くて後遺症に苦しむことになったと思う。これ

により半年間の離脱で，ゼミ生には迷惑をかけたことでした（97期ゼミ生，

初の女子ゼミ長で，さらに全体的に和気藹々とした雰囲気でした）。それは51

歳で，くも膜下出血に倒れてのことですが，わが人生観を変えるほどのものと

なりました。

2） 大学におけるカリキュラム（教育課程）は新しい動向の把握を含め常に改定

されるべきものでしよう（いわゆる赤の女王仮説といわれるものに通ずる）。

流通コース増設に関する記録は，以下の覚書をかつて本誌に掲載しています。

小原 博「商学教育と流通カリキュラム 拓殖大学商学部の改革覚書 」

『経営経理研究』第59号，1997年12月。

なお，カリキュラム改定事情は以下も参照。拓殖大学百年史資料集編集委員
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会編『拓殖大学百年史 資料編七 』188項，pp.475�521，2014年3月。

3） 流通マーケティング・コースを設置したからにはその教育内容が重要で，ま

た担当教員の増員が必要であるのは自明。1995年のコース・スタート時点に

私は初代の経営学科長となっており，長期計画で専任スタッフの確保と適切な

配置を心がけました。今日まで，根本重之（1998年～），田嶋規雄（2000年～），

丸山正博（2003～2008年），今村 哲（拓殖短期大学閉鎖に伴い2005年～），

池田真志（2009年～），そして堂野崎 衛（2015年～）の各氏が次々と任用と

なり，担当メンバーとしてコースの魅力度を高めるべく日頃から切磋琢磨して

いる状況にあります。

Ⅰ．略 歴

� 学歴・職歴

1946（昭和21）年1月2日（1945年12月28日出生）東京都板橋区にて

小原源四郎・やすの四男として生まれる。板橋区立志村第五小学校，板

橋区立赤塚第一中学校卒業。東京都立第四商業高等学校卒業とともに，

日本セメント株式会社（現・太平洋セメント株式会社）に入社・勤務。

1969（昭和44）年 拓殖大学商学部経営学科卒業

1969（昭和44）年 拓殖大学大学院商学研究科修士課程入学

1971（昭和46）年 同修士課程修了

1971（昭和46）年 拓殖大学大学院商学研究科博士課程入学

1971（昭和46）年 拓殖大学副手

1974（昭和49）年 同博士課程・単位取得満期退学

1974（昭和49）年 拓殖大学商学部助手

1975（昭和50）年 拓殖大学商学部専任講師

1979（昭和54）年 拓殖大学商学部助教授

1982（昭和57）年 イリノイ大学客員研究員（アーバナ・シャンペイン校

〔州立〕）

1987（昭和62）年 拓殖大学商学部教授，現在に至る

1989（平成元）年 拓殖大学大学院商学研究科委員，博士前期課程（外国
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文献研究）担当

1998（平成10）年 拓殖大学大学院商学研究科委員，博士後期課程（商学

原理特論および商学原理特殊研究）担当，現在に至る

・この間，商学部経営学科長（1995～98年），経営経理研究所長

（1999～2001年），図書館長（2001～2003年），学校法人拓殖大学評議

員（2001～2003年），大学院商学研究科委員長（2003～2009年），等

を歴任。

・またこの間，慶應義塾大学商学部（三田）「マーケティング史」，神奈

川大学経済学部（横浜）「マーケティング」講義を，講師として担当。

・なお資料収集・短期在外研究として，1985年，ウィスコンシン大学

（マディソン校）およびコロンビア大学（NY）客員研究員。1996年，

ロンドン大学。2002年，ブリティッシュ・コロンビア大学（バンクー

バー）。2012年，ESSEC経営大学院（パリ）など。

� 受賞等

1995（平成7）年 『日本マーケティング史 現代流通の史的構図 』

により，経営科学文献賞を受賞（および拓殖大学総長賞）。1998年 同

書により，博士（商学）の学位取得。

2006（平成18）年 『日本流通マーケティング史 現代流通の史的諸

相 』により，日本流通学会・学会賞を受賞（および拓殖大学総長賞）。

2013（平成25）年 『アメリカ・マーケティングの生成』により，日本流

通学会・学会賞を受賞（および拓殖大学総長賞）。

� 所属学会活動

日本商業学会；幹事（1992～2002年），理事（2002～2006年，2008～2013

年），その間『流通研究』編集委員会アリアエディター。

日本経済学会連合；評議員（2006～2011年），その間『英文年報』編集委員。
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マーケティング史研究会；世話人（1988～1997年）。

日本流通学会；会計監事（1996～1999年，2008～2011年）。

日本消費経済学会；業務幹事（1979～1987年），理事（1987～1990年）。

アメリカ・マーケティング史学会（CHARM）；アメリカ・マーケティン

グ協会（AMA）；会員。

日本マーケティング学会；経営史学会；日本経営学会；会員。

その他，�日本機械工業連合会および日本家庭用ミシン工業会；家庭用ミ

シン産業の在り方調査委員会委員長。東京商工会議所；小売商販売士試

験面接委員，等を歴任。

� 講義担当科目（過去分を含む）

商学部；商学，流通総論，マーケティング，販売管理論，商品戦略論，消

費者行動論，市場調査実践（＝市場調査論，マーケティング・リサーチ），

流通マーケティング特殊講義（流通史，マーケティング史），簿記原理，

機械会計，企業と環境，産業と人間，総合科目Ⅰ・Ⅱ，各種ゼミナール

（1年ゼミナール，創造労作ゼミ，プロゼミナール，2年ゼミナール，

3年ゼミナール，4年ゼミナール），など。

大学院商学研究科；外国文献研究（日本語），外国文献研究（商学系列・

英語），商学原理特論，商学原理特殊研究，商学原理特論・特殊研究演

習。

留学生別科；簿記。

経理研究所；簿記。

� 学生・課外活動（麗澤会）への関わり

総務局；総務局長。図書館後援会・部長。

体育局；ゴルフ部・部長。ウィンドサーフィン部・部長。

文化局；日本文化研究会・部長。 その他，愛好会顧問，歴任。
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Ⅱ．研究業績

� 単著書

1．『マーケティング生成史論』税務経理協会，1987年。

2．『マーケティング生成史論（増補版）』税務経理協会，1991年。

3．『日本マーケティング史 現代流通の史的構図 』中央経済社，

1994年。

4．『基礎コース・マーケティング』新世社，1999年。

5．『基礎コース・マーケティング（第2版）』新世社，2004年。

6．『日本流通マーケティング史 現代流通の史的諸相 』中央経済

社，2005年。

7．『基礎コース・マーケティング（第3版）』新世社，2011年。

8．『アメリカ・マーケティングの生成』中央経済社，2012年。

� 共著書

1．『企業の社会的責任』拓殖大学経理研究所，1976年。

2．『現代マーケティング入門』中央経済社，1980年。

3．『消費経済の展望』渓水社，1982年。

4．『家庭用ミシン産業の在り方と需要動向調査・報告書』�日本機械工

業連合会，1989年。

5．『全訂・消費経済の展望』高文堂出版社，1983年。

6．『現代企業の情報とコミュニケーション』創成社，1985年。

7．『グローバル化時代の企業経営』同文舘出版，1991年。

8．『現代マーケティング入門（増補改訂版）』中央経済社，1991年。

9．『マーケティング学説史 アメリカ編 』同文舘出版，1993年。

10．『現代企業の経営学』八千代出版，1995年。

11．『市場調査・消費者行動 ザ・ベスト・マーケティング第2巻 』

総合法令出版，1995年。
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12．『日本のマーケティング 導入と展開 』同文舘出版，1995年。

13．『マーケティング学説史 日本編 』同文舘出版，1998年。

14．『企業と環境』税務経理協会，1999年。

15．『21世紀社会の企業情報』創成社，2000年。

16．『マーケティングへの歴史的視角』同文舘出版，2000年。

17．『TheKeytoMedicine』ダイヤモンド・ビッグ社，2002年。

18．『日本の流通100年』有斐閣，2004年。

19．『日本経営史の基礎知識』有斐閣，2004年。

20．『外国経営史の基礎知識』有斐閣，2004年。

21．『現代アメリカのビッグストア』同文舘出版，2006年。

22．『マーケティング学説史 アメリカ編 （増補版）』同文舘出版，

2008年。

23．『日本企業のマーケティング』同文舘出版，2010年。

24．『海外企業のマーケティング』同文舘出版，2010年。

25．『マーケティング学説史 日本編 （増補版）』同文舘出版，2014

年。

� 論 文（研究ノートを含む）

1．「企業の社会的責任と流通費」『経営経理研究』第16号，1976年2月。

2．「マーケティングの社会的諸局面」『経営経理研究』第16号，1976年

2月。

3．「大規模小売店舗の調整問題」『海外事情』第25巻1号，1977年1月。

4．「小売商業環境の変化 商業活動の調整を中心として 」『海外事

情研究所報告』第13号，1977年3月。

5．「ディマーケティングの課題 P・コトラーらの所論を中心に 」

『経営経理研究』第19号，1978年3月。

6．「流通効率序説」『経営経理研究』第20号，1978年10月。
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7．「小売業形態発展理論の吟味 W・R・ダビッドソンの所論を中心

に 」『経営経理研究』第21号，1979年5月。

8．「日本商業観管見 その序説的展開 」『経営経理研究』第25・26

合併号，1981年3月。

9．「現代マーケティング思想史」『経営経理研究』第30号，1983年3月。

10．「アメリカマーケティング生成の一系譜 イリノイ大学マーケティ

ング史覚書 」『経営経理研究』第31号，1983年11月。

11．「マーケティング管理の生成 アメリカ・マーケティング史研究

（1） 」『拓殖大学論集』第152号，1984年12月。

12．「マーケティング発展史概観 アメリカ・マーケティング史研究

（2） 」『拓殖大学論集』第155号，1985年5月。

13．「シンガー社研究序説 マーケティング生成史へのプロローグ 」

『経営経理研究』第35号，1985年9月。

14．「シンガー社のチャネル活動（上） マーケティング生成史研究 」

『拓殖大学論集』第162号，1986年10月。

15．「シンガー社のチャネル活動（下） マーケティング生成史研究 」

『拓殖大学論集』第164号，1987年1月。

16．「シンガー社の需要創造活動 マーケティング生成史研究 」『拓

殖大学論集』第166号，1987年2月。

17．「シンガー社の販売促進活動 マーケティング生成史研究 」『経

営経理研究』第38号，1987年3月。

18．「経営多角化と企業安定への道 経営対談：ブラザー工業㈱社長に

聞く 」『経営経理研究』第39号，1987年11月。

19．「日米ミシン企業の経営戦略 比較マーケティング史序説 」『経

営経理研究』第41号，1988年9月。

20．「日本マーケティング生成史研究（1） 森永における生成期マーケ

ティング 」『拓殖大学論集』第180号，1989年12月。
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21．「日本マーケティング生成史研究（2） 資生堂における生成期マー

ケティング 」『拓殖大学論集』第182号，1990年1月。

22．「チャネル・メインテナンスの課題」『経営経理研究』第44号，1990

年3月。

23．「シカゴ商業史研究序説」『拓殖大学論集』第185号，1990年9月。

24．「サービス・マーケティングの一吟味 レジャー産業を事例とし

て 」『経営経理研究』第45号，1990年9月。

25．「イメージ・マーケティング瞥見 危機管理・社会貢献・コミュニ

ケーション 」『拓殖大学論集』第197号，1992年3月。

26．「マーケティング史研究の動向」『経営経理研究』第49号，1992年9

月。

27．「環境マーケティング論の吟味」『拓殖大学論集・社会科学』第2巻3

号，1994年12月。

28．「伝統的取引慣行の一吟味 リベート問題の呪縛と開放 」『経営

経理研究』第55号，1996年3月。

29．「日本流通学史研究序説 草創期の高等商業教育と流通研究 」

『経営経理研究』第58号，1997年6月。

30．「日本流通学史草創期の一齣 初期高等商業教育と流通研究 」

日本流通学会編『流通』第10号，1997年9月。

31．「商学教育と流通カリキュラム 拓殖大学商学部の改革覚書 」

『経営経理研究』第59号，1997年12月。

32．「リレーションシップ・マーケティングの一吟味 アパレル産業の

製販関係をめぐって 」『経営経理研究』第63号，1999年12月。

33．「外資系企業の日本市場マーケティング 韓国焼酎 ・JINRO・の事

例 」（李 恩恵＝院D1，共著）『経営経理研究』第64号，2000

年3月。

34．「外資系企業の日本市場マーケティング ファッション・ビジネス
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・MaxMara・の事例 」（鈴木紀江＝院M2，共著）『経営経理研究』

第65号，2000年8月。

35．「日本型マーケティングの源流 生成と導入のはざま 」『経営経

理研究』第66号，2000年12月。

36．「外資系企業の日本市場マーケティング ファストフード ・マクド

ナルド・の事例 」（金 振燮＝経営経理研究所客員研究員，共著）

『経営経理研究』第66号，2000年12月。

37．「外資系企業の日本市場マーケティング ・ファイザー製薬・の事

例 」（趙 士明＝院M1，共著）『経営経理研究』第67号，2001

年3月。

38．「外資系企業の日本市場マーケティング 玩具小売り ・トイザらス・

の事例 」（林 紅＝院D2，共著）『経営経理研究』第67号，2001

年3月。

39．「日本のマーケティング 生成と導入のはざま 」日本商業学会

編『流通研究』第4巻1号，2001年3月。

40．「GMOマーケティング管見 環境保全と企業行動をめぐって 」

『経営経理研究』第68号，2001年12月。

41．「ういろう（外郎）ブランド考 日本流通マーケティング史序説 」

『経営経理研究』第70号，2003年2月。

42．「小売業における業態変動と展望」『経営経理研究』第72号，2004年

3月。

43．「日本の流通：小売業態の視点から考える」（公開講座・講演会『日本

の流通を考える』）『経営経理研究』第72号，2004年3月。

44．「顧客囲い込みプロモーション考 日本流通マーケティング史序

説 」『経営経理研究』第73号，2004年12月。

45．「よろず屋小売業態考 日本流通マーケティング史序説 」拓殖

大学『政治・経済・法律研究』第7巻1号，2005年3月。
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46．「小売業態の一盛衰過程 アメリカのDSをめぐって 」『経営経

理研究』第79号，2006年12月。

47．「営業担当者パーソナル・セリング考 比較マーケティング史序

説 」『経営経理研究』第81号，2007年12月。

48．「マーケティング概念史考 日米比較を中心に 」『経営経理研究』

第83号，2008年10月。

49．「グローバル比較マーケティング史考 縫製機械の事例をめぐっ

て 」『経営経理研究』第84号，2008年12月。

50．「リージョナル・マーケティング小考 地域活性化の一方途 」

『経営経理研究』第87号，2010年1月。

51．「歴史的視角からのマーケティング 販売管理，マーケティング管

理，市場管理 」同志社大学『同志社商学』第61巻6号，2010年3

月。

� 書 評

1．「�書評〉下川浩一著（法政大学）『マーケティング：歴史と国際比較』」

経営史学会編『経営史学』第27巻4号，1993年1月。

2．「�書評〉荒井政治著（関西大学）『広告の社会経済史 イギリスの

経験』」経営史学会編『経営史学』第31巻2号，1996年9月。

3．「�書評〉川辺信雄著（早稲田大学）『新版 セブン�イレブンの経営史

日本型情報企業への挑戦 』」経営史学会編『経営史学』第39

巻2号，2004年9月。

4．「�書評〉KazuoUsui（SaitamaUniversity）;TheDevelopmentof

MarketingManagement－TheCaseoftheUSA,c．1910�1940」

（AshgatePub.,UK），日本流通学会編『流通』第24号，2009年版，

2009年7月。

5．「�書評〉佐々木 聡著（明治大学）『暮らしを変えた美容と衛生
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シリーズ情熱の日本経営史③ 』」経営史学会編『経営史学』第

46巻1号，2011年6月。

� 共訳書・共著辞典

1．『マーケティング環境論』（G・フィスク著，共訳）中央経済社，1984

年。

2．『流通のポリティクス』（J・C・パラマウンテン著，共訳）白桃書房，

1993年。

3．『経営行動科学辞典』（共著）創成社，1987年。

4．『現代商業・流通辞典』（共著）中央経済社，1992年。

5．『新・経営行動科学辞典（増補改訂版）』（共著）創成社，1996年。

6．『現代流通事典』（共著）白桃書房，2006年。

� 学会報告等

《学会報告》

1．1989年11月25日（土） マーケティング史研究会・第4回大会（於：

神奈川大学）

「生成期マーケティングの一吟味」

2．1991年6月29日（土） アメリカ経営史研究会・第8回大会（於：

成城大学）

「アメリカ・マーケティング史研究の動向分析」

3．1991年9月14日（土） 日本流通学会・関東部会（於：中央大学駿

河台記念館）

「マーケティング史研究の動向 アメリカ・マーケティング史学会

報告分析を中心に」

4．1996年5月18日（土） 日本商業学会・関東部会（於：明治大学）

「日本マーケティング学説史の一吟味 揺籃期：内池廉吉の人と学

―18―



説 」

5．1996年10月11日（金） 日本流通学会・第10回全国大会（於：札

幌学院大学）

「日本流通学史草創期の一齣 高等商業教育と流通研究 」（自由

論題報告）

6．1999年3月6日（土） 流通経営史研究会（於：小田原アジアセン

ター）

「高度経済成長へのテイクオフ 流通・マーケティングの視点か

ら 」

7．2000年5月21日（日） 日本商業学会・第50回記念全国大会（於：

明治大学）

統一論題「流通・マーケティングの回顧と展望」における報告「日本

のマーケティング 生成と導入のはざま 」およびシンポジウム

8．2006年11月25日（土） 日本流通学会・関東部会（於：日本大学経

済学部）

「アメリカにおけるディスカウント・ストアの盛衰過程」

《学会コーディネータ（コメンテータを含む）》

1．1997年1月25日（土） 経営史学会&日本商業学会・関東部会（於：

学習院大学）

統一テーマ「経営史・マーケティング史」（報告者；川辺信雄，薄井

和夫，小林啓志）

2．1998年10月17日（土） 日本商業学会・関東部会（於：明治大学）

統一テーマ「方法論・学説史研究」（報告者；堀越比呂志，川嶋行彦）

3．1999年11月10日（土） 日本商業学会・関東部会（於：明治大学）

統一テーマ「歴史方法論」（報告者；塚田朋子，小野晃典）

4．2000年10月21日（土） 日本商業学会・関東部会（於：明治大学）
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統一テーマ「マーケティング史研究」（報告者；石川和男，神保充弘）

5．2003年7月19日（土） 日本商業学会 &経営史学会・関東部会共催

合同研究大会（於：拓殖大学）

統一テーマ「流通史・マーケティング史の研究動向」（報告者；R.

Fitzgerald，長尾清美，森田克徳，高岡美佳），（総合コメント；石井

寛治，矢作敏行）

6．2003年 11月 22日（土） マーケティング史研究会・第 32回大会

（於：拓殖大学）（報告者；木下明浩，石井みどり）

7．2004年6月19日（土） 日本商業学会・関東部会（於：拓殖大学）

統一テーマ「流通・マーケティングの歴史と方法」（報告者；岩本明

憲，川野訓志，松尾洋治）

8．2005年6月18日（土） 日本商業学会・関東部会（於：早稲田大学）

統一テーマ「マーケティングの理論と歴史」（報告者；岩本明憲，井

上真里，芳賀康浩）

9．2006年5月20日（土） 日本商業学会・関東部会 &マーケティング

史研究会共催合同研究大会（於：拓殖大学）

統一テーマ「戦後日本小売マーケティングの展開 その歴史・戦略・

課題 」（報告者；宮副謙司，森田克徳，河田賢一），（総合コメン

ト；薄井和夫，原田英生）

10．2013年6月15日（土） 日本商業学会・関東部会（於：拓殖大学）

統一テーマ「マーケティング理論と歴史」（報告者；齋藤典晃，山下

裕子）

その他，所属各学会コメンテータ多数。別に講演多数。

�備 考》

前記，Ⅱ．研究業績のうち，�小原・単著書（5冊）に対して他大学教授による
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書評がある。以下の通り。

・小谷正守（長崎県立大学）「�書評〉小原 博著『マーケティング生成史論』」

日本流通学会編『流通』第1号，1988年版。1988年7月。

・堀田一善（慶應義塾大学）「�書評〉小原 博著『マーケティング生成史論』」

日本経済新聞社『日経広告研究所報』第124号，1989年4・5月号。

・小林啓志（大東文化大学）「�書評〉小原 博著『マーケティング生成史論』」

経営史学会編『経営史学』第28巻2号，1993年7月。

・光澤滋朗（同志社大学）「�書評〉小原 博著『日本マーケティング史 現代

流通の史的構図 』同志社大学『同志社商学』第46巻5・6号，1995年3月。

・齊藤雅通（立命館大学）「�書評〉小原 博著『基礎コース・マーケティング』」

日本流通学会編『流通』第14号，2001年版，2001年8月。

・薄井和夫（埼玉大学）「�書評〉小原 博著『日本流通マーケティング史 現

代流通の史的諸相 』」日本流通学会編『流通』第19号，2006年版,2006年

10月。

・若林靖永（京都大学）「ブックレビュー『アメリカ・マーケティングの生成』

小原 博著」日本マーケティング協会『マーケティング・ジャーナル』第32

巻第4号（通巻第128号），2013年3月。
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経営経理研究 第106号
2016年3月 pp.23�48

1．はじめに

本稿は，「MyWay；マーケティング史研究の視座 学究生活・日々

是精進・半世紀 」と題して，2016年1月22日（金）に行なった「最

終講義」のうちメインテーマ部分についての覚書である。本2016年3月

末をもって筆者が拓殖大学を定年となるにあたり，恒例により，商学部の

お膳立てにより最終講義をするところとなった。とはいえ，その内容は講

義というにはおこがましい，メインテーマ，サブテーマ，双方についての

駄弁，思い出話といったものである。本稿は，マーケティングを研究する

上で，わが拙い研究の方法，視座についてのメモであり，若かりし頃の回

顧的な趣き，様相に終始している。学術論文ではなく，その点ご寛恕願い

たいと思う。

最終講義では，およそ半世紀にわたる学究生活の中でのターニング・ポ
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イントというべき節目が3点あったとして振り返った。第1は，商業高校

を卒業，大企業に就職して以降，大学への進学そして大学院を経て，大学

教員への道に再歩したポイントであった。第2は，大学教員となって，常

に自分なりの研究を如何にしていくかの方法や，研究領域の再構築を確認

する，いわば研究のレゾンデートル探しをするというポイントであった1）。

第3は，1997年初秋に三途の川を渡るかどうかの大病で，人生，そして

学究生活について，真摯に反省しながら初心に還るというポイントであっ

た。本稿（本論部分）は，そのうちの第2のポイントを中心に扱うことと

しよう。

2．研究への方向性

学究を主たる仕事とする大学教員にとっては，誰もが真摯に自分の学問

はどうしたものであるべきかを常に考え，頭から離れないものであろう。

換言すれば，自らの研究の立ち位置をどう明確なものとするか，強い思い

が常にあると思う。当初自分の学問領域は異なるものであったが，大学の

方針としてマーケティングや商学領域の講義を担当せよとの厳命に，やむ

なくこれに従うとともに，研究領域も同一にするところとなった。とはい

え，マーケティグとは何かの入口も見えず，大書店でこうした領域の本を

一瞥しても興味をそそられる中身も見当たらず，正直のところ暗澹たる思

いが募った。

そんな中で，大学教員としてはオブリゲーションとして論文を出してい

かなければならない（いわゆるPublishorPerishということ）。その際，

スタート時点から，研究については，社会科学であってみれば当然のこと

ながら社会現象の変遷経過がその内実の豊さになっていくと思料し，常に

歴史的背景等について意識しながら論文を書くというスタンスを続けてき

ていた。

―24―



当初，何はともあれ，非常に実務志向の強い技術といった理解が先行し

ていたマーケティングなるものが，本当に高い理論体系をもった学問なの

だろうか，マーケティングって何だ！ そうした初歩的な疑問の中で，

JournalofMarketing誌の1945（昭和20）年 7月号に掲載されたコンヴァー

ス（P.D.Converse,1889�1968）による「マーケティング理論の発展」

（・TheDevelopmentoftheScienceofMarketing-AnExploratory

Survey,・JournalofMarketing,July1945,pp.14�23.）というかなり古

い論文を目にした。日米の激しい戦争状態（第二次大戦）が終焉を迎えん

とする時期1945年7月に発行されていたことは，少なからず感慨を覚え

ざるを得ない。このコンヴァース論文を嚆矢として，マーケティングは科

学（理論）であるか否かという，その後10年以上にわたる息の長い論争，

いわゆる科学論争ないし方法論争といわれるものが，大きく展開されたの

である。

彼はイリノイ大学教授であった。さらに，その後，アメリカで1970年

代以降にマーケティング，とりわけ消費者行動研究者としてビッグネーム

を得ていたのがシェス（J.N.Sheth,1938�）であるが，やはり同じイリ

ノイ大学に1970,1980年代に在職していた。

こうした状況で，大学での通常授業を離れ，ゆったり考えを巡らすこと

ができる在外研究期間を得て，このイリノイ大学において研究を深めるこ

とになった。この当時，今後長くなるであろう大学教員として，どのよう

な研究の方向，生涯にわたる研究テーマ，いわゆるライフワークとなるべ

きものを模索していたことである。個人的な興味とともに研究の将来性を

展望し，とりあえず3つの研究領域をテーマとして抱えていた（これらは

無関係ではなく，底流でつながっていることを当然に理解するのだが）。

第1は，小売流通における商圏分析研究である。このことは日本の総合

スーパーなど大規模小売企業が，1960年代，1970年代，さらに80年代へ

と，各地に出店を繰り広げ既存中小小売商店との軋轢を重ね，消費社会に
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及ぼす影響が大きく社会問題化した時期であったこととも絡んでの問題意

識であった。第2は，マーケティング領域で1970年代以降大きく発展傾

向をみせてきていた，企業マーケティングのターゲット，対象である消費

者の購買行動研究である。第3は，これまでの研究スタンスでもある，マー

ケティングの本質理解にも通ずる，マーケティングの生成についての歴史

的研究である。3つのうちどれを重点的に研究していくか検討していると

ころであった。

前述のように，その第1の小売流通商圏研究領域は，（かつてイリノイ

大学教授であった）コンヴァースの研究に見られること，第2の消費者行

動研究領域は，この領域の研究者として若いうちからシェスがビッグネー

ムを得て，良く知られたイリノイ大学教授であったことなど，イリノイ大

学における在外研究は大きな魅力でもあった。より良き機会で，何か研究

上のヒントを得て，転機となるべきものをとも思っていた。

ここでイリノイ大学について略記しておこう（これらについては在外研

究報告書というべき旧稿に詳しい）2）。マーケティングの歴史的研究の泰

斗であるバーテルズ（Bartels,R.,TheHistoryofMarketingThought,

2nded.,Grid,1976.山中豊国訳『マーケティング理論の発展』ミネルヴァ

書房，1979年）も触れているように，20世紀初頭の中西部の大学として，

ウィスコンシン大学，ミシンガン大学，オハイオ州立大学，イリノイ大学，

ノースウェスタン大学，およびミネソタ大学などがあげられる。とりわけ

ウィスコンシン大学はこの分野の教授陣を輩出し，中西部大学の中心的役

割を担っていたとみられる。それらの大学を含め，当時の履修要項を中心

に検討してみると，講座名称としてマーケティングが使われるのは1905

年のことである。だが，講座内容の説明からは，その用語がすでに1902

年にミシガン大学，イリノイ大学等で使われていることである。イリノイ

大学の履修要項について1902年以降を探索すると，マーケティングの発

展過程が少なからず理解できる。
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さて，そのイリノイ大学は，今からおよそ150年前，1867年にイリノ

イ州のほぼ中央，アーバナとシャンペインとのツイン・シティに創立され

たが，当初はイリノイ産業大学と称し，農学部，工学部，自然科学部，文

芸学部の4つのカレッジを持ったランドグラント大学として発足している。

爾来，発展を遂げ，無い学部はないような総合州立大学にして，アメリカ

でも著名な大学の1つとなっている。そうした中で，文芸学部内の，旧来

のビジネス教育コースが1915年に大幅に拡充されて，商学部として新設・

独立（カリキュラムを確認すると講座内容に「マーケティング」が使われ

てもいる）している。したがって，今日までイリノイ大学商学部（現在は

経営学部に変更）は100年の歴史を持っている。

3．コンヴァース・ハワード・シェス考

イリノイ大学つながりという視点から，コンヴァース，ハワード，シェ

スという3人の学者のそれぞれ研究を概観しておこう。

� コンヴァース（P・D・Converse）

前述のバーテルズは，アメリカにおけるマーケティングの発展を時代区

分する中で，1920年代をマーケティング統合の時代と呼び，マーケティ

ングの標準的な大学テキストが陸続としたとする。そうした時代に，コン

ヴァースは，1921年にMarketing:MethodsandPolicies（Prentice-Hall）

を発刊，さらにElementsofMarketing（Prentice-Hall）を1930年に発

刊し，1966年に至るまで改定・増刷を重ねて名著テキストの1つとなっ

た（改定版は途中からその同僚にして，イリノイ大学教授の H.W.

Huegyらが共著者となっている）。その他多くの著書論文が発刊されてい

る。

他方で，コンヴァースのコンヴァース足らんとする一つの橋頭保を築い
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た領域として小売商業商圏論がある。小売商圏算出については，初期のも

のとしてライリーの小売引力の法則が知られる。すなわち「2都市は，吸

引勢力分割点の近くに位置する都市または町村から，都市の人口にほぼ正

比例し，2都市と中間都市との距離の2乗に反比例するように小売取引を

吸収する」という法則を明らかにした。コンヴァースはこのライリーの法

則をさらに展開して，新小売引力の法則として定式化した。そこでは，2

都市の吸引力の均等分割点を求める式と，消費者の居住地都市での購買部

分と競争都市に吸収される部分を求める式という，2つの式を導きだした。

これらの諸法則は，その他多くの研究者が挑んできたが，日本ではハフ・

モデルをベースに修正ハフ・モデルなどを使っていた。高度経済成長期の

総合スーパー・百貨店などの進出問題に関連して，その地元・周辺小売商

との出店調整に使われた。百貨店法，さらに大規模小売店舗法等において，

さらに1980年代でもまだまだ社会問題として解決されずに，多くの流通・

マーケティング研究者にとり喫緊の課題であった。とはいえ，法的規制問

題にのみ終始したり，規制緩和の中での解釈論議で，意味を持たないとい

う見方もないではない3）。

いずれにせよ，結局，コンヴァースの研究を総括すれば，①1920年代

のマーケティング統合の時代に標準的なテキストを出版したこと，②1945

年に端を発するアメリカでのマーケティング科学論争を仕掛けたこと，③

小売商圏の算出に関連する新小売引力の法則を定式化したことなど，顕著

な仕事をなした。こうして，イリノイ大学にコンヴァースありと知られた。

このことからAmericanMarketingAssociation（アメリカマーケティ

ング協会）は，マーケティングの理論的発展に貢献した研究者を表彰する

ための学会費「コンヴァース賞」（PaulD.ConverseAwards）を創設し

た。1951年を皮切りに，近時2012年には第18回と，「AMAコンヴァー

ス・シンポジュウム」としてイリノイ大学で適宜開催，席上，コンヴァー

ス学会賞を授与し，今日に至っている。中西部の基幹大学の一つ，州立の
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イリノイ大学教授の職にあった（1924～1957年の長い間在職した）コン

ヴァースであるが，第二次大戦前後，コンヴァースよりも以前，そして以

後もイリノイ大学では多くのマーケティング教員が在籍した。このように

イリノイ大学のマーケティングはアメリカでも有数の研究拠点となった。

� ハワード（J・A・Howard）

こうしたコンヴァースが活躍した時代，イリノイ大学で学部・大学院修

士課程時代を過ごし，コンヴァースに直接指導を受けたのが，ハワード

（J.A.Howard,1915�1999）である。イリノイ大学で1939年に学士，1941

年に修士号，その後1952年にハーヴァード大学で博士号を得ている。ハ

ワードはその後イリノイ大学やシカゴ大学にも教員として在職，1958年

にペンシルベニア州ピッツバーグ市にあるピッツバーグ大学に職を得て大

きく羽ばたく。それは，このピッツバーグ大学が，カーネギー工科大学

（現・カーネギー・メロン大学）に隣接しており，そこに在籍していた研

究者らと学問的に強い影響関係にあった。

とくに同年代のハーバート・サイモン（H.A.Simon,1916�2001,ノー

ベル経済学賞1978年受賞）から多くのヒントを得たといわれている。消

費者行動論領域はその一つである。このピッツバーグ大学教授在職中に大

学院で直接教えたのがシェスである。その後ハワードは1963年にはコロ

ンビア大学大学院（ニューヨーク）に移籍している。

ハワードの研究著作は多いが，田島義博訳『経営者のためのマーケティ

ングマネジメント その分析と決定 』（建帛社，1960年）；三浦 一

訳『新しいマーケティングの理論 経営者と購買者行動 』（ダイヤ

モンド社，1967年）；八十川睦夫ほか訳『消費者行動 理論の応用 』

（新評論，1982年），と邦訳本が数冊あるなど日本でもなじみ深い学者で

ある。

その詳細については他に譲ることとしよう4）。
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� シェス（J・N・Sheth）

コンヴァース，ハワードに引き続き，最後にシェスについて触れておこ

う。インド生まれのシェスは一時期ミャンマーに住んだが，争乱の影響も

あって母国インドに帰国し，1960年にマドラス大学（ロヨラ・カレッジ）

を卒業する。その後アメリカに留学，ピッツバーグ大学大学院で学び，

1962年に修士，1966年に博士号を得ている。この大学院時代に，ハワー

ドとシェスは師弟関係にあって研究をより深めたが，後には両者による

「ハワード�シェスの購買者行動モデル」として，1969年に一冊の専門書

に結実し，一世を風靡する。

このハワード�シェス・モデルは，簡略していえば，ハワードの1963

年モデル（学習理論）を改訂したもので，表示的，象徴的，社会的な刺激

といったインプットに対して，知覚構成概念さらに学習構成概念を経て，

アウトプットされる。結局，そのモデルは，学習理論＋認知理論といった

理解ができる5）。こうして，シェスの名を一般に高らしめたのは，この消

費者行動論領域であった。

1980年代の筆者の在外研究時点でもイリノイ大学は10名を超す著名な

教授陣が在籍していたが，そこにシェスが在職し，とりわけビッグネーム

を得て大きく存在感を示していた。

このように，前述のコンヴァースがイリノイ大学で教鞭をとった際に，

ハワードがその教えを受け，そしてそのハワードがピッツバーグ大学で教

鞭をとっていた際には，シェスが直接教えを受け，さらにその後にシェス

がイリノイ大学で教鞭をとるという，不思議な関係にある。コンヴァース

～ハワード～シェスは，いわばイリノイ大学つながりという深縁の関係に

ある。

さて，このシェスは，消費者行動論をメインに研究して著名でありなが

らも，1980年代に大きくその領域をマーケティング全体に広げる。それ
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はイリノイ大学のワーキングペーパーを1982年春に発刊したこと（全体

で 26ページの小冊子）にみられる。J.N.ShethandD.M.Gardner,

HistoryofMarketingThought:AnUpdate（FacultyWorkingPaper

No.857,March1982）がそれである6）。ワーキングペーパーによれば，

2×2のマトリックスでマーケティング理論（学派）を次の4つに分類し

ている。①非行動的×非相互作用的なもの＝商品学派，機能学派，商業立

地学派。②非行動的×相互作用的なもの＝制度学派，取引学派，マネジリ

アル学派。③行動的×非相互作用的なもの＝行動学派，行動主義学派，マ

クロ・マーケティング学派。④行動的×相互作用的なもの＝組織ダイナミッ

クス学派，社会的交換学派，システムズ学派。なお，この論文を母体とし

て，より内容を深めた専門研究書が，J.N.Sheth,D.M.GardnerandD.

E.Garrett,MarketingTheory:EvolutionandEvaluation,Wiley&Sons,

1988.（流通科学研究会訳『マーケティング理論への挑戦』東洋経済新報

社，1991年）である。

� 研究への視座

筆者はイリノイ大学での在外研究において，1982年秋学期に大学院に

おけるシェスの講義に参加した。彼のことなので，当然に消費者行動が中

心であろうと想定していたところが，MarketingTheoryandSystems

（BusinessAdministrationNo.426）という講座名であった。このセミナー

は，参加者は10名ほどであったか，先のワーキングペーパーをベースに

した，マーケティング理論の歴史的な発展を，諸学説の発展ととらえ，マー

ケティング思想学派を毎時間に俎上に載せていき，マーケティング理論の

構築にかかるいくつかの科学的基準により，それらを評価，数字的に採点

するというものであった。

このように，消費者行動論研究者シェスはその理論研究を経て，マーケ

ティング全般の理論発展史研究へと踏み込んでいることは，筆者の研究方
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向にとって大いに参考となった。

こうしたシェスの思考に鑑み，在外研究時点での私的な研究課題，第1

の小売流通商圏研究，第2の消費者行動研究，第3の歴史的研究，という

3つの研究領域テーマから，研究の立ち位置を熟慮し，第3のマーケティ

ングの歴史的研究に，これまで以上に重点的に力を注いでいくこととした。

かくして，在籍したイリノイ大学におけるマーケティングの理論や講座

の跡付けを手始めに，19世紀後半以降のアメリカ企業におけるマーケティ

ングの展開など，史資料を発掘するといった研究作業を続けた。こうした

経過により，生成・発生史的な視点から，まずはマーケティング生誕の地

アメリカを対象にした『マーケティング生成史論』（1987年）の単著を，

ついで『日本マーケティング史 現代流通の史的構図 』（1994年）

の単著など，内容の深浅はともあれ単独専門著書として順次出版に至った。

4．おわりに

いうまでもなく，今日のマーケティングは，営利組織たる企業にのみと

らわれることでなく，あらゆる組織にとって必要な戦略的存在となってい

るなど，より現実的な意味合いを持つ。とはいえ，その存立の前提として，

よって立つ基盤として歴史的経過を跡付ける作業は社会現象であればある

ほど必要不可欠である。マーケティングへの歴史的研究をいま一度振り返っ

ておかなければならない。

とはいえ，マーケティングの歴史的研究は，アメリカで，そして日本で

学界レベルでは十分に進んでいるとは思えなかったのが1980年代までで

あった。そうした状況を打破する起爆剤が必要と考え，既に研究成果が出

ていた各大学在職の方々に筆者は連絡をとっていった。こうして1988年

5月に発足したのが「マーケティング史研究会」である。これ以後，研究

会メンバーから視点の違いを越えて教えや刺激を受けることで，筆者自身
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にとっても大きな財産となった研究会であった。なお，この研究会の経過

詳細は，創立20周年記念に3巻本を出版した際，その第3巻『海外企業

のマーケティング』（同文舘出版，2010年）巻末に，小原著「マーケティ

ング史研究会20年の歩み」として記述しておいた。

他方，アメリカにおいては，これより先1983年に「アメリカマーケティ

ング史学会」が発足している。隔年に学会研究大会を開催し，報告論文の

集成が今日まで続けられ，2015年5月開催が17回目となり，それぞれ

Proceedingsとして出版されている7）。かくして，ようやくにマーケティ

ング領域における歴史的研究の重要性と，さらにマーケティング論の本質

理解に進むなど，日米に関わらず，さらに進展していくことと思われる。

以上のように，わが拙い研究の方法についてあれかこれかと思索を重ね

ながら長い学究生活の初期段階で，マーケティングへの歴史的研究への視

座を見極めることとしたのであった。最終講義に関連する形での本稿は，

冒頭お断りしたように，若かりし頃の回顧でしかなく，年寄りのたわごと

に過ぎない。

Appendix;晩鐘

上記の本論部分においては，わが学究生活での3つのターニング・ポイ

ント（節目）のうち，第2のポイント（研究・立ち位置の確認）を中心に

触れ，第1のポイント（大学教員への第一歩）については記していない。

これに関して，生涯一書生として，自分史というべき過去半世紀の来し方，

思い出話などをエッセー風に別に書き留めてきていた（仮題「晩鐘」）が，

その一部が経営経理研究所・中村竜哉所長の目に留まり，他に掲載予定が

当面無いようならば，それも紀要に載せてほしいとの要請があった。はた

して専門研究誌にこうした個人的な感慨（赤裸々にわが人生を語ることに

もなってしまっており）を掲載することが良いのかどうか正直苦慮した。
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後に続く方々の良悪材料の一つになればと，要請に応じてここに一部を追

録appendixの形で「恩師のことども」を以下に掲げることした（第1

のポイントの側面史か）。なお，第3のポイント（大病により初心に還る）

については前述の「ご挨拶；学ぶこと半世紀」の中で若干触れているので

省略した。

〔恩師のことども〕

人生70年もの永い間でのことゆえ，多くの先生方，先達にさまざまに

指導を受け，手引きされてきた。思い出話的に直接教えを受けた先生につ

いてのみ綴っておきたい。「入
いり

相
あい

の鐘を聞きつつ過去を反省し，これから

新たなる人生を歩みたい」（豊田悌助『随想 晩鐘』「はじめに」）ものだと

思う。

三代川正一さんのこと

拓殖大学・学部時代から大学院に至る指導教授で

あったのは，三代川正一先生（商学博士，1919�

1997）である。商学部・経営学ゼミでの3年最初の

テキストは，P・F・ドラッカーの『現代の経営』

で，当時もベストセラー本であり，経営学そしてマー

ケティングの基本書ともいえる。本書が私にとって

今日につながるのはその後の話である。

大学院商学研究科修士課程を修了する段階で，大学教員への道を歩めな

いかをご自宅に伺い相談したところ，博士課程に進むよう強く勧められた8）。

しかし現状では父を亡くし経済的に厳しく，無理と話したところ，とりあ

えず進学せよ，なんとかできないか自分なりに考えるし，大学とも相談す

るとのこと。結果的に，博士課程入学後に，拓殖大学で戦前にあった副手

制度が復活され，任用となった。学費免除と奨学金的な給与が与えられ，

さらにじっくり勉強するようにと先生の研究室を私的に提供頂いた，オブ
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リゲーションは前・後期末の定期試験の監督と，研究会への出席程度であっ

た。

さらに博士課程を終える段階で，商学部助手としても任用されたが，そ

の際，関係の先生方に「今は海のものとも山のものとも判然としないが，

10年先さらに先，必ずやひとかどの教員・研究者になるだろうから，し

ばらくの間温かく見守ってほしい」と話されたのだった9）。この一言は，

自分自身にとり，精進していく他ないと肝に銘じたのだが，常に大学教員

として私の原動力にもなってきた箴言である。はたして「ひとかどの」教

員・研究者になれたのだろうか。日々是精進を重ねてはきたものの，力の

ほどは自身が一番よく知っており，その中身には忸怩たるものがある。

中西寅雄さんのこと

拓殖大学大学院・博士課程での直接の指導教授で

あったのは中西寅雄先生（経済学博士，1896�1975）

である。「きみ～ぃ，なんですよ…」と口癖の言葉

を発しつつ（チェーンスモーカーの先生は大学院授

業では煙草を片時も離さず）嘆息され，あきれたご

様子の状態ながら，厳しくもやさしく接し，ご教授

を頂いた。すでに第二次大戦前に名著『経営経済学』

や『経営費用論』で洛陽の紙価を高め，草創期の経営学に大きな影響を与

えている。いわば日本経営学の創始者のおひとりであり，戦前に東京帝国

大学教授，戦後は大阪大学，慶應義塾大学教授を歴任されており，経営学

領域で知らない人がいない。

とはいえ，東京帝国大学助教授時代にドイツへ3年（1923�1926），商業

学とくに商事経営学研究のため文部省から出張を命ぜられるものの，当時

の日本の産業の中心は炭鉱で，「石炭鉱山会社の経営でも研究して来いと

いうことかと思った…」（小原・拝聴）といわれるほどに，まだまだ経営
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学は未知の学問領域であった。その後に，先生は経営経済学の研究方法論

を個別資本説として大きく展開される。

こうした大先生の前で私はただただ委縮しているしかなかったのだが，

少しでもその足元に届きたいと念じたものだった。1970（昭和45）年4

月25日（土）のわが日記には「力強さ，学問へのひたむきな姿，われ何

に悩むか。老師を見よ」と短く記している10）。汗顔の至りの記述だが，当

時，院生（修士課程2年）として中西先生の大学院授業を初めて受けた時

の印象である。中西寅雄という先生の生きざまを研究のスタートラインで

身近に接することができたのは僥倖というほかない。中西先生に直接，間

接に指導を受けた大学教員は，日本中に非常に数多く，私はその最後の門

下生となった11）。

豊田悌助さんのこと

大学教員への前提となった拓殖大学大学院・博士

課程で，どのように自分の研究方法や展開の仕方を

見出すか，日夜，暗中模索していた。常々顔を合わ

せれば「焦ることはない，ゆっくりじっくり研究は

やりなさい」と激励頂いたのは，豊田悌助先生（商

学博士，1902�1996）である
12）。朴訥とした大人にし

て，ゆったりした栃木弁で多くのファンがおられた

が，商法学という学問領域で直接の関連はないものの，少なからず目をか

けて頂いた。

『商業使用人に関する研究』で学位（1952年）を得られ，弁護士でもあ

る。専門領域以外に，法律的視点から展開された『赤穂義士無罪論』（酒

井書店，1973年）や，『随想 晩鐘』（鹿島研究所出版会，1965年）を頂戴

したのは昨日のことのようだ。後書で，豊田先生は助手時代，戦前1930

年から1932年までドイツ・ベルリン大学での留学事情を記しているが，
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留学の気持ちが痛いほどわかる。いずれにしても，こうした多くの先生方

との交流は，まだまだ小さな大学であったことの証左でもある。

佐藤勘助さんのこと

拓殖大学・学部時代から大学院に至る受講でお世

話になったのは，佐藤勘助先生（1908�1990）であ

る。戦前からの青山楚一先生，その門下に二つの種

が花開いたと言われたのが，会計学を専門とする佐

藤先生と，経営学や租税法の三代川先生である。い

わば兄弟弟子の関係で，学会なども連れ立って参加

されていたのは大学内で周知のことだった。

学問的には多く指導を受けたわけではないが，大学院時代に，その講義

は数人の受講院生の持ち回りで発表する方式だった際，著名な『リトルト

ン会計発達史』（片野一郎訳，同文舘出版）をテキストとして指定された13）。

一冊の大部な書物を隅々までじっくり読んだ記憶がある。本書は結果的に

歴史研究アプローチを取る私にとって，大変勉強になったことだった。

個人的には佐藤先生とは同じ私鉄駅を使うことで親近感があっただけで

なく，自然を愛することに通ずる日本野鳥の会に所属していたことで，趣

味的に話が合ったりと，学内で立ち話などしたが14），寡黙で，古武士然と

した，恰幅の良い方だった。愛娘の和子さんは学部時代に同じゼミナール

に所属，その兄の完治さんとは大学院博士課程時代に同年次で一緒（後に

創価大学在職），さらに佐藤先生のお孫さん（和子さんの娘）はわが小原

ゼミに入室してくるなど，それなりのつながりがある。

ジンマーマンさんのこと

前述，イリノイ大学・会計学教授リトルトンの貢献（注13,参照）のつ

いでに触れておきたいのは，このリトルトンとの共著もあるように師弟関
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係にあったのが会計学者ジンマーマン

（V.K.Zimmerman,1928�1996） で

ある。

周知のように，イリノイ大学の会計

学は，1964年に会計基準を発表する

などアメリカで屈指の存在であり，そ

の商学部会計学科は一頭地を抜けてき

た。その一人にジンマーマンが存在し

たが，彼自身には別に『近代アメリカ

会計発達史 イギリス会計の影響力

を中心に 』（小沢康人，佐々木重

人訳，同文舘出版，1993年）がある。

ジンマーマンは，イリノイ大学商学部長，イリノイ大学国際会計研究教

育センター長として，さらに日本企業とのコラボ，PEATAビジネススクー

ル大学院（non-degree）への幹部候補生受け入れなど，長く大学運営に

尽力した。大変にフランクな性格で多くの日本人研究者がイリノイ大学在

外研究時にお世話になってきた（およそ総数140名という）。小原は1982�

83年に在籍したが，少なくない日本の会計学教員が在籍，中でもジンマー

マンとは親友関係にあった飯野利夫先生（1919�2007,一橋大学，のちに

中央大学，駿河台大学学長）は別格扱いであった。

この1982年在籍時，研究の一端として，アメリカのマーケティング学

者80名を対象に理論・歴史研究アンケートを（シェスのアドバイスを得

て）実施している。その際に，ジンマーマンから適切な協力を得，アンケー

トの印刷手配や送達などすべてを彼の秘書が行ってくれ，たんにサインを

するだけで済んだ。さまざまな仕事やコピーなども自分で処理する日本の

大学教員事情からは隔絶した感があった。秘書の有能さを実感するととも

に，分野こそ違え多大の手助けを得たのである。
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1996年に惜しくもジンマーマンは逝去されたが，イリノイ大学はその

貢献を尊び，前述・国際会計センターにジンマーマン・センターと名を冠

しているほか，イリノイ大学ジンマーマン基金を立ち上げた。これに対し

て，日本からは飯野先生を発起人代表に，私を含めイリノイ大学でお世話

になった日本の大学教授多数（85名）がファンド協力している。

コンヴァース，ハワード，そしてシェスさんのこと

イリノイ大学商学部（現・経営

学部）は会計学だけでもっている

わけではない。わがマーケティン

グ分野も，バーテルズの指摘を待

つまでもなく，1902年にすでに

講義内容にマーケティングの用語

がみられるなど，アメリカの中で

も最も古く長い伝統を持ち続けてきている。

なかでも第2次大戦前・戦後を通じてアメリカにお

いてマーケティングに大きな足跡を残したのが，コン

ヴァースである。彼はイリノイ大学に1924年に准教

授として赴任し，1957年の定年までの永い間在職し

た。したがって，前述のリトルトンとはほぼ同時期同

じイリノイ大学商学部で，片や会計学者，片やマーケ

ティング学者と専門を異にするとはいえ，切磋琢磨していたと想像できる。

本論にも触れたように，コンヴァース～ハワード～シェスは，いわばイ

リノイ大学つながりの関係にある。
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橋本 勲さんのこと

大学教員となってからだが，同じ学問分野の方と

しては，京都大学・橋本 勲先生（経済学博士，

1925�2007）が忘れられない。私淑という言葉があ

るが，勝手に先生の研究業績，その研究方法等を学

びつつお手本とさせて頂いてきた15）。その後，京都

は左大文字に近い鷹ヶ峯旧土居町の閑静な地にある

ご自宅に，幾度となくお邪魔して謦咳に接し，食事

をご一緒させて頂くなどもしていた。このことは前述の通り三代川，中西

両先生の直接の門下生だが，私にとって専攻分野で自由に話ができる3人

目の師を持てたことで有難いことだった。

橋本先生は，京都大学経済学部長時代に，運営上さまざまな軋轢が生じ

ご苦労されたようである。大学行政を始め，組織運営の難しさなど十分に

注意するよう何度も話を伺ったことがある。

また，現在も専門書を継続発刊してきているマーケティング史研究会の

発足にも力を貸して頂いた。それも含めマーケティング領域の歴史研究分
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教授／生没年 教授最終所属 イリノイ大学 備 考（関係など）

コンヴァース

（P.D.Converse）

1889�1969年

イリノイ大学

1924�1957年

イリノイ大学

在職

（イリノイ大学に移籍するまで）

1915�1924年 ピッツバーグ大学に

在職。

ハワード

（J.A.Howard）

1915�1999年

コロンビア大学

1939年に学士

号を，1941年

に修士号を取

得。

1948�50年の

間在職。

（イリノイ州ジェームスタウンに

生まれる）

イリノイ大学および同大学院の学

生としてコンヴァースの指導を受

ける。

シェス

（J.N.Sheth）

1938年�

エモリー大学

1969�1984年

イリノイ大学

在職

ピッツバーグ大学大学院において

ハワードの指導を受け，1962年に

MBA,1966年にPh.D.を取得する。



野に橋頭保を築けたのは，先生のご助力あったればこそと思う。さらに，

橋本先生は私の学位論文（『日本マーケティング史 現代流通の史的構

図 』）の審査委員のおひとりでもあった。

大堺利實さんのこと

「橋本さんなら，知っている」と言われたのは大

堺利實先生（商学博士，1928�2004）である。拓殖

大学卒業後に高校教諭になる過程で，前述の橋本

勲先生も東京商科大学（現・一橋大学）在学中に非

常勤講師として，ともに都立第二商業高校の教員室

で机を並べたことがあったという。その後，大堺先

生は，会計学担当者として母校に戻り，経理研究所

長，商学部長，短大学長，そして大学学長を歴任されている16）。

大学院在籍時，さらに大学教員になる際に，管理会計・会計学では席が

無い，商学・マーケティング関係の授業を担当せよ，研究領域にせよと私

に言われたのは，この大堺先生であった。深謀遠慮があったようだが，今

は昔の話である。いずれにせよ，マーケティングを自身の研究そして授業

担当分野として長年やってきたが，その間，組織上はボスにあたる大堺先

生とは折に触れ，いろいろと雑談してきた。

その一つは，私の研究のあり様，たとえば橋本先生との交誼関係などを

話したことがある。この領域は（戦前からの旧制大学にもかかわらず）拓

殖大学でのプロパーがこれまでほとんどおらず，暗闇の中をひとり行くが

ごとくの状況であった。そんな中で，理論的に進んでいるとは思えないと

感じた東京・関東地方の大学の様相に対して，一筋の光をみたのは，より

理論深化をみせていたと感じたのが，森下二次也，荒川祐吉，橋本 勲，

三浦 信，風呂 勉らの関西在住の諸先生17）であった（ベースに商業経

済論的思考）。中でも橋本先生の研究方法に大いに魅力を感じ，前述のよ
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うに私淑した，といったことどもだ。

その後，「ひとかどの」教員になり得たかはともかく，学外での評価な

どをそれなりに受け，また学位を得るなどした際，「小原君よ，専攻を会

計学なんぞにせず，マーケティングで良かったじゃないか」と言われたの

には，「そうですね」と（苦笑混じりで）応えたものだった。

伊東 敬さんのこと

1971（昭和46）年4月6日（火）の日記には，

朝10時に拓殖大学経理研究所に呼び出されたとあ

る。まだ大学院博士課程の地歩が固まらないためだっ

たのか，前日4月5日という遅い時期に入学試験が

あり，それに臨んだが合否発表は2日後の4月7日

であった。入試が終わった次の日になぜ呼び出され

たのか疑問に思いながらの出頭であった。なんと，

4名の先生方，佐藤勘助商学部長，三代川正一経理研究所長，新年度・大

学院担当になった研究所番頭格の大堺利實先生，それに当時は確か国際部

長の伊東 敬先生がずらりと並ぶ。皆さん大学運営の中枢にいる方ばかり

で驚く。他学部の伊東先生の同席は，入試の英語出題者だったからと判断

した。

面談では，昨日の博士課程の入試は合格である，今後しっかり勉強して

いくようにと，日記には「諸先生よりネジを巻かれる」とだけ記している

（詳細は覚えていないが，大学の後進育成への意気込みだったと思う）。

伊東 敬先生（1906�1989）は，昭和30年代，40年代を中心に本名で

はなく「ケイさん」と親しみを込めて学生は呼んでおり，知る人ぞ知る名

物教授，今風に言えば「レジェンド」だ18）。大学1年次に先生の「英連邦

研究」講義を受けており当然に存じ上げていた。

先生は，若き日にロンドン大学に留学，外務省勤務後に大学に戻られて
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おり，紺のスーツ姿に赤いネクタイ，背筋を常に伸ばした秀麗さは，まさ

に英国紳士と形容するに相応しい。

よく知られた授業は，明治天皇ご下賜金で建てられた恩賜記念講堂

（1914年竣工）で行われた19）。当時の第1時限目は8時30分始まりだが，

鎌倉の自宅から始発で登校され，6時半前には最初の出席カードを，さら

に定刻の8時30分にはもう一度出席を取られる教育熱心さだ。また同講

義は週3コマ開設されていたが全体で500人以上か，レポート提出はご自

宅「鎌倉市海蔵寺境内」宛てに郵送する。なんと，封筒，レポートとも細

かい赤字を付して保護者のもとに返却される。これが大学教育なのかと思っ

たからか，いまだに大事に所蔵しているが，今日まで手紙を書くたびに宛

名書きはこの伊東先生の指摘を思い出すのである。

1） レゾンデートル（仏語，raisond・�etre）は，存在理由，存在価値，存在意義

の意。

2）「アメリカマーケティング生成の一系譜 イリノイ大学マーケティング史

覚書 」『経営経理研究』第31号，1983年11月。なお，イリノイ州を代表

する大学だが，本校としてのアーバナ・シャンペーン校のほか，シカゴ校，ス

プリングフィールド校がある。

3） これらに関しては，当時の小原 博・既稿を参照。「大規模小売店舗の調整問

題」『海外事情』第25巻1号，1977年1月；「小売商業環境の変化 商業活

動の調整を中心として 」『海外事情研究所報告』第13号，1977年3月；

「流通効率序説」『経営経理研究』第20号，1978年10月；「小売業形態発展理

論の吟味 W・R・ダビッドソンの所論を中心に 」『経営経理研究』第21

号，1979年5月；「日本商業観管見 その序説的展開 」『経営経理研究』

第25・26合併号，1981年3月など。

コンヴァースの小売商圏に関する論文は，P.D.Converse,・NewLawsof

RetailGravitation,・JournalofMarketing,Vol.28,Jan.1949。

ライリーのそれは以下。W.J.Reilly,・MethodsfortheStudyofRetail

Relationships,・UniversityofTaxasBulletin,No.2944,Nov.1929。

ハフのそれは以下。DavidL.Huff,・DefiningandEstimatingaTrading
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Area,・JournalofMarketing,Vol.28,July1964。

4） ハワードの主著である，邦訳原著は以下。J.A.Howard,MarketingMan-

agement:AnalysisandDecision,Irwin,1957;Marketing:Executiveand

BuyerBehavior,ColumbiaUniversityPress,1963;ConsumerBehavior:

ApplicationofTheory,McGraw-HillBook,1977.なお，ハワードのマーケティ

ング理論への貢献は，門下のシェスによる評価論考がある。J.N.Sheth,

Howard・sContributionstoMarketing:SomeThoughts（FacultyWorking

Papers,No.251,Univ.ofIllinois,June1975）。ハワードは1999年に逝去，

追悼については，M.B.Holbrook・Remembrance:JohnA.Howard（1915�

1999），・JournalofConsumerResearch,Vol.28,Sept.2001。

ハワードのマーケティング学説史的評価については以下を参照されたい。熊

沢 孝「J・A・ハワード マーケティング管理論および消費者行動論の開

拓者 」，マーケティング史研究会編『マーケティング学説史 アメリカ

編 （増補版）』第4章所収，同文舘出版，2008年。

5） J.A.HowardandJ.N.Sheth,TheTheoryofBuyerBehavior,JohnWiley

&Sons,1969。モデルの概略は小原の研究初期の論考で古いが，小原 博「消

費者行動」共著『現代マーケティング入門』第5章所収，中央経済社，1980

年。

6） シェスらのワーキングペーパーは，ちょうどこれらの議論をシェスとしてい

た機会でもあり，彼の許可を得て訳出済みである。すなわち，小原 博訳「現

代マーケティング思想史」（『経営経理研究』第30号，1983年3月。なお，こ

のワーキングペーパーは，文献 R.BushandS.Hunteds.,MarketingTheory:

PhilosophyofPerspectives,AMA,1982.に転載・収録されてもいる。

なお，シェスは，イリノイ大学教授として在職して後は，温暖な地である南

カリフォルニア大学に，さらに南部のエモリー大学（ジョージア州アトランタ）

に移籍している。エモリー大学では寄附講座教授である（CharlesH.Kellstadt

ProfessorofMarketingattheGoizuetaBusinessSchoolofEmoryUniver-

sity）とともに，個人的にシェス財団（MadhuriandJagdishShethFounda-

tion,ShethFamilyFoundation）を創設し，留学生への支援，研究者への研

究活動への支援，さらに母国インドへの貢献など，多くの社会貢献に励んでい

る。

7） このアメリカマーケティング史学会の第1回（1983年）から第5回（1991

年）までの，当初の5回分の全報告内容を動向分析したものとして，小原 博

「マーケティング史研究の動向」『経営経理研究』第49号，1992年9月，があ

る。

―44―



8） 拓殖大学大学院では，修士課程はすでに1951（昭和26）年に設置されてい

た。1970（昭和45）年の博士課程増設に際し，大学から商学研究科・担当責

任者になったのが，佐藤勘助商学部長，三代川正一経理研究所長で，ともに恩

師である。同時に増設の経済学研究科・担当責任者は赤松 要大学院委員長。

ちなみに商学研究科博士課程スタート時，以下のように，専任および非常勤

を含め，当時揃え得る斯学最高のスタッフであった。高橋亀吉（商業史特殊研

究＝以下特研は省略，および金融），田中喜助（貿易），宇野政雄（配給），本

山 実（交通），中西寅雄（経営学原理，および原価計算），中村常次郎（経営

管理），土屋喬雄（経営史），高宮 晋（経営組織），高橋秀雄（公益企業），中

島英信（中小企業経営），佐藤勘助（会計学＝財務会計），片野一郎（会計学＝

貨幣価値変動会計），三代川正一（会計学＝税務会計，および租税法），片岡義

雄（会計監査），豊田悌助（商事法），平岡一実（労働法）。これらの重厚な教

授陣に教えを受けたことは筆舌に尽くし難いところである。

9） 私の大学教員への道は，「寡黙にしてコツコツまじめに勉強する学生であっ

たこと，大学4年間を特待生（学費免除）で，また総代であったこと等で，大

学教員としてやっていける能力があると判断したから」として，こうした対応

をしたのだとかつて話を受けたことがある。

10） この授業より前，1970（昭和45）年2月18日（水）には，中西寅雄先生の

慶應義塾大学（三田）の研究室から，専任となった拓殖大学（商学研究科博士

課程増設のために招聘）へと，私はその蔵書を運ぶことを商学部長および経理

研究所長から依頼され，運送屋と共にその任に当たっている。同時に，渋谷の

日本生産性本部（当時，中西先生は同本部・生産性研究所長＝常務理事も兼務）

にも別置されていた中西蔵書も併せて運んでいる。この時が先生との最初の出

会いであった。

11） 私的には，1974（昭和49）年，商学部助手となって何とか生活できそうだ

と5月5日に結婚式を挙げたが，中西先生には主賓として長い祝辞（研究方法

などに関する貴重な内容で，レコード盤が残っている）を賜った。

その1年後，残念ながら1975（昭和50）年4月25日に召天されている。故

ペトロ中西寅雄先生の葬儀ならびに告別式は，5月6日に東京・聖イグナチオ

教会に於いて，葬儀委員長に郷司浩平・日本生産性本部会長，友人代表に黒澤

清および大河内一男両教授と，錚々たる方々により執り行われている。

日本会計学界の重鎮，黒澤 清教授は「中西寅雄先生は，わが国の経営経済

学の創始者の一人であり，日本経営学界の巨峰として，学問の世界において，
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静かな一生を貫かれるものと，周囲から期待されていた人物であった。しかし

運命の大きな波は，彼をして東京帝国大学教授としての白い象牙の塔にこもる

ことを許さず，波乱万丈の生涯を送ることを余儀なくしたのであった。もちろ

ん彼の生涯は，このことによって学問の世界から絶縁したわけではなく，彼に

運命が与えた新しい学問的実践の世界において独自の途をきり開くこととなっ

たのである。」と中西先生没後に発刊された『中西寅雄 経営経済学論文選集』

（千倉書房，1980年）の「はしがき」で述べている。

12） 後に，拓殖大学では，中曽根康弘総長（第12代）の後任として，赤松 要

（政経学部教授，国際経済学），豊田悌助（商学部教授，商法学），そして中西

寅雄（商学部教授，経営学）の3氏が候補となったが，最終的にOB初の総長

（第13代）として豊田先生が1971年に就任されている。

なお，総長退任後に「豊田悌助先生在職50周年記念論文集」（『拓殖大学論

集』第121号，1979年3月）が編まれた。

他方，赤松 要先生（1896�1974,一橋大学，のちに明治大学，拓殖大学）

は，雁行形態論で一世を風靡した。主著に『世界経済論』（国元書房，1965年）。

逝去後に，門下生編『赤松 要先生追悼論集 学問遍路』（世界経済研究協会，

1975年）が編まれた。

13） 会計学で周知のように，リトルトン（A.C.Littleton,1886�1974）は，イリ

ノイ州生まれにして，1915～52年イリノイ大学で会計学担当教授。アメリカ

会計学会会長を歴任した。主著に，『リトルトン会計発達史』（片野一郎訳，同

文舘出版，1952年）；『会計理論の構造』（大塚俊郎訳，東洋経済新報社，1955

年）；『会社会計基準序説』（ペイトン共著，中島省吾訳，森山書店，1958年）；

『会計理論：連続と変化』（ジンマーマン共著，上田雅通訳，税務経理協会，

1976年）。

14） 佐藤勘助先生の主要著作は，『会計学原理』（多磨書店，1957年），『工業会

計』（文雅堂銀行研究社，1964年），『簿記の要点』（同文舘出版，1967年），

『現代銀行会計原理』（文雅堂銀行研究社，1969年），『基本会計学』（同文舘出

版，1975年）など。

なお，1990年に逝去されたが，「佐藤勘助教授追悼号」（『経営経理研究』第

47号，1991年3月）が編まれた。別に今般，前述の豊田先生のエッセー『随

想 晩鐘』を読み返して驚いた。なんと，豊田先生も中西悟堂さんの「日本野

鳥の会」のメンバーだったという。当時は全く知らず，嬉しく思ったことだっ

た。

15） 橋本 勲先生の主要著作は，『商業資本と流通問題』（ミネルヴァ書房，1969

年），『現代商業学』（ミネルヴァ書房，1971年），『現代マーケティング論』
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（新評論，1973年）『マーケティング論の成立』（ミネルヴァ書房，1975年），

『販売管理論』（同文舘出版，1983年）など。

橋本先生は2007年2月6日に逝去された。追悼については，近藤文男「橋

本 勲先生追悼」京都大学『経済論叢』第180巻第4号，2007年10月。小原

「橋本 勲博士を悼む」『マーケティング史研究会会報』第40号，2007年12

月。

16） 大堺利實先生の主要著作は，『銀行簿記』（大原出版，1963年），『簿記の要

点』（同文舘出版，1967年），『現代銀行会計原理』（文雅堂銀行研究社，1969

年），『要説原価計算論』（税務経理協会，1974年），『会計主体論』（創成社，

1988年），『会計学基礎概念』（創成社，1991年）など。

なお，大堺先生については「大堺利實教授：退職教員の略歴および業績」

『経営経理研究』第62号，1999年6月。その後，2004年5月29日に逝去され

た。追悼については，嶋 和重「追悼：大堺利實先生を偲ぶ」『経営経理研究』

第73号，2004年12月。

17） これら関西勢の研究姿勢は当時鮮烈で，それぞれに多くの著作が出版されて

いたが，主著は以下。森下二次也『現代商業経済論』（有斐閣，1960年），荒

川祐吉『小売商業構造論』千倉書房，1962年），橋本 勲『商業資本と流通問

題』（ミネルヴァ書房，1969年），三浦 信『マーケティングの構造』（ミネル

ヴァ書房，1971年），風呂 勉『マーケティング・チャネル行動論』千倉書房，

1968年）。同じ土俵での彼らの共同著作としては，現代マーケティング研究会

編『さよなら直訳マーケティング』（誠文堂新光社，1968年）がある。

18） 伊東 敬先生の主要著作は，『英連邦入門』（表現社，1958年），『英連邦史

論』（同，1962年），『アジア・アフリカと日本』（同，1964年），『アジア・太

平洋と日本 豪州・カナダと日本経済』（同，1968年），『カナダ連邦の心と

姿 世界三大洋に拠る未来国家』（同，1974年），他にエッセーなど多数。

とりわけ，『北洋歴訪記 アイスランド・ブリテン諸島めぐり 』（同，

1977年）は伊東 敬・伊東聖子共著で人柄が偲ばれる。

なお，伊東先生については「伊東 敬教授ほか退職記念号」『拓殖大学論集』

第110�111号，1977年3月。拓殖大学では学生部長や北海道拓殖短期大学学

長などを歴任。1989年2月3日に逝去された。

19） この恩賜記念講堂（通称 M101教室）は，1965（昭和40）年前期 6月30日

まで「英連邦研究」講義教室として使用された。よって記念講堂での最後の受

講者である。この1965年夏には解体され，跡地に昼夜突貫工事でS館校舎が

新築された（翌1966年春に使用開始）。団塊の世代が大学に大挙入学してくる

準備のための校舎新築であった（2000年の創立百周年を期して近年キャンパ
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ス再開発によりこのS館はさらに取り壊し，跡地に現E館が2015年1月に竣

工している）。

（原稿受付 2016年1月6日）
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は じ め に

21世紀になり先進国市場の成長が鈍化する中で，新興国市場が急速に

高度成長を遂げ，グローバル・マーケティングの主戦場が新興国市場に移

行している。なかでも今，最も注目を浴びているのは，13億余の人口を

有する世界最大の市場中国である。この中国に改革開放とともに，政府の

要請でいち早く参入し，中国の家電産業の発展に大きな貢献を果たした日

本企業を代表するパナソニックの中国におけるマーケティング戦略の参入

とその発展について分析する。
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中国の市場は単に人口が多いということにとどまらず，GDP規模では

日本を抜いて米国に次ぐ第2位に躍進した。1人あたりの所得が増大し，

ボリュームゾーンを形成する中間層の増大が顕著で，一大消費ブームを起

こしている。耐久消費財におけるカラーテレビや携帯電話，冷蔵庫，洗濯

機の普及は先進国並みである。

この市場をめざして，日米欧の企業を始め台湾，韓国に加えて，急速に

成長してきた中国のローカル企業が，血で血を争う喉笛を切る競争（cut

throatcompetition）が展開されている。このような市場に改革開放とと

もにいち早く参入したパナソニックが中国の経済の近代化と発展にいかに

貢献したか，マーケティングの側面から分析し，新興国市場のマーケティ

ング戦略，とりわけ新興国市場のグローバル・マーケティング戦略の在り

方について考えてみることを目的とする。

まず，パナソニックのマーケティング戦略の前史である世界の工場とし

ての時期，中国の改革開放時期に中国の家電産業の近代化とその発展にい

かに貢献したか，マーケティング戦略の側面からその果たした役割と貢献

について明らかにする。

ついで，中国経済の急成長を背景としたWTO加盟を契機に参入して

きた世界中の企業の主戦場となった市場で，薄型プラズマテレビを戦略商

品として，大型の白物家電，冷蔵庫，洗濯機，エアコンをはじめアイロン，

ヘアードライア，炊飯器などの小物家電を含む総合家電を武器に外資メー

カー，ローカルメーカーさらには世界の家電量販店を相手に競争を展開し，

新興国という未知の市場で躍進と後退の中で，そこから何を教訓として学

んだのか明らかにする。

最後にその経験と教訓を踏まえ，今，パナソニック・チャイナはどのよ

うなマーケティング戦略を構築し，将来の展望を持って反撃をしようとし

ているのか，本章で紹介したい。
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パナソニック・チャイナの社名は，中国ではしばしば以下のように日本語

表記，中国語表記，英文表記が使用されている。

社名：�日文� パナソニック・チャイナ�

�中文� 松下電器（中国）有限公司

�英文� PanasonicCorporationofChina（略称：PCN）

パナソニック・チャイナ�の中でさらにいくつかの分社に分かれている。

本稿で対象としているのは，パナソニック家電社（PanasonicMarketing

&SalesofChina略称：PMCN）とパナソニック家電販社（Panasonic

Consumermarketing&SalesofChina：略称PCMCN）である。本稿

においてはパナソニックの歴史的発展段階に応じて使用された英文略称を

使用する。

1．「世界の工場」としての時代 マーケティング戦略前史

日本家電企業の中国市場参入の本格的開始は，1978年12月中国共産党

の第11回会議第3次総会で経済の改革・開放を国策として確立後，民生

用の電子機器産業を充実させ，経済建設の担い手である中国国民の生活向

上と娯楽のニーズに応えるために，国家主導によるカラーテレビの国産化

による普及という要請とともに始まった。

家電産業では，国家政策として松下電器が選ばれ，創業者松下幸之助は

鄧小平の協力要請に応じ「中国の電子工業の近代化のために，松下電器は

一企業ではあるが，できるだけ協力したい」1）との積極的な意向を表明し，

鄧小平の訪日，松下幸之助の中国訪問（1979年6月，80年10月）などが

あった。ここでは献身的に中国の家電産業の発展に貢献する松下幸之助の

社会貢献の意思表明がみられた2）。
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松下電器は日本で有するマーケティングやR&Dの専門知識といった

中核リソースを中国で有効に活用する必要性を強く意識し，家電完成品の

輸出からはじまり，上海白黒テレビ用CRTのプラント輸出を第1号とし

て，150件を超える技術援助を行い，中国企業との技術協力を進めた3）。

90年代には合弁形態による製造拠点を集中して設立した。87年9月に

は国家プロジェクトとして，同社初の中国での合弁会社，北京・松下電器

彩色顕像管有限公司（BMCC）を松下電器が100億円，中国側が100億

円出資し，設立された。半年から1年に及び250人の日本での自習を得て，

89年，第1号機を完成した。ここで作られた部品は，カラーテレビの国

営企業，北京牡丹などに納入された4）。

松下電器は海外に多くの工場を持つが，その多くは中国や東南アジアに

集中しており，特に中国が多い。現在，中国の製造会社数は多く，60社

を超えるが90年代にその半数を超える37社が設立されている5）。

当時の松下電器の主要な狙いは，製造コストの安さという中国の優位性

を生かすことであり，生産拠点の集中的展開であった。中国で生産された

完成品のほとんどは，中国以外の市場に輸出された。これは中国政府によ

る輸出代替化政策によるものであったが，まだ中国を重要な市場とは認識

されていなかったためである。

家電商品に関する代表的なものだけも列記すれば以下のようなものがあ

る。

92年に，杭州金松洗濯機，北京松下通信設備，広州松下・万宝アイロ

ン，93年に，広州松下・万宝コンプレッサー広州松下・万宝エアコン，

北京・松下電子部品，厦門松下オーディオ，上海松下電池，青島松下電子

部品，94年に，上海松下電子レンジ，上海松下電子工業半導体，95年に，

大連松下通信工業，無錫松下冷機，山東松下テレビ，無錫松下冷機コンプ

レッサー，97年には青島松下電子部品，98年には，杭州松下炊飯器など

が設立されている。同時に，同社は中国の工場に対し，製造工程のノウハ
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ウ，品質管理の技術などさまざまなノウハウを提供した6）。

松下電器は，90年代を中心に，中国で「第二の松下」と呼ばれるよう

に，電池，電子レンジ，半導体から冷蔵庫，テレビ，炊飯器など主要な事

業部をほとんどすべてに進出している。しかも，北京，上海，広州などの

大都市はもとより，北の瀋陽市から南の珠海市まで，全土に拠点が張り巡

らされた。こうして，中国は松下電器のグローバルな製造拠点となり，

2000年の初頭には同社の白物家電の約30％が中国で生産されるようになっ

た。中国家電産業の発展は，松下電器をはじめとする日本企業の対中技術

協力と製造機能の移管，基幹部品の輸出が大きな役割を果たした。対外開

放により中国は積極的に直接投資の導入に踏み切ったものの，この段階で

は，国内企業の保護育成のため，多くの投資分野は許可，制限，禁止の業

種に指定され，家電産業も例外ではなかった。

外資からの援助と国家の様々な規制に守られ発展した100社以上のロー

カル企業が混戦し，供給過剰となったカラーテレビ産業において外資系の

参入はほとんど許可されなかった。松下電器も1990年代初頭にカラーテ

レビの現地生産を計画したが許可されなかった。1995年前後にやっと外

国企業の家電市場の参入が解禁されたが，折しも，円高で日本企業は松下

電器（済南市）をはじめ日本ビクター（武漢市），ソニー（上海），東芝

（大連市）シャープ（南京市）などが積極的に参入した。サムスン電子，

LG，フィリプもこの時期に参入している。

1979年以来，国内法に従って，北京を筆頭に上海，広州，厦門，大連，

杭州，成都に連絡事務所を設置したが，活動は情報連絡に限定され，実務

を伴う営業活動はみとめられなかった。輸入品は国有の「輸入代理商」が

全てを統制し，現地本部はチャネル網の構築どころか，販売店には全くで

きなかった。94年，当時の松下電器森下洋一社長と朱鐙基副首相の合意

によって，「松下グループはすでに投資も多く，経営理念も中国に適応し

ている」ということで，科学，工業，貿易の三位一体を満たしていること

―53―



を条件にかろうじて貿易の許可を得た7）。貿易の許可により，仕入販売が

可能となった。完成品の輸入権が取れたのは，WTO加入後の2005年4

月であった8）。1990年代半ば以降，中国企業と合弁企業の生産拠点の増加

とともに，販売会社など自己のチャネル構築が認められるようになり，こ

の時から松下中国の積極的な販売活動の展開が開始された。

輸入代替化を達成した家電産業は，その後市場開放に向けて一歩踏み出

した。

2．中国市場にシフト 都市部を中心とした売上至上主義の時代

中国は 2001年 12月 WTOに加盟した。その背景には，鄧小平主席

（当時）による南巡講和後，主要商品で輸入代替化の達成により，巨大市

場の開放が示され，各種の規制撤廃が実施され，多くの外国企業は直接投

資による市場参入が可能となり，家電市場の開放により，テレビを中心と

した自由な営業活動を展開した。

これより前の2000年初頭までは，日系を中心とする外資系メーカーが

中国市場のシェアにおいて，上位を占めていた。1995年には松下電器の

テレビのシェアは1位であった。しかし，2000年に入り，中国の地場メー

カーが次々とカラーテレビを始め冷蔵庫，洗濯機など白物家電商品におい

て中間層のところでシェアを拡大していった。カラーテレビでは上位7社，

エアコンで上位6社が現地メーカーによって占拠され，洗濯機と冷蔵庫も

現地メーカーが上位2～3社で50％以上のシェアを独占している状況であっ

た9）。

この頃の中国市場は，昭和30年代と40年代の日本の高度経済成長期と

同じような家電ブームの真っただ中にあった。都市部における百世帯当た

りの所有台数は，カラーテレビが114台，冷蔵庫が80台，洗濯機が90台，

エアコンが28台，電子レンジが16台（2006年6月，「中国経済景気月
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報」），上海ではカラーテレビが142台，冷蔵庫102台，洗濯機91台，エ

アコン92台，電子レンジ16台（同）と日本並みに達していた10）。

本社パナソニックにおいて，2002年3月期の年次決算で，創業以来の

初めての赤字を計上していた。同社のトップは海外事業を「全社の成長エ

ンジン」と位置づけ，当時成長の著しい中国市場で強い存在感を確立しな

ければ，他のすべての市場で後れを取る恐れがあると危機感を抱いた。

2004年，「中期計画躍進21」で中国1兆円構想をたて，松下電器にとって

中国はもはや商品を安く作る製造のための場所ではなく，将来の成長を実

現するための重要な市場としての位置づけをした。そのために，松下電器

が保有する生産技術のみならず，マーケティングに関する技術やR&D

の知識などの経営資源を中国に投入し，徹底した現地化を軸にした事業の

再構築の必要性を認識した。

元・松下電器杉浦俊男取扱・中国・東北アジア本部長は，大阪の記者会

見で，「2005年には，現在平均3％程度である中国市場での占有率を主要

製品で10％以上に高めるとともに，中国での生産販売高1兆円を目指す」

と語り，中国1兆円構想を実現するためには，従来は単なる工場経営にす

ぎなかった41の製造会社を，自己完結の事実経営へと発展させることが

課題であること指摘し，開発，製造，販売，支援の各ステージで「現地化」

「集約化」「協業化」を目指すという具体的な目標を発表した11）。

現地化の具体的事例として，2001年1月には上海松下プラズマディス

プレイ社（SMPD）を上海に設立したことがあげられる。これは松下の海

外で生産する唯一のPDP工場であった。事業内容はPDP関連製品・部

品の生産，テレビまで組み立てる一貫生産工場で，このSMPDは国産化

プロジェクト第1号にまで指定された。プラズマテレビの生産は，2002

年には5000台で，そのシェアは50％，2004年には6万台，シェア40％

と滑り出しは上々であった。2004年4月には，販売会社の設立によって，

それまでの製造コストの安さを活かした優位性から，プラズマテレビを中
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心とした自社製品の販売重視の活動にシフトした。プラズマテレビは，当

時，松下電器が液晶陣営に対抗して，全社を上げて取り組んだ戦略商品で

あった。

集約化の重要な事例としては，2003年に北京でスタートした「地域統

括会社」を上げることができる。ちょうどその頃，中国政府による100％

出資（独資）の松下中国の設立が許可され，地域統括会社としての松下電

器中国が2003年にスタートした。松下電器の独資化と並行して中国進出

の現地法人各社を完全子会社化し，そのほとんどを連結決算の対象とした。

松下の事業は国内外を問わず事業部単位が基本であったため，開発から生

産，販売までの全責任を各事業部で負う仕組みになっていた。中国にある

全ての現地法人の生産会社も，それぞれが個別に判断して直接出荷・営業

を行うバラバラのやり方であったため，この方式を廃止し，統括会社に家

電製品の販売支援を集約し，統合的なマーケティング機能をもたせるよう

にした。さらに統括会社に広告宣伝，営業人材の育成，法務，代金回収な

どの機能を集約化した。この組織再編により，製・販の統轄機能を一本化

させ，小売店に対して統合的なマーケティングを展開し，交渉力を高め

た12）。

協業化に関しては，中国の現地メーカーTCL集団との提携があげられ

る。パナソニックは中国で1，2位を競う総合家電メーカーと包括提携に

よって，松下電器の技術開発力とTCLの生産販売力を結合して，中国市

場で協力体制の確立の合意をした13）。松下電器中国にとって，特に，中国

1兆円プロジェクトの成功のためには，中国国内市場での販売網の構築は

欠かせない。「世界の工場」を目指し，現地生産企業の先行した松下電器

中国の最大の遅れは，現地での販売網の形成は緊急の課題であった。13

億の人口を有する広大な市場で，約3万店の販売網と約2万のアフターサー

ビス拠点を全土に張り巡らせているハイアールと競争優位を競うためには，

松下電器中国だけの力では「ゾウとアリの戦い」になる。現地メーカーの
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販売網でカバーせざる得ない。TCLはハイアールと並ぶ家電の新興勢力

で，強固な販売網と充実した顧客サービスを武器に急成長していた。松下

電器中国の自前の販売網は沿岸部を中心とした大都市圏が中心であるため，

2008年の北京オリンピックなどの需要拡大がみこまれる内陸部への販路

の確保が必要であった。

1978年の改革開放以来，中国政府の要請に従って，技術の援助を始め

合弁会社による工場の進出を得て，中国1兆円プロジェクトを目指し，紆

余曲折を描きながらプラズマテレビを戦略商品として進んできた松下電器

中国が，2007年のパナソニックチャイナ（PanasonicChina）に名称変

更したころから後退を始める。

松下電器中国がプラズマテレビを当初，先富論で沿岸地域の都市部で登

場してきた富裕層をターゲットとし，日本から輸入した高品質商品のテレ

ビを販売していた。SMPDでの生産以降，プラズマテレビは需要のある

ところで生産し，供給するようになった。2002年には5,000台の生産で松

下のシェアは50％，2003年2万5,000台，シェア42％，2004年には6万

台，シェア40％と着実に生産を伸ばしていった。上海のSMPDで生産さ

れた製品は，当初は中国国内25％，海外75％と規制されたが，その後規

制は緩和され，2006年には国内75％，海外25％になり，国内での販売も

着実に伸ばしていった。

テレビ同様，白物家電においても，松下電器は他の家電メーカーより一

足早く中国に参入しており，先発優位の立場にあった。1990年代後半に

は洗濯機，冷蔵庫，エアコン，アイロン，炊飯器などの白物家電は，多く

の商品において，富裕層を中心に人気商品であった。そのシェアも大きく

多数の商品において，上位にランキングされていた。たとえば，1992年

に松下電器が中国の洗濯機業界へ投資して設立した合弁会社，杭州金松洗

濯機有限公司はNATIONALブランドの「愛妻号 W 45AⅠ」2層洗濯機

が，日本をはじめ，東南アジア，南アフリカ，中東などへ8万台輸出され
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ている。この商品が「全国ユーザー満足商品」および「全国ユーザー満足

企業」に選出されたほか国内貿易部，全国商品市場監督センター，中華全

国商業センター，全国大手市場共同選出の「全国売れ行き最高商品」さら

には全国48のデパートと専門店共同選出による「消費者人気ナンバー1」

「95北京国際家電展覧会」の金メダルなどを多数受賞している14）。上海松

下電子レンジは，2001年に年間150万台の売り上げ，シェア3割を達成

している。中国市場では外国企業の商品の場合，シェアが1割まで行けば

上々といわれる中での結果を出している15）。

しかし，この頃急拡大してきた新中間層といわれる消費者には，価格が

高く手が届かないというだけではなく，彼らのニーズにも合っていなかっ

た。2006年には中国のカラーテレビの市場規模は4,000万台近くになり，

日本の5倍という巨大市場になった。依然ブラウン管テレビが中心であっ

たが，ブラウン管テレビの販売量が初めて前年比で減少し，代わって液晶

テレビとプラズマテレビが台頭し，それぞれ380万台（前年比3倍），60

万台（同13％）と拡大している16）。

プラズマテレビは，パナソニックが，2004，05，06年に先進国を対象

とした「垂直立ち上げ」，「世界同時発売」で世界のシェア拡大に成功した

製品でもあった。2006年春には中国も対象になっている17）。

中国ではプラズマテレビは，都市の富裕層を対象とし，彼らのニーズを

取り入れ現地での企画・設計によって作られた商品の販売で，一定の売り

上げを得た。2006年度のプラズマテレビの販売台数シェアでは，松下が

21.6％，日立17.6％，長虹9.3％，海信8.7で，プラズマ陣営の中ではトッ

プシェアを獲得するなど健闘している18）。小売店においても人気があり，

百貨店を始め国見，蘇寧の2大全国量販店，地方量販専門店では，一時は

人気商品として取り扱われた。

とはいえ，同年の液晶テレビの総販売台数380万台に対して，プラズマ

テレビのそれは60万台であることを考慮すれば，プラズマ優位とは決し
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ていえない。薄型テレビにはプラズマテレビに対抗している液晶テレビが

あり，当初，液晶は32型では液晶，37型以上はPDP，また，PDPは速

度・視野角，大型化に秀でており，液晶は輝度，明所コントラストに優れ

ているということで，両者は棲み分けされていた。ところが，液晶技術開

発が予想より早いスピードで大型画面が可能となり両者の区別がなくなっ

てくるに従ってプラズマ陣営の優位性が失われてきた。

中国企業の成長は，薄型テレビの過剰生産を生み，競争が激しくなり価

格の急落をもたらし，プラズマ陣営のみならず外資系液晶陣営のシェアの

縮小と収益減となった。Gfkアジアによると，プラズマテレビの06年の

1台当たりの平均単価は2万0678元で，2003年の約半分にまで低下する

と予想していた19）。

松下電器のプラズマテレビの売り上げは伸びず，衰退の一途をたどり，

上海のプラズマテレビは2012年9月に撤退した。ちなみに，山東省の液

晶テレビ工場も2015年2月に閉鎖され，今後はODM供給によってテレ

ビの販売を続けることになった。

2000年代に中国中間層の急増の中で，松下電器中国は，全体的な売り

上げを着実に伸ばしていたものの，ローカル企業，ハイアールや格力など

の成長スピードの後塵を拝する結果となり，白物家電においてもシェアを

落とした。

2006年の洗濯機の販売台数シェアでは，ハイアールが30％でトップ，2

位に小天鵝，3位に栄事達，杭州松下の愛妻号は，はじめて4位にランキ

ングされる20）。電子レンジに関しては，販売台数シェアではトップに格蘭

仕（48％），2位に美的（23％），3位ハイアール（13％），4位韓国のLG

（8％），5位に上海松下が5％と続く。ここでもパナソニック中国の後退が

目立っている21）。

中国メーカーの優位性の兆候は，すでに2001年の段階で現れていた。

中国沿岸部の家電専門店で，白物家電の7～8割，AV機器の6～8割はロー
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カルブランドが並べられており，店によってはテレビ売り場の3分の1以

上がフラットテレビで占められるなど，売れ筋商品に先進国との時差があ

まりない状況にあった22）。

中国市場での白物家電の急速な普及の中で，松下電器中国の洗濯機，冷

蔵庫，エアコンなどの生産と販売は順調に伸びていた。しかし，WTO以

来急成長してきたローカルメーカー康佳，長虹，創維，ハイアール集団な

どとの競合の中で，中国メーカーにあっという間に競争優位の座を譲った。

中国企業の成長をもたらしたのは，松下電器をはじめとする外資系企業

の技術援助を中心とした様々な援助によるものと，経済発展の著しい沿岸

部に住む富裕層や，大卒で給料の高い外資系などの大手企業で働く中間層

ホワイトカラーの急増であった。松下電器中国は，このボリュームゾーン

を形成する中間層のニーズを素早くつかむことができなかった。パナソニッ

ク中国にとって，中国はもはや製品を安く作る製造のための場所ではなく，

この急増する中間層のニーズを実現すべき重要な市場である，という位置

づけを今一度明確にし，ポストテレビにマーケティング戦略の在り方を検

討するに迫られた。

3．ポストテレビのマーケティング戦略の再構築の時代

現地化の推進

パナソニックは戦後高度経済成長過程において，先進国市場を対象とし

て数多くのマーケティングの最新の技術を蓄積し，世界の先進的トップレ

ベルの企業として君臨してきた。しかし，新興国中国では先進国の連続的

で相対的に安定した市場とは対照的に，中間層の急速な出現を背景とした

非連続的で不安定な市場を対象としなければならなかった。

また，その競争相手も先進国市場では常に予測可能な競争相手であるの

に対して，新興国中国ではローカル企業を含めた予期しがたい多数の不特
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定な競争相手に対峙しなければならなかった。ここでは初めて経験するこ

とが多く，幾多の試練を得て，数多くの貴重なマネジメント能力を身に付

け，蓄積してきた。

パナソニック本社は中国市場に本格参入25年目にして，中国市場戦略

の見直しに本格的に着手している。津賀一宏社長は「家電はこれまで取り

組めていなかった中国，アジア地域で，開発・製造・販売一体の地域完結

型経営で取り組んでいく」とこれからの方向性を明示している。

中国とアジア地域は，両社に大幅に権限を移譲することで，スピード感

を持って地域完結型の経営を推進していく。アジア地域統括会社のAPア

ジアと地域統括会社とAP中国を2015年4月杭州に設置し，域内の権限

を大幅に委譲している。

以下，最近のパナソニックコンシューママーケティングチャイナ社

（PanasonicConsumerMarketingChina,以下，PCMCNと略す），パ

ナソニックの家電販売社のマーケティング戦略の分析によって，パナソニッ

クが今後中国戦略を本社と連携してどのように切り開こうとしているのか，

その紹介を通して，今後のパナソニック中国の課題を明らかにしたい。

PCMCNは，家電商品を販売している会社で，中国・東北アジア地域

統括会社であるパナソニック・チャイナの6つのドメイン分社，パナソニッ

ク電化住宅設備機械（中国），パナソニックシステムコミュニケーション

ズ（中国），パナソニックエコソリューションズ（中国），パナソニックオー

トモーティブシステムズ社（中国），パナソニックデバイス社（中国）の

一つである。PCMCNの社長は中国人である。

以下，PCMCN社のマーケティング戦略について紹介・分析する。

�PCMCNのマーケティング戦略�

� ターゲティング

PCMCNは中国における経済成長に伴い，一部の富裕層から中間層が
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台頭する中で，ターゲットとする市場セグメントを富裕層のみならず中間

層にまで広げ，そこに合わせた製品開発・価格設定・販売チャネル・プロ

モーションを展開するという課題に積極的に挑戦している。

特に中間層の下位グループを中心に，中国企業が低価格で攻勢的に追及

し，市場シェア拡大を強めている中で，利益の上がらない低価格競争を回

避する戦略を優先している。

初期の段階では，沿岸部大都市の富裕層のみにターゲットを絞り，富裕

層を相手に高付加価値の商品を販売していた。現在では富裕層のみをター

ゲットとした付加価値戦略から脱却し，富裕層および中間所得層つまりネッ

クストリッチ層の中産家庭以上の25％にまで広げ，そこに合わせたマー

ケティング戦略を展開しようとしている。

マッキンゼー調査会社，「中国家庭金融調査報告」（2010年）によると23），

以下のような所得別に家庭を7つの階層に分類している。

富 豪 家 庭（年間収入300万元以上，人口占有率0.5％）

富 裕 家 庭（年間収入100～300万元，人口占有率1.5％）

中上産家庭（年間収入50万～100万元，人口占有率8％）

中 産 家 庭（年間収入25万～50万元，人口占有率15％）

上工薪家庭（年間収入10万～25万元，人口占有率28％）

工 薪 家 庭（年間収入6万～10万元，人口占有率20％）

貧 困 家 庭（年間収入6万元以下，人口占有率27％）

中国で富裕層と呼ばれるのは，マッキンゼーの分類によると，年間収入

年間収入100万元以上の家庭を指し，人口比率でいえば2.0％を占める。

中間所得層は，25万元から100万元未満で，23％を占める。今，現実に

ローカルメーカーと勝負ができているのは，年収25万元以上の中産家庭

の25％までである。将来を展望した時，年々急成長してくるボリューム

ゾーンを形成する中間層上工薪家庭を無視しては，中国で生き残ることは

厳しい。中国の大衆中間層は，2002年から22年の10年間で15％の伸び
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率で，上流中間層の伸び率52％に次ぎ大きい。

PCMCNは大都市住民，サラリーマンの上工薪家庭までをターゲット

とするが，ビジネスの現実では，利益を伴った販売は，富豪家庭から中産

家庭までの上澄み25％までである。上位25％の家庭を対象としていると

いっても，これはあくまで目安であり，これより下の年間収入10万元か

ら25万元の「上工薪家庭」（人口比率28％）を対象としないということ

ではない。「常に努力はしているが，現実に勝負になっているのは，上位

25％である」と，PCMCNの安藤徳企画部長は説明する24）。

とまれ，ターゲットは決して低価格帯の競争には陥らず，しかし伸びて

くるボリュームゾーンを形成する大衆中間層にしっかり展開することが，

PCMCNにとって今後の大きな課題であろう。

� 商品戦略

① 商品構成

PCMCNは薄型テレビ（PDP）の中国市場からの撤退によりプラズマ

テレビを主力とする商品構成から，エアコン，冷蔵庫，洗濯機，小物家電

などの白物家電に軸足を移行した。

テレビはもともとプラズマテレビを中心に4割ぐらいあったが，現在で

は4％に激減しており自前生産から撤退し，現地メーカーからODM調達

した商品を提供している。テレビに代わる大型商品を早急に開発すること

が課題となっている。

本間哲朗アジアアプライアンス社長によると，「今後は白物の高級機種

の拡販で事業規模を拡大する予定である。中国の冷蔵庫販売では普及ゾー

ンを意図的に減らしてプレミアム商品を増やした」と述べる。13年度で

は高級機種が9％であったが，15年度には23％に増える予想をしていた25）。

白物は目標の5％以上の利益を出し健闘している。

小物商品の売れ行きが良好なため，小物の割合は16％と高く，利益率
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も高く今後期待される商品である。PCMCNの中国家電市場におけるシェ

アも高く，台数ベースで，空気清浄機2位，シェーバー3位，ドライヤー

3位，アイロン5位と健闘している26）。また，消費者との接点強化を目指

し，家電の体感サロンの開設や電子商取引（E�Commerce）への参入に

積極的である。

ボリュームゾーンを形成する中間層をターゲットとした戦略として，商

品の差別化による競争優位とコストリーダーシップ戦略の優位性は重要で

ある。標準化の強いグローバル商品，テレビのような場合は，共通シャー

シーは日本から持ち込み組み立て，電圧を変えるくらい販売できるが，地

域特性の強い白物家電は，特に現地化戦略が決定的に重要である。

白物は現地主導で戦っている。たとえば，冷蔵庫の場合は容量を変えな

いで，スリムにし，キッチンに置きやすく，リビングでもダイニングでも

見栄えがあるようにした結果，販売実績は，導入前の10倍の売り上げを

達成している。

② 商品開発における生活研究センターの役割

生活研究センターは，現地での商品開発を実現するための拠点としての

役割が大きく，現在のPanasonicChinaの商品開発の成功を支えている。

生活研究センターは商品開発に向けた最前線基地として，2005年3月，

上海事務所，杭州分室をPanasonicの分公司として設立された。

HA（HomeAppliance）社の所員8名（中国人），初代所長として三

善徹氏が任命された。そのミッションは，中国生活者研究に根ざした商品

コンセプトの起案であり，その主な業務は，商品企画である。市場調査に

基づいて，商品コンセプトを起案し，各事業所へ提案することである。

もともと，中国には商品企画という職種は少なく，商品企画の経験者も

いなかった。人材を集める場合は，商品に関するセンスがあるかどうかと

いうことを基準に選出した。初代所長には日本人の三善徹氏が就任したが，
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2代目からは中国人である。三善初代所長によると，「立ち上げの場合は

日本の本社との調整などがあるため，日本人である方がスムーズに事柄が

進行したが，一端コロガリ始めるとローカル人の方が絶対いいですよ。中

国の消費者のことを調査するのですから，現地人がやるのがベストです」

と強調する27）。

商品企画のイロハからトレーニングし，一定のレベルになってから調査

を開始する。中国の生活者のところに実際に行って，直接生活を見て聞く

という実体験をする。

巨大な中国は，北部と南部，沿岸部の都市と内陸部の農村など地域によっ

て全く異なっている。いろいろ地域を回って全体像と地域差を把握したう

えで個別の家庭を訪問する。中国人のニーズの把握とその分析の繊細なこ

とになると，外国語でのやり取りには限界があるため中国語で行う。調査

結果から何を読み取るかは，それは感性の問題なので，それは現地人に任

せる。日本側のかかわり方は，日本から持ち込んだ分析手法などのノウハ

ウの提供によって，現地人が読み取ったものとミックスさせてコンセプト

化する。このプロセスは本社のグローバル技術を生かした標準化であるが，

その読み込みは全て中国方式で商品企画を行う。

生活研究センターの研究対象は，当時のHA社グループの関連商品，

AVC社の関連商品，電工関連の商品，エコシステムズの関連商品であり，

その運営はグループ共用研究所として行われている点に特徴がある。共有

による，スケールメリットを生かした大規模，綿密な調査を実施し，得ら

れた情報はグループで共有化し活用する。事業部の枠を超えた共通コンセ

プトの提案などを行う。単なる調査にとどまらず，一層踏み込んで，どの

ような素材を使用し，価格をいくらにするか，仕様書など全てトータルで

事業所に提案する。研究センターは一貫して顧客の立場から提案し，コス

トの概要計算はするが，顧客の立場からコストよりも価格を提案する。日

本の品質基準は高いので，価格が高くなる。そうした中で，どうすれば，
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ローカルメーカーに勝てるかまで考える。日本メーカーの技術力と現地の

潜在ニーズの把握をもとに，コンセプトにしたものを組み合わせ，少し高

くても現地の消費者にとって価値あるものの開発を提案する。そうすれば，

出来上がった商品は多少高くとも，日本の技術力に裏付けられているので，

多くの中国人は安心して購入する。現地メーカーとは，価格だけでは勝負

できない故，白物ではプレミアム商品を出す。あくまで，「儲けのあるも

の」というよりも「お客様にとって価値あるもの」を出す。これはまさに

Valueformoney（費用対効果）というものである。顧客も選択肢はい

くらでもあるので，「安かろう，悪かろうなんていうものは，もともとわ

れわれ日本メーカーに期待はしていません」と三善氏は断言される28）。

商品開発において重要なのは，日本人と中国人の間の感性の違いがある

ことをはっきり認識することである。なぜなら「提案先の事業所のトップ

の多くは日本人です。中国人が考えてきて，こんなコンセプトの商品でし

たら必ず売れますよ，と提案したとしても日本人の感性とは全然違い，日

本人には理解できない。ここでは，中国の消費者のニーズを見つけてくる

よりも，日本人にそれを分からせることの方がはるかに難しかったです」29）

と振り返る。

三善所長は，提案先の事業所のトップを説得するという難しい課題を，

どのようにして解決しようとしたのであろうか。まず，日本人である三善

所長から直接提案することを避け，中国人の根拠あるアイデアを徹底的に

様々な角度から現地調査，分析した信頼のできるデーターを中国人研究者

から直接提案してもらうことを心がけた。これを粘り強く繰り返す中で，

徐々に採用される数も増えるようになった。採用されたものが日本人によっ

て考えたものとは異なり，現地では受け入れやすくなり，自然と採用され

実績が増え，信頼関係も強まっていった。そうなると，中国人研究員にとっ

ても自信につながり，提案内容そのもののクオリティが高まり，新製品投

入に拍車がかかることにつながった。こうして中国の生活研究所と事業所
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トップの信頼関係も強まった，と説明される。

生活研究センターの役割・成果は，以下のような点を挙げることができ

る。

・商品コンセプトの提案。2009年度の実績では，各事業所の主力商品

に対し，V商品候補を中心に合計50の提案を実施してきた。

・中国の消費者のあらゆる情報をデーターベース化し，グループ全体で

活用することのメリット。たとえば，衣類に関して，「子供の制服の

所有数と洗濯頻度に関するデーター」。食に関して「世帯所得10万元

以上の家庭で使用している食器の種類，数，サイズ。住に関して「住

居の建築年代別の間取りと面積の変化。美容に関して「年代別の肌の

悩み（ハリ，シワ，乾燥など）の違い。健康に関して「普段から気を

使っていること」など。データーベース化によって，事業所からの要

求があれば，即座にデーターを提供し，商品開発のスピードアップに

つなげる。

・現地ニーズの的確な商品への反映を実現。2007年9月，幼児専用の

除菌機能付き洗濯機，感染症の不安を解消する光除菌機能搭載による

成功。この成功体験を横展開し，除菌機能搭載の冷蔵庫を日本で発売

しヒットする。

・事業所間の競争関係から相互の信頼と共同関係が強まった。

・グローバル化と現地化は，国際マーケティングの基本問題である。生

活センターはそれを推進する専門の現地組織としてローカルなニーズ

に応える商品開発にとどめず，本社のグローバルな技術を生かした商

品開発まで関わっている。

・グローバル化の進展の中で，ローカルなニーズに応える商品を生み出

すために，中国に設立された生活研究センターは，その成功体験をも

とに，2009年にはドイツのヴィースバーデンに欧州HA生活研究セ

ンターを設立，2010年にはインドのデリーにもボリュームゾーンマー
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ケティング研究所を設立，その他ロシア，タイ，台湾にも設立してい

る。これらの研究所の集約拠点として，日本の生活研究所は，世界各

地域の経験を共有し「グローバルコンシューマーリサーチセンター」

として，世界各地の顧客理解のノレッジを高めている。

「グローバル化と現地化は，グローバル・マーケティングの基本である。

それを推し進めるためには生活研究センターの活躍はそのバネになってい

る。現地人が中心になってグローバル化を進めているところは強いが，日

本人が中心になっているところはまだまだですよ」30）という三善所長の発

言は，徹底した現地化の重要性にとどまらず，現地と日本本社との関係な

ど次の前進のための重要な内容が示されている。

③ 商品戦略における付加価値戦略と差別的優位性

商品は機能的価値と感性価値部分がある。機能的価値は物理的に限界が

あるため，模倣が容易である。差別化を強めるためには機能価値にとどま

らず感性価値を積極的に採用することが重要である。これまで日本企業の

優位性は，機能的価値を重視した高付加価値商品を売り出してきた。この

反省から，PCMCNは感性的価値重視の戦略を採用している。中国人が

商品選択の時に重視するのは，エアコンの事例でいえば，機能を重視する

人が67％，デザインを重視する人が33％である31）。

機能的要素の多いエアコンや冷蔵庫のような商品は，もっと冷える冷蔵

庫といっても限度があり，テレビにしてもこれ以上綺麗な画像といっても

人間の目が追いつかないばかりか，模倣も容易であるのに比し，パナソニッ

クが得意とする理容・美容商品には，人間の欲望が無限にあり，そこをしっ

かり追求してゆくと模倣が容易にできないばかりか，顧客は必ず応えてく

れる。この顧客のニーズを把握し，啓蒙していく能力のあるところが強い。

ストーリーが語れるのも強い。日本流にいえば薀蓄（greatstockof

knowledge）を語るという。持っているだけで自慢に思えたり，その所
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有欲をくすぐる。また，ストーリーは機能性などにとらわれることなく作

れることも強みである。

テレビ中心ではなく，パナソニックの強みである理容美容のような収益

の高い商品に注目することも重要な選択である。機能価値はもちろん日本

製で高いが，それで十分に差別化できるわけではなく，感性価値を追求し

た商品開発をすすめる。この点で美容家電は将来性があるといえよう。

④ 販社主導のODM戦略

もう一つのパナソニック・チャイナの大きな転換は，商品戦略における

自前主義からの決別である。普及価格の製品は，現地の技術水準の高い信

頼のおける選定された企業とのODM（相手先ブランドによる設計・製造）

で対応することにより，低コストとスピード化を実現している。冷蔵庫の

ODM先は美菱，電子レンジの場合は美的，TV�4KのODM先はハイセ

ンス，電話機のODM先はSGW と泰豊。ODM契約をするにあたり，品

質管理に経験豊かなOBの協力を得てしっかりした信用調査，商品企画，

開発・評価の上で契約し，生産，販売体制に入る。ここでの特徴は生産主

導型ではなく販社主導型のODM戦略の推進が特徴である。従来は工場が

責任をもってODMを出していたが，インドでの経験をもとに，中国でも

販社が主体となってODM戦略の推進をしている。販社には品質管理のノ

ウハウが蓄積されていないので，工場経験のあるOBが責任者になってい

る32）。

� ブランド戦略

パナソニックは2008年社名を変更し，海外ではブランドと会社名を統

一した。

社名とブランド名の統一の前には，中国国内には「松下（中国語の発音

でソンシャー）」のほか，「パナソニック」，「ナショナル」，「国際碑」，
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「NAiS」の5つのブランドがあり，会社名とブランドが結びつきにくい

という状況にあった。

しかし，中国では「松下」の知名度は高く，とりわけ年配層に高いため，

統一後も中国では例外として『松下』（Songxia）を温存している。松下

製品は，改革開放前から中国において，中国の庶民の憧れであり，新時代

の象徴であった。全世界におけるグローバルブランド戦略を推進する上で，

中国においても，松下電器の露出は社名だけにし，プロモーションは全て

パナソニックとしている。

今後，ブランドと商品戦略の強化のために，2014年4月に，Planning

&Support部門にブランド／商品戦略課を新設し，中国で松下の名前を

使い続け，そんな中国のノスタルジーにも訴えるとともに，松下の認知度

の低いヤング層や内陸部の宣伝を強化している。

� 価格戦略

先進国市場では高品質＝高価格は，一般的に認知され受容されているが，

新興国市場では高品質＝高価格による販売は難しく，コスト努力によって

消費者が「お得感」と認知される価格に設定する必要がある。製品の差別

化による競争優位性と同時に，コスト優位性は重要である。コスト優位は

かつて輸出マーケティングの時代において，品質の高さと並び，日本企業

の強みでの一つであったが，現在は日本企業の最大の弱みとなっている。

中国企業はどのようにして低コストを実現しているのか。よく指摘され

ているのは，1つは，既存製品のコピー，2つ目，開発に関する他社のサー

ビスを利用することによって，3つ目は，部品を競争的に調達する，4つ

目は部品の点数の減少によって，5つ目は製品の設計を変えることによっ

てなどが指摘されている。日本メーカーと中国メーカーの間のコスト差を

もたらす最大の要因は，品質基準の差にある。その大きな差をもたらして

いるものは，日本の市場で展開する品質基準をそのままスライドして中国
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で展開することによるためである。それに対して，中国メーカーは日本の

品質基準よりはるかに低い基準でやっている。

三善氏によると，「中国の品質基準は日本のそれと比較して低いが，日

本の品質基準は高い。とはいえ，中国製品は品質基準が低いからといって

すぐ壊れるわけではない。見えないところのコスト差が大きい。たとえば，

日本メーカーの場合は，素材でいえば万が一のことがあった時，燃えない

素材を使用するなど危険な状態を想定し，安全な材料を使用し，2重，3

重の安全がほどこされている。そういうところに，コストがかかるので，

日本製品はどうしても高くなる。」と日本製品が高くなる理由を説明す

る33）。

また，日本メーカーのコスト高要因は，自前主義にこだわった日本から

の部品輸出が要因となっている点がある。部品の調達に関しては，現地調

達を増やすとか，自前主義にこだわることなく，入札によるアウトソーシ

ングなどによる安い部品の調達は重要である。

新中間層の顧客のニーズは，低価格だけではない。顧客の感じる商品価

値は，機能価値はもちろん五感で感じる，デザイン，ストーリーが優れて

いるかなど多様である。近年，PCMCNにおいても，機能価値よりも感

性価値に大きなウエイトをおいた商品開発が重視されている。技術的に差

別化が困難な家電商品の場合，中国企業が生産する商品とある程度は競合

することになる。その際，日本企業が提供する商品の価値が設定した価格

に比してかなり高くなければ，中国の消費者は日本企業の商品を選択しな

いであろう。

最近，中国市場で急成長している電子商取引を活用したパナソニックの

採用している小物商品とセットにした価格戦略は，興味深い。パナソニッ

クの理容，美容商品には中国メーカーが参入していない分野でもあり，人

気商品である。これら商品の上澄み25％にあたる最新の高級品をその製

品にふさわしい価格で店頭に出し，「パナソニックのこの商品は高いがい
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いな，ほしいな～」とまず消費者に認識してもらう。最新の豪華な商品は，

ネットにいきなり出さないで，このような人が出てきた頃，たとえば，2

年目の特売日「W 11」（年間最大のネット販売セールス祭）のようなとき

に，それと類似の型落ち商品の価格を下げてオンライン取引にのせ大量販

売する。また，ミドル階層のネット層の要求に合うような価格帯の商品を

出し，大量販売する。ここでは中価格帯の商品を充実させる。

この前提として店作りが重要であり，美容，調理，空気清浄機など何で

もかんでも雑然と並べるのではなく，テーマ別に展示する。店も大都市の

主力店500店くらいに限定し，きっちり展示する34）。

中国の大手の販売方法がOn-lineのみであるのに対し，PCMCNの場合

はOff-line（店舗）で体験させた上でOn-lineに誘導するという店舗とネッ

トを連動させた販売促進活動である。これはパナソニックのこれまでの富

裕層を中心とした戦略の域を超えた，まさに中国のミドル層まで広く包含

した戦略という意味でも将来有望な戦略であるということができる。

� 流通チャネル戦略

先進国の家電流通は，家電専門量販店が主流であるのに対して，新興国

の流通は中小零細店の比重が高いのが特徴である。中国においては，沿岸

の都市部を中心に国見電器と蘇寧電器の2大家電量販店チェーンが，マー

ケットの圧倒的高い市場を占め，家電メーカーに対して強い価格交渉力を

持ち，このことが家電価格の下落に拍車をかけている。この2店が集中す

る上海では2社で85％のシエア（2006年）を占めている35）。地方でも2，

3級都市で地方量販店の比重が高まっているが，今なお中小零細店の占め

る割合が高く，ここでは代理店が大きな役割を果たしている。近年注目す

べきこととして，IT革命を背景に，Eコマースの発展が急速に進展して

きていることである。都市部の需要飽和によって農村部とオンライン販売

は，これからの市場開拓の重点となるであろう。
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PCMCNの家電販売の流通チャネルは，①販社から国見電器，蘇寧電

器の全国量販店，大連，重慶商社，五星などの地方量販店，長春欧亜など

の百貨店に直接販売する経路，②一般店に直接販売する経路，③代理店を

経由して地方量販店，一般店，PCMCNとの契約店の生活館に販売する

経路，④EC代理店を経由してECプラットホーム（天猫，アマゾンなど）

の販売する経路がある。

PCMCNの中国における総アカウント数は，約1200店，その内訳は全

国量販店2，地域量販店約30，生活館約350店，電器専門店120店，代理

店約500店，百貨店約80店，スーパー3店，WEB約35，その他約60店

舗である。

その製品別チャネル形態の取引量の割合は（2015年度上半期）は，製

品によって大きく異なる。たとえば，テレビの場合だと，代理商約30％，

地域量販25％，生活館20％，電器専門店10，百貨店10％，デジタル製品

の場合は，代理商約60％，Web販売20％，その他20％となっている。

冷蔵庫では，全国量販約40％，代理商25％，地域量販15％，生活館5％，

その他 15％，小物家電では代理商が約 60％，Web販売 25％，その他

15％で，白物家電の冷蔵庫のチャネルは，全国量販と地域量販で55％で

あるのに対して，小物家電では製品の特性から代理商を通した販売が

60％と高い。

PCNCMにおける家電商品の総取引量のうち全国量販の取引割合は18

％，地域量販の割合は25％で合計43％である。その推移でみると，2000

年には10％であったが，2004年から始まる中国1兆円プロジェクト時代

である2005年には33％，2005年には50％と急増している。急増の内容

は，量販比率70％を占めるプラズマテレビによるものであった36）。しかし，

2014年度のパナソニックの総販売量のうちテレビの割合は，わずか4％で，

しかも全国量販ではなく地域量販店を通していることに特徴がある。
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① 全国量販店比率の低下

PCMCNは2004年～2008年の売上至上主義時代には，大都市の量販重

視で国美電器を中心とし蘇寧電器の全国量販との取引に重点を置いていた。

たとえば，プラズマでいえば販売比率は70％以上であった。2009年頃か

ら量販比率の低減が始まり，現在PCMCNの総販売量の内，全国量販の

取引割合はわずか18％，地域量販のそれの25％を加えても43％と約2分

の1強にまで激減している。

量販店の場合，欧米のカテゴリー別展示ブースと異なり，中国ではメー

カー別の展示ブースになっており，各ブースにはメーカーのヘルパーが派

遣され，自社ブランド製品の販売に力を注いでいる。ここではアメリカや

日本と異なり中国では場所，展示サンプル，流通在庫，滞留在庫は全てメー

カーの負担である。家電製品の価格が下落し，単価が安くなった場合もメー

カー負担となり，メーカーにとってはメリットが少ない。中国では顧客は

ブースごとにメーカー派遣のヘルパーの説明を聞いて購入を決める。ヘル

パーの説明は決定的に重要であるゆえ，ヘルパーには金をかけて教育する。

さらに，ブースの場所が目につく正面か，エスカレーターの上がったとこ

ろか，金次第で決まり，良い場所を取ろうとするとメーカー負担は大きい。

量販店側は商品が売れても売れなくても，場所代は確実にはいる。自ら販

売努力をしないで，場所代で稼いでいるので，「場所貸しビジネス」とも

いわれている。こうして，メーカーの量販店への投資は非常に大きいのみ

ならず，契約条件などが他の量販店に容易に漏洩するなど情報のセキュリ

ティに対する考えが希薄であり，債権回収に，営業の仕事の30～40％の

膨大なる労力を必要とするという魅力に欠けるチャネルである。とはいえ，

全国量販店は大都市の最良場所にあり，ショールーム的存在感があるので

無視できない。ここで露出がないと，ネットでも他のチャネルでも売れ行

きが悪い。ブランドの存在感と並んで，店舗での存在感は露出効果を高め

るという点では重要である37）。
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現在，メーカーにとっては，全国量販は収益の上がらないビジネスモデ

ルになっており，全てのメーカーがそれぞれ独自のチャネルを模索してい

る。PCMCNは地域量販店，家電専門店，パナ独自の生活館，WEBなど

に重点を移している38）。

② 代理商の活用

中国は市場が広大なため，代理商を介したチャネルの取引量が多いのが

特徴である。広大な中国市場に参入するためには，代理商の販売網と資金

力が必要である。PCMCNの商品別に見た代理商の現状は，小物家電に

おいて圧倒的に多く，全体の60％近くを占めている。ついで，テレビ，

冷蔵庫などにおいて多い。代理商を活用するメリットして，市場浸透力が

強い。とりわけ地方都市では重要である。また，代理商はアメリカのレッ

プのように地域において強い地元の人脈を持っている。そのうえ，資金の

回収リスクが少ない。デメリットとしては，代理店が入ると，傘下店への

管理，在庫状態，売れ筋商品などの現状把握が難しいだけでなく，販売価

格の管理が難しく，横流れのリスクが高くなるなどがある。

③ モール型のフラッグショップ生活館による自前販売網の構築

中国で家電商品やシステム商品を販売するPMCNの生活館は，パナソ

ニックの商品を専門に販売する地域密着型の店舗である。これはパナソニッ

ク商品を専門に取り扱う代理店や小売店，他社製品を扱ってきた代理店や

小売店，パナソニックのサービス特約店がリニューアルしたものである。

2010年9月，浙江省の海寧市に第1号店を開設している。経営の主体は

あくまで生活館であるが，PMCNはその運営をサポートする。PCMCN

の扱うエアコンや洗濯機のほか，家電ルート以外で流通している温水洗浄

便座や照明器具のような商品を生活館で一括して扱っている。

そのコンセプトは，顧客満足を第1に，パナソニックと共存・共栄し，
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真のパートナーシップを構築することである。活動内容はモール型Flag

Shopの開設，顧客窓口の拡大に認知度の大幅向上，スピーディな部品の

交換や修繕などの徹底したアフターサービスによる信頼関係の構築などで

ある。店舗数は約400店，その4割近くが華南地区に，次いで内陸部の西

部地区に集中して展開している。その方針は店舗数を追求せず，個店の実

需アップを重視し，過剰在庫を持たないように在庫管理を厳しく行ってい

る39）。一般に小売店は品切れを恐れ，過剰在庫を持つことに不安を持つが，

SCM（SupplyChainManagement）をしっかりやることによって，効

率的な経営を保障しているため，加入店に人気がある。

生活館はネットの弱点である手で触れられない，体験できない，実際に

取り寄せて色やサイズが注文したものと異なるなどを生活館で補完する。

今後，高齢化社会の到来の中で，街のコンシェルジェ（よろず相談）の

役割を果たすという点でも重要である。

④ 小物家電商品を中心とする電子商取引への参入

最近の中国の流通における大きな特徴として，天猫や京東方科技集団，

小米のような電子商取引の急増が目立っている。中国では小売市場全体の

約1割をECが占めており，年率1.5倍という驚くべき高い成長ぶりを見

せている。中国の電子商取引の割合が，2015年には，GFK&大淘汰宝デー

ターによると，ホームベイカリー70％，アイロン55％，掃除機55％，空

気清浄機65％，ドライヤー55％，シェーバー55％となど小物商品におい

て電子商取引の割合が高い。

急成長の背景には，インタネット（携帯）普及率の急増により，Off-

line（店頭）の小売格の不透明に対して，On-lineネット上の商品の透明

さ，宅配便発達，オンライン決済システムとしてのプリペイ制度の発達が

ある40）。

パナソニックはタオバオモール（淘宝商城）に天猫松下旗艦店を出店し，
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ここにパナソニックのサイトを作り顧客を誘導している。タオバオとは，

「アリババ」が2003年に設立したCtoCのネットショッピングサイトの

ことで，設立後わずか4年で中国全土のCtoC流通総額の80％を占め

る中国最大級のインターネットショッピングモールに成長している。従来，

パナソニックは，電子商取引に対して対立的に対処してきたが，PCMCN

はこの態度を改め，「ダブル11」41）の特売に参入し，1億元の売上げ達成を

経験している。PCMCNはNet販売の専門部隊としてEC推進部を新設

し，電子商取引に積極的に参入している。ここではOff-lineの強みを生

かし，Off-lineのあらゆる場面で商品体験機会を創出し，天猫松下旗艦店

のパナサイトへ誘導する。たとえば，全国の日系企業のオフィスでパナ商

品の体験後，各種のショッピングモール，高級マンションの広場など人の

集まる場所でパナの商品告知，体験後，パナソニック中国工場と関連企業

で美容商品の体験後，天猫艦船店への誘導を図るなど，手で触れられない，

体験できないというネットの弱点を克服している。上海に理美容家電の体

験型施設「CLUXA（クリュスタ）」をオープンし，ネット上で宣伝し実

験店舗へ集客する方式「オンライン・ツー・オフライン（O2O）に対し，

クリュスタは「逆オフライン・ツー・オンライン（O2O）」である。並ん

でいる商品を試してもらうのが目的であり，その場で購入希望者を電子商

取引サイトへ誘導する。O2Oモデルの活用によって顧客の獲得と囲い込

みを目指す。ネットで注文を受けた商品を生活館が配送，徹底したアフター

サービスを行う。利益率でみると，冷蔵庫のような大型商品は金額的には

大きいが，利益率は悪い。それに対して，パナソニックが得意とする小物

商品の売上げは，利益率が高く，ビジネス貢献度も大きい42）。

⑤ 内陸の開発を目指した販売網の拡大

沿岸部の都市の市場は成熟化により，地方の内陸部市場の開拓が重視さ

れ，内陸部で急増している中間・富裕層を目指した陣取り合戦が開始され
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ている。

PMCNは，中国での「売上至上主義」の時代に，沿岸部の1級都市43）

を重点に定め，営業活動を行ってきた。内陸部の2，3級都市ではパナソ

ニックの商品を扱う店が少なく，営業やアフターサービスを行う拠点やス

タッフが少ないことが課題であった。そこで2010年～12年にかけて内陸

部で急増する中間・富裕層をターゲットとした「A23作戦（Attack2,3

都市作戦）」によって販売基盤の強化に乗り出した。しかし，地方展開に

なると，古くからの流通網，サービス網の面からみても中国メーカーに有

利である44）。

以下，筆者が2014年11月24日から29日までの間，インタビューに入っ

た西部地区拠点の状況を紹介しよう。

西部地区は中国全土の面積の57％を占めており，PCMCNの家電販売

の10数％を占めている全くの「新興地帯」である。南西部は成都市，重

慶市が目覚ましい発展を続けている地帯である。西部地区のGDPの成長

率は12％で全国平均の94％と比較して高い。成都は西部地区最大の都市

で，比較的開放的で消費性向も沿岸都市と遜色なく，外資ブランドも受け

入れられている。ここには国美や蘇寧どの全国家電量販店が中心となり，

流通もイトーヨーカー堂，伊勢丹，北京の王府井百貨などが進出し健闘し

ている。重慶は大都市であるが，政治色が強く，消費性向も保守的で外部

からの進出は難しく皆無である。家電部門では全国チェーンより国有企業

重慶商社の販売力が強く，ここを抜きには商売が成り立たない市場である。

この2つの都市を取り巻く周辺の地方都市や県級都市では，地元の地方量

販店が健闘している。

PCMCNは，西部地域の中心都市成都に販売統括の支社本部を置き，

その傘下に4つの分部（営業所）を成都，重慶，西安，貴陽に設置。成都，

重慶，西安，昆明は約20年前に設置しており，さらに2011年に，昆明，

ウルムチ，蘭州に出張所を設置している。西部大区長は中国人で，ここで
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の従業員は全員が中国人である。パナソニックの製品の知名度は低く，そ

れを扱う店も限られている。PCMCNの取引先は，全国量販40％，代理

店43％，地域量販8％，その他生活館61店などである。PCMCNは経営

理念を共有できる真のパートナーとして自前の販売網づくりの重要な戦略

として生活館を位置付けている。西部地区の生活館は，華南大区の147店

に次いで多い。

筆者はパナソニックとの取引のある地域量販店を訪れた。詳細な報告は

別の機会に譲ることにし，ここでのヒアリングの一端を紹介する。

地域量販店と生活館がターゲットとしている層は，成都や重慶の郊外の

新興地帯で，古くから住んでいる富裕層と新しく登場してきた中間層であ

る。全体的には日本のメーカー，とりわけ，パナソニックに対する信頼が

厚く，日本人として誇りを感じる聞き取り調査であった。しかし，彼らの

要求は厳しいものであった。多くの店で語られたことは，これまで店の看

板とし，人気商品であったパナソニックのテレビ販売の中止に対する失望

感とそれに代わるヒット商品の期待感が強い。2010年のピーク時にはテ

レビの売上比率は67％であったが，2013年に16％に激減しており，代わっ

て小物家電に力を入れている。彼らから見た日本製品に対する印象は，

「日本の電気製品の品質は良いが，中国人から見ると外観が良くない。特

に若者から見れば，デザインがダサイ，オシャレでない，色好みでない」，

「店の展示のデザインが綺麗でない」「サムソンやシーメンスに比べ，宣伝

が弱い」などマーケティング投資の不十分さに対する不満が多かった。

「コストが高いため，価格競争力に欠ける」，「サムスンやフィリプスと同

じように本国の商品と同じものを中国に持ってきてほしい」，「中国向けの

洗濯機は日本のものに比べ鋼板が薄い。商品企画の品質基準を日本と同じ

にすべきだ」などの強い要求があった。

沿岸部の都市を中心とした市場の成熟化とともに，これからは内陸部で

の陣取り合戦が本格化している。ここでは，まだパナソニック商品を取り
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扱う店が少なく，営業やアフターサービスを行う拠点やスタッフの数が十

分でないことが課題である。そこで，PCMCN西部大区では，①人の合

理的配分，②AP商品の増販，③非量販ルートの増販，④店舗中心とした

営業の強化の4大目標を掲げ果敢に挑戦している。

上海や北京で日本の店舗の一部の撤退がみられるのとは対照的に，成都

や重慶地域では従来の富裕層に上位中間層が加わり，この地域では日本と

同じ品質水準のものに対する要求が強く，高い技術水準に支えられたパナ

ソニック商品に対する潜在的需要は大きい。今後ここにどれだけのマーケ

ティング投資をするかにかかっている。内陸部でも急速に押し寄せてきて

いるネット販売に対する対策は，重視すべき急を要する課題である。

4．小 結

パナソニックの中国参入の歴史とマーケティング戦略を考察することに

よって，以下に述べるような教訓と課題が明らかになった。

第1に，パナソニックの中国に対する歴史的貢献を取り上げることがで

きる。

中国政府の要請によるパナソニック（当時の松下電器）の生産と技術援

助は，中国の家電産業の発展もたらし，中国の国民生活向上に多大な貢献

をした。近年では，環境汚染という大きな問題に直面している中国で，高

い技術水準に裏付けられた空気清浄機の販売に代表されるように，消費者

の間で大きな反響を得ている。

21世紀のグローバル・マーケティングの展開に際して，事業を通して

進出先の消費者，国民の生活向上に貢献することは，グローバル・マーケ

ティングの成功をもたらす重要な要素であり，本業との関連においても不

可分のものである。

第2に，新興国中国における日本企業の国際マーケティング戦略の現地
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化とスピードのある対応の重要性が明らかになった。

新興国の早い経済成長は，先進資本主義における経済成長とは比較にな

らない早さで成長し，これは流通やメディアの成長でもあり，家電販売チャ

ネルの構築や，広告やネットワーク活用の広がりなども急速に進み，ここ

では変化のスピードが速い。この変化にいかに能動的に迅速に対応できる

かが重要である。日本の数倍の速さで変化する中国の消費者ニーズの変化

の把握と急速に拡大する中間層のニーズに応えるスピーディな商品開発は，

新興国市場で勝ち抜くための重要なカギである。そのため，開発・製造・

販売一体の地域完結型経営が必要になる。現地での商品開発体制を強化す

るとともに，現地消費者の選択幅の拡大のため自前主義からの決別による

現地企業とのODM契約は，現地消費者ニーズのスピーディな充足に不可

避である。

新興国市場における流通チャネルが量販店から零細店まで，都市と地方

で異なりかつ，ネット流通の急速な広がりの中で，消費者の流通チャネル

の選択が大きく変化しつつあり，それにスピーディに柔軟かつ的確に対応

することの重要性がクローズアップした。

第3に，現地化とグローバル化を推進する専門の現地組織として設定さ

れたPMCNの生活研究センターは，ローカルなニーズを実現する商品開

発のレベルにとどまらず，本社のグローバルな技術を生かした商品開発ま

で領域を広げ，現地の権限を強めるとともに，グローバル人材育成の場と

しても重要な役割を担っている。

（本章は，平成23～平成26年度科学研究費補助（課題番号23530536）による研

究助成の一部である）。
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1．はじめに

福澤の思想に関する論考は，慶應義塾関係者ばかりでなく，巷間，多く
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�論 文〉

偶成：福澤諭吉と学問の独立

小原 博教授古稀記念号に寄せて

堀 田 一 善

要 約

本稿では，近代日本の黎明期を代表する知識人の一人である福澤諭吉の

思想のうち，特に学問研究と教育に係わる主張，「学問の独立」論を吟味

し，彼の云う「文明の議論」の中核をなすと思われるいくつかの鍵概念を

手掛かりに，その内容を改めて確認する。そこでは，自らの所説或いは学

派の通説に只管固執し正当化に奔るのではなく，如何なる所説や通説も決

して正当化できないことを認識し，寧ろ通説への挑戦こそが学問に向き合

う姿勢でなければならないという福澤の論点が明らかにされる。これらの

論点は，就中，「半学半教」，「異説争論」，「実学」，「真理原則」，「聡明の

大智」等々の鍵概念を以って展開される論説の中に埋め込まれており，そ

れらの内容は，今日の科学方法論（批判的合理主義）でいう非正当化主義，

反証主義，可謬主義，誤り排除主義，認識進歩主義等に，部分的であれ，

通底する内容を含んでいるとさえ言うこともできると思われる。それは亦

同時に，福澤思想に対する各自の立ち位置の違いを超えて，現代を生きる

学問研究者に自らの依って立つ方法的基礎を改めて見詰め直し，知識に対

する向き合い方を顧みる一隅の機会ともなるであろう。筆者が今改めて福

澤思想の幾許かを玩味して本稿を纏めた意図も，将に此処にある。



の人によって展開されてきている。それらの中には，勿論，福澤に対して

辛辣な批判的立場に立つものもある。就中，例えば，彼の「脱亜論」（『福

澤諭吉著作集』第8巻）をそれこそ非アジア的或いは反アジア的として敵

対視する見解はよく知られている。或いは，集団主義に対置される（方法

論的に見ても）個人主義的なものの見方に対しても，しばしば，抜き難い

抵抗感からであろうか，用いられた言葉の響きに鋭く反応したものも少な

くない。

しかし，こうした批判や難詰の多くは，福澤を取り巻いてきた時代的状

況に目を凝らして見る時，また彼の思想の全体像が見えてくるにつれて，

その色合を異にしてくるのではないであろうか。蓋し，社会における慣習

や伝統，あるいは受容され共有されている信念といったものを，思考や行

為のための安全な出発点と考えるのか，それともそれらの持つ影響の強さ

の故に，批判的討論に曝されるべきものと看做すのかによって，受け止め

方が自ずと違ってくるからである。

福澤諭吉がその人生を賭けて説き続けたのは，学問を通しての個人の自

立と「独立自尊」の精神である。これを知識人に当てはめれば，いかに世

俗的な人々が共感し受け入れているものであれ，「文明の議論」の先導者

であるべき知識人が，それと自覚しながら非合理な事態を放置し，気力な

き傍観者として，つまり「疚
やま

しき沈黙者」として留まり続けることは，単

に望ましからざることであるばかりか，寧ろ社会に対する裏切りに加担す

ることに外ならないということになるであろう。こうした人々は，立身出

世を強く望みながらも保身のために小心を先に立て，清濁併せ呑む度量を

装う正当化主義者ないし精神なき専門人として，福澤諭吉が最も賤しんだ

類の人達である。

この種の非合理な正当化主義は，知識論の世界における本質主義や理性

至上主義，古典的な経験主義，更には現代の相対主義（正当化主義のひ弱

な亜種）に見られるだけではなく，知識人を含む多くの人々の処世の方便
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の中にも潜んでいる。福澤諭吉が生きた時代のわが国は，将にこの非合理

主義的思潮の支配するところであった。

福澤諭吉は慶應義塾に集う若人を前にして，折に触れて「自我作古」の

精神を説いて止まなかった。その意味するところは，「我より古
いにしえ

を作る」

の気概を以って知識問題に向き合うことの大切さを自覚的に意識すること

が必要であり，それこそが義塾に集う知的探究者の心構えの根幹をなさね

ばならない，というものである。この言説を福澤の思想の根底を流れてい

る知識観や学問観と併せて考える時，今尚耳に新しく響く内容が込められ

ているように思われる。

そこで，本稿では近代日本の黎明期に逸早く学問研究の必要とその在り

方を巡り様々な角度から論点を整理して，西洋における学問の進歩の速さ

と我国の学問社会を蓋っていた風潮の違いを指摘して，その克服の方途を

求めた福澤諭吉の学問観を吟味し，今日の知識社会に見られる問題状況に

向き合う為の視座を，各自それぞれの立場から反省的に顧慮する為の便
よすが

と

したいと思う。

2．不条理への目覚め

福澤諭吉が中津藩下級武士の子として生まれたのは，1835年（天保5

年）1月である。福澤は幼くして父百助を亡くしたとはいえ，武士の子と

して当時の仕来たりに沿って朱子学を初め，陰陽五行論等，儒学的あるい

は経典中心主義的思潮の中で成長していった。

この間の様子を描いて福澤は，後に，「我儒者は大概皆武人の家に生ま

れたる者にして…よく子弟を教育してその気風を養い，全国士族以上のも

のは皆これに靡かざるはなし」（「物理学之要用」『福澤諭吉著作集』第5

巻）と表現している。即ち，わが国の儒学者はほぼすべて武家の出であり，

子弟の教育を通じてその教えを広め，士族階級並びに「上等社会」に属す
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る人々でこれを受け容れざる人はいない状態であった。

同じことは支那ついても見られたところであるが，わが国と支那の間に

は大きな違いが生み出されてきたと福澤は観察していた。曰く「畢竟支那

人がその国の広大なるを自負して他を蔑視し，且数千年来陰陽五行の妄説

に惑溺して事物の真理原則を求むるの鍵を放擲したるの罪なり。天文を窺

いて吉凶を卜し，星宿の変を見て禍福を憂喜し，…現に今日も彼の上等社

会に行われて，之を疑う者甚だ稀なるが如し。何れも皆真理原則の敵にし

て，この勁敵のあらん限りは改進文明の元素はこの国に入るべからざるな

り」（同上）。

つまり，結局のところ，支那人はその国土の広大なことを自慢して他を

小国と軽蔑し嘲っているが，知的には孔孟の時代に留まったままで，天文・

星座の変化を観て吉凶を占い，禍福の到来を予言して憂いたり喜んだりし

ている。この状況を疑う者が，当時の彼の国の支配的階層にあっても殆ん

ど誰一人としていないという。これに向かって反駁争論する敵対的立場が

現れてこない限り，支那に文明を推し進め改善していく要因が芽生えるは

ずもない，と福澤は見做していた。

他方で，日本においても同じ儒教が受容されて来たが，ある意味で偶然

の所産ではあったが，支那とは異なり知識の世界における覇権を競う敵対

者が存在したという幸運があったと，福澤は見做していた。言葉を重ねて

曰く「支那の儒者も孔孟の道を尊び，日本の儒者も孔孟の書を読み，双方

共にその教えの源を同うして，その社会に分布したる結果において全く相

反するは，偶然に非ずして何ぞや。蓋し支那の儒教は敵なきが故にその惑

溺を逞うし，日本の儒教は勁敵に敵して自ずから警めたるものなり」（同

上）。

即ち，支那も日本も同じ孔孟の教えを受け継ぎながら，支那ではその教

えに敵対するような教説が現れなかったのに対し，日本では仏教経典に基

づく「鬼神幽冥」，つまり死後の世界を語る妄説が広く社会に流行したの
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を受けて，300年の長きにわたって儒学者が「幽冥の説を駁して」それぞ

れの論を展開したことが，結果的に惑溺から免れること繋がったと考えて

いた。しかし，儒学者の営みがあって「無稽の幽冥説に惑溺すること甚だ

少なし」（「同上」）と謂えるまでになったとはいえ，それでも未だ「天然

の真理原則を推究したる知識の働きに非ざるが故に」極めて不満足なもの，

無稽の知識（根拠のない知識）の段階にあることに変わりはなかった。

福澤の知的成長期を取り巻いていた事態は，概ねこのようなものであっ

た。そして，かかる諸派がそれぞれ自説に固執して自らの正当性を主張し

て止まない非合理主義に挑む術を持たず，既成の権力機構や社会秩序と結

びついて「知的に閉じた社会」の維持に力を貸してきたのであった。福澤

の眼差しが向けられたのは，この種の「無稽の知識」の胡散臭さであった。

そしてこれが福澤にとっての知的な問題状況の基礎となって，「無稽の妄

説」から脱却する方途を探し求め「事物の真理原則を求むるの鍵」を探究

する契機を形作っていったのであった。

3．儒学から「蘭学」そして「英学」へ

福澤諭吉にとっては，永らく政体を安定ならしめ社会の秩序を定め人々

の日常を律してきた儒学諸説が，経験的な基礎を持たない「無稽の知識」

と映る一方で，わが国には既に18世紀前半，すなわち享保年間（1716�36

年）に，オランダとの交易の必要から蘭書を読むことが許され，以来，オ

ランダ書籍を入手することさえ困難な時代にあって，先人の大変な努力，

艱難辛苦の上に蘭学の基礎が置かれてきた歴史の恵みがあった。これら先

達による「只管自我作古の業」のお陰で，福澤の生まれた19世紀前半に

は「読書訳文の法漸く開け，諸家翻訳の書，陸続世に出る…」（「慶應義塾

之記」『福澤諭吉著作集』第5巻）段階に到達していた。

「無稽の妄説」に飽き足らず「天然の真理原則を推究したる知識」求め
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て福澤が門を叩いたのが，周知のように，緒方洪庵が大阪に開いていた適

塾（緒方塾）であった。しかし，当時の蘭学は「概ね和蘭の医籍に止まり

て，傍らその窮理，天文，地理，化学等の教科に及のみ」（同上），つまり

専ら医学書の研究が中心で，物理学，天文学，地理学，化学等は唯付随的

に扱われていたに過ぎなかった。

かかる状態を刺激し大きな変化を促した出来事が，1853年（嘉永六年）

のペリーの来航であった。福澤は当時の事情を次のように描写している：

曰く「…嘉永の季，亜美理駕人我に渡来し，…我邦の形勢終に一変し，世

の士君子皆彼国の事情に通ずるの要務たるを知り，因て百般の学科一時に

興り，各その学を首唱し，生徒を教育し，此に至りて始て洋学の名起れり。

是豈文学の一大進歩ならずや…」（「同上」）と。

ここでの「文学」とは，勿論狭義の文学ではなく，広く学問一般ないし

今日言うところの科学的知識の世界を指していることは言うまでもない。

ペリー艦隊の威容の前に唯人々は右往左往するばかりであった訳ではな

い。彼我の違いを覚知し，その違いを生み出した要因を明らかにしようと

する意欲が，一部の人々をであれ，「洋学」（英学）へと駆立て，やがて福

澤も蘭学から「英学」へと歩を進めたのであった。時に福澤諭吉22歳で

あった。

ところで，福澤が意を決して蘭学修業のために長崎へ留学したのは，彼

が19歳の時，安政元年（1854年）であったが，翌安政二年には上士との

間に故あって中津に帰らざるを得ない事情に追い込まれた。しかし，彼は

長崎からの帰路の途中で大阪に向かうことを決め，同年，緒方洪庵の主宰

する適塾に入門したのであった。この間の事情および適塾での生活につい

ては『福翁自伝』（『福澤諭吉著作集』第12巻）に詳しく述べられている

ので割愛するが，適塾入門4年後の安政5年（1858年）には早くも，鉄

砲洲の中津藩江戸屋敷長屋に蘭学塾を開設，その責任者となったのであっ

た。この年1858年（安政5年）を以って後の慶應義塾の基礎が置かれた
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のである。

ところが，1859年神奈川の横浜に開港場が出来たのを機に福澤は身に

付けた蘭学の知識を携えて見学に出かけた際，外国商社の看板一枚を見て

も意味も判らず通用しないことを知ることになった。この経験こそ，福澤

をして蘭学から英学へと向かわせた大きな契機となった。斯くして英語修

得を決心した福澤は，同学の士を募り様々な伝手を頼りに英語を学ぶ機会

を探し求めるが，手近に教科書がある訳でもなければ辞書等が簡単に利用

できる訳でもなかった。僅かに蘭英辞書が頼りの独学状態で英学に取り組

まざるを得ない状態であった。その所為もあろうが，後に福澤が苦悩の挙

句に日本語に訳出した言葉に振った片仮名のルビには，オランダ語訛りの

匂いのするものが多くある。例えば，「実学」や「科学」に振られている

「サイヤンス」，或いは「ウエブストルの大辞典」（ウェブスター大辞典の

こと―引用者）などはその典型であろう。

しかし福澤にとって幸運であったのは，彼27歳の時，安政7年（1860

年）に幕府の遣米使節団の随員として咸臨丸で渡米する機会に恵まれたの

を皮切りに，その2年後の文久二年（1862年）には遣欧使節団の随員と

してロシアを含むヨーロッパ諸国を見聞する機会を得，更に慶応三年

（1867年）には2度目の渡米の機会を持つことができたことであった。

遣欧使節団の随員としてヨーロッパ諸国の教育機関の視察を通じて，学

校運営形態にも英国のパブリック・スクールの如く国の直轄ではないもの

の在りうることを知り，これに「共同私有私立学校」（『西洋事情 初編』

『福澤諭吉著作集』第1巻）の訳語を当てている。また教育についても単

に知育，徳育に止まらず，健全な身体を育成するための体育も含まれるこ

とに気づき，その重要性を確信して，帰国後塾生達に課外活動としての体

育の機会を積極的に利用することを強く勧めたのであった。

福澤諭吉にとって，学塾の運営という点で最も実り豊かだったのは，云

うまでもなく，2度目の渡米であった。この時，福澤はアメリカの出版社
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アップルトン社発行の辞書，歴史書，法学書，地理書，経済書，数学書な

どを大量に購入して帰国し，この結果『福翁自伝』でも示されているよう

に，塾生が僅かな書物の写本に苦労するのではなく，塾生一人一人に教科

書が行き渡るようになったのであった。

4．初期慶應義塾の教育と「洋学」の意義

福澤諭吉が軍艦奉行木村喜毅の従僕として咸臨丸で渡米した1860年は，

アメリカではエイブラハム・リンカーンが第16代大統領に当選し，同年

末にはサウスカロライナ州が合衆国から脱退し，翌年2月までの間に他の

南部10州がそれに続き国内を二分する南北戦争へと向かっていく前夜で

あった。他方，アジアに目を向ければ，60年10月には英仏連合軍が北京

を占領し，英仏両国はそれぞれ清国との間に北京条約を調印，特に英国は

清国に対して天津開港，九龍市街割譲と賠償増額を実現した。同様にロシ

アも清国との間に北京条約を結び，ウスリー川以東がロシアに割譲された

のであった。

その頃我国内にあっては，安政4年（1857年）に国学・漢学を中心に

開設され，当初，幕臣の子弟のみに入学が認められていた蕃書調所でも，

安政7年＝万延元年（1860年）には西洋語学の修得が奨励されると共に

英学句読が開始された。蕃書調所にはその後，万延二年＝文久元年（1861

年）以降，仏語学科，物産学科，数学科（文久二年）等が増設され，文久

二年には名称も洋書調所に，文久三年には開成所に変更されて，洋学の研

究・教育機関としての体裁を整えつつあった。

この間，嘉永・安政年間を通じて寺子屋の開設が最も盛んになったと言

われるが，市井にあって洋学，特に英学を伝授する私塾・家塾が数多く開

設され，「百般の学科一時に興り」（「慶應義塾之記」『福澤諭吉著作集』第

5巻）といった様相を呈していたのであった。
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遣欧使節団に随行した英，仏，オランダ，プロシャ，ポルトガル，ロシ

アの視察を通して教育機関のあるべき姿についての構想を練ると共に，既

に『西洋事情 初編』（『福澤諭吉著作集』第1巻）を著していた福澤は，

慶應三年（1867年）幕府の軍艦受取委員に従った二度目の渡米で入手し

た英学関連の書物を整えて，塾をそれまでの築地鉄砲洲から芝新銭座に移

し，ここに初めて「慶應義塾」と命名したのであった。この義塾は授業料

制度を備えたものであって，その額は月に金二分であった。

慶應義塾の開設に当たり，福澤はその趣旨を次のように述べている：

「今爰に会社を立て義塾を創め，同志諸子相共に講究切磋し，以て洋学に

従事するや，事本私にあらず，広く之を世に公にし，士民を問わず苟も志

あるものをして来学せしめんと欲するなり」（「慶應義塾之記」冒頭 『福

澤諭吉著作集』第5巻）。

これは，福澤が義塾を創めるに当たって，たとえ授業料を要するとはい

え，教育の機会は何か特別の社会的階層に固有のものと見做すのではなく，

知的探究心を共有するすべての人に潜在的に開かれているべきものと考え，

志を同じくする人々に支えられて存続する機関ないし制度（カムパニー）

として慶應義塾が構想されたものであることを闡明した一文である。

塾を芝新銭座に移し慶應義塾と命名した1868年（慶應四年），既に幕府

に暇願いを提出して士籍を離れていた福澤は，同年，明治新政府からの出

仕の要請も断り，義塾の教育理念と制度の確立に向け専心する傍ら，『訓

蒙 窮理図解』を著し啓発活動に努めていた。翌1869年，旧中津藩上屋

敷長屋を「出張の講堂」として利用するに際して，福澤は文書「慶應義塾

新義」（『福澤諭吉著作集』第5巻）を発表し，塾生は最初の3ヶ月は「西

洋のいろは」，「理学初歩か又は文法書」を読み，次いで6ヶ月を費やして

「地理書または窮理（物理学）書一冊」，最後に6ヶ月を掛けて「歴史一冊」

を読むと，所謂カリキュラムに相当する仕組みを定めたのであった。

福澤諭吉は開塾の早くから，事ある毎に「僕は学校の先生にあらず，生
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徒は僕の門人にあらず」とかあるいは「半学半教（学びながら教え，教え

ながら学ぶ）の法」（「慶應義塾紀事」『福澤諭吉著作集』第5巻）を口に

していた。1871年に義塾が三田に移転した後，上述の「新義」の発表か

ら7年余りの後，義塾社中宛に示された改革案「慶應義塾改革の議案」

（『福澤諭吉著作集』第5巻）において，福澤は慶應義塾における学問教育

の本旨を次のように明らかにした：

「一 我慶應義塾教育の本旨は，人の上に立て人を治るの道を学ぶにあ

らず，又人の下に立て人に治めらるるの道を学ぶにあらず，正に社会の中

に居り躬からその身を保全して一個人の職分を勤め以て社会の義務を尽く

さんとするものなれば，常にその精神を高尚の地位に安置せざるべからず」。

「一 学問の目的を爰に定め，その術は読書を以て第一歩とす。而して

その書は有形学および数学より始む。地学，窮理学，化学，算術等，是な

り。次いで史学，経済学，脩身学等，諸科の理学に至るべし。何らの事故

あるもこの順序を誤るべからず」。

ここで，引用文における「諸科の理学」とは，それぞれの学科分野の道

理を窮める学問の意であり，今日云う認識論や方法論といったメタ理論に

通じるものである。

また，最初の引用文の書出しは慶應義塾における教育の目的を明文化し

たもので，かの『学問のすゝめ』冒頭の「天は人の上に人を造らず，人の

下に人を造らずと云えり」の文言で知られる天賦人権説を彷彿させるのみ

ならず，先に引用した「慶應義塾之記」冒頭で謳われた「士民を問わず苟

も志あるものをして来学せしめん」の文言と併せ考える時，人々の教育を

受ける権利に正面から応えんとする覚悟の表明とも受け取れ，学問の機会

は志のある人すべてに平等に開かれているべきであると考えていた福澤の

想いが伝わる一文である。後の『慶應義塾の目的』（1896年）や全29ヶ

条から成る『修身要領』（1900年）などに見られる用語法で言えば，「気

品の泉源」，「智徳の模範」となるような「独立自尊」の人物を育成するこ
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とを謳ったものでもある。因みに，明治29年（1896年）に書かれた『慶

應義塾の目的』の全文は以下の通りである：

「慶應義塾は単に一所の学塾として自ら甘んずるを得ず。其目的は我日

本国中に於ける気品の泉源，智徳の模範たらん古
こ

とを期し之を実際にして

は居家処世立国の本旨を明
あきらか

にして之を口に言ふのみにあらず躬行実践以

て全社会の先導者たらんことを欲するものなり。」これには，本文末尾に

小さな文字で「以上は嘗て人に語りし所の一節なり」と添え書きされてお

り，福澤が折々に自身で練り直してきた「慶應義塾の目的」の精髄を表す

ものであった。

また，「慶應義塾改革の議案」の第二の引用文は，いわばカリキュラム

に相当する規定とも言うべきもので，今日風に言えば，自然科学，社会科

学，人文科学の各分野での理論とそれらが扱う問題を理解し，さらにそれ

ら諸科における知識の取り扱いを論ずる方法科学へと，次第に知識の地平

を切り拓いていくことの必要を謳ったものである。

福澤諭吉は長い時間をかけて慶應義塾におけるカリキュラムの改善に意

を尽くしてきたが，上の他にも「東西作文の法」や「語学」などと並んで，

「演説弁論」が殊の外重視されていた（「慶應義塾紀事」『福澤諭吉著作集』

第5巻）。今日，慶應義塾大学の三田キャンパスの片隅，南校舎と大学院

棟に挟まれた木立の中にナマコ壁に飾られた小さな建物がひっそりと佇ん

でいるが，これこそ重要文化財に指定されている「演説館」（1875年（明

治8年）築）である。

福澤が「演説弁論」を重視したのは，アメリカの大学等で実施されてい

たディベートやスピーチ（彼による記述は「デベート」，「スピーチュ」と

あり，やがて前者に討論，後者に演説の訳語を当てた）を「学術中最も大

切なる部分」（「同上」）と見做していたからであったが，学問研究と教育

の場における言語機能に思いを致す時，このことは極めて的を射た大切な

試みであったと言えよう。
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一般的に言語機能には4つの下位機能が含まれているが，そのうち人間

以外の一部生物の間にも認められる，心的状態を表に現す表出機能（例え

ば，唸り声と共に牙をむいたり逆毛を立てたりして怒りを表現）と信号機

能（例えば，特異な声や鳴き方あるいは振舞いで危険の接近を仲間に告知）

の2つは低次機能と分類される。しかし，われわれ人間は言語の操作を通

じてより高次の言語機能，つまり，叙述機能と論証機能を発達させてきた。

福澤が重視した「演説弁論」は，正しくこの高次の言語機能の修練・練

磨を目的とするものに他ならず，叙述機能と論証機能を駆使した合理的か

つ批判的な討論を学問研究の世界に定着させる必要性を彼が強く意識して

いたことを示していると言える。議論に際して権威を背にして専ら正当性

を訴えるのではなく，人間知識の有限性を前提に意見の不一致，見解の多

様性を容認して，出来事や事態を出来るだけ正確に記述し，そこに作用す

る原因を解きほぐして，事態がなぜ斯くあって，なぜそれ以外ではあり得

ないのかを解明する因果的分析とその論拠を巡る批判的討論こそ，学問の

場にあって殊の外重要な働きをするものであることを福澤は深く理解して

いたと思われる。

「演説弁論」に対する福澤の考え方はまた，「半学半教」の精神の教えと

結びつく時，さらに強い響きを伴うように思われる。それは文字通り自ら

が学びつつ教え，且つ教えつつ学ぶ存在であることを自覚する精神である。

教えるという営みは，自らの学修と思索の成果である知見を他者に伝達す

ることであるが，それは同時に開かれた社会に在っては，客観的で批判的

な討論の場に自らの知見を曝すことに外ならないから，往々にして異なれ

る理解と衝突する機会を免れ得ない。「半学半教」の精神は，従って，人

間知性の有限性や可謬性を不可避と認め，それにも拘らず「天真の原理」

を探究しようとするのであれば，学問社会がいくつもの閉じた集団に別れ

たまま相互に嫌忌し排斥しあう状態から抜け出し，厳しい批判的討論の持

つ価値に気づき，それを受け入れることを自覚することでもある。
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福澤諭吉にとっては，この批判的討論の持つ価値を共有している学問社

会こそ「洋学」に他ならず，討論参加者の間に元々存在する意見の相違や

不一致を容認して大胆な推測と反駁のプロセスに至高の価値を置き，時代

を支配する通説や常識的知識に挑戦する過程に踏み入る自由が確立されて

いることを常態と見做す知的風土の定着を以って，学問社会の理想的な在

り方と映ったのであろう。それはまた，福澤諭吉を一種の健全なる可謬主

義へと誘うものでもあったように思われる。

さて，時既に蘭学を経て英学の世界に身を寄せ，フレームワークの神話

が支配する「知的に閉じた世界」，換言すれば批判的討論が抑圧された世

界の彼方を見据えていた福澤の眼には，嘉永の季を境に興起しつつあった

洋学百般は，次のように映っていた。曰く「…抑も洋学の以て洋学たる所

や，天然に胚胎し，物理を格致し，人道を訓誨し，身世を営求するの業に

して，真実無妄，細大具備せざるは無く，人として学ばざるべからざるの

要務なれば，これを天真の学と謂いて可ならんか」（「慶應義塾之記」『福

澤諭吉著作集』第5巻）。

つまり，洋学をして儒学その他の無稽の知識と異ならしめている特徴は，

自然の世界を支配する様態や性質，規則性を解明しようと欲する，「窮理

学」（物理学）に代表される自然科学，人の生き方，徳義や格律を究めん

とする人文科学，人間社会における事態の在りようや，その下での人身の

処し方を探究する（規範的提言ではなく，何が可能であり何が不可能であ

るかを論理的に導出し指し示す，「タイプとしての説明」）社会諸科学等，

いずれもが真理の探究を目指すものである点に求められる。言い換えれば，

洋学の営みは，諸説を以って過不足ない因果の探究を目指しており，正に

「文明の議論」と呼ぶべきものの態を表していると云う。

そして，この「文明の議論」は今や西洋社会では，既に実際社会に於い

て具体的な果実に結びついているとして次のように描写して曰く，「近年

西洋に於て学芸の進歩は殊に迅速にして，物理の発明に富むのみならず，
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その発明したるものを人事の実際に施して実益を取るの工夫日に新にして，

凡そ工場又は農作等に用る機関の類は無論，日常の手業と名
なづ

くべき灌水，

割烹，煎茶，点灯の細事に至るまでも悉皆学問上の主義に基て天然の原則

を利用することを勉めざるはなし。之を要するに，近年の西洋は既に学理

研究の時代を経過して，方今は学理実施の時代と云て可ならんか」（「学問

之独立」『福澤諭吉著作集』第5巻）と。

ここで福澤は，欧米における文明の利器の発明が，須く「学問上の主義」，

即ち理論を背景知識とする応用研究の成果であったこと，即ち科学的な理

論的知識の進歩を背景にして，その実際的技術的応用の試みの成果であっ

たことを理解したのであった。ここでの実際的応用は，今日の科学の論理

学の図式風に言えば，法則的理論と被説明項を所与として，当の理論から

被説明項を導出するに相応しい初期条件を探索するという形式を採る。こ

こで，被説明項は実現されるべき目的に相当し，初期条件は目的実現のた

めの手段を構成するものに他ならない。

動力機，作業機，内燃機関，船舶・蒸気機関車，耕運機，刈取り機，照

明施設等の文明の利器の案出に繋がった西洋の学問社会に対し，翻って吾

が足元を見つめれば，「之に反して我日本の学芸は十数年来大に進歩した

りと云うと雖も，未だ卒業せざるのみならず，恰も他国の調練を調練する

ものにして，…物理新に発明するを得ず，その実施の時代に至るには前途

尚遥なりと云うべし。…今日の有様を見れば，西洋の日新を逐うて常に及

ばざるの嘆を免かれず」（「同上」）。これが，福澤の意識した彼我の学問世

界の間に見られた差異であった。

しかし，福澤の論旨は，知識の持つ実用的側面を高く評価していたとは

言え，必ずしも知識に対する実用主義的見方に埋没していた訳ではない。

彼は1886年（明治19年）に塾生向けに発した訓話「教育の目的は実業者

を作るに在り」（『福澤諭吉著作集』第5巻）に於いて次のように述べてい

る。曰く「…教育の目的は教師を作るに在らずして実業者を作るに在り…。
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我慶應義塾の教育法は…創立のその時より実学を勉め，西洋文明の学問を

主としてその真理原則を重ずること甚だしく，この点に於いては一毫の猶

予を仮さず」（「同上」）。福澤はここで「古学主義」を「実学」と対置し，

前者を「無理無則」の知識と位置付け，真理原則を扱う「実学」を身に帯

びた人々を，ビジネスに従事する人とは区別された意味での「実業者」と

表現する。それ故，「実学」とは人間理性の産物たる合理的な推測的知識

と経験によるその制御を内容とする学問と云えよう。そして，そうである

からこそ，この種の知識は「俗事」と連絡を容易にする力を内に秘めてい

ると考えられている。こうして福澤は「如何なる俗世界の些末事に関して

も学理の入るべからざる処はあるべからず…一切万事，我学問の領分中に

包羅して，学事と俗事と連絡を容易にする…」（「同上」）合理的で客観的

な知識を習得せる「実業者」として社会に身を立てることの意義と必要性

を塾生に訴えたのである。

5．学問の独立

以上に見てきたように，福澤諭吉は「洋学」の最も基本的な特徴を，事

象の背後にあると推測される理を暴き，また人間の生き様，社会に於いて

身を処する術を指針として教え諭す真正の学，つまり真理探究の道筋によっ

て制御され経験的基礎を持つ学問であると捉えていた。洋学は一方に於い

ては「天然の真理原則を推究したる知識」（「物理学之要用」『福澤諭吉著

作集』第5巻）を，また一方に於いては「皆人生奇異を好みて明識を失う」

の弊に陥らないようにするべく，「事物に就き是非判断の勘弁…の力を付

与しその判断の識を明ならしむるの法」（「経世の学亦講究すべし」『福澤

諭吉著作集』第5巻）を，そしてまた「既に不如意なるを知らばその不如

意に処するの法を案ずる」能力を涵養し，「学識を育して判断の明を研く」

（「同上」）手掛りを与えてくれるものであり，福澤はここに旧弊を打破す
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る「文明の議論」の意義を見出していた。

福澤諭吉が洋学の世界に観取した「文明の議論」とは，「知的に閉じた

社会」に特徴的な護教主義や世俗的権威主義に塗れて集団内での意見の一

致に重きを置き，真摯な批判的討論を嫌忌排斥したり，あるいは草昧の時

代にあってしばしば見られたように，批判者そのものを抹殺することさえ

厭わない準拠枠の神話が支配する社会のそれとは真っ向対峙する性質のも

のである。

勿論，閉じた社会に在っても学問社会に諸派が存在したが，それぞれの

派にあっては始祖の教えを忠実に理解し遵守することが至高の価値とされ，

諸派の間での相互討論を通じて全体としての議論を導き方向付ける規制的

観念，つまり真理近接の観念が欠落したままであった。他方，福澤にとっ

ては，文明が進歩し社会の仕組みが複雑になれば価値も多様化して，時に

は諸価値が衝突して相争う事態こそが常態にほかならないと受け止められ

ていた。それは，同じ事物や出来事を前にして人々の間にもともと存在す

る意見の不一致を普通のこととして容認することに外ならない。その意味

で，福澤は，今日風に言えば，価値自由の透徹した擁護者であった。

とは言え，彼は学問の世界に在ってこの見解の不一致を放置して良しと

する相対主義に与していた訳ではない。彼曰く「古今の世論多端にして互

いに相齟齬するものも，その本を尋れば初に所見を異にして，その末に至

り強いてその枝末を均うせんと欲するに由りて…その各主張する所のもの

よりも一層高尚なる新説を示して，自ずから新旧の特質を判断せしむるの

一法あるのみ」（『文明論之概略』『福澤諭吉著作集』第4巻）。

ここには「異説争論」（批判的討論）が認識進歩のためのダイナモであ

るとする，現代の進化論的認識論に近接する立場を読み取ることが出来さ

えするであろう。彼は「一層高尚なる新説」は当初強い抵抗を受けたり異

端妄説と謗られることもあろうが，それでも「文明の議論」を導く方途は

これ以外に在り得ないと力を込めて主張する。曰く「試に見よ，古来文明
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の進歩，その初は皆所謂異端妄説に起こらざるものなし。『アダムスミス』

が始て経済の論を説きしときは世人皆これを妄説として駁したるに非ずや。

『ガリレヲ』が地動の説を唱えしときは異端と称して罰せられたるに非ず

や。…昔年の異端妄説は今世の通論なり，昨日の奇説は今日の常談なり。

然ば則ち今日の異端妄説も亦必ず後年の通論常談なるべし。学者宜しく世

論の喧しきを憚らず，異端妄説の譏りを恐るゝことなく，勇を振いて我思

う所の説を吐くべし。或は又他人の説を聞きて我持論に適さゞることある

も，よくその意の在る所を察して，容るべきものは之を容れ，容るべから

ざるものは暫くその向かう所に任して，他日双方帰する所を一にするの時

を待つべし。即是議論の本位を同うするの日なり。必ずしも他人の説を我

範囲のうちに籠絡して天下の議論を画一ならしめんと欲する勿れ」（『同上』）

と。

福澤諭吉はここに明らかに，一方で理論多元論を容認し，他方で「異説

争論」のプロセスこそが誤れる悪しき理論を排除する唯一の方法であるこ

とを喝破していたと云えよう。しかし，当時の我国のみならずアジアの知

的状況は，福澤の見るところ，必ずしもそのような方法論的要請を受け入

れるまでには至っていなかった。福澤は初めに支那について回顧し，次い

で我国の学問の政治からの独立が不十分であることを嘆じ，西欧に見る学

問発展の歴史，知性史に学んで「聡明の大智」を探究することを強く勧め

たのであった。

福澤諭吉は，合理的な人間知識の進歩の駆動力である多事争論や異説争

論が自由の原理と不可分の関係にあることを指摘しながらも，その自由が

しばしば政治的な理由から抑圧されてきた典型的な様を支那の歴史の中に

読み取って曰く，「…支那の文明三千余年の間に，異説争論の喧しくして，

黒白全く相反するものをも世に容るゝことを得たるは，特に周末を以て然

りとする。」（『文明論之概略』『福澤諭吉著作集』第 4巻）。周の時代まで

は所謂百家争鳴，相矛盾する説も交えて様々な主張が「本位」を求めて闘
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わされていたが，しかし，それも秦の始皇帝による力ずくの施策，焚書に

よって圧殺され，自由闊達な言論の時代と学問の自由が終焉を迎えること

になった。

始皇帝はこれによって「至尊の位と至強の力とを一つに合して世間を支

配し，その仕組みに最も便利なるがために独り孔孟の教えのみ」（『同上』）

を許した。この点に関して福澤は，世人に異説争論を許しておけば，社会

に自ずから自由の気風が募り，結果的に専制制度の崩壊へと導く危険が芽

生えるからであるとして，次のように述べている：「…秦皇が特に当時の

異説争論を悪
にくみ

て之を禁じたるは何ぞや。その衆口の喧しくして特に己が専

制を害するを以てなり。専制を害するものとあれば他に非ず，この異説争

論の間に生じたるものは必ず自由の元素たりしこと明に証すべし」（『同上』）。

勿論，斯かる事態は何も人智未だ草昧の社会だけに限られる訳ではなく，

時に遇えば鼠も虎となるの諺に云う如く，独裁的ないし圧倒的権力を手に

した時，異説争論を嫌忌し狡知を発揮してその抑圧に奔る人の在り得るこ

とを考えれば，世人は時代を超えて雁奴の眼差しを忘れてはならない。マ

スコミに介入し，ジャーナリズムを威圧して人々の知る権利に制約を嵌め

阻害し，将又学問研究の何たるかを深く思念することもなく，一部利害に

加担するが如きスキームを人文科学系や社会科学系の領域に押し付ける最

近の動きなど，その本質に於いて将に秦皇の振る舞いと変わるところ無し

と云えよう。これは将に権力の側からの自由への公然たる挑戦に外ならず，

そしてまた独善を好み多事争論を嫌忌する狭小かつ蒙昧なる心根に隷従す

る政府・吏人の思考停止を表すものに他ならない。こうした昨今の学術を

めぐる様を前にすれば，福澤なら斯く慨嘆したであろう：「元来学問は…

全く政治に関係を持たず，如何なる主義の者にても唯その学術を教授する

の技倆ある者にさえあれば…妨なき筈なるに，…その政治上の主義如何を

問い又その政談の巧拙を評するが如きは，…恐るべき禍乱の徴候にして，…

我輩は天下後日の世相を憶測し，…その惨状の極度は彼の趙宋，旧水戸藩
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の覆轍に陥ることはなかるべきやと，憂苦に堪えざるなり」（「学問之独立」

『福澤諭吉著作集』第5巻）と。

福澤諭吉にとっては，学問教育の分野に対する公権力の介入規制が放置

されれば，嘗て幕末に水戸藩一国を騒がせた「正党奸党の騒乱」で見たよ

うに，政治の党派論に惑溺して「学者の本分を忘却して世変に眩惑し」，

結果的に「学問の一大不幸」（「同上」）を生むことになった不毛な事態を

想起させ，可及的に回避されなければならないものであった。

福澤諭吉が斯くも学問の世界の在りようを案じる背景には，「学問之独

立」を執筆した1883年（明治16年）に至るまでの期間を顧みても，既に

次のような動きが具体化していたからに他ならない。即ち，1879年（明

治12年）秋に画一的教育を強制する学制が一旦廃止され，教育令の下で

各地域の民度に合わせた教育の普及が謳われたにも拘らず，翌80年1月

には文部省職制・同事務章程を改正して教員に対する規制を強め，3月に

は省内に教則取調係を設置し公私立学校の教則の適否及び教科書内容の調

査，8月，文部省地方学務組局が小学校教科書調査の結果不適当と判断し

た書名を各府県に通知し，その使用を禁止するなどのことが続き，同年

12月には教育令が改められて，教育に対する国家基準を明示して統制を

強化する布告がなされてきたのであった。更に，時節は帝国議会開設

（1890年）に向かって歩を進めていた。既に自由党や改進党が結成されて

おり，これまでの経緯を顧慮すれば，国会開設が学問世界に及ぼす影響を

懸念せざるを得ない，と福澤は案じていた。

「我国に於ても数年の後には国会を開設するとのことにして…国会開設

の後には何れ公然たる党派の政治と為ることならんか，…政事の主義に就

いては色々に仲間を分けて随分喧しきことならん，或は政府が随時に交代

すること西洋諸国の例の如くならんか，…政の針路は随時に変更せざるを

得ず。…然る時に当て全国の学校はその時の政府の文部省に付属し，教場

の教員に至るまでも政府の官吏にして，政府の針路一変すれば学風も亦一
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変するが如き有様にては，天下文運の不幸これより大なるはなし」（「学問

之独立」『福澤諭吉著作集』第5巻）と。

ここでの文言では国有の学校に於ける研究や教育が中心とされているが，

福澤にとっては，それが国有であれ私有私立の学校であれ，政治や行政に

よる学問研究や教育内容への介入は以ての外の由々しき問題と受け止めら

れていた。と云うのも，政と学双方の世界が意識すべきは，唯一点，「学

問は一日一夜の学問に非ず，容易に変易すべからざるなり。…学問は沈深

にして静なるものなり」（「同上」）という学問研究の持つ基本的な性質の

故であった。

学問研究や学校を行政府の管理支配下に置こうとする画策など，福澤に

とっては以ての外，「天下文運の不幸これより大なるはなし」（「同上」）で

あった。斯かる画策は，学問・教育を政事の臨機応変の駆け引きに従属さ

せることに外ならず，とても学問の独立など期待できるはずもない。「若

しも国の学校を行政の部内に入るるときは，その学風も亦自からこの掛引

の為に左右せらるるなきを期すべからず…政治の針路の変化するに従て学

校の気風精神も亦変化せざるを得ず，学問の本色に背くものと云うべし…

畢竟学問と政治と相密着するの余弊ならん。我輩がその分離を祈る由縁な

り」（「同上』）。福澤は更に言葉を継いで云う，「…政治と学問と密着する

ときは，甲者の変勢に際して常に乙者の動揺を生じ，その変愈甚しければ

その余波も亦愈劇なり。…政治と学問と附着して不利なるは，政との良否

に拘わらず，古今欺くべからざるの事実と知るべし。…」（「同上」）。

福澤の眼には，欧米の学問社会と比して我国のそれは，依然として政治

からの独立をなし得ていないばかりか，「…学者が政権に依て学問を人に

強いんとし，事務家（文部官僚のこと―引用者）が学問の味を知らずして

漫にこれを支配せんとする」（「学問之独立」『福澤諭吉著作集』第5巻）

風潮に満ちていると映っていた。何と今の世と似ていることであろうか。

福澤は，このいずれもが「労して効なきのみならず，却て全面の成跡を
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妨るに足るべきのみ」（「同上」）と論じ，学問の世界と政治の世界それぞ

れの役割の違いを弁別し分離して，両々相俟って程よく分担・依存し合う

関係が最も望ましいと考えていた。その背景に流れていたのは，謂わば，

社会的分業論とでも言うべき考え方である。福澤曰く，「人間社会のこと

は千緒万端にして，唯政治のみを以て組織すべきものに非ず。人の働も亦

千緒万端に分別して之に応じざるべからず。即ち人事の分業分任なり。…

公平に云えば，政事も学問も共に人事の至要にして双方共に一日も空うす

べからず，政事は実際の衝に当って大切なり，学問は永遠の大計を期して

大切なり，政事は目下の安寧を保護して学者の業を安からしめ，学問は人

を教育して政事家をも陶冶し出す…」（「同上」）と。

とは言え，当時の我国でそのような両者の関係が成り立っていたと福澤

が見做していた訳ではない。「分業分任」の趣旨を考えるべしと敢えて言

及せざるを得なかったのも，文部官僚による教育統制を社会制度として定

着させようとする動きが止まなかったからだけでなく，学問界でも閉じた

集団が往々にして示す敵対的な対立構造が政治的要素と結びつき，それが

却って敵対関係を激しくさせる動きが認められない訳ではなかったからで

ある。福澤は「…苟も学問とあれば自から主義の見るべき者あるは無論な

るが故に，その学問の主義を以て他の学流と競争するも可なり，相互に敵

視するも可なり。政治に密着せざる間は，唯その学流自然の力に任じて自

から強弱の帰する所あるべき筈…」（「学問之独立」『福澤諭吉著作集』第5

巻）と指摘し，見解の対立を解消するためには，政治的要素を持ち込むこ

とを意識的に避け，異なれる見解の存在に対しては一種の寛容の精神を以っ

て接し，他方で合理的な根拠の対立という論理的問題に置き換えて対峙す

ることを推奨する。

つまり，凡そ学問であればどんな領域のものであれ，当然，それぞれの

学派が掲げる理論的主張内容を異にして，他の学派と競合したり敵対した

りすることもあるであろうが，政治力に頼ることなく学派間の理論的な対
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立に徹すれば，いずれの理論が論理的に或いは経験的に妥当性を主張でき

るか自ずから決着のつく筈のものである，と福澤は云う。それには「異端

妄説の譏りを恐るゝことなく，勇を振いて我思う所の説を吐く」と共に，

議論を通じて「容るべきものは之を容れ…必ずしも他人の説を我範囲のう

ちに籠絡して…議論を画一ならしめんと欲する勿れ」（『文明論之概略』）

の精神を思い起こし，「開かれた社会」に於ける諸理論間の決着のつけ方

は，専ら多事争論，異説争論を自由に行うことに依るものでなければなら

ない，というのが福澤の説くところであった。

従って，福澤諭吉は基本的に価値自由を容認していたが，諸個人の自由

と雖も，もし諸個人が自由であろうと欲すれば，それは第三者の自由を侵

さない範囲内に限定されなければならない（自由のパラドックス）のと同

様，学問の自由も普遍的な理念，つまり真理探究の理念によって統御され

なければならないという考え方に近接していた。その意味で，学問の世界

にあって価値自由を容認していたが，ここでも彼は決して多元的な諸理論

を野放しで認める相対主義を受け入れていたのではない。端的に表現すれ

ば，正当化主義や「無稽の知識」の下での思考停止を乗り越えて「文明の

議論」を志すなら，理性的な智力による多事争論・異説争論の方法，即ち

批判の方法による誤り排除，そして更なる批判的検討の対象とされるべき

理論の優先選択という，謂わば知識の進化論的な取り扱い方に依る以外に

あり得ないことに福澤は気付いていたと思われる。

6．「文明の議論」と歴史・知性史の役割：結びに代えて

福澤諭吉は，彼の言う「異説争論」，いわば大胆な推測と反駁，そして

「自由」の概念を以て「文明の議論」にとっての不可欠の要素と考えてい

た。しかし，他方で「洋学」がわが国に到来し受け容れられ，翻訳紹介さ

れた書物も少なくはないが，わが国の学者諸氏の研究態度を観るに，些か
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心に懸かることもあるという。それは，端的に言えば，歴史や知性史につ

いての淡白さあるいは軽視である。

福澤曰く，「…余窃
ひそか

に謂
おもえ

らく，独り洋外の文学技芸を講窮するのみにて，

その各国の政治風俗如何を詳にせざれば，仮令いその学芸を得たりとも，

その経国の本に反
かえ

らざるを以て，啻
ただ

に実用に益なきのみならず，却て害を

招んも亦計るべからず」（『西洋事情 初編 巻之一』『福澤諭吉著作集』

第1巻）。福澤はこれに続けてまた曰く，「抑々各国の政治風俗を観るには

その歴史を読むに若くものなし。然れども世人，夫
そ

の地理以下の諸学に於

てその速成を欲するが為めに，或は之を読むもの甚稀なり。実に学者の欠

典と云うべし」（『同上』）。

ここで福澤は，わが国の学者諸氏は外国の学問や技術をただ読んで研究

するだけで，それぞれの国の政治的経済社会的風土にまで考察の枠を広げ

ようとする者は極めて少ない。しかし，学問体系や技術の中には，それぞ

れの国の置かれた状況と深く結びついたものもあるのだから，それらの国

の治国の在り方やその変遷にまで遡って理解しなければ，実際上も役に立

たないばかりでなく，場合によっては弊害を招くこともあり得ることを理

解しなければならない，と言うのである。

そして彼はさらに言葉を継いで，その為にはそれぞれの国についての歴

史を読む以上に大切なことは無いはずであるが，個別学科分野に身を置く

学者諸氏は，その道にいち早く精通し名を挙げることだけを求めて，歴史

を読む者甚だ少ないのが現状である。これは学者の関心の射程がいかに狭

まってきているか，いかに読むべきふみ（文献）の幅を欠いているかを示

していると，その心情を吐露している。

今日風に言えば，専門バカが増えてきており，歴史一般はおろかそれぞ

れの専門分野の学説史にさえ関心を示し得ない学者が増えつつあることに

対する警句と見做せるであろうし，今日にあっても耳に痛い響きである。

尚，福澤諭吉がこの警句を発したのは『西洋事情 初編』に於いてであり，
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時に慶應二年（1866年）のことである。

それでは科学の世界について福澤はどのように見ていたのであろうか。

『西洋事情 初編』に収められている「文学技術」の項を見ておこう。「洋

学」に関して福澤諭吉は，「西洋学術の大趣意は，万物の理を究めその用

を明にして，人生の便利を達せんがために人々をして天稟の智力を尽くさ

しむるに在り」（『同上』）と。つまり，西洋の学問が最大の課題とすると

ころは，人間を取り巻く様々な事象や事態を支配するそれぞれの道理・条

理を解明し，その働きを明かにして，人々の生活上の利便を図るために，

生まれながらにして与えられた知力の限りを尽くすよう仕向ける点にある

と特徴づけ，古代ギリシャから18～9世紀に至る変遷を，極めて大雑把に

ではあるが，次のように描写した：「往古希臘
ギリシャ

の学一度び衰え，これを恢

復したるものは亜喇伯
ア ラ ビ ア

人」であったが，その後ヨーロッパ諸国で学問研究

や技術発展がみられるようになったのも，本はと言えばアラビアの人々の

蓄積のお陰だと言われてきた。

1200年代半ばになると，英国に「ローゼル・バーコン」（ロジャー・ベー

コンのこと―引用者）という大学者が現れて，古来多くの人々が従い守っ

てきた物理研究を批判して，実験の重要性を説くと共に，その博識多才を

以て天文，化学，医学等々の面で理論や技法を考案したが，他方では彼自

身「長命の神丹」（不老長寿薬）を錬ったり，錬金術に耽ったり，あるい

はまた「星行を見て吉凶を占する」（占星術のこと）など，学問の世界も

未だ人智が十分に発達していない草昧の段階にあった。

こうした傾向は1400年代に至るまでの間，つまりルネサンス期まで続

き，人々は「小説（詰まらない議論―引用者）を悦て」玩び，「実学を勉

るもの少し」という状態であった。しかも事態はまだ続き，17世紀の声を

聞くようになっても「世人皆古聖アリストーツル（アリストテレスのこと―

引用者）の学派に心酔し，附会奇異の神説を唱えて実学に志すものなく」

といった有様が支配していた（文中「 」内は『西洋事情』からの引用）。
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アリストテレスの哲学とその信奉者の説を「付（附）会奇異の神説」，

即ち自らに都合のいいように無理やりこじつけて，事柄の本質を強調する

神懸かりの説と表現されては，こころ穏やかならざる人もいるであろうが，

この哲学の持つ本質主義的性質とその問題点の指摘に繋がる論説を展開し

た福澤の洞察力は，遥かに時代を超えていたと言えるのではないであろう

か。

福澤は，アリストテレス的世界観を所謂パラダイムと見做す中世から近

世にかけてのパズル・ソルヴィングの時代を，「実学を勉るもの少し」と

か「有用の実学に志すものなく」（『西洋事情 初編 巻之一』『福澤諭吉

著作集』第1巻）と評し，知の停滞期と見做していた。かかる知的状況を

突き動かして近代へ向かう大きな役割を果たしたのが，福澤によれば，

「フランシス・バーコン（フランシス・ベーコンのこと―引用者），デス・

カルテス（ルネ・デカルトのこと―引用者）等の賢哲」（『同上』）であっ

た。これらの「賢哲世に出
いで

て，専ら試験の物理論を唱えて古来の空談を排

し」（『同上』），言われる所の17世紀科学革命の時代が用意されていった

と指摘する。

ここで福澤諭吉が「古来の空談」，つまり古くから頑なに信奉されてき

た根拠のない論説，例えばスコラ派の学問などを排除することに寄与した

と評価する「試験の物理論」は，経験こそが知識の源，母体であると考え

る古典的経験論に立つ物理論のことであり，科学の方法を帰納法に求め，

「知は力なり」と唱えて技術文明の進歩に寄与する学問こそ緊要と考えた

ベーコンの手を経て，ジョン・スチュアート・ミル等による精緻化もあっ

て，例えばかのウィーン学団の論理実証主義（検証主義）に連なって20

世紀前半まで影響力を保ち続けたのであった。

しかし，もう一人のデカルトにとっては，「観念」として包括される対

象は理性的な思惟によって獲得されるのであり，これが知識の源を構成し

経験を整序すると考えられ，疑い得ない明証性をもって知られるものが真
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理であると考えられた。彼は，光学や慣性の法則の定式化や代数の分野を

切り拓くと共に，懐疑主義とも闘い『省察』や『方法序説』を著し，後者

に於いて幾何学や光の屈折などの問題を扱いつつ，合理的な思惟の方法，

すなわち演繹法を科学の方法として提供した。この立場は，現代科学に於

ける仮説演繹主義の礎の一つを成したものである。

これら二人の賢哲（とは言え，フランシス・ベーコンは長く猟官運動に

奔走し，その間の背信行為や晩年の収賄事件もあって「愚かな哲人」とも

評される）の思想は，科学研究の方法を帰納に求めるのか演繹に求めるの

か対照的であるが，いずれも18世紀，19世紀を通して英国およびヨーロッ

パ大陸の哲学思想や科学方法論に多大の影響を与え，やがてカントの批判

哲学へと連なっていったことは周知の通りである。

福澤諭吉がこれら二人の著作に直接触れる機会を持てたとは思われない。

恐らく二度目の訪米を機に入手した書物を通じての所見であろうと思われ

る。そうであれば，英米の著者に大きな影響を与えてきたアングロサクソ

ンの，つまりイギリス経験論（後にフランス百科全書派にも影響を与えた

が）の系譜に属する著作を通じて獲得された知見が福澤諭吉の思想の中核

を占めていたのではなかったろうか。

この点に関する詳しい詮索は後日の機会に譲るとして，ともあれ，福澤

は「試験の物理学」（実験物理学）の普及が，やがて，「ガリレオ初て地動

の説を建て，…英国の医師ハルフヰヰー（ハーヴィのこと―引用者）人身体

血液運行の理を発明する等，世の学風漸く実際に赴く」（『西洋事情 初編

巻之一』）と，近代の科学的研究が方法を確立し事実的世界に根付いた

成果に向けて歩みだした様を描写する。だが，ここでも注意しておくべき

は，地動説を唱えたのは「ガリレオ初て」ではなく，古代ギリシャの哲学

者ピロラオスの説にその萌芽が認められる外，コペルニクスの太陽中心説

が既にガリレオに先行していたという事実である。

こうして17世紀が進むにつれて，伝統的哲学の領域を置き去りにして
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個別科学の諸分野が著しい進歩を遂げ，遂にアイザック・ニュートンによ

る力学体系の登場として結実したことにより，今日の（福澤の生きた）時

代に見る科学技術の隆盛に繋がったと言う。福澤曰く：「千六百年の末，

英国の大家ニュートン，千古不世出の英才を以て日新の世に生まれ，齢
よわい

未

だ二十四歳に満たず，大空に行わるゝ引力の理を発明し，光線の功用を説

き物色の根源を明
あきらか

にし，造化の秘訣一として明了ならざるはなし。その

著述「プリンシピヤ（プリンキピア（自然哲学の数学的諸原理）のこと）」

と題せる書は窮理学の大本を説くものにて，世の学者皆之を宗とす。これ

より西洋の学風更に一面目を改め，衆傑輩出してニュートン氏の余業を継

ぎ，切磋琢磨，今日の盛
さかん

なるに及べり」（『西洋事情 初編 巻之一』（同

上））。

即ち，1666年，弱冠24歳のニュートンが万有引力の法則の基礎を置き，

1687年，近代自然科学の最高傑作と称される「プリンキピア」を著し，

古典力学の体系化を成し遂げて物理学の大本を築くや，自然の奥義何一つ

余さず明かに説明できるようになった。世界の学者は皆押し並べてこの書

物を中心理論に位置づけるようになった。その後，数多くの優れた学者が

輩出しニュートンの積み残した仕事を受け継ぎ，互いに鎬を削る努力の中

から今日の知識の進展と技術の発達がもたらされたと理解している。

福澤は，これに次いで18世紀から19世紀にかけての世界の大発明と呼

ばれる幾つかを枚挙し，それらが，多くの分野で行われてきた古い理論を

「改正」し克服しながらもたらされたものであることを指摘して「文学技

術」の項を締め括ったのであった。

福澤諭吉が警醒の説を唱えた時代に比べれば，自然，社会，人文，どの

分野を採ってみても学科分野の細分化が進み，夫々がまた内部で多くの下

位分野に別れて，遥かに複雑な様相を示している。従って，専門研究を遂

行しながら知性史にも手を染めることは多くの人にとっては及びもつかな

いことであろうし，福澤流に言えば，それぞれの分野で「その速成を欲す
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る」気風が他に勝って，当面のところ関わりなきものと疎んじられさえす

るであろう。

だが，目先に捉われてパズル解きに工夫を凝らし，何らかの結論を得る

ことに成功したとしても，それが当の学科分野の大本との関わりを持たな

いとすれば，福澤の眼からすれば，極めて不満足なものでしかなかった。

そのような学問研究の在り方から生み出される成果は，「私智或は之を工

夫の小智と云うも可なり」と云うべき程のものにして，他方，自らの研究

が学科分野の大本に触れ，大本が揺さぶられる時，「公智或は之を聡明の

大智と云うも可なり」（『文明論之概略』『福澤諭吉著作集』第4巻）と評

して，只管パズル解きへ埋没沈潜することの弊に注意を喚起し続けたので

あった。

かくして，福澤諭吉は学者諸氏の研究が「文明の議論」を構成しうるも

のである為には，歴史や知性史，或は少なくとも夫々の分野の学説の歴史

に目を凝らし，「聡明の大智」を求めんとする気概を大切にする必要を説

いたのであった。

翻って，筆者も含めてマーケティング研究の場に身を置き今に至る者，

この福沢諭吉の眼差しと口吻を前にしていかに向き合うべきであろうや。

福澤諭吉『西洋事情 初編』『福澤諭吉著作集』第1巻。

福澤諭吉「訓蒙 窮理図解」『福澤諭吉著作集』第2巻。

福澤諭吉『学問のすゝめ』『福澤諭吉著作集』第3巻。

福澤諭吉『文明論之概略』『福澤諭吉著作集』第4巻。

福澤諭吉「慶應義塾之記」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「慶應義塾新議」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「慶應義塾改革の議案」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「慶應義塾紀事」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「物理学之要用」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「経世の学亦講究すべし」『福澤諭吉著作集』第5巻。

―112―

参考文献



福澤諭吉「教育の目的は実業者を作るに在り」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「学問之独立」『福澤諭吉著作集』第5巻。

福澤諭吉「脱亜論」『福澤諭吉著作集』第8巻。

福澤諭吉『福翁自伝』『福澤諭吉著作集』第12巻。

（原稿受付 2016年1月18日）

―113―





経営経理研究 第106号
2016年3月 pp.115�144

は じ め に

わが国におけるマーケティングの生成についてはすでに確立された通説

が存在する。すなわち，わが国のマーケティングは昭和30年にアメリカ

から導入されたというのがそれである。またこの説を裏付けるものとして

当時のわが国の社会経済的背景，とりわけ高度成長期における生産・流通・

消費状況がこれまで多くの論者によって説明されてきた。しかし小原教授

はこれに疑問を呈され，マーケティングはすでに戦前に存在したのではな

いか，と主張される。半ば常識ともなっていた通説に対して，積極果敢に

挑戦されたその研究姿勢にまず敬意を表したい。教授によれば，わが国の

マーケティングはすでに第二次大戦以前に（より正確にいえば両大戦間期，

とくに1920年代に），先駆的な企業によって萌芽的に実践されていたとさ

れ，この点を数多くの事例によって実証される。かくて教授は，通説の
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わが国における

マーケティングの生成

光 澤 滋 朗

要 約

わが国のマーケティングは，紡績・製粉・石鹸業界の事例によれば，明

治時代の中・後期に，大規模メーカーと伝統的問屋間の流通支配をめぐる

対立抗争を背景に生成した。



「戦後導入説」に対して「戦前萌芽・生成説」を主張される1）。この新説は

マーケティングの歴史的研究を重視されてきた教授ならではの主張であり，

傾聴に値する。ただ1点，疑問を述べさせていただくとすれば，教授の説

も上の通説と同様，マーケティングを本来，ミクロのもの（個別企業の活

動）ととらえ，またそれを基準にマーケティングの生成をみておられるの

ではないかという点である。しかしマーケティングは本来，もう少し広い

意味をもつ概念ではなかったかと考えられる。以下，まずこの点について

みておくことにしよう。

Ⅰ マーケティング

さて，原初的な意味でのマーケティングが19世紀末から20世紀初頭の

アメリカ合衆国（以下，アメリカと略す）で誕生したことはすでに周知の

ところである（より正確には，現象としてのマーケティングは19世紀後

半に，またそれを対象とした理論的研究は20世紀初頭に登場する）2）。

当時，マーケティングは一体いかなる意味を有していたのかが問題であ

る。マーケティング論の開拓者のひとりであり，20世紀初頭にマーケティ

ングに関する書物や論文を著したA.W.Shawによれば，「伝統的な流通

機構」は19世紀初頭の十数年に確立するが，その後半には事態が大きく

変化し，それまで増加の一途を辿ってきた中間商人が逆に減少するといっ

た，いわば180度の転換がみられるという。このような大変化をもたらし

た原因は「生産者の流通介入」である。すなわち，生産者は製品販売に際

して中間商人に頼ることなく，自ら直接，市場開拓に乗り出す。というの

は，生産者は販売を中間商人に委ねている限り，自らの欲求（たとえば販

売の拡張や価格の維持など）が実現され難いからである。そこで，有能な

生産者は中間商人に頼ることなく直接販売に乗り出す（彼はこのような生

産者を「商人的生産者」と呼ぶが，この種の生産者はそうするだけの能力
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と資力をもつ生産者と想定されるから，当然，大規模な生産者ということ

になろう）。その際の主たる武器は，①有標化，すなわち有標品の開発と

訴求，②チャネル組織化，すなわちチャネルの選定と管理であった3）。商

人的生産者によるこのような手段による直接販売は当然のことながら既存

の中間商人を不要ならしめ，その排除をもたらすことになる。かくて，中

間商人の減少傾向は，「現代流通におけるもっとも顕著な特徴の1つであ

る。もし現在の経済状態が実質的に続くものとすれば，この傾向は将来必

ず大きく進展していくであろう」4）と，彼はみる。

Shawは眼前のこのような商品流通現象を書名にも掲げているとおり

marketdistributionと呼ぶ。もしこのmarketdistributionが「生産者

から消費者への生産物の移動」5）という意味であればdistribution（流通）

で十分であるが，当時，distributionは学会界では「富の分配」を意味す

るものとして用いられていたから6），彼は恐らくこれとの混同を避けるた

めに，marketを冠してmarketdistributionと命名したのであろう7）。

なお，当時，学会ではmarketdistributionが採用されている8）。とはい

え，当時，marketingを使用した論者がみられなかったわけではない。

論文や評論の中でmarketingを使用している論者もみられたし，Weld

やCheringtonにいたってはmarketingを書名にすら使用している9）。

ただmarketdistributionあるいはmarketingが商品流通を意味する

としても10），それは単なる商品流通ではなく，独占段階における商品流通

であることに注意しなければならならない。もしそうでなければ，マーケ

ティングは超歴史的な現象となり，たとえば欧米の論者がしばしばいうよ

うにマーケティングは古代ギリシャ・ローマ時代にすでに存在していたこ

とになろう。中間商人の排除が生じた19世紀後半から20世紀初頭は，ア

メリカ経済が自由競争から独占に移行する時期であり，したがってまたマー

ケティングは独占と深いかかわりがあること，あるいはより直截にいえば

マーケティングは独占の産物であることに注意しなければならない。では，
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このような意味でのマーケティングは，わが国では一体いつ，いかにして

登場したのであろうか。以下，具体的に検討することにしよう。

Ⅱ 紡績業界

1 生成発展

まず最初に綿糸製造業界（以下，紡績業界という）をとりあげる。紡績

業界はわが国製造業の中では最初に大企業を生み出した業界であるととも

に，生産・流通両面で多くの革新をもたらした特異な業界でもある。

わが国の紡績業は，幕末開国と同時に大挙として流入してきた安価な外

国綿製品（綿糸・綿布）の輸入を阻止すること（輸入防遏）を目的に生成

し発展してきた。綿糸や綿布は人間の日常生活に不可欠なところから，古

くから農家の副業として手作業的に紡ぎ，織られてきた。原料である綿花

はすでに室町時代にわが国に渡来し，東海，近畿，中国，四国などで広く

栽培されてきた。明治9年に臥雲辰致が発明した安価な木製紡ぎ器（いわ

ゆる「ガラ紡」）が愛知県三河地方に普及した。しかしそれをもってして

も外国の安価な綿製品に対処することはできなかった。ちなみに明治初頭

の10年間は綿関連品（繰綿，綿糸，綿布）の輸入額が毎年，輸入総額の

3～4割も占めていた11）。殖産興業を目指す維新政府が綿工業の育成を図ろ

うとしたのは，正にこのような状況下であった。

新政府は明治10年（以下，元号「明治」を省略する）に効率的な外国

の紡績機械を移植することを決定し，翌年にイギリスから2,000錘紡績機

を2機購入し，綿産地の愛知県岡崎と広島県安芸に設置した。その後も，

2,000錘紡績機を次々と輸入し，17年頃までに全国 10か所に設置した

（いわゆる十基紡）。十基紡の多くは動力として水力を利用したため，渇水

時には操業できないという能率の悪さもみられたが，当面の課題である綿

糸の機械生産を開始した。したがってわが国紡績業界は14，5年以降，輸
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入糸（英国，インド糸），国内機械糸，臥雲糸，手紡糸の4者が入り乱れ

て市場獲得競争をするところとなった12）。

このような状況を変革したのは，大阪紡績会社（現，東洋紡の前身）で

あった。「輸入防遏」の途を探っていた渋沢栄一らの主唱により15年4月

設立されたこの会社は，わが国おける最初の本格的な紡績会社であり，綿

花の主要産地の大阪に設立された（資本金25万円，錘数1万500錘，16

年7月操業開始。蒸気力の利用，職工数322人）。当時としては文字通り

の大会社であった。その後，同社は順調に発展するが，同時に多数の模倣・

追随を生み出し，19～22年間には1万錘規模の大会社が次々と設立され

ることになった（三重，東京，平野，鐘淵，倉敷，摂津，尼崎などの大紡

績会社）。また大阪紡績も生産能力の拡大を図り，19年には31,320錘，22

年には61,320錘に増強している。このような紡績会社の増加や生産能力

の拡大によって，わが国の綿糸生産高は23年には輸入高を上回ることに

なる（生産高3,207万斤，輸入高3,190万斤）。しかし生産力の急増は生産

過剰を来し，23年に恐慌をもたらすことになった。

23年恐慌を第1次操短13）で切り抜け紡績業は，その後，綿糸の海外へ

の輸出という新たな課題に挑戦することになる。これまで輸入防遏や国内

の企業間競争など，総じて国内問題に忙殺されてきた紡績業が国外問題に

転じたのは，いうまでもなく日清戦争による。日清戦争の勝利は巨額の賠

償金，朝鮮・台湾市場の獲得，さらには中国市場進出のための有利な条件

の獲得をもたらし，市場が一挙に拡大したからである。その後，紡績業が

新市場に向けて増産に努めた結果，30年には遂に輸出が輸入を上回るこ

とになり（輸入53,636梱，輸出140,116梱），ここに紡績業は長年の悲願

を達成することになる。なお，日清戦争後は綿糸に代わって綿布の輸出が

伸長し，輸出の中心も次第に綿糸から綿布に移行することになる。

また日清・日露戦争間には，市場構造も大きく変化した。資本の集中が

進展し，第一次大戦までに6大紡（東洋，鐘ケ淵，尼崎，摂津，大阪合同，
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富士瓦斯の各社）が成立し，また大戦勃発の大正3年には大阪紡績と三重

紡績が合併して「東洋紡績」となり，大正7年には尼崎紡績と摂津紡績が

合併して「大日本紡績」となり，この2社と鐘ヶ淵紡績を合わせると，業

界の全生産量の半分を占めるまでになった。

2 取引経路

わが国の紡績業は外国産綿製品（綿糸・綿布）の輸入を阻止する「輸入

防遏産業」としての役割を果たしてきた。輸入防遏は他の業界でも必要で

あったが，紡績業はいわばその先兵としての役割を果たした。外国からの

安価な綿製品の防遏のためには，良質で安価な綿製品の生産が要請される

が，売買・取引面でも解決すべき問題が山積していた。以下，これを原綿

の調達と製品の販売の2側面に分けて具体的にみることにしたい。

1．原綿の調達

良質で安価な原料綿花（原綿）の確保は良質・安価な製品を生み出すた

めの大前提である。以下，国産と外国産原綿の取引についてみよう。まず

国産綿花の明治時代の一般的な取引経路は下図のごとくであった。

この取引過程で支配的な影響力を行使していたのは綿問屋である14）。綿

問屋は江戸時代の「江戸積買次問屋」を引き継ぐものであり，とくに江戸

時代には5大綿問屋は綿花の取引で大きな力を発揮していた。渋谷正三郎

（櫻屋），渋谷庄三郎（本家），秋間新三郎（松坂屋），中野太右衛門（淀屋），

小林八郎兵衛がそれである。このうち小林を除く 4名は10年に共同で
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農家 仲買 綿花商（綿問屋） 紡績所

繰屋 仲買 機業家

（出所）『明治大正大阪市史』（第3巻），1934，pp.280�281．



「大阪綿商社」（内外綿会社の前身）を設立した。紡績所は当初はいずれも

綿問屋をとおして綿花を仕入れていたが，十基紡の操業が出揃う18年ご

ろ，綿花不足が深刻化し，大会社は現地直接仕入れに乗り出し15），新たに

中国綿の使用が開始されることになった。

他方，外国産綿花の取引経路は以下のとおりである。明治初年の外国貿

易は綿花だけではなく，あらゆる商品は「居留地貿易」または「商館取引」

であり，輸出入はすべて外国商人によって管理されており，わが国の商人

は外国商人に輸出品を売り込む「売込商」か，輸入品を彼らから引き取る

「引取商」にすぎなかった16）。したがって，外国産綿花もすべて外国商館

（近畿では神戸，関東では横浜）を通過した。その後は，綿花商（綿問屋）

は注文した綿花を外国商館から引き取り，これを直接，または繰屋に加工

させた上で紡績会社または仲買をとおして機業家に販売した。下図のごと

くである。

なお，当時，中国綿を取り扱う中国商人は，「頗る狡猾で，…値上げを

強制したり，量目を誤魔化したり，随分，邦商に迷惑をかけた」といわれ

ている17）。大阪紡績が大阪綿商社をとおして中国綿の「直買い」「直輸入」

を始めたのもそのためであった（大阪綿商社は後に上海に支店を設置して

いる）18）。

かくて，18年ごろから中国綿が大量に輸入された。中国綿は国産綿と

同様，16番手ぐらいの太糸しか紡げないという限界がみられたが，国産

綿より2～3割安いために盛んに用いられてきた。しかし22年の紡績連合

会の調査によると，インド綿は20番手の紡出が可能であり，しかも価格

は中国綿より割安であることが判かり，23年恐慌を機にその輸入が開始
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された19）。また同時期にアメリカ綿やエジプト綿も輸入され始めた。

このように，いずれの紡績会社も，当初は現地の仲介業者をとおして調

達していたが，後には関連綿花商と共同で「直買い」に向かっている。ア

メリカやエジプト綿の輸入も，当初は現地仲介商の手を経ていたが，後に

は産地での「直買い」に変化している20。

2．製品の販売

紡績会社の製品は，①綿糸，②綿布に大別される。またそれぞれ国内，

海外への販売がみられる。まず国内販売からみることにしよう。

� 綿糸の販売

当時の綿糸の一般的な取引経路は下図のごとくである。

明治時代の取引機構は株仲間が一掃され，自由競争・自由取引を基本と

するものに変化している。国内市場では，先述のとおり，輸入糸，国内機

械糸，ガラ紡糸，手紡糸が入り乱れて競争を展開している。しかしこのよ

うな状態は大阪紡績のような大メーカーにとっては功罪相半ばする。大量

生産によって低コストを実現し，低コストによる低価格販売によって中小

企業を圧倒できる半面，自社商品を流通機構に投入するや，商人による無

差別的な取扱いに遭い，自社商品の優先的販売はおろか，希望販売価格の

維持すらも困難となるからである。そこで差別的有利性を追求する大メー

カーは独自の取組みによって自由競争・取引の利点を活かし欠点を除去し

ようとした。以下，その代表例として大阪紡績会社の有標化とチャネル組
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綿糸商 染糸問屋 糸物商 機業家

紡績会社

輸出商 加工業者 糸綿小売商 消費者

（出所） 商工省商務局編『商取引組織及系統に関する調査』1928，p57．なお点線は

数量の少ない取引を示す。



織化についてみることにしよう。

①有標化。大阪紡績は16年10月に綿糸を初めて売り出すが発売に際し

てはまず商標を考案し，それを商品に添付している。いわゆる有標化

（branding）である。大阪紡績の綿糸商標は，紙幅との関係で掲載できな

いが，3本の棒を三角形に組み立てた図の上に「三軒屋」（同社発祥の地），

下に「大阪紡績株式会社」を配した比較的シンプルな図案である。しかし

有標化は単に文字，図形，記号など商標要件を具備した商標を商品に付与

するだけではなく，当該商品の品質上の責任の所在を明らかにするととも

に，当該商品を競合商品から差別化するという競争上，重要な機能を有し

ていた。大阪紡績は綿糸販売に際して有標化の競争上の利点をフルに活用

することになる。

②チャネル組織化。大阪紡績が考え出した販売上のいま一つの新機軸は

チャネルの組織化であった。当初，同社は綿糸商（問屋）経由の一般的な

取引経路を使用していたが，20年までには新方式に改める。ここにいう

新方式とは「1国1人の特約店」方式と呼ばれるものであり，「大阪紡績

の特約店を1国1人にとどめ，何人でも自由に販売させない」21）とするも

のであった。これは今日の「排他的販売方式」に相当する22）。大阪紡績と

特約店契約を結んだのは，洋糸問屋，木綿・呉服問屋，各種問屋が多く，

地域的には東京・大阪のほか，裏日本，東北，愛知，福岡，京都，高知，

福山に及んでいる23）。もちろんこの方式は単に1地区に1特約店を特定す

るだけではなく，指定され特権的地位を与えられた特約店は大阪紡績の定

める「製糸売捌方心得」24）（そこには定価販売，手数料，代金支払い方法

などについての細目規定がみられる）に従うことが義務付けられている。

21年創業の倉敷紡績もこの「1国1人の特約店」方式を模倣・採用してい

る25）。なお23年恐慌後，大阪紡績はこれまでの「1国1人の原則」を多数

の販売店に拡大している。ただし何時でも誰でも無条件に大阪紡績の製品

が扱えるというわけではない。販売店は特定される。この点は販売を希望
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する者から「根抵当権」26）をとっていることからも明らかである。

� 綿布の販売

他方，当時の一般的な綿布の取引経路は，以下のごとくであった。

大阪紡績の織布部門への進出は23年10月の大阪織布会社の買収以後で

ある。織布部門の兼営化は大阪紡績にこれまでの綿糸の販売に加えて綿布

の販売という新たな問題を課すことになった。綿布には軍需と民需があっ

た。大阪紡績が製織していた厚織，雲斎地などは耐久力があり，軍服など

軍用綿製品用として23年以降，陸軍被服廠に納入し，巨利を得たが27），

軍需の伸びは一時的なものにとどまり，戦争終了後はむしろ民需の開拓が

課題となった。しかし大阪紡績は市場を国内ではなくあえて海外に求める。

その理由の1つは，民需が選好する小幅・縞もの綿布は広幅・無地の綿布

（厚織雲斎などの）を志向する大量生産方式に適合しないという技術的な

問題があったこと，いま一つは，紡績兼営織布業である大阪紡績にとって

は国内で織布を売り捌くことは，綿糸の顧客である中小織布業者への販路

を断つことを意味していたことによる28）。

3．輸 出

わが国の綿工業はこれまでは外国産綿製品（綿花，綿糸，繰綿，綿布）

の「輸入防遏」と格闘してきたが，日清戦争後はむしろ「輸出促進」が課

題となる。またその転換は加工貿易を国是とするわが国の多くの産業に先

例を提供することになった。
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� 綿糸の輸出

綿糸輸出の嚆矢は統計上では23年の清国（中国）厦門への輸出である

が29），輸出が本格化するのは日清戦争以後のことである。輸出先は90％以

上が中国である。ただ当時，中国市場では中・太番手の日常用途糸はイン

ドが独占しており，また細番手の高級糸はイギリスが支配しており，日本

糸はいずれの市場においても苦戦が予想されたが，商社との共同作戦によっ

て次第に活路を見出していく。当時，上海には邦人商社として三井洋行

（三井物産），有信洋行（内外綿），日東洋行（日東綿糸），鹿島洋行（鹿島

商店），東興洋行（半田綿業）の5社が存在した30）。商社設立の経緯や銀

行の取引関係から，紡績会社はそれぞれ関係する商社を利用した（たとえ

ば，大阪紡績は有信洋行，鐘ヶ淵紡績は三井洋行を利用した）。商社との

共同作戦の結果，輸出が躍進し，30年には綿糸の輸出が輸入を上回るこ

とになる。しかし中国市場への輸出も，30年以後，頓挫する。これは主

として中国の経済的不況や政情不安（北辰事変の勃発など）による。日清

戦争後のわが国紡績業の躍進が中国市場の存在にあっただけに，その影響

するところもまた大であった。問題解決の一助として，操短（2～4次），

資本の集中が試みられるが，最終的には日露戦争後の内外市場の拡大を待

たねばならない。

� 綿布の輸出

大阪紡績が織布部門へ進出した23年10月当時，海外市場としては，と

りわけ中国と朝鮮が重要な位置を占めていた。同社は33年に天津に出張

員を派遣し，内外綿に委託販売した。輸出の中心は天竺布と粗布であった。

しかし同じ中国でも満州には特別の注意が払われた。というのは当時，満

州ではアメリカが圧倒的な優位を占めていたからである。39年2月，政

府内命を受けた三井物産の主導の下で「日本綿布輸出組合」が結成され

（組合員は大阪紡績，三重紡績，岡山紡績，金巾製織，天満織物の5社），
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各社はその下で行動することになる31）。実際の販売に当たっては，アメリ

カ綿布を意識した価格設定（＝ダンピング）や攻勢的な販売方法が採られ

た。そのため，同組合の収益性は必ずしも芳しくなかったが，満州市場の

獲得という点では大なる成果があったとされている32）。

他方，朝鮮は粗布，生金巾，天竺布など白生地綿布の市場であった。朝

鮮市場では，26年に進出していた金巾製織が圧倒的なシェアを占めてい

たが，35年に大阪紡績，38年に三重紡績が相次いで進出し，さらに富士

紡，和歌山織布，岡山紡などの各社もそれに続いた。その結果，朝鮮市場

におけるわが国の紡績会社間の市場獲得競争は激しくなり，とくに大阪紡

績，金巾製織，三重紡績3社間の競争は熾烈を極めた。このような状況下

で，大阪，三重両紡績の相談役でもある渋沢栄一の勧告に従い，39年3

月に3社間で協定が成立し，以後，3社は「三榮綿布輸出組合」のもとで

共同行動をとることになった33）。

3 中間商人排除

以上，主として大阪紡績の例をもとに当時の取引過程についてみてきた

が，そこでの顕著な特徴は大手紡績会社による流通介入の結果，中間商人

が排除されるにいたったことである。

もちろん中間商人排除は営利の獲得を目指す企業の常なる行動であり，

この明治期に特殊のことではない。たとえば，明治に先立つ江戸時代でも

中間商人の排除はしばしばみられた34）。たとえば江戸時代の「引きがたり」

（仲買が問屋を差し置いて荷主と直接取引すること），「抜け荷」（大阪の問

屋を差し置いて他地に水揚げすること），「津越」（大阪を経由しないで江

戸から四国に直接送ること），「打越」（大阪から江戸を経由しないで東北

に送ること）などがそれである。しかしこれらの行為は当時の株仲間の世

界では，社会的に厳しく糾弾され，これに違反した場合は荷物を取り戻さ

せたり，一定の口銭を徴収するなどの制裁が課された。また，流通秩序の
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維持は株仲間を許可し冥加金を徴収する為政者にとっては必須のことでも

あった。したがって，このように直売買行動は当時は一時的な現象にとど

まり，既存の流通様式を変革するまでには至らなかった。

しかし株仲間が廃止された明治の新時代は自由競争，自由取引が市場の

基本原理となるにいたっており，しかもその直売買行動が大阪紡績のよう

な大会社の行動であるとすれば，社会的に影響するところもまた大である。

たとえば上でみた原綿の調達過程では，国産綿花は当初，綿問屋をとおし

て調達されていたが，十基紡操業後は綿花不足が生じ，大手は現地，直接

仕入れに変更している。また外国産綿花も当初は外国商館経由であったが，

18年ごろから輸入された中国綿や25年頃から輸入されるようなるアメリ

カ綿やエジプト綿もすべて商社経由の直接輸入に変化した。その結果，従

来の綿問屋は次第に取引から排除されることになった。また販売過程では，

綿糸は当初は問屋経由であったが，20年以後は特約店経由の直接販売に

変化した。また綿布の販売では国内販売より海外販売（輸出）に重点がお

かれたが，輸出ではシンジケートが結成され，それを利用した共同販売が

実施された。しかし共同機関と取引する中間商人は少数の大規模商人に限

定され，またその商人も共同機関による規制のために活動範囲が制限され

ることになった。したがって，当該商人は形式的には独立するが実質的に

は単なる代理商にすぎなくなった。この種の排除は「文字通りの排除」と

区別して「無機能化による排除」ということができる35）。

Ⅲ 他の業界

1 製粉業界

1．生成発展

紡績業界に続く事例として，小麦粉製造業界（以下，製粉業界という）

をとりあげることにしよう。小麦粉はわが国では麺，饅頭，パン，菓子な
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どの原料として古くから大きな役割を果たしてきたが（ただし，パンや洋

菓子は明治維新以後に普及），幕末開港とともに，わが国に流入してきた

輸入小麦粉はわが国在来の褐色で粉粒の荒い小麦粉（主として麺用に利用

されていたので「うどん粉」と呼ばれた）とは異なり，色が白く粒度の細

かい「異質の」小麦粉（「メリケン粉」と呼ばれた）であり，主としてパ

ンや洋菓子の製造に使用された。しかし20年ごろまではパンや洋菓子の

需要は微々たるものであったため，メリケン粉の輸入量もわずかにとどまっ

た。業界で多数を占めたのは水車製粉のうどん粉であった（17年当時，

水車粉97％，機械粉2％，輸入粉1％）。メリケン粉はその後，需要の増

加とともに増加したが，全盛期の36年でも全消費量の35％であり，その

後はむしろ減少し，明治末には全体の僅か4％を占めるにすぎなくなっ

た36）。輸入小麦粉がそれほど増加しなかったのは，いうまでもなく，わが

国の近代製粉業の発展による。

わが国製粉業界に機械製粉が登場するのは，6年に官営の模範工場とし

て設立された「札幌製粉所」であり，新政府による殖産興業の一環であっ

た。しかしこの製粉所は大した成果もあげぬまま19年に民間に払い下げ

られた（同年，札幌製粉所となり，28年に後藤製粉所となった）。民営で

は12年に雨宮敬次郎によって設立された日本製粉会社が最初である。こ

の会社は主として軍隊用食料（パンや乾パン）を陸海軍に納入し，その後

も業績は順調に推移したが，21年の軍の購買規則の改定とともに販路を

失い，24年に解散した（なお同社は27年に東京製粉として再建され，30

年に日本製粉㈱に合併された）。

このように，わが国製粉業界の滑り出しは必ずしも順調ではなかったが，

わが国の製粉業が近代的製粉業として再登場するのは日清戦争以後のこと

である。それを先導したのは，29年9月，東京深川で創業した日本製粉

㈱である。この工場はロール式製粉機を備え，製粉の全工程を機械化した

当時としては最新鋭の装置を装備していた37）。生産された小麦粉は色が白
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く粒度が細かくメリケン粉に類似し評判も良かったが，原料が国産小麦で

あったためにパンや洋菓子の製造には向かず，もっぱら麺用に利用された。

その後，ロール式製粉の評判ならびに日本製粉の好業績に刺激され，日清

戦争後，多数の企業がこの業界に参入することになる38）。企業熱は日露戦

争後も衰えることはなく，製粉会社の新設が相次ぎ，また既存企業も設備

の増強を図った39）。このような業界発展の背後には，日露戦争後の一般的

な食生活の向上に伴う小麦粉需要の増大や37年度から3年続きで実施さ

れた関税率の大幅引き上げがあげられる。

こうした企業熱の結果，わが国の製粉能力は，39年1,550バーレル，40

年末4,750バーレル，41年末5,930バーレルと急増した40）。その結果，生

産過剰の反動（40年不況）が生じたことはいうまでもない。この不況過

程で打撃を受けたのは力のない中小企業であり，新設企業であった。農商

務省は41年7月に「会社合同協議勧告」を出すことになるが，この勧告

に従い日本製粉は42年に明治，帝国両製粉を合併し，日清製粉も43年に

大日本製粉を合併することになる。その結果，両社の製粉能力は一挙に増

加し（日本製粉は2,500バーレル，日清製粉は1,800バーレル），全国機械

製粉能力の過半を占めるまでになった41）。かくて，わが国の製粉業は明治

末までには名実ともに近代製粉業として確立するとともに，製粉業界は以

後，この二大資本によって支配されることになる。

2．取引経路

小麦の取引は，在来的な水車製粉の零細性のゆえに長らく小規模にとど

まったが，製粉工場が大規模化，近代化するに伴い，大きな変化がみられ

ることとなった。

� 小麦の調達

明治期の製粉会社は小麦調達をいかに行ったか。たとえば日本製粉の例
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でみると以下のごとくである。

日本製粉は創立以来，国内産小麦（＝内麦）を使用してきた。とくに関

東諸県産のもので，その買い付けには仲買商および地方卸売人が利用され

た42）。しかし製粉量の増加とともに，小麦の調達が大きな問題となり，

①外国産小麦（＝外麦）の使用，②直接購買が開始されることになった。

日本製粉が初めて外麦を購入したのは32年のことであった。外麦は内麦

に比べて価格が高かったが品質に優れ，内麦との「混合操作」によって小

麦粉の品質を高く維持することができたために外麦の利用価値は高かった。

外麦はその後もアメリカ，オーストラリア産小麦を中心に増加し，36～8

年には内麦の使用量を上回り，以後，外麦への依存が続くことになる43）。

しかし第1次大戦中は各国の小麦輸出禁止措置ために，必要量を確保する

ためにも産地での直接購入が行われることになった。たとえば大正6，7

年には産地に派出員を駐在させ，直接買付けを行なった例が記録されてい

る44）。この点は日清製粉も同様であった45）。

� 小麦粉の販売

明治期の小麦粉は一般に製粉会社から粉問屋経由で加工業者（麺・パン・

菓子・饅頭の生産者など）に販売される一方，一般消費者には卸売商，小

売店をとおして販売された。図示すれば，下図のごとくである。

以上の一般的な小麦粉の取引方法に対して，大手の製粉メーカーは独自

の方法で市場の拡大を図った。たとえば，日本製粉の例でみれば，以下の

ごとくである。

①有標化。当時，国内製粉メーカーの製品には商標などはなく，粉問屋
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が，買い付けた小麦粉を適宜混合し，計量し，分類し，自店の商号と信用

で販売する習わしがあった。しかし日本製粉は30年12月の新しい小麦粉

の発売時に商標を考案し登録する。その商標は，工場所在地の深川扇橋に

ちなむ図案として，穂の付いた小麦を束ねたものを図の左に，またロール

製粉であることを示すロール機を右に，「日本製粉株式会社」を上に，「東

京深川扇橋」を下に配した商標を登録した。また製品を品質・等級に従っ

て「松」「竹」「梅」の3種に分け，松の価格は2円45銭，竹は2円25銭，

梅は2円10銭と定価を設定し，従来とは異なる高品質の小麦粉であるこ

とを周知させるために広告宣伝を強化した46）。

②チャネル組織化。従来の小麦粉の取引では粉問屋の力が強かったが，

日本製粉はこれをメーカー指導に切り換えた。すなわち，新製品の販売に

当たって，まず特約店を選定した。最初の特約店は立川建造，鈴木米蔵，

岡野重吉，川口惣蔵の4店であり，いずれも東京の有力な粉問屋であった。

特約店は日本製粉の新製品を扱う1次販売店であり，取引はすべて現金取

引であった47）。また販売店援助策としてとし，1か月の荷受け高に応じて

割引を行い，また半年ごとの総計に応じて再割引をする特典を設けてい

た48）。「メーカー指導による特約店制度を採用した当社の販売方式は，当

時としては型破りの新機軸であった」と社史は回顧している49）。

なお大正元年にはこの特約店を全国的に組織化し「末広会」と名づけた。

大正8年にはその数は穀粉106店，ふすま12店，計118店に増加し，そ

の分布も四国と北海道を除いて全国各地に及ぶようになった。また常に商

店・商社をリードする方向に導いた50）。類似の特約店組織は日清製粉の

「清和会」にもみられた51）。

� 輸 出

小麦粉の輸出は明治期にはほとんどみるべきものがなく，台湾および朝

鮮への移出がみられた程度であった。本格的な輸出がみられるのは，第一
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次大戦開始後である。大正4年には66万袋と前年の9倍強に増加し，ま

た大正6年には439万袋と突出した増加を示している52）。しかしこれらは

いずれも大戦勃発後の逼迫にともなう「大戦特需」とでもいうべきもので，

真の意味での輸出問題は戦後に生じる。けだし大戦中の大幅な輸出増に対

応して生産能力の拡張がみられたからであある。なお輸出では，外麦の買

い付けと同様，商社経由で行われたが，商社との関係は必ずしも固定的な

ものではなかった53）。

2 石鹸業界

1．生成発展

衣，食に次いで，住関連品の1例として石鹸（日雑品）をとりあげる。

石鹸は明治維新以降，文明化時代の商品として広く普及するにいたるが，

以下，石鹸製造業界（以下，石鹸業界と略す）における状況についてみる

ことにしよう。

新政府は殖産興業の一環として舎密学（せいみがく。［蘭］化学）の工

業化を手掛けた。まず2年に舎密局を大阪に，翌年には京都にも設立され

ることになる（なお，5年に京都舎密局で創出された石鹸はわが国におけ

る石鹸の嚆矢とされている）。石鹸の製造はその後，民間でも始まり，10

年当時，横浜，東京，大阪，神戸，長崎など全国13か所に製造所がみら

れた54）（なお民間で初めて石鹸製造に成功したのは，6年の横浜の堤礒右

衛門であるとされている）。しかしこの期の製造業者は，規模も小さく，

技術的にも未熟であった上に，舶来品との競争が困難な高品質の化粧石鹸

より，技術的にも簡単で小規模な設備でも製造できる洗濯石鹸を製造する

傾向がみられた55）。また松方デフレ時（14�18年）には粗製品（「ヤシ油速

製石鹸」の製造にこぞって参加した56）。他方，化粧石鹸は明治の初めから

一貫して輸入増加が続いているが，これは明治初年以来わが国民の間に広

まった「舶来品崇拝思想」の影響が大であった57）こともあるが，当時のわ
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が国の化粧石鹸は「概して過剰の遊離アルカリ，遊離脂肪，過量の水分，

多量の不溶解塩を含有し，化学的分析に堪えないものであった」58）ことも

また事実であった。しかし20年代に入ると，このような状況を改め，舶

来化粧石鹸に挑戦しようとする動きが現れることになる。21年に発売さ

れた「五彩石鹸」（加藤留吉），22年の「花王石鹸」（長瀬商店），「さくら

石鹸」（鈴木保五郎），「三能さぼん」（佐々木つやぶきん）などがそれであ

る59）。

とはいえ，これらの革新的な業者も規模が小さい上に家内工業的であり，

近代工業とは程遠い存在であった。石鹸業が本格的な近代工業となるには，

①製造工程の機械化，②蒸気鹸化釜の採用が不可欠であった。①は，これ

まで石鹸の製造では鹸化釜は直焚きで，攪拌や成型はもっぱら人力による

ものであった。職工は高温，多湿，悪臭という過酷な条件の中での作業が

強制されていたといえる。しかし20年代半ば以降，製造工程の機械化に

向けた動きがみられるようになる60）。たとえば，25年の江水舎による冷製

式石鹸製造機械のロシアから導入，27年の政府によるドイツ石鹸製造機

械の調査・研究などがそれである。製造工程の機械化は製造費用の削減と

同時に，製造期間の短縮をもたらす上でも重要な意味を有していた。②は，

これまでの鹸化工程では直火方式あったが，これを蒸気加熱方式にしたも

のである。鹸化釜そのものは20年代にもいくつかの工場でみられたが，

蒸気を利用した鹸化釜（蒸気鹸化釜）は35年に長瀬商店請地工場に設置

さられたのが最初とされている61）。蒸気鹸化釜の登場は生産の近代化を意

味すると同時に，石鹸の大量生産への幕開けをも意味した。

わが国の石鹸業界は以上のような過程を経て発展してきたが，明治末期

の石鹸工場は依然として小規模であり，たとえば43年度の統計によると

全国の工場数175，工員数1,354人，1工場当たりの工員数7.7人と，1工

場10人にも満たない小規模企業が多数を占めていた62）。逆にいえば，石

鹸業界は小規模工場でも十分製造可能な業界であり，また多数の小規模企
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業から成る多占的な業界ということができる。しかしこのような中にあっ

て，たとえば長瀬商店は41年に従業員数が84名と63），業界では数少ない

「大」企業であった。なお，石鹸業界が最終的に大工業として確立するの

は，第一次大戦中の原料牛脂の途絶ならびにそれに伴う牛脂代替原料とし

ての硬化油（常温で固形化する油脂）が登場し，石鹸と硬化油を同時に生

産する「統合企業」が猛威を振う戦後のことである。

2．取引経路

明治期における石鹸の取引経路を原料の調達と完成品の販売に分けてみ

ると，以下のとおりである。

� 石鹸原料の調達

石鹸原料は色素や香料を除けば，基本的には油脂と苛性ソーダである。

①油脂。原料油脂として当初は，牛脂，魚油，ヤシ油・他の植物油（菜

種油，綿実油，茶実油，木�など），様々なものが試みられたが，最終的

に牛脂とヤシ油が最適なものとされるにいたった。ヤシ油は海外から輸入

しなけれねばならなかったが，とくに18～21年間にその輸入が急増して

いる（これは先の「ヤシ油速製石鹸」流行の結果であると考えられている）。

20年代後半にはより安価なコプラ（ココヤシの実の胚乳を乾燥させたも

の）の輸入が増加している64）。しかし化粧石鹸の重要性が高まるにつれて，

牛脂が重要化する（ヤシ油は牛脂と類似の性質をもつが，皮膚反応がやや

刺激的であるため化粧石鹸の原料としては牛脂に劣るとされている）。牛

脂には国内産もみられたが，大半は海外，ことに良質のものはオーストラ

リア産であった65）。なお，第一次大戦中，オーストラリア政府は牛脂の輸

出を禁止したので66），代わって中国産牛脂が輸入されることになり，また

牛脂代替原料としての硬化油の製造が本格化することになる。

②苛性ソーダ。わが国での苛性ソーダの生産は13年に印刷局で製造さ
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れたのが最初とされている。民間ソーダ会社は22年の日本舎密製造会社

（24年操業開始）によって製造されたが，需要を十分満たすことができず，

大部分は輸入によって賄われた67）。なお， 近代化が開始された20年半ば

頃までは石鹸メーカーの規模も小さく，また石鹸原料を専門的に扱う独立

の商人はみられず，海外原料は薬種商から，また国内原料は生産者から直

接，調達されたが，それ以降は石鹸生産量の増大に伴って原料商石鹸原料

を取り扱う専門商人 （大阪春元商事会社，神戸兼松商店，大倉組など）

が登場し，大手のメーカーは彼らから調達することになる68）。

� 石鹸の販売

23年ごろまのわが国の石鹸市場は，東西で二分されており69），東日本で

は東京や横浜などの製品，西日本では大阪，神戸，名古屋，長崎などの製

品が扱われ，当時，全国的に販売されていたのはコルゲート社製の「蜂印

（ハニー）」など舶来石鹸のみであった70）。国産石鹸は舶来石鹸の販売ルー

ト，すなわち小間物を扱う問屋，卸商，小売商のルートを流れた。ただ零

細な石鹸メーカーの中には問屋の下で「留型」（PB商品）を生産すると

いうことも多くみられた71）。しかし進取の気性富む一部の製造業者は，新

たな市場開拓努力を展開した。以下，その代表例として，長瀬商店（現，

花王の前身）をとりあげ，当時の革新的な石鹸メーカーの国内販売活動の

一端をみることにしよう。

①有標化。長瀬商店は23年10月の「花王石鹸」の発売時から商標「月

のマーク」72）を採用している。「月のマーク」は，右向き半月の男性顔で，

口から『花王石鹸』の文字を吐き出した図である（この月のマークはその

後，何度か変更されたが，今日に及んでいる）。製品は聾紙で包み，能書

や証明書を印刷した6枚の紙とマーク入りの包装紙を重ね巻きにし，3個

ずつ上質の桐箱（中敷きは和紙）に収め，さらに張り紙と封印を重ねる，

という凝ったものであったが，これは白粉や高級歯磨きの包装を準用した
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ものであった。ただ，「桐箱入り3個35銭（1個12銭）は舶来品の「ハ

ニー石鹸」（1ダース28銭）や国産の「さくら石鹸」「三能さぼん」（1個

10銭）に比べても割高であった73）。しかし長瀬は大々的な広告・宣伝活動

によって品質の良さを強調した。広告費として発売初年に本店利益の44

％，第2年度には28％，第3年度には23.5％を広告に投下している。ま

た媒体別には27年度は新聞広告が71％と大半を占め，新聞広告以外では，

劇場の引幕広告，隅田川の蒸汽船の屋根広告，鉄道沿線への立て看板など

多彩な媒体が使用された。その結果，売上高の伸びも急速で，発売の翌年

（24年）を100とすると，27年208，30年392と3年ごとに倍増する勢い

であり74），またこの余勢を駆って 35年には新鋭の機械を備えた新工場

（請地工場）を建設している。なお，同商店は石鹸以外にも，24年歯磨き

粉「寿考散」，25年ローソク「人印石ロウ」，26年練り歯磨「鹿印練歯磨

き」などを生産・販売し，経営基盤の安定を図っている。

②チャネル組織化。この業界の従来からの商慣習では「宿糶」と称して

地方から上京した取引先が宿泊している宿屋に問屋の番頭が出向いて糶売

りが行われたが75），長瀬はこれを「居ながらの商法」と呼び，より積極的

な商法を実施する。たとえば，商圏を東京や関東に限定せず，大阪をはじ

め全国各地に販売代理店を設けて，全国的な販売を試みる。すなわち，

「花王石鹸」の発売と同時に，各地域の有力な卸売問屋に代理店を委嘱し，

たとえば東京では化粧品問屋として有名であった平尾賛平商店（東京，日

本橋馬喰町），また大阪では輸入品雑貨卸売商として有名であった大崎組

商会（大阪，東区安土町）に販売を依頼した76）。同時に，きめ細かい販売

店援助策も実施し，たとえば大口販売先ないし卸売販売店に対しては割戻

制度や景品制や出荷保険などを実施し，販売店を後方的に支援した77）。

� 輸 出

これまで輸入一辺倒であった石鹸が輸出されることになるのは13年の
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ことである。当時は石鹸輸出のための組織的な機構はなく，石鹸メーカー

が直接輸出するか，在留華商をとおして輸出することを常としたが，輸出

先はほとんど清国（中国）であった78）。その後，輸出は徐々に増加し（18

年には突発的な輸出増がみられたが，これは当時国内で横行していた廉価

なヤシ油速製石鹸の輸出によるものと考えられている79））。日露戦争時に

は輸出入が逆転して一時，出超となるが，本格的な輸出増は第一次大戦時

の欧米から石鹸輸入が途絶した後である。なお，輸出には一般に商社が利

用されたが，なかには輸出国に支店や出張所を設立し，より積極的に市場

開拓した企業もみられた80）。

3 中間商人排除

以上，紡績業界後の事例として製粉業界と石鹸業界についてみてきたが，

その特徴は以下にみられる。①原料調達面。製粉業界では，第一次大戦ま

では，内麦は既存の仲買商や地方卸売人から調達されたが，第一次大戦の

勃発とともに発生した外麦の輸入途絶に伴って直接購買に変化した（なお

外麦の輸入は当初から商社を介しての一括委託取引であった）。他方，石

鹸業界では，当初は石鹸メーカーの数も規模も小さく，石鹸原料の調達や

販売を業とする専門の原料商はみられなかったが，石鹸メーカーが確立す

る20年代半ば以降，独立の原料商が登場することになり，彼らから調達

されることになった。しかし第一次大戦の勃発後は，石鹸原料の途絶から，

製粉業と同様，商社を介しての直接購買に移行した。このように，業界が

在来産業であるか否かによって流通機構の態様が異なり，したがってまた

原料調達方法の違いがみられるが，第一次大戦後は共に商社を介した直接

購買に変更している。商社との取引は委託取引であり，業務実績に応じて

手数料が支払われる代理店契約である。ここでは，製粉メーカーは小麦を

商社から購入するのではなく，商社を通して購入することになる。この点

は石鹸メーカーの場合も同様である。いずれにしても，原料調達面では，
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小麦問屋や石鹸原料商は明らかに排除されることになる。

②製品販売面。販売面では，両業界とも，新製品発売当初から直接販売

を採用している。ただし，製粉業界では「特約店」方式であるのに対して，

石鹸業界は「代理店」方式である点が異なる。特約店と代理店との相違は

業界や時代により異なるが（近年はその区別があいまいとなっている），

当初は特約があるために代理店制より特約店制の方がメーカーの販売業者

に対する支配力が強かった。製粉業界と石鹸業界の場合の相違は，主とし

て売り手構造の差と考えられる。すなわち製粉業界では明治末に二大メー

カーが出現するのに対して，石鹸業界では同時期には小規模メーカーが多

数を占めていたことにも端的にみられるように，当時，石鹸メーカーの規

模が小さく，販売業者に対する支配力も弱く，特約店方式を採用するまで

に至らなかったことが考えられる。しかしたとえ代理店方式であれ，そこ

にはメーカーの卸売業者の選択，すなわちチャネル組織化のための主体的

な意思が表明されているのであり，それまでの卸売業者依存という受動的

行動とは一線が画される。なお代理店方式と中間商人排除との関係でいえ

ば，指定された代理店以外の業者は当該取引から除外されるから，特約店

方式と同様，中間商人が排除されることに変わりはない。

Ⅳ お わ り に

マーケティングの生成は大規模メーカーの流通介入をもって開始される

が，既述の例でみる限り，わが国では紡績業界が最も早く（10年代末ま

でには流通介入が始まる），石鹸業界（20年代半ば），製粉業界（30年代）

がそれに次いでいる。このような事例から判断すると，わが国におけるマー

ケティングは紡績業界でまず始まり，明治時代の中・後期に生成したと考

えられる。

生成の基本的原因は，流通機構内でのメーカーと流通業者（当初は問屋
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であった）間の流通支配をめぐる対立である。明治時代の流通機構は多数

の小規模商人とそれらを統括する問屋から構成されていた。ここでは問屋

が事実上，流通支配権を掌握していた。もちろんこのような態勢は明治に

入ってから初めて構築されたのではなく，明治に先立つ江戸時代から長年

月をかけて構築されてきたものである。

さて，このようなシステムは小規模生産者ならびに消費者の集散システ

ムとしてはうまく機能したが，明治10年代半ば以降の紡績業界に典型的

にみられるように，大規模化した生産者にとっては極めて不都合な存在で

あった。というのは，既存流通機構は大メーカーが要請する大量かつ迅速

な取引に適合してはいなかったからである。これに対して，問屋は既得権

益に安住し何らの改革も実施してこなかったために，メーカーが流通介入

に乗り出したことはすでにみたとおりである。ただこれ対しては問屋から

の反論が予想される。すなわち，メーカーの流通介入は問屋の自律性に対

する侵害である，と。流通は本来，流通専門家である流通業者（卸売商お

よび小売商）の自律的な活動によって遂行される（メーカーや消費者は流

通介入後は流通成員になるが，それまでは外部者）。しかるにメーカーの

流通介入は流通業者の自律性を抑圧・侵害し，さらに否定するものであり，

流通業者の文字通りの排除はもとより，無機能化による排除（系列化など）

も流通業者の自律性を否定するものである。したがってまた，流通業者か

らの反論もあながち不当とは言えない。

かくて，流通機構内での流通支配をめぐる対立はメーカー，流通業者双

方にとって正当なものである。この対立は時の経過とともに激化し，既存

体制が破局し新時代を迎えるときまで継続する。本稿でいうマーケティン

グの生成期である明治中・後期はその前段階の移行期に位置づけられる。

ここでは新勢力（大メーカー）と旧勢力（問屋）が流通支配権を巡り相争

う。事例にもみるように，ある業界の大メーカーによる革新的な流通行動

が業界内他企業の模倣・追随を生み，当該業界での新旧交代がさらに他の
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業界に波及していく。新旧交代の連鎖が産業界の過半に波及し新時代を迎

えるのは，産業全体に最後の一撃が加えられるときである。第一次大戦の

勃発がそれに他ならない。第一次大戦は企業環境に一大変化をもたらし，

新旧勢力の対立を激化させ，対立の維持を不可能にさせる。流通の旧体制

が崩壊し新体制に移行するのは，正にこの時である。つまり，第一次大戦

という環境条件の変化がメーカーと問屋間の対立を最高度に発展させ，こ

こに旧勢力としての問屋の主導性が終わりを告げ，代わってメーカーを主

導者とする新しい段階が始まることになる。もちろん環境の変化は，それ

がいかに大きなものであれ，変化の条件であっても決して変化の機動力

（根拠）ではない。変化の条件はただ変化を促進したり遅滞させたり阻止

したりするものにすぎず，決して変化の根拠となりうるものではない。変

化の機動力は変化主体，すなわちマーケティングに内在する対立である。

マーケティング生成期は，流通における新旧勢力が交代する過渡期であ

り，新旧勢力が流通支配権をめぐり相争う闘争の場でもある。かくて，マー

ケティングの生成期の分析は，マーケティングがいつ，いかにして登場し

たかを明らかにするだけではなく，その本来的性格を明らかにする意味で

も重要な意義を有する。

1） 小原博『日本マーケティング史』中央経済社，1994；『日本流通マーケティ

ング史』中央経済社，2005など。

2） 光澤 滋朗『マーケティング論の源流』千倉書房，1987．

3） 筆者による便宜的要約である.なお，①には価格設定が含まれる。

4） A.W.Shaw,SomeProblemsinMarketDistribution,HarvardUniversity

Press,1915,p.75.

5） P.T.Cherington,TheElementsofMarketing,TheMacmillanCo.,1920．p.

2.

6） L.D.H.Weld,TheMarketingofFarmProducts,TheMacmillanCo.,1916,

p.4.
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7） Shawはmarketingも使用しているが，初版本（1915年）ではmarketing

は8か所出てくるだけである。丹下博文訳『市場流通に関する諸問題』伯東書

房，1992，pp.109�110）。なお，わが国でも第二次大戦前に多くの研究者がマー

ケティングを研究していたが，distributionは「配給」と訳され，market

distributionは「市場配給」，merchandisedistributionは「商品配給」とさ

れた（他に「配給組織」「市場組織」などもみられた）。ただ配給は第二次大戦

中（大戦前後もみられた）に特殊な意味（国家による物資の割当給付）として

使用されたので，戦前研究されていた「配給」＝商品流通はそれと混同される

恐れがあるとして，次第に使用されなくなった。またそのために，本来ならば

同一であるべきはずの戦前の「配給」研究と戦後の流通研究が断絶するという

不幸な事態を招き今日に至っている。

8） たとえば，1914年にアメリカ経済学会で開催されたマーケティングの円卓

会議ではmarketdistributionというテーマのもとに，商品流通上の諸問題が

議論されている（cf.AmericanEconomicReview,SupplementMarch1915,

pp.112�191）。しかし1920年ごろからmarketingの使用が次第に増え初め，

marketdistribuionはmarketingに置き代えられていくことになる。

9） 前注4），5）。なお，Weldはmarketingを無条件にdistributionとみるの

に対して，Cheringtonは「巷間のmarketingの意味（売買活動…筆者）は

狭きにすぎ，将来是正されることを期待してこれを使用する」（p.1）といっ

た注記がみられる。

10） 研究対象が商品流通というマクロ的な現象であるからといって，研究方法も

必ずマクロ的研究に限定されるとは限らない。研究方法の選択は研究者の自由

である。現にShawは商品流通をミクロ的観点（企業経営者の観点）から研

究している。

11） 三瓶孝子『日本綿業発達史』慶応書房，1942，pp.35�36.

12） 絹川太一『本邦綿糸紡績史』第3巻，日本綿業倶楽部，p.376.

13） なお，紡績業界の操短は，明治時代に限ってみても，第1次操短（23年）

から第6次操短（43年）に及ぶ。

14） 高村直助『日本紡績業序説（上）』塙書房，1971，pp.192�193．

15） 同上，p.105.

16） 宮本又次『概説日本商業史』新生社，1971，p.298.

17） 絹川，前掲書，p.170.

18） 同上，pp.170�171.

19） 古島敏雄・安藤良雄編『流通史 Ⅱ』山川出版，1975，pp.119，126.

20）『東綿四十年史』東洋綿花株式会社，1970，pp.45�46.
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21） 絹川，前掲書，p.376.

22） なお，直売行動（直買行動も同じ）の原因を「流通機構の未成熟」に求める

論者がみられるが（高村，前掲書，pp.96，100，154など多数），大企業によ

る「差別的有利性の獲得」，すなわち購買では他社より良質安価な原綿を入手

すること，販売では他社より有利な条件で販売すること（たとえば，拡販や価

格維持下での販売など）によることもある。たとえば，今日の「成熟した」流

通機構においても特約店や直営店を利用した直売方式を採用するメーカーがみ

られるのは，流通機構の成熟・未成熟ではなく，「差別的有利性の獲得」とい

う戦略的選択によるものと考えられる。

23）『百年史 東洋紡』同社社史編集室，1986，p.45．

24） 同上，pp.42�44.

25）『回顧65年』倉敷紡績株式会社，1963，p.55.

26）『百年史 東洋紡』p.41．なお，根抵当権は通常の抵当権とは異なる。通常

の抵当権は取引の都度，抵当権を設定したり抹消したりする必要があるが，取

引が継続的に頻繁に行われる場合，抵当権の設定・抹消は煩雑であるので，一

定の範囲内に属する債権については極度額までは根抵当権によって担保できる

ようにしたもの。

27）『東洋紡績七十年史』東洋紡績株式会社，1963，p.114.

28） 同上，p.114.

29）『内外綿業年鑑』（前掲）p.656；『百年史 東洋紡』，p.81.

30） 古島・安藤，前掲書，p.137．

31）『百年史 東洋紡』，p.109.

32） 同上，p.110．

33） 同上，pp.108�109.

34）『大阪商業史資料（別卷）』大阪商業会議所，昭和9年,p.49.

35） cf.G.PorterandH.C.Livesay,MerchantsandManufacturers,TheJohn

HopkinsUniversity,Press,1971.（山中豊国ほか訳『経営革新と流通支配』

ミネルヴァ書房，1983，pp.273，289など）.

36）『明治後期産業発達史量史資料』第234巻，pp.199�200.

37）『日本製粉社史・近代製粉120年の軌跡』2001，p.22（以下，本書を『日本

製粉120年史』と略す）．

38） 同上，p.63.

39） 同上，p.69.

40）『日本製粉九十年史』日本製粉株式会社，1967，p.20.

41） 同上，p.21.
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42）『日本製粉120年史』，p.68.

43） 同上，p.68.

44） 同上，p.84．

45）『日清製粉100年史』日本製粉株式会社，2001，p.94.

46）『日本製粉120年史』，pp.61�62.

47）『日本製粉九十年史』，p.16.

48） 同上。

49）『日本製粉120年史』，p.62.類似の方法はすでに大阪紡績会社の10年代の

実践にもみられる。

50） 同上，p.81.

51） 中島恒夫編『現代日本産業発達史』（18食品），交詢社，1967，p.27.

52）『日清製粉100年史』，p.93.

53） たとえば，日清製粉は大正13年の委託契約時に三井物産から三菱商事に変

更している（同上，p.97）。

54）『花王史100年』花王株式会社，1993，p.10.

55） 同上，p.12.

56） 同上，p.11.

57） 島田義照『日本石鹸工業史』大阪石鹸商報社，1932，p.163．

58）『花王史100年』，pp.12�13.

59） 同上，p.13.

60） 島田，前掲書，p.7．

61） 小林良正『石鹸の歴史』河出書房，1943，p.199.

62）『明治後期産業発達史資料』第221巻，p.579.

63）『花王史100年』，p.40.

64） 小林，前掲書，p.208.

65）『花王史100年』，p.47.

66） 牛脂は爆薬原料であるグリセリンの原料ともなったところから，イギリス政

府がオーストラリア産牛脂の対外輸出差し止め措置をとったことによる。

67） 小林，前掲書，p.118.

68） 島田，前掲書，pp.150�151.

69）『花王史100年』，p.27.

70） 森真澄「マーケティング」『日本経営史を学ぶ（2）』（小林正彬ほか編）有

斐閣，1976，pp.269�271.

71）『花王史100年』p.13.これを問屋＝商業資本による産業資本の支配および
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商業資本による支配は必ずしも当たらないのではないだろうか。当時の石鹸問

屋は，綿問屋とは異なり，明治以降に生まれたばかりで，規模も小さく微力で，

石鹸業者を支配するだけの力はなかったものと考えられる。なお，問屋がその

後，それを踏み台として産業資本に転化するケースは多々みられた（長瀬商店

⇒花王石鹸，小林富次郎商店⇒ライオン石鹸などはその典型）。

72）『花王史100年』，p.25.

73） 同上，p.25.

74） 同上，p.33.

75） 佐々木聡『日本的流通の経営史』有斐閣，2007，pp.6，70.

76）『花王史100年』，pp.27�28.

77） 同上，p.27.

78） 島田，前掲書，p.106.

79）『花王石鹸五十年史』花王石鹸株式会社，1940，pp.296�297.

80） たとえば，ライオン石鹸は39年10月に天津支店，同年12月に漢口支店，

40年1月に上海支店を設立し，さらに東南アジアやインドなどにも特約代理

店を設置している（『ライオン油脂六十年史』ライオン油脂株式会社，1979，

pp.11�12）。

（原稿受付 2016年1月16日）
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は じ め に

2015年は，わが国にとって第二次世界大戦の敗戦から70年であった。

多くの分野で戦後が振り返られたが，流通やマーケティング分野でも多く

の催しや書物，論文等が公表された。ただ，これまでにもわが国の流通は

歴史的に分析されてきた。1950年代後半からスーパーマーケット（SM）

が誕生し，短期間で全国に拡大した。展開した各々の企業は，いわゆるバ
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わが国小売業における小売機器・什器

進化のインパクト

1960年代における食品

小売現場での進化を中心に

石 川 和 男

要 約

小稿は，これまでの流通研究ではほとんど触れられることがなかった食

品小売店舗（業）における小売機器と什器の導入・展開が，わが国の小売

業の成長に大きく貢献したとの立場をとっている。

1960年代以降，わが国の食品小売は，専門別業種店から総合小売業へ

と成長し，店舗の大型化，チェーン化が加速した。その展開過程で小売機

器と什器の進歩が果たした役割について，小売現場での具体的な取り組み

や変化の要因となった事象を中心に考察した。



ブル経済期までは，店舗や売上を拡大させてきた。他方，百貨店も同時期

までは成長し，その後は，ホームセンターやドラッグストア，均一店など

の小売業態が成長した。

ただ，これら小売業態の成長を支えた小売技術には，ほとんど触れられ

てこなかった。一般に小売技術は，販売技術や店舗運営ノウハウとされる。

しかし本稿では，技術を具現化した「小売機器・什器」に焦点を当てる。

それは既存研究でこれらの進化には，ほとんど触れられてこなかったため

である。そこでわが国で食品小売業が成長した過程，つまり，顧客に食品

を提供するため，店舗面積や品揃えを拡大した過程について，既存研究と

は別の側面から考察する。特に小売店頭（売場）での機器・什器が，顧客

の買物利便性の向上に貢献し，SM店舗内の販売能率を高度化・合理化し

てきた過程を中心に考察したい。

1 小売風景の変化と研究の空隙

� 小売店舗の大型化とチェーン化

わが国経済は，第二次世界大戦後の混乱期を経て，朝鮮戦争を契機に浮

上し，1950年代半ばにはほぼ戦前の状態に戻った。その後，高度経済成

長期が第一次石油ショック（1973年）まで継続した。この影響が一段落

すると安定成長期を迎えた。この時期に第二次石油ショック（1978年）

を経験したが，1980年代半ばまで継続した。1980年代後半から1990年代

初頭にかけ，いわゆるバブル経済期を迎えた。その後は経済が停滞し，

「失われた20年」と呼ばれる時代が継続した。現在は，一時よりは円安傾

向が顕著になり，デフレ状態は脱却しつつあるとされるが，経済は停滞し

たままである。

この70年間，わが国の流通，特に小売風景はどのように変化したのだ

ろうか。1950年代後半から1960年代にかけて，それまでの小売風景から
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大きく変化したのは，SMが全国各地に出店・拡大したことであった。つ

まり，特定の商品系列に品揃えが限定されていた小売店舗が中心であった

状況から，一気に複数の商品系列を品揃えした一個の小売店舗の出現・展

開があった。そして，それ以前と比較すると，店舗面積を格段に拡大させ

た大型店舗が出現した。さらに一経営体による複数店舗の展開であるチェー

ン展開が試みられるようになった。この店舗面積の拡大（店舗の大型化）

とチェーン展開は，この70年間のわが国の流通現場を振り返るとき，大

きな位置づけが与えられよう。

� わが国の流通の研究展開

石原・矢作編［2004］に代表されるように，研究面ではわが国の20世

紀初頭からの流通が振り返られている。同編著の序章では，大量生産下の

流通と商品標準化，最終需要創造が基本的枠組みとして規定された。第1

部では，生産と商業の相克を扱い，チャネル編成様式の歴史的動態として

加工食品を取り上げられた。また，チャネル支配・再販の形成・変容に関

して，化粧品・医薬品に言及し，メーカーと商業者の対立・協調の側面か

ら，家電，日用品からブランドへの転換として衣料品にも言及された。第

2部では，小売業と流通政策を取り上げられ，大規模小売業の成立と展開

の典型として百貨店，経営革新の連続的展開としてチェーンストア，零細・

過多構造の動態に注目した中小小売業，政策面では大規模小売店舗法（大

店法）から大規模小売店舗立地法（大店立地法）への転換について言及さ

れた。終章では，大量生産体制の確立と流通チャネル整備の必要性，メー

カー主導型の流通組織，過剰生産の潜在的圧力，大規模小売業中心の流通

組織，グローバル化を1世紀間のわが国の流通に影響を及ぼしたテーマに

扱われた。おおよそ，この1世紀に公表された流通関係の書籍や論文は，

同編著で取り上げられた事象や政策に関するものがほとんどであった。
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� 小売研究の空隙

他方，小売業や食品メーカーの社史に目を通すと，研究者が特段に取り

上げてこなかったテーマが扱われている。それは研究者と実務家の視点が

異なることを意味している。流通研究者は，店舗内の冷蔵庫や加工場の多

様な機器，レジスターなどが小売業の発展に寄与したことをそれほど評価

していないのかもしれない。一方，小売現場ではこれらの機器が，店舗や

企業発展に貢献したかを痛感するところがあるのかもしれない。これまで

小売店舗内あるいは本部と店舗間，店舗・本部と納入業者間での情報技術

の急速な進歩は，しばしば指摘されてきた。また，それに関する研究も夥

しいほど公表されてきた。しかし，店舗内で商品を保管・陳列する「小売

機器・什器」の進歩は，ほとんど取り上げられていない。特に流通研究者

によるこれらへの言及はほとんどされていないといってよい。

小売機器や什器は，小売経営において必要不可欠な要素であるが，大き

くは扱われていない。宮原［1978］では，店舗管理に章を割き，店舗の意

義（店舗の意義，店舗の機能），店舗計画（店舗計画の意義，店舗計画の

手順），立地調査（立地調査の意義，立地調査の項目），店舗レイアウト

（店舗レイアウトの原則，店舗レイアウトの要素，設計図），店舗投資（店

舗投資のタイプと投資決定の基準），店舗管理の意義，の節を各々立てら

れている。渡辺［2000］では，店舗管理と陳列管理にそれぞれ1章を割い

ている。店舗管理では，店舗決定，売場配置の節を設定している。陳列管

理の章では，陳列の役割，陳列のタイプ（その1），陳列の注意事項，陳

列の原則，陳列のタイプ（その2），陳列の管理とその評価基準を取り上

げられている。野本［2007］では，「店舗開発とその設計」の章において，

店舗規模の設定，業種構成と業種配置，売場配置，売場構成が各々節とし

て立てられている。ここでも売場配置の原則や売場配置の要素，売場構成

で店舗内導線や通路幅，陳列は詳述されているが，小売機器にはほとんど
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触れられていない。このように，小売現場を扱う「商業経営（論）」ある

いは「小売経営（論）」でも，小売機器や什器は前提あるいは与件とされ

ていたのか，ほとんど触れられてこなかった。そのため，食品小売業にお

いて象徴的な小売機器・什器の登場が，いかに店舗内で顧客の購買や店舗

内作業に貢献したかについて考察する価値があるといえよう。

2 専門別業種店から総合小売業への展開過程

� スーパーマーケットの登場

第二次世界大戦の終戦後，戦地からの引揚げ者は，元手がそれほどかか

らず，糊口を凌ぐ事業として，小売事業を手がけることが多かった。彼ら

が手がけた非常設市場（闇市）は，全国に出現した。ただ，日常の食に事

欠く時期は5～6年ほどで改善され，非常設店舗はやがて常設店舗となり，

その集積である「商店街」が全国で形成された。もちろん商店街は，戦前

にも存在していたが，空襲で町が壊滅状態となり，多くは戦後に形成・再

形成された。そして，1954年からの「神武景気」と呼ばれた時期には，

耐久消費財（三種の神器）の購入傾向が顕著になった。これらの中で冷蔵

庫は，消費者の日常食品の保存方法をそれ以前とは大きく変え，さらには

食生活だけでなく，生活を大きく変える原動力となっていった。

ちょうどその時期，わが国の小売史において1つのエポックとなる店舗

が出現した。1953年，東京・青山で「紀ノ国屋」が開業した。同店は多

くの書籍では，日本最初のSMとして位置づけられる。しかし，店舗面

積は現在のコンビニエンス・ストア（CVS）ほどであり，その後主流と

なったSMに直結するような大規模小売店舗ではなかった。ただ販売方

法は，店員が対面販売をせず，顧客が自ら商品を手にとり，会計をし，商

品を袋に入れて持ち帰るセルフサービスを採用していた。この背景には，

当時日本ナショナル金銭登録機株式会社（日本NCR）副社長後藤達也が，
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旧フォーマットの同店によく買物に来ており，ある日，セルフサービスへ

の切り替えを勧め，同社企画宣伝課長長戸毅を紹介したことが契機とされ

ている（『商店界』1963.7，小山［1993］pp.20�21）。1952年，長戸はア

メリカに所在したNCR本社に出向し，最新小売業事情を視察していた。

そこでわが国でもセルフサービスの普及が，自社のレジスターの販拡に役

立ち，小売業近代化につながると確信したという。それは1930年代にア

メリカでは，キャッシュ&キャリーを採用したセルフサービス店が増加

し，SM時代に突入していたからであった（ジャスコ［2000］p.34）。そ

の後，日本NCRは，日本のセルフサービス店の普及に大きな貢献をする

こととなった。

わが国では，約30年遅れてアメリカからセルフサービスが輸入された

が，紀ノ国屋では，現金売りが60％，掛売が40％もあったとされ，御用

聞きによる配達も依然継続していた（菱食［1999］p.76）。また，店内の

商品や価格表示はドル表示であり，当初は店舗裏に駐留していたアメリカ

人がターゲットであり，日本人ではなく，低価格，大量販売を志向する

SMではなかった。紀ノ国屋は元来，宮内庁御用達の青果が正業であった。

しかし，売場には冷蔵ケースがなく，冷蔵庫を活用し，商品の補充回数を

増やした。悪いものは引っ込め，よいものだけを店頭に出していた。当時

の冷蔵庫は，氷を使用する粗末なものであった。さらに野菜は立てて並べ

ており，すぐに調理できるように根を切り落としていた。根切りして水に

浸し，バックヤードの冷蔵庫で保管し，陳列量を少なくして補充頻度を増

やしていたのである（AJS［1984］pp.301�302）。したがって，紀ノ国屋

はわが国で最初にセルフサービスを導入したSMとされるが，店舗のバッ

クヤードや店頭でのオペレーションは，旧態依然としたものであった。

わが国での本格的な SMの出現は，1956年 3月，北九州・小倉市の

「丸和フードセンター」，1957年9月，大阪千林の「主婦の店・ダイエー」

の誕生まで待たなければならなかった。また1958年には，イトーヨーカ
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堂（ヨーカ堂）が開店し，有力なSMが次々に誕生した。さらに同年に

ダイエーが，三宮店を開店し，チェーン化を開始した。翌年には，相互産

業（関西スーパー）なども産声を上げた。そして1960年代には，ヨーカ

堂もチェーン展開を開始した。ただ，顧客がセルフサービスにより，自由

に商品を手に取り，小売店舗側では人員を削減し，それ以前の販売方法と

全く異なる接客方法の採用は，「ザルからレジへ」など小売機器や什器が

店舗に導入されたことが大きく貢献した。

� 専門別業種店から総合小売業への転換

1962年，林周二が『流通革命』を著し，わが国の小売風景が一変する

方向を提示した。それを象徴するかのように，大型店が次々と開業した。

第二次世界大戦後から1962年までに阪急，阪神，東武，京王，小田急な

ど電鉄系百貨店が開業した。SMでは，先に挙げた以外に，西川屋（ユ

ニー），いづみや（イズミヤ），魚悦商店（マルエツ），東横興業（東急ス

トア），西武ストアー（西友），清水実業（ライフコーポレーション），ダ

イマルスーパー（アークス）が誕生した。大型専門店では，第一産業（デ

オデオ），小郡商事（ファーストリテーリング），島村呉服店（しまむら），

加藤電機商会（ケーズホールディングス）など，現在，大規模小売業を展

開する企業が誕生した。高度経済成長期へと入る中，それ以前とは異なる

大規模小売業の出現は，流通革命が起こるという予言には説得力があった

かもしれない。

他方，工業社会の到来による「第一次流通革命」は，大量流通機関の登

場により，古い流通機構と摩擦が生じ，大規模小売店舗法（大店法）のよ

うな規制ができた。この恩恵を受けたのは中小小売業者だけでなく，新規

参入を阻止したという点では，新業態であったSM自身も恩恵を受けた

とされる。そして，情報社会の到来による「第二次流通革命」は前者の延

長線上ではなく，規格化，標準化など工業の原理を基礎とした前者を否定
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し，成立する側面もあった。ただわが国は欧米と比べ，情報社会への転換

が遅れ，これが流通業の利益なき繁忙の一因とされた（「田島学習院教授

最終講義」日経流通新聞2001.1.16）。

指摘されたように，1960年代半ば以降，わが国の小売業は歴史的転換

期を迎えた。それはメーカーが技術革新により，食品生産の工業化を進め，

量産体制を確立したことで顕著になった。他方小売業は，消費者の旺盛な

需要により，急速に量販体制の整備を進めた。特に従来の専門別業種店か

らフルラインの商品を提供する総合小売業へと大きな転換点を迎えていた

（菱食［1999］pp.34�35）。言い換えれば，青果，鮮魚，精肉，乾物など

を各々の小売店舗で取り扱い，全体として商店街などを構成していたよう

な小売業種店から，それら商品を1店舗内で品揃えするいわゆる小売業態

であるSMへの展開の入口であった。

� 職人的技術からの脱却

生鮮食料品の小売段階では，八百屋，魚屋，乾物屋などの業種別専門店

が中心であり，特に関西地域ではこれらが集積し，小売市場を形成してい

た。他方，1960年代のチェーンストア業界は，SSDDS（self-servicedis-

countdepartment-store）を目指す雰囲気があった。そのため，総合小

売業となるには，食品部門参入は自然な流れであった。しかし，多くの試

練があった。総合小売業を手がけるといっても，当時は一経営体，つまり

一企業が生鮮三品の販売は，自社で直営するのではなく，テナントとして

専業者が入居する形が一般的であった。そのため，総合小売業となるには

生鮮三品を取り扱える従業員を雇用することが大きな課題であった。たと

えば，イオンの前身である岡田屋は，生鮮三品をテナントに頼らず，直営

するため，採用した人員は一般にいわれるところの「職人」であったとさ

れる（ジャスコ［2000］p.50）。他方，業種別専門店が集積していた小売

市場やいわゆる商店街の生鮮食品を取り扱う各小売店舗は，各々の商品の
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取り扱いに自信を持っていた。その背景には，生鮮食料品の取り扱いには，

玄人の知識と技術が必要と信じられていたためであった。また1960年代，

開業したばかりのSMでは，このような事情があったため，生鮮食料品

が収益を上げる事業となるとは考えられていなかった（矢作［1997］p.

104）。そして，SMの普及により，新技術としてのコールドチェーンの導

入が叫ばれ始め，それまでの「常識」が変化することとなった。

SMが取扱商品の中心に据えた生鮮食料品は，鮮度が急速に低下し，同

時にその生産が自然の影響を受けるため，生産量と品質には差が発生した。

そのため，同一種類の商品でも，価格差が拡大し，鮮度低下で頻繁に販売

価格を変更することを余儀なくされた。そこでは，品種・品質の差と時間

によって変化する鮮度を考慮しながら，全体で利益を確保できる価格を設

定することが難しかった。つまり，生鮮食料品の知識や取扱技術だけでな

く，価格設定も生鮮三品の取り扱いを難しくさせていた。鮮魚は，鮮度を

維持し，顧客の要求により，手際よく調理するのが職人技術であった。食

肉は，精肉過程で多くの部位の混合が一般的であった。この混合と雑肉か

らつくるミンチには技術が要求された。大きさや形状で単価が異なる商品

を組み合わせ，見栄えをよくし，午前中は高く値入し，午後に値下げして，

夕方には原価を割る販売方法であった（石原［2000］pp.195�196）。生鮮

食品には，各々に特性があり，店舗内で商品を陳列するケース自体やその

温度管理は，現在では想像できないほど，克服しなければならない多くの

課題があった。

また，小売店舗で発生する上昇コストは，労働生産性の向上で埋め合わ

せる必要があった。これにはまず，機器や什器の積極的導入による省力化

が目指された。そこでバックヤードにおける冷蔵庫の開発や，店頭での冷

蔵・冷凍オープンケースの開発はその典型であった。大規模投資であって

も，それに見合う作業人員の削減，作業効率の向上，顧客の購買単価の上

昇が達成されると，労働生産性は向上するものである。次に，作業の単純
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化，標準化，平均化が目指された。ただ，これらによる労働生産性の向上

は明らかであっても，企業側の一方的思い込みだけでは実現しない。その

ため，現場の従業員が受容し，賛同しなくてはならなかった（脇本

［1997］p.199）。さらに従業員の休暇を十分に確保するには，すべての作

業を複数の従業員が行える体制が必要であった。一人二役から一人三役へ

と拡大させ，結果的には全員がすべてでき，ピーク時に作業シフトも可能

になる状態が理想的であった。この作業交流を進める上での最大の問題は，

生鮮担当者の作業環境が過酷なために支払われていた「生鮮手当」であっ

た（石原［2000］pp.205�206）。この手当は，「技術料」としての位置づ

けもあった。特定従業員への技術料の支払いは，その他の従業員には特別

な意味を持つこととなった。それは仕事（作業）を区別した（する）こと

であった。しかし，この仕事の区別を乗り越えようとしたのもSMであっ

た。やはりそこには，商品取扱技術だけではなく，その技術を具体化した

小売機器や什器の貢献があった。特にSMでは，生鮮食品の取り扱いに

必要不可欠と信じられてきた職人的技術をバックヤードでの処理とプリパッ

ケージに置き換えた。そして，生鮮食品販売における職人あるいは職人的

技術を否定し，一般の従業員でも可能なものに置き換えたことにより，

SMの成長が始まったといえる。

3 食品需要の変化と商品取扱技術の進歩

� 食品需要の変化

一般家庭における冷蔵庫の普及は，生鮮食品の買い置きを可能にした。

また，1959年にはテレビの普及台数が300万台を突破し，TVCMは「消

費は美徳」と煽った。アメリカのホームドラマは，家電製品と豊富な食品

を有する「豊かなアメリカ」への憧憬をかき立てた（小原［1994］p.69）。

この頃から日本人の食生活が急激に洋風化していった。米，大豆，魚に代
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わり，パン，肉類，卵，牛乳が浸透し始めた。インスタント食品や化学調

味料も伸長した。インスタント食品の隆盛により，包装技術が飛躍的に進

歩することとなった。1963年には，小袋の味噌が誕生し，醤油もパック

化され，わが国の食生活には欠かせないとされた商品の販売方法やパッケー

ジの形状が変化した。一方で，味噌樽で量売りをしていた専門別業種店は，

この流れにより次々と閉店することとなった（菱食［1999］pp.78�79）。

そして，食品市場では，消費者のライフスタイルの変化が反映されるよう

になった。1960年代半ばに一般加工食品の需要が頭打ちとなり，共働き

世帯が増え，外食やデリカテッセン，冷凍・チルド食品などの需要が拡大

し始めた（菱食［1999］p.231）。これら食品需要の変化は，消費者自体

が変化したために，このような変化が起こったのか，それとも逆であるの

かという議論が時折されてきた。このような議論はあまり意味がなく，各々

が影響し合い，変化したと理解する方がよいであろう。これらの変化に伴

い，食品を品揃えする小売店舗の面積や品揃え方法も変化した。

� 小売店舗内の環境と設備

小売業において店舗は，経営基盤であり，資本構成ではかなりの部分を

占め，長期に企業内に滞留する固定資産である。マーケティングの進展に

よる店舗の大型化，チェーン化は，店舗計画，設計，運営等のいわゆる店

舗管理を変化させた。店舗管理は，多様な経営管理要素を総合化し，具体

化する設備であり，店舗管理の目的でもある。また，経営管理の基盤は，

店舗管理である（中小企業診断協会［1977］pp.3�4）。店舗設置では，敷

地の地形と方位，接する道路と通行量等から敷地内に建物を配置する。顧

客動線だけでなく，商品の流れ，搬入・搬出，自動車の出入等の動線を考

慮する必要がある（中小企業診断協会［1977］p.34）。他方，顧客は商品

を見て，価値を認識し，購買する。しかし，店舗の競合が激化し，大型店

が増加すると，商品を置くだけではなく，顧客が買物を楽しめる店舗にす
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る必要もある。そこでは商品を生かす陳列が必要となり，ショーケース，

陳列台，その他陳列補助器具によって商品を陳列し，天井，壁，床の色彩

計画と照明により，楽しい雰囲気を演出する必要がある。陳列器具は，ショー

ケース，陳列台，陳列棚に大別され，小売店舗はこれら陳列器具と補助的

な展示器具を組み合わせる（中小企業診断協会［1977］pp.45�48）。これ

らの小売機器や什器は，日々に進化しながら現在に至っているが，流通研

究においては正面から扱われることはなく，建築や工学など，流通とは全

く異なる分野で扱われることの方が多かった。

各種設備では，冷暖房・換気設備は，小売店舗内の温度や湿度を調整し，

空気を浄化し，顧客や商品によい環境を整備する。また冷却，加熱，除湿，

加湿，除塵，除臭，殺菌をし，熱・臭気の停滞を防止し，快適な空気にす

る。そのため，顧客と従業員に良好な店舗内環境を整備することが，購買

と勤労意欲の促進になる。またエアカーテンは，店頭に扉を付けると冷暖

房効果は上がるが，扉を閉めると開放感を喪失し，顧客誘導率が悪くなる。

開放感を出す方法では，ガラス・スクリーン等があるが，実際には扉を開

けるため，エアカーテンが利用される（中小企業診断協会［1977］pp.48�

50）。これら各種設備は，家庭生活では同様の環境整備がしばしば取り上

げられる。しかし，顧客が一時を過ごすだけの小売店舗の環境は，やはり

流通研究では正面から扱われることはなかった。したがって，陳列のため

の小売機器や什器，各種設備について，流通研究の側面からも取り上げる

必要があろう。

� 商品と商品取扱技術

一般に小売業種は，取扱商品で表現される。業種が技術の限界で区切ら

れた一群の商品集合であり，業種店はそれら商品を個別的品揃え物とする

小売業である。そのため業種店は，品揃え物で理解できる。また，商品取

扱技術には，極めて多様な要素がある。そこで重要な要素を抽出し，その
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動向に触れることは商品取扱技術の範囲を明確化し，取扱技術の変化を認

識する上でも重要である。商品取扱技術として指摘されるのは，①商品の

物理的属性に関わるもの，②商品を媒介とした商業者と消費者とのインター

フェイスに関わるもの，③その商品を取り扱う経営上の知識と技術にかか

わるもの，の3次元が指摘されている（石原［2000］pp.185�186）。これ

ら3次元をまとめたものが表1である。これら3次元に区分されたことで，

小売現場だけではなく，流通現場における商品取扱のレベルが認識される。

つまり，取扱レベルにより，本稿で強調している小売機器や什器を有効に

活用し，変更への働きかけをすることができるようになる。
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表1 商品取扱の知識と技術に関わる次元

商品の物的属性

伝統的な業種分類の中で，最も重要視されてきた。加工食品，

生鮮食品，生鮮食品でも野菜，果物，鮮魚，肉という分類は，

商品の物理的属性がその根拠である。商品自体の物理的属性に

大きな差異があれば，異なる取扱技術が要求される。

商業者と消費者

とのインターフェ

イス

商品の加工処理や商品知識が含まれる。商業は，生産された商

品を売買するため，加工機能は商業者の本来的機能ではない。

しかし，商品によっては最終段階での加工が必要な場合もある。

鮮魚商や精肉商に期待された機能の1つは，加工処理である。

多くの商品は時間経過により，物理的属性が変化するが，流通

過程に一定の時間がかかるため，商品品質の熟成，劣化は回避

できない。さらに販売後の修繕などアフターサービスも付加さ

れる。商品への積極的な働きかけは，商業者にその商品の十分

な知識を要求する。商業者と消費者との情報格差が大きく，商

品への加工処理の必要性が高いほど，商業者はより多くの商品

知識が必要である。

商品を取り扱う

経営上の知識と

技術

業種店は技術の限界で区別された一群の商品を取り扱うが，当

該業種に属する全商品，品目を取り扱う完全業種店ではない。

業種店は，当該業種の中でも取扱商品を積極的に決定する部分

業種店である。取扱商品の判断は決定的に重要であり，長年の

経験やデータの蓄積が重要な役割を果たす。

（出所） 石原［2000］pp.186�189より筆者作成



特に小売現場で必要になった新技術が関連し，新しい小売業経営を構想

すると，新しい小売業経営を支える技術になる。そして，新技術が新しい

小売業を構想させ，それが具現化していくことになる。このとき，全く新

しい概念により，新技術に支えられた小売フォーマットが誕生する。つま

り，新しい概念と技術の総体が小売業態であり，それを具体的な小売業と

して体現するものが小売業態店である。たとえば，SMやCVSは，異業

種の商品に要求された異質の取扱技術を同質化し，従来の業種の制約を乗

り越えたとされる。つまり，SMやCVSは，全種類の食料品や日常商品

を取り扱う点が革新的ということは意味しない。SMもCVSも品揃えで

は百貨店やGMSには到底及ばない。他方，百貨店やGMSは，多業種の

商品を取り扱っているが，それは複数の専門別業種店の総合に過ぎず，技

術の限界を動かす独特の技術を持っていたわけではない（石原［2000］

pp.190�193）。つまり，SMやCVSは技術の限界を動かすものを有して

いたことが，その後の成長を支えていたのである。

他方，コールド・チェーンの終点は小売段階である。小売段階が生産，

卸売段階と異なるのは，多数・零細小規模であり，小売段階以前で大口取

引されていたものを小分けし，消費しやすいように多様な加工を施す点に

おいてである。当然，小売店舗設備もそれ以前の段階とは異なる。小売店

舗設備は，衛生状態と品質保持が条件である。品質保持では，栄養，味覚，

外観保持，ロス減少のため，小売以前の段階でも考慮されるが，小売店舗

ではプリパッケージの促進，販売価格の合理化という条件が付加されてき

た（生鮮食料流通技術研究会編［1966］pp.97�98）。つまり，SMでは，

それ以前から販売されていた商品を，それまでにはない商品取扱技術によっ

て取り扱い，さらに小売店舗内の小売機器や什器を十分に活かし，販売す

るようになったところに革新性があらわれたといえる。またそれが，顧客

の支持を得ていった。
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� 鮮度管理の課題

生鮮三品や総菜は，時間経過による品質劣化が早く，一定温度帯におい

て管理することが必要である。品質のよい商品提供には，店舗段階で時間

帯による加工・商品化の必要がある。また販売動向は，天候や時間帯，曜

日で異なるため，商品化作業が店舗オペレーションの課題となった。その

ため，加工による「時間管理型商品」管理が，SMの経営成果に影響を及

ぼしてきた。加工が必要な時間管理型商品は，生鮮食品の鮮度管理技術と

店舗作業の標準化・合理化システムを確立させ，職人依存体制から近代的

管理への転換で実現するようになった（岸本［2013］pp.31�32）。つまり，

商品品質も多少は関係しているが，いかに小売店舗で商品を管理するかが，

重要な課題として浮上してきたかである。

この状況が示すように，1960年代から70年代にかけて「オール日本スー

パーマーケット協会（AJS）」の活動は，鮮度管理は技術的問題が中心で

あった。特にSMでは，生鮮食品部門を直営化と鮮度管理を徹底しなけ

ればならなかった（AJS［1984］p.295）。SMの構築では，当初から生鮮

食品の鮮度管理と売場づくりを最大テーマとし，科学的，実務的に徹底し

て追求，構築してきた（AJS［1984］p.298）。そのため，鮮度管理の指導

者を招き，社内研究会を開始した小売企業もあった（岸本［2011］p.76）。

生鮮食品は鮮度が重要であり，SMでは無駄なく購買しやすい単位でプリ

パッケージ化と，セルフ販売をすることであった。たとえば関西スーパー

では，1965年12月に中央店の青果部門を直営化し，青果作業場に2坪程

度の冷蔵庫を設置した。木組みの両側に裏表から耐水ベニアを張り，おが

屑を詰め，高風速のブロアコイルを付けて冷風で冷却しようとした。しか

し，野菜が乾燥し，散水をする必要があった。その後，加湿器の設置で，

散水は必要なくなったが，壁面にカビが生え，耐水ベニア板でも湿気を吸

収し，内部をモルタル塗りに変えるなどの苦労があった（関西スーパー
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［1985］pp.58�60）。このような苦労は同社だけではなく，多くのSMが

経験してきた。1960年代後半には，青果物の包装と値付け作業には，プ

リパッケージ作業と冷蔵庫があった。そこでバックヤードと青果用冷蔵庫

の必要性が取り上げられたが，その管理に費用をかける必要はないといわ

れた時代であり，導入は難しかった（AJS［1984］p.277）。

コールド・チェーンによる小売店舗設備は，商品を低温保持する設備で

あり，「低温貯蔵設備」と「低温販売設備」に大別される。前者は具体的

には冷蔵庫と冷凍庫である。この形式・能力・大きさは，取扱商品，店舗

規模によって異なり，鮮魚，精肉，乳製品，青果物を扱う小売店舗は各々

冷蔵庫を持つことになった。パッケージ商品以外，これらを同一倉庫に入

れるのは不都合があり，総合的に扱う店舗でも別々の冷蔵庫を持つ必要が

あった（生鮮食料流通技術研究会編［1966］pp.100�101）また冷蔵庫の

能力，その他性能の向上については，改善点が多かった。当時，多くの大

型店の冷蔵庫は，ウォーク・イン式であり，アメリカで同種のものは倉庫

作業場の床と冷蔵庫のそれが同一平面で敷居がなかった。わが国では，大

部分の冷蔵庫の床は，他の床よりも一段高く，敷居があった（生鮮食料流

通技術研究会編［1966］pp.102�103）。この敷居が商品の出入れを難しく

し，商品の取り扱い，あるいは作業時間上，問題となった。このように当

初は，小売店頭ではなく，店舗のバックヤードでいかに生鮮品の品質を保

持するのかというところから出発した。

4 スーパーマーケット店舗内での保存・陳列の進化

� ゴンドラの導入による陳列の変化

これまでも触れてきたように，SMの隆盛は発展過程で開発された小売

機器や什器によるところが大きい。セルフサービスのための最初の什器は

ゴンドラであった。当時は木製棚で，棚の上下移動もできず，棚板が撓わ
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ないように桟を入れ，ペンキを塗ったものであった（AJS［1984］p.300）。

1956年には八幡製鉄中央分配所（売場面積約300坪）に，わが国で最初

の鉄製ゴンドラが入れられたといわれている。しかし，品揃えはグロサリー

が中心で，生鮮品はテナントが入居していたため，生鮮設備を有していな

かった。他方，わが国での本格的なSMの嚆矢であった丸和フードセン

ターの売場のゴンドラは，木製であった（AJS［1984］pp.302�304）。当

時，SMを出店するに際しての店舗配置は，日本NCRや図書館に所蔵さ

れたアメリカの雑誌で調べることが多かったようである。また，小売市場

特別措置法により，青果の販売は難しかった。そのため鮮魚と精肉と総菜

を品揃えしたものの，やはりテナントの入居であり，間口はそれほど必要

ではなかった。生鮮食品で埋めようにもノウハウがなく，雑貨や一般食品

で埋められることとなった（AJS［1984］p.306）。

1965年，関西スーパーでは日進工業の鉄製システムゴンドラを導入し

た。それは棚板が上下移動できるものであった。当時の日進工業の納入記

録では，ゴンドラの高さが低く，顧客の「目の下陳列」がよいとしていた。

それにより，商品が見やすく，店内が見通せ，顧客を他売場に誘引し，レ

ジからも見通しもよく，万引き防止にもなったからであった（関西スーパー

［1985］pp.45�47）。同時に同社では全商品のフェイシング計画も開始し

た。一品一品すべて収まるゴンドラ棚の上の位置と最大陳列量を決定し，

それを示すフェイス左端の棚板の縁に棚ラベルを付け，商品陳列位置を確

定した。フェイシング管理システムは，チェーン店として売場配置や取扱

商品だけではなく，発注からの全業務のシステム化と，コンピュータ利用

による単品管理により，省力化を図ろうとした（関西スーパー［1985］

pp.146�147）。さらに関西スーパーでは，建物は1号店建設以来，設計は

相互設計，施工は浜田組，空調・冷凍設備は伊丹ダイキン空調，冷凍・冷

蔵ケースなどは日進工業と共同開発した。そのため，新店舗建設では，こ

れら協力業者とハワイ，アメリカ本土の SMを見学することもあった
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（関西スーパー［1985］pp.104�105）。つまり同社では，関連業者との長

期的協力関係の構築が，店舗建設だけではなく，売場構築に大きな役割を

果たした。1972年にはフェイシング管理システムにより，ゴンドラを改

善し，仕切板を固定化した。それ以前は，棚板も上下に動かせ，商品陳列

量によりプラスチックの仕切板も左右に動かせた。ただフェイシング管理

上，自由に動くのは都合が悪かったため，回転率の高い商品がフェイスを

広げ，回転率の低い商品のフェイスを縮小する必要があった。商品補充回

数均一化のため，仕切板が自由に動くと回転率の高い商品のフェイスが空

いた場所を低い商品で埋めざるをえなかった。そこで棚板に穴を開け，仕

切板をピアノ線で目障りがないように固定した。さらにゴンドラの高さを

変えず，商品陳列量を増やした。それはゴンドラの最下段の高さを下げる

ことで実現した。他方，商品が増えると，ゴンドラの背は次第に高くなっ

たが，顧客の手が届く高さには限界があった。当時，ゴンドラの最下層棚

は床面から23cmもあったのは，食品陳列を床面に近づけると非衛生的

とされていた影響であった。しかし，1960年代後半には，グロサリーは

メーカーパック商品が圧倒的に多くなり，包装技術も飛躍的に向上した。

さらにSMの衛生管理も向上し，棚板を下げ，床面に近づけても非衛生

と感じなくなったため，床上12cmにした。棚板の間隔を微調整が可能

にし，ゴンドラ1台につき，棚板1枚分だけ増えた（関西スーパー［1985］

pp.148�149）。こうしたゴンドラの導入，現場での使用経験による改良が

加えられ，協力会社との関係を発展させ，顧客の買い物利便性だけではな

く，店舗による売場管理の効率化・合理化にも貢献することになった。

� カートの導入

最初のカートは，青果の補充用カートとトレーカートの原型であった。

寿司屋で使用する巻いた寿司を置く道具（抜き板）と同様のものが製作さ

れ，パッケージ商品をそれに積み，売場に運んで陳列していた。カートは，
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世界中からカタログを取り寄せた。しかし，いろいろと試作を重ねてはき

ていたが，重量がありすぎた。そこでアメリカで中央の車輪を大きくした

天秤式のものを見つけ，その方式で作成した（AJS［1984］pp.318�319）。

他方，視察者はミニキャリアをスウェーデンで発見した。それは1969

年に，ストックホルムに到着後，入国手続をする前に目に入った。その後，

SMに行き，店舗を視察していた際，再度ミニキャリアに目が留った。そ

の後，第二次石油ショックの際には，スウェーデンで「スライダー」の原

型を見つけた。これは卵を販売するのには適当なカートであった。それは

棚の伸縮ができ，跳ね上がらなかったためである。車を製作する上で，最

も問題となったのはキャスターであった。国産でよいものがなく，海外の

小売店舗のゴミ捨て場に行き，監視員に金銭を支払い，拾って帰ってきた

というエピソードもあったくらいである（AJS［1984］pp.322�323）。こ

のようにカートに関しては，店舗内での商品の移動や陳列に必要なもので

あるが，その発見や開発は，現場での作業に問題があり，実際にその問題

解決をいかに図ればよいのかを考慮している状況から発見，誕生したもの

である。これらは研究者の発見ではなく，現場で常に実際の問題解決に悩

んできたの実務家による発見であった。

� 冷蔵ショーケースと導入と改善

SMでは，生鮮三品の直営化後は，バックヤードでは精肉や鮮魚を冷蔵

庫に入れていたが，青果は入れなかった。一方，売場では鮮魚は平台に並

べ，乾燥してくると塩水をかけることを続けていた。しかし，生鮮食品は

科学的に管理しなければ，SMは構築できなかった。日本人の食生活に適

応し，顧客の要望を満たすには，先にも取り上げたように生鮮三品の鮮度

解決が必要であった。そのため，バックヤード，冷蔵庫，冷蔵ケース，フィ

ルム，トレイなどとともに，それを活用した多様なシステムが開発された

（AJS［1984］pp.271�273）。したがって，店舗内で使用される小売機器
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や什器は，生鮮食品の鮮度保持の問題から出発し，その後の試作，導入と

いう段階を経ることになった。

1960年代半ば以降，小売店舗内では冷蔵ケースの導入が始まった。当

時，わが国には冷蔵のオープンケースはなく，アメリカから輸入したため，

非常に高価であった。外国製の冷蔵ショーケースは，わが国の風土に合わ

なかったが，能力，耐久性，調整等には優れていた。また，デザインや色

彩はアメリカの方が進んでいた。他方，冷凍機器のメンテナンスには手間

がかかり，故障が多く，気温や湿度の変化により，希望の温度にならず，

設置だけではなく，メンテナンスも同時に考える必要があった（生鮮食料

流通技術研究会編［1966］p.105）。アメリカでは，既に FMI（Food

MarketingInstituteConvention：食品流通業界関係者の大会。SMや

配送センターで必要な最新の設備，機器類などが展示）が行われ，当然の

ことながら，わが国よりも商品を保存・販売する機器の導入は早かった。

そこで三洋電機では，アメリカのウエーバー社と技術提携し，日本向けの

ケースを試作した。青果の冷蔵庫は，社長がアメリカから帰国後すぐに試

作し，骨組みの両側にベニア板を張り，おが屑を詰め，内側をモルタルに

した。それにより商品品質が向上し，鮮度保持ができるようにした。また，

1967年頃にはオープンケースが製作された（AJS［1984］pp.315�316）。

他方，1960年代前半には，コールドアイル（冷房障害）が起き，店内

が冷え過ぎるという問題が起こった。当時は完全なセルフサービスではな

く，冷蔵ケースも徐々に増えたが，不完全なケースであり，オーバーフロー

が起こった。オーバーフローした冷気が充満し売場が寒くなった。そこで

臭気抜きと冷気放出を兼ねて換気扇を付け，冷蔵ケース裏側の店舗の壁に

穴を空け，大きな換気扇を何台か取り付けるなどもした（AJS［1984］pp.

317�318）。わが国の大手電機メーカーは，一斉に冷凍・冷蔵ケースを製造

したが，技術力がなかった。冷え過ぎてはいけないケースが冷え過ぎて青

果物が凍傷を起こし，冷えなければならない冷凍食品ケースに霜がつき，
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冷えなかった。そのため，SMはメーカーに対し，①生鮮品の鮮度維持の

ため各々の適温を安定的に保持すること，②ケース内のどの部分も同じ温

度で温度ムラがないこと，③霜取り（デフロスト）中でもドリップが出な

いようにすること（デフロストタイム短縮と庫内温度上昇を極度に抑える

改善策）を要望するところもあった（関西スーパー［1985］pp.72�74）。

アメリカなどSMの先進国では，店舗オペレーションを支える小売機器

や什器の開発が進み，さらにそれが進化していた。しかし，当時のわが国

の小売環境や小売店舗は，そのような状況には達しておらず，当然，わが

国のメーカーの視線はそこに向けられたばかりで，技術が追随できなかっ

た状況を示していたといえよう。

小売店舗の冷蔵・冷凍ショーケースは，従来はクローズ型式であり，蓋

が付いていたため，商品取り出し時には開ける必要があった。次第に冷風

を循環させるエアカーテン式のオープン型式が増加した。SMでは青果物

にオープン型式を導入し，乳製品，加工肉，塩干，練製品まで入れるよう

になった（生鮮食料流通技術研究会編［1966］pp.102�103）。精肉は新設

店でセルフサービス化が進んだが，全面的セルフサービスの採用は少なかっ

た。そのため，オープン型式のケース併用が一般的であった。オープン型

式に完全に踏み切れなかったのは，消費慣習やプリパッケージ材料の価格

と性能のためであった。特に後者が解決されなければ，精肉の全面的なセ

ルフサービス化はできなかった。他方，氷冷却のショーケースは，オープ

ン型式のショーケースでも，全てエアカーテン式のオープンケースではな

く，青果物の低温陳列方式は3種類（氷使用，氷使用・冷房使用，冷房使

用）に分かれていた。青果物の陳列では氷使用方式の方が，品質保持に優

れていた（生鮮食料流通技術研究会編［1966］p.104）。つまり，冷房を

使用することは，湿気を除去することを意味しており，氷の使用は乾燥を

防ぐことには長けていたためであった。

また 1967年頃になると，人手不足と SM増加で生鮮食品のパッカー
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（プリパックした商品の納入業者）が現れた。職人確保や生産性の低さに

苦労した大手チェーンでは利用したところもあった。他方，自社で「工場」

を持ち，一括して商品化したものを各店へ配送した企業もあった。

1967～68年頃，精肉の職人不足に悩んだ「とりせん」（群馬県）が始め，

鮮魚は「魚力スーパーチェーン（1975年に西友ストア長野に吸収合併）」

が部分的にテストを開始した（「販売革新」1968.2，関西スーパー［1985］

pp.98�99）。関西スーパーでは，冷蔵庫だけではなく，鮮度保持の設備機

器もメーカーと共同開発した。そして，平ケースの使用以降，ケース内の

どの個所も一定温度でなければならないために研究を継続した。平ケース

の機能が向上したため，アイテム数が増えることにつながった。その後，

空間ができたため，多段ケースの開発に取り組んだ（AJS［1984］p.279）。

このように次々と現場での商品取り扱い上の問題が，新しい小売機器に反

映されていくこととなった。

凍結寸前の温度まで冷却して保存するチルダーは，カニ鍋料理などの普

及により，開発が開始された。カニの場合，関節が黒くなり，冷凍ケース

の品質は維持されたが，見た目が悪くて売れなかった。そこで冷凍が溶け

ない冷蔵ケース並みに顧客に見てもらえないか考えた。しかし，温度が上

がるとすぐに悪くなる商品には，温度帯を維持できるケースが必要だった。

ただマイナス3度以下では，フィルムに霜が付き白くなり，中の商品が見

えなくなるが，三井東圧が低温でもフィルムが曇らないように試作したが

うまくいかなかった。ケースでフィルムが曇らない温度帯を維持する必要

があった（AJS［1984］pp.343�344）。これらは商品によって販売する際

には，最適な温度が異なっていることを示している。商品の保存に最適な

温度と販売のために最適な温度は異なる。ここでもやはり小売業者と協力

会社の連携など共同事業が有効になる場面であった。
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お わ り に

本稿では1960年代を中心として，食品，特に生鮮食品を自社で取り扱

おうとした小売業（SM）に焦点を当てた。SMの歴史は，技術革新の歴

史である。バックヤードにおける素材別冷蔵庫の設置や店頭での冷蔵・冷

凍オープンケースの設置などは，それまで市場に存在する機器を有効に利

用したものではなかった。各小売企業が電機メーカーなどの協力を得なが

ら開発し，徐々に発展させたものであった。結果的には，それが小売店舗

の品揃えの拡大や鮮度管理を中心とした商品の品質管理の向上に貢献した

といえる。また別の面からは，わが国の「スーパー」の発展にも貢献して

きた。品揃えの豊富さと店舗面積の拡大は，消費者の生活もアニメ「サザ

エさん」において，フネやサザエが行ってきたような「多頻度少量購買」

あるいは「配達」の世界から，「少頻度大量購買」の生活へと変化させる

基盤となったといえる。

本稿は，1960年代のSMにおける小売機器や什器の導入・進歩を中心

としたため，次の時期（1970年代）におけるCVSでの同様の事象は，検

討の対象としていない。さらに現在に近づくホームセンターやドラッグス

トア，均一店での事象についても同様である。これまで「小売業種論」あ

るいは「小売業態論」として扱われてきた研究分野において，商品取扱技

術を具体化する小売機器や什器に目を向けることは，各企業レベルの小売

フォーマット研究やマクロ的意味における小売業態研究への貢献が大きい

だろう。

石原武政［2000］『商業組織の内部編成』千倉書房

石原武政・矢作敏行編［2004］『日本の流通100年』有斐閣
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�論 文〉

マーケティング史研究における

マーケティング概念の多様性について

薄 井 和 夫

要 約

本稿は，マーケティング史研究を国際的に進展させるために，マーケティ

ング史研究で使用されるマーケティングの概念の多様性について論じる。

わが国では「産業資本支配型商品流通パターン」をマーケティングと呼ぶ

という考え方が広く認められてきたが，今日，商業の本来の役割を再評価

する必要性から，こうした概念は再検討を迫られている。一方，北米のマー

ケティング史学会（CHARM）では，マーケティングがアメリカで生まれ

たものであるという信念を「自民族中心主義」と自己批判するとの趣旨か

ら，非常に広いマーケティング概念を採用し，こうしたなかで，マーケティ

ングの理念や「技術」を時代を遡って探し出すという「マーケティング探

し」が行なわれてきた。だが，歴史的事象は，その時代的コンテクスト・

個別的コンテクストと一体となって分析されてこそ，その意味と意義とを

十全に把握しうる。近年のCHARMの研究では，世界の多様な地域の20

世紀の事象に焦点が当てられる傾向があり，こうした国際的研究動向に柔

軟に関与することによって，研究上得られる示唆は大きいといえる。
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Ⅰ．はじめに

著名なマーケティング研究者RonaldSavitt（敬称略，以下同じ）が，

「マーケティングの歴史研究は，今後もマーケティング研究者以外の研究

者によって行なわれ続けるのであろうか」（Savitt1980,p.52）と，マー

ケティング研究者によるマーケティング史研究が少ないことに危機感を表

明したのは，今からもう35年以上も前のことである。「歴史研究の方法論

的正確さが欠如しているが故に，ある種のマーケティング研究者たちはこ

の研究を無視するかもしれない。だが，欠如しているのは，歴史研究の目

的に対する十全な理解の方である」（p.57）とSavittは強調した。「歴史

研究は学問に堅牢さ（arobustquality）を付加する。それは，当該学問

内部にいる研究者と社会全体が，その学問の起源と変化のパターンを理解

できるようにさせる。…歴史研究は，ある考え方がどこに位置し，それが

何であるかを示すことを通じて，学問のアイデンティティを確立する」

（p.52）。

この提言以降，マーケティングに歴史研究を根付かせようとする努力は，

内外で展開されてきた。すなわち，北米では，マーケティング研究がもつ

「没歴史的（ahistorical）」（Fullerton1987;HollanderandRassuli1993）

性格を強く批判するStanleyC.Hollanderのリーダーシップの下に，マー

ケティング史学会が1983年に開始された。この学会は，当初，Conference

onHistoricalResearchinMarketingandMarketingThoughtと称し
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Ⅲ．国際的なマーケティング史研究におけるマーケティングの概念

1．「マーケティング探し」の意味と限界

2．マーケティング史研究のマクロ的コンテクストとしての時代区分

3．CHARMにおけるマーケティング史研究の現在

Ⅳ．おわりに



ていたが，後に ConferenceonHistoricalResearchandAnalysisin

Marketing（CHARM）と改称され今日にいたっている。CHARMは，

Hollander亡き後も隔年で会議を開催し，2009年からは，この学会が中心

となって，マーケティング史研究の専門的学術誌JournalofHistorical

ResearchinMarketingを年4回刊行するようになっている。

一方，わが国では，小原（1992）がこの北米の研究動向をいち早く伝え

ただけでなく，1987年には，橋本勲，光澤滋朗，山中豊国，小原博の4

名の世話人の下に，マーケティング史研究会が組織された。同研究会は，

当時Hollanderの右腕的存在であった故TerenceNevettを招聘した研

究会（NevettandUsui1996）の1995年の研究会を含め，年2回の研究

会活動を継続的に行ない，また，2015年現在で計12冊におよぶマーケティ

ング史研究会編の著作を刊行するなど（マーケティング史研究会 2010，

312�3ページ），活発な活動を行なってきた。さらに，こうしたマーケティ

ング研究者の動向とは相対的に独立に，経営史に基礎をおくマーケティン

グ史研究も，佐々木（2015）や大内（2015）が示しているように，特に第

2次大戦前のわが国マーケティング史を中心として進展をみせてきた

（e.g.森1976；前田1977；森川1980；Maeda1981；Udagawa1981；鳥

羽1982）1）。

内外におけるこうした地道な努力は，しかし，双方のマーケティング史

研究者たちが手を携え，相乗効果を発揮してマーケティング史研究を推進

しているとは決していえない状況にある2）。このことの理由のひとつは，

わが国マーケティング研究者たちによるマーケティング史研究が，マーケ

ティングの概念に関して，わが国学会独自の考え方に依存しているのに対

し，北米を中心とする国際的なマーケティング史研究は，マーケティング

に関する多様な分野や地域を広範に網羅する傾向が続いていることにある

と思われる。だが，研究の国際化が進展し，各国の学会がそれぞれの国内

での独自の議論に留まっているだけでは済まされなくなっている現在の状
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況下にあって，わが国の研究だけが孤高を保っている状況があるとすれば，

それは好ましいものとはいえない。

このような問題意識から，筆者は，すでに北米におけるマーケティング

史研究の進展とわが国研究との異同について分析を行なったことがある

（薄井1997）が，今日，研究の国際化は当時よりも一層進展している状況

に鑑み，本稿は，マーケティング史研究の国際的対話を可能にするめに，

マーケティング史研究で用いられている「マーケティング」概念をあらた

めて整理し，研究の国際的進展に一定の寄与を行なうことを目的としてい

る。以下，わが国学会で定着したわが国独自のマーケティングの概念およ

びその意義と限界について論じた後，CHARMを中心とするマーケティ

ング史研究の国際的動向の諸特徴を整理するという形で論を進める。

1．「産業資本支配型商品流通パターン」としてのマーケティング概念の

形成

「マーケティング（marketing）は，従来から存在した商業

（commerce），商取引（trade），流通（distribution），あるいは

販売（selling）といった，われわれが連綿と続けてきた経済生

活のなかで生じた諸概念とは明確に異なるものとして，ないしは，

それらの用語では十分に説明しきれない新しい事態として，19

世紀末から20世紀諸初頭に，資本主義経済の高度に発達しつつ

あったアメリカにおいて登場してきたものである」（マーケティ

ング史研究会 1996，3ページ）。

これは，わが国マーケティング史研究会編による『日本のマーケティン
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ング史



グ』の冒頭の一節であるが，この認識は，わが国における独自のマーケティ

ング史観を端的に表現している。すなわち，マーケティングとは，商業や

流通，販売などといった伝統的な諸概念とは「明確に異なるもの」なので

ある。

このような認識の基礎を形成したのは，商業学（scienceofcommerce）

ないし流通論（distributivescience）のわが国独自の展開であった。す

なわち，わが国においては，第2次大戦以後明示的に導入されたマーケティ

ング論という学科目のほかに，戦前の商業学・配給論の流れを引き継ぐ商

業学・商業論・流通論という学科目が並立し，特に大手私立大学の商学部，

経営学部などでは，この2つの学科目が流通にかかわる基礎的な科目とし

て並置されることが多かった。

戦前の商業学は，ドイツ後期歴史学派の影響を色濃く受けた（薄井2006，

11�12ページ）三浦新七を出発点に（光澤［1992］2014，12�21ページ），

広大な学的構想を示した内池廉吉をその代表格として展開され（e.g.小原

［1992］2014，30�71ページ；薄井 2006，13�14ページ），また，配給論は，

米騒動直後に設置された臨時国民経済調査会における「配給」なる用語の

出現に端を発し，向井鹿松，谷口吉彦，福田敬太郎といった代表的な論者

たち（e.g.加藤［1992］2014；三浦［1992］2014；白石［1992］2014；

Usui1995）を生み出した。こうした配給論は，論者によって多様な議論

の傾向があったとはいえ，一般的には，「市場配給論」と呼ばれる市場流

通に関する社会経済的な議論であったが，戦時統制経済体制の下で「戦時

配給論」（e.g.荒木1941）が隆盛した結果，戦後，「配給」という用語自

体が忌み嫌われ，配給論という学科目は消滅の途をたどり，商業学・商業

論・流通論などの名辞の下で，流通構造や流通システム，流通政策など流

通の社会経済的議論が行なわれるようになった。これは，北米の用語法で

言えばマクロマーケティング論に該当するといえる（Usui1995）。一方，

北米のマーケティング研究の動向自体は，戦前のわが国配給論者たちによっ
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ても認識されていた 北米のマーケティング論は一般に配給論として認

識されていた（e.g.福田1929） が，戦後，マーケティング論は，わが

国大学の新たな学科目として成立するようになった。ここでのマーケティ

ング論は，基本的にマーケティング管理論（ミクロマーケティング論）で

あり，こうして，戦後のわが国では，商業学・商業論・流通論（マクロマー

ケティング論）とマーケティング論（ミクロマーケティング論）といった

学科目が並置して配置されるという，きわめて特徴的な状況が生み出され

た。マーケティング研究者のなかで歴史研究を志した者は，こうした状況

の当然の帰結として，わが国の商業学・商業論・流通論をも学んでいたの

であった。

戦後，特に1950年代後半～1970年代にかけて，わが国の商業学・商業

論・流通論をリードしたのは，「商業資本論パラダイム」（田村1984）と

呼ばれる森下二次也のパラダイム（Usui2011a）であった。そこでのマー

ケティングの理解の仕方は，研究者によって多少の相違はあるであろうが，

大要，以下のようなものであった。

すなわち，森下は，マルクスが『資本論』第3巻第4編で展開した商業

資本自立化論の精緻な再検討を基礎に，20世紀に登場したマーケティン

グを商業資本自立化の否定者として措定した。森下は，自由競争下での資

本主義では，商業資本は「売買の社会化」（森下［1972］1993c，6ページ）

商品を個々の産業資本から切り離して社会的な商品の集積を形成する

と同時に，売買の仕事を一層集中的に大規模に遂行すること を通じて，

流通時間と流通費用の社会的な節約を行なうが，この「販売の社会化」は
・・・・

個別的利益を最大化しようとする独占資本の要求と矛盾し，独占資本は

「商業依存から離脱し，販売を自己の問題として，それ自身の手で解決し

ようとし始める」（森下［1972］1993c，7ページ）とする。かくして「マー

ケティングとは，その必要に迫られ，またその能力を持つにいたった独占

資本が，販売をみずからの問題として，みずからそれを解決するために展
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開するもろもろの計画，行動の総称である」（森下［1972］1993c，8ペー

ジ），あるいは端的に「マーケティングは独占資本の市場獲得・支配のた

めの諸方策，諸活動（以下たんに諸活動と呼ぶ）の総称」（森下［1967］

1993a，133ページ）であるとする森下の定義が成立する。

この森下の定義がもった理論史的意義は二重である。第1に，政治経済

学的にいえば，森下の理論は，独占資本が「売買の社会化」による流通費

用の社会的節約を否定し，独占価格の設定を通じて消費者を支配・収奪す

るというやり方がマーケティングであると指摘したものであり，マルクス

経済学全盛期にあった当時のわが国の大学や学会，それを支えた社会の批

判的な風潮とマッチし，独占批判の基礎理論を提供するという役割をもっ

た。だがこの面での理論的特徴は，現在ではその輝きを喪失し，この論点

をストレートに論じようとする論者はほとんどみられないと思われる3）。

これに対して，森下理論の第2の意義は，わが国商業学・商業論・流通

論に大きな影響を与えてきたものであり，むしろこの面こそが，わが国の

マーケティング史研究に対しても強い影響を及ぼしてきたのであった。そ

の骨子は，商業による「売買の社会化」に対する否定者としてマーケティ

ングを措定するという理論的な考え方は，必然的に商業とマーケティング

とを対立的に描き出すことになるという点である。森下自身，この点につ

いて，

「マーケティングは本来的に巨大生産企業のものである。そして
・・

そのようなものとしてのマーケティングはその本性において商業

の否定ないし制限をふくむものである。その意味で卸売業や小売

業のマーケティングをいうのは論理矛盾をおかすことになる」

（森下（［1969］1993b，160ページ，脚注2，傍点原文）

と明確に述べていた。
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この考え方は，論者の理論的立場にかかわらず，わが国学会に強い影響

力を持った。たとえば，田村（1971）が，「実態としてのマーケティング」

について，「マーケティングは製造企業の対市場活動であって商業ではな

い。かえって，それは商業に対立する性格のものである」（田村1971，6

ページ）とし，「マーケティングは市場問題に対処するための寡占的製造

企業の諸活動の一つ」であり，「製造企業のうちでもマーケティングを効

果的に行いうるのは寡占的製造企業のみである。寡占的製造企業はマーケ

ティング活動の主体である」（田村1971，6�7ページ）と規定していたの

はその一例であった。

マーケティング・チャネル研究者の風呂（［1966］2015，237ページ）

は，森下のいうマーケティングの形成を「商業資本支配型商品流通パター

ン」から「産業資本支配型商品流通パターン」への転換と表現した。風呂

においても，マーケティングと商業は同一視されず，「産業資本支配型商

品流通パターン」こそが「マーケティング支配型流通」（風呂（［1966］

2015，243ページ）と呼ばれた4）。こうした商品流通のパターンは，わが

国では「戦後20年足らずの間に」（風呂（［1966］2015，237ページ）急

速に展開していたのであった。

こうして，マーケティングは 独占資本の市場支配といった政治経済

学的な意義付けに賛同するかどうかは別として 戦後わが国で急速に進

展した「産業資本支配型の商品流通パターン」としての意味を獲得し，伝

統的な「商業資本支配型の商品流通パターン」とは異なるものと認識され

るにいたった。わが国におけるこのようなマーケティングの認識は，ほぼ

1970年代頃までに形成されたわが国における流通の変化を実態的基盤と

してはいたが，直接的には，森下による理論上の演繹的帰結として導き出

されたものである。本節冒頭に示したわが国マーケティング史研究会が，

マーケティングは，旧来からある商業や取引，流通，販売などとは異なる

と強調しているのは，こうした理論的文脈の延長線上にあったといえる。
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2．米国における歴史研究と「商業資本支配型の商品流通パターン」

このようなわが国独自のマーケティング認識は，わが国の理論研究とは

源流をまったく異にするアメリカの歴史研究と，はからずもある種の親和

性を持つこととなった。この面での論点はふたつ存在する。

第 1に，A.D.Chandler,Jr.（1977）や G.PorterandH.C.Livsay

（1971）による経営史研究は，19世紀末～20世紀初頭のアメリカにおいて，

流通が「商業資本支配型商品流通パターン」から「産業資本支配型商品流

通パターン」へと転換したことの豊富な実証資料を提供しているようにみ

えた。

すなわち，Chandler,Jr.の経営史研究では，「単一企業内における，大

量生産過程と大量流通過程を統合することによって生まれた」「近代産業

企業（themodernindustrialenterprise）」（Chandler1977,p.285.邦

訳，499ページ）による，とりわけ「前方統合」のプロセスは，わが国で

いう「産業資本支配型商品流通パターン」の定着に匹敵するものとみるこ

とができた。周知のように，Chandler,Jr.は，近代産業企業成立の2つ

の歴史的経路を示した。すなわち，第1の経路は，「小規模な単一の事業

単位企業」5）が，自社の全国的および世界的販売網と広範囲にわたる購買

組織をつくりあげたもので，彼らは，既存の販売企業が彼らの商品を販売

してくれるかぎり，製造企業としては自社の販売組織を創出する必要は全

くなかったが，ひとたび既存の販売業者ではこれに適さないということが

明らかになると，これらの「製造業者はマーケティングへの前方統合を行

なった」（Chandler1977,p.287.邦訳，502ページ）。続いて，合併によ

り大規模で全国的な企業を形成した後に，前方統合と後方統合へのりだす

という第2の歴史的経路が現出した。Chandler,Jr.によれば，1880年代

においては，大規模に成長した企業のほとんどが第1の経路をたどったが，

1890年代に入ると，合併による経路が一般的となり，1917年までに，統

―177―



合産業企業は，「アメリカのビジネスのなかで最も強力な制度」（Chandler

1977,p.286.邦訳，500ページ）となったのであった。

一方，PorterandLivsayは，よりストレートに製造企業による「マー

ケティングへ向けての前方統合（integrationforwardintomarketing）」

に焦点を当てた。彼らによれば，アメリカにおいては1890年代中頃から

第1次大戦までの間に「マーケティング革命（themarketingrevolution）」

が生じ，「商人支配の終焉と製造業者の優位」という「アメリカにおける

マーケティングの新秩序（theneworderinAmericanmarketing）」が

多くの産業で出現した（PorterandLivsay1971,p.228.邦訳，293ペー

ジ）。「長きにわたる商人支配は，ついに終わりの時を迎えた。多くの産業

において，商品の製造業者は，その流通業者にもなった」（Porterand

Livsay1971,p.12.邦訳，13ページ）と彼らは宣言した。

もちろん，いくつかの伝統的な領域 食料品，ドラッグ，金物，宝石，

酒類，家具，衣料品など においては，中間商人が依然として主要な卸

売機関として活動を続けたが，こうした分野においても，「全国広告とブ

ランド・ネームの登場」によって旧来の卸売商の活動は衰退し，「卸売商

の仕事は，製造業者の消費者への直接的な訴求によってつくり出される消

費者の欲求をたんに機械的に充足させるだけに過ぎなくなった」（Porter

andLivsay1971,p.12.邦訳，13ページ）。このことは，わが国の流通論

が分析してきたように，「商品の無名性の否定」（商品が石鹸やフィルムな

どの一般名詞で認識されるのではなく，アイボリーやコダックなどの固有

名詞＝ブランド名によって呼ばれるようになること）と「商業の自決性の

否定」（商業が無名性が否定された製造企業のブランドは取り扱わざるを

えなくなる事態）により，商業が製造企業に「一般的に従属」するように

なったことを意味しており，それ自体，「産業資本支配型商品流通パター

ン」が定着したことを意味するものと理解することが可能であった。

以上のように，アメリカの経営史分析は，19世紀末～20世紀初めのア
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メリカにおいて，「産業資本支配型商品流通パターン」が現出したという

事実を示していた。その中核をなすものは，�製造企業による全国ブラン

ドの確立 一般消費財の場合，製品のバラ売り（salesinbulk）では

なく，製品のパッケージ化を含む と全国広告の投下による消費者への

直接的訴求と，�製造企業による流通過程への介入であった
6）。アメリカ

では1929年以降，世界に先駆けて全数調査による流通センサスが整備さ

れたが，PorterandLivsay（1971,p.228.邦訳，293ページ）自身も指

摘しているように，1929年の時点で，全卸売販売額のうち「製造業者の

営業所（manufacturers・salesbranches）」の販売額が23.7％にも達して

いた（see薄井1999,264�265ページ表7�1�a；Usui2008,p.102,Table

6.1）。さらに1939年のセンサスでは，製造業者の営業所（在庫保有）の

販売額のうち，小売業者への販売は39.4％で，卸売業者への販売の24.2％

を上回っていた（see薄井 1999,273ページ表 7�3；Usui2008,p.104,

Table6.2）。これは，アメリカにおいて，19世紀末以来，製造企業によ

る流通介入が行なわれてきていたことを大量現象として確認できるデータ

であるといえる。

第2の論点は，アメリカにおけるマーケティング論の史的展開と「産業

資本支配型商品流通パターン」との関係についてである。これもわが国で

は再三指摘されてきたように，ArchW.ShawやRalphStarrButlerな

どアメリカにおける管理論を志向する初期のマーケティング論7）は，実質

的に「産業資本支配型商品流通パターン」の形成を基盤とした内容が多かっ

た。すなわち，1912年のShawの論文は，製品差別化（differentiation

ofcommodities）概念を史上初めて導入したことで知られるが，ここで

は，「商人的生産者（themerchant-producer）」とShawが呼ぶような，

製品にトレードマークを付与して差別化を図る製造業者が想定され

（Shaw1912,pp.710�712），また，「現代流通における最も顕著な特徴の

ひとつ」とされた「中間商人の継起的段階数の減少傾向（thetendency
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todecreasethenumberofsuccessivemiddlemen）」・製造業者が「中

間商人を迂回する傾向」に関するShawの著名な分析（Shaw 1912,pp.

725�731）は，まさしくアメリカにおける「産業資本支配型商品流通パター

ン」の定着を基盤としたものであった。福田敬太郎は1929年というほぼ

同時代史的な時点で，Shawを初めとするアメリカのマーケティング論の

展開を分析し，20世紀初頭のアメリカに「配給問題」 生産能力の進歩

が需要を伴う消費能力を凌駕してしまうという問題 が発生していたこ

とをShawのマーケティング論形成の基盤であると指摘していたが（福

田 1929，85�87ページ），戦後この分析は「マーケティング問題」（荒川

1960，11�15ページ）と言い換えられ，「産業資本支配型商品流通パター

ン」が資本主義の独占段階への到達のために不可避的に発生した構造的な

問題として，マーケティング論形成の根拠とされるようになった。

一方，1914年のButlerは，P&G社のマネージャーであったという自

身の経験をかなりストレートに反映し，製造業者の視点によるマーケティ

ング・チャネル選択論を定式化した（Butler1914,pp.180�181）だけでな

く，「産業資本支配型商品流通パターン」を担う個々の製造企業の諸活動

を基礎に，マーケティングを「販売キャンペーンの背後にある計画」と規

定し，その計画のためには，①販売されるべき商品，②商品のための市場，

③望ましい市場に到達するための方法（チャネル）の研究が必要であると

主張した（Butler1914,Chap.1.see薄井1999,第1章；Usui2008,Chap.

1）。これは，第2次大戦後に確立する4P概念への端緒を切り拓くもので

あり，この後，様々な形で主張される4P概念形成史への第一歩であった

（Usui2011b,seealsoUsui2008,pp.60�63）。言い換えれば，著名な4P

概念は，「〔販売〕キャンペーンの問題をなによりもまず製造業者の観点か

ら考察すべきである」（Butler1914,p.149）とした Butlerの視点に端を

発しており，その後の展開においても，たとえばHayward（1926）の著

作のように，明示的に製造業者の立場を表明する議論も存在していたので
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ある。

3．わが国マーケティング定義の国際的齟齬

以上のように，わが国の商業学・流通論における「商業資本論パラダイ

ム」を基礎として展開された「産業資本支配型商品流通パターン」という

マーケティングの認識は，流通パターンの歴史的変化と，アメリカにおけ

るマーケティング管理論の展開基盤とを鋭くえぐり出してきた。この点は，

今日おいてさえ，北米のCHARMなどでもその意義が十全に理解されて

いるとはいえず，わが国学会の優れた特徴であると評価することができる。

だが，それにもかかわらず，このことは，「産業資本支配型商品流通パター

ン」のみをマーケティングと規定するというわが国独自のマーケティング
・・

の定義までをも正当化するものではない。「産業資本支配型商品流通パター

ン」の歴史的重要性と，このパターンのみをマーケティングと呼ぶという

こととは，自ずと別な次元の問題である。

なによりもまず，アメリカの経営史研究では，「マーケティング」とい

う呼称をこうした流通パターンのみに限定して用いることはなかった。た

とえば，Chandler,Jr.の場合，製造企業による前方統合にのみ「マーケ

ティング」の語を使用しているわけではなく，たとえば彼の「大量流通

（massdistribution）」の分析では，1850～60年代に登場した穀物・綿花

の「近代取引商（themoderncommoditydealer）」や，1870～80年代

に出現した百貨店・通信販売・チェーンストアなどの「近代大量小売商

（themodernmassretailer）」を「近代的な形態のマーケティング企業

（modernformsofmarketingenterprises）」と呼んでいる（Chandler

1977,p.209.邦訳，374ページ）。また，PorterandLivsayは，「アメリ

カ経済は，19世紀を通じて，工業製品のマーケティングにおける根本的

な変化のプロセスを経験した」とし，「19世紀のマーケティング」を，

1815年までの「よろず屋的商人（theall-purposemerchant）の時代」，
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1870年代までの「専門卸売商（thespecializedwholesaler）の時代」，

その後の「製造業者の時代」という「3つの異なる期間」に分類できると

している（PorterandLivsay1971,pp.1and4�5.邦訳，1および5ペー

ジ）。 アメリカにおいて「産業資本支配型商品流通パターン」の定着

を実証した経営史的分析は，しかし，このパターンのみを「マーケティン

グ」と呼ぶわが国独自の定義とは，当然ではあるが，無縁であった。

また，マーケティング論史の分野でも，アメリカにおける初期のマーケ

ティング管理論（管理論志向型のマーケティング論）が，アメリカで「産

業資本支配型商品流通パターン」が定着したという事実を色濃く反映し，

4P概念自体が，元来，製造企業の視点による流通活動を基盤として形成

されてきたとはいっても，マーケティングの概念をこのパターンにかかわ

る活動にのみ限定するということとは，やはり別な次元の問題であった。

すなわち，Shawにおいては，マーケティングという用語自体は明示的

に重要な用語として使用されていたわけではなかったという点は周知の事

柄であり，Butlerの「製造業者の観点」は，小売業者や卸売業者が抱え

る問題よりも複雑であり，製造業者の問題を解決すれば小売・卸売業者の

問題解決は容易である（Butler1914,p.149）という，やや便宜的な論法

で定式化されていた。なによりも，これ以後，両大戦間期における管理論

的マーケティング論の展開において，小売業・卸売業の議論が排除された

というわけでは決してなかった。

ちなみに，「マーケティング」という用語は「今世紀〔20世紀―引用者〕

初頭までは用いられておらず」，「1906年から1911年の間」のアメリカで

「名詞として」の用語法が現われ，こうした新しい用語の登場は，新しい内容

Bartelsによれば「諸要素の結合（thecombinationoffactors）」
・・

を意味するものであったとするBartels（1976,pp.3�4.邦訳，4�5ページ）

の著名な説がミスリーディングであることは，これまでも指摘されてきた。

すなわち，Lazer（1979,p.654）は，1856年のAnAmericanDictionary
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ofEnglishLanguageに，また Usui（2008,p.4）は，1832年にロンドン

で刊行されたADictionaryoftheEnglishLanguageと1936年にニュー

ヨークで刊行されたAnAmericanDictionaryofEnglishLanguageに，

それぞれ名詞としての「マーケティング」の用語法を確認している。なに

よりも，今日，言葉の歴史的発展を確認する際に必須の辞書として著名な

OxfordEnglishDictionary（OED）は，・marketing・の16世紀中葉の用

例を載せており，Dixon（2002,p.88）は，このOEDの指摘を共有しつつ，

・marketing・という語は，元来，・buyingandselling・の意味であったと

強調している8）。「マーケティング」という「新しい名詞」が20世紀初頭

に生まれたのは，この時期に従来の用語では表現できない「新しい現象」

が生まれたからであるという周知の思い込みは この時期に「産業資本

支配型商品流通パターン」が一般化したという「新しい現象」が生み出さ

れたこと自体は事実であるとしても 事実に反するといわざるをえない。

周知のように，アメリカ・マーケティング協会（AmericanMarketing

Association,AMA）の前身，全国マーケティング教職者協会（National

AssociationofMarketingTeachers,NAMT）は，1930年代に，用語法

が混乱している「マーケティング」関係用語の定義を確定する作業を開始

したが，そこでは，「マーケティングとは，生産から消費にいたる財およ

びサービスの移転にかかわるビジネス諸活動である」（NAMT1935,p.

156）と規定され，この定義は，1948年，1960年のAMAの定義に踏襲

され，1969年に著名なマーケティング概念拡張提案（KotlerandLevy

1969）がなされるまではよく知られていたものである。このことは，当の

アメリカにおいては，「マーケティング」自体はほぼ「流通」と同義であ

り，それは，人類の歴史とともに古くから存在してきたものとして認識さ

れてきた それゆえにこそ，マーケティングの独自の定義を行なってい

たわが国学会では強く批判されてきた という事実を示している。実際，

マーケティングの歴史を最初に分析したものとして高く評価（Jones1995,
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1997）されているHotchkiss（1938）は，同書における「歴史研究の主要

な目的は，今日の流通の仕組み（distributionmethod）を評価するため

のバックグラウンドとして役立たせることにある」と述べ，イギリスを含

めて歴史をほぼ11世紀頃にまで遡って叙述しており9），また，わが国のマー

ケティングを早い段階で分析したYoshino（1971）の著名な著作は

上述のAMAの定義は「機械的」として斥けつつ マーケティングは

「社会経済的プロセス」であり，「最も原始的な社会を除き，すべての社会

構造における基本的な構成要素である」（p.xiii.邦訳4ページ）と述べて

いた。先に見たPorterandLivsayなどの経営史研究は，こうしたアメ

リカでのマーケティングの伝統的用語法にむしろ忠実であったといえ，北

米のCHARMの広範なマーケティング史研究領域の規定も，本質的には

このような伝統に立脚している。 節を改めて考察しよう。

1．「マーケティング探し」の意味と限界

マーケティング史研究に「時代的制約」・「地理的制約」は存在しないと

いう宣言（NevettandHollander1994,pp.5�6;seealsoNevettandUsui

1996,pp.117�119）に基礎を置くCHARMの学会活動は，上述のように

マーケティング概念をごく狭く捉えるわが国学会には馴染みにくいもので

あるが，無視しえないいくつかの論点を提示してきた。

なによりもまず，CHARMにおいては，マーケティングの理念や「技

術」は，古くから存在していたと長らく論じられてきた。これは，直接的

には，1950年代以降隆盛をみた米国のマネジリアル・マーケティング論

で流布された観念への自己批判という意味をもつものであった。すなわち，

マネジリアル・マーケティング論10）では，消費者志向（consumerorien-
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tation,customerfocus）を核とするマーケティングの理念 通常，マー

ケティング・コンセプト（marketingconcept）と呼ばれ，後に，消費者

志向，利益志向，統合的活動の 3要素からなっていたと定式化された

（BellandEmory1971） は1950年代のアメリカで成立したと信じら

れ，また，Keith（1960）がピルスベリー社の経験を単純に一般化して論

じた「生産志向─販売志向─マーケティング志向」というトリアーデ的発

展段階説に基づき，消費者志向はまさに企業がマーケティング志向の段階

に到達して初めて実現されたものであり，それこそがアメリカが世界で最

初に発見したマーケティングの神髄であると喧伝された。CHARMに集っ

たマーケティング史研究者たちは，こうした信念はアメリカの「自民族中

心主義（ethnocentrism）」であると主張してきたのであった。

CHARMでの議論によれば，消費者志向というマーケティングの理念

やその「技術」は，ほとんど際限なく時代を遡ることが可能である。たと

えば，Fullerton（1988）は，一般的は「生産志向時代」であったと信じ

られやすいであろうイギリスの産業革命期であっても，いくつかの消費財

製造企業はマーケティングの先駆的活動を行っており，「生産志向時代」

の存在は神話であると強調した。Fullertonのこの指摘は，各企業者（en-

trepreneur）の手紙のレベルまで調査するイギリスの実証主義的な歴史

研究の成果に基づいている。

たとえば，ワットともに蒸気機関の工場経営者であった Matthew

Boulton（seeRobinson1963,1986）は，その前半生において，ボタン，

バックル，バックル留め，金属チェーン，その他小物類の大量生産を行なっ

ていたが，こうした小物類はファッション製品であり，その成功の鍵は，

顧客に対して幅広い多様な製品を提供することにあって，バーミンガム参

考図書館に保存されているBoultonandFothergill社のパターンブック

には，これら製品の1,470品目ものデザインが掲載されていたという。

「製造業者は，幅広い多様な製品を持たねばならないだけでなく，可能で
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あれば，事前にファッションと緊密な関係性を保たなければならなかった。

Boultonは，求められている製品や，自分が製造するためのパターンと

して購入する『小物類（toys）』について，友人や販売人（travellers）に

報告を求めていた」とRobinson（1963,p.45）は指摘している。 こう

した活動を，消費者志向的ではなかったということはむずかしいであろう。

また，陶器製造業者として著名な同時代の JosiahWedgwood（see

McKendrick1960,1982,Robinson1986）は，競争が激しかった大量生

産品の陶器を価格競争に持ち込まず，製品の品質やファッション性を重視

し，王室や貴族，ジェントリ，美術鑑定人などの推奨を得てブランドの高

級性を維持し，これによってWedgwoodは競合製品とは異なるという評

判を獲得した（今日でいう製品差別化）。Wedgwoodは，こうした製品

を中間階級に広めるために，労をいとわず，宮廷，芸術家，デザイナー

（architects），鑑定人などと密接なコンタクトを保ち，製品のファッショ

ン性に様々な工夫を凝らし，Wedgewoodを「現代美術」の一部にする

努力を行なった。また，「最もファッショナブルな場所」と呼ばれた倉庫・

展示場・展示会を開設して新たなディスプレィを導入し，さらに，無料配

達や移動販売人の採用，新聞広告やカタログなどを通じて全国市場を席巻

した。こうした国内活動をテコとして，Wedgwoodは海外市場にも進出

していったが，その際は，それぞれの国の市場特性に細心の注意を払って

いたとされる。McKendrick（1982,p.141）は，「彼らのマーケティング

技術の全カタログは，驚くほど新奇的で，時代錯誤的ともいえるほど近代

的にみえる多くのアイディアに溢れていた」と強調している。 実際，

Wedgwoodの市場活動は今日でも参考になる点が多く，こうしたアイディ

アをマーケティング「技術」ではなかったと斥けることは，相当困難であ

ろう。

これらの事例は，いわゆるマーケティングの理念や「技術」が，産業革

命期のイギリス消費財製造業にも同定できることを示している。さらに，
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CHARMでは，顧客志向はヘレニズムの昔まで遡ることができるという

議論（NevettandNevett1987）もよく知られてきた。その著者であっ

た Nevettは，来日した際の筆者との討論において次のように強調して

いた。

「マーケティング志向とマーケティング諸機能を探索する場合，私が

自分の研究で述べたように，マーケティングは少なくとも2,500年前

には存在していたというに足る十分な証拠がある。…日本の研究者た

ちは，マーケティングと取引・商業とを慣習的に区別しているという。

だが，マーケティングは，同時に，商業的な諸活動の一側面である。

過去の諸時代の供給者たちが，顧客の欲求を探し当て，それに基づい

て彼らの提供物を変更しているのであれば，それは，彼らがたんに製

造的な役割を果たしていたということだけで済ますことはできない。

三井高利が1673年に京都で行なっていたビジネスの支店を江戸で開

設したとき，そして，顧客に着物の単一価格政策を提供し始めたとき，

彼はマーケティング・コンセプトに従っていたのではなかったのだろ

うか？ 制度が20世紀アメリカの制度とは異なるという理由でマー

ケティングが存在しなかったといってしまうことは…現在の観点から

過去を振り返るという危険性を示している」（NevettandUsui1996,

p.133）。

これらの議論は，消費者志向 供給者が顧客の欲求に従って提供物を

準備ないし変更すること やそのための「技術」は，市場取引において

は様々なコンテクストの下でみられることを示している。一般に，市場で

の取引は，多かれ少なかれ販売の偶然性に左右されるのであるから，こう

したなかで売り手が買い手の状況や欲求をなんらか慮って商品を準備し，

販売するというのは，商品を売るためにはむしろ当然のことであって，こ
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の意味では，売れるものをつくる，売れるものを準備するというのは，市

場取引のしからしむるところである。また，マーケティングの「技術」と

いわれるものは，生産過程における客観的な存在としての技術（technol-

ogy）とは異なり，主体の行動と一体的で，コンテクスト依存的なアイディ

ア（ideas）・技能（skills）・ノウハウ（know-how）・技法（techniques）

といった性格のもので，主体とコンテクストによって，あるいは時代と地

域によって可変的であり，様々な内容や形態において確認することが可能

である。たとえば，「4P」というアイディアは，その定式化に長い時間が

かかり，その背景には製造企業による市場掌握活動ないし「産業資本支配

型商品流通パターン」が存在していたのではあるが，これがひとたび定式

化されてしまえば，製品・価格・場所・コミュニケーションにかかわる活

動を時代を遡って同定することは容易である11）。たとえば，Nevettが例

として持ち出していた越後屋についていえば12），そこでは，伝統的な見世

物商いや屋敷売りから店先売りへの転換と，客の求めに応じて「切り売り」

や「仕立売り」を行なうといった商品の提供の仕方（product），現金掛

値なしという政策（price），江戸店持京商人として京都に本店・仕入店を

置きながら江戸に店舗を開設・展開したこと（place），暖簾印の使用や工

夫を凝らした引札（promotion）など，今日ほぼ常識化している知識に依

存するだけでも4Pの同定が可能であり，あるいは消費者志向の確認が可

能である。

以上のように，マーケティングの理念や「技術」といわれるものは，そ

れを生み出す歴史的コンテクストをまったく度外視すれば，何らかの形で

時代を越えて見いだすことが可能であり13），それらは，マネジリアル・マー

ケティング論が主張したように，1950年代以降のアメリカにおいて新た

に発見されたものなどとは決していえない14）。 だが，CHARMでの諸

研究から示唆されうるこうした議論を前提としたとしても，歴史的事象

（events）は，本来，それを生み出す歴史的コンテクストと一体のものと
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して考察されて初めてその意味と意義を十全に理解できるはずのものであ

ることは否定しようもない。そうであれば，歴史的コンテクストを度外視

した「マーケティング探し」は，ネジリアル・マーケティング論の狭隘な

主張への反論としてならともかく，歴史研究として一体どれほどの意味を

もちうるのかは，なお疑問なしとしない。

2．マーケティング史研究のマクロ的コンテクストとしての時代区分

筆者は，かつて，CHARMの歴史研究について，「歴史における発展一

般を否定する傾向も感じられないわけでなく，議論が無限の史資料のなか

に埋没し，拡散していくという危惧が存在するようにも思われる」（薄井

1997，24ページ）との懸念を示したことがある。だが，Hollanderの晩

年の議論とCHARMの活動の実際は，こうした懸念を払拭する方向に進

んでいるように思われる。

なによりもHollanderらは，マーケティング史研究における「時代区

分（periodization）」の問題を包括的に論じ（Hollander,Rassuli,Jones

andDix2005 以下，本節のページ数は同稿のページ数を示す），歴史

的事象とその歴史的コンテクストとの関係の分析に注意を喚起した。すな

わち，Hollanderらは，「歴史研究は継続性と断絶性双方の研究である。

それは，単純な年代記を越えて行なわれる。それは，コンテクストのなか

で発見される諸現象を説明しようとするものである。したがって，時代区

分は，時代的に重要ターニング・ポイントを画すべきものである」（p.35）

とし，歴史的な事象と時代的コンテクストとの関係性を重視している。も

ちろん，時代的なコンテクストは，歴史事象にとってはいわばマクロ環境

ともいうべき存在であり，それぞれの事象には個別的で多様なコンテクス

トが存在し，歴史事象はこうした個別的コンテクストともに分析されるこ

とが必要であるが，少なくとも，時代的コンテクストというマクロ的環境

を視野に入れることによって，それを度外視して行なわれるような「マー

―189―



ケティング探し」の弊害はかなり緩和され，それぞれのコンテクストの下

で各事象の意味と意義を探るということになりうるであろう。

だが，マーケティング史研究においては，これまで様々な時代区分がか

なり任意に行なわれてきたため，Hollanderらは，マーケティング史研究

で行なわれてきた時代区分の議論を2つの表にまとめ15），その方法や視点

を整理している。まず，Hollanderらは「段階理論（stagetheory）」と

「時代区分」とを区別し，段階理論は，ヘーゲルやマルクスでは中心的な

役割を果たしてきたが，「マーケティングにおける段階理論は，ある環境

の下で認められるプロセスが，別の場所ないし別の事例における比較可能

な展開にとっての必要条件」であり，「諸段階は他の事例においても反復

される」もので，「コンテクストに着目することなく，時間と場所にかか

わりなく適用可能な発展の厳格なパターンを想定する」ような考え方であ

るとしてこれを斥ける（p.35）。一方，時代区分には，演繹的・事後的ア

プローチと帰納的・事前的アプローチがあるが，多くの歴史家は演繹的・

事後的アプローチを採用しているとする（p.36）。だが，その方法には，

①10年ごとあるいは1世紀ごと時代区分を行なうといった便宜的なやり

方，②Hotchkiss（1938）が採用しているような1966年のノルマン・コ

ンクエストなど外部的コンテクストにおける出来事によって区分を行なう

コンテクスト外挿的時代区分（context-drivenperiodization），③Fuller

ton（1988）が行なっているような，産業革命がもたらした資本家的態度

の醸成など，歴史分析の素材自身の重要なターニング・ポイントに着目す

る方法などがある（pp.36�37）。わが国での議論との関係でいえば，わが

国学会でも，Bartels（1976）が行なった 10年単位の時代区分は，

Hollanderらと同様に安易であると批判されてきたが，わが国マーケティ

ング史研究で常識的に登場する第2次大戦以前とその後という時代区分は

コンテクスト外挿的時代区分であり，また，前節で示した経済の寡占化や

製造企業による市場掌握活動の一般化などは，ターニング・ポイント的時
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代区分ということになるであろう。

Hollanderらは，さらに，時代区分には，「ある種の出来事を無視する」

という物事を単純化する還元主義（reductionism）的傾向があることに

注意を喚起する。Hollanderらによれば「それは，いわば必要悪であると

いえるが，より厳しく疑問を投げかけるべき対象でもある」。「還元主義は，

歴史を単純化してより理解しやすくするという必要性と，歴史の本質的複

雑性との避けがたいトレードオフの結果である」（pp.38and40）という。

また，「時代区分は，ほとんど常に過去を振り返って行なわれるため，あ

まり望ましくない状態からより望ましい状態へと歴史的事象が進行し，通

常，現在の状況が過去よりも優れているとみなすという強い傾向が存在す

るようにみえる。こうした進歩は真実であることもあるが，誇張である場

合も多い」として，「誤った進歩の感覚」（p.39）に警鐘を鳴らしている。

このように，Hollanderらは，時代区分を媒介として，歴史的事象・出

来事とそのコンテクストとの関係を重視しつつ，硬直的でステレオタイプ

なコンテクストの理解を戒め，より自由で柔軟な歴史分析を志向しようと

してきたのである。

3．CHARMにおけるマーケティング史研究の現在

マーケティング史研究に「時代的制約」・「地理的制約」が存在しないと

する前出のCHARMの宣言は，非営利組織等でもマーケティングが行な

われているとしたKotlerandLevy（1969），Kotler（1972）のマーケティ

ング概念の拡張提案や，マーケティングの中核概念を「経済的交換（eco-

nomicexchange）」から「社会的交換（socialexchange）」へのと拡張

しようとしたBagozzi（1975a,1975b）の提案を背景に有していたため，

マーケティング史研究は無限に多様な対象を含むものとみなされた。実際，

「マーケティングは人類の誕生とともに始まった」とし，イヴに禁断のリ

ンゴを食べさせることに成功した蛇こそが歴史上最初のマーケターであっ
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たという，半ば冗談のようなKotler（［2004］2005,pp.4�5,邦訳，8ペー

ジ）の言説は，自身が提起したマーケティングの「一般概念（generic

concept）」にむしろきわめて忠実であったし，Bagozziの学説は，マー

ケティング史研究の対象に，自給，互酬，再配分を含むべきだというラディ

カルな提案（FiratandDholakia1989）を触発していた。

だが，その後の実際のCHARMにおける歴史研究では，社会的交換に

関する実証的報告はごく少数であり，非営利組織のマーケティング史研究

もさほど多くはない。表1は，直近5回（2007～2015年）のCHARMに

提出されたフルペーパーおよびアブストラクトの内訳を示したものである

が，同表からは，近年のCHARMにおけるマーケティング史研究のいく

つかの特徴を読み取ることができる。

第1に，マーケティング史研究に「時代的制約」はないとした宣言に基

づき，報告は古代から現代にいたるまで広範な時代をカバーしているが，

実際には，20世紀を対象とする研究が過去5回10年間の学会報告の7割

以上を占めている。このことは，多くの研究者がマーケティングのいわば

現代史的展開に関心を寄せていることを示している。

第2に，マーケティング史研究に「地理的制約」はないという宣言通り，

学会報告は世界の広範な地域のマーケティング史研究を網羅している。こ

のことと関連して特徴的なことは，CHARMは米国・カナダの研究者を

中心に開始されたにもかかわらず，北米を対象とするマーケティング史研

究は全体の4割強に過ぎないこと，また，近年のCHARMは北米以外で

開催される機会が増え，このところ2回に1度の割合でヨーロッパで開催

されている（次回2017年学会の予定は英国リバプールである）が，むし

ろ北米から離れて開催された方が参加人数が増え，多様な国々からの参加

者を集める傾向が強く，このことがマーケティング史研究の地理的多様性

をもたらしていることである。実際，CHARMのようなテーマを掲げて

定期的に開催される国際学会は他に存在しないので参加したという研究者
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は少なくなく，また，学会が中心となって刊行を開始した Journalof

HistoricalResearchinMarketingの存在も，世界のマーケティング史研

究者を糾合することに一役かっているようである。

第3に，過去5回のCHARMの歴史研究では，自給，互酬，再配分と

いったラディカルな歴史研究は皆無であり，社会的交換にあたるとみられ

るものは，わが国のヴァレンタイン・デーの展開を分析した Minowa,

KomenkoandBelk（2009）16）などわずかに過ぎない。また，筆者が理解

する限り，いわゆる非営利組織のマーケティングに該当すると分類しうる

研究も全体の10％以下であって決して多くはなく，また，その内容も，

たとえば，1930年代に25,000人以上という最大の雇用者数を誇り，年金

支払組織という国の機関としての役割を保ちながらも，郵便局貯蓄銀行

（PostOfficeSavingsBank）の経営にも乗り出していた英国郵便局

（BritishPostOffice）のPR部門，市場調査，ターゲット顧客の選定，

ステークホルダーへのコミュニケーション活動を，ローヤル・メイル・アー

カイヴの史料を基礎に分析したHeller（2013）の研究にみられるように，

ビジネス活動に近接した活動の分析も少なくない。

マーケティング史研究としていかなる時代と地域を選び，いかなる歴史

的事象とそのコンテクストを選択し，いかなる問題意識からアプローチす

るのかは，いうまでもなくそれぞれの研究者の判断に属することであるが，

CHARMの上述のような状況は，わが国研究者との接点を広げる可能性

を宿しているように筆者には思われる。

Ⅳ．おわりに

以上，本稿は，わが国のマーケティング史研究と海外でのマーケティン

グ史研究の接点を拡大するという問題意識の下に，わが国独自のマーケティ

ング概念の意義とその国際的特殊性，マーケティングの理念や「技術」を
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表1 CHARMにおけるマーケティング史研究報告（過去5回）

CHARM大会 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回

計

開催年月日

2011年

5月

17～20日

2013年

5月

28～31日

2013年

5月

19～22日

2013年

5月30日～

6月2日

2015年

5月

28～31日

開 催 地

ダラム，ノー

スカロライ

ナ，米国

ウォルヴァー

ハンプトン，

英国

ニューヨー

ク，米国

コペンハー

ゲン，デン

マーク

ロングビー

チ，カリフォ

ルニア，米

国

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

総
件

数

提出論文・アブス

トラクト件数

42100.0 51 100 31 100 52 100 35100.0 211 100

うち，拡張提案

に該当する報告

6 14.3 2 3.9 1 3.2 6 11.5 3 8.6 18 8.5

対
象

実態史 32 76.2 33 64.7 21 67.7 41 78.8 27 77.1 15473.0

理論史1） 7 16.7 7 13.7 9 29.0 7 13.5 2 5.7 3215.2

人物伝

（biography）2）
2 4.8 3 5.9 1 3.2 2 3.8 3 8.6 11 5.2

歴史研究の方法3） 1 2.4 0 0.0 0 0.0 2 3.8 3 8.6 6 2.8

時
代

20世紀4） 33 78.6 32 62.7 20 64.5 40 76.9 28 80.0 15372.5

19世紀末～

20世紀初頭5）

2 4.8 2 3.9 1 3.2 1 1.9 2 5.7 8 3.8

19～20世紀 4 9.5 4 7.8 4 12.9 3 5.8 ─ ─ 15 7.1

18～19世紀 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 2.9 1 0.5

19世紀 2 4.8 3 5.9 3 9.7 1 1.9 ─ ─ 9 4.3

17～18世紀 ─ ─ 1 2.0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 0.5

Earlymodern

（1500～1800年）

─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

中世～現代 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 1 2.9 2 0.9

古代～近代 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 1 2.9 2 0.9

9～19世紀 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

通 史6） 1 2.4 ─ ─ 2 6.5 2 3.8 2 5.7 7 3.3

時間的限定なし ─ ─ 1 2.0 1 3.2 1 1.9 ─ ─ 3 1.4

地
理

アメリカ7） 24 57.1 19 37.3 15 48.4 10 19.2 12 34.3 8037.9

カナダ ─ ─ 3 5.9 3 9.7 4 7.7 ─ ─ 10 4.7

イギリス 4 9.5 8 15.7 3 9.7 9 17.3 7 20.0 3114.7
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フランス ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 3.8 1 2.9 3 1.4

イギリス・ドイツ・

アメリカ

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 2.9 1 0.5

ドイツ 1 2.4 ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 2 0.9

オーストリア ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 2.9 1 0.5

ドイツ・オーストリア ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

イタリア 1 2.4 ─ ─ ─ ─ 4 7.7 1 2.9 6 2.8

デンマーク ─ ─ 1 2.0 ─ ─ ─ ─ 1 2.9 2 0.9

スウェーデン ─ ─ 2 3.9 ─ ─ 2 3.8 ─ ─ 4 1.9

北 欧 1 2.4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 0.5

スイス ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

欧 州 ─ ─ 2 3.9 ─ ─ 3 5.8 ─ ─ 5 2.4

西 欧 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 3.8 ─ ─ 2 0.9

ロシア／ソ連 1 2.4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 2.9 2 0.9

エストニア 1 2.4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 0.5

スロベニア ─ ─ ─ ─ 1 3.2 ─ ─ ─ ─ 1 0.5

トルコ8） ─ ─ 2 3.9 ─ ─ ─ ─ 1 2.9 3 1.4

オーストラリア ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4 7.7 2 5.7 6 2.8

ニュージーランド ─ ─ 1 2.0 1 3.2 ─ ─ 1 2.9 3 1.4

日 本 2 4.8 2 3.9 3 9.7 3 5.8 1 2.9 11 5.2

中 国 1 2.4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 0.5

東南アジア ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

インド ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 2.9 1 0.5

エジプト ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1.9 ─ ─ 1 0.5

世 界 1 2.4 1 2.0 2 6.5 ─ ─ 1 2.9 5 2.4

地理的限定なし 5 11.9 2 3.9 3 9.7 4 7.7 3 8.6 17 8.1

資料：Hawkins（2007,2009，2015）,Neilson（2011,2013）から作成。

注：1）大学教育史を含む。

2）理論家，実務家双方を含む。

3）時代区分，モデル化などの議論を含む。

4）20世紀～現代，19世紀末～現代までを含む。

5）世紀転換期，ベルエポック時代（1871�1914年），1876～1915年などを含む。

6）古代～現代，植民地時代～現代など。

7）北米（アメリカ・カナダ）を含む。

8）アメリカのと比較を含む。



歴史を遡って見いだそうとする「マーケティング探し」の意味と限界，北

米を起源とするマーケティング史学会（CHARM）の現在の傾向を論じた。

本稿で示された論点は，すでに前稿（薄井1997）で提示ないし示唆され

ていた部分も少なくないが，本稿は，前稿からすでに20年近くが経過し

ているという現時点での地平から，より明示的な私見の展開を試みた。

「産業資本支配型商品流通パターン」としてのマーケティング史につい

ては，このことの歴史的重要性を析出したのはわが国学会の功績であるが，

21世紀初頭という現時点にあっては，1960年代に風呂がすでに強調して

いた，マーケティング論は「商業論の発展によって一層その内容を充実す

ることができる」（風呂［1966］2015,243ページ，傍点引用者）という論

点をもう一度想起することが必要であるように筆者には思われる17）。とい

うのは，今日では，「戦後の日本の流通の1つの大きな特徴とされてきた

流通系列化体制は，ほぼ1980年代頃から動揺を来たし…メーカーによっ

て囲い込まれた流通から，本来の商業ともいうべきより開放的な流通へと

向かう流れが確かにある」（石原・矢作 2004,2ページ）と一般に認識さ

れるにいたっているからである。このことをマーケティング史研究にひき

つけて言えば，仮にわが国学会独自のマーケティング概念を論理的枠組み

として受け入れる場合であっても，商業の「売買の社会化」に基礎を置く

タイプの流通イノベーションの再評価や，その製造企業マーケティングと

の交錯関係などは，当然，マーケティング史研究の射程に入ってしかるべ

きであると思われる18）。

翻って，国際的なマーケティング史研究の動向との関連では，CHARM

などが展開する国際的なマーケティング史研究に「積極的かつ柔軟に関与」

（薄井 1997,41ページ）することが必要であるとする筆者の主張は，今日

においても変わっていない。「産業資本支配型商品流通パターン」のみを

マーケティングとみるか，流通や商業，非営利組織なども含めてマーケティ

ングとみるかは，とりあえずは用語問題であるに過ぎず，少なくとも，海
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外では「マーケティング」という概念は非常に広範な内容を含む概念とし

て用いられているものとして理解すれば，国際的な対話が成り立たないと

いうことはない。むしろ，近年のCHARMが示しているようなきわめて

多国籍的なマーケティング史研究の展開から，研究上の様々な示唆を得る

ことの方がよほど貴重であろう。

様々な時代や地域にマーケティングの理念や「技術」を同定するという

「マーケティング探し」は今日でも行なわれているが，仮にこれを行なう

場合であっても，重要なことは，それらがいかなる時代的・個別的コンテ

クストの下で生まれ，いかなる意味と意義を持っていたのかを歴史具体的

に明らかにすることであり，このことを実現するためには，多様な歴史的

事象に対する柔軟な接し方が必要である。Hollanderらは，

「歴史は，一連の出来事（events）についての記録であるが，こ

れらの出来事は，そのコンテクストがもたらす一連の代替案に対

する行為者の反応として生み出される。こうしたコンテクストを

完全に特定することは不可能であるがゆえに，また行為者の心情

も完全には特定できないがゆえに，行為者の反応を決定論的に考

察することはできない」（Hollander,Rassuli,JonesandDix

2005,p.35）。

と述べていたが，このような姿勢は，マーケティング史研究ではきわめて

重要であると筆者は考えている。

1） なお，マーケティング研究・経営史研究双方に軸足を置くマーケティング史

研究の代表的存在は，小原（1994）である。

2） ちなみに，筆者は，JournalofHistoricalResearchinMarketing誌の編集
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会議で，出版社から，同誌のe-journalへの日本のアクセスは，欧米と比較し

てのみならず，他のアジア諸国と比べても著しく低いという指摘を受けたこと

がある。

3） なお，欧州，特に北欧と英国では，20世紀末以降，マーケティングの主流

的議論を批判的に吟味するcriticalmarketingという新たな学派が，近接分

野であるcriticalmanagementの台頭とともに形成されてきている。だが，

これは，批判の理論的根拠をひとりマルクスのみに依拠するのではなく，広く

社会学の批判理論や実践論などに依拠してマーケティングのあり方への批判的

考察を行なおうとするものである。これに対して，わが国でのマーケティング

批判は，マルクスの理論一辺倒であったことが特徴であったといえる。今日の

criticalmarketingについては，とりあえず，薄井（2013）を参照されたい。

4） なお，森下自身においては，「資本主義の独占段階」で商品形態が商業資本

として自立化せず，独占資本の商品として直接無媒介に運動する商品流通のパ

ターンは「配給過程」と呼ばれ，独占企業の行動である「マーケティング」と

は区別されていた（森下［1973］1993d，250�254ページ）。

5） なお，小規模な企業が前方統合の最初の担い手であったということは，「独

占資本の市場支配・獲得活動」という森下の規定とはそぐわないことになる。

だが，これらの企業は，前方統合・後方統合をテコとして巨大企業に成長を遂

げていったので，「マーケティング先行型」（中野1973,9�10ページ）の企業

と呼称されるようになった。

6） なお，このような製造企業の活動は，当初は試行錯誤的であったが，次第に

製品開発や市場調査などの体制を整えるようになった。これは，以下みる

Butlerなどのマーケティング論の実態的基盤であった。ちなみに，Butlerが

所属したP&G社の場合，1879年の「アイボリー石鹸」の開発は偶然的要素

に負っていたが，ショートニング「クリスコ」の開発とそのマーケティング・

キャンペーンは，かなり計画的なものであった（see薄井1999,26�30ページ；

Usui2008,pp.18�20）。

7） 周知のように，アメリカの初期のマーケティング論には，L.D.H.Weldの

ように，社会経済的志向性の強いマーケティング論（マクロマーケティング論）

も存在していた。この点については，光澤（1990），マーケティング史研究会

編（［1993］2008）などを参照されたい。

8） ただし，Dixon（1979,p.9）は，marketingの語源は ・marketmakinge・

という中世英語（現代英語ではmarketmaking）に由来するとしているのに

対し，OEDはmarketingは動詞marketの名詞形であるとしている。

9） なお，Hotchkiss（1938）は，タイトルに「マーケティング」と冠している
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がゆえに注目を集めているが，こうした時代貫通的な歴史分析は，伝統的な商

業史とほぼ同一であり，この点では，同書の時代の遡り方は不徹底である。商

業史の最初の著作といわれるAnderson（1764）は，歴史を古代まで遡ってお

り，こうした伝統を組む商業史研究は CHARMではほとんど無視されて

いるが Day（［1907］1908）やHerrick（1917）などにみられるように，20

世紀初頭のアメリカでも刊行されていた。

10） なお，本稿は，第2次大戦後のマネジリアル・マーケティング論は，戦前の

マーケティング管理論を一歩進めたより高い段階の議論であるといった，わが

国学会で指摘されてきたような段階論的な認識を採用していない。マーケティ

ング論には，元々，管理論志向的な議論（ミクロマーケティング論）と社会志

向的な議論（マクロマーケティング論）とが混在しており，戦後，・managerial・

と強調されたのは，マーケティングの管理論的な議論を全面に押し出すための

ものもので，たとえば，Kotlerの著名な教科書が常にMarketingManagement

であったように，・managerialmarketing・は ・marketingmanagement・ほぼ

同義であると理解している。

11） ちなみに，森下（［1969］1993b，160ページ，脚注2）は，「巨大生産企業

によって開発されたマーケティングの諸技法はある程度の普遍性をもつから，

これを商業，保険業，銀行業に応用することは可能であるし，部分的には中小

企業に適用することも否定できない」と述べている。ひとたび定式化された4

Pというアイディアも，製造企業を越えるだけでなく，歴史を遡って該当する

要素を見いだすことは困難ではない。

12） いうまでもなく越後屋の歴史分析は多数あるが，一般的な知識としては，と

りあえず，林（1992），西坂（1992），三井広報委員会のウェブサイト（http://

www.mitsuipr.com/history/edo/tanjo.html）などを参照されたい。

13） なお，他分野の研究を借用するタイプのマーケティング「技術」は，当該分

野の研究の進展状況により，ある種の時代的限定をかけることは可能である。

たとえば，市場調査に用いる統計的手法自体は，1910年代のA.W.Shawで

は大標本理論であって，精密標本理論（小標本理論）ではなかった。後者によ

る市場調査は1930年代に普及するようになる（薄井1999,88ページ脚注114；

Usui2008,p.47）。この意味では，マーケティングの統計手法応用史を時代限

定的に叙述することは可能であり，この場合は，歴史を無限定にさかのぼれる

わけではないことはいうまでもない。

14） なお，マーケティングがトップ・マネジメントの意志決定となったという論

点がマネジリアル・マーケティング論には含まれているが，市場の判断は，元

来，資本家の機能であって，BoultonやWedgwoodの例でもわかるように，
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資本家が市場の判断を行なうことはむしろ通例であったといえ，これをもって

高度なマーケティング（マネジリアル・マーケティング）が行なわれていたな

どということはできない。また，マーケティング担当副社長（marketing

vice-president）の職位やマーケティング部門の設定をもって，戦後マーケティ

ングの画期性を主張する議論もあるが，こうした組織自体はアメリカ的なもの

であって，たとえば，わが国では「マーケティング部門が設置されていない組

織も非常に多い」（山下他 2012，2ページ）。このことは，こうした組織の存

在（企業内分業のあり方）をマーケティング存在のメルクマールにしてしまう

と，わが国企業ではマーケティングが行なわれていないという主張に帰着する

恐れがあることを示している。

15） なお，この表（Figure2）には，わが国で著名な森下によるアメリカ・マー

ケティング展開の時代区分の議論も含まれている。

16） こうした分析は消費文化史として興味深いものである。わが国のマーケティ

ング史研究は，消費史・消費文化史との接点が薄かったが，マーケティング管

理論（ミクロマーケティング論）がその重要な関連分野として消費者行動論

（ミクロ的消費論）を有しているように，マーケティング史（マクロマーケティ

ング研究の一部）もその関連分野として消費史・消費文化史（マクロ的消費論

の一部）をもつことにより，その内容をより豊かにできるものと思われる。な

お，筆者の近著（Usui2014）は，この点を意識して書かれている。

17） 風呂は次のように指摘していた。「商業の歴史的・実体的基礎を一般的なマー

ケティング支配型流通への傾向法則から直接否定してしまったりすることは…

研究者としては性急にすぎるように思われる。むしろ，商業論はマーケティン

グの台頭を契機として，産業資本が展開するマーケティングを通してあらため

て商業現象をその内定発展において分析するという，新しく，かつ魅力ある研

究課題を獲得したものといわなければならない」（風呂［1966］2015，243ペー

ジ，傍点引用者）。

18） なお，筆者の森永マーケティングの分析において，戦前のベルトラインスト

アの流れを組む森永のエンゼルストアが，1970年代初頭にスーパーの展開に

よって停止に追い込まれた事情を，「売買の社会化（売買の集中代位）を基礎

とする新たな小売イノベーションが生じ，新たな業態が小売サイドで展開され

たことによって，メーカー主導で小売業の近代化を促進した小売店系列化政策

は，その歴史的使命を閉じることになった。 われわれは，類似の歴史を，

戦後，家電産業においてふたたび目撃することになるであろう」（薄井 2004，

23ページ）と述べたのは，この点を意識してのことであった。
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Ⅰ．は じ め に

大戦後のわが国のマーケティング研究に大きな影響を及ぼした米国マー

ケティング研究者を数人挙げるなら，たとえばショー（ArchW.Show），

バトラー（R.S.Butler），ハワード（JohnA.Howard），オルダースン

（W.Alderson），コトラー（PhilipKotler）等々が挙げられる。もっとも，

これらの研究者はいずれも個別経済主体的アプローチの系譜に位置づけら

れる。一方，社会経済的アプローチの系譜に位置づけられる研究者として，

たとえばウェルド（L.D.H.Weld），クラーク（F.E.Clerk），ブレイヤー

（R.F.Breyer），ダディ＆レヴザン（E.A.Duddy＆D.A.Revzan），コッ

クス（R.Cox）等々が挙げられる1）。

ところが，それらのいずれの系譜にも位置づけられない重要な研究者が

いる。本稿で取り上げるロバート・バーテルズ（RobertBartels）である。

彼は，個別経済主体的アプローチとしてのマネジメント論や社会経済的ア

プローチとしての流通論が多数派を占めるマーケティング学界にあって，

生涯をマーケティング研究（知識・理論・思想）への歴史的アプローチ，

すなわち学説史研究に捧げた研究者である。以下に，かかる意味でのバー

テルズが，どのようにしてわが国のマーケティング研究に影響を及ぼすこ

とになったのか，周辺事情を探ることから論を起こそう。

わが国へ「マーケティング」という用語・概念が導入されたのは，米国

への経済使節団帰国時の記者会見（1956年）によるとされ，その後日本

生産性本部と各地の商工会議所などが先導役となって ・新しい経営理念と

してのマーケティング・が唱導・流布されたことに始まる2）。折しもハワー

ド『経営者のためのマーケティング・マネジメント』（JohnA.Howard,

MarketingManagement―AnalysisandDecision,1957）の訳本が出版

されたのは1959年であり，ハンセン『マーケティング』（L.H.Hansen,
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Marketing―Text,CasesandReadings,1956）は日本生産性本部によっ

て 1960年に出版された3）。4Psの概念図式で有名なマッカーシー（E.

JeromeMcCarthy）の BasicMarketing― A ManagerialApproach―

の出版ものこの頃である4）。しばらくして，コトラー『マーケティング・

マネジメント』（MarketingManagement― Analysis,Planning,and

Control,1967）が1972年に出版され，企業マーケティング論の標準的文

献・テキストとして広く用いられるようになった5）。

当時のわが国は，戦後復興を成し遂げ，高度経済成長期から成熟社会へ

向けて進行中であった。それゆえ，米国から導入された新しいビジネス理

念・技法としての「新式マーケティング」（＝マーケティング管理論）を

取り入れることに，実務界のみならず学界も懸命であった。もちろん，一

部の商業学者の間では戦前期からマーケティング（Marketing）が米国流

商業学として「配給論」「市場配給論」「商品配給論」などの名の下に導入

され，大学で講じられていたのは言うまでもない6）。

そうして，関心は新式マーケティング論のさらなる推進・精緻化へと進

むことになるが，ひと段落してマーケティング研究者も第二世代へと移行

しつつある中，一部の研究者の間では「マーケティング論の起源（ルーツ）」

が探求されるようになる。そこに格好の書として出現したのがバーテルズ

『マーケティング理論の発展』（TheHistoryofMarketingThought,2nd

ed.1976）（邦訳書1979年）であった7）。当時，マーケティング研究の歴

史的全体像を知りたくとも，マーケティング文献は膨大な数に及び，また

語学上の問題や文献収集資金の問題がゆえに，それらを渉猟することは平

均的研究者にとって困難であった。まして，古典的マーケティング文献を

原書で揃えることは難儀であった。それが，バーテルズのその著書によっ

て困難が解消されることになったのである。すなわち，同書には1900年

から70年代までのマーケティング文献のほとんどが網羅され，整序され

ていた。歴史的アプローチを採用する者，マーケティング研究にアカデミ
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ズムを求める者，企業マーケティング論の精緻化に飽き足らない若手研究

者（当時の私を含む）などにとって，待望の書であった。こうして同書は，

マーケティング研究の歴史を鳥瞰する際の，また本格的に学説史研究を志

す研究者のバイブル的存在となったのである。

ところで，バーテルズに関しては，さらに二つの重要な点を指摘してお

かねばならない。一つは，バーテルズは晩年になって『社会開発のマーケ

ティング』（GlobalDevelopmentandMarketing,1981;邦訳書1985年）

を著わしているが，この書にはマーケティングに対するバーテルズの考え

方と思いが凝縮して綴られている，ということである8）。ところが，バー

テルズといえば『マーケティング理論（学説）の発展』があまりにも有名

であることから，こちらの著書はその陰に隠れてしまい，広く知られる存

在にはならなかった。私自身，『社会開発のマーケティング』の存在を知

りつつも深く読み込むこともなく，その重要さを見逃していた。本稿で，

同書を晩年の重要著作として取り上げるのは，そのためである。

いま一つ重要なことは，一方でバーテルズはマーケティング研究の重要

な局面・節目ごとに論文を著わし，マーケティング研究の動向に対して相

当の影響を与えて来たということである。そのような意味において意義づ

けられる論文5篇を取り上げ，その概要をたどることにする。

ところで，実は，バーテルズには第三の著書『マーケティング理論』

（1970；邦訳書1976年）がある。この書は，バーテルズの研究歴の中では

比較的早い時期に著わされた既存論文と書下ろし論文 16篇を中心に

MarketingTheoryandMetatheory（マーケティング理論とメタ理論）の

名の下に纏められた著書（論文集）である。このことから，この書は初期

のバーテルズを知る意味において意義深いと思われるが，そこに展開され

ている論理，主張，思想のほとんどは『マーケティング学説の発展』と

『社会開発のマーケティング』に，あるいはJournalofMarketing掲載の

論文5篇に集約されていると思われ，また全体としての評価が困難である
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ので，本稿では取り上げない。

本稿は，以上のとおり概観されるロバート・バーテルズの研究業績と思

想を紹介しつつ，論じようとするものである。これまでにもバーテルズの

研究業績について論じた研究はあったが，いずれも断片的であった。正面

から取り上げ，一稿を充てて論じるのは本稿が初であろう。

ロバート・バーテルズは，1913年に生まれ，76歳（1989年死去）で生

涯を閉じた。地元の高校を卒業後，カーネギー工科大学とオハイオ州立大

学に学び，オハイオ州立大学を卒業（1935年）した。ノースウェスタン

大学で MBA（1936年）を取得，そしてオハイオ州立大学から PhD.

（1941年）を取得した。学位論文は「マーケティング文献：発展と評価」

であった。主な指導教授はオハイオ州立大学ではベックマン（Theodore

N.Beckman）とメイナード（HaroldH.Maynard）であり，またノース

ウェスタン大学ではクラーク（FredClark）とセクリスト（Horece

Secrist）であった。

博士号取得後，ワシントン大学，カリフォルニア州立大学バークレー校

で教鞭をとったが，母校のオハイオ州立大学にもどり，定年まで経営学部

マーケティング学科で講じた。名誉教授となった定年後も，アメリカ各地

の大学で講じ，また優れた論文を発表し続けるなど，マーケティング研究

の第一線で活躍した。

一方で，50余か国を旅行し，フルブライト教授としてギリシャへ派遣

され，またロシア，中国，インド，メキシコ，スリランカなどの大学で講

じた経験を持つ。そして，バーテルズ自身によれば，海外での旅行・教育・

講義・研究がその思想形成に影響を与えた。日本へは数度来日したが，と

くに京都が好きだったという。1987年には日本学術振興会の協力の下に，
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山中豊国教授の招きで福岡大学大学院へ来講し，また北海道から九州まで

全国各地の企業や商工会議所で講演し，さらに日本商業学会関西部会で記

念講演を行った。『社会開発のマーケティング』は，この時の講演・講義

を下地に著わされたものである。

ちなみに，バーテルズが生涯研究生活を過ごしたオハイオ州立大学は米

国におけるマーケティング研究のメッカであり，わが国からも多くの研究

者が在外研究に訪れた。山中教授は1975～76年の間，同大学に研究滞在

したが，それが縁で『マーケティング理論（学説）の発展』を翻訳するこ

とになったという。

バーテルズは，自らの視角を決定づけた著書として『知られざる人』

（アレクシス・カレル著），『ある拡大する目的』（フランシス・ストッキン

グ著），そして『初期王朝における小商業と市場』・『経済の文明史』・『大

転換』（いずれもカール・ポラニー著）を，さらに『ヨハネ黙示録』（聖書）

を挙げている。風貌は名優ゲーリー・クーパーを思わせるほどに，長身か

つ端正な顔立ちで，身だしなみも素敵であった10）。実際にバーテルズは演

劇俳優になることに憧れていたが，大恐慌時代を機に両親の勧めで研究者

の道を歩むことになったという。また，敬虔なクリスチャンであり，東京

に来てからも日曜日は教会へ行くのを常としていた。キリスト教は彼の一

生をつなぐ導きの糸であった。浮世絵や中国アンティークなどの美術品収

集を趣味とし，ジョークを愛し，ホスピタリティー精神にあふれる，この

時代の善きアメリカ人研究者の典型であった。来日講演時の録音テープか

ら流れるバーテルズの肉声〔発音〕は実年齢に比して若々しく端正で，そ

の誠実な人柄が偲ばれる11）。

一方で，歴史研究が軽視されつつある学会の現況を嘆くことしばしばで

あった。それだけ，マーケティング研究に対して常に真摯であったという

ことである。結婚経験はあるが，若い頃に離婚し，その後は生涯を独身で

通した。死後，遺言により数百万ドルを，大学，教会，出身地の町へ寄付
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したという。

Ⅲ．代表的著作『マーケティング学説の発展』

1．概 観

バーテルズの代表的著作として認められるのは『マーケティング理論の

発展』／『マーケティング学説の発展』（TheHistoryofMarketingThought,

2nded.1976;3rded.1988）である12）。同書はバーテルズのライフワーク

である。バーテルズは，この書においてマーケティング研究の開始から執

筆時までの，すなわち1900年～1974／1987年までのマーケティング文献

を渉猟・評価し，編年史的に整序づけた。バーテルズは1913年生まれで

1989年に没していることからも，マーケティング研究の生成，発展，成

熟のプロセスと同時進行的に生涯を全うし，また学説史研究に没頭したと

言える。まさに，バーテルズは，マーケティング研究の生き証人であり，

後にも先にもこれ以上のマーケティング研究者とマーケティング学説史研

究は現れないであろう，碩学である。

バーテルズのこの書をして「学説史にあらず編年史である」と位置づけ

る向きもあるが13），変に脚色された学説史よりも，文献資料を忠実に渉猟

し整序した編年史としての本書の方が後の世代の学究には価値ある存在と

認められよう。実際，同書に盛られたマーケティング文献の圧倒的数量に

は驚嘆させられるばかりである。この書が一冊あれば，マーケティング研

究の歴史的全体像を知ることができる。すなわち，1900年頃から1974／

1987年までのマーケティング文献のほとんどが渉猟されており，マーケ

ティング研究全体を史的に鳥瞰する上で，また学説史研究を推し進める上

での道標として，これ以上の著書はない。

ところで，バーテルズはこの書のタイトルに ・marketingthought・と

いう表現を用いている。素直に邦訳すれば「マーケティング思想」となる。
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ところが，そこにいうmarketingthoughtとはマーケティングの「概念」，

「知識」，「研究」，「理論」をも含めた全体を指して言うのであって，日本

語にイメージされる価値混入的な ・思想（信条）・のそれではない。翻訳

者が同書の英文タイトル，MarketingThoughtを「マーケティング思想」

と訳さないで，第2版では「マーケティング理論」と，第3版では「マー

ケティング学説」と訳している理由は，・思想・という日本語がもつイメー

ジを避けたかったためと思われる14）。

2．章立て構成

同書の章立て構成は以下のとおりである。第2版（原書1976年）は14

章と「付録」A・B・Cから成るが，第3版（原書1987年）には第15章

と「付録」Dが増補されている。おそらく，第2版から第3版に至る約10

年間にマーケティング研究は著しい発展を遂げたことから増補の必要性が

生じたと思われる。すなわち，その目的は1950年以降のマーケティング

理論とその理論に重要な影響を与えた学者の貢献を紹介し論評することで

あり，また1950年以降の新しい動向として，全体論的方法，管理者主義，

学際的方法，国際主義，物流，機能論，環境主義，消費者主義，比較論的

方法，未来主義」を加える必要があったのである15）。

この第3版は15章と付録A～Dからなり，以下のような構成分野に則

して展開されている。

第1章 マーケティングの意味

第2章 マーケティング思想に関連する初期の諸理論

第3章 初期のマーケティング思想

第4章 広 告

第5章 信 用

第6章 セールスマンシップと販売管理
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第7章 小売業

第8章 卸売業

第9章 マーケティング調査

第10章 マーケティング総論

第11章 マーケティング管理

第12章 関連分野からの諸概念

第13章 マーケティング思想の新領域

第14章 マーケティング思想の成熟

第15章 マーケティング学説発展の諸要因

付録A：マーケティング思想の先駆者たち（1900～1947年）

付録B：マーケティング思想の先駆者たち（1950～1987年）

付録C：マーケティング文献解題（1900～1974年）

付録D：マーケティング文献への指導的貢献者分類索引表

3．「付録」A～Dとマーケティング思想の構成分野

一般に，学説史研究においては文献の渉猟数と整序づけが肝要であるが，

それらを如何にするかによって真価が問われる。本書の場合は「付録」

A～Dを検討することによって知ることができる。すなわち付録部分は

「付録A：マーケティング思想の先駆者たち」，「付録B：マーケティング

思想への貢献者たち」（1950～1987年），「付録C：マーケティング文献解

題」（1900～1974年），「付録D：マーケティング文献への指導的貢献者分

類索引表」の4部構成から成り，全体で96ページに及ぶ。そして，この

「付録」部分にこそバーテルズ学説史の特質がある。

まず，バーテルズは，マーケティング思想の先駆者たちに対して書簡文

通形式のアンケート調査を行った。その際に①「いかなる主観的要因や個

人的経験が彼らに創造的な影響を与えたか」，②「それが彼らの著作にいか

に具現化されたか」，③「またそれがマーケティング理論の動向にいかに影
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響を与えたか」を尋ねた16）。その調査結果（返信内容）が「付録A：マー

ケティング思想の先駆者たち（1900～1949年）」（第2版，18名）と「付

録B：マーケティング思想への貢献者たち（1950～1987年）」（第3版で

22名を追加）に集約されている。

次に「付録 C：文献解題（BibliographyofMarketingLiterature）

1900～1974年」では，「この書が最初に出版された時，その文献解題は，

当時のマーケティング文献の体系を成すとみなされていた書物のほぼ完全

な目録をなしていた17）」と述べ，例えば「マーケティング思想の端緒」

（TheBeginningsofMarketingThought）分野における最初の文献と

して

・1936 HAGERTY,JAMESE.・ExperiencesofOurEarlyMarket-

ingTeachers,・JournalofMarketing,Ⅰ,July,1936,p.20.

が挙げられ，その後に14文献が続いて列挙されている。

「広告」（Advertising）分野における最初の文献として

・1903 ScottW.D.,TheTheoryofAdvertising,Boston:Small,

Maynard&Co.,1903．

が挙げられ，その後に236文献が続いて列挙されている。

以下は，同様にしてバーテルズが措定した各構成分野である。〔 〕は最

初の文献出版年であり，（ ）はそれ以降における同分野の文献数を，筆者

が数えて確認したものである18）。

・マーケティング思想の端緒〔1936年～〕（14文献）（以下同様）

・広告〔1903～〕（236）

・信用〔1906～〕（117）

・販売活動とセールスマンシップ〔1904～〕（141）

・販売管理〔1913～〕（90）

・マーケティング調査〔1912～〕（92）
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・小売業〔1911～〕（176）

・卸売業〔1920～〕（46）

・総合的マーケティング／マーケティング総論〔1901～〕（155）

そして，第3版（1987年）では「最近において出版物が大量に増加し

たことから，著者による選択が必要になって来た。収録されたものは，マー

ケティング思想に対して著しい貢献をなしたもの並びにその発展の傾向と

特徴を示すものである。最近の分類は次のものを含んでいる」と述べ，さ

らに以下の9分野を追加している19）。

・マーケティング管理〔1948年～〕（47文献）

・マーケティングの社会的・行動的諸側面〔1955～〕（28）

・マーケティングの数量的諸側面〔1964～〕（12）

・マーケティング・システム〔1923～〕（21）

・環境主義と比較マーケティング〔1963～〕（25）

・国際マーケティング〔1935～〕（13）

・ロジスティクス〔1955～〕（18）

・マーケティングと社会〔1962～〕（17）

・マーケティング理論の概念的発展〔1935～〕（81）

要するに，バーテルズにとっての「マーケティング思想の構成分野」

（1900～1987年）とは，このように分類される全体をいうのである。もち

ろんのこと，各構成分野の研究がいずれも1900年に開始したというわけ

ではなく，たとえば「広告」は最初の文献が1903年であるのに対して，

「マーケティング管理」は1948年であり，「マーケティングの数量的諸側

面」は1964年である，という具合に研究開始時期が分野ごとに異なって

いることがわかる。

「付録D：マーケティング文献への指導的貢献者 分類索引表」は3ペー

ジに満たない紙幅である。そこには分野ごとの指導的貢献者が名前のみ列
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挙されている20）。ちなみに，列挙されている分野別主導的貢献者数は〔 〕

のとおりである。マーケティング思想の端緒〔7名。以下同様〕，広告

〔21〕，信用〔18〕，販売活動〔25〕，小売業〔24〕，卸売業〔8〕，マーケティ

ング調査〔24〕，マーケティング総論〔30〕，マーケティング論文集〔21〕，

マーケティング管理〔17〕，マーケティングの社会的・行動的側面〔16〕，

マーケティングの数量的諸側面〔7〕，マーケティング・システム〔14〕，

環境主義と比較マーケティング〔17〕，国際マーケティング〔12〕，ロジス

ティクス〔12〕，マーケティングと社会〔9〕，マーケティング理論の概念

的発展〔20〕。もっとも，コトラー（PhilipKotler）のように複数の分野

において主導的貢献者として位置づけられている場合もある。

4．「マーケティングの意味と起源」に関するくだり

バーテルズは，同書の第1章～第3章で「マーケティングの意味」，「マー

ケティング思想に関する初期の理論」，そして「初期のマーケティング思

想」について論じている。その中から，とくに重要と思われる個所をここ

で取り上げることにしよう。

「…人類史の年譜には，いずれが他に対していっそう大きい影響をもっ

たかを語ることができないほどに，急速な社会的変化の時期がある。すな

わち，思考の変化や環境の変化についていえることである。1900年以降

は，このような時期であった」21）。「…そして工業化の進んだ諸国では，市

場経済の成立が，社会的・経済的構造にもろもろの変化をもたらした。ア

メリカ合衆国においては，市場経済が発達しただけではなく，ビジネスに

対する新しい態度が国の経済を革命し，徐々に世界に影響を与えた。その

革命的要因は ・マーケティング・という言葉で確認される」22）と述べ，「マー

ケティングの発展は，状況のしからしめるところであった。環境的諸条件

が市場実務に注目を集めた。工業生産は拡大しもろもろの社会的価値が経

済的成功を刺激した。さらに，新しいまた広がりゆく市場が積極性と革新
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に無限の可能性を与えた。同時に人々の市場や実務に対する見方もまた変

化した。注意は，ますます市場に，その諸制度に，その社会的役割に，ま

た市場の活動に従事している人々の実務的改良のために払われた。そのよ

うな環境の中で，マーケティングの初期的概念が形成された。そして，マー

ケティングの近代的実務が始められた」23）という。

ところで，バーテルズは「マーケティングの出現」については特にこだ

わりをもって論じている。すなわち，トレンチの言語理論に関する哲学論

議を引用し，それにヒントを得て次のとおりいう24）。「…人間の言語は思

想の発展に応じて発展してきた。新しい思考は新しい言語に表現を見出す

のである。…すなわち，・マーケティング・という用語は，今世紀初頭ま

では用いられておらず，しかも現在でさえも他の言語には ・マーケティン

グ・に相当するものはないということである。…推測されることは，・マー

ケティング・という用語が示す思考は，常に存在していたものではないと

いうことである。…20世紀初頭における流通実務のただ一片の変化が新

しい名称の使用を急激にもたらしたのではない。否，流通実務の新概念を

生み出す諸々の思考の合流がその結果を生み出し ・マーケティング・とい

う用語を初めて用いるようにしたのである。したがって ・マーケティング・

は，単に実務としてだけでなく概念として 市場実務に関する概念とし

てみなされなければならないのである。…マーケティングは，商取引，あ

るいは販売活動とは異なる何物かを示しているのだけではなく，・マーケ

ティング・という用語の使用を通じて，それは種々の微妙に異なる思考を

示すために用いられてきたからである」25）。そして，「マーケティングによっ

て最初意味されたのは，ある販売活動，あるいは販売促進活動の仕事に先

立ち考慮に入れなければならない諸要素の結合であった」26）。「マーケティ

ングのエッセンスは諸要素の結合であった。この諸要素の結合に対して無

知蒙昧であったことが，他の諸言語において ・マーケティング・に相当す

る用語が欠如している理由である」27）。
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この論議によって明らかにされることは，マーケティング思想において

極めて重要な意味を持つ。すなわち，それは「二人の人間と一匹のガチョ

ウがいれば ・マーケティング・は成り立つのか，それとも歴史的状況の変

化がマーケティングという新たな概念を出現させたのか」（筆者）との問

答に集約されるものである。これに対し，バーテルズは ・マーケティング・

は概念（concept）であり，歴史上のある時期に市場実務と市場取引にお

ける変化の中で生まれることになったと結論づける。そして，その時期を

米国の19世紀末から20世紀初頭にかけての頃とするわけである。

5．「マーケティング研究の萌芽」に関するくだり

バーテルズは，マーケティング研究の萌芽を「経済理論の実際世界との

乖離」に求めている。それは，とくに第2章「マーケティング思想に関連

する初期の諸理論」における「市場」の箇所での説明などに見られる。そ

の要旨を再構成するなら以下のとおりになろう。

「研究が開始し，マーケティングの知識を生み出すにつれて，市場に関

する定説的な諸概念の再検討が必要とされた」28）。マーケティング研究が

20世紀初頭に萌芽しつつあった時，既に経済学は確固たる理論体系をそ

なえる学問として成立していた。したがって，当時マーケティングの分野

に携わる研究者のほとんどは古典派の経済学を学的知識として備える者た

ちであった。つまり，初期のマーケティング研究者は，経済理論によって

想定されるところの市場観なり市場取引における人間および企業行動観な

りを備えていた。ところが，彼らは，市場経済システムの急激な拡張と変

革によって発生して来た市場実務と市場取引をめぐる諸問題 ・マーケ

ティング諸問題・ を分析し，説明し，あるいは解決策を提示するにあ

たり，経済理論とその諸仮設（理論前提）があまりにも実際の市場とかけ

離れていることを悟るようになった29）。

たとえば，経済理論（前提）と実際との乖離とは以下のようなものであっ
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た。「供給はそれ自ら需要を創る」とする販路説は，広告とセールスマン

シップなどの販売促進効果によって，需要が単なる購買力〔供給〕以上の

ものよりなることが証明されるようになって覆された。「費用が価格の主

たる決定要因である」とする投下費用説も，実際には生産過程においてよ

りもむしろ市場において価格形成がなされるようになるにつれて説明力を

失っていった。市場と価格動向について完全な知識を有し経済的合理性に

基づいて行動する「経済人」の仮説は，実際の人々の行動や消費者行動と

かけ離れるようになった。「完全競争」と「市場の自動調和的均衡」（神の

見えざる手）の仮説は，不完全競争，独占，企業集中および企業による市

場支配などの前に再検討を余儀なくされるようになった。「自由放任主義

の哲学」も政府による市場介入や企業規制の政策に取って代わられるよう

になった。生産によって，創出される「形態的効用」のみを経済的効用と

して認め，流通活動は不生産的であるとされてきたが，流通活動の成長と

その重要性が増すにつれて，新たに場所的，時間的所有的効用が加えられ

るようになった…である30）。

マーケティング研究の萌芽に関するこれらの説明は，明快で説得力を持

つものである。もっとも，バーテルズは，その後マーケティング研究がど

のようにして固有の研究領域を形成していくかについて特段の説明をして

いない。

以下は，ロジャー（L.W.Roger）による見解であるが，その後のマー

ケティング研究の動向に関するバーテルズの視角として同定することがで

きよう。「こうして，マーケティング研究は，従来，市場と市場実務を説

明してきた経済理論がマーケティング諸問題の解決には役立たないことを

知って，一から始めねばなかったのである。あるいは，経済学者が一国の

経済全体からスタートし，市場組織についてある仮説を立てたのに対して，

マーケティング研究者は，製品を消費者へ配送し，需要を創造し，動かす

という詳細なプロセスを含む特定のマーケティング問題の実際的解決の研
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究において，個々の企業の問題からスタートしなければならなかったので

ある」31）。

Ⅳ．晩年の著作『社会開発のマーケティング』

1．執筆に至る経緯

バーテルズは晩年になって『社会開発のマーケティング』（Global

DevelopmentandMarketing,1981）を著わす32）。この書は，マーケティ

ング学説史研究に生涯を捧げてきたバーテルズ自身のマーケティングに対

する考え方や思いが綴られており，むしろバーテルズの思想を知るには格

好の書である。逆説的に言うなら，『マーケティング学説の発展』は文献

資料の渉猟・整序が本分であることから，その著の中で自身のマーケティ

ングに対する思いや考え方を正面から展開することができなかったが，こ

の書にはそれらが思いのたけ述べられているのである。

前述のように，バーテルズは1979年に日本学術振興会の協力を得て福

岡大学大学院に来講し，また日本各地の大学，日本商業学会部会，各種企

業などで講演をおこなった。その時の講義と講演をベースとして帰国後に

新著を著わしたのが，この書である。つまり，バーテルズは学説史研究を

成し遂げた後の晩年になってマーケティング慣行と思想の普遍性について

唱導する必要性を感じていたに違いない。そうした背景の中で著わされた

のが，この書である。

2．章立て構成

この書は日本語版の紙幅が117ページ（原書120pp.）である。原書は

Ⅳ部構成で8章から成るが，邦訳書は，その出版に際して第Ⅴ部（「第9

章 21世紀のマーケティング」）が増補された。章立て構成は以下のとお

りである。
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第Ⅰ部

第1章 経済発展とマーケティングの定義

第2章 マーケティング原理は普遍的か

第Ⅱ部

第3章 マーケティング思想の発達における異端

第4章 マーケティングの精神的次元

第Ⅲ部

第5章 高次のマーケティング管理者への移動

第6章 マーケティング管理と物的流通

第7章 東アジア諸国における経済発展の意味

第Ⅳ部

第8章 1980年代のマーケティング

エピローグ

第Ⅴ部

第9章 21世紀のマーケティング（日本語版のみ）

3．概要と意義

経済史家ロストウ（W.W.Rostow）は経済発展についての一般理論書，

『経済成長の諸段階』33）を著わしているが，バーテルズのこの著書はマーケ

ティング研究の分野におけるそれに相当するように思われる。というのは，

バーテルズは，この著書の中でマーケティング技術や慣行を経済発展との

関連において発展段階的に一般性を持つものとして考えているからである。

もっとも，ロストウのそれは，経験的事実や資料にもとづく本格的歴史理

論書であるのに対し，バーテルズのこの書は晩年における講義や講演を下

地にして著わされたエッセイ風の書である。そのように考えると，むしろ

この書はジョアン・ロビンソン『経済学の考え方』34）のそれに近い性格の

ものといった方が適切なのかもしれない。というのは，自身の学問分野の
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思想（知識，理論，歴史）についてすべてを知り尽くした研究者が，晩年

になって思いのたけを著述しているという意味においてである。この意味

から，バーテルズのこの著書は，タイトルをロビンソンのそれに倣って

『マーケティングの考え方』（PhilosophyofMarketing）とした方がよかっ

たのではないかと思われるほどである。

この書を著わすことによってバーテルズが主張したかったのは，「マー

ケティング慣行と思想は，人間社会が成熟段階へ至る過程において普遍的

であり，その発展段階に応じて現れ方が異なる」35）ということである。そ

の際にバーテルズは累進段階説（TheProgressiveStages）という表現

を用いて，すなわち心理学者マズロー（A.H.Maslow）の「欲求5段階

説」に倣って人間社会の発展段階をマーケティング思想の発展にからめて

論じている。「この累進は，下部から上部へ，肉体的なものから知的な物

へ，物理的なものから精神的なものへと進むのである。すなわち，それは

人間としての高度な自己実現を述べており，そして人間としての精神的な，

かつ生来の尊厳さや価値の実現を述べているのである」36）という。すなわ

ち，バーテルズはマーケティングと経済発展との関連を以下のような4つ

の発展段階的においてとらえているのである。�業務活動としてのマーケ

ティング，�経営管理としてのマーケティング，�社会的活動としてのマー

ケティング，�マクロ管理としてのマーケティング，である
37）。

総じて，本書の意義は「監訳者あとがき」にあるとおりである。「バー

テルズ博士によれば，マーケティングは19世紀に生を受け，20世紀に技

術として発展してきたが，いま問われているのは，21世紀に何をなし得

るかということである。もちろん博士は，マーケティングの現状を高次の

発展途上にあるものとみなし，単なる企業経営的範疇を超え，さらに大き

いシステムとして，ついには社会的規範の概念としての存在意義を強調す

るのである。…バーテルズ博士は，21世紀においてマーケティングは技

術として発展したが，しかし社会の最高の期待を満たすものではなかった
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と結論し，さらに21世紀にはそれが果たされ得るかと問いかけるのであ

る。博士の問題は，いまや，マーケティングは財とサービスに対して責任

ある経済的技術であるか，倫理的精神的期待に関連する消費ニーズに対応

するため社会に対して責任ある制度なのか，に帰着するのである」38）。

Ⅴ．主要論文とその概要

バーテルズは，学説史研究をライフワークとする傍ら，マーケティング

研究における論客の一人であった。すなわち，マーケティング研究の在り

方や方法をめぐる論争のたびに論稿を著わしている。それらの中から，本

稿での文脈において重要と思われる論文5編を取り上げ，以下に概要を示

すことにしよう。ちなみに，各論文タイトルのあとに示した矢印「⇒…」

は，当該論文が意義づけられる事柄または方向性を示すものである。

1．「マーケティングは科学たりうるか」⇒科学論争への参画

マーケティング研究者が自らの研究領域が科学であるか否かを明示的に

問うようになったのは，コンヴァース（P.D.Converse）の論文「マーケ

ティング科学の発展 試論的概観」（1945）を嚆矢とする39）。この時期

は第二次大戦で停止していたマーケティング研究の再開の頃であり，オル

ダースン＆コックス（W.Alderson&R.Cox）「マーケティング理論へ向

けて」（1946）が著わされる40）。また，アメリカ・マーケティング協会も

同年にマーケティング理論についての会議を開催する41）。こうして，マー

ケティング学会を挙げてマーケティング理論や科学への志向が展開され，

ここに「科学論争」（第1期「素朴科学志向期」）が開始された42）。

次いで，ヴェイル（R.S.Vaile）「マーケティング理論へ向けて ひ

とつの見解」（1948），ハッチンソン（K.D.Hutchinson）「科学としての

マーケティング ひとつの評価」（1952），スタイントン（R.S.Stainton）
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「マーケティングにおける科学」（1952）などが参画し，ここに「マーケティ

ングは科学か技芸か」が論じられる第2期「科学対技芸論争期」が形成さ

れる43）。

そうした中にあって，バーテルズは「マーケティングは科学たりうるか」

（・CanMarketingbeaScience?・1951）を著わし，ウェブスター大辞典

に「科学」用語の意味を求め，「それらに照らし合わせるならマーケティ

ングは科学であり，学科であり，あるいは技芸であり得よう」と述べ，マー

ケティングは科学とも学科とも技芸ともみなせる，またはいずれの側面も

有しているとした。すなわち，「マーケティングを技芸（art）としてみな

すということは知ることよりも行うことを強調し，…学科（discipline）

としてのマーケティング概念は主題のアカデミックな側面を強調し，…科

学（science）としてのマーケティングは理論，法則，原理，そして概念

といった方法論的付随物をともなうところの流通についての知識体系から

成る」とした44）。科学対技芸論争は，バーテルズによるこの論文での見解

が広まるにつれて終焉していくこととなる。すなわち，「マーケティング

は科学か技芸か」から開始した論議が，「技芸とも学科とも科学ともみな

せる」ということになれば議論はそこで中止してしまう。各論者は自らの

「マーケティング観」や「科学観」が各々に相違していることに気づくこ

とになる。そうして，科学対技芸論争は次の段階「科学条件論争」へと展

開していくわけである45）。

ところで，バーテルズによるかかる視角は「科学」についての古くから

ある3つの定義，すなわち①研究される主題の性格に求めるもの（本質主

義），②用いられる分析方法に求めるもの（方法主義），③導出された知識

の一般化の絶対的資質に求めるもの（約束主義）のうちの，②の方法主義

に依拠するものと思われる。ここに，バーテルズはそれを意識していたか

定かではないが，期せずして科学に対する「方法主義」という視角がマー

ケティング科学論争の中に提示されることになった。この立場は，科学方
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法論議においては全く常識的な視角であり，のちにハント（S.D.Hunt）

によって引き継がれる46）。ところで，科学論争は科学対技芸論争期のあと

「科学条件論争期」，「規範科学論争期」を経て「科学哲学論争期」へと展

開していく47）。

この論文は，単独ではなくオハイオ州立大マーケティング専任教員によ

る共同執筆であるが，筆頭がバーテルズであることからバーテルズ論文の

一つとして挙げることにする。

バーテルズを含むオハイオ州立大学マーケティング科目担当教員スタッ

フ12名は，「マーケティングの考え方に関する声明」（・AStatementof

MarketingPhilosophy,・1965）をJournalofMarketing誌に発表した48）。

彼らはこの声明文を著わす動機について次のとおり言う。「マーケティン

グの考え方にとっての基本は，マーケティングそれ自体の特質（nature）

をどのように考えるかということである。われわれは，マーケティング教

育者として自分たちの見解が目標を前進させるのに十分であるかどうか判

断するためには，マーケティングの特質と目的についてのわれわれの考え

方を再吟味し，明らかにせねばならない」49）と述べ，マーケティング・ス

タッフ間で共有されているマーケティングについての基本的考え方を以下

のとおり整理づけた。

すなわち，マーケティングは①一つのビジネス活動として，②一群の相

互に関連するビジネス活動として，③取引現象として，④思考の枠組みと

して，⑤政策決定における整合的・統合的機能として，⑥企業目的の意味

として，⑦経済的プロセスとして，⑧構造的制度として，⑨製品の交換ま

たは所有権の移転過程として，⑩集中化・均等化・分散化のプロセスとし

て，⑪時間的・場所的・所有的効用の創造として，⑫需要と供給の調整の
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プロセスとして，⑬その他の多数な意味において，など12通りを超えて

多くに解されて（定義づけられて）来ているとした50）。

ところで，この論文の原題は ・AStatement...・であることから，ア

メリカ・マーケティング協会（AMA）に対する「声明（文）」であった

と解される。当時のAMAは「マーケティングとは生産者から消費者へ

製品及びサービスの流れを方向づけるビジネス活動の遂行である」と定義

していた51）。ところが，教育現場では「マーケティング」があまりにも多

様かつ多岐に解され使用されている現状を見かねて，マーケティングを教

える教師としての責任感から，この声明文を著わしたのであろう。加えて，

AMA定義（1960年）が「マーケティングは…ビジネス活動である」と

いう偏った意味に定義づけられているこのことに対する不満が根底にあっ

たと解される。

それが証拠に，彼らはこの声明文の中で自らによるマーケティング定義

を提示している。「マーケティングとは，製品およびサービスの概念化，

プロモーション，交換，そして物流を通じて，経済的財およびサービスに

対する需要構造が，予測または拡大され，満たされるところの，社会にお

けるプロセスである」52）。

この定義において，マーケティングを「…社会におけるプロセスである」

としていることから明らかなように，この定義は当時のAMA定義「…

ビジネス活動である」よりも広義に定められている。すなわち，マーケティ

ングのもつ社会経済的側面を取り入れ，また多種多様なマーケティング解

釈を含む完成度を見せている。ちなみに，AMAは1960年以降，1985年，

2004年，2007年，そして2015年と定義変更・追認を繰り返した末に，やっ

とオハイオ州立大の定義の域に達し得た53）。バーテルズには，先見の明が

あったと解される。
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3．「マーケティングの一般理論」⇒一般理論構築論議への参画

マーケティング学界は「科学論争」のあと，マーケティングの一般理論

構築論議へと展開するが，ここでもバーテルズが登場する。すなわち，60

年代後半から70年代初頭にかけてバーテルズの研究関心はメタ理論，マー

ケティング一般理論の構築へと移行する。すなわち，この時期，バーテル

ズは「マーケティングの一般理論」（・TheGeneralTheoryofMarketing,・

1968）を著わし，また当該論文を含んだ一連の論文を纏めた著書『マーケ

ティング理論』を出版する54）。

バーテルズは，この論文の中で，マーケティング一般理論構築のための

価値基準は以下の公理（axioms）の下に設定されるとした。公理1：理

論はその主題の概念から出てくるもので，その概念と矛盾してはならない。

公理2：理論はその主題の概念および関連する研究諸分野から得られる基

本的諸概念の上に構築される。公理3：基本的諸概念はその可変性を表現

する一連の条件を含んでいる。公理4：依存・非依存の関係にはめ込まれ

た時，一連の条件を持つ諸変数が，説明と予言のための基礎を用意する。

公理5：普遍性を持つ正当な諸関係が理論を構成する。公理6：理論家の

個人的・主観的諸側面から結果する諸理論の多様性は正常である。公理7：

ある研究分野のすべての理論は，いかに多様なものであろうと，分類ある

いは総合化によって暗示的ないし明示的に一般理論の下に包含されうる。

そうして，マーケティングの一般理論は，次の7つの下位理論の結合に

よって構築されるとした。①社会的イニシァチブの理論，②経済（市場）

隔離の理論，③市場の役割・期待・相互作用の理論，④フローとシステム

の理論，⑤行動制約の理論，⑥社会変化とマーケティング発展の理論，⑦

社会的制御のマーケティング理論である55）。

ハントは，バーテルズによるマーケティング一般理論構想に対して「提

示されている理論命題は発見の文脈（contextofdiscovery）においては

示唆に富んでいるが，正当化の文脈（contextofjustification/verifica-
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tion）において理論化に耐えられるような代物ではない」と批判を加え

た56）。確かに，バーテルズは科学論争への参画にあたって「科学」（sci-

ence）の意味をウェブスター大辞典に求めることから開始するなど，い

わゆる科学哲学や科学方法論プロパーな分野での洗礼を受けた形跡がない。

マーケティング一般理論構想を展開するにあたっても同様であろうことが

推測される57）。

もっとも，バーテルズはハントの批判に対して再批判を加えている。

「ハントによる私の理論への批判は，私の理論がハントの価値基準による

テストに適うものではないからである。彼の価値基準によれば，理論とは

①体系的に関連する一連の所説，②法則的帰納，および③経験的にテスト

可能な命題よりなるもの，であった。ハントの主張への反論はピンソン等

によってなされたが，彼らは，ハントの結論は彼自身の価値基準に矛盾す

るものであると信じるものであった」58）。

マーケティング研究は，コトラー（＆レビィ）「マーケティング概念拡

張論」59），「ソーシャルマーケティング論」60），「マーケティングの一般概

念」61），『非営利組織のマーケティング』62）へと論議が展開するに及んで，

いわゆるマーケティング学会挙げての ・境界論争・が展開する。すなわち，

「マーケティング研究はどこまでを範囲に含むか」が論じられるようにな

る。そうした中にあって，バーテルズは「マーケティングにおける自己喪

失危機」を著わして，マーケティング概念拡張の風潮に対して警鐘を鳴ら

した63）。

もっとも，彼は，マーケティング概念の拡張を頭から批判しているわけ

ではない。マーケティング概念の拡張によって期待される成果を認めつつ

も，①マーケティングの起源は経済的な財やサービスの流通に主眼を置く

ことによって開始された，②したがって，仮にマーケティングが経済的領
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域のみならず非経済的領域への応用を含むまでに拡張されるとするなら，

もともと知覚されていたマーケティングは別の名前の下に生まれ変わらな

ければならなくなってしまう，と述べたわけである。しかし，マーケティ

ング学会全体としては，マーケティング概念の拡張に対して賛同の立場を

とる者が多数派になっていった。

そうした議論を受けて，ハント（1975）は「マーケティング研究の特質

と範囲」を著わす。その動機および目的は，「マーケティング研究は科学

というより技芸である」とするハッチンソン（K.D.Hutchinson）の見解

に対して，「マーケティング研究には規範的側面のみならず実証的側面も

あるから科学である」と論証することにあった。かくして，ここにマーケ

ティング研究の全分野は（営利／非営利）×（ミクロ／マクロ）×（実証的／

規範的）の3つの2分法マトリクスを用いることによって8つのセルから

成るものとして整理づけられた64）。

この論文はJournalofMarketing誌1983年秋季号特集号に掲載されて

いる。この号には 12篇の論文が収められ，編者カニングハム（W.H.

Cunningham）＆シェス（J.N.Sheth）によれば，それらは4つのタイ

プに分類されるとされ，バーテルズの論文はハントやアンダーソン（Paul

F.Anderson）の論文と共に「マーケティングの範囲や本質とマーケティ

ングにおける科学についての包括的論議」に区分けされている65）。

すなわち，バーテルズは論文「マーケティング研究はその責務を遂行し

ていないのではないか」を著わす66）。その少し前にバーテルズは，オハイ

オ州立大名誉教授として来日講演し，『社会開発のマーケティング』（1981

年）を著わしている。したがって，この論文に盛られた主張は同書での展

開とほぼ類似している。
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すなわち，バーテルズはこの論文を通じて「マーケティングとは何か，

どうあるべきか。それは企業のプロセスなのか，それとも社会のプロセス

なのか。あるいは，それは利益のためにか，それともサービスのために在

るのか。…それは，市場の要求にのみ対応するものなのか，それとも人類

のニーズを満たすためのものなのか」との問いを投げかける。そうして，

バーテルズは「マーケティング学（themarketingdiscipline）の責務は，

これまで課されて来た限定的意味においてではなく広範囲な意味において

何を成すべきかを考えることである」とし，それを可能にさせるのはマー

ケティング学者（marketingscholars）自身である，と結んでいる67）。

ところで，アメリカ・マーケティング協会は1985年にマーケティング

定義を四半世紀ぶりに変更し，マーケティング（研究）の範囲をビジネス・

営利領域から非ビジネス・非営利領域まで含むものへと拡張する。すなわ

ち，市場取引（企業―消費者間取引）から非市場取引（組織―顧客間取引）

にまで，マーケティングの範囲を拡張する。ここに至って，マーケティン

グ研究は社会における一部の勢力にのみ加担するのではなく社会全体のニー

ズに奉仕する（serve）ものとなった（定義づけられることになった）の

である。

ところで，こうしたマーケティング概念の広義の解釈は，既にコト

ラー＆レヴィ「マーケティング概念の拡張」（1969年）によって唱導され，

またハント「マーケティング研究の特質と範囲」（1976年）によって理論

的裏付けを得ていたが，アメリカ・マーケティング協会定義委員会の理解

を得るまでになっていなかった68）。それが，バーテルズのこの論文によっ

て後押しされ，1985年のAMA新定義に至ったと推測されるのである。

Ⅵ．結 び

これまでの考察と議論をまとめることによって，「結び」に代えよう。
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� バーテルズの代表的著作である『マーケティング学説の発展』はマー

ケティング学説史研究におけるバイブル的存在として位置づけられる。マー

ケティング分野において，後にも先にもこれ以上の学説史研究は現れない

であろう。

� バーテルズは，マーケティング（marketing）を知覚事象（percept）

ではなく概念（concept）として解すべきであるとすることから論を展開

している。すなわち，「二人の人間と一匹のガチョウが居ればマーケティ

ングが成り立つ」のではなく，マーケティングは歴史上のある時期に，あ

る新しい思考（すなわち「販売活動に先立ち考慮に入れなければならない

諸要素の結合という考え方」）を表象する「概念」として登場したとする

わけである。かくして，ここにバーテルズ学説史研究の論理的基盤が得ら

れた。

� そして，バーテルズは，マーケティング研究の萌芽は20世紀初頭

の米国に求められるとする。すなわち，経済システムの爆発的拡張と変革

下にあって「経済理論の諸仮説が実際世界と乖離するようになった」こと

によって，そこにマーケティング研究登場の理論的背景が得られるとした。

もっともバーテルズは「マーケティング研究の方法論基礎」を探求するま

でには至らなかった。

� バーテルズは，一方で論客としてマーケティング研究の動向に対し

て事あるごとに発言（寄稿）して来たが，それらは相当の影響を与えるも

のであった。その一つにオハイオ州立大スタッフとの共同論文「マーケティ

ングの考え方に関する声明」があるが，その際に提示した定義は半世紀後

のAMAマーケティング定義（2007年）に近いものである。これは，学

説史研究を通じてあらゆるマーケティング定義と研究動向に熟知していた

バーテルズの先見の明によるものであろう。その他，マーケティングの自

己証明論議や科学論争においても論文を著わしたが，それらのいずれもが

マーケティング研究の動向に相当の影響を与えた。

―235―



� 学説史研究においては一流であったバーテルズは，メタ理論や科学

方法論議においては曖昧であったと言わざるを得ない。すなわち，1970

年代後半からマーケティング科学方法論議を主導するハントの指摘にある

ように，バーテルズの理論命題は「正当化の文脈」に耐えうるようなもの

ではなかった。本稿において，第三の著書『マーケティング理論』（1970）

を取り上げなかったのは，それが初期における論文を纏めた論文集的性格

のものであったことに加え，メタ理論（理論構築の方法）が曖昧であった

からである。

� 晩年に至るにつれて，バーテルズの主張には「マーケティングの特

質は経済的発展段階に応じて変化するのであり，マーケティングはその期

待に応えねばならない」との信念が貫かれている。すなわち「世界中の至

るところで経済が発展するに伴い，人々はより高い生活水準を期待するよ

うになり，この期待を充たすためにマーケティング・システムを求め，こ

れらの諸要求に応じるためには，マーケティング定義を絶えず再吟味し全

世界に対するマーケティングの貢献の可能性を繰り返し再評価していくこ

とが求められる」といった発言に象徴的である。一方で，論文「マーケティ

ングはその責務を遂行していないのではないか」には，マーケティング研

究の現状が期待される次元にまで到達しえていないことへの苛立ちとさら

なる期待とが入り混じっていると評される。

� 総じて，バーテルズがマーケティング学説史研究において打ち建て

た金字塔は，今後も燦然と輝き続けるであろう。

1） マーケティング史研究会編『マーケティング学説史 アメリカ編 』同

文舘出版，1993年，「はしがき」の（ⅱ）ページ。

2） 日本生産性本部流通研究会（上坂酉三委員長）編『マーケティング 原理

と事例』日本生産性本部，1957年，3ページ。上沼克德「わが国へのマーケティ
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�付記】

本稿を故ロバート・バーテルズ博士と山中豊国教授，そして小原博先生へ捧げ

る。小原先生は，我が国におけるマーケティング史研究の第一者である。それは

研究業績によって明らかであるが，一方で先生は「マーケティング史研究会」

（1988年設立）を立ち上げられた。その創立メンバーであり，また同研究会が軌

道に乗るまでの約10年間にわたって世話人として同研究会の運営と事務処理に尽

力されて来られた。同研究会が，わが国の流通・マーケティング研究において光

を放つ学的存在であるのは先生の貢献に負うところ大である。

（原稿受付 2016年1月19日）
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�論 文〉

小売事業ブランドの生成・発展

ユニクロを素材として

木 下 明 浩

要 約

田村正紀氏の小売フォーマット，矢作敏行氏の小売事業システムの枠組

みをふまえ，日本を代表するユニクロの小売事業ブランド生成・発展を素

材として，事業ミッション，市場戦略，業務システムとその相互関係を歴

史的にたどっている。ユニクロを4つの時期区分にしたがい分析すること

で，第1に，事業ミッションが顧客，製品と価格，立地，店舗，コミュニ

ケーションにかかわる市場戦略を方向づけ，事業ミッションと市場戦略が

商品調達や商品供給という業務システムを変革すること，第2に，小売事

業ブランドの組織的な構築においても小売事業システムの分析枠組みは応

用できること，第3に，小売事業ブランドは，事業ミッション，市場戦略，

業務システムとの相互関係において生成・発展することを示している。

目 次

1． はじめに

2． 小売事業ブランドを捉える視点

3． ユニクロにおける小売事業ブランドの生成・発展

� 「ユニクロ」の形成期：チェーン・オペレーション化

（1984年6月�1994年8月）

� 「ユニクロ」の確立期：全国ブランドへの脱皮（1994年9

月�2001年8月）

� ユニクロ事業国際化への胎動期（2001年9月�2010年8月）



1．はじめに

世界有数のアパレル製造小売業㈱ファーストリテイリングのユニクロ事

業を捉えることで，小売事業ブランドの生成・発展の視点から小売ブラン

ド研究を豊富化することにある。小売事業ブランドの歴史的生成は，事業

ミッション，市場戦略，業務システムそれぞれが進化しながら，関係性を

もち相互作用を及ぼすことを明らかにしてくれる。㈱ファーストリテイリ

ングの主力ブランドであるユニクロは日本を代表する小売事業ブランドで

あり，この研究目的を明らかにするうえで格好の素材を提供してくれる。

小売のブランドに関して，学術文献ではしばしば小売業者の所有する製

品ブランド，すなわち小売製品ブランド（・TheRetailProductBrand・）

が議論されてきた。それは，・PrivateBrand・,・StoreBrand・,・Retail

Brand・・PrivateLabelBrand・などという用語で表現されている（Burt

andDavies（2010），p.865）。

本稿では，小売のブランディングを議論する際，製品レベルの狭い意味

に限定したとらえ方をしない1）。BurtandDavies（2010）は，製品から

ストア，組織視点のブランド概念へと小売ブランディングは進化したと述

べている（p.865）。言い換えれば，小売ブランディングは，製品レベル

のPB,ストア，小売事業，さらに小売の特定事業を越えた小売企業をも

包含する包括的な概念である。WilemanandJary（1997）は，「『小売ブ

ランド』は，店の看板を指すのであり，単にプライベート・ラベル製品を

指すのではない。プライベート・ラベルの浸透は，強力な小売ブランドの
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� ユニクロ事業国際化への成長期（2010年 9月以後

2015年8月）

4．事業ミッション，市場戦略，業務システムとの相互関係

による小売事業ブランドの発展



特性を示すものであるが，普遍的あるいは必然的な特性ではない」と述べ

（p.17），小売ブランドを広くとらえている。

本研究は，「ユニクロ」というカジュアルウエア小売事業のブランディ

ングがいかに進化したか，その際，事業ミッションと市場戦略，業務シス

テムが相互に作用しながら小売事業ブランドを形成してきたのかを分析対

象とする。その意味では，小売ブランド化を「特定の小売事業を全体とし

てブランド化すること」（田村（2001），270頁）という視点にもとづく。

以下，2節では，事業ミッション，市場戦略，業務システムの相互作用

の点から，小売事業のブランディングを位置づける。事業ミッションにつ

いて，Drucker（1973,1974）は端的に「顧客の創造」と捉えている。事

業ミッションが市場戦略および業務システムに方向性を与える。市場戦略

と業務システムについては，田村（2008）と矢作（2011）に依拠して，本

稿の分析視点を整理する。

3節では，日本国内における「ユニクロ」ブランドの成立期（1984年6

月�1994年8月）と発展期（1994年9月�2001年8月），ユニクロ事業国

際化への胎動期（2001年9月�2010年8月）と成長期（2010年9月�2015

年8月）に分けて，「ユニクロ」のブランディングが，事業ミッション，

市場戦略，業務システムの相互関係において進んだことを整理する。4節

では，事業ミッション，市場戦略，業務システムとの相互関係のなかで生

成する小売事業ブランドの歴史について，その研究上の意義を示す。なお

資料は，㈱ファーストリテイリングの公表されている二次資料に依拠する。

2．小売事業ブランドを捉える視点

小売ブランディングについて，PBを越えた広い概念で捉える視点を多

くの研究者が提示している。田村（2001）は，「小売事業ブランド化とは，

特定の小売事業を全体としてブランド化すること」（270頁）とし，「小売
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商のマーケティング・モードでは，その取引対象は小売事業ブランドであ

り，…それは差別化された品揃え，店舗雰囲気，サービスなど，消費者と

その小売事業の出会いの場を構成するすべての要素を含んでいる」（273

頁）とし，小売ブランディングの範囲の広さに言及している。

また，WilemanandJary（1997）は，小売ブランド差別化の基盤（p.

33）について以下の点を示している。①強力で高品質のストア・ブランド

開発への投資，②サプライチェーンとサプライヤーとの関係性への投資，

③マス・マーケティングによるブランド差別化，④顧客の買い物構想を理

解する能力，顧客ロイヤルティを構築する能力など，直接的な顧客との関

係性構築，⑤品揃え，プライシング，製品品質，プロモーション，店内サー

ビスなど，長期的なブランドポジショニングとブランド価値向上，⑥組織

構成員すべてに行き渡った組織文化と幅広い領域の基礎の上に小売ブラン

ドの差別化が実現していることである。

小売ブランドを広く理解する考え方として，顧客が店舗で経験するもの，

小売企業そのものがブランドであるという指摘（Burt,S.andSparks,L.

（2002）），ストアのコーポレート・イメージの中に，ブランドとしてのス

トア，PB（プライベート・ブランド），製造業者ブランドを含めるべきで

あるとする指摘（Martenson（2007），p.552），小売業がますます機能と

してよりもプロセスとして概念的に考察されるようになると，さまざまな

関係性や行動，価値の獲得はどのようなビジネスモデルにとっても重要と

なるという指摘（BurtandDavies（2010），pp.871�872）などを挙げる

ことができる。

Mathews-LefebvreandDubois（2013）は，小売業者ブランドを，製

品ブランドとしてとらえているものの，戦略的な新ブランド創造と既存ブ

ランドの価値創造が製造業者や顧客との協働を通じて組織的な活動として

行われると理解している。小売事業のブランド化は，WilemanandJary

（1997）の小売ブランド差別化の基盤（p.33）に典型的に示されるように，
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供給業者（製造業者）との垂直的な関係，競合と差別化する水平的な関係，

組織のビジョンと文化，顧客との関係を通じてブランドを構築していくプ

ロセスである。

小売事業のブランディングは，顧客にとってはストア・イメージとして

知覚される。AilawadiandKeller（2004）は，先行研究を踏まえてスト

ア・イメージの次元を以下のように整理している。①店舗のロケーション

と店舗までの距離を示すアクセス，②店舗の雰囲気（デザイン・照明・レ

イアウトなどの物理的特徴，音楽や香りといった環境上の特徴，客タイプ

や従業員の接客・親しみやすさなど社会的特徴），③価格とプロモーショ

ン（平均的な価格水準，価格バリエーション，価格設定形態，価格プロモー

ションの頻度と割引率などの価格政策），④店舗内でのさまざまな製品・

サービスの品揃え，⑤カテゴリー内の品揃えである（pp.333�335）。

以上の先行研究を踏まえると，小売ブランドは，単にプライベート・ブ

ランドを意味するのではなく，小売事業を全体としてブランド化すること

を中核的な概念とし，議論の焦点に応じて，コーポレート・ブランド，ス

トアとしてのブランド，PBを内容的に含むものとする。組織能力を市場

ニーズに結びつけるブランディングのプロセス（Mitchell（1999））は，

小売事業にあっては，田村（2008）におけるバック・システムとフロント・

システムとの関係性，矢作（2011）に示される小売事業システムの分析枠

組み（19頁）の土台のもとで進む。小売ブランディングは，小売事業シ

ステムと切り離されては存在しない。本稿は，企業のマーケティング行動

の視点から小売事業ブランドをとらえる。

小売事業システムにかかわる議論として，田村（2008）と矢作（2011）

をふまえる。田村（2008）は，市場の環境変化に適応する小売業態（小売

流通機能ないしサービス内容に示される小売の戦略において共通している

小売事業の集まり，21頁）の進化的側面を捉えるに際して，小売のフォー

マットという概念を提示する。
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「フォーマットとは，業態の分化した種々なかたちのことであり，企業

の戦略行動を反映して」いる，「フォーマットは特定企業の戦略主要要素

を含んで」おり「その企業の競争優位性を決めるカギになる」と田村氏は

とらえている（25頁）。「フォーマットには，フロント・システムとバッ

ク・システムの二つの部分がある」（25�26頁）。「フロント・システムは

顧客との接点で見たそのフォーマットの特徴」であり，具体的には，店舗

ネットワーク（店舗数と店舗規模），小売ミックス（立地，品揃え，価格，

接客サービス，販売促進，店舗の雰囲気など）などのパターンである（26

頁）。「バック・システムはこのフロント・システムを背後で支える業務遂

行の仕組み」（27頁）であり，「その主内容は，SCM（サプライチェーン・

マネジメント）などその企業が利用する業務遂行技術とその企業の組織文

化から構成されている」（27頁）としている。

矢作（2011）では，「販売活動を市場戦略としての業態・出店戦略と店

舗運営システムの2つに分け，他方で仕入れ活動は『商品調達』，物流活

動は『商品供給』と言い換えて，小売事業システム全体の分析枠組みを設

定し」（18頁）ている。そして，「小売事業の組織能力は，活動レベルで

は市場戦略（小売業態・出店戦略）の策定と，店舗運営，商品調達，商品

供給の3つの業務システムで構成され，組織的には組織内と組織間関係の

2つで成り立っている」（20頁）と整理し，「価値の『独自性』と『安定性』

は，この事業システムの安定性から生み出される」（20頁）としている。

さらに，「組織能力を構成する要素単位間には相互関連性がある」とし，

①「市場戦略に対応した業務システムが構築される」点，②「市場戦略と業

務システムの競争戦略上の優先順位は時間経過とともに変わる」点，③

「顧客欲求や業務システムの改善・進化に対応して市場戦略の微調整が行

われる」点，④「店舗運営，商品調達，商品供給という3種の業務システ

ム間にも，新たな相互関連性が形成される」点を指摘している（20�21頁）。

以上の田村（2008）の「フォーマットの基本要素」（26頁），矢作
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（2011）の「小売事業システムの分析枠組み」において小売事業のブラン

ディングはどこに位置づけられるだろうか。田村（2001）は，「小売商の

マーケティング・モードでは，その取引対象は小売事業ブランドであり，…

それは差別化された品揃え，店舗雰囲気，サービスなど，消費者とその小

売事業の出会いの場を構成するすべての要素を含んでいる」（273頁）と

し，小売ブランディングの範囲の広さに言及している。

この田村（2001）の主張を踏まえて，田村（2008）の枠組みに立ち戻れ

ば，小売ブランディングの骨格は，企業戦略に含まれており，具体的な小

売ブランドの要素は，フロント・システムに表現されている。そして小売

ブランドの要素がフロント・システムで成立するには，バック・システム

によって支えられなければならない。矢作（2011）の枠組みにおいても，

小売ブランディングの基本戦略は市場戦略に含まれ，商品の品揃え，陳列，

展開時期などブランドを成立せしめる個別の要素は業務システムである店

舗運営，商品調達，商品供給を通じて最終的に実現される。

本論は，事業ミッションがブランド戦略を含めた市場戦略を方向づけ，

市場戦略が店舗運営・商品調達・商品供給という業務システム（矢作

（2011））に方向性を与える点を，小売事業のブランディングの観点から捉

えていく。同時に，現状の小売業務システムは市場戦略を制約する。小売

事業システムを構成する業務システムの組織能力が市場戦略，ブランド戦

略を制約することも事実である。

しかし，歴史的な動態を捉える際には，市場戦略が業務システムを構築

していくこと，小売ブランド戦略が業務システムの革新を進めていく点を

捉えなければならない。次節以後ではユニクロの歴史を素材として，事業

ミッションと市場戦略，業務システムの個々と関係性に留意しながら分析

していく。
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3．ユニクロにおける小売事業ブランドの生成・発展

㈱ファーストリテイリングのユニクロ事業は，日本において製造小売業

態を先導し，売上・利益規模，海外展開の点でも，日本の小売業のブラン

ディングを検討するうえで代表的な事例と位置づけられる。以下では時期

別に，事業ミッションと市場戦略・小売ブランド戦略，業務システムを簡

潔に整理しながら，相互の関係をとらえていく。

� 「ユニクロ」の形成期：チェーン・オペレーション化（1984年6月�

1994年8月）

ユニクロ事業を展開する㈱ファーストリテイリングの淵源は，1963年5

月，柳井等が個人営業を引継ぎ，資本金600万円にて小郡商事株式会社を

設立し，本店を山口県宇部市に置いたことに発する。1984年6月，ユニ

クロ第1号店を広島市に出店（1991年8月閉店）し，当初は「ユニーク・

クロージング・ウエアハウス」という店名で カジュアルウエア小売業に

進出した。1984年9月に柳井正が社長に就き，1985年6月，山口県下関

市に郊外型店舗第1号店を出店（1991年8月閉店）する。その後，店名

を「ユニクロ」と縮め，アルファベット名は1988年には「UNIQLO」と

した2）。

1991年9月，商号を小郡商事株式会社から，株式会社ファーストリテ

イリングに変更し，需要動向に機敏に対応した小売企業を標榜する。1992

年4月，紳士服店を業態変更し，全店をカジュアルウエア販売店「ユニク

ロ」に統一，1994年4月，ユニクロの直営店舗数が100店舗を越え，1994

年7月，広島証券取引所に株式を上場する。この時期に，セルフサービス

形式，ノンエイジ・ユニセックス，ベーシック・カジュアルウエアの専門

店チェーンとしての基礎を築く3）。
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○事業ミッションの形成

ユニクロの事業ミッションは，ユニセックス・ノンエイジで，ベーシッ

クなカジュアルウエアの提供である。1972年に，後にユニクロ事業を始

めた柳井正が入社し，カジュアルウエアの小売店を始めた。柳井がアメリ

カの大学生協に立ち寄ったとき，カジュアルウエアが接客をしないセルフ

サービス方式で販売されていた。柳井は，10代の子供たち向けに流行に

合った低価格のカジュアルをセルフサービスで提供する事業構想を描く

（以上，柳井（2006）32�36頁）。「『着やすい』とか『ほかの服に合わせや

すい』というベーシックな機能性」と「機能面を重視したファッション専

門店」を基本線とした事業を考える（同39頁）。

1985年6月に郊外型店を出した結果，①「カジュアルは年齢も性別も関

係なく需要がある」こと，②「トレンドものよりベーシックなものに大き

な需要がある」こと，③「商店街の一角にあるビルインなどのテナント店

より，郊外型店のほうが『買おう』という目的を持ったお客様がこられる

ので，買い上げ率が高い」ことの3点を理解した（同41�42頁）。以上よ

り，ユニセックス・ノンエイジ，ベーシックカジュアルという基本方針が

定まる。「カジュアルウエア＝普段着は，いつでも誰でもどこでも自由に

着られる服装。普段着として単品の完成度を上げれば，どんな服装にでも

合わせられる」（同42頁）と，顧客による自由な服の組み合わせを顧客に

とっての価値と定める4）。

○市場戦略―チェーン展開とユニクロ独自商品への取り組み開始

ユニセックス・ノンエイジで，ベーシックなカジュアルウエアの提供と

う事業ミッションは，①郊外型チェーン展開，②製造と販売との統合，③

国際的な視点に基づく事業展開によって実現しようとする。

チェーン展開について，ユニクロは，1990年から1991年にかけて「本

格的にチェーン展開しなければ生き残っていけない」と柳井正は方向を定
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め，そのため「資金を得るための株式公開」に向かっていった（柳井

（2006）54�55頁）。出店戦略は，郊外型店で，「ちょっと欠陥があって値

段が安い場所に出店するケースが多かった」（同69頁）。この時期のユニ

クロは，関東より西中心の郊外型ローカル・チェーンであった（『1994年

8月期有価証券報告書』）。

製造と販売との統合について，ユニクロは独自商品を企画し，製造に関

与し始める。「ユニクロ」ブランドは店舗にとどまらず，製品として訴求

される。品揃えは，1984年1号店開店当初は，「ほとんどがメンズのティー

ンズカジュアル専門店といった品揃え」であったが，やがて，「商品も徐々

にベーシックなもの，幅広い客層向けへシフトしていった」（同41頁）。

しかし，実情は「ディスカウンター＝『安かろう悪かろう』の商品，とい

うイメージ」（柳井（2006）74頁）であった。当時のユニクロがメンズ中

心であることは，『1994年8月期有価証券報告書』の商品部門別売上構成

比にウイメンズ部門がないことでもわかる。

柳井正は香港のアパレル小売業のジョルダーノを参考にするなど，世界

の優れた実践を自社に取り入れた。1986年，柳井は，「小売店の視察をし

に香港へ行き，『ジョルダーノ』のポロシャツが目にとまった。低価格の

割りに品質が高い。…ジョルダーノ創業者のジミー・ライに会いに行った。

…彼からは，『商売には国境がないこと，製造と販売の境がないこと』を

学んだ」（以上，柳井（2006）44頁）。柳井は，優れた小売事業実践を国

際的な視野から学び事業に取り入れていった。さらにユニクロは，アメリ

カのリミッティド，ギャップなどの店舗運営システムを参考にする（『日

本経済新聞』1994年8月16日2面）など，海外のアパレル専門店チェー

ンを参考にし，創業当初からカジュアルウエア事業を国際的な視点でとら

えていた。

価格は，「当時全盛だった岐阜のメーカーものが中心で低価格」であり，

「インポート商品を目玉にしていた」（柳井（2006）41頁）。広告について
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は，「海外ブランド品をディスカウント価格で打ち出し，チラシで訴求す

る」（柳井（2006）45頁）。「ユニクロの成長過程と新聞折り込みチラシは

切っても切れない深いつながりがある。1984年6月に広島市袋町にユニ

クロ第1号店をオープンしたときから，ユニクロの販売促進方法の中心は

チラシだった」（柳井（2009）135�136頁）。

○業務システム―チェーン展開の体制整備

店舗運営について，ユニクロは1988年7月に全店にPOSシステムを

導入し（『有価証券報告書』），1994年8月期までにユニクロの店舗数を

100店舗以上にしていくプロセスにおいて，標準店舗の規模，すなわち売

場面積，売上・在庫規模，人員体制，設備投資額などを決める（柳井

（2006）50頁）。チェーン展開に即した店舗運営システムを作っていく。

商品調達は，当初，「一号店の商品は，当時全盛だった岐阜のメーカー

ものが中心で低価格，これがベースで，インポート商品を目玉にしていた」

（同41頁）。そして「メーカーから仕入れてくる商品は，安いが品質は二

の次だった。商品が売れ始めると，メーカーを経由して海外で作ってもら

うようになった。その段階では，品質管理体制が整っていいないため，ど

うしても粗悪品が含まれてしまう」という状況であった（同42頁）。ユニ

クロは，「店舗数を増やし，バイイングパワーをつけるのと同時に，自主

企画商品をメーカーに製造委託する方式＝『別注』をとる」（同43�44頁）。

1987年には，「『ユニクロ』オリジナル商品を手がけてみようと思い立

つ。社内にはデザイナーもパタンナーもいないので，仕様書は手書きでい

いかげんなもの。これをメーカーへ製造委託する。まだ生産管理をこちら

でできないため，メーカー品に負け，最初につけた価格では売れずに，結

局，値下げ商品が多くなった」（同45頁）。1988年3月には「香港に商品

のバイイング事務所を作り，現地法人を香港の人と合弁で立ち上げ」てい

る（同45頁）。1993年1月，ユニクロは「アパレルの生産管理経験者」
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を雇っている（同46頁）。

商品調達先を売上から見ると，1994年8月期，インポート商品の売上

高構成比率は15.8％となっている（『1994年8月期有価証券報告書』11頁）。

また，『日経流通新聞』1994年8月16日，2面によれば，国内製品仕入れ

は10％，輸入品は10�15％，残りは内外の工場に生産を委託しているオリ

ジナル商品である。自社で「企画した商品をメーカーに製造委託し，その

商品を完全買取し，効率的な店舗運営のもとで販売し，販売結果を再び次

の商品企画に即座にフィードバックする」という体制を模索している（柳

井（2006）57頁）。

業務システムの根幹は，1991年9月に商号を小郡商事株式会社から，

株式会社ファーストリテイリングに変更していることと対応している。

「ユニクロの商品を，いずれ『カジュアルウエアのスタンダード』といえ

るようにしたい。…直訳すると『早い小売』となり，『お客様の要望をす

ばやくキャッチし，それを商品化し，店頭ですぐに販売する』ことを意味

する」（同56頁）という柳井氏の言からも，実需に即応した商品供給シス

テムがユニクロ事業の根幹に当初から位置づけられていた。

○事業ミッション，市場戦略，業務システムとの関連性

ユニセックス・ノンエイジのベーシックなカジュアルウエアの小売業と

いう事業ミッションは，①郊外店のチェーン展開，②独自商品開発を可能

にする製造と販売，③国際的な視野にたった事業展開という市場戦略によっ

て方向性と肉付けが与えられる。そしてこの市場戦略の追求は，それを可

能にする店舗運営システム（POS,標準店舗設計），商品調達・商品供給

システムの整備を促す。逆に言えば，業務システムの能力が市場戦略を具

体的に実践できるかどうか，したがって事業ミッションを実現できるかど

うかの制約要因となる。

この時期は，ようやく西日本中心の直営店が100店舗を超す段階であり，
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「ディスカウンター」というイメージをもたれていることからわかるよう

に，独自商品の評価も高くはなかった。

� 「ユニクロ」の確立期：全国ブランドへの脱皮（1994年9月－2001

年8月）

㈱ファーストリテイリングは，2000年8月期売上高2,289億円，2001

年8月期4,185億円となり（『有価証券報告書』），全国的な小売事業ブラ

ンドに成長した。

○事業ミッション―ユニセックス・ノンエイジの実質化

顧客と商品構成が，メンズ中心から婦人，子供へと広がっていった。

2001年8月期商品部門別売上構成比は，「ウイメンズ」23.8％，「キッズ」

5.7％となる（『2001年8月期有価証券報告書』10頁）。ユニセックス・ノ

ンエイジというユニクロのコンセプトの実質化がこの時期に進む。

柳井は，「ユニクロのカジュアルウエアは年齢や性別はもちろん，人間

を区別してきた国籍や職業や学歴などを含めて，あらゆるものを超える，

みんなの服」ととらえ，この時期を特徴づける「フリースはこのことにもっ

ともふさわしい商材だった」（柳井（2006）192�193頁）と評価している。

○市場戦略―全国チェーンの確立と全商品のユニクロブランド化

第1に，ユニクロは全国チェーン化を進め，郊外型店舗に加えて都心部

にも出店を開始する。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県の売

上高構成比率は，1994年8月期1.4％，2000年8月期32.1％と急伸してい

る。1998年8月期には，北海道にも進出し，43都道府県（47都道府県中）

で販売することとなり，全国チェーン化を進めた（『有価証券報告書』）。

第2に，全商品が「ユニクロ」ブランドとなり，「ユニクロ」は店舗名

のみならず商品名にも浸透する。1995年8月期は，インポート商品売上
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構成比17.6％であったが，1998年，99年，2000年8月期のNB商品部門

売上構成比11.9％，9.2％，0.0％（ごくわずか）となり，メーカー仕入れ

の商品は，2000年頃にはなくなっている5）。ブランド構築にかかわって，

「最初のうちは，現在ほど品質も高くなかった。…ユニクロオリジナルも

ほとんどなかったが，店舗の拡大とともに徐々にふやしていき，全商品を

ユニクロブランドに統一したのは，やはり98年に原宿店を出したころだっ

た。フリースの成功の陰には，低価格高品質のユニクロブランドで全商品

を統一できたという環境の整備もあったと思う」（柳井（2006）76頁）と

柳井は述べている。ユニクロブランドがストアとしてのブランドから製品

レベルのブランドへと深化した。

商品の品揃えについては，商品の絞り込みと重点化を行っている。たと

えば，ユニクロ原宿店の開店時（1998年11月28日），「1階から3階まで

ある店舗の1階のフロア全部をフリースで埋め尽くした」（同113頁）。

「都心では様々な商品をいろんな店で売っている。したがって，商品を完

全に絞り込み，広い地域に宣伝広告する」ことを行った（同192頁）。こ

の時期，「並行輸入品の取り扱い廃止と店頭販売商品のアイテム数の徹底

した絞込みを行ない，400アイテムほどあったものを200アイテム前後に

した」（同125頁）。その結果，1999年秋冬，フリースジャケット，マフ

ラー，手袋で850万枚売り上げ（同125�126頁），「フリースは2000年秋

冬に2600万枚を売」った（同127頁）。商品の絞り込みと全国チェーン展

開が相乗効果を発揮して，従来とは桁違いの単品大量販売が初めて実現し

た。

価格は，前の時期を踏襲して低価格訴求であり，フリースについては，

「良質な商品を1900円という手ごろな価格にした」（同114頁）。

「ユニクロ」ブランドのコミュニケーションとして，この時期において

もチラシは重要販促物であり，郊外型店舗の場合には，自宅でチラシを見

て目的買いをする客が多い（柳井（2009）136頁）。ユニクロの広告に大
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きな影響を与えたのは，「アメリカのワイデン＆ケネディ社のクリエイター，

ジョン・ジェイ氏との出会い」である（柳井（2006）91頁）。1999年「秋

冬のフリースのコマーシャルで，山崎まさよしさんを起用した」（同91頁）

テレビCMは，「的確で実質の伴った情報を伝え」（同94頁）ることによ

り，売上に結びついた。「ジョン・ジェイ氏とともに議論し，伝えた最大

のポイントは，『ユニクロは，あらゆる人が良いカジュアルを着られるよ

うにする新しい日本の企業です』というブランドアイデンティティ」であ

る（同122頁）。

○業務システム―店舗運営の標準化と生産管理体制の整備

店舗運営について，購入後3ヶ月は理由を問わない返品交換，広告商品

の品切れ防止，そしてクリンリネス（清潔・整頓）の徹底した売り場づく

りを広島証券取引所上場直後から始めた（柳井（2006）76頁）。

この時期，情報システムを活用した店舗運営の標準化を進めている。

「本部コンピューターが週に一度，数百点に上る全商品の回転率をチェッ

クし，基準より低い商品は2,900円→1,900円→500円といったふうに各店

のレジへ値下げを指示する」点は店舗運営標準化の好例である（『日本経

済新聞』1997年5月19日13面）。

商品調達（仕入れ）については，生産を委ねる形でのメーカーや商社か

らの仕入れを，直接生産管理を行う調達へと切り替えていった。「・安くて

良い服・を作るためには，企画段階から生産，物流，販売にいたるまで自

社ですべてをコントロールできないといけない。効率よく，無駄を排して，

着る人の立場から価格も品質も満足していただける服を作る」ために，生

産管理体制を整えていく（柳井（2006）95頁）。「自分たちで仕様を決め，

工場まで出向いて生産管理をやらないと，品質は絶対によくならない」

（同75頁）と柳井社長は述べている。

具体的な商品調達については，「商品を自分たちで作るといっても，最
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初のうちは中国などの生産委託工場に行って帰ってくる出張ベースのやり

方だった。しかし，生産管理まで踏み込むにはそんなペースではダメだっ

た。1999年4月には上海，9月には広州に生産管理事務所を作り，担当者

を常駐させた」（同96頁）。「生産技術の指導をする人は，日本の繊維産業

で働いていた年配者」に委ねた（同96�97頁）。

○事業ミッション，市場戦略，業務システムとの関連性

事業ミッションであるユニセックス・ノンエイジが実質化し，多くの人

が同じアイテムを着るようになるには，市場戦略で示された全国チェーン

への展開，低価格高品質のユニクロ製品，商品の絞り込みと重点化，すべ

ての人に到達するコミュニケーションが実現しなければならないが，業績

はこの時期に市場戦略が成果を挙げたことを示している。そして，業務シ

ステムに示された店舗運営の標準化と「企画段階から生産，物流，販売に

いたるまで自社ですべてをコントロール」するしくみ（柳井（2006）75頁）

が，店舗の販売力を支え，全国すべての人への絞り込まれた商品の大量販

売という事業ミッションを可能にする。市場戦略と業務システムが事業ミッ

ションを実現し，小売事業ブランドの構築を促した。同時に，ユニセック

ス・ノンエイジで，ベーシックなカジュアルウエアの提供という事業ミッ

ションが，この時期までの市場戦略と業務システムを方向づけた。

� ユニクロ事業国際化への胎動期（2001年9月�2010年8月）

㈱ファーストリテイリングは，2005年11月，持株会社体制に移行し，

「真のグローバル企業に変わるため，①再ベンチャー化，②グローバル化，

③グループ化を目指し，立地・業態開発，組織開発に加え，M&A（企業

の買収・合併）戦略や本格的な海外展開を推進する」（『2006年8月期有

価証券報告書』11頁）。2006年9月には，新しいシンボルマークと，「服

を変え，常識を変え，世界を変えていく」という企業のステートメントを
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策定する（㈱ファーストリテイリング『アニュアルレポート2006』2�5頁）。

この時期にユニクロ事業の海外展開が始まり，「ユニクロ」ブランドが

グローバルブランドに向けて最初のステップを刻む。グローバルブランド

は，さしあたり暫定的に「アジア・アメリカ・欧州市場において市場導入

されたブランド」と定義しておく6）。

○事業ミッション―海外市場への適用

ユニセックス・ノンエイジで，ベーシックなカジュアルウエアの提供と

いう事業ミッションを国内市場で名実ともに実現したユニクロは，海外の

すべての人々にこの事業ミッションを拡大していく。「日本を代表する大

型のグローバルブランドとしてH＆MやZARAやGAPと伍してやって

いく方向性」（柳井（2009）144頁）を見定め，「MADEFORALL」，す

なわち「国籍，年齢，職業，性別など人を区別するあらゆるものを越えた，

あらゆる人々のための服」として，この時期に合わせて事業ミッションを

展開している（『アニュアルレポート2010』）。

このような事業ミッションに対応して，ユニクロは，前の時期を引き継

いで，2009年「秋冬シーズンにおいて，生産数量を前年の2,000万枚から

4,700万枚へと大幅に増やしたヒートテックの販売が好調だった」ことな

ど大量販売がさらに進んだ（『2010年8月期有価証券報告書』10頁）。

○市場戦略―ユニクロ事業の国際展開

この時期の市場戦略の特質は，第1にユニクロ事業の国際展開である。

それは，2001年9月英国ロンドンに4店舗開店から始まり，2006年11月

には，1,000坪のグローバル旗艦店（「最高水準の商品・売場・サービスを

提供する」店舗『2007年8月期有価証券報告書』11頁）であるユニクロ

ソーホーニューヨーク店，2007年11月にはヨーロッパ初ロンドンのグロー

バル旗艦店を出店し，2009年10月にはユニクロ銀座店を売場面積700坪
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の超大型店として新装オープンしている（『2010年8月期有価証券報告書』

4�5頁）。2010年8月期には，海外ユニクロ事業の売上は727億円，㈱ファー

ストリテイリングに占める構成比を8.9％とした（同12頁）。

第2に，国内の顧客基盤がメンズ中心からウイメンズ中心に変わった。

「お客様の要望にこたえるファッション性のあるベーシック商品を企画・

開発し，ウイメンズ商品及びキッズ商品の充実を」進めていった（『2002

年8月期有価証券報告書』14頁）。ウイメンズ重視はベーシック性を重視

しながらもファッション性にも応えていく商品づくりを意味する。2010

年8月期には，国内ユニクロ商品各カテゴリーの全社売上高に占める割合

は，メンズ30.7％，ウイメンズ35.3％，キッズ・ベビー3.9％，グッズ・

その他3.1％となり，ウイメンズ中心の売上構成となった（『2010年8月

期有価証券報告書』12頁）。

第3に，都心部の大型店出店に代表される立地開発が進展した。「標準

化されたフォーマットの多店舗化から，立地・売場面積・お客様など様々

な条件・状況に合わせた最適な業態への出店へ変革することにより，いつ

でも，どこでも，誰でも買えるユニクロを実現」する（『2005年8月期有

価証券報告書』16頁）と定めた。「大型店への移行は，…今までのユニク

ロの商品で満たされない需要も汲み上げていこう，という狙い」があり，

その中心にウイメンズ商品を置いた（柳井（2009）138頁）。

第4に，店舗内デザインとして，大型店に適したビジュアル・マーチャ

ンダイジングを開発した。2004年10月9日大阪市に出店した500坪レベ

ル（標準店は200坪レベル）の「ユニクロプラス心斎橋筋店」では，「V

MD（ビジュアル・マーチャンダイジング）による商品の見せ方の違いを

鮮明にし，ベーシックに偏り過ぎずファッション要素を入れた商品を投入

し，ウイメンズ商品の比率も増やした」（同131�132頁）。

第5に，低価格戦略を修正したことである。ユニクロは，「2004年9月

27日に新聞の全国紙で『ユニクロは，低価格をやめます。』と宣言」（同
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49頁）する。「品質を上げ，誰もが価値を感じられる服をつくっていこう」

との方針を掲げた（同49頁）。ユニクロは「グローバル化しようとしてい

るので，プライスだけの勝負だと最終的には海外のディスカウントストア

と戦うことになる」（同51頁）とし，「郊外の標準型店舗を全国に展開す

る，『低価格のベーシックカジュアルを売っているユニクロ』から次のス

テージに行く」（同144頁）と定めた。

第6に，商品政策である。ユニクロの商品戦略の基本路線である単品と

しての機能性向上については，2003年10月にカシミヤキャンペーンを始

めて，価格とのバランスで見た素材品質を訴える（同44頁）。2007,2008

年秋冬には東レと提携して開発した素材の「ヒートテック」を訴求する

（同116頁）。また，デザイン面での訴求として，2009年3月，世界的な

ファッションデザイナー，ジル・サンダー氏とユニクロ商品のデザインコ

ンサルティング契約を締結する（『2009年8月期有価証券報告書』5頁）。

ジル・サンダーとの提携により，「高級ブランドの服と合わせても着られ

るような低価格でも洗練された服」の提供を狙った（柳井（2009）188頁）。

第7に，チャネル戦略である。2000年10月，新たな販売チャンネル開

拓と顧客の利便性を高めるため，インターネット通信販売業務を開始する

（『2001年8月期有価証券報告書』4頁）。「ECサイトは，通販事業として

『売り上げる』という意味のほかに，『世界に向けてマーケティングをした

り，情報を発信したり，双方向で情報のやりとりをする』という目的」を

有していた（柳井（2009）191頁）。

第8に，コミュニケーション戦略をネットにも拡張した。チラシやテレ

ビCMなど伝統的な手法に加えて，ネットでの「ユニクロック」が「ポ

ロシャツキャンペーンの一環として2007年6月からユニクロのホームペー

ジに登場した」。「『音楽＊ダンス＊時計』という言語の壁を越えたコミュ

ニケーションを通じて，ユニクロの世界観をグローバルに発信していくこ

とが大きな目的で」であった（以上，同192頁）。
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○業務システム―新製品開発と生産管理体制

この時期の業務システムを特徴づけるのは，①素材メーカーとの協働に

よる素材開発を梃子にした商品力の強化，②生産現場での技術指導・工程

管理体制整備と生産委託工場とのダイレクトな取引である。

第1に，素材開発を梃子にした新商品の展開である。ユニクロは，この

時期にも「単品の完成度向上と大量生産販売を基礎としつつ，商品企画か

ら生産・物流・販売までの仕組みの精緻化を図り，その基盤整備に確実に

取り組むこと」を柱としてきた（柳井（2009）34頁）。ユニクロは，「質・

量ともに世界最高水準の商品開発を目指すとともに，立地，売場面積，お

客様に合わせたユニクロの新たな商品構成を開発」することに注力した

（『2005年8月期有価証券報告書』16頁）。

ユニクロは，素材の機能面の開発を重視する（柳井（2009）115頁，

『2011年8月期有価証券報告書』10頁）。東レとは「2006年6月に戦略的

パートナーシップ構築を発表し，素材の共同開発」を進める（柳井

（2009）115頁）。その1つのヒット素材が「ヒートテック」である。「1999

年くらいから『あったか下着を作ろう。どうせやるなら，今までにない下

着を作ろう！』ということで取り組み始め，少しずつ完成度が上がっていっ

た」。「その結果，4年間で6,450万枚の大ヒット商品となった」（同117頁）。

フリース，ヒートテックなどは，「もともと市場にあった商品（フリース

は登山・アウトドア用の高価な商品。ヒートテックはあったか肌着，いわ

ゆるババシャツ）に改良・改善を加え，お客様の潜在的な需要をキャッチ

し，そこに低価格，豊富なカラー展開，高い機能性といった付加価値をプ

ラスしたものである」（同206頁）。

第2に，生産現場での技術指導・工程管理体制整備と生産委託工場との

ダイレクトな取引に取り組んだ点である。「デザイン研究室の拡充を通じ

て商品企画力のレベルアップを図るほか，素材開発力の強化や生産現場で

の技術指導・工程管理体制の充実を進め，単品商品の完成度を高めること
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に注力」した。「2004年秋冬商戦。新しいメンズライン，アウトラストフ

リース，カシミヤ，プレミアムダウンなどデザイン，素材，技術といった

要素について世界品質を目指した商品群が登場した」（本段落は『2004年

8月期有価証券報告書 業績等の概要』より）。

「最初は苦労の連続だったが，取引してくれる中国の生産委託工場が少

しずつ増え，間に問屋や商社が入らずにダイレクトに商売のサイクルを回

してきた。その分，圧倒的に安く生産できる。自分たちの仕様で発注し，

リスクを全部こちらでとって，生産管理も自分たちでやる。できた商品を

お客様に売って，お客様からの反応を直接工場に伝える。…フリースの爆

発的な売上のおかげで他の商品も軌道に乗り，品質も高まっていった」

（柳井（2009）119頁）。

○事業ミッション，市場戦略，業務システムとの関連性

「国籍，年齢，職業，性別など人を区別するあらゆるものを越えた，あ

らゆる人々のための服」という事業ミッションは，市場戦略面では，①ユ

ニクロ海外事業への注力，②ウイメンズ重視，③都心部大型店出店，④大

型店のためのビジュアル・マーチャンダイジング，⑤低価格製品から高品

質で値頃な商品への転換，⑥機能性とデザイン性の両立，⑦オンライン販

売，⑧ネットでのコミュニケーションという形をとって実践されていく。

「あらゆる人のための服」としての「ユニクロ」ブランドを構築するに

は，大量生産・大量販売体制を実現しなければならない。大量販売できる

ヒット商品開発および生産の体制を，社内外のR&Dチーム，社外の素材

メーカー，工場との協働で構築していった。

� ユニクロ事業国際化への成長期（2010年9月以後2015年8月）

㈱ファーストリテイリングの2015年8月期連結売上収益は1兆6817億

円，国内ユニクロ事業の売上収益7,801億円，国内店舗数 842店，海外ユ
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ニクロ事業6,036億円，798店となる7）。2010年8月期海外ユニクロ事業

の全社売上に占める割合8.9％，国内ユニクロ事業83.3％から，2015年8

月期にはそれぞれ35.9％，46.4％となり，わずか5年で飛躍的に海外ユニ

クロ事業の構成比が高まる（『有価証券報告書』）。

この時期，大量販売がさらに進む。2011年8月期決算では，「ヒートテッ

クの販売数量は8,000万枚（海外ユニクロでの販売数量を含む），夏の機

能性インナー（サラファイン，シルキードライ，スタイルアップインナー）

は3,600万枚と，前期比倍増となって」いる（『2011年8月期有価証券報

告書』10頁）。2012年8月期決算では，「ヒートテックの販売数量は1億

点（海外ユニクロでの販売数量を含む）」となっている（『2012年8月期

有価証券報告書』10頁）。

○事業ミッション―「LifeWear」

ユニクロの事業ミッションは，歴史的な一貫性を有しながら，「新しい

カテゴリーの服」「LifeWear」というコンセプトを提示していく。「・Life

Wear・というコンセプトを掲げ，高品質でファッション性があり，それ

でいてベーシックな普段着として着心地が良く，日常を最も快適に過ごせ

る服をつくりたい」（『アニュアルレポート2013』15頁），「LifeWearと

は，高品質でファッション性があり，着心地が本当に良い服」であり，

「誰もが手の届く手ごろな価格の商品であり，人々の生活を豊かにする究

極の普段着」（『アニュアルレポート2014』11頁）と，ユニクロの掲げる

コンセプトをはっきり表現している。

○市場戦略―海外ユニクロ事業の拡大

『世界No.1アパレル製造小売グループとなる』（『2011年8月期有価証

券報告書』10頁）という目標が公式の文書で表明された。この時期を特

徴づける市場戦略は，第1に，海外ユニクロ事業の拡大である。国内ユニ
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クロ事業の売上が，2010年8月期6,055億円から2015年8月期7,801億

円と1.29倍であるのに対し，海外ユニクロ事業の売上は，同じく727億

円から6,036億円へと8.30倍と大幅に伸張している（『有価証券報告書』）。

すでに出店数で見たようにとりわけアジア市場での伸張が著しい。上述し

たように，この時期にユニクロの海外店舗数が国内店舗数に肉薄する。

第2に，前の期に引き続き，「世界の主要都市にグローバル旗艦店を出

店することで，ユニクロブランドの認知度を高め」ている（『2015年8月

期有価証券報告書』12頁）。2010年10月に日本の心斎橋，2011年9月に

台湾の台北，10月にニューヨーク5番街，11月にソウル，2012年3月に

銀座，2013年4月に香港，2013年9月に上海，2014年10月に大阪と，

グローバル旗艦店を出店している（同6頁）。

第3に，商品のローカル化である。「グローバル化とともにローカル化

も必要」とし，「広く海外に出て行くほど，その国の文化やライフスタイ

ルにフィットする服も開発しなければ」ならない，「それぞれの国やエリ

アで，日常に密着した普段着をどう提供していくかというローカル化は，

ユニクロの大きな課題」である，「米国のユニクロでは米国のカジュアル

ウエア業界で豊かな経験を積んだデザイナー，マーチャンダイザーを経営

陣として迎え，商品のローカル化に着手して」（本段落は，『アニュアルレ

ポート2013』18頁参照）いるとしている。

第4に，「ユニクロに新風を吹き込むため，ニューヨーク近代美術館

（MoMA）や，さまざまなパートナー企業，デザイナーとのコラボレーショ

ンも拡大させて」（『アニュアルレポート2014』13頁）いく。「イネス・ド・

フレサンジュとのコラボレーション」（同13頁）にも取り組んでいる。

この時期，ユニクロ事業の国内展開よりも国際展開に多くの経営資源を

割き，本格的にヨーロッパやアメリカなどを含めた海外市場に注力するた

めに「商品のローカル化」にも着手し始めている。

―265―



○業務システム―「個店経営」

この時期を特徴づけるのは，第1に店舗運営面での「個店経営」の標榜

である。「ユニクロの店舗運営は，転換期を迎えている」とし，「ユニクロ

の成長の原動力となってきた ・チェーンストア経営・から，・スタッフ主

役の個店経営・へと変革を進めて」（『アニュアルレポート2014』17頁）

いる，「2014年春から地域正社員制度を発足させ」（同17頁）たと述べて

いる。

第2に，リアルな店舗とバーチャルなインターネットが融合する新しい

サプライチェーンを目指す動きである（同16頁）。「重要性が増している

のが物流システム」（同16ページ）とするが，今後の進展に委ねられる部

分が大きい。

第3に，素材メーカーとの協働である。「ユニクロの商品開発は，お客

様のニーズに応えるべく，素材メーカーとの開発体制をさらに強化し，秋

冬シーズンには，ヒートテック，ウルトラライトダウンなどを，また春夏

シーズンにはサラファイン，シルキードライ，ブラトップ，スタイルアッ

プインナー，イージーエクササイズインナーといった機能性が高い商品を

開発し」ている（『2011年8月期有価証券報告書』10頁）。

○事業ミッション，市場戦略，業務システムとの関連性

2010年9月から2015年8月にかけて，海外での出店が加速し，海外ユ

ニクロ事業の比重が高まるなかで，世界のすべての人々にファッション性

があり着心地のよい普段着を提供するという事業ミッション（「LifeWear」）

は，各国現地に適合したローカル商品の開発という市場戦略を指向するも

のとなった。業務システムにおける店舗運営は，どの店も同じ標準的なチェー

ンストア経営にすべてを還元するのではなく，地域特性を踏まえた個別店

舗の創意工夫を引き出すものとなり，「・チェーンストア経営・から，・ス

タッフ主役の個店経営・へ」の転換を進めつつある。事業ミッション，市
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場戦略，業務システムは相互に関連しながら，商品，店舗，ネット，チラ

シやTVコマーシャルなどさまざまな顧客接点を用いながら「ユニクロ」

ブランドが発展していく。

4．事業ミッション，市場戦略，業務システムとの相互関係

による小売事業ブランドの発展

本論文は，小売業の組織的なブランド構築の視点から小売事業ブランド

の生成・発展をとらえた。小売事業ブランドの構築活動は，主には市場戦

略において観察される。しかし，ユニクロにおいて観察した限りでは，そ

の市場戦略は大きくは事業ミッションによって方向づけられる。ユニクロ

事業開始当初からの事業ミッション（「いつでも誰でもどこでも自由に着

られる普段着」）が，30年以上にわたるユニクロの歴史の中で，市場戦略，

業務システムの領域で具体化されていった。大きな市場性をもちうる事業

ミッションを掲げたことが「ユニクロ」ブランド発展の基礎にある。

ブランド構築としての市場戦略は，顧客の具体的な設定，商品戦略（製

品，価格，品揃え），立地戦略，店舗戦略（実店舗とネット），コミュニケー

ション戦略の総合的な活動である。ユニクロ事業は，これらの要素を総動

員してブランドの組織的な構築を実践した8）。

事業ミッションと市場戦略は，業務システムの目標を示す。本論文では

詳しく取り扱うことができなかったが，ユニクロ事業が製品設計，素材開

発，製造の仕様，生産管理に関与することで，品質，コスト，数量の点で

目標とする製品を市場に提供することができ，そのことがとりわけ商品面

でのブランド構築を可能にした。このように，「ユニクロ」という小売事

業ブランドは，事業ミッションと市場戦略により，業務システムを変革し

ていくが，同時に，業務システムの能力が，事業ミッションの実践や市場

戦略の遂行を制約する。たとえば，アメリカやヨーロッパで受け入れられ
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るデザイン開発ができなければ，世界のあらゆる人のための服とならない

し，アメリカおよびヨーロッパ市場の開拓を実現できない。

事業ミッション，市場戦略，業務システムは，相互に結びつきながら，

小売事業ブランドを形成していく。歴史的に見ると，「あらゆる人のため

の普段着の提供」というユニクロの事業ミッションは，市場戦略と業務シ

ステムによって時期ごとに特徴をもって具体化していった。顧客は，あら

ゆる年齢層への拡大，男性から女性，キッズへの拡大，郊外から都心部へ

の拡大，地元客から旅行客への拡大，日本からアジア・オセアニア諸地域，

北米地域，ヨーロッパ地域への拡大として具体化していった。以上の点に

鑑みれば，小売事業ブランドは，同じ状態にとどまるものではなく，歴史

的動態として記述されうるものである。

ユニクロの歴史分析を通じて小売事業ブランドの生成・発展を事業ミッ

ション，市場戦略，業務システムの相互関係から捉えることの研究上の意

義は，以下の3点にある。第1に「小売フォーマット」（田村（2008）28

頁），「小売事業システムの分析枠組み」（矢作（2011）19頁）では明示さ

れていなかった事業ミッションを分析の中に位置づけたことである。とり

わけ持続的な小売事業ブランドの発展にとって，普遍性のある事業ミッショ

ンの設定がきわめて重要である。一貫性ある事業ミッションが市場戦略お

よび業務システムの発展を方向づけることが，ユニクロの事例より見出さ

れた。

第2に，「小売フォーマット」ないしは「小売事業システム」の分析枠

組みは，小売事業ブランドの組織的な構築を分析する際にも応用可能であ

ることをユニクロの分析事例は示唆している。小売事業ブランドの構築に

あたっては，事業ミッションと市場戦略を現実化する業務システムの革新

が不可欠であることを，ユニクロの簡潔な事例分析からも示唆されている。

小売事業ブランド構築は，マーケティング・ミックスを越えた背後の調達・

供給システムの革新を伴う。
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第3に，小売事業ブランドの歴史的な生成・発展をたどる際にも，事業

ミッション，市場戦略（顧客，店舗，商品，コミュニケーションなど），

業務システムとの相互関係がどう働きながら次の段階に成長するのかを明

らかにする方法が有効であることがこの事例より示されている。

本論文の不十分な点として，①企業サイドのブランド構築活動が記述さ

れており顧客ベースのブランド構築について十分な考慮がされていないこ

と，②業務システムがどのように小売事業ブランド構築を支えたのかにつ

いての具体的な記述が弱いこと，③小売企業レベルの戦略および小売企業

ブランドが分析の枠外に置かれていることが挙げられるが，これらは別の

機会に譲ることとしたい。

1） 木下（2016）は，製品レベル，ストア・レベル，小売事業レベルの小売ブラ

ンド研究をレビューし，プライベート・ブランドの研究に限定されない総合的

な小売ブランド研究の必要性を提起している。

2） 本段落は，㈱ファーストリテイリング『有価証券報告書』，柳井（2006）5

頁，37�38頁，261頁参照。

3） 本段落は，㈱ファーストリテイリング『有価証券報告書』を参照。

4） 「あらゆる人のための普段着」というユニクロの事業ミッションは，市場細

分化，標的市場の設定が重視されてきたアパレル分野においても，他の産業と

変わりないマス・マーケティングの普遍性を示している。マス・マーケティン

グについては，Tedlow（1990）（近藤監訳（1993））を参照のこと。

5） ㈱ファーストリテイリング『有価証券報告書』。『日経流通新聞』1996年7

月11日24面によれば，1996年頃，「自社製品比率は85％」である。

6） 原田（2010）は，「グローバル・ブランドを『日・米・欧州市場で共通に市

場導入されたブランド』と定義する」（111頁）。21世紀におけるアジア市場の

重要性に鑑みて，3つの主要市場を「アジア・アメリカ・欧州市場」とした。

7）『2015年8月期有価証券報告書』12頁。2015年8月期，日本を除くアジア・

オセアニア地域が中国387店舗，香港25,台湾55,韓国155,シンガポール23,

マレーシア25,タイ23,フィリピン23,インドネシア8,オーストラリア6,米

国市場が42,ヨーロッパ市場である英国9,フランス8,ロシア8,ドイツ1と
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1．はじめに

本論文では，これまでのAMAのマーケティング定義の変遷を振り返

り，学科としてのマーケティングの研究対象の焦点がどこにあり，さらに

学科としての理論的まとまりを目指す場合にマーケティングの一般理論は

どのように構築可能か，という問題が考察される。以下，次節から6節に

おいてAMAの定義改訂の経過が詳述される。その上で，7節において定

義の役割が考察された後，8節ではその考察を基に学科としてのマーケティ

ングの研究対象の焦点が検討され，これまでのAMAの定義をもとにさ

らなる定義の修正案が示される。そして最後に9節において，この定義問

題の先にある，マーケティングの一般理論を目指しての理論化の道筋に関
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�論 文〉

AMAマーケティング定義の変遷と

マーケティング研究の焦点

堀 越 比呂志

要 約

本論文では，まず，これまでのAMAのマーケティング定義の変遷が分

析される。次に，1つの理論体系内での定義の役割とは異なった，様々な

研究の集合としての学科における定義の3つの役割が指摘され，その観点

から修正された定義が新たに示される。さらに，学科における理論的前進

を目指す場合に，マーケティングの一般理論がどのように構築されるべき

かについて私見が述べられる。



する問題に関して，若干の私見が述べられる。

2．AMAにおける定義の変遷

マーケティングの定義は，AMAの前身である全国マーケティング教授

協会（TheNationalAssociationofMarketingTeachers）が公示した

1935年の定義以来，1948年，1985年，2004年，2007年の4度，AMA

において改訂されている。その間，1948年の定義は1960年に再承認され，

2007年の5月に提示された定義委員会の定義提案が同年10月に訂正の上

承認され，2013年に再承認されている。以上の変遷の一覧を示せば，以

下の通りである。

1935年定義

「マーケティング マーケティングは生産から消費にいたる商品とサー

ビスの流れにかかわる企業の諸活動を含む（Marketing－Marketingin-

cludesthosebusinessactivitiesinvolvedintheflow ofgoodsand

servicesfrom productiontoconsumption.）」

1948・1960年定義

「マーケティング 生産者から消費者あるいはユーザーにいたる商品

とサービスの流れを統制する企業の諸活動の遂行（Marketing－Theper-

formanceofbusinessactivitiesthatdirecttheflowofgoodsandserv-

icesfrom producertoconsumeroruser.）」

1985年定義

「マーケティング 個人的そして組織的な目的を満足させる交換を創

造するために，アイデア，商品，そしてサービスの，構想，価格設定，プ
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ロモーション，および流通を，計画し，実行するプロセス（Marketing:

Theprocessofplanningandexecutingtheconception,pricing,pro-

motion,anddistributionofideas,goods,andservicestocreateex-

changesthatsatisfyindividualandorganizationalgoals.）」

2004年定義

「マーケティングは，組織とステークホルダーにとって利益となるよう，

顧客に価値を創造・伝達・提供し，顧客との関係性を管理するための，組

織的な機能であり一連のプロセスである（Marketingisanorganiza-

tionalfunctionandasetofprocessesforcreating,communicating,

anddeliveringvaluetocustomersandformanagingcustomerrela-

tionshipsinwaysthatbenefittheorganizationanditsstakeholders.）」

2007年定義提案

「マーケティングは，顧客，依頼人，マーケター，そして社会全体に対

して価値のある市場提供物を創造，伝達，提供，交換するための一連の制

度やプロセスを通して操作する，組織や個人による活動である（Market-

ingistheactivity,conductedbyorganizationsandindividuals,that

operatesthroughasetofinstitutionsandprocessesforcreating,com-

municating,delivering,andexchangingmarketofferingsthathave

valueforcustomers,clients,marketers,andsocietyatlarge.）」

2007年（AMA確定）・2013年定義

「マーケティングは，顧客，依頼人，パートナー，そして社会全体に対

して価値のある提供物を創造，伝達，提供，交換するための活動，一連の

制度，そしてプロセスである（Marketingistheactivity,setofinstitu-

tions,andprocessesforcreating,communicating,delivering,and
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exchangingofferingsthathavevalueforcustomers,clients,partners,

andsocietyatlarge.）」

以下では，この4度のAMAの改訂の背景とその定義の変化を分析し

ていく。

3．1948年改訂と1960年の再承認

1910年代にShawとWeldの2人によってマーケティング研究の2つ

の方向性が示されたわけであるが，それ以後第二次世界大戦前までは，

Weldのマクロ的研究の方向が主流となる。しかしながら，マクロ的研究

が主流であったとはいえ，Shaw本来の意図であったミクロ的研究の流れ

が消えたわけではない。むしろ企業の目的の合理的達成に必要な諸活動の

個々の分野，例えば広告，信用販売，セールスマン，市場調査といった分

野においては，すでに多数の研究が産み出されていたのであり，これらの

個々の活動あるいは手段の統合的管理という研究動向も着実に存在してい

たのである。そして，マクロ的研究においては，流通現象を生み出す要素

としての行為の抽出として，機能分類研究が進展するとともに，ミクロ的

な管理活動の分類もそこに合流することとなり，「マーケティング機能」

という用語の意味に混乱が生じることとなった。「マーケティング機能」

の定義の際のコメントにおいては，「この用語がこれまで展開してきたこ

とは，多分不幸なことである。この用語のもとに，マーケティング研究者

達は，もっとも異質的で首尾一貫しない一群の諸活動を押し込めようとし

てきた。…『収集』，『分割』，『貯蔵』，『輸送』といった諸機能は，総括的

な一般的経済機能であるのに対し，『原価計算』，『販売』，『購買』，『広告』

は，その特質上，本質的に個別的である」（TheCommitteeonDefini-

tions〔1935〕，p.157）と述べられ，その用語の統一しがたい混乱状況が
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示されている。

このような状況を前にして，AMAの前身である，全国マーケティング

教授協会は，1931年に「定義委員会」を設置し，マーケティング問題を

論じる際の様々な用語の使い方に統一性を持たせるべく組織的努力を開始

したのであり，「マーケティング機能」と同じ混乱状況にあった「マーケ

ティング」の定義を1935年に次のように公表したのである。

「マーケティング マーケティングは生産から消費に至る商品とサー

ビスの流れにかかわる企業の諸活動を含む」（ibid.,p.156）。

この定義においては，マーケティングが企業の諸活動であることが明示

されたという点で，一見ミクロ的意味が前面に押し出されているように見

える。しかし，この定義のコメントを見ると，所有権の移転という法的な

帰結との関連，そして，場所的・時間的・所有的効用の創出といった経済

的な帰結との関連なしに，「事実的あるいは記述的」な立場がとられ，「専

門的経済学者と企業家の双方によって理解される」（p.156）ことがめざ

されているのであり，それ故それらの諸活動の主体である企業がどこまで

入るのか，そしてそれらの諸活動がどのような対象として集計されるのか

については，意識的にあいまいにされたと見なされるべきであろう。すな

わち「諸活動」の主体は，生産から消費に至る流通過程にかかわる様々な

企業，すなわち生産者や中間商人などのすべてが想定可能であり1），さら

にそれら特定の企業である生産者あるいは中間商人のミクロ的目的達成と

の関連で集計されたものとも，また社会経済的流通というマクロ的目的と

の関連で集計されたものとも理解可能である。つまり，この定義では，マー

ケティングがミクロ的な個別経済的現象であるのか，マクロ的社会経済的

現象であるかはあいまいにされたうえで，そのどちらにも解釈可能な諸活

動のみが指摘されたのである。
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この定義を出した定義委員会は，1937年に全国マーケティング教授協

会がアメリカ・マーケティング学会（AmericanMarketingSociety）と

合同し，現在の「アメリカ・マーケティング協会」（AmericanMarketing

Association）となったあとも存続し，1935年の諸定義の普及とともにそ

の改正が推進され，最終報告が1948年のジャーナル・オブ・マーケティ

ング誌上で公開された。その改定された「マーケティング」の定義は次の

通りである。

「マーケティング 生産者から消費者あるいはユーザーにいたる商

品とサービスの流れを統制する企業の諸行為の遂行」（TheDefinitions

Committee〔1948〕，p.209）。

このように，1948年の定義においては，産業財流通が考慮され「ユー

ザー」が付け加えられた上で若干の語句の変更があるものの，コメントと

ともにその内容に大きな変更はなく，ミクロ―マクロの問題は相変わらず

曖昧なままにされているといえる2）。そして，この定義は1960年の再改

訂においても変更されなかった。

以上のように，マーケティングの機能的研究の隆盛から統一的定義の模

索というプロセスにおいて，当初に支配的であったマクロ的研究にかわっ

て，次第にミクロ的研究の重要性が高まるとともに，2つの研究が混在し，

「マーケティング」という語句の下で，2つの研究領域を示すことの矛盾

が表面化してきたことが確認できる。そして，2度にわたる統一的定義の

模索がなされたにもかかわらず，事態は明確には改善されず，戦後のミク

ロ的マーケティング研究の主流化の動向とともに，ミクロ的研究とマクロ

的研究の関連という中心的問題は棚上げにされることとなったのである。

―278―



4．1985年の定義改訂

1969年に，2つの異なった形でのマーケティング概念の拡張の提言が同

時に登場した。1つは，Lazer〔1969〕によるマーケティングの社会的次

元を認めた定義の要求であり，企業の社会的責任という文脈でのマーケティ

ングの再吟味の提言である。もう1つは，KotlerandLevy〔1969〕によ

る市場交換をこえて非企業組織などにおける交換一般にまでマーケティン

グの研究対象を広げるべきだとするマーケティングの概念の拡張の提言で

あった。この2つの提言に関して，多くの論者が参加し，久々に活気をお

びた論争がくり広げられた結果，「�マーケティングは非企業組織を含む

ものまで拡張され，�マーケティングの社会的次元は検討に値するという

二重の命題」（Hunt〔1976〕，p.18）は支持され，学会の動向が確定した。

特に，�のKotlerらの主張に関しては，W.G.Nichels〔1974〕の経験的

調査によれば，74人のマーケティング教授のうち95％はマーケティング

の領域は非企業組織を含めるように拡張されるべきであると感じ，93％は

マーケティングが単に経済的財やサービスだけにかかわるのではないとい

うことに同意し，83％は，最終的帰結が市場取引でない他の活動をマーケ

ティングの領域に含めるべきであると信じている，と報告されており（p.

142），1985年の定義改訂へとつながっていったのである。その定義は以

下の通りである。

「マーケティング 個人的そして組織的な目的を満足させる交換を

創造するために，アイデア，商品，そしてサービスの，構想，価格設

定，プロモーション，および流通を，計画し，実行するプロセス」

（MarketingNews〔1985〕，p.1）。
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この定義においては，マーケティング行為の主体が，企業から個人及び

非営利組織をも含めた組織一般に拡張され，取り扱われる客体において商

品及びサービスに加えてアイデアが付け加えられるとともに，行為の対象

があらゆるステークホルダーにまで拡大されたといえる。そこでは，これ

までのマーケティング論の研究対象であった市場交換に加えて，非営利的

な給付を目的とした非市場交換や，アイデアの交換を主目的とした社会的

交換の2つが新たな研究対象として提唱されたのである3）。

さらに重要な点は，この定義において，単なる行為ではなく相互行為と

しての交換がマーケティングの焦点として明記されたものの，いわゆる4

Pを明記することによってミクロ的なマネジメント行為にマーケティング

の意味が限定されてしまい，以前の定義での社会経済的なマクロ的流通現

象としてマーケティングを解釈させる可能性が後退しているということで

ある。ミクロ的マーケティングとして交換一般にまでマーケティング研究

の対象が拡大されたものの，その交換の連鎖によるマクロ的マーケティン

グ現象を定義から想定することはできない。定義には「プロセス」という

言葉があるものの，これは社会経済的プロセスではなく，あくまで個別企

業の管理プロセスを指しているからである。

5．2004年の定義改訂

2003年の夏の終わりに，AMAのCEOであるD.DunlapとAMAの学

会担当部長を長年務めていたG.Marshallが中心となって，1985年の定

義の改訂が模索され始める。Dunlapによるとその理由は，何人かのメン

バーに定義の刷新を示唆され，90年代の終わりから2000年代の初めにか

けて産業界の思想的リーダー達もマーケティングにおけるドラマティック

な変化に言及していたからだという。たとえば，ShethandParvatiyar

〔2000〕では，「…マーケティングの代替的パラダイム，すなわち，マーケ
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ティング・アクター間の関係性の継続的性質を説明できるパラダイムが必

要とされている」（Keefe〔2004〕，p.17）と主張されていたのである。こ

れらを考慮して，Dunlapは，「既存の定義がマーケティングの今日を反

映していないことは明らかである」（ibid.,p.17）と判断し，この既存の

定義の現代的意味への改訂というプロジェクトに動き出すことになる。具

体的には，AMAの前会長で後に「サービス・ドミナント・ロジック」を

提唱することになるR.Luschが抜擢され，eメールを用いた意見収集や

その調停が推進されていく。Luschによれば，当初1985年の定義のまま

のほうがいいという意見も多数あったが，辛抱強く調停を進めた結果，新

しい定義が2004年の7月に支持されるに至り，8月のAMAの夏季教育

者大会でAMAのボードメンバーの投票によって承認され（ibid.,p.18），

9月のマーケティング・ニュースにおいて一般に公表されたのである。そ

の定義は以下の通りである。

「マーケティングは，組織とステークホルダーにとって利益となるよ

う，顧客に価値を創造・伝達・提供し，顧客との関係性を管理するた

めの，組織的な機能であり一連のプロセスである」（ibid.,p.17）。

この定義の特徴として，第1に，「組織的な機能」という表現で，マー

ケティングをミクロ的なマネジメント活動としてみるという点が1985年

の定義から継承されている点が挙げられる。1985年の定義と同様，「プロ

セス」という言葉も用いられているが，1985年の場合と違ってミクロ的

管理プロセスとは違った社会経済的プロセスとも解釈できるものの，その

点はあいまいである。しかし，中心的メンバーのMarshallが，新たな定

義に関して，「われわれが抱いていることはより戦略的である。今や実際

のところマーケティングとは組織を作動させるものであるといえる」（ibid.,

p.17）と述べていたというマーケティング・ニュースの記事を見ると，
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ミクロ的視点に限定する意向があったように思われる。

第2に，第1の点の裏返しであるが，この定義では，当初表明された様々

な見解が締め出されている。特に，ヨーロッパやオーストラリアで重視さ

れている，マーケティングのマクロ的な集計レベルでの意味が除外されて

いるのである。Luschによれば，これらが排除されたのは，「もしすべて

の種類のマーケティングを定義づけようとするなら，その定義は冗長で混

乱したものになってしまうだろう」という理由からであった（ibid.,p.18）。

第3に，Dunlapらが考慮したShethらの主張が定義に反映されている。

すなわち，「顧客との関係性を管理する」というフレーズの挿入によって，

当時高まりを見せていた関係性マーケティングの動向が定義に明示された

のである。これは，2004年の定義のこれまでの定義と異なる顕著な特徴

を示している。また，定義に盛り込むべきマーケティングの現代的特性と

して，顧客やパートナーとの共同制作といった点を明示することも論議さ

れたが，時期尚早として定義に含められなかったことがLuschによって

証言されている（ibid.,p.18）4）。いずれにしても，定義改訂の中心的人物

である，Dunlap,MarshallそしてLuschにおいて，定義の改訂の目的は，

定義のぎこちなさを修正するというよりも，新たな動向を明示するという

より積極的な点にあったことは明確で，その新たな動向として関係性マー

ケティングの動向が明示されたのだといえる。

第4に，1985年に明示されていた「アイデア，商品，そしてサービス

の構想，価格設定，プロモーション，そして流通」という4Pの明示が削

除され，それに代わって，「価値を創造・伝達・提供」という表現が新た

に導入されている点が挙げられる。

6．2007年の定義改訂

2004年の定義に対してはすぐさま多くの反応が噴出した。それは，主
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として，「マーケティングと社会」として知られるマクロ的領域の研究に

かかわるメンバーからのものだった（Gundlach〔2007〕，p.244）。この

定義に関する議論はその後も継続し，2005年のマーケティングと公共政

策大会，2006年のAMA冬季教育者大会，そして2007年AMA夏季教育

者大会といったAMAの主要な大会での特別セッションが開催されるほ

か，その他多くのシンポジウムが開催され，議論が高まった。これらのセッ

ションに多く参加し議論を展開した主要な論者は，セッションの多くを企

画した G.T.Gundlachを中心に，S.D.Hunt,D.G.Mick,E.S.Moore,

D.J.Ringold,J.N.Sheth,C.J.Schultz,R.S.Sisodia,B.T.Weitz,W.L.

Wilkie,G.M.Zinkhanといったメンバーであった（ibid.,p.244）。そし

て，そこでの論考は全般に2004年の定義に対して肯定的なものではなく，

その定義に到達しそれが公布されたプロセスに関しての質問もなされ，多

くの不満が噴出したのである（WilkieandMoore〔2007〕，p.274）5）。

こうした事態に対応して，2006年後半に公式な定義とAMAの倫理規

定の見直しを行う委員会がM.Lottiの任命で立ち上げられた。そのメン

バーは，D.Lehmannを議長として，AMAの各部門の長である，W.

McCullough,J.Piltier,R.Sweeney,J.Treistman,B.Youngbergの 5

人と，2004年の定義の限界をすでに表明していたS.D.HuntとW.Wilkie

の2人であった（WilkieandMoore〔2007〕，p.274の脚注7）6）。2007年

3月に，委員会はAMAのメンバーが2004年の定義に関してどう思って

いるかを確かめるためにメールでの調査を実施し，それを基に同年5月に

再びメールで次のような新定義の案を提示し，その反応を調査した。

「マーケティングは，顧客，依頼人，マーケター，そして社会全体に

対して価値のある市場提供物を創造，伝達，提供，交換するための一

連の制度やプロセスを通して操作する，組織や個人による活動である」

（WilkieandMoore〔2007〕，p.275,Hunt〔2007〕，p.281）。
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この定義の実質的提案者はHuntであり（WilkieandMoore〔2007〕，

p.275の脚注9），この新定義の根拠を5つ挙げており（Hunt〔2007〕，pp.

281�282），これは委員会が挙げた8つの根拠の基となっている。その8つ

の改訂の根拠とは以下のような主張である（WilkieandMoore〔2007〕，

p.275）。

① 2004年定義の「マーケティングは組織的機能である」というフレー

ズは会社の一部門に関連付け過ぎている感があるので，「組織的機能」

は削除された。

これには，Hunt〔2007〕の「マーケティングは，組織の正式なマー

ケティング部門によってなされるなにかではないという点を強調する

ことは重要である」（p.281）という意見が反映されている。

② それに替わる2007年の定義の「マーケティングは組織や個人によ

る活動である」というフレーズはマーケティングが「活動」であるこ

とを認定し，その主体に「個人」も含め明確化している。

③ 2004年の定義における「一連のプロセス」というフレーズは活動

の主体の範囲を明らかにするうえで不明確であったが，2007年の定

義においては「一連の制度そしてプロセス」というフレーズによって，

製造業者，卸売業者，小売業者，そしてマーケティング調査業者を含

む諸機関の活動そして流通チャネルのような社会的プロセスもマーケ

ティングの一部であることを示そうとしている。

④ 2004年の定義では「交換」が抜けていたのでそれを追加したとい

うこと。そして，「交換」は1985年での中心的構成概念であったとい

う歴史的経緯を踏まえて追加したが，「交換はマーケティングの重要

な部分であり続けるが，中心的焦点ではない」（ibid.,p.275）とされ

ている。

⑤ 2004年の定義では，「価値」という言葉が用いられているが，組織
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は価値を創造するのではなく「価値のある市場提供物」を創造するの

だという点を強調している。

⑥ それゆえ，2007年の定義は何が創造されるのかに関して「価値の

ある市場提供物」に焦点を当てるという点を維持している。

⑦ 価値のある市場提供物を創造する相手は，顧客だけではないし，

「顧客との関係性を管理する」という2004年の定義における表現は，

戦略的な動向がマーケティングの定義の一部になってきているという

ことに対して，「顧客との関係性を管理すること」ばかりを不適切に

強調しすぎている。

⑧ それゆえ，2007年の定義では，「顧客，依頼人，マーケター，そし

て社会全体に対して」という点を明確にした。ここで，「依頼人」で

は，非営利組織の活動においては顧客ではなく依頼人が対応している

点を踏まえ，非営利組織の活動もマーケティングに含まれることが示

唆されており，「マーケター」では，マーケティングを行う主体の目

的も満たされることが示され，さらに「社会全体」では，2004年に

おける「ステークホルダー」の意味するところを表し，社会全体を益

する行為もマーケティングであることが示されている。

以上のような根拠づけとともに提示された新しい定義の提案に対する反

応はおおむね肯定的であり，さらに審議が続けられ修正が施された後に最

終的な定義が承認され，2008年の1月14日にウェブ上で一般に公開され

た。その定義とは以下の通りである。

「マーケティングは，顧客，依頼人，パートナー，そして社会全体に

対して価値のある提供物を創造，伝達，提供，交換するための活動，

一連の制度，そしてプロセスである」（AMA〔2008〕）。
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この定義では，定義委員会が当初提案した定義において，活動を修飾し

ていた「組織や個人による」という節と「…を通して操作する」という関

係節の一部分，原語では「conductedbyorganizationandindividuals,

thatoperatesthrough」という部分が削除され，その後に続く「asetof

institutionsandprosesses」だけが残されて「activity」の後に併記さ

れている。原語では連続した部分の削除であるが，節の途中までを削除し

たことによって，その焦点は変化している。すなわち，定義変更の根拠の

②の活動に焦点を置くという主張が後退し，活動を説明するために登場し

ていた「一連の制度そしてプロセス」それ自体に，「活動」と同等の焦点

があたえられることになったのである。「一連の制度やプロセス」は，活

動を説明する副次的対象ではなく，それ自体が集計レベルの異なったマー

ケティングの焦点であることが明確に認定され，活動が常軌化して一連の

制度となり，社会的プロセスを経てさらに考察されるべき全体的マーケティ

ング現象を生み出すというミクロからマクロへの連鎖が示唆されている。

この点は，活動に焦点をあてて，その結果のマクロ的事象の指摘をあいま

いにしてきた，これまでの定義にはない特徴といえるだろう。

さらに，もう1つの修正点は，「マーケター」が「パートナー」に替わっ

ている点であるが，その意味内容は基本的に⑧で述べられたことと変わり

ないといえるが，売り手は，顧客やパートナーとの共創者であるという意

味合いが付加されていると思われる。

そして，この2007年の定義は2013年の7月に再承認され，今日に至っ

ている。

7．定義の役割

さて，以上，AMAのマーケティングの定義の変遷をたどってきたわけ

であるが，定義の役割とは何であろうか。科学哲学者K.R.Popperの批
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判的合理主義の立場から考えてみよう。

科学的言明の中での定義の取り扱いの違いは，科学方法論上の違いを生

み出す。すなわち，「方法論的唯名論」と「方法論的本質主義」の相違で

ある。

唯名論は，もともと「普遍名辞に対応するものは存在するか」という存

在論的問題に関する中世の「普遍論争」において実在（念）論に対抗する

立場として登場する。「…普遍名辞が固有の名称と異なるのは，それがた

だ一つの単一の事物にではなく，単一の諸事物から成る集合もしくは部類

（class）の諸成員につけた名称であるという点だ，という。…これが唯名

論者の側の説なのだ。これに反対したのが，伝統的に「実念論」（実在論

に同じ）と呼ばれる主張である」（Popper〔1957〕，訳，p.50）。この問題

に関してPopperは唯名論の立場をとる。しかし，「実在論」という用語

は，観念的なものに対応するものは存在しないという「観念論」に対抗す

る立場としても登場する。そして，この点についてPopper〔1976〕は

「ところで，生涯を通じて私は哲学者たちが『外部世界』と呼ぶものの存

在を信じただけでなく，反対の見解をまともに取り上げるに価しないもの

だとみなしてきた。このことは，反対の見解の論点を私みずから検討しな

かったとか，あるいは例えば『中性的一元論』やそれら類似の観念論的主

張を吟味してみなかったということを意味しない。けれども，私は常に実

在論の支持者であった」（訳，pp.22�23）と述べる。それゆえ，この混乱

を防ぐために，Popperは，普遍論争の文脈で登場する「実在論」の反唯

名論的立場を「本質主義」と命名し直すのである。さらに，概念的なもの

が存在するか否かという問題は，存在に関する形而上学的問題であるが，

Popperの主張における強調点は，この形而上学的立場に立った後の科学

的な活動についての主張，すなわち方法論的問題についての主張にあった

といえる。そこでPopperは，この点を強調するために，単に「唯名論」

「本質主義」と言わずに「方法論的」という形容詞をつけて，形而上学的
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問題における主張と区別をしている。

さて，「方法論的唯名論」と「方法論的本質主義」の相違に関して

Popperは次のように言う。「本質主義的解釈は，定義を『標準的に』，つ

まり左辺から右辺へ読むと言えるのに対して，現代科学においては定義が

標準的に使用される時，定義は後から前へ或いは右辺から左辺へ読まれな

ければならないと言うことができる。なぜならば定義は定義子から始まる

のであり，それに対する簡便な貼り札を求めるものだからである」（Popper

〔1945〕，訳，第二部，p.22）。この定義の解釈の相違は，科学の行動にお

いて決定的な違いを見せることになる。すなわち，方法論的本質主義者達

によれば，左辺すなわち，被定義語句を，いかにその本質によって定義す

るかという問題の追究が科学の主たる任務となる。本質論的な定義では，

左右の語句の内包と外延の一致性が問題となるのである。したがって，方

法論的本質主義者達は，科学的問題を「物質とは何か」「力とは何か」と

いった風に定式化しがちである。これに対し，唯名論的定義においては，

新しい語句を導入するための定義であるため，その導入された語句は別に

対応する実在を持つわけではなく，その定義によって始めて内包と外延が

定められるのであるから，適切な定義の追究という問題は登場しえない。

そのかわり，その定義から先の問題の解決へと向うのである。したがって，

方法論的唯名論者にとっての科学的問題は「この1片の物質はどのように

挙動するか」あるいは「その物質片は，他の諸物体が存在するところでは，

どのように運動するのか」といった形で定式化されるのである（Popper

〔1957〕，訳，p.52）。ここにおいては，定義が問題なのではなく，定義を

したあとの他の言明の導出が問題であるといえる。この意味で近代科学に

あっては，唯名論的定義のみが出てくるのである。

ところで，このように定義を唯名論的に解釈するのは，Popperの批判

的合理主義だけではない。Popperの批判した約束主義と呼ばれる一派に

おいてもそうなのである。しかし両者には決定的な違いがある。その違い
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は，実在と理論のかかわり方という「認識の真理性の問題」に対する態度

の取り方において生じてくる。約束主義者にとって，理論はわれわれの任

意な約束であり，「理論的自然科学は，自然の写像ではなく，たんに論理

的構成物にすぎない。この構成を決定するのは，世界の諸特性ではない。

反対に，この構成物が人為的な世界，すなわち，われわれが選んだ自然法

則によって非明示的に定義された諸概念の世界の特性を決定するのである。

科学が語るのは，ただこの〔人為的な概念〕世界についてだけである」

（Popper〔1934〕，訳，p.96）のである。これに対し，批判的合理主義は，

理論はあくまで実在の説明としての機能を持つものと考える。この相違は，

より具体的に，定義の科学における位置づけの違いとして現われる。約束

主義によれば，公理が非明示的定義とみなされており，それ故定義の科学

における役割は甚大である。公理を定義とみなすことにより，その公理系

の適用範囲が規定されるからである。しかし，批判的合理主義は，公理を

非明示的な定義とは考えない。Popperによれば，語句はその公理以外の

別の体系によって明示的に定義されるか，無定義語のままに残されるかの

どちらかである（同邦訳，pp.88�91およびp.102）。そして，このような

科学における定義の位置づけの違いは，その科学において追究される事柄

の相違を生じさせる。すなわち，約束主義においてはトートロジカルな体

系が追究され，それに見あった実在だけが問題にされるのであるが，批判

的合理主義においては，公理は定義ではなく経験的仮説と見なされ，テス

トという形で実在との衝突が試みられるのである。そして，この相違が，

約束主義者を，批判的合理主義者とは決定的に異なった，真理に関して無

関連な立場にさせるのである。

以上から明らかなように，批判的合理主義において，理論体系内におけ

る定義の役割はそれほど重要なものではない。すなわち，「…科学におい

て定義は何ら重要な役割を担わないということである。なぜなら，略記的

記号は，もちろん，常により長い表現すなわち定義子によって置換されう
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るのであり，略記的記号はそれを代表するにすぎないからである」（Popper

〔1945〕，訳，第二部，p.22）。つまり，唯名論的定義においては，「長い物

語を短くする」（同訳，p.22）という役割しかないのである。そして，定

義から先のより重要な問題に立ち向かうためには，定義において「問題状

況が要求する以上に正確を期そうなどと決して試みるべきではない」

（Popper〔1976〕，訳，p.29）のであり，そのような措置は必要に応じて

漸次的になされればよいのである。「マーケティング」という言葉も，研

究者の取り組む問題との関連でその意味内容が決まるのであり，あらゆる

問題を超越した唯一の正確な定義など存在しないのである。

しかし，個々の理論体系内においての定義の役割が以上述べたようなも

のだとしても，様々な問題が追及され，様々な理論，それゆえ様々な研究

対象と様々な方法の集合体として存在している学科全体を統括するAMA

によるマーケティングの定義は，それとは異なった役割を持っているとい

える。すなわち，第1に，蓄積された研究成果を眺めて何がマーケティン

グの学科に含められてきた研究対象なのか，あるいは何がそうではないの

かということを包括的に示し，学科の領域を明らかにするという役割がそ

こにはある。これは，過去の研究との一貫性を示すという点での役割とい

える。第2に，その学科での研究の進展に伴って，新たに出現した研究や

その方向性を適切に組み入れて，新たな研究対象を示すという役割がある。

これは現在の研究状況との一致性を示すという点での役割といえる。そし

て最後に，様々な理論や問題の中の重要性を判断し，研究すべき対象を指

し示し，学科の研究努力の方向付けのリーダーシップをとるという役割が

考えられる。これは未来に向かってのあるべき研究の方向性を示すという

点での役割といえる。

次節では，この3つの役割からこれまでのAMAの定義を吟味し，マー

ケティング研究の過去，現在，そして未来を結び付ける，マーケティング

研究の対象における焦点について考察し，より適切なマーケティングの定
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義を提示してみよう。

8．マーケティング研究の対象における焦点

まず第1に，過去のマーケティング研究との一貫性という点からAMA

のこれまでの定義を考察するならば，AMAが定義を公示しようとした最

初の問題状況は，「マーケティング」という言葉の定義によって，ミクロ

とマクロの研究成果の併存をどう調停するかということであった。1960

年に再承認されその後しばらく変更されなかった1948年に提示された定

義においては，ミクロとマクロの現象を生み出す要素としての様々な企業

の諸活動を示すことによってマクロ的事象も想定できたが，その諸活動の

集合的現象自体を明確に示してはいなかった。1985年の定義では，活動

の目的として「交換」という用語が導入され，ミクロとマクロの結節点が

示されたものの，以前の「諸活動」という表現は後退し，4P活動を「計

画し，実行するプロセス」と限定したため，交換の連鎖によって生じるマ

クロ的事象が想定しにくくなっている7）。また，ここで示された「プロセ

ス」はマクロ的な社会プロセスではないことはすでに指摘した通りである。

2004年の定義では，1985年の定義のパターンを引き継ぎミクロ的な意味

に偏っているが，1985年の定義とは違って「一連のプロセス」を「組織

的な機能」と並置しているため，マクロ的なプロセスを示そうとしている

とも解釈できるが明確に示しているとは言えない8）。2007年の定義委員会

案の定義では，「一連の制度やプロセス」というマクロ的事象を表す用語

が示されたが，それは活動にかかわる副次的な対象として示されていた。

そこでは，それまでのAMAの定義に引き継がれていた，活動に焦点を

あてるという姿勢が引き継がれていたためと考えられる。これに対し，そ

の定義を修正し現在まで引き継がれている2007年の公示された定義では，

活動とともに，「一連の制度，そしてプロセス」というマクロ的事象も併
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記されることとなった。それゆえ，ここに至って，ようやく過去のマーケ

ティング研究におけるミクロ的対象とマクロ的対象が明示されることとなっ

たといえる。

第2に，現在の研究状況との一致性という点からAMAの定義を考察

するならば，1985年と2004年の定義は，まさにそのための定義改訂であっ

たといえる。既述のように，1985年の定義では市場交換から交換一般に

マーケティングの研究対象を広げるという当時の新たな研究動向を，そし

て2004年の定義では関係性マーケティングという当時の新たな研究動向

を，それぞれ定義に織り込むことが試みられている。また，2004年では

「創造，伝達，提供」，2007年では「創造，伝達，提供，交換」という新

たな用語が導入されているが，これは1985年の定義で明示された4Pの

現代的表現として導入されており（Hunt〔2007〕，p.282），意味的に新た

な内容が導入されたとはいえない。こう考えると，2007年の定義改訂は，

現状における新たな動向を定義に織り込むという意図は弱いといえる。

第3に，未来に向けてのあるべき研究の方向性という点からAMAの

定義を考察するならば，第2の視点での考察と同様，その当時の新たな動

向を取り入れた1985年と2004年の定義改訂がこの意図を持っていたとい

える。どちらも，ただ単に目立った動向を取り入れたというだけでなく，

その取り入れた動向がこれからのマーケティング研究における重要な焦点

であるということを示そうとする意図がそこにはあったからである。しか

し，1985年において交換一般にまでマーケティング概念を広げて研究を

推進していくべきだという主張は当時十分にコンセンサスを得ていたのに

対し，2004年において関係性マーケティングが新たな動向であることは

周知されていたにもかかわらず，それがマーケティング研究の焦点として

研究されていくべきであるという点に関しては十分なコンセンサスは得ら

れていなかったし，その点の説明も十分になされていたとは言えない。こ

れは既述のようにすぐさま2004年の定義への不満が噴出した経緯を見て
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も明らかである。それゆえ，公示されるべき定義として，コンセンサスを

得た未来に向かってのあるべき研究動向を示した定義は，1985年の定義

であったといえる。すなわち，市場交換をこえて，社会的交換をも含めて

マーケティング研究の対象として研究していくべきであるという動向は現

在に至るまで学会の動向として定着してきており，2007年の定義改訂で

も論点として挙がったように，「交換」一般がマーケティング研究の対象

の焦点であるという指摘は公示されるべき重要なポイントであるといえる。

ところが，既述のように，2007年の定義では，交換はマーケティング

の中心的焦点ではないと説明されている。しかし，ここには混乱がある。

2007年において追加された「交換」の意味は，1985年の時の「交換」と

は意味が変わっており，むしろ4Pにおける「価格設定」に対応して導入

されている。すなわち，「創造」は「構想」を，「伝達」は「プロモーショ

ン」を，そして「提供」は「流通」を現代的に示しているが，「価格設定」

に対応するものが抜けているのでそれを補足すべく「交換」が並列的に追

記され，そうした意味では「交換」は他の3つと同等の重要性を持つので

「中心的焦点ではない」とされているのである9）。これに対し，1985年の

定義における「交換」は，4Pを行う目的として記述されており，現代的

な表現でいえば，創造，伝達，提供は交換を実現するために行われるので

あり，さらに当時の代表的教科書において，「価格設定」は創造，伝達，

提供の各活動に並置されるのではなく，価値提供活動の一部とされるのが

一般的である（KotlerandKeller〔2006〕，訳，pp.44�46）。つまり，1985

年の定義の意図を受け継ぐとするならば，「交換」は4P的活動の目的と

して位置づけられるべきで，価格設定に対応して導入されるべきではない

のである。

さらに，コンセンサスが取れていなかったため2007年の定義では却下

された関係性マーケティングの動向であるが，「関係」という研究対象は，

個々の活動が活動主体間で相互に作用した結果形成される，個々の活動の
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レベルよりも集計水準の高い次元の現象だといえる。この点を考慮するな

らば，「関係」の形成を研究することは，パターン化したチャネル制度や

流通現象といったマクロ的現象を導く上での突破口となりうるのであり，

過去の研究におけるミクロ的研究とマクロ的研究を架橋する研究対象とし

て明示されるべきであろう。「関係」という新たな研究対象は，未来に向

かって保持されるべき重要な研究動向を示すという第3の役割からも定義

に導入されるべきであったと考える。

以上から，どの定義も3つの役割から考えると一長一短である。これら

の定義を合成し，ミクロとマクロそれぞれの研究対象を示し，その2つの

研究対象の関係を示しうる研究動向をも示す定義を考えるならば，以下の

ようになるかもしれない。

「マーケティングとは，個人的そして組織的な目的を満足させる交換

を創造するために，顧客，依頼人，パートナー，そして社会全体に対

して価値のある提供物を創造，伝達，提供するための活動，関係性，

一連の制度，そしてプロセスである」。

9．マーケティング研究の対象とマーケティングの一般理論

以上のように，マーケティングと呼ばれる学科における研究の過去，現

在，未来をつなぐ研究対象を定義によって包括的に示せたとしても，学科

としてのマーケティングにおいては様々な問題や様々な理論が集合してい

るだけであり，それが理論的に整然と展開されていくとは限らない。同じ

マーケティングという名の下で展開された研究であったとしても，その取

り組む問題は異なり，理論としては異なる場合もありうる。それでは，様々

な理論の集合体である学科としてのマーケティングにおいて，まとまりの

ある理論化はどのように進展していくのであろうか。
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Hunt〔1983〕は，この問題を科学としてのマーケティング研究における

マーケティングの一般理論の構築の可能性という側面から考察した。Hunt

〔1983〕によれば，マーケティングの一般理論（ageneraltheoryofmar-

keting）は，マーケティング研究における基本的被説明項を説明するマー

ケティングにおける一般理論（ageneraltheoryinmarketing）の上位

に位置するものとされる。基本的被説明項とは，①交換の達成に向けられ

た買手の行動，②交換の達成に向けられた売手の行動，③交換の達成およ

び促進に向けられた制度的枠組み，④交換の達成および促進に向けられた

買手の行動・売手の行動・制度的枠組みが社会に対してもたらす帰結，の

4つであり（p.13），これら4つの被説明項を説明する4つのマーケティン

グにおける一般理論の上位に位置するのが，マーケティングの一般理論な

のであり，それは結局交換に関する一般理論ということになる。そして

Huntは，このマーケティングの一般理論を構築する方法として，下位の

4つの理論を構築してからそれを統合していくという方法と，直接マーケ

ティングの一般理論を構築してから下位の4つの理論を演繹していくとい

う方法の2つを提案している（p.14）。

Huntのこの主張の重要性は，2007年の定義改訂に彼の提案が大きく影

響を与えていたがゆえに，この主張が定義に取り入れられているという点

にある。それは，修正された2007年の最終的定義において，「一連の制度

やプロセス」という用語がミクロ的な「活動」と並置して導入された点で

あり，これは，前述の被説明項のマクロ的対象にあたる③と④にそれぞれ

対応していると解釈できる。すなわち，「一連の制度」とは文字通り「交

換の達成および促進に向けられた制度的枠組み」に対応し，「プロセス」

は社会的プロセスとしての「交換の達成および促進に向けられた買手の行

動・売手の行動・制度的枠組みが社会に対してもたらす帰結」に対応して

いるのである。こうして，2007年の定義では，学科としてのマーケティ

ングにおいて研究されるべき研究対象の焦点が明示されたという点で，一
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般理論創出のための下地が作られたといえるだろう。

しかし，一般理論構築という目的に対して，AMAの定義がなしうる役

割はせいぜいここまでであろう。研究対象の焦点が示されたとしても，4

つの被説明項をどのように理論化し，つなぎ合わせていくのかという問題

はまた別の問題であり，ましてやそれを公共的な短い定義の中に明示する

ことは不可能だからである。それでも，現時点でその点を少しでも示すと

したら，ミクロ的研究とマクロ的研究をつなぎ合わせる理論的研究の可能

性は「関係性」の研究にあるという点であろう。それゆえ，前節において

提示した定義のさらなる修正案の中ではこの点を考慮したが，マーケティ

ングの一般理論への道筋を共通の目標としてより明確に示す事は，現在の

研究状況では不可能といえる。

ただし，私見としては，交換一般にまでマーケティングの研究対象が拡

げられてしまった現状において研究が拡散することは必至で，それを食い

止め，マーケティングの一般理論に向かっての理論化の進展を進めていく

ためには，経済的交換と社会的交換がどのように理論的に接合できるか，

といった問題が重要な問題として措定されるべきだと考えている。そして，

マーケティングの概念の拡張論争における少数派であった反対論者，

Carman〔1973〕，Luck〔1974〕そしてBartels〔1974〕といった研究者

の意見に耳を傾け，Shaw以来のマーケティングの研究伝統の中心には経

済的交換があるのであり，社会的交換の研究をするにしても，それはあく

まで市場交換とのつながりでなされるべきだと考えている。すなわち，ま

ず最初に着手されるべき理論的研究は，経済的交換に関する市場の自生的

秩序に関する理論の構築であり，それから社会的交換関係がそれにどのよ

うに影響を与えるのかといった順序で一般化が進められていくべきであろ

う。この点に関しては，今後の研究の中で少しずつ示していきたいと思っ

ている。

―296―



10．おわりに

本論文で明らかにされた点は以下の通りである。

① 1948年のAMAの定義改訂は1935年の定義とほとんど変化はなく，

ミクロ的マーケティング現象とマーケティング現象を引き起こす共通

の要素としての諸活動を示してマクロ的解釈の可能性を示してはいる

が，明確にマクロ的現象を示してはいない。

② 1985年の定義改訂は，マーケティング概念拡張論争の影響を受け

て，マーケティングの研究対象をそれまでの市場交換から非市場交換

や社会的交換まで含めた交換一般までに拡張することが意図されたが，

マクロ的解釈の可能性を排除し，ミクロ的マネジメント活動に焦点を

狭めてしまった。

③ 2004年の定義改訂は，当時登場し高まっていた「関係性マーケティ

ング研究」の動向を定義に組み入れた。さらにマクロ的な対象に関し

ては，1960年までの定義と同様に，活動に焦点をあてており，「一連

のプロセス」という表現でマクロ的研究対象も示唆されていると解釈

できるものの，明示的ではない。

④ 2004年の定義に関しては，マクロ的研究対象を締め出していると

いう指摘を中心に，様々な批判がすぐさま噴出した。この事態を収め

るべく，定義改訂が進められ，S.D.Huntの意見を中心に，マクロ的

な研究対象も明示した定義が2007年に公示された。しかし，2004年

の中心的目的であった，関係性マーケティングの動向は削除された。

⑤ AMAの公示する定義の役割は，種々雑多な研究の集合である学科

としてのマーケティングの過去，現在，そして未来を結び付ける研究

対象の焦点を示す事にある。2007年の定義は，Huntが提示したマー

ケティングの一般理論を目指すうえでの4つの基本的被説明項という
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主張に対応しており，研究対象の焦点を示すという役割を果たすとい

う点で成功している。

⑥ しかし，学科としてのマーケティングにおいてまとまりのある理論

化を進めるという問題は，研究対象の焦点に関する定義の問題とは別

問題である。だが，理論化を進めるという点では，現時点で関係性マー

ケティングの研究動向がその突破口になると思われるし，その点は

2004年の定義の意図を引き継いで定義に示す事は出来たと思われる。

さらに，それ以上にこの問題の今後の展開の公式的見解を示すことは

不可能であろうが，私見としては，経済的交換の理論化を進めた上で，

その次に社会的交換関係がそれにどのように影響を与えるかという順

序で研究が進められていくべきだろうと考える。

1） 近藤〔2007〕でも，Wilkie〔2006〕を引用しつつ，1935年の定義がマクロの

視点を採用しているとするが，「生産者を活動主体と想定している」（p.192）

と指摘する点で間違っている。

2） 上沼〔2014〕は，この1948年及び1960年のAMAの定義を，そこに付与

されたコメントを無視して，「マーケティング概念が備えてきたマクロな次元，

すなわち社会経済的側面についての言及がない」（p.69）と指摘する点で間違っ

ている。

3） この点に関する詳述は，堀越〔2005〕の第3章と第4章を参照のこと。

4） Lusch〔2007〕は，S.L.Vargoとともに2004年に主張したサービス・ドミ

ナント・ロジックに基づいて，顧客との共創という観点の重要性が定義に反映

されるべきだと主張している。

5） 彼らの論考およびその他の論考は，その後Sheth等が編集した本（Sheth

andSisodia（eds.）〔2006〕）やJournalofPublicPolicy&Marketingの2007

年秋季号の特集として公刊されることになった。

6） しかし，2008年1月14日にAMAのホームページでリリースされた記事に

よると，さらにG.K.Zinkhanの名も挙げられている。

7） この点に関しては，Wilkie〔2006〕も同様の指摘をしている（p.243）。

―298―

《注》



8） この点に関しては，Hunt〔2007〕も同様の指摘をしている（p.280）。

9） この考え方にはHuntの主張が反映されている。Hunt〔2007〕は，「『市場

提供物を創造，伝達，提供，交換するため』というフレーズは，マーケティン

グ活動の4つの中心的構成要素の輪郭を描いている」（p.282）と述べ，これ

らの概念が4Pに対応していることを説明している。
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1．序 説

� 流通・取引慣行ガイドラインを考察することの意義

小稿は，2015年3月30日に改正された流通・取引慣行に関する独占禁

止法上の指針（以下，流通・取引慣行ガイドラインまたは当ガイドライン
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�論 文〉

インターネット通信販売の成長下での

流通・取引慣行ガイドラインのあり方

丸 山 正 博

要 約

2015年3月に改正された流通・取引慣行ガイドラインは，メーカーか

ら小売業へのパワーシフトという流通構造の変化を反映しており，メーカー

による垂直的制限の許容，合法的な再販売価格規制の可能性，メーカーに

よる流通段階の価格調査の許容，特定の基準を満たさない商品供給を制限

する選択的流通の許容をその内容としている。しかし本改正はインターネッ

ト通信販売の成長をも勘案したものとはなっていない。その成長は小売業

態間競争を通じて店舗数減少を招き，消費者の近隣地域での買い回りの利

便性を低下させうる。これは当ガイドラインが指摘するフリーライダー問

題の一例に該当しうるが，当ガイドラインではメーカー主導の垂直的制限

行為という視点からのフリーライダー問題の指摘にとどまっている。また

ネット通販ではメーカーと小売を仲介する立場のネットショッピングモー

ルがチャネルリーダー化しつつあるが，その流通取引への関与は指摘され

ていない。



と略す）に関して，近年成長を続けるインターネット通信販売にいかなる

影響を与えうるかを考察するものである。

流通・取引慣行ガイドラインは1991年に設けられたが，この設立の背

景には，日米間貿易の不均衡の是正を目的とする日米構造問題協議の要請

という国外要因と，大手メーカーが主導する専売店制度などの流通慣行が

一因であるとして社会問題化していた内外価格差や国内小売価格の高止ま

りという国内要因とが存在していた1）。そもそも公正取引委員会（以下，

公取委と略す）が公表する流通・取引慣行ガイドラインのような「指針」

は，独占禁止法の運用基準にすぎず，裁判所を拘束しないという点では法

律と比較してその重要性は低い。しかしながら指針は，公取委が独占禁止

法を運用する上で依拠しているので，企業活動上もその内容は重要な基準

となり，実務に与える影響は大きい。その結果，強い法的拘束力は有しな

いものの事実上，裁判所の下す判決にも強い影響を与えてきた2）。

また指針は，独占禁止法の特定の規程に関する解釈基準を明らかにする

タイプのものと，すでに設けられている解釈基準を特定の業界や慣行に対

して当てはめる業界の啓発・知識啓蒙を促すタイプのものとに大きく二分

することができる3）。この点，流通・取引慣行ガイドラインは，生産財・

資本財および消費財の国内流通や代理店制を対象にしているので後者の性

質も有するが，設定当時，独占禁止法2条9項の不公正な取引方法に関し

て具体的な解釈基準を示した指針が存在していなかったため，規範を明確

化した指針という前者の規範定立の性質が強い。

以上のことから指針である流通・取引慣行ガイドラインの内容を議論す

ることの実務上，学問上の意義は高いと考える。

� ガイドライン設定後の国内消費財流通の構造的変化

流通・取引慣行ガイドラインの設定と前後して，国内消費財流通は大き

な変容を遂げた。国内景気の低迷や消費財市場の成熟化にともなうメーカー，
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卸，小売の各段階での競争激化，円高の進展による海外製品の流入や国内

流市場への海外小売業の参入，大規模小売店舗法の改正や運用緩和に伴う

小売店舗の大型化や大手小売企業への売上集中がその例である。こうした

流通市場構造の変化により，大手メーカーの主導で構築された流通系列化

は崩れ，次第に流通フローの川上に位置するメーカーと川下に位置する小

売業との両者の相対的な力関係が変化し，メーカーから小売業へのパワー

シフトが進んだ。こうした変化は人口の減少と少子高齢化の進行による市

場の縮小傾向に連れて一層進んでいる。また，1990年代半ば以降の情報

通信技術の進展で，インターネット通販市場が急成長するとともに，価格

比較やクチコミサイトといった情報仲介サービスの普及や，ブログやソー

シャルメディアなど消費者からの情報発信の増大によって，メーカーから

小売さらに消費者へと川下へのパワーシフトが進んでいる。

一方で公取委は，シェアを高めた大手小売企業がバイイングパワーを利

用して不当な協賛金の負担要請や不当な返品などを行うことに対応すべく，

2005年に「百貨店業における特定の不公正な取引方法」に関する告示を

廃止して，大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正

な取引方法（いわゆる大規模小売業告示）に改めた。またその告示の運用

の透明性を確保し，事業者の予測可能性を高めるため同年，「『大規模小売

業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法』の運用基

準」を策定するとともに，流通・取引慣行ガイドラインの該当箇所を当運

用基準に移すことで削除した。また2010年には「役務の委託取引におけ

る優越的地位の乱用に関する独占禁止法上の指針」の改正，2011年には

「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」の改正に合わせて，流通・取

引慣行ガイドラインも若干の修正がなされた。
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2．2015年3月の主な改正点とその問題点

� ガイドラインの改正と独占禁止法の関係

過去の改正では，大手小売業へのパワーシフトの現状に即した改正がな

されてきたが，小稿で取り上げる2015年3月30日の改正は，さらに現状

認識を進めて，かつてと比較して劣位になりつつあるメーカーの流通過程

への関与を広く許容している。

この背景には，2013年に設けられた規制改革会議が2014年6月13日

に公表した第2次答申での，流通・取引慣行ガイドラインの見直し等の要

求が影響していると考えられる。本答申では，現行の独占禁止法上の再販

売価格維持行為および非価格制限行為に係る規制は，�違法性の判断基準

が曖昧で事業者に萎縮効果を与えていること，�違法性の判断に当たり，

垂直的制限行為による競争促進効果がどのように考慮されているかが不明

なこと，�違法性の判断に当たり，ブランド間競争がどのように考慮され

ているかが不明なこと等から，競争環境の整備を妨げていると指摘してい

る。またこの答申には，政府のデフレ脱却の意図が影響していると考えら

れ，本答申を受けて閣議決定された「規制改革実施計画」が流通・取引慣

行ガイドライン第2部の改正を求めている。

本改正は1991年の当ガイドライン策定前のような，大手メーカーによ

る競争阻害的な流通関与を許容するものではなく，取引関係の実態に即し

た競争関係の促進と事業者の創意を発揮させることで最終的には消費者の

利益を確保するという，独占禁止法の本来の目的を踏襲していると考える。

また独占禁止法は近時の改正では課徴金の強化をはじめ，公正の競争を阻

害するおそれのある行為についての規制を強化しており，当ガイドライン

の改正もこうした競争阻害行為に対する規制強化の方向性と矛盾するもの

ではない。
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� ガイドラインの主な改正点

今回の改正の主なポイントは，以下の4項目の追加である4）。第一に，

メーカーが自社商品を取り扱う卸売業者や小売業者といった流通業者の販

売価格，取扱商品，販売地域，取引先等の制限を行う行為である垂直的制

限行為について，適法か否かを判断する基準を明確化し，当該行為が競争

阻害的に作用する場合だけでなく，競争促進効果を生じる可能性を明記し

た。競争促進効果が生じうる典型例として，�流通業者が，他の流通業者

の販売促進活動によって商品需要が喚起されている場合に自ら販促活動を

行わずに売上だけを得ようとすることで，結果的に販促活動が行われず需

要が喚起されなくなる，いわゆるフリーライダー問題が解消される場合，

�評判の高い小売業者に販売先を限定することで自社の新商品が高品質で

あるとの評判を確保することができる場合，�新商品販売時に小売業者に

必要となる販売設備など特有の投資の回収が可能となる場合，�サービス

の統一性やサービスの質の標準化を図ることで顧客の信頼性を確保できる

場合を示している。また流通業者の取扱商品，販売地域，取引先等の制限

を行う非価格制限行為については，新規参入者や既存の競争者にとって代

替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合や，

当該商品の価格が維持されるおそれがある場合に当たらない限り，通常問

題とならないことを明記した5）。

第二に，再販売価格維持行為が例外的に合法となる「正当な理由（独占

禁止法2条9項4号）」について，�実際に競争促進効果が生じてブラン

ド間競争が促進され，それによって当該商品の需要が増大し，消費者の利

益の増進が図られ，かつ�当該競争促進効果が，再販売価格の拘束以外の

より競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合にお

いて，必要な範囲及び必要な期間に限り認められることを明記した6）。第

三に，メーカーが自社の商品を取り扱う流通業者の実際の販売価格，販売
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先などの調査を行う流通調査について，当該メーカーの示した価格で販売

しない場合に当該流通業者に対して出荷停止等の経済上の不利益を課すな

どの流通業者の販売価格に関する制限を行うものでない限り，通常問題と

ならないことを明記した。

第四に，メーカーが自社商品を取り扱う流通業者に関して一定の基準を

設定し，当該基準を満たす流通業者に限定して商品を取り扱わせようとす

る場合，当該流通業者に対して，自社商品の取り扱いを認めた流通業者以

外の流通業者への転売を禁止する，いわゆる選択的流通について，許容の

基準を定めている。具体的には，商品を取り扱う流通業者に関して設定さ

れる基準が，�当該商品の品質の保持，適切な使用の確保など消費者の利

益の観点からそれなりの合理的な理由に基づくものと認められかつ，�当

該商品の取り扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用さ

れる場合に，メーカーの選択的流通の結果として特定の安売り業者等が基

準を満たさず，当該商品を取り扱うことができなかったとしても，通常問

題とはならないことを明記した。

� ガイドラインの改正と今日の流通実態

こうした流通実態に即したメーカーの流通経路に対する管理を許容した

改正ガイドラインであるが，本来，企業活動が「不公正な取引方法」とし

て独占禁止法違反となる要件の一つが，「公正な競争を阻害するおそれ」

（独占禁止法2条9項6号）があることである7）。企業実務上は，当ガイド

ラインの記述が企業活動の規範を構成するとしても8），その記述が即，合

法・違法の判断基準となるものではない。

したがって，従来の流通・取引慣行ガイドラインでは，メーカーによる

流通業者に対する非価格制限行為が競争阻害性を強調していたことに対し

て，改正後の垂直的制限行為では競争促進性があることも明記したことが

特徴的であるが，それは当該行為の具体例の解釈基準を示したに過ぎない
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と考える。ただし垂直的制限行為がブランド内競争という点では競争制限

的となる傾向があるが，ブランド間競争という点では競争促進的になりう

るという考察には合理性もある。メーカーから小売りに至る一貫したマー

ケティング活動が対象商品のブランド価値を高め，他ブランドとの競争優

位に資するからである。かつての垂直的制限行為がメーカー主導の流通系

列化という形でブランド間競争を促進したとするならば，今日の垂直的制

限行為はたとえば総合スーパーのプライベートブランドや，コンビニエン

スストアのオリジナル商品など，小売主導のメーカーとの商品開発を含む

協働的な継続取引でも行われていることになる。当ガイドラインが指摘す

る垂直的制限行為が，かつてのメーカー間のブランド競争だけでなく，大

手小売間のブランド競争にも活用されていると取引実態を踏まえると，今

回の改正で当該行為を追認することの意義はあると考える。

次に再販売価格の合法性についても米国の2007年連邦最高裁判決でそ

の余地が認められたことや，欧州連合が2010年に公表したガイドライン

でその余地が認められたことと整合的な記述である。しかし，独占禁止法

上は再販売行為の合法性は，公正競争阻害性のないことを要件とするのが

独占禁止法のそもそもの趣旨であるから，今回の改正はその確認をしたに

過ぎないと考えることもできる。当ガイドラインでは改正後も流通分野に

おける公正かつ自由な競争が促進されるためには，メーカー間，流通業者

間それぞれの競争が重要であるとの立場を堅持している9）。再販売価格維

持行為はメーカーにとって乱売を防ぎ収益性を維持するのに強力な手段で

ある。しかし，その実施には，メーカーによる流通業者の系列化や，組織

化が進んでいることや，メーカーから卸，小売業者に至る乱売による価格

不安定化を排除する意思などの高いハードルをクリアする必要があった10）。

さらに流通調査については，かつて同種の調査が大手メーカーの価格拘

束に利用されていたことは歴然とした事実である。しかしこうした調査は，

本来は市場調査活動に過ぎない以上，流通業者の販売価格に関する制限を
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行うものでない限り通常問題とならないことは，いわば当然のことである

と考える。今日は店舗販売でもPOSシステムが広く普及して単品レベル

での販売データの蓄積は一般化しているし，ネット通販では販売データだ

けでなく顧客ごとの購買履歴もデジタル情報で収集・蓄積することが容易

になっている。そして小売業とメーカーとの連携が活発化して，こうした

販売情報がメーカーに開示される例が増えている。消費財市場における商

品のコモディティ化や価格競争は，メーカーから小売や消費者へのパワー

シフトだけが原因なのではなく，メーカーによる商品開発や製品の高機能

化が消費者に価値ある便益として認識されていないことにもある。流通調

査の合法性が当ガイドラインであえて確認されたことは，メーカーが価格

低下の原因を安売り業者の行動に求めるのでなく，自社の価値提供を見直

す手段として流通調査を再認識する機会を得られたという点で意義がある

と考える。

さらに，選択的流通に関しては，現行のガイドラインでも取引先に関す

る制限が独占禁止法になりうる場合として，�メーカーが卸売業者に対し

て，販売先である小売業者を特定し，小売業者が当該卸売業者としか取引

できないようにする，いわゆる帳合取引の義務付けと，�メーカーが流通

業者に対して商品の横流しをしないように指示する，いわゆる仲間取引，

�メーカーが卸売業者に対して安売りを行う小売業者への販売を禁止する

行為が明記されている中で，選択的流通の前記要件を満たせば，安売り業

者への販売禁止が独占禁止法上許容されることを明記したことの意義はあ

ると考える。しかし，こうしたメーカーによる選択的流通が現在の消費財

流通の実態でどの程度実行可能であるかは疑問が残る。任天堂のゲーム機

やアップルのデジタル端末など消費者が価値を認識できる商品については，

これまでもメーカーのみならず流通業者も価格競争に積極的なわけではな

かった。成熟市場で供給過多に陥った製品では大手メーカーであっても，

バイイングパワーを有する小売業の価格競争の攻勢に抗えないのが，家電
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流通など多くの消費財流通の実態である。

3．ネット通販の進展とガイドラインの方向性

� ネット通販市場の現状

インターネットの商用利用がはじまって約20年を経た2014年のネット

通販市場は12兆8千億円で対前年比の成長率が14.6％，店舗販売など他

の取引チャネルも含めた消費者向け販売市場全体に占めるネット通販の占

める割合である電子商取引化率は4.37％と推計されている11）。電子商取引

化率が高い商品分野は以前から，書籍やパソコン，家庭電化製品，航空券

やホテルなどの旅行チケットといった，製品名やカタログ番号，スペック

で商品が確定するもの，価格比較が容易なものが中心であったが，次第に

衣料品や食品，化粧品といった幅広い分野で上昇している。こうしたネッ

ト通販市場拡大の背景には，売主や買主といった取引関与者の利便性や，

情報通信技術の発展が寄与している。前者のうち，買主である消費者につ

いては移動せずに終日商品を購入できる利便性や価格比較などの情報収集

の容易性を指摘することができる12）。また売主である販売事業者について

は実店舗の開設や販売員雇用といった初期投資を減じられることによる参

入障壁の低さや商圏が無制約となることによる顧客獲得の可能性の拡大，

ネットモール運営事業者や価格比較やクチコミサイトなど各種仲介事業者

についてはインターネット上での市場開拓や積極的販促活動を指摘するこ

とができる。後者については，光ファイバ通信などインターネット接続の

高速化やスマートホンに代表される携帯端末の普及を指摘することができ

る。

ネット通販市場はその成長率の高さから現状では成長途上にあると考え

られる13）。そのため，新ビジネスなど新たな販売市場が生まれるとともに，

新規参入をはじめ企業間競争の観点から新たなマーケティング手法や価格
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競争が生じて，消費者の便益が向上してきた。しかし，電子商取引はイン

ターネットという単一市場での販売者間の競争が行われる点，非対面取引

で競争要素が限られ価格競争に行きつきやすいという点で，販売者間の優

勝劣敗が明確化しやすい。またネットショッピングモール市場はすでに寡

占的市場であり14），価格比較サイトやクチコミサイト，ソーシャルメディ

アといった情報仲介サービス市場の多くも同様の寡占的状態に到達しつつ

あると考えられる。こうした状況では，ネット通販は長期的には市場が成

熟化するにつれて，販売事業者についても寡占化が進む可能性がある。そ

して寡占的市場下では，業界内での企業間競争が薄れ，競争排除的になる

おそれがある。

また流通・取引慣行ガイドラインが今回の改正で指摘したフリーライダー

問題も店舗販売業者の販売促進活動をネット通販業者が利用する形で生じ

ている。具体的には，消費者が実店舗での現物の確認や販売員からの情報

収集を行う一方で，商品購入は価格競争の激しいネット通販で行う，いわ

ゆるショールーミング現象である。

ネット通販が普及しても人口密度の高さゆえに小売店舗が生活範囲に存

在することの多い日本では，店舗販売の利用が急減するおそれは低いかも

しれない。しかし一般的に言えば，消費市場が成熟段階に合う日本では，

ネット通販市場が拡大することで店舗販売市場は一定の縮小を余儀なくさ

れることになる。ところが，賃料や人件費といった店舗運営にかかわる固

定比率が高い店舗小売業がこうした費用を短期的に削減することは容易で

はなく，売上の減少は容易に赤字経営への転落を招くことになる。これに

対応するために，店舗閉鎖や統廃合によって固定費の削減を達成するとす

れば，中期的には店舗数の削減によって消費者の買い回りの利便性が下が

ることになる15）。こうしたショールーミング現象を引き起こすネット通販

の市場拡大への対応策として，実店舗を有する小売業の中にはネット通販

も行う，いわゆるオムニチャネル化を進める企業も存在する。
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� ネット通販と独占禁止法

独占禁止法上の問題点という視点からのネット通販の取引実態に関して

は，公正取引委員会（2006）がネットショッピングモールとそこに出店す

る販売事業者間の関係に関する考察を行っている。本報告書は，ネットショッ

ピングモール市場全体の取引流通額の9割以上が楽天，ヤフージャパン，

DeNAという大手三社で占められていること，これら3社の売上高，資

本金，従業員数が出店事業者と比較して大規模であることを指摘している。

そのうえで，運営事業者の販売事業者に対する�ダイレクトメール送付等

の営業活動の制限がみられ，それが運営事業者による拘束条件付取引とし

て独占禁止法違反に該当しうること，�運営事業者の販売事業者に対する

手数料率の一方的変更，�過大なポイント原資の賦課，�運営事業者によ

るカード決済代行業務の利用義務付け，がみられ，それらが運営事業者に

よる優越的地位の濫用等として独占禁止法違反に該当しうることを指摘し

ている。

また販売事業者から得られた回答として，メーカーや卸など仕入れ事業

者が販売事業者に対して，�値引き販売の禁止など再販売価格の拘束をし

ている可能性がみられ，それが再販売価格拘束として独占禁止法違反に該

当しうること，�ネット通販を行うことを禁止したりネット販売を理由に

納入価格を不当に高く設定したりしている可能性がみられ，それが拘束条

件付取引や差別対価の設定として独占禁止法違反に該当しうることを指摘

している。

寡占的市場を構築しているネットショッピングモール運営事業者が，出

店者という点では顧客に当たるものの企業規模や交渉力という点で相対的

に劣位な立場にある販売事業者に対して競争阻害的な圧力をかけるおそれ

は否定できない。また，流通プロセスの川上から川下へのパワーシフトが

進んだ商品分野では，既存の小売チャネルの明示黙示を問わず圧力を受け
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た納入業者が，既存小売業の競合となりうるネット通販事業者への販売を

消極化するおそれも否定できない。ただし公正取引委員会が指摘した前記

のような独占禁止法違反の摘発実績は，2015年12月末現在では存在しな

いようである16）。

� ネット通販市場の成長と流通・取引慣行ガイドライン

今回改正した流通・取引慣行ガイドラインでは，公正な競争を阻害する

おそれがないという独占禁止法の枠内ではあるが，メーカーから小売業へ

のパワーシフトを前提として，メーカーの流通過程への関与が広く認めら

れているように見える。これがネット通販市場の拡大にどのような影響を

与えるかは現段階では明らかではないが，たとえば以下の点が今後問題に

なりうる。

第一に垂直的制限行為に関して，当該行為がブランド間競争を促進する

例として，ネット通販におけるショールーミング現象と関係の深いフリー

ライダー問題が指摘されている。このことから，メーカーがネット通販業

者に対して商品を供給しないことは当ガイドライン上，許容される可能性

がある。しかし成長著しいネット通販市場への商品供給を行わないメーカー

が多数存在するとは考えにくい。自動車や不動産のような商品の受け渡し

や現物確認の必要性が高く，もともとネット通販になじまない商品分野を

除けば，垂直的制限行為を用いてネット通販事業者への供給を行わずに済

ませられるメーカーは少ないと考える。

第二に選択的流通に関して，当該行為が是認される枠内では，価格競争

というブランド内競争に至りやすいネット通販事業者へのメーカーからの

供給が抑制されるおそれがある。しかし，多くの消費財分野にみられる市

場成熟化や消費者ニーズの多様化，製品のコモディティ化という状況を打

開できない限り，ネット通販市場を軽視した流通施策を維持できるメーカー

は極めて少ないと考える。

―314―



ネット通販は商圏の制約がないという点で，メーカー直販を成功させや

すい市場である。しかしネット通販が成長をはじめた1990年代後半には

すでに小売業へのパワーシフトが進んでいたため，メーカーは既存小売業

との競合関係に立つネット通販での直接販売に本格的に踏み出すことがで

きず，結果として新たなネット通販事業者の台頭を許すこととなった。今

回の流通・取引慣行ガイドラインの改正は，メーカーの流通活動への関与

に焦点を当てているが，店舗販売で小売企業がバイイングパワーを背景に

チャネルリーダー化しているのと状況が少し異なり，ネット通販では販売

事業者を束ねるネットショッピングモールがチャネルリーダー化する可能

性がある。この状況が続くと，たとえばネットショッピングモールによる

販売事業者の選別が生じる可能性があるし，卸売やメーカーといった川上

の産業を統合する可能性がある。実際に書籍流通では2014年に出版取次

業界3位の大阪屋に楽天が出資して筆頭株主となった。

4．結語に代えて

従来の流通・取引慣行ガイドラインは，メーカーが強い市場支配力を有

することを前提としていた。しかし小売企業の上位集中化など流通業界の

再編が進んだことでメーカーの相対的な流通支配力が弱まったのであるか

ら，その力関係に即した解釈基準を定めた今回の改正は合理性が高い。そ

してメーカーと流通業者とが単に力関係の強弱で取引関係を続けるだけで

なく，オリジナル商品の開発や在庫量に応じた自動補充，POSデータの

共有など，協働的な取り組みが増加している現状に即した解釈基準を定め

た点も意義を有する。しかし本改正が，政府の意図したようなデフレ脱却

につながるかは疑問である。なぜなら価格競争の激化は，小売業の大規模

化や小売業間の競争が原因だけではなく，メーカーが消費者に適切な価値

の提供をできていないことにもあるからである。
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また，当ガイドラインの改正が，ネット通販の成長に対応したものであ

るとは言い難い。ネット通販市場の拡大は店舗販売市場の縮小を招き，店

舗数の減少により消費者の近隣地域での買い回りの利便性を低下させるお

それがある。これは当ガイドラインが指摘するフリーライダー問題の現れ

であるといえるが，当ガイドラインではメーカー主導の垂直的制限行為と

視点からのフリーライダーネット問題の指摘にとどまっている。あるいは

ネット通販においてはメーカーと小売を仲介する立場のネットショッピン

グモールがチャネルリーダー化しつつあり，その流通取引への関与が公正

な競争の維持にどのような影響を与えるかは現段階では不透明である。

1） 流通分野に関しては，日米構造協議の議論により旧大規模小売店舗法（大規

模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律）の規制緩和もなさ

れた。これらは小原（2006）が指摘する，激しい競争を続けた米国の大手小売

業の海外進出機会を拡大するねらいもあった。

2） 最判平成10年12月18日，民事判例集52巻9号1866頁（いわゆる資生堂

東京販売事件）や同日の最判平成10年12月18日（いわゆる花王化粧品販売

事件凡例時報1664号14頁）が，メーカーによるカウンセリング対面販売の義

務付け妥当性を認めているのがその一例である。

3） 白石忠志（2006）『独占禁止法』380頁，有斐閣。

4） このほか，3つの具体的例示が削除されている。その一つが，流通業者の競

争品の取り扱いに関する制限に関する，新規参入者や既存の競争者にとって代

替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれについての具体的

基準や，流通業者に対する厳格な地域制限に関する，市場における有力なメー

カーとなる具体的基準および，商品の価格が維持される恐れがある場合となる

具体的考慮対象である。このような具体的基準は，企業活動に合法性を推測さ

せるいわゆるセーフハーバールールとして今後の当ガイドライン改正の検討対

象となっている。

5） ただし，再販売価格維持行為は，通常，競争阻害効果が大きく，原則として

公正な競争を阻害するおそれのある行為であるとの立場を堅持している。

6） 小原（2010）87頁が指摘するように，かつての松下電器産業の適正価格，
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適正利潤を目指す正価販売運動は，違法な価格拘束であるヤミ再販として

1967年に公取委の排除勧告を受け，ダイエーとの相克を招いたという点で，

価格安定と適正利潤の確保が流通過程における重要事項であることを認識させ

る。

7） 白石（2006）131頁。

8） 渡辺（2011）73頁。

9） 最判昭和50年7月10日（いわゆる和光堂株式会社による審決取消請求訴訟）

にいう「再販売価格維持行為により，行為者とその競争者との間における競争

関係が強化されるとしても，それが，必ずしも相手方たる当該商品の販売業者

間において自由な価格競争が行われた場合と同様な経済上の効果をもたらすも

のでない以上，競争阻害性のあることを否定することはできない」という指摘

を踏まえている。

10） 小原（2004）84頁は再販行為が認められていたかつての化粧品，医薬品業

界でも実施企業はわずかであったことを指摘する。

11） 経済産業省（2015）45頁。

12） 総務省（2012）75頁。なお翌年以降の通信利用動向調査では消費者に対す

る，インターネットで購入・取引をする理由の調査結果が報告書には掲載され

ていない。

13） 総務省（2015）では2015年より，ネット通販購入額の調査を開始した。

14） 公正取引委員会（2006）の指摘。

15） 経済産業省（2010）は，人口減少と少子高齢化のもとで弱体化した小売業の

閉店など流通機能の低下と公共交通機関の弱体化によって，食料品等の日常品

の買い物が困難となる買い物弱者が増加していることを指摘しており，この傾

向に拍車がかかるおそれがある。

16） 公正取引委員会審決等データベースシステム http://snk.jftc.go.jp/JDS

Web/jds/dc001/DC001での検索結果による。

経済産業省（2015）『平成26年度電子商取引に関する実態調査』

経済産業省（2010）『地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書』

公正取引委員会（2006）『電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実

態に関する調査報告書』

小原博（2004）「化粧品・医薬品流通 チャネル支配・再販の形成・変容の構

図」石原武政・矢作敏行編『日本の流通100年』2章所収，有斐閣
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イギリスにおけるヘルシーフードの
1）展開と食料消費構造の変化

1）

レディミールの消費動向と

所得水準別消費傾向の変化を中心に

金 度 渕

要 約

近年，小売ブランド商品（以下，PB商品）の位置づけや特性が大きく

変化しつつある。それは必ずしも価格戦略に目的をもったものだけでなく，

食材の種類や産地，簡便性や健康を意識したPB商品が増えている現状が

ある。そのことがPB商品の先進国といえる欧米各国だけでなく日本にお

いても変化してきているようであるが，しかし，高付加価値なPB商品に

関しては，これまであまり先行研究では明らかにされてこなかった。

本稿ではイギリスの食料消費にスポットライトをあて，とりわけ，レディ

ミール（ready-meals）にみられるPB商品の展開において健康志向食品

であるヘルシーフードの流通がどのように消費者へ影響をもたらしてきた

のかを明らかにする。特に消費動向を所得構造もしくは，所得水準の違い

から検討し，主に所得水準の違いによる食料消費の違いを各種統計から明

らかにしつつ，食品流通との関連性を考察する。



1．はじめに

近年，小売ブランド商品（ここではPB商品とする）の開発は拡大して

おり，日本においても主要な小売業者らによるPB商品開発と品揃えの拡

大は著しく，各社ともそれぞれのコンセプトに基づいて販売を強化してい

る。日本におけるPB商品に関する研究はおよそ1960年代以降になされ

てきた。ここでは詳しく展開しないが，これまでのPB商品に関する先行

研究によれば，PB商品はおよそメーカーが全国的に統一のブランドで開

発するNB（NationalBrand,ナショナル・ブランド）商品への対抗策と

して低価格競争から始まり，NB商品に対する競争優位策として，または

経営コストを抑えられる方策として展開されてきた。また，メーカーとの

ある種のWin�Win関係をもくろんだ戦略的観点の必要性といった理由

からもPB商品が投入されてきており，その優れた商品戦略がこれまでの

先行研究において評価されてきたように思われる。

ところが，PB商品戦略はその位置づけや特性が近年，大きく変化しつ

つある。それは，必ずしも価格戦略に目的をもったものだけでなく，食材

の種類や産地，簡便性や健康を意識したPB商品が増えている現状がある2）。

そのことがPB商品の先進国といえる欧米各国だけでなく，日本において

も変化してきているようであるが，しかし，高付加価値なPB商品に関し
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てはこれまでの先行研究ではあまり明らかにされてこなかった3）。

イギリスの食料消費にスポットライトをあてると，とりわけ，レディミー

ル（ready-meals）にみられるPB商品の開発が1980年代中ごろから主

要な大規模小売業者によって活発に行なわれ，調理済みで簡単に食すこと

が可能な食品の提供を，大規模小売業者自らが戦略的に行なうことで，ま

すます消費者の購買への規定性を強めてきた。問題は，「肥満大国」とい

う先進国共通の社会問題を抱えつつ，後述するようにイギリスでは「健康

志向な」食品が一般化され，その多くがヘルシーフードとして開発され，

消費されてきた4）ということである。

ところが，食料消費の観点からみれば，これまで一部の栄養学的観点を

除けば，「肥満」に対する健康志向食品の流通研究があまりなされてこな

かった。食品流通の観点からのアプローチはほとんどなく，健康志向食品

であるヘルシーフードの流通がどのように消費者へ影響をもたらしてきた

のかが明らかにされないままであった5）。

そのため本稿では，主にヘルシーフードに関する消費動向を所得構造も

しくは，所得水準の違いから検討し，主に所得水準の違いによる食料消費

の違いを各種統計から明らかにしつつ，食品流通との関連性を考察する。

本稿で取り扱う統計データ分析においては，小売業者が開発・販売する

PB商品としてのレディミールだけを対象とするだけでなく，いわゆる

「カロリーオフ」や「ローファット」といった観点が含まれる各種食材を

広くとらえたい6）。

2．日英における小売ブランド商品と食に対する消費者意識

イギリスにおける1980年代以降の食料消費事情は大きく変化してきた。

チェーンストア小売業者らによってすでに調理された食品や準備がしやす

い簡便食品が多く開発されることでそれらが消費されるようになり，1990
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年代以降になると調理済みのレディミールが普及していく。ますます消費

者にとっては食生活が簡素なものへと移行し，世帯構造においては単身世

帯の増大が生じることで一人分の食事を用意する方法として簡便食品が志

向され，さらには共働きの増加による家事労働時間の短縮が不可欠となる

ことで，あるいは簡便食品によって次第に家庭での食事の準備に費やす時

間を短縮させることを達成し，共働きの割合が増えていった。このような

簡便食品であるレディミールを主に開発していたのが，チェーンストア小

売業であった7）。

図1はイギリスの食品市場の構造変化を表したものである。1900年ご

ろはほとんどが独立店（Independents）であったのであるが，およそ

1970年以降，シェアを逆転させ，著しくチェーンストア小売業（Multiples）

が拡大し，今に至っている。多くの人々がチェーンストア小売業を利用し

つつ買い物をしてきたわけであるが，チェーンストア小売業は1980年代
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出典：Food:ananalysisoftheissuesTheStrategyUnitJanuary2008,p.6.

原典：IGDGroceryRetailing,2004.

（注） Multiplesは主にチェーンストア小売業を意味するが，ここではコンビ

ニエンスストアも含む。

図1 イギリス食品市場の構造変化（1900～2010年）



半ば以降，上位企業への集中化とともに多くのレディミールをみずからが

開発することで消費者への影響力を強めてきた。

およそ1990年代以降になると，大規模小売業者らはPB商品の高品質

化をすすめ，付加価値型のPB商品を開発する。テスコ社をはじめ上位企

業らによる付加価値型のPB商品開発は，次第に商品のブランディングの

高度化とともに，セグメント化を果たすこととなった。

表1は大手スーパーのPB製品ラインを表したものである。各社ともに

明確なブランディングの下で「高付加価値」「基本」「低価格」「オーガニッ

ク」「健康志向」そして「子供向け」という具合に消費者のニーズに見合

う商品戦略を行なっているのが確認できる。このようなイギリスの大規模

スーパーの多様な製品ラインとブランディングによる差別化戦略は，消費

者のPB商品選択に大きな影響を与える要因となる。

ここでの「健康志向」食品とは，有機栽培のオーガニック食品や遺伝子
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表1 大手スーパーのプライベート・ブランド製品ライン

テスコ アズダ セインズベリーズ モリソンズ

〈高付加価値製品ライン〉

Finest ExtraSpecial TastetheDifference TheBest

〈基本ライン〉

TESCO ASDA Sainsbury's MORISSONS

〈低価格製品ライン〉

Value Smartprice Basics Bettabuy

〈オーガニック製品ライン〉

TescoOrganic AsdaOrganic SoOrganic OrganiOrganic

〈健康志向製品ライン〉

HelthyLiving GoodforYou! BeGoodtoYourself EatSmart

〈子供向けライン〉

Kids GreatStuff Kids

出所：JETRO（2008）「平成19年度 食品産業国際化可能性調査 英国市場への参入情

報集」日本貿易振興機構，27ページ。



組み換えの大豆を使用した食品，無農薬など，一般的に「機能性食品」と

呼ばれるものではなく，通常食品に対して「減塩」「カロリーオフ」「ロー

ファット」といった，いわば「肥満問題」への対応となる付加価値型食品

を意味している8）。ちなみにDavies（1992）によれば，ヘルシーフードは消

費者の食生活の改善に役立つ食品としており9），Darrall（1992）によれば

糖分，塩分，脂肪分が低く，食物繊維が高い食品10）も含まれるようである。

日本においても健康志向だけでなく，産地限定などといった，ある種の

付加価値を提供している例も実際に増えつつあり，高付加価値化，もしく

は高品質化を志向した商品が大手のスーパーやコンビニなどによって開発・

販売されている。1つの例としてセブン＆アイグループにおいては，NB

商品を上回る品質力向上を目指したセブンプレミアムの開発と販売が活発

化しており11），高品質で高付加価値な商品が開発されている。これらのこ

とを踏まえるとPB商品戦略は高付加価値な食品の提供という，いわば

「新たな価値の提案」というステージに移行してきたようにも思われる。

では近年，消費者はどのようにPB商品を評価しているのかを次にあげ

る図2で確認しておく。

図2は，日本経済新聞社産業地域研究所がPB商品の購入者を対象に調

査を行なったものであり，イオンの「トップバリュ」とセブン＆アイの「セ

ブンプレミアム」を比較したものである。全体としてNB商品よりもお買

い得感が強いという項目が他を圧倒しているのが特徴であるが，セブンプ

レミアムに限っては，お買い得感はトップバリュよりも低いという評価が

されつつも，品質が良いと評価した消費者が半数を超えているのが分かる。

また図3は，日経BP社がPB商品に対してのイメージを調査したもの

である。図2と同じように，PB商品の価格の安さという項目が顕著であ

る。それとともに，品質に関しては68％がどちらも変わらないと答えて

おり，PB商品の品質に対する評価が高いことが分かる。また，安全性に

ついても同様にPB商品とNB商品には差がないと回答しており，いわゆ
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出所：日本経済新聞社産業地域研究所（2015）『日経消費インサイト』，25巻，25ページ。

図2 商品の特徴に対する購入者の評価（％）

■■ トップバリュ（n・967） ■■ セブンプレミアム（n・1017）

パッケージデザイン

安 全 性

品質の良さ

価格の安さ

■■ PBの方が良い ■■ どちらも変わらない ■■ NBのほうが良い ■■ 無回答

図3 PB商品，NB商品それぞれに抱くイメージ（％）

出所：日経BP社（2014）「消費者の眼 主婦5000人調査 PB商品を買う理由買わない

理由」『日経食品マーケット』，7巻，30ページ。
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る低価格，乱売といったPB商品に対するイメージが少しずつ払しょくさ

れてきているようである。

そもそも食に対する傾向はどうであろうか。まず，イギリスについては

以下のような調査結果がある。

図4のように，JETRO（2011）報告書がまとめた食品基準庁（FSA:

FoodStandardsAgency）の委託で市場調査会社GfKNOPが行なった

消費者意識調査（2009年発表）によれば，イギリスの消費者は食品を購

入する際に重視する点が，価格に対する価値意識以上に，健康に良いかど

うかを重視する傾向が強い。

また日本においても，健康志向は進みつつある。日本政策金融公庫農林

水産事業が平成27年度1月に実施した平成26年度下半期消費者動向調

査で，食の志向について調査したところ，「健康志向」が9期連続で最多

回答となり，健康志向とともに「簡便化志向」も高い傾向を示している12）。
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出所：JETRO（2011）「平成22年度 英国における日本食品市場調査」日本貿易振興機構，26ページ。

原典：・PublicAttitudestoFoodIssues・,FSA（http://www.food.gov.uk/multimedia/

pdfs/publicattitudestofood.pdf）

図4 食品を購入する際に重視する上位10項目
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少なからず少子高齢化社会の影響を受けた結果であるといえるが，それ以

上に近年の先進国共通の話題としての「肥満」に対する意識の高まりもこ

れらの認識の共通するところであるように思われる。

近年のPB商品開発にも当然，これらのことが影響を及ぼしつつ，いわ

ば付加価値型PB商品の開発という形で進化しているわけだが，とりわけ，

日本では消費者の認識不足も含め，製品ラインの明確なすみわけがなされ

てない現状や個別企業独自の分類が多様化していることもあり，これまで

の先行研究ではあまり取り扱われてこなかったように思われる。

3．イギリスにおけるレディミール消費の動向

表1のような大規模スーパーの多様な製品ラインとブランディングによ

る差別化戦略の影響もあり，ますますイギリスの健康志向は進展してきた。

ここではそのことを補うために，食品の購入量の変化とレディミール消費

の傾向を確認する。

まず図5は，1974年を100とし，1975年以降の摂取エネルギーの変化

を表したものである。個人の摂取エネルギーの数値が年々減少しているの
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図5 1974年からの摂取エネルギーの変化（1974年＝100）

出典：NationalStatistics,FamilyFood2008,London:TSO,p.44.
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だが，これは食事が量的に変化したということがある程度，影響している

ようである。それは次の図6から確認できる。

図6は主な食品類の平均購入量を比較したものであり，1974年以降，
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図6 イギリスにおける主な食品類の購入量（1週間一人当たり平均）

出典：NationalStatistics,FamilyFood2013デジタル版 より筆者作成。

原典：NationalFoodSurveydata1974to2000,ExpenditureandFoodSurvey2001�02to

2007andLivingCostsandFoodSurvey2008.



全体的に食品の購入量は減少傾向にある。これらの中で増加傾向にあるも

のは，「生肉以外の肉関連製品」と「魚製品」の2つのみである。

とりわけこの2つについて詳しく確認すれば，図7,図8ではいずれも

主要なものを取り上げているものの，まず，多くの肉関連製品においては，

横ばい，もしくは減少傾向にある中で，唯一，「レディミールと簡便肉製

品」で増加がみられ，また魚製品でも同じく「レディミール」とともに，

サーモン類の増加傾向が確認できる。

このように多くの食品の全体購入量が減少する中で，摂取エネルギーが

年々減少している傾向が確認できたのであるが，他方で調理や準備が簡単

なレディミールなどの簡便食品の購入が増大傾向にあることも確認できた。

このことは，イギリス人口が緩やかな上昇傾向であることを考慮すると，

食品購入量が減少する中での肥満率の上昇13）についての相関関係を明ら

かにする必要がある。
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図7 イギリスにおける主な肉製品類の購入量（1週間一人当たり平均）

出典：NationalStatistics,FamilyFood2013デジタル版 より筆者作成。

原典：NationalFoodSurveydata1974to2000,ExpenditureandFoodSurvey2001�02to

2007andLivingCostsandFoodSurvey2008.

■ ベーコンとハム（未調理） ● ベーコンとハム（調理済み）
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図8 イギリスにおける主な魚製品類の購入量（1週間一人当たり平均）

出典：NationalStatistics,FamilyFood2013デジタル版 より筆者作成。

原典：NationalFoodSurveydata1974to2000,ExpenditureandFoodSurvey2001�02to

2007andLivingCostsandFoodSurvey2008.

■ 生鮮，冷蔵あるいは冷凍白身魚 ● 生鮮，冷蔵あるいは冷凍サーモン

▲ 鮭缶 ◆ レディミール（冷蔵あるいは冷凍）

表2 主な食品にみる世帯内での一人1日当たりの平均摂取エネルギー

食 品 の 種 類
エネルギー
（kcal）

世帯で消費する食品と飲料
エネルギーに占める割合（％）

肉を基本としたレディミールと簡便な肉製品 39 1.9

チキン 34 1.7

ソーセージ，調理していない豚肉 24 1.2

調理していないベーコンとハム 19 1.0

テイクアウトの肉製品 13 0.6

すぐに食べられるミートパイとソーセージロール 12 0.6

ハムとベーコン 10 0.5

調理済み豚肉（缶詰は含まず） 8 0.4

朝食用シリアル 69 3.4

そのほかのシリアル簡便食品 43 2.1

パスタ 38 1.9

ライス 36 1.8

ピ ザ 28 1.4

出典：NationalStatistics,FamilyFood2011,London:TSO,p.17より一部抜粋.



表2は世帯内で摂取される食品のエネルギー（kcal）値を表わしている。

朝食用シリアルが最も高い数値となっているが，レディミールや簡便食品，

パスタなどが高い数値を示しているのが確認できる。つまり，全体購入量

の減少のなかでレディミールのようなエネルギー値の高い食品が多く購入

されている現状からすれば，図5のように全体の摂取エネルギー数値では

緩やかな減少傾向があっても，結果的にレディミールから多くのエネルギー

を補う形で摂取している可能性がある。そのことは，本稿で検討している

ヘルシーフードが消費者の食生活にとって，「カロリー制限」という，あ

る種の「カロリー負担の軽減手段」として「ローファット」などと記載さ

れたヘルシーフードが購入されてきたこととの結びつきがあると考えられ

る。その意味において1990年代以降に健康志向なレディミール，すなわ

ちヘルシーフードが小売業者らによって多様に展開されることで消費者は

それらを大量に購入できたのではないか，という相互の関連性が指摘でき

る。つまり，肥満の問題は，健康リスクに対する各種機関の発する警告で

ある，「簡便食品の大量摂取と運動不足が原因」であることにつながるこ

とになる14）。

4．所得構造の違いからみる食料消費の動態

ここでは健康志向を所得構造との関連で検討する。所得構造から食料消

費の変化をとらえる方法は多様にあり，統計を取る機関によっても，その

方法論はさまざまなようである。Quintile分析（クインタイル分析）や

実際の平均所得額からの分類などさまざまであるが，NationalStatistics

が取りまとめているクインタイル分析を用いたデータを確認しておきたい。

クインタイル分析は，クインタイル1（Q1）からクインタイル5（Q5）

までの分類で，クインタイル1（Q1）に近いほど，低所得者をあらわして

いる。
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表3の2001�02年データでは，サンプル数の合計が約7,500となってお

り，特徴としてチーズや魚，フルーツやアルコール類は特にQ5が多く消

費し，生鮮野菜なども高い傾向が見られる。他方，砂糖とジャム，加工済
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表3 クインタイル分析による各食品の消費量（2001/02）

クインタイル 1 クインタイル 2 クリンタイル 3 クインタイル 4 クインタイル 5

（最も低い所得） （最も高い所得）

サ ン プ ル 世 帯 数 1,527 1,485 1,484 1,492 1,485

世 帯 別 成 人 の 数 1.8 1.9 2 2 1.8

世 帯 別 子 供 の 数 1.1 0.6 0.6 0.3 0.2

消 費 特に表記がないかぎり，一人当たり1週間の平均グラム数

ミルクとクリーム（ml） 1,932 2,118 2,203 1,973 1,872

チーズ 85 95 113 127 147

牛および子牛の肉 92 115 131 130 123

ムトンおよびラム肉 49 42 55 51 58

豚 肉 49 67 67 59 62

調理していないベーコンとハム 54 74 72 71 70

調理済みベーコンとハム（缶詰含む） 37 44 47 53 47

調理していない家禽肉 185 198 218 213 217

調理済みの家禽肉（缶詰含まず） 36 44 45 48 42

魚 126 151 153 166 193

バター 31 41 44 45 43

マーガリン 16 14 14 9 9

低脂肪スプレッド 15 15 15 14 13

脂肪を減らしたスプレッド 55 65 61 59 47

砂糖とジャム 160 165 149 133 123

フルーツ 505 689 729 835 1,056

フルーツジュース（ml） 236 264 295 387 483

生のジャガイモ 660 713 700 631 510

生鮮グリーン野菜 161 220 242 261 273

その他の生鮮野菜 365 455 503 552 671

加工済みジャガイモ 295 275 278 247 194

その他の加工された野菜 349 346 366 371 372

パ ン 746 811 783 780 720

シリアル 117 136 133 137 143

ソフトドリンク 1,793 1,809 1,902 1,671 1,505

ビール 71 116 109 112 141

ラガーとコンチネンタルビール 182 238 280 341 370

ワイン 81 128 193 294 455

製 菓 119 134 138 129 119

出典： NationalStatistics,FamilyFood2001�02,London:TSO,p.31より一部抜粋.

（注） 特に消費量の差が大きいと判断される食品について，高所得者が多く消費するものに濃い影を，低

所得者が多く消費するものに薄い影をつけている。



みジャガイモなどはQ1が高い。

次に表4は，2002月4月から2005年3月の平均消費量を世帯購入量と

外食とに分けて表したものであり，サンプル数は約20,800となる。先ほ
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表4 クインタイル分析による各食品の世帯購入量と

外食量（2002月4月から2005年3月の平均）

クインタイル 1 クインタイル 2 クリンタイル 3 クインタイル 4 クインタイル 5

（最も低い所得） （最も高い所得）

サ ン プ ル 世 帯 数 4,226 4,336 4,235 4,093 3,883

世 帯 別 成 人 の 数 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4

世 帯 別 子 供 の 数 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7

最も低い値の総収入額（週，￡） 0 205 375 579 885
家庭購入 特に表記がないかぎり，一人当たり1週間の平均グラム数

ミルクとクリーム（ml） 2,280 2,203 2,034 1,895 1,803

チーズ 99 101 110 110 127

枝肉全般 218 254 224 224 223

その他の肉製品 848 833 815 824 806

魚 170 169 147 146 158

脂肪とオイル 228 225 189 167 155

砂糖とジャム 202 181 145 113 98

生鮮及び加工ジャガイモ 918 966 878 836 737

ジャガイモ以外の野菜 1,065 1,131 1,062 1,061 1,141

フルーツ 1,094 1,168 1,112 1,138 1,352

シリアル全般 1,724 1,702 1,614 1,584 1,551

ソフトドリンク（ml） 1,593 1,715 1,896 1,981 1,866

アルコール（ml） 544 648 736 826 894

製 菓 125 139 130 130 123

外 食 特に表記がないかぎり，一人当たり1週間の平均グラム数

インド，中華，タイ料理 8 11 17 23 35

肉製品 52 73 92 105 120

魚製品 9 13 13 14 17

チーズ，たまご料理，ピザ 13 17 23 29 35

ポテト 53 68 84 91 98

ジャガイモ以外の野菜 21 28 33 35 43

サンドイッチ 29 44 64 87 118

アイスクリーム，デザート，ケーキ 18 24 29 33 38

ミルクを含むソフトドリンク（ml） 184 256 352 423 497

アルコール（ml） 400 499 628 751 831

製 菓 12 18 21 23 24

出典： NationalStatistics,FamilyFood2001�02,London:TSO,p.31より一部抜粋.

（注） 特に消費量の差が大きいと判断される食品について，高所得者が多く消費するものに濃い影を，低

所得者が多く消費するものに薄い影をつけている。



どの表2に比べてより詳しくわかることは，砂糖や脂肪類においてQ1が

高い消費量を示している点である。また，チーズ，フルーツ，アルコール，

さらには外食のすべてにおいてQ5が高い消費量を示している。

さらに表5は，主な食品の消費量を所得グループ別に比較をしたもので

ある。低所得者が多く消費している項目は，牛乳，調理されていないベー
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表5 主な食品消費量の所得グループ別比較（特に記載がないかぎり，

一人当たり週間平均グラム数）

主 な 食 品

世帯主の週間平均所得額（2000年）

1,070ポンド

以上

725～1,070

ポンド

375～725

ポンド

180～375

ポンド

180ポンド

以下

牛乳（ml） 482 457 512 614 833

無脂肪乳（ml） 1123 1141 1081 1077 1057

ナチュラルチーズ 119 107 103 90 88

プロセスチーズ 20 8 12 12 11
牛 肉 111 105 126 120 115

豚 肉 44 62 66 68 71

ベーコンとハム（未調理） 40 60 66 64 69

ベーコンとハム（調理済） 38 40 41 42 36

家禽肉（未調理） 170 212 218 201 221

家禽肉（調理済） 60 33 44 40 31

そのほかの肉製品 269 313 337 368 366

魚 49 43 25 20 25

加工魚 20 22 19 12 12

冷凍魚 19 33 37 43 41

低脂肪スプレッド 45 47 64 68 73

砂 糖 38 66 66 105 116

生ジャガイモ 544 579 580 706 776

緑黄色野菜 277 259 224 199 190

その他の野菜 601 590 491 442 391

加工済みジャガイモ 126 172 190 229 224

加工済みその他の野菜 324 295 349 344 357

ジャガイモ合計 671 751 771 936 1000

その他の野菜合計 1201 1144 1065 985 937

生鮮果物 968 864 729 629 573

フルーツジュース 631 419 364 253 211

濃縮ソフトドリンク（ローカロリー） 44 43 36 37 26

非濃縮ソフトドリンク（ローカロリー） 524 377 346 325 253

出典： NationalStatistics,Nationalfoodsurvey2000,London:TSO,pp.145�146より一部抜粋。

（注） 特に消費量の差が大きいと判断される食品について，高所得者が多く消費するものに濃い影を，低

所得者が多く消費するものに薄い影をつけている。



コンとハムや家禽肉，冷凍魚，低脂肪スプレッド，砂糖，ジャガイモ全般

であり，他方，高所得者が多く消費しているものは，チーズ類，調理済み

の家禽肉，魚，緑黄色野菜，生鮮果物，フルーツジュース，低カロリーな

ソフトドリンク類などである。

このように，所得層によって消費量がどの程度差があるのかを確認して

きたが，比較的に低所得者層は低脂肪スプレッドを除けば，およそ糖分や

脂肪，生のジャガイモ類といった食材を多く消費する傾向がみられ，他方，

高所得者層は，無脂肪や低カロリー，フルーツ類や野菜類を多く摂取して

いるようであり，アルコール類を多く購入する傾向が確認できた。また，

外食においては高所得者層の消費が圧倒しており，低所得者層にとっては，

外食そのものが厳しい状況にあることが推察できる。

5．近年の低所得者層の食料消費の動態

これまで所得者層によって異なる食料消費傾向を確認したが，ここでは

より具体的にいくつかの食品について，所得レベル間の比較分析を行なう。

まず，各食品の比較を行なう前に確認しておきたいのが，表6である。
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表6 2007年から2008年にかけての平均物価上昇率（％）

食 品 全 体 9 バ タ ー 23

食品以外全体 3 チ ー ズ 15

パ ン 15 た ま ご 27

ビスケットとケーキ 11 牛 乳 14

牛 肉 15 ソフトドリンク 2

ラ ム 肉 9 スイーツとチョコレート 6

家 禽 肉 13 野 菜 8

魚 7 果 物 7

出典：NationalStatistics,FamilyFood2008,London:TSO,p.3.



これはNationalStatisticsがまとめた2007年～2008年の急激な物価

上昇率である。2007年8月に始まった景気後退が消費者の購買習慣に大

きな影響を及ぼしたとし，その物価上昇率をまとめている。特にパンや肉

類だけでなく，バター，チーズ，牛乳など，多くの品目で上昇しているの

が確認できる。このことが続いて検討する各食品の比較分析の際のキーワー

ドとなり，少なくとも低所得者層にとっての負担増となっているのは言う

までもない。

既述のクインタイル分類による分析結果をもとに，主要な食品について

各商品購入量の比較を行なう。

図9は牛乳購入量の比較である。クインタイル1（Q1）からクインタイ

ル5（Q5）の間での購入量に差があり，全体の購入量が年々減少している

のが確認できる。すでに確認したように，牛乳消費量は年々減少傾向にあ

るのだが，それは，図10のように，無脂肪乳にそれが代替されているか

らに他ならない。健康志向な牛乳の積極的な摂取事情が確認できる。
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◆ Q1牛乳 ■ Q3牛乳 ▲ Q5牛乳

出典： NationalStatistics,FamilyFood2013デジタル版 より筆者作成。

原典： NationalStatistics,LivingCostsandFoodSurvey.

図9 牛乳購入量の比較（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均ml）



次に，肉製品に関して確認しておく。図11,図12によれば，2007年以

降の傾向に注目する必要がある。既述のように，急激な物価上昇があった

時期を過ぎると，それまでの傾向とは異なる傾向が確認できる。

まず図11の牛肉購入量の比較である。Q5の購入量は，鶏肉の購入量

に比べ，約3分の2程度と抑えられており，健康志向をある程度，意識し

た数値を表しているものと思われる。問題は，Q1においては2007年以

降，大幅な減少，およそ100グラム未満の購入でしかない状態である。既

述のように，2007年以降，牛肉15％の物価上昇が大きく影響したものと

考えられるのだが，健康志向を前提に，肉類そのものが減少傾向に向かっ

たのかどうかについては，明確な判断は難しい。しかしながら，このよう

な購入量の減少を部分的に説明できる資料が図12となる。

図12によれば，肉製品に関してはとりわけ，Q1において2007年の物

価上昇にかかわらず多くのレディミールや簡便食品を購入しており，増加
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◆ Q1無脂肪乳 ■ Q3無脂肪乳 ▲ Q5無脂肪乳

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図10 無脂肪乳購入量の比較（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均グラム数）
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◆ Q1牛肉 ■ Q3牛肉 ▲ Q5牛肉

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図11 牛肉購入量の比較（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均グラム数）
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◆ Q1肉関連のレディミールと簡便食品
■ Q3肉関連のレディミールと簡便食品
▲ Q5肉関連のレディミールと簡便食品

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図12 肉関連のレディミールと簡便食品購入量の比較（クインタイル分類，

1週間一人当たりの平均グラム数）



を続けている。他方，所得が高いほど，低い水準を維持しているといえる

が，問題はレディミールの種類や価格帯の違いが，このグラフでは確認で

きないため，なぜ所得が高いグループの購入量が低いのかを明らかにする

ことは現時点では難しい。ただし，すでに確認したように，外食において

肉製品を消費する高所得者層は，低所得者層の2倍以上の数値で示されて

おり，肉製品のエネルギー摂取は外食に頼る部分も大きいようである。

さて，いまや砂糖に変わる代替製品が多く開発される中で，砂糖の摂取

の方法も変化してきているのは周知のとおりである。全体として減少傾向

にあるのは図13においてもうかがえるが，所得のグループ別に明らかに

格差が生じていることも同時に確認できよう。Q1とQ5の差は，2倍近い。

では次に，野菜類を確認する。図14においては生のジャガイモ購入量

が示されている。生のジャガイモにおいても全体として減少傾向にあるの

だが，所得間で格差がはっきりと分かれており，低所得者層が多く購入し
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◆ Q1砂糖 ■ Q3砂糖 ▲ Q5砂糖

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図13 砂糖購入量の比較（クインタイル分類，

1週間一人当たりの平均グラム数）



ている。

ところが，図15においてみられるように，野菜関連のレディミールの

購入量は，横ばい，もしくは上昇傾向がみられ，2007年以降の大幅な物

価上昇もあまり影響を受けてきていない。レディミールを通じて野菜を採

る高所得者層が多く，所得間格差ははっきりと出ているものの，「食べや

すさ」の点から増大傾向にある。

図16は，生の果物の購入量を比較したものである。高所得者のグラフ

は放物線を描いているが，2007年以降全体的に急激な落ち込みをみせて

いる。表の5で確認したように，7％程度の物価上昇とはいえ，著しい落

ち込みのようにみえるが，2001年�02年の数値が824グラムだったことを

考えれば，元の購入量に戻ったとみるべきかもしれない。その原因につい

ては今後の課題であるが，一定程度の購入量を維持しているQ5とは異な

り，Q1は10年余りの間で100グラム以上の減少がみられる。
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◆ Q1生ジャガイモ ■ Q3生ジャガイモ ▲ Q5生ジャガイモ

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図14 生ジャガイモ購入量の比較（クインタイル分類，

1週間一人当たりの平均グラム数）
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◆ Q1野菜関連のレディミール ■ Q3野菜関連のレディミール
▲ Q5野菜関連のレディミール

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図15 野菜関連のレディミール（冷凍と非冷凍）購入量の比較

（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均グラム数）
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◆ Q1生鮮果物 ■ 生鮮果物 ▲ Q5生鮮果物

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図16 生鮮果物購入量の比較（クインタイル分類，

1週間一人当たりの平均グラム数）
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◆ Q1濃縮ソフトドリンク（低カロリー） ■ Q3濃縮ソフトドリンク（低カロリー）
▲ Q5濃縮ソフトドリンク（低カロリー）

出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図17 濃縮ソフトドリンク（低カロリー）購入量の比較

（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均ml）
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出典：図9に同じ。

原典：図9に同じ。

図18 非濃縮ソフトドリンク（低カロリー）購入量の比較

（クインタイル分類，1週間一人当たりの平均ml）

◆ Q1非濃縮ソフトドリンク（低カロリー） ■ Q3非濃縮ソフトドリンク（低カロリー）
▲ Q5非濃縮ソフトドリンク（低カロリー）



図17と図18は，低カロリーのソフトドリンク購入量である。近年，多

くのメーカーで「カロリーオフ」をうたう商品が開発されているのは周知

のとおりである。2つの図の共通するところは，第一に，近年，全体の購

入量が増大しているという点であり，第二に，所得水準によってある程度，

購入量の差が生じているものの，類似の傾向をたどっているということで

ある。健康志向な低カロリー飲料は「摂取しやすさ」の点から年々，消費

が増大しているようである。

6．おわりに

以上のように，近年，イギリスにおける食料消費事情は，レディミール

の消費量の拡大にみられるような付加価値型食品の消費が一般化しつつあ

る中で，「食べやすさ」や「摂取しやすさ」への傾向が支持されていた。

とりわけ，各食品の統計を確認したように，レディミールの購入量が増大

傾向であることがそれを裏付けている。

今回，イギリスのレディミールに関する消費傾向を確認したのであるが，

例えば，イギリス大手食品メーカーのバーズ・アイ社も自社のNB商品で

あるヘルシーフードに対して新製品開発を続けている。記事によれば，

2009年時点で前年比売上高11％増，低脂肪レディミールの開発を拡大し

ており，「オーガニック食品という高価な価格設定の食品とは異なる，値

ごろ感で」15）チェーン小売業者との競争にでており，ヘルシーフードに関

するメーカーと小売業との熾烈な競争状況がうかがえる。

上位集中化したイギリスのスーパーは単に簡単な食品を販売するだけで

なく，ヘルシーを志向させる食品を提案することで1990年代にかけての

健康ブームをもたらしてきた。それは例えば，1985年1月9日にイギリ

スのテスコ社で開催した ・healthyeatingcampaign・による，消費者へ

の食習慣変更の提案16）があげられる。つまり，業界トップの小売業者で

―343―



あったテスコ社が，健康志向があまり認識されていなかった段階で消費者

に対して健康への意識転換を提案したことがきっかけとなり，その後の食

料消費に影響を与えたものと推察される。食品小売業としての社会貢献と

いう観点から評価できる事柄である。

ところがそのような変化は，とりわけ今回のテーマであった所得水準別

には食品購入量の差が生じてしまっており，ある種の食品購入格差が普遍

化していた。大規模なチェーンストア小売業によって食品が開発される場

面が増える中で，消費者の食事に対する利便性やバリエーションは豊かに

なり，生活スタイルや食事スタイルの変更もスムーズに行なえるようになっ

てきたようであるが，他方で各調査機関が発行する統計資料における所得

間格差の実態は，低所得者が栄養価の低い食材を大量に入手しているとい

う警告を発しており，それがあらゆる病気や健康リスクの増大，さらには

社会的不平等のもととなっていることも指摘されている。

また，イギリスの場合，PB商品の明確なセグメント化とともに，レディ

ミールにみられるPB商品が大きな支持を得ており，具体的な提案を小売

業者自らが行なっている17）。しかしながら食料消費事情は，物価高騰や失

業といった社会問題が蔓延すると，消費者にとっての不安要素を増殖させ，

そのことがますます乏しい食生活をもたらす原因となる。統計を通して確

認できたように，低所得者層にとって多く購入される食品は砂糖，脂質，

生のジャガイモ，調理されていないベーコンとハム，家禽肉，冷凍魚など

であり，外食はおろか，アルコール類の購入量においてさえ，低い水準を

維持していた。

レディミールの詳細な種類別の消費量の違いや価格帯別の消費量の違い

に関するより具体的な分析は今後の課題となるが，人々の食生活が食品小

売業から多くの提案を受けている現状の中で，食品の開発の中身がそのま

まわれわれの食生活を規定していることを考慮すれば，レディミールにみ

られるようなPB商品に関する研究も，単にメーカーに対する対抗策や低
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価格政策などの観点だけでは不十分となる。PB商品の中でも特に食品類

は，景気変動に対してより敏感になるもので，低所得者層にとってはより

多くの影響を受けるものである。PB商品戦略がどのように消費者へ影響

をもたらしてきたのかといった食料消費動向や生活様式の変化に対応した

研究が今後，さらに必要になるものと思われる。

1） 本稿は，下記の論稿をベースに，統計分析の部分はほぼ利用しつつ，基本的

な論旨は変更せず，説得力を高めるために大幅に新たな内容を付加する形でリ

ライトしたものである。

金 度渕（2015b）「イギリスにおけるヘルシーフード消費に関する一考察

1980年代以降の所得構造別にみる食料消費の変化を中心に」『大阪商業大学論

集』，第177号，49�64ページ。

2） 例えば，チェーンストアエイジ 2014年11月1日号 vol.45（19），No.1057

を参照されたい。

3） PB商品に関する先行研究レビューについては別の論稿で詳しく議論する予

定である。代表的な研究として以下が参考になる。

木立真直（2010）「日本におけるPBの展開方向と食品メーカーの対応課題」

『食品企業財務動向調査報告書』，140�151ページ，根本重之（1995）『プライ

ベート・ブランド：NBとPBの競争戦略』中央経済社。

4） 金 度渕（2015a）「イギリスにおけるヘルシーフードの動態と大規模小売

業の取組み 1980年代から近年にいたる食料消費分析を中心に」，佐久間英

俊・木立真直編著『流通・都市の理論と動態』中央大学出版部，77�93ページ。

5） 前掲論文 金（2015a）はこの点を明らかにすることを目的に取り組んだ論

稿となるが，不十分な点を含んでいるため，本稿においてそれらを部分的に補

足したい。

6） 本稿は，食料消費を食品流通の観点から分析を試みる試論であるため，とり

わけ，「肥満」というキーワードにまつわる栄養学的な観点については，一般

的なエネルギー消費，もしくはカロリー消費の点を除き，議論の対象としてい

ない。

7） 金 度渕（2012）『現代イギリス小売流通の研究 消費者の世帯構造変化

と大規模小売業者の市場行動』，同文舘出版。
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8） 前掲論文 金（2015a）。

9） Davies,G.（1992）・HealthierEatingandtheEffectsonHealthFood

Retailing・,inBritishFoodJournal,Vol.94（4）,p.30.
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11） 例えば以下を参照されたい。
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2015．01．02,https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_150304a.pdf）。
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増えている（アクセス日：2015．01．02,http://jp.wsj.com/articles/SB100635
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活路開拓事業の効果的実践に関する

事例研究

石川県観光物産館を中心に

今 村 哲

要 約

わが国の中小小売業は，商業人口の減少，店舗などの老朽化，大型小売

業との競合など，多くの問題を抱えている。中小企業が，共同組織である

中小企業組合等によって，これらの課題を改善する取り組みに対して活路

開拓事業がある。中小企業は，自社のみ対応ではなく，共同化した組合等

の組織活動に対して，助成制度の利活用がとても有効であると考えられる。

国（中小企業庁経営支援部）の支援政策である活路開拓事業とは，中小

企業が単独では解決することが難しい問題を解決するために，中小企業組

合などで連携して取り組む事業の調査・研究やその他の実現化について，

支援することである。言い換えれば，中小企業・小規模事業者，その組合

等の経営体力に応じて，活路開拓事業と言う助成制度を利活用して，新た

な活路を切り拓いて行くものである。中小企業の存立が厳しさを増してい

るだけに，組合等及び組合構成員などに対して，緊急性が高いテーマに取

り組み実施して行くための支援である。

ところで共同店舗とは，消費者のワンストップ・ショッピングのニーズ

やウオンツに対応して，小売業の店舗形態の一つである。多数の中小小売

商業者が，組合あるいは会社を組織して，共同で力を合わせて，店舗全体

を一体的に管理・運営する方法である。さらに，中小小売業における組織

化は，個々の中小小売商業者内部での組織化ではなく，中小小売商業者間

の組織である。中小小売商業者相互の利益を主な目的とした意図的な組織

形成であり，中小小売商業者以外の構成員を含むこともあるが，あくまで



は じ め に

わが国の中小企業・小規模事業者（以下「中小企業者」という）は，経

済のグローバル化，人口減少などと言った中長期的な経済・社会構造の変

化が著しい中で，企業の経営環境はますます厳しいものとなっている。こ

のため，中小企業者は，事業場で抱えている諸問題について，それらの解

決を図るため，自社のみでは対応できず，共同化した組合等の組織を利用

した活動が有効であると考えられる。それは，組合員の協調・協力，企業

間連携などによって，単独では解決困難な諸問題を克服して行くための取

り組みであると言える。もちろん，中小企業者は，自助努力で自社の技術・

品質管理力の向上，業務改善や構造改革など，経営力強化に努めなければ

ならないことは疑問の余地がない。
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も中小小売商業者が構成員の中核となった組織の形成である。

本稿で事例として取り上げた「石川県観光物産会館」は，共同店舗とし

て1978年に開業し，1994年にリニューアルを実施したが，それ以降ほと

んど売場に対して手を入れてこなかった状況にあった。店舗は，買い物の

利便性，快適性，安全性などの面から設備の老朽化，陳腐化が進み，すで

に改修時期に達していると言うのが組合員の一致した見解であり，このタ

イミングで2015年3月14日に北陸新幹線開業という外的要件が後押しを

した。この事業計画を推進するため，活路開拓事業の機会を活かして助成

を受けたものである。事業計画実施後，事業の概要や具体的な成果，成功

の要因，今後の活動予定など，そして最近の状況にについて分析・調査を

行った。また，活路開拓事業については，組合及び組合構成員に対して行っ

たアンケート調査結果から，事業の必要性，成果に対す評価，今後の展望

など，分析して見解を述べてみた。

キーワード：大型小売業，活路開拓事業，共同店舗，組合等，全国中小企

業団体中央会，組織化，店舗リニューアル，中小小売業，マー

チャンダイジング（MD）



また，中小小売商業者を見ても，近年，消費構造の変化や消費者の購買

行動の多様化，個性化が進展しており，大型店の郊外進出，それに伴い中

心商店街の疲弊，空き店舗の発生など，商業を取り巻く環境は厳しい状況

に置かれている。中小小売商業者の多数で構成されている地域商店街はも

ちろんのこと，そこで商売をしている個店についても顧客吸引力の相対的

な低下傾向が顕著に見受けられる。

意欲的な中小企業者や組合等にとっては，製品や生産技術の研究・開発，

試作・改良，販路拡大，店舗の増床・改築などの必然性がある事業計画を

立案することが求められる。しかし，中小企業であるゆえに，人的，時間

的，資金的な点で限界があるのは言うまでもない。中小小売商業者が共同

化し，運営している共同店舗の生き残り策の一つとして導入されるリニュー

アルについては，店舗の基本構想やパイロットプラン策定及びマスタープ

ラン策定をするため，補助金や助成金などの公的支援を受けて事業計画を

推進させることが適切であると考える。

本稿では，中小企業活路開拓調査・実現化事業（以下「活路開拓事業」

という）の公的資金（補助金）を利活用した共同店舗を実態調査している。

中小小売商業者の共同店舗である「石川県観光物産館」は，店舗の活性化

や観光客の誘致などの需要創造の観点から，北陸新幹線開業に合わせた事

業計画に基づいて店舗リニューアルを実施した。この事業計画の概要，具

体的な取り組み，成功要因の内容について，分析・アプローチを試み，活

路開拓事業の意義と効果的な実践について考察したものである。

Ⅰ 活路開拓事業の概要と活用

1 活路開拓事業とは何か

活路開拓事業とは，全国中小企業団体中央会（以下「全国中央会」とい

う）が応募の取り扱い窓口となり，国（中小企業庁経営支援部）の政策か
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ら補助を受けて実施する事業である。活路開拓事業の「平成27年度募集

要綱」によれば，事業の趣旨は，中小企業者が経済的・社会的環境の変化

に対応するため，新たな活路の開拓，単独では解決困難な諸問題，その他

中小企業の発展に寄与するテーマなどについて，中小企業組合，一般社団

法人，共同出資組織，任意グループ（以下「組合等」という）が，これを

改善する取り組みに対して，支援を行うものである1）。と説明されている。

すなわち，活路開拓事業は，中小企業が単独では解決することが難しい問

題を解決するために，中小企業組合などで連携して取り組む事業の調査・

研究やその他の実現化について，支援することである。

活路開拓事業は，中小企業が激変する内外の経済環境に対応するため，

中小企業組合などを中心に共同して，新分野進出，新製品・新技術開発，

新市場開拓，事業転換などについて，新たな活路を切り拓くことができる

ようにする補助事業である。事業カテゴリーとしては，�中小企業の経営

基盤強化，�中小企業による地域振興，�中小企業の社会的要請への対応，

�その他，中小企業が対応を迫られている問題，この4つの中から1つ選

定する必要がある。さらに，事業の実施にあたっては，テーマを具体化す

るための事業種類として，�調査・研究，�試作・改造，�実験・実用化

試験，�試供・求評，�ビジョン作成，�成果普及及び講習会などの開催

があり，�から�までの各事業種類の中から2つ以上を適宜組み合わせて

行うことが必要条件となっている。

補助対象組合などの選定については，応募内容が活路開拓事業の趣旨に

合致していて，効果的な実施が可能であると認められることが重要なポイ

ントである。選定評価の項目としては，�本事業の趣旨・目的に合致して

いること。�組合員等のニーズを把握し，事前準備活動を十分に行ってい

ること。�本事業のテーマに新規性及び必然性があること，また，経営革

新や新たな付加価値創造に寄与すること。�事業の効果的な実施が可能な

事業計画（遂行体制，スケジュール）であり，テーマ実現が期待できるこ
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と。�事業に要する予算計画・経費使途が適切であること。�組合員など

への成果の利活用や波及があること。�成果目標が適切であること。�事

業実施後，その成果の実現を図るための計画及び体制があること。�中央

会等支援機関による支援を得るなど，組合等において事業実施に必要な体

制が整っていること。�組合等の財政基盤が安定していること。以上の

10項目がある2）。

外部審査委員による審査委員会では，応募者から提出された事業計画に

ついて，書面審査及びヒヤリング審査を経て，厳正な審査を行った結果，

補助対象組合などを候補として選定している。なお，補助金額は，補助対

象経費総額の10分の6以内であって，11,588千円（予定）を上限とし，

1,000千円を下限としている。但し，「展示会等出展事業」については，

1,200千円（予定）を上限としている。支援事業の概略については，この

様な制度となっている。

2 活路開拓事業の活用状況

活路開拓事業は，1978年に創設されもので，以後37年間（2015年，現

在）に渡って，中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展事業を含む），

組合等情報ネットワークシステム等開発事業，連合会（全国組合）等研修

事業の3つの事業を合計すると約5,700件を超える中小企業組合などによっ

て利活用されている。その中で，活路開拓事業（展示会等出展事業を含む）

だけを取り出して見ることにする（表Ⅰ�1）。

37年間で都道府県別実施団体数は，合計で5,542件となっている。実績

を見ると実施団体数が300件以上は，大阪府（第1位326件），静岡県

（第2位静岡県307件）の2都道府県である。1年あたりの平均は，大阪

府8.8件，静岡県8.3件である。200～299件は，岩手県（第3位223件），

東京都（第4位222件）の2都道府県である。平均1年あたりでは，岩手

県・東京都ともに6.0件である。150～199件は京都府，和歌山県，兵庫県，
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新潟県の4都道府県，100～149件は愛知県，石川県など12都道府県であ

る。一方，実施団体数が49件以下は，島根県（第47位29件），鳥取県

（第46位44件），徳島県（第45位45件）の3都道府県である。1年あた

りの平均は，島根県0.8件，鳥取県1.2件，徳島県1.2件である。実施団

体の利活用については，各都道府県の産業構造，地域性，中小企業数や従

業員総数，あるいは組合の特徴などによって，実施数が「多い」，「少ない」

のバラツキがある。例えば，実施数が多い大阪府は，「中小企業の街」と
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表Ⅰ�1 中小企業活路開拓調査・実現化事業 実施状況

道府県別実施団体数（1978年～2015年）

都道府県 件 数 都道府県 件 数 都道府県 件 数

北海道 98 静 岡 307 山 口 103

青 森 72 愛 知 142 徳 島 45

岩 手 223 岐 阜 123 香 川 82

宮 城 113 三 重 56 愛 媛 89

秋 田 72 富 山 95 高 知 85

山 形 92 石 川 134 福 岡 122

福 島 84 福 井 94 佐 賀 104

茨 城 90 滋 賀 115 長 崎 76

栃 木 92 京 都 191 熊 本 96

群 馬 83 奈 良 113 大 分 50

埼 玉 115 大 阪 326 宮 崎 87

千 葉 96 兵 庫 178 鹿児島 62

東 京 222 和歌山 181 沖 縄 61

神奈川 107 鳥 取 44 全 国 326

新 潟 154 島 根 29

長 野 121 岡 山 92
合 計 5,542

山 梨 81 広 島 87

出所：全国中小企業団体中央会編『中小企業活路開拓調査・実現化事業実施状況』より作成。

注1：全国は全国団体である。注2：展示会等出展事業を含む。



言われるように約31万1千企業（全国第2位）の中小企業が集積してい

る。また，静岡県は，「産業のデパート」と言われるほどモノづくりが多

彩で，出荷額は全国有数など，それぞれの特徴がある。意欲的な中小企業

者は，常に新製品の開発，販路拡大，経営の見直しなどに取り組み，レベ

ルの高い産業力に繋げるための手段として，活路開拓事業の利活用を考え

ていると推測できる。もう一つ言えることは，指導員の改革に対する手腕

である。都道府県中小企業団体中央会の指導員が情熱をもって積極的に指

導をしている県は，利活用度が高いと言えよう。指導員の中には，中小企

業診断士や中小企業組合士などの資格を有している人々が多くいるはずで

ある。組合活動の活性化に対して，活路開拓事業の利活用をもっと指導・

助言すべきであろう。

最近3年間（2013年～2015年）の都道府県別実施団体数は，2013年度

が18都道府県33件，14年度が17都道府県34件，15年度が19都道府県

36件で，3年間の平均実施団体数は約18都道府県約34件となる（表Ⅰ�2）。

これを10年前（2003年～2005年）の数値と比較すると，2003年度が33

都道府県102件，04年度が31都道府県89件，05年度が28都道府県69

件で，3年間の平均実施団体数は約31都道府県約87件となり，件数対比

では約60％減少していることが分かる。最近の中小企業や組合に対して

は，さまざまな助成制度が設立されており，中小企業庁の「ものづくり・

商業・サービス新展開支援事業」や「ふるさと名物応援事業補助金」，全

国中央会の「ものづくり中小規模事業試作開発等支援補助金」，「ものづく

り中小企業・小規模事業者連携支援事業」など，その他各都道府県でも独

自の助成している場合がある。中小企業や組合は，組合を中心とした活路

開拓事業の助成に固執してないと推測できる。中小企業庁や全国中央会は，

この事業の施策について良く知ってもらうため，PR活動方法に一層の工

夫を凝らすことが望まれる。

また，最近の3年間における活路開拓事業の採択された事業テーマは，
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「新技術・新製品・新サービスの調査・研究」，「事業の構造改善に関する

計画」，「新事業分野への進出」などに関する案件が目立って多く見られ，

さらに経済的・社会的環境から「経営環境の変化に対する対応」，あるい

はここ2～3年は「海外への販路拡大」などもあり，多岐多様に渡る事業

計画が提出され，採択されている。特に商業関係の実施団体見ると，2013

年度は3件，14年度は4件，15年度は3件，合計すると10件となり，事
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表Ⅰ�2 最近3年間の中小企業活路開拓調査・実現化事業

実施状況 都道府県別実施団体数（2013年～2015年）

県名 13 14 15 県名 13 14 15 県名 13 14 15

北海道 1 静 岡 3 2 山 口 2 2

青 森 1 愛 知 1 2 徳 島

岩 手 1 1 3 岐 阜 1 2 香 川

宮 城 1 三 重 1 愛 媛 1

秋 田 富 山 2 1 高 知

山 形 1 石 川 3 1 1 福 岡

福 島 1 1 福 井 佐 賀 1

茨 城 滋 賀 1 1 1 長 崎

栃 木 京 都 1 1 熊 本

群 馬 1 奈 良 1 大 分 1

埼 玉 大 阪 2 4 2 宮 崎

千 葉 1 兵 庫 1 1 1 鹿児島

東 京 3 2 3 和歌山 1 沖 縄

神奈川 1 2 1 鳥 取 全 国 6 8 9

新 潟 1 島 根

長 野 1 岡 山 2 1
合 計 33 34 36

山 梨 広 島 2 1 2

出所：全国中小企業団体中央会編『中小企業活路開拓調査・実現化事業実施状況』より作

成。

注1：全国は全国団体である。注2：展示会等出展事業を含む。



業テーマの9.4％を占めている。商業関係の具体的な事業テーマの内容と

しては，ほとんどリニューアルに関係するものであり，共同店舗のリニュー

アルに組合・組合構成員が関心を持っていることが窺える（表Ⅰ�3）。
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表Ⅰ�3 最近の3年間の商業関係の実施団体・テーマ

（2013年度～2015年度）

年度 事 業 都道府県 団体（組合）名 事業テーマ

2013 一般活路 青森県 協同組合八食センター リニューアルに向けた共同店

舗の生き残り戦略としての魅

力付け

2013 一般活路 岩手県 協同組合南三陸ショッ

ピングセンター

リニューアル計画策定におけ

る調査・研究事業

2013 一般活路 岡山県 岡ビル商業協同組合 リニューアルに向けての店舗

コンセプト，ビジョンの策定

2014 一般活路 岩手県 協同組合南三陸ショッ

ピングセンター

スマートコミュニティ機能を

有したリニューアル基本構想

の策定

2014 一般活路 静岡県 伊東商業協同組合 SCリニューアルに向けたマー

チャンダイジングの再構築と

テナントリーシング

2014 一般活路 岡山県 協同組合ポルカ 活路開拓のためのリニューア

ル基本・実施計画とマーチャ

ンダイジング再構築

2014 一般活路 大阪府 協同組合エイケイアー

ル食品小売共栄会

高齢者に適した店舗環境づく

りのための調査研究

2015 一般活路 岩手県 協同組合江釣子ショッ

ピングセンター

SC再構築のための調査・研

究～地域と共生・共存する

SCを目指して～

2015 一般活路 富山県 協同組合中央通商栄会 「商店街のSC化」による中

心商業地の活性化を図るため

の調査・研究

2015 一般活路 千葉県 JR稲毛駅東口商店街

振興組合

組合員の営業存続基盤を高め

経営をより強固にするための

調査・研究及びビジョン作成

出所：『中小企業活路開拓調査・実現化事業採択一覧』より作成。



多くの共同店舗は，高度成長期時代に開業しており，その後，バブル崩

壊，デフレ経済となり，売上高の低迷が続いたため，リニューアルになか

なか踏み切れなかったと考えられる。

一般的には，組合・組合構成員が事業計画を展開し，店舗リニューアル

の投資をすれば確かに店舗施設が新しくなり，売上高が伸び，雇用が増え，

それによって従業員の所得が増えることを描くものである。ここで注意し

なければならないことは，店舗は綺麗になり，店格は向上し，品揃えも変

えたが売上高は不調，入店客もさっぱり伸びないことがある。

重要なことは，リニューアル後の店舗施設そのものに対する需要の創造

が生み出されるかどうか，投資金額が回収されるかどうかは，特に量的経

済成長が止まった成熟国では，極めて不確実性が高い問題である3）。この

ことは，中小企業の活性化問題にもあてはまる理論であって，需要の創造

を意識した共同店舗づくりを想定しない計画は，中小小売業を活性化させ

る効果は薄く，むしろ中小小売業を疲弊させて行く要因となると言える。

Ⅱ 中小小売業の組織と効果

1 組織化の必要性

経済における組織化あるいは組織性とは，人間がその経済発展のために

行う組織化を意味するものである。そして，組織化が複数の主体的行動に

おける相互間では，第1には，無意識の間に結果として成立する関係的組

織化である。第2には，一定の主体における意志の基に組み立てられる主

体的組織化である。この2つに区別することができる。すなわち，資本主

義経済は，関係的組織化に委ねられていた経済における展開を，主体的組

織化に移すことによって発展してきたと言えよう4）。

中小小売業における合理化は，大型小売業と異なって，その経営内部＝

内部経済だけでは実現しえず，常に経営外部＝外部経済にまで手を伸ばさ
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なければならなくなるわけである。これは，市場経済を原理とする資本主

義経済の中で，外部経済を含めた組織化によってこそ，中小小売業は，

「自由競争」が可能になるのである5）。

中小小売業の組織化は，単に個々の中小小売商業者を集めることではな

く，中小小売業を構成する人間集団を，他の中小小売業との協同目的達成

のために中小小売商業者を集団化することであり，そこには集団の理論が

おのずからあてはまることになる。企業を組織化するにあたっては，4つ

の要素を挙げることができる6）。第1には，組合の掲げる目的に対して，

組合員同士が相互作用を営もうとする共通の動機を持つことが，その前提

とならねばならない。第2には，組合を形成することによって，集団構造

が定まり，他者（小売業）との区別が明らかになる。そして，組合の内部

に競争要因を持たないばかりか，組合の力によって他者との競争に打ち勝

つ集団の凝集力を持っている。第3には，組合の行動規範が，組合の目的

達成のために明確に規定され，組織化の価値に対する組合員の意識が統一

されている。第4には，組合員の相互作用によって，組合員間に変化が生

じても，組合の掲げる目的や構造の基本理念に反してはならない行動規範

や規定が用意されている。などが中小小売業の組合を形成するために関与

していると考えられる。

組合は，一般的にいう集団と本質的には一致していても，構成員の規定

内容は異なっている。その成果としては，小売業という経済活動体を一定

の目的の基に置いて集団化し，共同事業によって利潤を増加させる点にあ

る。しかし，組合員の利潤極大化を目的とする組織化であっても，地域の

社会性と中小小売業の社会的責任をより大きく持つ組織体としては，地域

社会や地域消費者との調和の中で存在していく必要がある。中小小売業集

団としての組合は，経済行為をその中心に置く集団であるだけに行動規範

がより重視されることになる7）。
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2 組織の効果

中小小売業における組織化は，個々の中小小売商業者内部での組織化で

はなく，中小小売商業者間の組織である。中小小売商業者相互の利益を主

な目的とした意図的な組織形成であり，中小小売商業者以外の構成員を含

むこともあるが，あくまでも中小小売商業者が構成員の中核となり，多数

を占める組織の形成である。そこで活動する組織の効果について要約して

見ることにする8）。

第1には，中小小売業の経営体質強化や取引上の向上に役立つこと。個々

の中小小売業は，大型小売業と比較して経営資源が質的・量的に不十分な

ために研究・開発，企画力，集客力，販売力，資金力，情報力，取引力，

管理力などが脆弱性であると言える。このような中小小売業が組織化する

ことによって，相互に経営資源・機能を結集し，地域商業の中で差別化さ

れた優位性のある個性を発揮することである。第2には，組織化によって

中小小売業の競争力を強化することに役立つこと。独占力や競争力を持つ

大型小売業などに対して，中小小売業が組織化することによって「拮抗力」

を形成することになり，地域経済社会において中小小売業としての競争力

を維持・促進することである。第3には，利害対立の調整に役立つこと。

中小小売業分野は，一般的に参入障壁が低い過度競争に陥りやすい状態に

ある9）。特に大型小売業の増床・出店に対しては，地域中小小売業と大型

小売業との間や地域住民，地域消費者との間に利害の対立が生じることが

ある。それが原因となって，地域の中小小売業が共倒れになり，地域の経

済的混乱や地域社会の不安定をもたらすことがある。中小小売業の組織化

は，これらの利害の対立を調整することである。第4には，地域の活性化

に役立つこと。組織構成員である中小小売業だけでなく，その組織が関係

する集団（業界，産地，商店街など）全体について，指導・教育，環境整

備，情報，調査・研究，販売促進などの事業により，効率性の追求と消費
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者ニーズとの調和する戦略を構築することが可能になる。

このように，組織化による中小小売業の展開は，地域の中小小売業を取

り巻く経営環境に前向きに対処し，中小小売業の現代的経営に大きな影響

を及ぼすものと言える。また，中小小売業の組織化は，これまで中小企業

施策との密接な関わりを持って進められてきたおり，組織にとって用意さ

れている施策の有効活用が，効果を上げるために大切であることを忘れて

はならない。

3 組合活動の課題への対応

近年，中小小売業は，経済のグローバル化，人口減少等，中長期的な売

上高の低迷，商店主の高齢化，後継者難，消費者ニーズの多様化等，経済・

経営環境の変化の中にある。そのような状況においては，ハード面中心の

共同事業から，ソフト面中心の共同事業への移行をマーケティングの側面

から対処し，事業内容の質的変化を推進するための人材に掛ける組合が多

くみられた。組合事業の質的変換は，口で言うほど容易なものでないが，

外部から解決してくれるものでない。組合員は，協同組合の原点に返って

組合のために自らできることを考え，行動しなければならない。自助のた

めの協同を原理とする組合は，中小小売業にとって経営課題を解決するた

めの組織である。

活発な組合活動を展開するためには，「良い組合には良い事務局があり」，

「良い事務局があるところには良い組合があり」と言われるように，事務

局の強化と人材の確保が重要であり，組合活動のすべてであると言っても

言い過ぎではない。財政基盤の弱い組合は，人材確保ができず，組合活動

が低調になるという相関関係にあり，待遇面でも優遇できるだけの組合の

財政基盤の確立が必要である10）。すなわち，環境の変化と組合員ニーズを

的確に把握し，創造性と機動性を発揮できる組合指導者と事務局体制の強

化に重点を置くことも決して忘れてはならない。

―363―



Ⅲ 共同店舗の重要性とMD政策

1 共同店舗の意義と類型

共同店舗とは，消費者のワンストップ・ショッピングのニーズやウオン

ツに対応して，小売業の店舗形態の一つである。多数の中小小売商業者が，

組合あるいは会社を組織して，共同で力を合わせて，店舗全体を一体的に

管理・運営する方法である。この店舗形態は，1963年に高度化事業制度

の一つとして「小売商業店舗共同化事業」が制度化されてから，全国各地

において中小小売商業者の手によって共同店舗が開店されるようになった。

中小小売業は，大型小売業と比較するとさまざまな面で近代化が遅れて

いる点が明らかにある。それは，施設・設備の近代化や販売方法や販売技

術の向上，経営管理の合理化，あるいは事業規模の適正化などである。個

別の中小小売業が自らの手で努力を重ねて，近代化を進めて行くことは極

めて重要であり，商業経営の基本であると言えよう。しかし，個別の中小

小売業の商業活動おいて，その許容範囲には限界があることは言うまでも

ない。そこで力の弱い中小小売業がお互いに協力し，経営の不利な面を組

合の共同事業によって商業活動を推進していく方法として，共同店舗の存

在があると考えられる。

共同店舗の類型としては，店舗の基本コンセプトや組合構成員の業種構

成や販売形態，売場面積などで類型化することができる11）（表Ⅲ�1）。

最近の中小小売業は，取扱商品別よりむしろ，消費者ニーズ別商品販売

を重視する場合が多くなっている。そのため共同店舗においては，類型化

で整理した販売形態や業種構成も時代とともに少しずつ変化していること

が窺える。商品の差別化あるいは話題性など，品揃え，店内の雰囲気や接

客態度，産地直送やクレジットカード取扱い，さらにポイントカードなど，

内容の充実が挙げられる。消費者の注目を集めながら，成長する商品プラ
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スサービスを主体にした共同店舗の進化が望まれる。

ところで，1973年に中小小売商業振興法が制定された。これは，中小

小売商業者に対して，商店街の整備，店舗の集団化，共同店舗などの整備

事業の円滑な実施し，経営の近代化を促進することを目的にしている。中

小小売商業振興法は，商店街整備計画，店舗共同化計画，連鎖事業計画な

どの共同化事業に関して，高度化事業計画を策定し，通商産業大臣（現在
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表Ⅲ�1 共同店舗の類型化特徴

類型 販売形態 業種構成 売場面積

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
型

主として日常生活に不可欠の実

用品及び，食料品を扱っており，

商圏規模などにより，広域型，

地域型，近隣型に分類できる。

広域型，地域型の多くは，食料

品と衣料品のスーパーが核店舗

となり，これと相互に補完し合

う形で相当数の専門店が加わっ

て構成されている。

食料品，日用・雑

貨品などの最寄品

と，衣料・身回品

などの買回品がと

もに揃っている。

通常，売場面積3,000

m
2
以上の施設とさ

れているが，商圏が

限られたところでは，

小規模でもショッピ

ングセンター機能を

果たしている共同店

舗が多くある。

ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
型

セルフサービス方式による販売

を行っている。

食料品，日用雑貨，

実用衣料など，最

寄品を主体にして

いる。

1,500m
2
程度以下の，

比較的小型の共同店

舗である。

市
場

型

通常コマ割された，小規模の売

場を互いに連続させ，対面販売

を行う。

一部にセルフ売場を導入してい

る店舗もある。

大部分が食料品な

どの最寄品主体で，

組合構成員が多く，

売場が多いほど魅

力が発揮される。

1,500m
2
程度の施設

が多い。

百
貨
店
型

売場は間仕切りせず，オープン

にし，主として対面販売によっ

て行う。

最寄品から高級買

回品まで幅広く扱

う。

7,000m
2
程度が多い。

売場面積は大きい程，

魅力が出る。
専
門
店
型

核店舗は特になく，区別した売

場で，それぞれ対面又は側面販

売をする。

買回品を主体にし

た専門店。

組合構成員個々の店

舗の売場面積により，

共同店舗全体の適性

基準はない。

出所：中小企業事業団指導部編『共同店舗の計画づくりと運営』ぎょうせい，1994年，10

頁参照。



は，経済産業大臣）の認定を受けることで，当該事業を実施する際には高

度化資金を原則無利子で借入することができ，高度化事業制度による支援

が一段と強化された12）。

また，同年には，大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関

する法律（以下「大規模小売店法」という）が制定され，百貨店以外の大

型小売業の出店に対しても規制対象が強化されることになった。地域社会

における日常生活と深く関わっている中小小売業の健全な発展を図ること

を視野に入れている。大型小売業の進出によって中小小売業の経営環境の

悪化などの脅威に対応し，急激な変化を見据えた規制であると見て取れる。

言い換えれば，中小小売業と大型小売業が共存していける道として，政治

的対応から生まれた公共政策とも言えよう。

共同店舗の現況をみると，共同店舗の出資規模はかなり大きく，その割に

組合員数は比較的少ないと言われている。近年，共同店舗の組合員数につ

いては，構成員の高齢化，後継者難，売上高の不振，施設の陳腐化，大型小

売業の進出などの理由によって減少傾向にある。特に組合の場合は，その加

入・脱退が自由なことから，経営内容が良い時は別として，悪化の現象が

現れ始めると，組合員の脱落や共同店舗の閉店などに陥る場合が見られる。

共同店舗は，店舗自体が共有であり，その経営にあたっても共同によっ

て運営されている。いわゆる組合と構成員が組織とともにする運命共同体

であるとの認識に立ち，既存の共同店舗を充実させることが重要である。

共同店舗にとっては，共同化，集団化していることの意味，組合のあり方，

さらに流通機構で発生する諸問題に対して，組合員全員で十分に納得でき

る議論を重ねて，新たな組織化の強化に向けた組合と構成員の協同を結ぶ

絆を図って欲しいものである。

2 共同店舗のMD政策

マーチャンダイジング＝Merchandising（以下「MD」という）は，商
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品に関する計画と実施・統制と言った活動である。企業の経営目標を実現

するために，適正な商品・サービスを適正な価格で，適正な場所で，適正

な時期に，適正な数量を提供する役割を果たすものである。MDは狭義で

は，MDの計画業務に限定して用いられる場合がある。本稿では，基本は

あくまでも広義に，ほぼ中小小売業（共同店舗）の通常の営業活動全般を

さす意味で用いることにする。

共同店舗経営において，MDの骨格は，商品選定，仕入計画，在庫管理

の3つである。これらの考え方の原点になっているものは，マーケティン

グの基本思想である「消費者に始まり，消費者に終わる」顧客中心の考え

方である13）。自店の立地条件，顧客層，ファッショントレンド，消費者の

購買動向，販売時期などを総合的に検討し，顧客の求める商品・サービス

を的確に捉え，それに適合する仕入を実施し，在庫し，販売することが必

要とされるのである。具体的に言えば，仕入計画を決定し，卸売業者から

仕入，店内での在庫，売場ディスプレイで商品を見せ，消費者に販売する。

それによって売上高が達成され，商品が現金化される。そして，販売実績

を見ながら，次期仕入計画を検討し，卸売業者に商品を発注することにな

る。この流れをMD・サイクルと呼んでいる14）（図Ⅲ�1）。

MD計画の段階においては，顧客のニーズを知り，それを満足させるよ

うな商品を決め，そして在庫の状況や売れ行き状態をつかみ，最終的に仕

入の内容について具体的に決定すると言う過程を辿る。それは，販売→在

庫→仕入と言う過程を経るわけで，商品の流れである仕入→在庫→販売と

は全く逆の方向であることに注意しなければならない。このことを十分に

認識しておかなければ，売れる商品を仕入れるのではなく，仕入れた商品

を売ると言った誤ったMDを展開することになりかねない15）。

共同店舗内おいて実際に商業活動を実践しているのは，あくまでも各店

舗（組合員・テナントなど）である。その活動を円滑にさせ，かつ店舗全

体として一つ方向に進ことが求められる。これが組合のMD・サポート機
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能と言われるもので，共同店舗の一体的運営を推進させる上で大切な機能

である。例えば，一般的に共同店舗では，組合構成員の兼ね合いで，消費

者ニーズに対応した業種構成や商品陳列，販売方法などの改善が難い点が

見受けられることがある。また，共同店舗全体が早朝から営業しているに

もかかわらず，開店を迎える体制が整っていない個店がある。一方，共同

店舗がまだ営業しているのに関わらず，ある個店だけが勝手に閉店体制に

なっていることがある。それは各店舗が家族内従業員に労働力を頼ってい

るためで，勤務時間・営業日などの適正な勤務シフトが作れず，支障をき

たしていることが考えられる。さらに，各個店の状態が周囲の商業環境か

ら，かなりかけ離れてしまって経営面での近代化や革新する姿勢が乏しい
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図Ⅲ�1 マーチャンダイジング・サイクルと組合の

マーチャンダイジング・サポート機能

出所：中小企業事業団指導部編『共同店舗の計画づくりと運営』ぎょうせい，

1986年，15頁参照。

注： は，組合が行うマーチャンダイジング・サポート機能。



と感じる。このようなことが，共同店舗の統一性，一体的経営を阻害して

いる初歩的な要因であろう。

MD・サポート機能は，共同店舗を経営するにあたって，出店者には欠

かすことができない要件となっている。これらの機能は，大きく分けて次

の3つに集約することができる16）（図Ⅲ�1）。

第1には，商品企画・商品調整である。商品企画を立て，仕入行為を実

施するのは，個店であり組合ではない。しかし，個々の店舗で単独で活動

をしたのでは，共同店舗全体の魅力や訴求力に欠けてしまう恐れがある。

店舗全体の商品企画を個々の店舗の商品計画に反映させてこそ魅力ある店

舗となり，顧客吸引力に繋がることになる。商品企画力の強化にあたって

は，取り巻く商業環境や消費者動向，競合店の状況などを把握する必要が

ある。このためには，定期的な商品調査を実施して的確な情報を組合員に

提供しなければならない。商品調整については，各店舗の主力商品との関

係もあり，調整問題は極めて難しい。そのため，開業時までにほとんどの

共同店舗で商品調整規約などを作成し，その取り決めに基づいて商品調整

を実施している場合が多いように見受けられる。

第2には，販売促進である。組合員が取り扱いている商品を効率よく販

売に結びつけるために特定期間中で売り出し活動，あるいは商品を広く消

費者に知ってもらうために広告・宣伝活動，来店客の増加と固定客づくり

のために仕掛けづくりなど統一的な販売促進策機能が必要である。

第3には，売上金の一括管理，経営実績の把握である。共同店舗を運営

する組合は，毎日の売上金を一括管理することによって，各店舗（売場）

の経営実態を把握することができ，万一業績の落ち込みなどが生じた場合

には速やかな対応が可能となる。脱退者や店舗閉店がでると，店舗全体に

悪影響を与えることは目に見えている。

これらの機能については，バラバラに行われるものでなく，相互に有機

的に関連しながら展開されなければならない。運営・実施方法案について
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は，定期的に組合内部で慎重に議論し，組合員が納得できる施策として提

案をすることが必要であり，全員が一丸となって参加することで，業績の

向上が図られ，成果を挙げることが可能になると考える。

ところで，第Ⅳ章の事例研究で取り上げた石川県観光物産館は，実態は

共同店舗でありながら，まるで一企業が経営しているような体制で経営を

している店舗である。商品の仕入は，各組合員からの仕入れであるが，統

一したケースを使用して商品陳列・販売をしている。その上，ビジュアル・

プレゼンティションの機能を取り入れており，まるで百貨店や専門店の食

料品売場のような高級感がある17）。石川県観光物産館が自前で売場レイア

ウト，催事企画などを行うことができるので，効果的な販売促進策を取る

ことできる。接客する販売員は，石川県観光物産館が独自で雇用した従業

員であり，制服着用で勤務させている。店員教育にも力を入れおり，労働

時間に対しても労働基準法に注意を払っている。売上高の入金に対しては，

店内に数カ所のPOSカンターを設けており，操作は販売員が行っている。

このように，共同店舗でありながら，店舗経営の原理原則的に対処しなが

ら，一歩進んだ理想的な共同化を実践していると言えよう。

3 共同店舗のリニューアル

商業統計表から1991年の中小小売業（従業者1～49人）と2011年の中

小小売業（従業者1～49人）の事業所数を比較して見ることにする。1991

年は1,583,100店あったが，2011年には769,200店となり，813,900店の減

少，対比で48.6％までになっている。また，小売業開廃業率では，1991～

94年の開業率は3.9，廃業率は4.3となっており，一方，2009～12年の開

業率は2.2，廃業率は6.6となっている。この期間中においては，一度で

も開業率が廃業率を上回った年度はないことが分かる。すなわち，近年は，

開業率が低下し，廃業率の増加する数値が顕著に現れ，小売業店舗の減少

傾向も続いており，中小小売業の競争はますます厳しい時代を迎えている
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ことが窺える。このような状況下において，中小小売業が生き残り，繁栄

して行くための方策として，店舗（売場を含む）のリニューアルは，ストア・

イメージ戦略を展開するうえにおいて重要な要素の一つだと考えられる。

小売業は，店舗を開店すると，初めのうちは新しさや珍しさ，あるいは

話題性があって，消費者は入店し買物をしてくれる。しかし，数年が経過

すると消費者を引きつける魅力が段々と乏しくなり，客足は鈍ってくる傾

向になる。そのような状態が目に見えてきたならば，店舗は市場環境や消

費者志向，流行の変化への対応，あるいは入店客数の減少による売上対策

などに迫られるはずである。そこで，店舗のリニューアルを経営者や店長

は，最優先課題と認識して取り組むことが求められる。

商品にライフサイクルがあるように，店舗のライフサイクルを上昇期，

最盛期，衰退期にあてはめて説明してみよう18）。第1の上昇期については，

店舗が開業してから3年程度が目安である。当初の開店景気の影響で注目

され，商品や売場に新鮮さがあり，入店客数も売上高も順調に増えて行く

時期である。第2の最盛期については，3年から6年程度が目安である。4

年目当たりから売上高の勢いが落ち始めるか，あるいは横ばい状態となっ

てくる。この時期は，売場が徐々に陳腐化しはじめ，販売員の意識が現状

に甘んじてしまう傾向になる。特に3年から4年目あたりで一部商品の売

れ行きに変化が出始めており，それに対応した売場の部分的なリニューア

ルを行う必要が出てくる。第3の衰退期については，6年から8年以上が

目安である。消費者の生活様式や価値観の変化，商品の流行へ対応するた

めには，売場設備や陳列器具などが時代遅れになり，魅力ある売場づくり

ができない。そのため，5年から6年目あたりで売場の大幅なリニューア

ルに取りかかり，新鮮さを保つ必要性がでてくる。わが国の店舗管理の原

則では，「3年経ったら部分改装，5年経ったら大改装せよ」と，昔から言

われていることが思い出される。各期については，それぞれ2～3年前後

のずれが予想されるが，しかし，成熟期が10年以上に渡って続くことは，
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今日の商業環境から見て考え難いと言えよう（図Ⅲ�2）。

石川県観光物産館は1994年に本格的な店舗リニューアルを行った以降，

一部手直し程度しか行っていない。今までは，店舗の ・地の利・を得て商

売を継続して来たと推測できる。共同店舗に店舗リニューアルの病状が出

始めているのに投資を怠ると，近くの新規開業店や既存の競合店に顧客を

奪われたりすることは明らかである。そして，共同店舗にとっては，入店

客数と売上高の減少が如実に現れてくる。

共同店舗を経営するためには，日頃から，消費者の声に耳を傾け，個性

的で感性が豊かな店舗を目指すことが大切である。そのためには，共同店

舗のポジショニングを鮮明にし，ターゲットとしている消費者に対して情

報提供を行いない，話題性があり，何となく惹かれる魅力を創り出すこと

が最良の条件となる。消費者のニーズに応える投資を継続的に実行し，店

舗の基盤を整備して，時流に適合したマーケティング戦略によって，共同

店舗としての店格や取扱商品イメージの向上が図られる。それに伴って販

売成果が得られると言う連関を創り出すことが重要で，不可欠であると言

えよう。

消費者に支持される共同店舗であり続けるためには，組合や組合構成員，

あるいはテナントが商業環境の変化や商品の時代の流れを察知する経営セ
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図Ⅲ�2 店舗のライフサイクルの考え方

出所：波形克彦著『感性からのストア・イメージ戦略』経営

情報出版社，1986年，44頁。



ンスを持つことが重要である。また，共同店舗リニューアル計画を考える

ための調査・研究，ビジョン作成などには，活路開拓事業の支援事業を活

用して，新たなる活路を切り開くことを目指すべきであろう。

1 概 況
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Ⅳ 事例研究
19）
『石川県観光物産館』

組合等の名称 「協同組合石川県観光物産館」

北陸新幹線開業に合わせ観光客への「おもてなし」の体制を

整える

所在地 〒920�0936 石川県金沢市兼六町2番20号

設立 1978年7月

URL kanazawa.ftw.jp

組合等の主な

事業

1．組合員の取り扱う観光物産の共同展示，販売及び各種資料の

収集，研究を行うための施設の設置及び運営

2．組合員の取り扱う観光物産の共同宣伝及び斡旋

3．組合員に対する事業用資金の貸付及び組合員のためにする借

入

4．組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事

業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

5．組合員の福利厚生に関する事業

6．前各号の事業に付帯する事業

組合等の地区 石川県

組合員等の主

な業種

組合の区域内で以下の製造及び販売業の事務所を有する小規模の

事業者

陶磁器，漆器，箔，染色，繊維製品，玩具，食品，木竹製品，宗

教用具，医薬品，飲食及びサービス

出資金額 165,950,000円

組合員数

（所属員数）

33人（所属員数人）

事業に要した

総経費

事業規模5,242,500円

（うち補助金額3,145,500円）



2 事業テーマ（2013年度）

北陸新幹線開業に向けた老朽化店舗施設改修計画の策定

3 事業の概要

石川県観光物産館は，石川県金沢市にある日本三名園の一つ「兼六園」

の傍らにあり，石川・金沢の有名・老舗の銘菓・佃煮・地酒・伝統工芸品

などを取り扱う共同店舗である。売上高は，1991年の6億5千万円をピー

クとして長期低落傾向が続き，2012年には3億5千万円の規模となって

いる。店舗としては，1978年に開業し，1994年にリニューアルを実施し

たが，それ以降ほとんど売場に対して手を入れていない状況であった。店

舗は，買い物の利便性，快適性，安全性などの面から設備の老朽化，陳腐

化が進み，すでに改修時期に達しているというのが組合員の一致した見解

であり，このタイミングで2015年3月14日に北陸新幹線開業という外的

要件が後押しをした。

計画は，地下1階から地上3階までの4フロアをより魅力ある売場構成

にし，店舗を発展させることであった。改装前は，物販スペースが地上1

階584.96m
2
に集約し，地下が狭いトイレと遊休スペースであった。そこ

でトイレを広く明るくし授乳室を新設し，展示場や休憩ロビーで全面改装

した。また，1階出入口が3カ所であったが，正面玄関にふさわしい出入

口がなく，売場への導入線が明確でなかった。さらに外観から見ると建物

が固いイメージで店名サインが弱く，どのような施設なのかが観光客には

分かりづらかった。これらの点を改修することにした。

4 具体的な成果

当組合の中小企業活路開拓調査・実現化事業に関するアンケート回答に

よれば，「事業手数料・売上高の増加」の評価項目において，「大いに成果
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があった」，また「収益状況について」は，「売上高が増加した」と回答し

ている。特に目立った事項としては，2014年度12月末までの売上高実積

について聞き取り調査したところ，前年対比118％の好成績であった。組

合としては，リニューアル景気が終了する2015年度からが本当の勝負す

る期間であり，観光キャンペーンや各種イベントなどとタイアップしなが

ら，売上高3億6万千円（前年対比約103.3％）の目標を達成して行く予

定である。

組合としては，本事業を通じて，常に時代の変化や観光客の動向に適応

する先見性のある共同店舗を構築する重要性を認識して，観光都市金沢に

相応しい商品政策，販売政策，組合員意識の改善を図ることができた。石

川県の受け継がれた「味と工芸（わざ）」を明確な主張とよりよい特産品，

さらに情報とサービスを総合的に提案し，観光客に幅広い信頼と共感を得

られる店舗を志向する取組を行った。そして，クリーンで，洗練されたハ

イ・イメージを持ち，組合員が誇りをもてる優良共同店舗を構築すること

ができ，収益の向上を図り競合を勝ち抜く競争力のある組合体質を築くこ

とができた。

また，2011年度組合等WEB構築支援事業の補助金を受けて，通信販

売事業を構築しており，当館を訪れて商品をお買い上げくださった全国の

観光客に対し，リピーターの受け皿としての機能と店舗の相乗効果を果た

す役割をしている。年間売上高約2,260万円程度であるが，インターネッ

トの活発な利用に伴い，将来売上高が増える事業と期待している。

ところで，組合事務局には，開店時に大学卒業した新入社員（現在，専

従役員）がおり，この人物は立ち上げ時から現在まで，四代の理事長に仕

え，当組合の開業の原点となっているDNAを継承している。共同店舗を

運営するにあたり，組合員の相互扶助を目的としているが，事業経営によっ

て，その構成員の利益を増進すること，組合事業の継続性に対する思い入

れが強く感じられる。
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日頃から，販売員に対する教育には力を入れており，新入社員はもちろ

んのこと中堅社員に対しても定期的に実施しており，接客技術の向上を図

り観光客に喜んでいただける店づくりを目指している。さらに，販売員の

主力は女性であり，子育て世代が無理なく子供を産み育てる環境（育児休

暇制度）の充実を整備しつつ優秀な人材の確保，やりがいのある職場づく

りに努めている。

この様に，目指すべき店舗のビジョンを明確に持ち，独自化された売場

づくりを実現するために組合員が一丸となって，頑張って行く姿が成果と

して現れているのである。

5 成功要因（成功に導くためのポイント）

フロア構成を見ると，地下1階は，県菓子工業組合「石川県菓子文化ギャ

ラリー」と浅野太鼓楽器店（白山市）の「太鼓の世界 浅野太鼓」を展示

した伝統文化展示フロアを新設した。地上1階は，食品や地酒が並ぶ物販

フロアの陳列スペースを拡充し，四季を通じて石川の伝統の逸品と名産品

を一同に集めた加賀百万石の老舗・有名店街フロアとした。2階は，茶寮，

寿司店と加賀八幡起き上がり手描き体験」のフロア，3階は，「和菓子手

づくり体験」，「金箔プレート手づくり体験」，「砂彫りガラス体験」のフロ

アとなっている（図Ⅳ�1）。

特にメインフロアの地上1階は，陳列ケース，銘菓表示板が統一されて

おり，売場の上品さ，グレートの高さを感じることができ，通路も広く取

られており，回遊性にも注意を払っている。対面販売で売った方が良い商

品と，側面あるいはセルフサービスで売った方が良い商品とにアソートメ

ントした売り方をしている。入店して，売場の雰囲気や商品を見て，買う

予定がなかったのに，思わず欲しくなってしまうようなマーチャンダイジ

ング政策を実施した。さらに観光客に対しては，「石川県観光物産館」の

サインを大きくはっきりと分かるように正面外壁に表示をした。また，出
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入口については，2か所に変更して正面玄関と分かるようにして，店舗の

客導線や回遊性を高めることに繋げた（図Ⅳ�2）。
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図Ⅳ�1 石川県観光物産館1階フロアガイド

図Ⅳ�2 石川県観光物産館1階フロア（売場）



6 今後の活動予定

リニューアルを考える場合には，毎日の店舗の清掃，陳列の手直しなど

と同様に，新鮮さを維持するため定期的に実施しなければならないと言え

る。時代とともに経済・社会環境，消費者志向，売れ行き商品が変化する

中で，店舗の設備が古いままでは，観光客のニーズに対応したマーチャン

ダイジングを行うことが困難になってくる。そのためにもライフサイクル

を見極めたリニューアルを行う経営管理が必要である。今後，建物自体の

耐久性や設備の老朽化から考えて，10年から15年後あたりには，立て替

えの検討を考える必要性が出てくるかもしれない。

7 最近の状況

2015年12月に石川県中小企業団体中央会を通じ，石川県観光物産館に

対して，最近の状況ついてヒヤリング調査を試みた20）。

3月14日に北陸新幹線が開業して以来，北陸地域の景況感は，個人消

費や商業の売上高の顕著な伸び，雇用情勢の改善，観光客の増加など，新

幹線開業効果が予想以上に地域経済を押し上げている。

金沢の主な観光スポットには人の波で溢れており，石川県観光物産館に

隣接している「兼六園」では，3月から8月まで入場者が約167万人で，

前年同時期と比較して約140％の増加である。さらに江戸時代の町屋を復

元した「ひがし茶屋休憩館」では，約13万人と前年対比で約190％の増

加を示した観光地もある。金沢市内の量販店，専門店，小売店には，連休

や週末になると観光客が殺到し，地元の人々が買い物しづらくなる程の混

雑を見せている。また，NHK連続テレビ小説「まれ」の舞台となった能

登輪島市の朝市には，4月から8月までの前年対比が約130％の増加で約

34万人が訪れていた。そのためシティホテルの客室稼働率は，県全体で

約80％を上回り，首都圏からの観光客とってなかなか予約が取れない状
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況である。

石川県観光物産館の 2月から 10月までの売上高は，月平均すると約

137％の増加で推移しており，入店客についても前年対比で約140％から

150％の増加である。売れ筋商品としては，1階フロアにある和菓子，佃

煮，海産物，地酒などがとても好調な売上高を示している。今までは，陶

磁器，漆器などの工芸品の売れ行きに苦戦をしていたが，リニューアル後

は非日常品としての価値観が高まり，売れるようになってきた。加賀八幡

起き上がり手描き体験，金箔プレート手作り体験などについては，入店客

の増加ともに売上高が伸びている。このように，店舗リニューアルと北陸

新幹線開業の相乗効果により，活路開拓事業による事業成果で集客力が高

く，話題性のある共同店舗に変身しており，実施後の継続活動に邁進して

もらいたい。

Ⅴ 活路開拓事業の効果と課題

1 事業の必要性

活路開拓事業について，2006年度に実施した組合員に対してのアンケー

ト調査（配布数4,081，回収数1516，回収率37.1％）では，活路開拓事業

のような組合等が取り組む助成事業について，「必要はある」（88.1％），

「必要はない」（7.8％），「無回答」（4.0％）の回答となっており，組合員の

大多数がこの事業に対する必要性や有効性を認識していると考えられる

（図Ⅴ�1）。この事業は，中小企業者が単独では対応が容易でない課題を組

合と組合構成員が共同で取り組むことにある。まさに「共同」と言う部分

に重点が置かれており，そもそも歴史がある支援事業であり，政府の事業

仕分けの波にも乗り越えて来ている。

2014年度には，過去5年間の本事業を実施した組合等に対してアンケー

ト調査（対象数175，回収数154，回収率88.0％）を実施した。これによ
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れば，事業の補助対象となる事業カテゴリー4つについての選択は，「中

小企業の経営基盤の強化」（57.1％），「中小企業の社会的要請への対応」

（16.9％），「中小企業による地域振興」（16.2％），「その他，中小企業が対

応を迫られている問題」（9.7％）となっている（図Ⅴ�2）。例えば，「中小
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図Ⅴ�1 組合等が各種補助事業に取り組む必要性

出所：『中小企業活路開拓調査・実現化事業事例集』2009年より。

図Ⅴ�2 補助対象となる事業の内容

出所：『平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業 成果報告書』2015年より。

注：n＝156



企業の経営基盤の強化」の内容については，新製品・新技術開発，新事業

開発・新分野への進出などの「新製品や新事業に関する事項」，経営革新

への対応力強化，事業の構造改革などの「経営戦略に関する事項」，ある

いは技術・技能継承，取引慣行の改善など「中小企業が避けて通れない問

題に関する事項」，この様な事項に取り組むことが挙げられている。また，

共同事業として取り組むべきテーマとして，組合等及び組合構成員に共通

しているのは，「新製品・新商品・新サービスの開発」，「販路拡大」，「技

術や品質管理の向上」，「組合員間の連携強化」などである。

ところで，2010年6月18日に閣議決定された「中小企業憲章」は，意

欲ある中小企業が新たな展望を切り拓けるようするものであり，ものづく

り分野を始めとする技術開発，教育・研究機関，他企業などとの共同研究

を支援することである。また，業種間での連携・共同化や知的財産の活用

を進め，中小企業の事業能力を強め，経営支援の効果を高めるため，支援

人材を育成・増強し，地域経済団体との連携による支援体制を充実するこ

とになっている。経済活力源泉たる自立した中小企業の可能性を発揮する

ために，中小企業組合，異業種間連携などの中小企業の組合団体と共同し

た取り組みを支援するものとして，活路開拓事業の助成制度があると言え

る21）。

2 成果に対す評価

活路開拓事業では，調査・研究，試作・改造，実験・実用化試験，試供・

求評，ビジョン作成など，本来の事業目的を遂行して高く評価できる成果

が出ている場合が多いと見て取れる。

組合等の事業実施後の成果については，「大いに成果があった」10.4％

（16組合等），「成果があった」38.3％（59組合等），「やや成果があった」

46.1％（71組合等），の合計は94.8％（146組合等）で，ほとんどの組合

等が成果を挙げていること分かる。成果に結びついた要因としては，「組
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合員（構成員）企業や業界ニーズに即したテーマの設定」，「事業の内容」，

「外部専門家，中央会指導員などの支援」，「期待される成果に対する組合

員（構成員）間の共通認識」などが挙げられ，単独で解決困難な諸問題な

どについて，共同で活路を開拓しようと言う認識で取り組んだと推測でき

る。一方，「成果がなかった」5.2％（8組合等）で少数であった。組合や

組合構成員は，経済のグローバル化を迎えて，広く内外の経営環境に対処

する考え方を明確に持たなければならないし，創造性を発揮する機会が失

われないようにすることが大切である。経済が浮き沈みを繰り返す中で，

自助努力をすることを忘れなければ，成果は実るはずである（図Ⅴ�3）。

3 課題と展望

活路開拓事業の現行制度に対する要望は，現行制度の課題でもある。ア

ンケート調査の集計結果から，5つの項目について筆者の視点で解説して

見よう（図Ⅴ�4）。

� 「報告書類や精算手続きの簡素化」は，現行制度に対する要望が一
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図Ⅴ�3 事業実施後における成果の総合的評価

出所：『平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業 成果報告書』2015年より。

注：n＝156



番多かったものである。補助金も助成金も原則として返済不要であり，

国民が納めた税金から拠出されたお金である。精算は，補助金交付の

対象となる経費の規定に従って処理すべきであり，正しく使われてい

るかは会計検査院の検査対象にもなっている。それと併せて，事業結

果についての報告書を提出することは当然の義務であろう。この事業

では，委員会の設置が必要とされており，専門家委員，業界側委員と

委員会やワーキング委員会などを数回に渡って開催しているはずであ

る。その際の議事録などから報告書の作成することは可能であり，時

間をそれほど費やさなくて済むと考える。また，簡素化できる書類に

ついて，具体的な部分を公平な視点で捉え，改善点を意見・要望とし

て全国中央会に相談するべきであろう。

� 「応募書類・手続きの簡素化」は，事業計画書の記載事項が活路開

拓事業の趣旨と合致していることが第一歩であり，募集要綱をしっか

りと読んでから記入して欲しい。全国中央会は，事前に全国数カ所で

説明会を実施しており，記入方法など簡素化できる項目について，会

場へ訪れて直接担当者に疑問点を問いただすことが大切である。また，
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出所：『平成26年度中小企業活路開拓調査・実現化事業 成果報告書』2015年より。

注：n＝156

図Ⅴ�4 活路開拓事業の制度に対する要望



応募書類の事業計画書には，明らかに他の助成事業に応募した申請書

のたらい回しが見受けられることがある。応募者は，事業計画書を作

成するにあたり，細心の留意を払うべきである。

� 「実施期間の長期化」は，この事業が単年度事業であり，予算の執

行状況を明らかにするために実施期間が設けられている。予算の執行

に期限がなければ，予算・決算を行うことが無意味となる。国の会計

年度は，予算を執行するための一定期間と言うことで，公共機関では

1年が通例である。事業を会計年度内で執行することは非効率・非実

際的な面があると言う意見も耳にする。しかし，会計年度独立の原則

が採用されており，実施期間の長期化は制度的になかなか難しいと考

えられる。

� 「募集期限から事業開始までの期間の短縮」は，この事業が政府予

算の成立を前提としている。国会で予算が承認されなければ，執行す

ることができない。全国中央会では，組合等の事業開始をなるべく早

くするため，事前の3月中に書類審査を終えて，4月以降に審査委員

会を開催して採択をしている。万一，国会で予算審議が止また場合に

は，活路開拓事業の審査委員会を開催することができないのは当然で

ある。例えば，平成27年度では，第1回が平成27年2月16日から4

月16日まで公募を行い，3月16日に第1次締め切り，5月8日に採

択事業者を公表している。中小企業庁や全国中央会では，できる限り

事前にホームページなどで募集要項を告知している。この事業を利活

用しようと考えているならば，組合等が事前に計画書の理事会決定な

ど，事前準備を終わらせることが必要である。

� 「補助金額の増額」は，国の補助率の割合を増加させ，自己負担の

割合を軽減する見直しであろう。国の予算状況や東日本大災害の復旧・

復興関連事業，他の助成事業などの兼ね合いから，現状では補助率の

割合をアップさせる財源を見出すことできるだろうか。また，事業規
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模を大きくしても単年度事業であるため，期間内に事業終了・精算で

きるか不安が残る。最近の傾向としては，事業の助成を受けるため，

事業計画書の経費の内訳において，委託費（外注費）の割合を80％

前後にかさ上げし，丸投げ状態の事業が良く見られる。しかし，小規

模事業者や小規模の組合等では，事業の内容や自己資金の乏しさから

1,000千円以下となり，この事業の助成を受けることができない。こ

れらの組合や組合構成員は，身の丈に合った計画に智恵と汗をかきな

がら，手づくりで資金を掛けずに，生きる道を求めているはずである。

その組合等に対して，特例措置として利活用できるように柔軟な対応

策を講ずるべきである。

ところで，2007年11月，「農商工連携促進などによる地域経済活性化

のための取り組み」が，農林水産省（以下「農水省」という）と経済産業

省（以下「経産省」という）の共同施策として発表された。これは，ハー

ドの基盤整備は農水省が実施し，ソフトの助成は経産省が展開して行くこ

とで，地域経済の活性化を目的に農業者と中小企業者が連携する事業を両

省が横断的に支援する政策だと読み取ることができる22）。特に農業に携わ

る人々は，経営の改革と収支計算・簿記記帳に対する調査・研究や共同店

舗での農作物販路拡大や新市場の開発，あるいは事業のビジョン作成など

が考えられる。今後は，農業者と中小企業者と共同で，活路開拓事業を利

活用する事業計画が提出される機会が出てくることが予想される。

お わ り に

各地域には，中小企業が製造，商業，観光などの産業が中心となって，

地域の発展を図ろうとしている。弱者が強者にかわりうるように中小小売

商業者自身が，それぞれの地域において得意分野で結束し，智恵と力と技

術を持ち寄り，質と規模を高め，それでいて大型小売業にはできない小回
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りの利く，素早い行動力で生き残っていくことが大切な点である。活路開

拓事業の利活用することは，中小企業の各分野にとって，大きな影響と変

化をもたらすだろうし，そのことが地域産業にも大きな影響を与えること

になると言えよう。

活路開拓事業は，中小企業が組合等を中心に，企業の存続と発展の可能

性を探るべき志を同じくする組合や組合員にとって，自立・自助を求めて

挑戦するために必要な補助事業である。言い換えれば，中小小売業が誇り

を持って自立し，地域社会への貢献をはじめとして社会的課題に取り組む

ため，活路開拓事業という支援事業については，その意義があると認識で

きる。

1） 全国中小企業団体中央会編『平成27年度中小企業活路開拓調査・実現化事

業募集要綱』全国中小企業団体中央会，2015年，9頁参照。

2） 前掲『平成27年度中小企業活路開拓調査・実現化事業募集要綱』11頁参照。

3） 上原征彦編著『農業経営』丸善出版，2015年，150頁参照。

4） 山中篤太郎稿「組織化と中小企業」山中篤太郎編『中小企業の合理化・組織

化』有斐閣，1958年，35頁参照。

5） 三浦一洋稿「中小企業の組織化」百瀬恵夫・伊藤正昭編著『中小企業論』白

桃書房，1991年，265頁参照。

6） 百瀬恵夫著『中小企業組合の理念と活性化』白桃書房，1989年，44頁参照。

7） 前掲『中小企業組合の理念と活性化』白桃書房，1989年，45頁参照。

8） 前掲瀧澤菊太郎著『現代中小企業論』�放送大學教育振興会1992年，130

頁参照。

9） 過度競争とは，同業の企業が市場占有率を拡大しようとして起こる状態。自

由競争の度が過ぎて，著しく激しい競争の状態になり，価格が引き下げられ，

正常以下の利潤しか得られない。

10） 前掲『中小企業組合の理念と活性化』白桃書房，1989年，137頁参照。

11） 中小企業事業団指導部編『共同店舗の計画づくりと運営』ぎょうせい，1994

年，9�10頁参照。

12） 筒井徹著『共同店舗組合・共同工場組合の新たなる挑戦』商工総合研究所，
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2015年，3頁参照。

13） 天野恒男著『商業経営』産業能率短期大学通信教育部，1980年，59頁参照。

14） 中小企業事業団指導部編『共同店舗成功のきめ手』ぎょうせい，1986年，14�

15頁参照。

15） 前掲『商業経営』産業能率短期大学通信教育部，1980年，59�60頁参照。

16） 前掲『共同店舗成功のきめ手』ぎょうせい，1986年，15頁参照。及び

前掲『共同店舗の計画づくりと運営』ぎょうせい，1994年，6�7頁参照。

17） 波形克彦著『感性からのストア・イメージ戦略』経営情報出版社，1986年，

119頁参照。ビジュアル・プレゼンティション（VisualPresentation）とは，

明確な顧客対象が求めている生活提案を，より目に見える形で種々のビジュア

ル化手段を使って提示することである。すなわち，顧客にとって，買う予定が

なかったのに，売場や商品を見て，思わず欲しくなって買ってしまうような商

品の提案と言えるだろう。

18） 前掲『感性からのストア・イメージ戦略』経営情報出版社，1986年，43�45

頁参照。

19） 現地調査は，2015年2月4日に実施したものである。今村哲稿「協同組合

石川県観光物産館」全国中小企業団体中央会編『平成26年度中小企業活路開

拓調査・実現化事業成果調査報告書』全国中小企業団体中央会，2015年，48�

49参照。

20） これに対応してくれたのは，協同組合石川県観光物産館専務理事松浦勉氏で

ある。内容については，2015年12月24日に回答してくれたものをまとめて

いる。

21） 三井逸友稿「中小企業の活路開拓事業の効果的実践のために」全国中小企業

団体中央会編『中小企業活路開拓調査・実現化事業事例集』全国中小企業団体

中央会，2013年，9参照。

22） 前掲『農業経営』丸善出版，2015年，102頁参照。

1.天野恒男著『商業経営』産業能率短期大学通信教育部，1980年。

2.伊藤充博著『現代の流通経済』税務経理協会，1990年。
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1．は じ め に

証券取引委員会（SecuritiesandExchangeCommission；以下，
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SECによる会計事務所の懲戒と

その監視的役割

1970年代における展開

岡 嶋 慶

要 約

本稿は，SECが，所管業務である監査証明に関連してプロフェッショ

ナルとして非倫理的あるいは不適切な行為を行なった会計士を懲戒する規

則Ⅱ�手続を用いて，1970年代に，それ以前とはまったく異なった状況

のなかで，会計プロフェッションへの規制を行なっていく過程を考察する。

激動の1970年代には，品質管理レビューの導入にみられるように，ある

いは，懲戒規定の根拠をめぐる訴訟にみられるように，SECと会計プロ

フェッションとの間に必ずしも利害の一致しない場面もあらわれたが，規

制機関としての大局的な利害から，SECが会計プロフェッションを中心

としたプライベート・セクターにその権限を事実上委譲するシステムは維

持された，あるいは，強化されたことが確認される。

キーワード：証券取引委員会，会計連続通牒，大規模会計事務所，実務規

則・規則Ⅱ�，懲戒手続，救済的制裁，ピア・レビュー，監

査基準設定，モス小委員会．メトカーフ小委員会

�論 文〉



SEC）は，投資者を保護し，公衆の利益を守ることを目的に，連邦証券法

規を法執行している。執行手段でみると，SECは，投資者を保護するに

あたって助けとなるさまざまな法執行上の権限を持っている。会計士が連

邦証券法規に違反したとされる場合，SECは連邦裁判所に差し止めによ

る救済（injunctiverelief）を求めることができる。こうして得られた差

し止めは会計士による将来の違反を抑止する保証としての形をとることに

なる。また，証券法規の違反は，刑事上の責任をもたらすこともある。そ

の場合には連邦検察庁に対して違反事実の証拠を送付することができる。

こうした法執行上の権限は，証券法規の違反とならない会計士による不適

切行為には及ばないものの，そうした場合には，SECは，登録届出書の

効力を停止する，特定の証券の売買取引を停止する，不正確な財務諸表の

修正を要求するといった別の形の救済を得ることができる。これらの権限

は，投資者が誤導を招く情報に依拠して証券の購入，売却をすることがな

いように保証する働きをしている。さらには，証券取引の遅延あるいは停

止は会計士からみれば顧客にあたる被監査会社（証券発行者）に対して相

当な痛手を与えることになるから，それらは，間接的に，会計士にとって

も制裁として働くこともある。会計士は顧客を失うことになるかもしれな

いし，その場合には，その名声に傷がつくことになる1）。

これに加えて，SECは，所管業務である監査証明を行なった会計士に

対し，実務規則（RulesofPractice）規則Ⅱ�に基づいて，懲戒を行な

うことができる。「規則Ⅱ�は，SECの所管業務に関して他の者を代理す

る者が適切な倫理基準およびプロフェッショナルとしての基準に準拠して

行動し，そしてまた，SECがそうしたプロフェッショナルを信頼しこれ

に依拠することで行政手続を滞りなく遂行できることを保証することを意

図している」2）とされている。

本稿は，所管業務である監査証明に関連してプロフェッショナルとして

非倫理的あるいは不適切な行為を行なった会計士を懲戒する規則Ⅱ�手続
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を用いて，SECが，1970年代に，それ以前とはまったく異なった状況の

なかで，会計プロフェッションへの規制を行なっていく過程を考察してい

く。

2．SECによる救済的制裁と品質管理レビュー

1960年代後半，監査人を取り巻く状況は一変する。アメリカ経済は急

成長したが，一方で証券投機も横行し，企業倒産とともに監査人は前例を

見ないほどの訴訟に巻き込まれ，判決は監査人の責任を拡大した。

こうした新たな状況を踏まえて，SECは，1970年9月，適当な事案に

おいて迅速な実務特権の剥奪（disqualification）を可能にするために，

規則Ⅱ�を改定し，免 許
ライセンス

が取り消され，あるいは停止されている会計士

その他の専門家，ないし，重軽罪に処された者，道徳的に問題ある行為を

行なったとされた者に対して，SEC所管業務に従事する実務特権を自動

的に停止することを可能にした（規則Ⅱ��）
3）。また，SECは，通知と

聴聞の機会の後に，連邦証券法規および規則に故意に違反し，あるいは違

反を故意に幇助教唆したと判断された者に対しても，実務特権を停止する

ことができるようになった（規則Ⅱ���）。さらに，翌1971年5月の改

定で，裁判所が会計士のさらなる証券法規違反を終局的に差し止めた場合，

あるいは会計士が証券法規に違反したと判決した場合，当該会計士に対す

る実務特権の停止が可能となった（規則Ⅱ��）
4）。しかも，終局的差止命

令の発出に同意した場合，会計士は，差止請求訴訟上の訴状で申し立てら

れた不適切行為を理由として差し止めを受けたとみなされる。

こうした改正も相まって，SECは，規則Ⅱ�に基づく懲戒手続を集中

的に利用し始めるようになった。それまで，会計士を対象とした懲戒事案

は，1940年代には6件，1950年代には4件，1960年代には11件であっ

た5）。しかし，1970年代に入ると，会計連続通牒（AccountingSeries
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Releases；以下，ASR）に顛末が公表されているもので，1970年代前半

に11件発生し，さらに後半には急増して56件にものぼった（図表1）。

1970年代以降のこの増加傾向は必ずしも会計士に対する懲戒に限定され

たものではなかった。1950年までは弁護士に対して規則Ⅱ�に基づく懲

戒手続が適用された例はなかったが，1950年代に4件，1960年代に11件

と推移し，1970年代の最初の2年間だけで6件と増加する6）など，会計士

だけでなく，弁護士に対しても数多くの懲戒手続が進められた。

� 和解の促進と救済的制裁

SECは，懲戒対象となっている会計士との同意を通じた和解を交渉す

ることによって，規則Ⅱ�手続を終結させることができる。

SEC内部の法執行方針とその実務に関する諮問委員会（ウェルズ委員

会）は，1972年6月の報告書において，SECの限られた人的あるいは財

政的資源のもとで投資大衆の保護という法の目的を効率的に達成するため

には，和解（settlement）を積極的に活用していくことが不可欠である

と勧告していた7）。報告書は，「SECの視点からすれば，和解は，遅滞や，
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スタッフの時間の不必要な浪費を避けるものであり，聴聞の後に発せられ

る命令の場合と同様の規制上あるいは法執行上の効果を得ることができる。

また，和解は，反対側の当事者〔被審理人〕にとっても望ましいものであ

る。手続が引き延ばされることは，結果的に，継続的に悪評（adverse

publicity）を流されているのも同然となる可能性があり，さらに別の，

望ましくない，意図せざる効果をもたらすかもしれないからである」8）と

している。

こうした勧告もあり，SECは，主として規制の効率性から，行政手続

上，和解を促進する傾向があった。実際，1970年代に入って増加するよ

うになった会計士その他のプロフェッショナルに対する行政手続は，1933

年証券法および1934年証券取引所法に基づく差止請求手続の場合も，規

則Ⅱ�手続の場合も，一定の付随的救済をともなった形で，和解にいたる

ことがほとんどであった9）。

折しも1972年1月には，SEC主任会計官が，アンドリュー・バーから

ジョン・バートン（JohnBurton）へと交替した。バートンは，1960年

代後半にピア・レビューの形での品質管理レビューの導入を勧告したアメ

リカ公認会計士協会（AmericanInstituteofCertifiedPublicAccount

ants；以下，AICPA）委員会のメンバーであった人物である10）。バート

ンは，主任会計官として，このプログラムの採択を強力に推し進めた。

SECの委員やスタッフのなかにはこのプログラムの実効性に疑念を持つ

者もあったが，主任会計官はこれを実施に移す権限を手に入れることとなっ

た。

� ラヴェンソール・クレックスタイン・ホーワース＆ホーワース

会計事務所懲戒検討事案（ASR第144号，1973年5月）

もともとSECにはその所管業務に従事するプロフェッショナルに対し

て科料のような懲罰的な（punitive）制裁を科す権限はなく，それまで
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の欠陥事項を矯正し，将来の証券法規遵守を確保するというような救済的

な制裁しか科すことができないとされていた11）。こうしたなか，品質管理

レビューの賦課といった新たな付随的救済をもたらす行政手続があらわれ

るようになった。最初の行政手続が，全米規模の会計事務所であったラヴェ

ンソール・クレックスタイン・ホーワース＆ホーワース会計事務所

（LaventholKreksteinHorwarth& Horwarth；以下，LKH&H会計

事務所）に対して進められた手続であった12）。

本件は，投資事業に従事していた有限責任パートナーシップであるタカ

ラ・パートナーズ（TakaraPartners）に対して起こされた差止請求訴訟

から派生したものであった。タカラ・パートナーズの財務諸表を監査証明

していたのがLKH&H会計事務所であった。SECは，LKH&H会計事

務所が，タカラ・パートナーズの虚偽であり誤導する監査済み財務諸表の

公表に関与した点で，連邦証券諸法の各条に違反した，また，同会計事務

所のニュージャージー支局のパートナーおよび被用者が財務諸表の作成作

業に従事していた期間に ・超人気銘柄（hotissues）・の売買への関与か

ら得た利益と見せかけてタカラ・パートナーズのパートナーから17,000

ドルを受け取っていたために，LKH&H会計事務所は独立の立場にはな

く，また，タカラ・パートナーズの財務諸表を監査証明する資格もなかっ

たと申し立てた。

LKH&H会計事務所は，差止請求訴訟において申し立てられた内容に

ついて認否することなく，連邦証券法規違反行為に対する終局的差止命令

の発出に同意した13）。そして，SECは，LKH&H会計事務所に対する差

止命令の発出を踏まえて，LKH&H会計事務所に対し，規則Ⅱ��
14）に

基づく手続を開始した。行政手続上の和解の一部として，LKH＆H会計

事務所は，SECによって申し立てられた種類の将来の違反行為を防止す

るために，SECの事前承認を受けた事務所内部での統制手段および手続

を採用することに同意した。
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具体的に，まず，LKH＆H会計事務所は，差止命令の開始日から15ヵ

月以内に，差止判決での条件のもとで，採用され，維持されることを要求

される基準および手続に準拠して同事務所のプロフェッショナルとしての

実務を行なっているかを確かめるために，調査（investigation）を受け

ることに同意した。この調査は，一般に採用され，あるいは，SECによっ

て是認された手法および手続に従って，LKH＆H会計事務所の費用で実

施される。SECの選択肢として，調査は，�この目的でAICPAによっ

て選出された有資格のプロフェッショナル会計士（qualifiedprofes-

sionalaccountants）のチーム，��AICPAによって指定された人物の

なかから，あるいは，�この差止命令から12ヵ月以内にAICPAに適当

な人物が指定されない場合，AICPA会員のなかから，この目的で主任会

計士によって選出された有資格のプロフェッショナル会計士のチーム，

�SECのスタッフ，のいずれかによって実施される。

こうした調査（品質管理レビュー）に加えて，LKH＆H会計事務所は，

1年間，事務所内部の合併・買収に関する手続が差止命令に基づいて採用

されているという証拠を主任会計官に提出することなく，他の会計事務所

と合併し，これを買収しないことに同意した。さらに，LKH＆H会計事

務所は，30日間，その契約日から1年以内にSECに書類提出を行なうこ

とになる新規のプロフェッショナルとしての契約を受嘱しないことに同意

した。

和解にいたる過程で，すでに1972年8月，AICPAに対して，LKH＆

H会計事務所に対するレビュー要員を用意するよう，SEC側から要請が

なされていた。多くの大規模会計事務所の当初の反応はこのSECの要請

を断固拒否すべきというものであったが，AICPAの理事会メンバーのな

かには，これに協力しない場合，偏向した，あるいは，公正な判断を下す

のに必要とされる経験を持たないレビュー担当者をSECに任命されてし

まうかもしれないと懸念する声もあった。そうした状況のもとで，
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AICPAはこのための特別委員会を設置して，SECスタッフと協議するこ

ととなった。1973年10月，最終的に，特別委員会はSECの要請どおり

レビュー担当者を提供することを勧告した。その後，ハスキンズ＆セルズ

会計事務所のパートナーで，AICPA監査基準常務委員会のメンバーであっ

たロビンソン（HaldonRobinson）がレビュー・チームを率いる責任者

に任命され，首尾よくレビューが実施された15）。

� トゥッシュ・ロス会計事務所懲戒検討事案

（ASR第153号，1974年2月）

1974年に入り，8大会計事務所の一角であるトゥッシュ・ロス会計事務

所（ToucheRoss&Co.；以下，TR会計事務所）が規則Ⅱ�の懲戒手続

の対象となり，そこでの救済的制裁として品質管理レビューを賦課するこ

とになった16）。

不動産デベロッパーであったUSフィナンシャル社（U.S.Financial,

Inc.；以下，USF社）がSECに提出した1970年度および1971年度の財

務諸表は虚偽であり，誤導を与えるものであることが判明した。この財務

諸表の監査証明を担当したのがTR会計事務所であった。SECは，この

監査に関係して虚偽の情報を提供され，不実の説明を受けるなど，TR会

計事務所が意図的にUSF社の経営者に欺かれたことを認めつつも，TR

会計事務所の 1970年度および 1971年度の監査にみられる行為（con-

duct）は，多くの点で，SEC所管業務に従事する公共会計士に必要とさ

れるプロフェッショナルとしての基準を満たしていなかったと申し立てた。

とくに同会計事務所は，実際には存在しない利益を獲得したように見せか

けるように経営者によって処理された数々の非常に重要な取引に関して，

プロフェッショナルとしての意見を裏づけるに足りる十分に独立的な証拠

資料を入手していなかった，結果として，これらの取引は1970年と1971

年の数百万ドルの不適切な収益認識につながっていたと判断された。さら
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にまた，最大限のプロフェッショナルとしての懐疑心が必要とされる状況

下で，得られた情報の重要性を十分に評定せず，監査手続を追加的に実施

しなかったとされた。

TR会計事務所は，規則Ⅱ�に基づく行政手続の開始に関わる権利放棄

を申し出，SECによる事実認定，結論，および救済的制裁を含む命令の

発出に同意した。SECは，この同意を受け入れることを決定し，調査の

結果として明らかになった事実関係およびそこにみられる監査上の欠陥を

まとめ，ASR第153号において公表した17）。

ASR第153号では，TR会計事務所の監査についてこのように分析し

ている。1970年度の監査において，TR会計事務所は，利益がいっさい獲

得されていないことを指し示す証拠が入手できた場面で，少なくとも2つ

の主要な取引についてUSF社が利益を計上することを認めてしまった。

さらに，1971年度の監査の開始をめぐる状況は，同会計事務所をして，

最大限の懐疑心をもって（withthehighestdegreeofskepticism）監

査に臨まなければならないものであった。とくに，この状況において，

TR会計事務所は，未完了の取引に関し監査手続を大幅に追加して実施し，

最大限の注意を払って経営者の説明を評定しなければならなかった。また，

TR会計事務所は，1971年度の監査をハスキンズ＆セルズ会計事務所から

継承していた。TR会計事務所は，契約の受嘱段階で，ハスキンズ＆セル

ズ会計事務所の監査調書の一部を査閲していたが，SECからみると，ハ

スキンズ会計事務所との間の情報交換は，望ましいレベルのものではなかっ

た。

結論として，ASR第 153号は，「TR会計事務所は 1970年度および

1971年度の監査においてUSF社の経営者によって多くの点で意図的に欺

かれたことは明らかではあるが，TR会計事務所が数多くの点において一

般に認められた監査基準に準拠して監査業務を遂行していなかったことは，

同会計事務所に，著しく虚偽であり，誤導することが判明した財務諸表を
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監査証明したことの責任を負わせるものである」18）と総括している。

さらに重要なことに，「問題となっている監査の第一次的責任はサンディ

エゴ支局が負っていたが，全米本局も含め，TR会計事務所の他の支局の

パートナーもまたこの監査の各段階で関与しており，また，協議にも加わっ

ていた。監査での発見事項や結論，準拠すべき会計原則だけでなく，監査

計画や監査調書のレビューを計画し，監督もしていた。……本件での他の

支局のパートナーの関与は，全米規模の会計事務所に通常期待されるよう

に，会計事務所全体として責任を共有しなければならないことを強く示し
・・・・・・・・・・

ている」19と強調している。

和解の受け入れによって，TR会計事務所は，SECによる譴責を受け，

加えて，連邦証券法規の将来の違反行為を防止するための内部手続を採用

し，維持し，遵守することに同意した20）。TR会計事務所が内部手続に準

拠してプロフェッショナルとしての業務に従事していることを確かめるた

めに，同事務所の費用で実施される調査が，SECによって採用され，あ

るいは是認される手法および手続に準拠して，主任会計官により選出され

た，あるいは是認された公共会計士業務に従事するプロフェッションのメ

ンバー，ないし，SECスタッフによって選ばれた有資格のプロフェッショ

ナルの会計士を利用して，実施されることに同意した。さらに，TR会計

事務所のサンディエゴ支局は，12ヵ月間，新規のプロフェッショナルと

しての契約の受嘱を禁止され，TR会計事務所は，本件に類似する業態の

すべての顧客との間の新規のプロフェッショナルとしての契約の受嘱を

12ヵ月間禁止されることとなった。

� ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所懲戒検討事案

（ASR第173号，1975年7月）

1972年2月から1974年3月の期間に，SECは，ナショナル・スチュー

デント・マーケティング社（NationalStudentMarketingCorporation），
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ターレイ・インダストリーズ社（TallyIndustries,Inc.），ペン・セント

ラル社（PennCentralCompany），リパブリック・ナショナル生命保険

会社（RepublicNationalLifeinsuranceCompany）の財務諸表に対す

るピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所（Peat,Marwick,

Mitchel&Co.；以下，PMM会計事務所）の監査に関連して，4件の差

止請求訴訟を提起した。SECは，さらに，PMM会計事務所がスターリ

ング・ホメックス社（StirlingHomexCorporation）に対して実施した

財務諸表の監査に関し疑問が生じたことを受けて，同社についても調査を

行なった。これに対し，PMM会計事務所は，SECとの間での争点を解

決するため，和解申出書を提出し，SECはこれを検討した結果，受け入

れることした。PMM会計事務所は，和解案が意図するところに従って，

発行されるASR第173号での説明および結論について，それを認否する

ことなしに，規則Ⅱ�に基づく行政手続の開始と，同通牒に述べられてい

る命令の発出に同意した21）。

ナショナル・スチューデント社事案では，前任監査人とPMM会計事

務所との間の意思疎通が不十分であり，そのため，経営者の誠実性に関し

て前任監査人が抱いていた疑念をPMM会計事務所は承知していなかっ

た。また，リパブリック生命保険会社事案では，主たる債務者に対する投

資の会計処理に関して，前任監査人と経営者との間で意見の相違があった

ことをPMM会計事務所は承知していたにも関わらず，これを十分に深

く調査しなかった。ナショナル・スチューデント社事案およびホメックス

社事案では，監査の結果が異常な会計・監査上の問題に発展する可能性を

示唆しているにも関わらず，問題となっている事業活動の特別な状況に関

する経営者の説明を鵜呑みにしていた。さらに，ペン・セントラル社事案

では，PMM会計事務所は，一部の取引について，その経済的実質を十分

に考慮せずに，当該状況において適用することのできないはずの会計原則

で問題の取引を処理することを認めていた。こうした状況のほとんどにお
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いて，監査人は，当該取引の背後にある経済的実態を独立的に検証するこ

となく，経営者の説明をそのまま鵜呑みにしていた。

PMM会計事務所は，行政手続における和解のなかで，同会計事務所が

監査証明した財務諸表をSECに提出した監査の依頼人に対して，同会計

事務所が実施した監査のやり方について調査を受けることに同意した。こ

の包括的な調査は．特別の委員会によって行なわれる。この調査にともな

う報酬と費用の支弁はPMM会計事務所が行なう。調査委員会のメンバー

は，SECが適当と認める候補者のなかからPMM会計事務所が選任する。

また，PMM会計事務所は，同会計事務所のSEC監査実務と手続に関し

て調査委員会の行なった合理的な勧告を実行することに同意した。和解申

出書は，さらに，PMM会計事務所の監査実務のレビューは，1976年と

1977年の2回にわたって，同事務所の費用において実施されること，ま

た，このレビューの結果はSECとPMM会計事務所に対して報告される

ことを求めている。あわせて，PMM会計事務所は，新たなSEC監査実

務に関わる監査契約の受嘱を6ヵ月間禁止されることとなった。

ただちに，上記の決定により，SECは追加的な品質管理レビューを命

じ，AICPA理事会は，1975年7月，レビューのためのチームを提供する

ことに合意する決定を行なった22）。

� エンフォース・プログラムにおけるピア・レビューの位置づけ

SECは，規則Ⅱ�手続において賦課する制裁を，将来の証券法規の違

反行為を防止するための現状改善措置として ・救済的制裁（remedialsanc-

tion）・と称しており，そうした救済的制裁の一環として，品質管理レビュー

の受け入れを被審理人となる会計事務所に要求していった23）。主任会計官
・・・・・

は，こうした制裁について，のちに，「SECの行政手続において科される

制裁は，その事務所内部で所管業務の品質の改善が合理的に期待できるよ

うな会計事務所に対して，救済的目的が果たされるものでなければならな
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い。それ以外の事案では，資格のない会計士や〔小規模な〕会計事務所が

SEC所管業務を引き続き実施することから，公衆を保護することが必要

である。……小規模会計事務所はそうした事案に関わっていることが通例

であるが，大規模会計事務所による欠陥のある業務に一貫してみられるパ

ターンをみると，その実務が引き続き実施されることが，SECが受け入

れられると合理的に考えるレベルを超える，より高いリスクに公衆をさら

すとの結論を導いているようである」24）と述べている25）。また，規則Ⅱ�

手続では永久的な実務特権の停止と一時的な停止があるが，「プロフェショ

ナルの会計事務所は受け入れられるレベルにまで自らの行為を矯正するた

めの措置を採り，そのレベルが維持されていることをSECに対して保証

することができるとSECは確信しているため」26），永久的な停止という処

分はほとんど用いられることはないと説明している。さらに，品質管理レ

ビューと関連させて，「会計事務所の品質管理手続の適切性について疑問

が生じた事案では，SECは当該事務所にその手続の内容をSECスタッフ

に提出し，外部のプロフェッショナルのグループのレビューに供すること

を要求することがある」27）としている。このような仕組みは「プロフェッ

ショナルとしての行為の改善を促進する効果がある」28）として，むしろ，

AICPAのピア・レビュー・プログラムを，さらには会計プロフェッショ

ンによる自主規制自体を，SECは支援していると位置づけている。
・・・・・・

SECの方針は，不適切な監査に基づいて監査証明された財務諸表に対

して規則Ⅱ�手続のなかで会計事務所全体の責任を追及することであっ

た29）。SECは，アーンスト＆アーンスト会計事務所に対する懲戒手続

（ASR第248号，1978年3月）においても，「公共会計士事務所が監査報

告書や証明書がその名義で作成されることを許容している場合，会計事務

所自体もその責任を負っていることになるという立場を一貫して採ってい

る」30）ことを強調している。

しかしながら，会計事務所に所属する数人の会計士の不適切行為によっ
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て事務所全体を懲戒処分できるのか，あるいは，すべきなのかという問題

もまた認識されていた。この懲戒事案では，アーンスト＆アーンスト会計

事務所が問題の監査に責任を持っていたパートナーたちの不適切とされた

行為に対する事務所の責任を否定していなかったことをSECは強調して

いた31）。SECは会計事務所全体の責任を問うことが適当ではないような状

況が存在するかどうかを判断する必要性はないという立場を採っており，

会計事務所全体の責任を問題にするという基本方針に従って，その後も，

次々に懲戒手続を手掛けていった32）。その後のレスター・ヴィッテ会計事

務所の懲戒事案（ASR第285号，1981年1月）では，SECは，会計事務

所の責任を問うのは監査が一般に認められた監査基準に準拠していること

を保証する品質管理システムを事務所が採用し，実行し，維持することを
・・・・

怠ったためであるとしている33）。

このように，SECは大規模会計事務所に対して多くの懲戒手続を進め

たものの，その反面，一度も制裁を賦課する基準を明確にしようとはしな

かった34）。このことが，規則Ⅱ�手続が公正ではないとされる1つの原因

であった。

こうした懲戒手続が和解を通じて進められていたことは，一定の意味を

持っている。和解を申し出る被審理人たる会計士にとってみると，「同意

和解の提案は，被審理人が新たな内部手続を採用し，違反行為の再発を防

止する一助となるようにすることに合意する場合，受け入れられる可能性

が高くなる。とくに会計事務所に対する規則Ⅱ�手続での同意和解に関し

て，近年，SECは ・ピア・レビュー・条項を要求し，被審理人たる会計

事務所の手続が，指定された外部のプロフェッショナルによって査察され，

レビューされ，指摘を受けるように仕向けている」35）とみられる。そこで

は，実務特権の停止が与える脅威が，事実上，会計事務所に一定の内部手

続を整備さらに運用させる圧力となっていたと指摘されている36）。和解と

いう手続上の選択肢がこうした帰結を生んでいた。
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3．SEC実務規則・規則Ⅱ�の根拠

� トゥッシュ・ロス会計事務所対SEC訴訟（控訴審）

監査証明を行なった公共会計士に対してSECが行使可能な唯一の直接

的統制手段，つまり懲戒的手段は，実務規則・規則Ⅱ�によるものであっ

た。規則Ⅱ�は，その前身が1935年に規定され，1940年代以降，問題の

ある監査証明を行なった個人会計士および会計事務所への懲戒に用いられ

てきたが，そもそも規則Ⅱ�の制定法的根拠は不明確で，裁判所がこの規

則をSECが用いることを支持する判断を下したのは，1979年の第2巡回

区連邦裁判所の見解においてが初めてであった。このトゥッシュ・ロス会

計事務所対SEC訴訟（控訴審）37）が規則Ⅱ�のような規定を設定する権限

を確立したとされている38）。

1976年9月1日に，SECは，TR会計事務所と3人のパートナー，エ

ドウィン・ヘフト（EdwinHeft），ジェームス・リンチ（JamesLinch），

アーミン・フランケル（ArminJ.Frankel）に対する規則Ⅱ�手続を公

開で実施する命令を発した。改正規則Ⅱ�では懲戒手続を公開とすること

が可能とされていた39）が，それまで行使されたことはなかった。命令書は，

1972年の TR会計事務所によるジャイアント・ストアーズ社（Giant

StoresCorp.）とアンペックス社（AmpexCorporation）に対する監査

は一般に認められた監査基準に準拠して実施されていないと申し立ててい

た。ジャイアント・ストアーズ社とアンペックス社の状況には，精巧な不

正スキームの存在が疑われていたが，SECは，こうした不正を知りつつ

これに関与していたとはせず，ただ，TR会計事務所はこの不正スキーム

を暴き出すことができなかったと申し立てていた。

なぜTR会計事務所に対する手続を公開することにしたのかは明らかで

はない。SECは，TR会計事務所が全米規模で会計士業務を展開している
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点に鑑みて，公開手続として進めることが公益に資すると判断したとして

いるが，ありうる説明としてはメトカーフ小委員会との関係から生じたも

のではないかというものがある40）。1976年12月に公表されたメトカーフ

小委員会のスタッフ報告書（後述）では「1969年以降の独立会計士に対

するSECの懲戒処分を検討したところ，個人会計士あるいは小規模会計

事務所が明らかに全米規模の大会計事務所よりもSECに厳しく扱われて

いることが判明した」41）と指摘している。これに対してSECは，SEC所

管業務に従事するうえでの独立監査人の適合性を判断する「規則Ⅱ�の手

続は，懲罰的なものではなく，救済的なものである」42）ことを強調しなが

ら，個人会計士や小規模会計事務所に対する救済的制裁の場合は，SEC

所管業務に対し永久に資格剥奪するだけでなく，問題の個人会計士の名前

を特定して公にすることになっている43）と小委員会に回答していた。しか

し，スタッフ報告書では，「大規模会計事務所に所属する問題の会計士は

公にはされていない」44）として，取り扱いの不公正さを批判している。と

くに，会計士の名前が公表されなかったアーサー・アンダーセン会計事務

所（ASR第157号），PMM会計事務所（ASR第173号），TR会計事務

所（ASR第153号）への制裁については ・軽い制裁（mildsanctions）・

であるとしている45）。こうした状況が，SECにTR会計事務所への手続を

公開にさせたとみられている。

これに対し，TR会計事務所は，1976年10月12日に，この懲戒規則は

制定法がSECに付与している権限を超えており，したがってまた，正当

性のないまま進められている手続がデュー・プロセスを奪っていると主張

し，規則Ⅱ�手続として進められている行政手続を差し止めるよう，連邦

地区裁判所に申し立てた。TR会計事務所はまた，SECは規制機関として

の偏向したやり方で手続を進めているため，自分たちにはデュー・プロセ

スが与えられていないとも主張した。

これを受け，SECは，TR会計事務所の訴えには差止救済が与えられる
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べき根拠がないこと，裁判所は救済を求める請求に関しての管轄権を持た

ないことを理由に，この訴えを却下すべきとの申し立てを起こした。SEC

の主張の核心は，TR会計事務所は，不適切にも，行政上の救済策を尽く

していないということであった。・行政上の救済策の完了（exhaustionof

itsadministrativeremedies）・の法理は司法審査のタイミングに関わっ

ており，一般には，申立人が司法上の救済を認められる前に，行政上の救

済策のすべてを追求していることが要求される。これにより，裁判所が行

政手続に介入しないことで，規制機関が，事実認定を行ない，その懲戒権

限を行使する機会を確保している。

審問ののち，地区裁判所は，SECの申し立てを認め，TR会計事務所の

訴えを却下する判決を下した。TR会計事務所が行政上の救済策を尽くし

ていないことが判決の根拠とされた。地区裁判所は，規則Ⅱ�の法的妥当

性という実質的な問題にはまったく踏み込まなかった。

一審判決後，控訴され，本件は連邦控訴裁判所に移送された。控訴裁判

所は，SECは規則Ⅱ�手続を通じて，自らの行政手続を滞りなく実施す

ることを確保しようとしているだけにすぎないとし，制定法上のスキーム

は規則Ⅱ�に従って会計士を懲戒処分しうる黙示的な権限を否定している

というTR会計事務所の訴えを認めなかった。実務規則・規則Ⅱ�は，証

券法規それぞれの目的に ・合理的に関連している（reasonablyrelated）・

と判断された。裁判所の見解では，規則Ⅱ�は自らの行政手続を滞りなく

実施することを確保するためのSECによる企てであるとされ，もし，適

切な能力を持たない，あるいは，非倫理的な会計士が財務諸表の監査証明

を行なうことを認められてしまうならば，ディスクロージャー制度の信頼

性は損なわれてしまうだろうと説明された。

したがって控訴裁判所は，SECは権限なしに規則Ⅱ�を規定し，手

続を進めているというTR会計士事務所側の主張を否定した。さらに，

「SECがその行政手続を滞りなく実施できることを保証し，公衆一般を保
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護するため，SECの権能に不可欠な付属的権限として」規則Ⅱ�は法的

妥当性を有すると結論し，地区裁判所でのTR会計事務所の申し立ての棄

却の決定を満場一致で支持した46）。

� SECによる制裁の決定

控訴裁判所での判決の後，SECは，TR会計事務所からの和解の申し出

を受け入れた。そのなかで，TR会計事務所は，1976年9月1日づけの懲

戒手続命令での申し立てを認否することなしに，本件に関して裁判所およ

びSECによる聴聞を受ける権利と，事実の認定と法律上の結論を記録保

存する権利を放棄し，SECの本件に関する見解と命令書の発行に同意し

た。その内容が，1979年6月27日に，ASR第153A号として公表され

た47）。

SECによれば，ジャイアント社の1972年の財務諸表は著しく純利益を

過大表示しており，利益の過大表示は，主に，返品，仕入割戻，広告料立

替えに対するものと見せかけた架空の仕入債権を計上すること，および，

金額の大きい掛仕入取引を記録しないことによって達成されていた。

これらの関連項目を監査するにあたって監査人が実施した監査手続は

SECにとって不十分なものであったが，それ以上に問題視されたのは，

またもTR会計事務所の監査業務を監督する担当者の行為のあり方であっ

た。担当パートナーであるフランケルらの監査チームは，監査の開始当初

から，上記項目の監査を実施するうえで困難に直面していた。フランケル

の担当者解任の要請，監査スタッフ1名を会社構内から締め出そうとする

脅し，監査スタッフに対する冒涜的な言葉など，強圧的な状況下で監査は

実施された。これらの困難に直面してフランケルは1972年4月初旬に支

援を要請したが，これに対応したパートナーの配置はかえってフランケル

との対立と監査スタッフの混乱を生じさせる結果となった。いくつかの項

目について容認できないという状態が続いた4月半ばに，ボストン支局長
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は，フランケルらに対し地区担当責任者のヘフトのところに行くように指

示した。ボストン支局のパートナーたちとヘフトとの会合では，問題のあ

る項目に関する事実をヘフトが完全に掌握するだけの十分な説明はなされ

なかった。ヘフトは具体的な指示もレビューやフォローアップのための手

続も示さなかった。

ASR第153A号で，SECは，ジャイアント社に対する監査のあり方に

ついて，以下のように総括している。

最も決定的には，TR会計事務所は，実施基準の3番目の基準〔証

拠資料の適格性〕48）を遵守していなかった。……TR会計事務所が受

け入れた証拠はとても説得的とはいえないものであった。……加えて，

TR会計事務所によって入手された証拠の多くは適格とはいえなかっ

た。……さらに，監査は，あらゆる場面で，ジャイアント社の経営者

の説明に不当な信頼を置いたものであった。経営者が特定の項目につ

いての説明を変える，あるいは，独立的な調査を妨害するような要請

を突然行なうような場合，監査人はとくに懐疑的にならなければなら

ない。

監査の欠陥に結びついているもう1つの重要な要素は，TR会計事

務所の監査業務を監督する担当者の行為であった。……より多くのパー

トナーを投入したことが混乱と対立を生じさせた。加えて，監査に関

わったパートナーの誰もがその疑念を明確にして十分な責任を担おう

としなかった。むしろ，ヘフトが多くの領域で基礎的事実についての

十分な知識を持たずに行動しているとその時点で彼らは知っていたの

に，ヘフトに盲従してしまっていたようにみえる。……監査に関連し

て重大な問題が存在していることに気がついたヘフトはもっと精力的

に情報を追求するべきであったし，自らの監査手順の結果について質

問するべきであった。
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TR会計事務所に対しては，すでに，1974年2月に公表されたASR第

153号において品質管理レビューを含めた救済的制裁が科されていた。し

かし，ASR第153号が意図していたTR会計事務所へのピア・レビュー

は，1974年から1976年にかけて実施されたジャイアント社とアンペック

ス社の問題に関する調査の完了まで猶予されていた。その後，すでにみた

ように，1976年9月の懲戒手続命令にともなう訴訟が提起されていた。

この和解において，TR会計事務所は，ASR第153号によって要求さ

れていたピア・レビューを1979年中に実施することに同意した。ピア・

レビューは，TR会計事務所の報酬および費用支弁によるレビュー委員会

によって実施される49）。そのメンバーはSECスタッフが作成した名簿の

なかからTR会計事務所が選任する。また，TR会計事務所は，監査業務

の実施に関してレビュー委員会がなした合理的な勧告を実施するために必

要かつ適切な措置を速やかに講じることに同意した。

さらに，和解申出書には，被審理人は和解のため，今後，連邦控訴裁判

所の決定についての司法審査を求めないことが規定されていた。この点に

関連して，TR会計事務所には，事務所としての利益をプロフェッション

全体としての利益に優先させているとの批判があがった50）。この和解には，

少なからず政治的な配慮が働いていたともいわれる。そのかぎりで，TR

会計事務所の和解の申し出は，会計プロフェッション全体にとって重要な

意味を持ったものであった。

また，その間，1977年に，TR会計事務所は，自発的に，AICPAピア・

レビュー・プログラム51）の下で，別の全米規模の会計事務所によるピア・

レビューを受け，「TR会計事務所の方針および手続，その遵守状況は，

同事務所が監査基準書第4号に記載される品質管理のためのプロフェッショ

ナルの基準に準拠していることの合理的な保証を与えている」との結論を

含んだレビュー結果を， SECに提出していた。しかしSECは，レビュー

の客観性を欠くとして事務所間レビューには反対しており，先のPMM
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会計事務所の場合と同様，これがSECの科す救済的制裁としての品質管

理レビューに代替しうるものとは捉えておらず，ピア・レビューはレビュー

委員会によって追加的に実施されることが要求された。

4．SECの規制権限をめぐって

同じ1970年代の中頃に，SECが会計・監査に関する権限を財務会計基

準審議会（FASB）あるいはAICPAの監査基準常務委員会に大幅に委譲

するという会計・監査規制システムのあり方に対する再検討が行なわれる

ことになった。これは主として議会委員会からの圧力からであった。

� モス小委員会

1973年から1974年にかけてのエネルギー危機を受けて，モス下院議員

を委員長とする下院州際対外通商委員会の監視調査小委員会（モス小委員

会）は，石油・ガス業界に対する調査を行なっていた。その際，モス委員

長は，石油メジャー各社が財務諸表の作成にあたって統一的な会計基準を

用いておらず，産業内の信頼しうる財務資料が得られないことを知り，

1975年エネルギー政策保全法案で，会計検査院が石油・ガス会社に対し

て会計基準を確立するという条項を追加する働きかけを行なった。最終的

に成立した同法では問題の条項は削除されたが，石油・ガス会社に対する

統一的な会計基準が2年以内に確立されることを監視するよう規制機関で

あるSECに対して指示した。

また，モス小委員会は，並行して，連邦規制機関についての包括的な調

査を行なっていた。対象となった連邦規制機関の最たるものがSECであっ

た。同小委員会は，1976年10月に最終報告書52）を公表したが，証券規制

を管轄するSECを取り扱った第2章では，大規模会社の果たすべきアカ

ウンタビリティに対するSECの監視的役割を問題にして，「〔規制機関と
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しての〕SECは，これまで，一般に認められた監査基準における欠陥

（deficiency）を矯正（remedy）するための制定法上の権限を行使してこ

なかった。会社機構の複雑化，複合企業
コングロマリット

，多国籍企業というこの時代に，

大規模会社における記録が独立の監査人によって調査されることを確保す

るのをSECがプライベート・セクターの会計プロフェッションにのみ依

存するのは，投資大衆を保護し，連邦証券法規の目的を達成するためには，

すでに不十分になっている」53）と指摘した。

さらに，こうした欠陥は，AICPA監査基準常務委員会の設定する監査

基準そのものの問題にとどまらず，会計プロフェッションによる懲戒措置

とSECのエンフォースメント・アクション上の措置に関連しても構造的

な問題を生じさせていると指摘した。とくに，小規模会計事務所と大規模

会計事務所との間で扱いの相違がみられる点で，会計プロフェッション自

身による，あるいは，SECによる会計士への懲戒措置が不適切であると

している54）。

そのうえで，同報告書は，大規模会社のアカウンタビリティに関わる適

切な監視システムを保証するために，「�SECは，規則によって，SEC提

出用の財務報告書を監査証明する独立会計士が従うべき監査基準を規定

（prescribe）するべきである。�SECは，規則によって，SEC所管業務

に従事する独立の会計士に対する，また，会計事務所に対する行為の基準

（standardsofconduct）を規定し，それらの基準が遵守されることを確

保するために必要とされるような懲戒的な措置を採るべきである。……」55）

と勧告している。

� メトカーフ小委員会

また，いくつかの大規模企業の不正支出事件を契機として，メトカーフ

上院議員を委員長とする上院政府運営委員会の報告書・会計・経営に関す

る小委員会（メトカーフ小委員会）が，会計プロフェッションに対する調
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査研究を行なっていた。小委員会は1975年秋から情報収集を開始し，集

約された情報はスタッフにより分析され，まとめられた。そして，1976

年12月7日に『アカウンティング・エスタブリッシュメント（Accounting

Establishment）』というタイトルで 1760ページにわたるスタッフ報告

書56）が公表された。

スタッフ報告書の主たる主張は，アメリカにおける大規模公開会社に対

する監査市場は ・ビッグ・エイト・とよばれる8大会計事務所57）によって

事実上支配されており，また，そのことによって，会計プロフェッション

に対する適切な統制がなされていない可能性があるというものであった。

SECもまたこの ・会計的支配体制・に組み込まれ，十分な監視的役割を

果たしていないのではないかとの批判を受けることとなった。

同報告書は，長年，SECが，AICPAやFASBのような基準設定組織

と密接な関係を維持しつつ協働してきた事実をふまえたうえで，SECは，

懲戒手続のなかで，個人の会計士や小規模事務所よりも大規模会計事務所

を寛容に取り扱う傾向があったことを指摘している58）。また，SECは

AICPAによって確立されてきた監査基準を適切なものとみなしているが，

近時，大企業の問題行為が報告されていないことが次々と明らかになって

おり，現行の監査基準の適切性に関して深刻な疑問が呈されていると指摘

し，それゆえに，「SECは，連邦証券法規のもとでの責任を果たすうえで

の独立監査人の業務の品質をチェックする手続をまったく持っていない」59）

と指摘している。

そのうえで，同報告書は，会計プロフェッションに対する統制権限を連

邦政府機関に移行させるための16の勧告を行なっている。とりわけ，「14．

SECは，連邦証券法規のもとでの懲戒その他の執行手続において，すべ

ての独立監査人を平等に取り扱うべきである」と勧告しており，「SECそ

の他の連邦機関は，懲戒手続等の結果として命じられる準拠性レビュー

〔品質管理レビューを指す〕を実行するのをプライベート・セクターの当
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事者〔会計士を指す〕および組織〔会計士協会を指す〕に完全に任せてし

まうべきでないが，レビューそのものは彼ら自身で実施させるべきである。

連邦法規とその規制の執行に対する公衆の信頼は，利己的であるプライベー

ト・セクターの当事者や組織に公共の責任を委譲したときに，損なわれて

しまうものである」60）と説明している。

その後，1977年の4月，5月，6月に，スタッフ報告書で指摘された論

点に関して，合計8日間の公聴会が開催された。そこで，・ビッグ・エイ

ト・の会計事務所だけでなく，AICPAやFASB，そしてSECの代表か

らの意見聴取が行なわれた。これらを分析，整理したうえで，1977年11

月4日に，メトカーフ小委員会の最終報告書は公表された61）。

公聴会においてSECは大規模会社のアカウンタビリティを改善するた

めの具体的なプロジェクトを担うことを誓約し，そのためのSECの権限

についてまとめた覚書62）を小委員会に提出した。最終報告書では，これら

を踏まえて，「明らかに，SECには，必要な改革を直接実行に移す十分な

権限がある」63）と評価された。そのうえで「SECは，公開会社に対する独

立監査人の職務遂行を改善する重要な役割をこれからも担わなければなら

ない。……議会そして公衆は，プライベート・セクターの利己的関心が，

彼らに与えられた特別な特権を濫用することにならないよう，SECに依

拠している」64）と結論している。

� SECの監視的役割

SECは，メトカーフ小委員会の公聴会のなかで，会計プロフェッショ

ンによる改革の進展状況とそこへのSECの主導力に関して定期的に報告

すると約束していた。その最初のものが『会計プロフェッションとSEC

の監視的役割に関する報告書』というタイトルで1978年7月1日に公表

された65）。

この報告書において，SECは，「現時点では，包括的な政府による直接
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規制が，会計士が公衆の利益に適切に配慮した責任を全うすることを確証

するうえでのより優位の手段であるとは結論づけていない」66）との基本的

立場を明らかにしている。この間の監視的役割については，「プライベー

ト・セクターのこれまでの努力を監視するSECの役割は，過去，広範で

あり積極的（extensiveandactive）であった」67）と自己評価している。

一方，モス小委員会は，1978年の1月，2月，3月に公聴会を開催した

のちに，SEC会計実務を直接に統制する ・SEC会計業務に関する全米組

織・の創設を規定した公共会計規制法案（モス法案：H.R.13175）を議会

に提出していた。しかしこのSECの報告書は，最終的な結論として，

「SECは，これまでの進展は，プロフェッションが自主規制のもとで自ら

の努力を追求する絶え間ない機会に相応する十分なものであったと結論し

ている。したがって，現時点で，責任を持って，会計士の自主規制を，別

の形に変更したり，あるいは，直接に規制するような〔モス法案のような〕

立法措置を勧告することはできない。そのような勧告は，ありうる将来の

立法に関しての確定的な結論を導くにはあまりに早計にすぎる。たとえば，

もしプロフェッションによる主導が成功に結びつかなかった場合には，別

の立法上の代替案が必要とされてもよいし，逆に，プロフェッションのプ

ログラムが全体的に満足のいくように進展した場合には，その仕組みにさ

らに適切な法的根拠を与えるため，あるいは規制システムでの適正な位置

づけを確保するための立法の必要性を考慮すればよい」68）と述べている。

ここにきて，SECは，この領域での会計プロフェッションの改善努力

を密接にモニターしてきたこと，これまでAICPAやFASBの主導力を

監視するうえで積極的であったことを強調している。このように，SEC

は，会計プロフェッションに対する規制の基本的枠組みは維持されるべき

ものであり，この枠組みのなかで，より適切なディスクロージャー規制，

監査規制を進めていくべきことを再確認していた。
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5．結 論

アメリカにおける1970年代は，連邦証券規制機関としてのSECにとっ

ても，大きな変革を経験した時代であった。この時期，とくに会計事務所

が担当する場合の監査人の行為に対する，ひいてはディスクロージャー制

度全体に対する統制に関わるエンフォースメントのあり方が問題とされた。

品質管理レビューの導入にみられるように，あるいは，懲戒規定の根拠を

めぐる訴訟にみられるように，SECと会計プロフェッションとの間に必

ずしも利害の一致しない場面があらわれたことは間違いないが，それでも，

SECが会計プロフェッションを中心としたプライベート・セクターにそ

の権限を事実上委譲するシステムは維持された。SECが，AICPAととも

に，モス法案の成立を阻止するために協調したということは非常に意義深

いことであった。ある意味では，議会や公衆からの疑念に対処・対抗する

形で，むしろ，このシステムは強化されたとも考えられる。

SEC委員長ウィリアムズ（HaroldM.Williams）は，メトカーフ小委

員会の公聴会で，こう述べている。

会計基準および監査基準の確立は，引き続き，SECの積極的な監

視とともにプライベート・セクターの責務であることが望ましい。そ

のように動機づけを行なうかぎり，プロフェッションよりも，問題を

良く理解し，対処できる者はほかにいない。

この会計プロフェッションを軸とした自主規制の仕組みは，少なくとも

2001年のエンロン事件発覚までは，それなりに機能するものであった。
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経営経理研究 第106号
2016年3月 pp.423�452

1．は じ め に

さまざまな技術的な変化は，社会のあり方を変え，その変化に対応する

ことでマーケティング活動が変化してきた。デジタルマーケティングとは，

インターネットを用いた新しいマーケティング活動の総称である。インター

ネット・マーケティングやWebマーケティングなどと呼ばれることもあ

る。本稿では，インターネット時代のマーケティングの変化について，情

報技術の進展と新しいマーケティング活動からアプローチしようと試みる

ものである。

インターネットに代表される情報技術の進展は，今日のマーケティング
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活動にさまざまな影響を及ぼしてきた。また，新しいマーケティングの実

践が変化を生み出し，それが情報技術にフィードバックされてさらなる変

化を引き起こしてきた。しかしながら，両者の発展は，同一のペースで単

線的に発展してきたのではない。これら二つは，あたかも二重らせん構造

のように，さまざまな要因が複雑に絡み合い影響し合って発展してきた。

そのため，本稿では出来るだけ時系列に沿って，情報技術の進展と新しい

マーケティング活動を概観していくこととする。

2．ネットワークの時代

情報技術の進展によって，社会中で大量の情報機器類が使われるように

なった結果，ユビキタス・コンピューティングと呼ばれる状況が出現した。

やがてそれらの情報機器類は，通信回線によって接続され，さまざまなネッ

トワークを形成するようになった。インターネットの基本構成単位は，こ

うしたさまざまなネットワークであり，逆に言えば，それらが相互接続さ

れ世界的な規模で一つになったものがインターネットである。ネットワーク

接続に用いられる通信回線は当初は加入電話回線を用いたもので，ナロー

バンドのISDNやワイドバンドのADSLを経て，今日ではブロードバンド

と呼ばれる高速な光ファイバーを用いたものが広く普及している。インター

ネットやブロードバンドは，今日の私たちの生活に欠かせない社会基盤と

なっている。まず，インターネットが普及する以前の，企業活動とコンピュー

ターによるデータ通信の関係について，その概要を見ていくことにする。

2．1 インターネット以前の状況

2．1．1 データ通信

企業におけるコンピューターの利用が始まった頃は，データ通信はほと

んどおこなわれていなかった。その当時は，ネットワーク環境やネットワー
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ク技術が今日ほど整っていなかったという事情もあるが，データ通信に関

してはあまり注目されていなかったといえる。企業におけるコンピューター

の利用は，1950年代にいわゆる電算処理である電子的データ処理

（EDPS）として始まり，その後1960年代に経営情報システム（MIS）と

して発展していく。当時は大型のメインフレーム・コンピューターによる

スタンド・アローン方式と呼ばれる集中処理が中心であった。

1971年に公衆電気通信法が改正され（第一次通信回線開放），電気通信

網のデータ通信利用が可能になると，企業内部の社内情報をやりとりする

情報システムが用いられるようになった。それらの情報システムはおもに，

本社と社内の事業所や支店を専用回線でつなぎ，在庫や出荷指示等の処理

をおこなっていた。そこで用いられる情報システムは，プロプライエタリー

と呼ばれる企業独自の仕様によって，個別にシステム開発されたものが使

われていた。

2．1．2 VANからEDI

1982年に規制緩和がおこなわれて（第二次通信回線開放），主に中小企

業向けに通信回線の他人使用，共同使用，メッセージ交換（電文内容を変

えない）に関する制約がなくなった。その結果，企業間でオンラインによ

る情報交換がおこなわれるようになり，企業は取引先である問屋や卸との

間を回線で結び，オンライン受発注システムを構築するようになった。そ

の結果，業務効率は大きく改善された。それまでは，取引先からのFAX

で送信されてきた注文伝票をもとに，企業の担当部署のスタッフが手入力

で，自社の受注システムに入力するという形で対処していたからである。

1985年に電気通信事業法が施行され（第三次通信回線開放），企業外部

とのデータ通信が広く解禁されることとなった。その結果，VAN（Value

AddedNetwork,付加価値通信網）と呼ばれるサービスを提供する業者

が出てきた。VANは業界ごとに全銀手順，JCA手順などの標準的な通信
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手順を定め，回線リセール，通信処理，情報処理などの付加価値通信を行っ

た。また，パケット通信方式を取り入れ，それまでの専用回線の高額な接

続料金に対する代替手段を提供し，利用者の通信コスト削減に貢献した。

2．1．3 ECの出現

VANは業界ごとにプロトコルが異なるため，他業種とのデータのやり

とりが生じたときには非効率であった。そこで EDI（ElectronicData

Interchange）と呼ばれる仕組みが生まれてきた。EDIは経済産業省によ

る定義では，「異なる組織間で，取引のためのメッセージを，通信回線を

介して標準的な規約を用いて，コンピューター間で交換すること」とされ

ている。EDIも当初は専用回線を用いておこなわれていたが，やがてそ

の頃少しずつ社会において普及してきたインターネットを用いて，Web-

EDIとよばれる方式が使われるようになった。Web-EDIは通信経路にイ

ンターネットを用いるために，従来のような専用回線の費用負担が軽減さ

れる上，データ処理操作はWebブラウザによっておこなうためシステム

開発費用も安く，規模の小さい企業も手軽に低コストで導入・利用するこ

とができるため広く普及した。

その後，CALS（CommerceatLightSpeed）と呼ばれる生産・調達・

運用支援統合情報システムなどが注目された後に，今日の電子商取引

（EC,ElectronicCommerce）という概念がひろまった。電子商取引は，

おもにインターネット上で電子的な手段でおこなう商取引全般を意味する。

電子商取引では取引主体の組合せで，企業間取引である「BtoB」（B2B,

BusinesstoBusiness），企業から消費者への販売である「BtoC」（B2C,

BusinesstoConsumer）などと分類される。当初の電子商取引は，企業

が消費者に商品を販売するオンラインショップのイメージが強く（BtoC），

既存の商慣行を大きく変化させるものとして注目された。その結果，多く

の企業がオンラインショップ事業に新規参入したが，オンラインショップ
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事業は当初謳われたほどの収益性をあげることが出来ず，多くの企業は撤

退していった。中には，楽天株式会社のように大きく成長した企業もある。

こうした動きを背景に，多くの企業ではデータ通信に対する取り組みを

加速するようになってきた。電子商取引がビジネスの基本的なプラット

フォームとして普及したことを土台として，のちにSCM（SuppleChain

Management）が実践されていくことになる。電子商取引の急速な普及

の背景には，インターネットの存在がある。次にインターネットがどのよ

うに普及してきたのか見ていこう。

2．2 ネットワークの普及

2．2．1 パソコン通信

インターネットの普及の前には，パソコン通信と呼ばれるサービスがあっ

た。パソコン通信はそれぞれのサービス提供者に登録した会員向けに，お

もに電子掲示板と電子メールを提供しているもので，今日のインターネッ

トの走りであるといえる。電子掲示板は，共通の関心のあるテーマについ

て，利用者が自由に書き込んでいくもので，しばしばネットワーク上のコ

ミュニティと目された。また，ユーザーが書き込むという点で後述の

CGMの先駆けであったともいえる。電子メールに関しては他のパソコン

通信のメンバーとの間での電子メールのやりとりが出来なかっため，今日

ほど一般化しなかった。そのため，後にインターネット上の電子メールが

ビジネス面で大きく活用されるようになったことと比して，どちらかと言

えば趣味の域を出ない「お遊びのようなもの」と見なされていた。後にゲー

トウェイサービスと呼ばれるものが提供されるようになり，パソコン通信

間の相互接続が可能となり，今日のインターネットのような状況になった。

2．2．2 インターネットの出現

インターネットに関する技術は，1960年代に米国の軍事目的の研究か
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ら生み出されたものであるとされている。インターネットとは，「TCP/

IP」と呼ばれる標準化された通信プロトコルを用いて，さまざまな企業や

研究機関等の組織が独自に所有している既存の情報ネットワーク同士を相

互接続し，データ通信をおこなう環境を作るものである。従って，回線等

を新たに準備することなく，全世界的な規模のネットワーク（The

Internet）が生み出されることになった。

米国の軍事利用目的のための研究から派生してきたという経緯から，イ

ンターネットの利用は大衆に開かれておらず，初期のユーザーはおもに軍

関係の技術者や大学等研究機関といった限られた一部の人々に利用が制限

されていた。その後，米国では1990年に，日本では1992年にインターネッ

トの商用利用が解禁され，広く社会全体に普及していくようになった。

2014年末時点のわが国におけるインターネットの利用者の割合は82.8パー

セントであり（総務省，平成26年通信利用動向調査），ほとんどすべての

人がインターネットを活用しているといえるほどである。その結果，イン

ターネットは，今日の社会における情報インフラとして欠かせない存在に

なっている。インターネットは出現以来今日の我々の日常生活の中に深く

浸透し，今日の我々の生活を大きく変える原動力となってきた。また現在

も発展を続けており，日々新しいサービスが生み出されており，今後とも

我々の生活のあり方を左右する存在となっている。

情報インフラとしてのインターネットの上では，さまざまなシステムが

運用され，多様なサービスが提供されてきた。初期の頃に最も良く用いら

れていたのが，遠隔コンピューティングを実現するTELNETやファイル

を転送するFTPなどである。またネットニュース（Usenet）と呼ばれる，

今日で言えば掲示板のようなサービスも人気があった。その他，Archie,

Gopher,WAISといった検索サービスなども提供されていたが，これら

のサービスは今日ではそのほとんどが後述のWWW によって置き換えら

れている。

―428―



2．2．3 電子メール

遠隔処理やファイル転送のサービスの次に頻繁に用いられるようになっ

たものが電子メールである。今日では，インターネットのメールアドレス

が記載されていない名刺を持っている人は皆無に近いが，電子メールが普

及し始めた頃は，パソコン通信の電子メールIDは持っていても，インター

ネットのメールアドレスを持っている人は少なかった。

電子メールの活用は，当時流行した経営コンセプトであるダウンサイジ

ングと共に，企業におけるコミュニケーション・ツールとして広く普及し

た。電子メールによる上司・部下の直接のやりとりは，スパン・オブ・コ

ントロールを拡大し，時間・距離の制約を取り除き，事務の効率化につな

がるためとされた。その結果として，組織階層の削減効果による組織のス

リム化を図ることが出来るということが，時代の要請に合致したといえる

だろう。

2．2．4 電子メール広告

社会全般における電子メールの普及は，企業が個人と直接コミュニケー

ションを取ることが出来るコミュニケーション手段として，注目を集める

こととなった。その背景には，1993年にペパーズ等（1995）が提唱した，

ワントゥーワン・マーケティングという概念がある。ワントゥーワン・マー

ケティングは，従来のマーケティングの視点はマス・マーケティングであ

るとして，それとは異なり，情報技術を活用して顧客との間に一対一の関

係を築くことが重要であるとした。これは後述のCRMにつながっていく

こととなった。

電子メール上でメールマガジン（メルマガ）と呼ばれるサービスが提供

されるようになり，一時多くの利用者を集める人気サービスとなると，そ

れに注目した企業が数行のテキストによるメルマガ広告を始めるようになっ

た。やがて，メール全体が広告のようなものまであらわれるようになり，
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興味の無い広告を勝手に送りつけられたメール利用者達の不満が高まった。

そこに出てきた概念が，パーミション・マーケティング（ゴーディン，

1999）である。これは，企業側があらかじめ利用者に対して広告の類いを

送信して良いかどうかを確認しておこうというものである。あらかじめ賛

成することをオプトイン，断ることをオプトアウトと呼ぶ。ビジネスにお

ける電子メールの利用度合いは依然として大きいものであるが，昨今では

メッセージング・サービスやスマートフォンによるメッセージング・アプ

リの台頭によって，電子メールの今後の存在意義に対する見方に変化も生

じている。

2．2．5 Web

WorldWideWeb（WWW）はインターネット上で提供されているハ

イパーテキスト・システムである。今日のインターネット利用の中心的存

在となっているため，インターネットの代名詞ともなっている。具体的に

は，文書内の関連する用語や概念をキーとして，複数の文書を関連づける

仕組みのことであり，テキスト（文書）を超えるという意味合いからハイ

パーという用語が用いられている。

ハイパーテキストの概念を最初に提唱したのはバネバー・ブッシュであ

るとされている。ブッシュは1945年にTheAtlanticMonthly誌に投稿

した ・AsWeMayThink・という論文のなかでMEMEXと呼ぶ概念を

提唱した。MEMEXは機械化された仕組みによって，複数の文書の保存

や検索をおこなう仕組みである。その後，テッド・ネルソンやダグラス・

エンゲルバート等によってハイパーテキストの研究が進められた。

今日のWebは，CERNのティム・バーナーズ�リーが1989年によっ

て開発され，1991年の公開から今日に至っている。HTML（HyperText

Mark-upLanguage），HTTP（HyperTextTransferProtocol）などに

よって，今日我々が目にするWebの原型ができあがった。また，1993年
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には米国立スーパーコンピュータ応用研究所（NCSA）から，Mosaic

（初期のブラウザ：Netscapeの前身）と呼ばれるウェブブラウザが開発

された。こうしたブラウザを利用すると，HTTP以外のいろいろなプロ

トコルを呼び出せるため，それまで普及していたインターネット上の多くの

プロトコル（サービス）は，次第にWWWに統合されていくことになった。

2．2．6 氾濫するWebページ

WWW の普及を受けて，多くの企業では自社のホームページ（ウェブ

サイト）を作る動きが出てきた。今日では自社のホームページを持ってい

ない企業は存在しないといるほどであるが，当時はどちらかと言えば新し

いものに飛びつく一部の企業のみであった。またその内容も，経営者の挨

拶などを羅列しただけのもので，情報価値はあまり無かったといえる。そ

の後，ホームページによる情報発信ということが意識されるようになり，

広報活動や財務情報の発信等に広く用いられるようになってきた。また，

多くのインターネット接続業者IPS（インターネットサービスプロバイダー）

が自社の会員向けに，サーバー上にホームページを作成するスペースを無

料で提供した結果，個人によるWebページが大量に作られるようになった。

2．2．7 Web広告

世界中でWebページが作られるようになると，Web上の空白スペー

スを活用したWeb広告の仕組みが考えられ提供されるようになった。一

般にバナー広告と呼ばれるもので，Webページ上の上部にタイトルの代

わりに使用していた横長画像にリンクを付与したり，ページ左右の空白部

分に画像ファイルを貼り付け，そこから誘導先のホームページへリンクを

張る形で自社サイト等への集客を図るものである。

Web広告では，アフィリエイト（後述）と呼ばれる報酬支払いプログ

ラムが考案され提供されるようになった。当初は，インプレッション型広
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告という，ホームページを表示した回数によって報酬を支払うものが中心

であった。やがて，広告効果の観点からどれだけバナー広告をクリックし

たかを計算するクリック報酬型広告や，バナー広告を経由して商品やサー

ビスが購入した金額や回数に応じた，成功報酬型広告などが主流になって

いった。こうした成功報酬型広告が広がる背景には，アフィリエイトを専

門に仲介するアフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）と呼ば

れるサービス・プロバイダの存在がある。この辺りから，インターネット

とマーケティング，特にプロモーション活動との関連性の強さが意識され

るようになった。その結果，従来の宣伝広告活動への影響が懸念された。

また，従来の広告とインターネット広告を同時に展開し，シナジー効果を

期待するようになっていった。インターネットを併用するこうした取り組

みはクロスメディア広告と呼ばれるが，これは従来のマーケティングでは

メディア・ミックスと呼ばれていた概念と本質的には同等のものである。

2．3． 検索エンジン

2．3．1 百花繚乱

WWW が普及しホームページが大量に作成されるようになると，必要

なサイトを探すことが困難になっていた。こうした中，1995年に設立さ

れたヤフーは，人力によりさまざまなWebサイトをカテゴリー型に分類

し紹介したホームページを立ち上げて提供し人気を集めた。これがディレ

クトリ型と呼ばれる検索サービスの始まりであり，同様の検索サービスを

提供する企業が続出した。やがて，ディレクトリ型は爆発的に増加する

ホームページに対応できなくなり，検索の精度や効率が落ちるようになっ

た。今日ではディレクトリ型の検索サービスはそのほとんどが停止している。

ディレクトリ型の欠点を補うものとして，ロボット型と呼ばれる検索サー

ビスが提供されるようになった。これは，クローラーと呼ばれるプログラ

ムが自動的に世界中のWebページを取り込み，巨大なデータベースにイ
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ンデックスとして格納する仕組みである。高速に検索するためには，大容

量データベースと大きなメモリ空間が必要となる。当時業界に先駆けて

64ビットアーキテクチャーのAlphaサーバーを販売していた米国DEC

社が，自社製品のデモンストレーションのために無償で提供した

AltaVistaがロボット型検索エンジンの最初である。その後，各社からさ

まざまな技術やアルゴリズムを用いた同様のサービスが提供され，検索エ

ンジンの百花繚乱の時代を迎えることになる。

2．3．2 グーグルの台頭

こうした中，後発のロボット型検索エンジンとして登場したのがグーグ

ルであった。1997年に公開された同社の検索エンジンは，検索窓しかな

いシンプルな画面デザインとページランクと呼ばれるユニークな検索結果

表示アルゴリズムによって，瞬く間に検索エンジンのトップに躍り出るこ

ととなった。ページランクの仕組みは，そのページのデザイン同様シンプ

ルなものである。他の検索エンジンが検索精度を高めるためWebページ

に記載されている文章の内容や意味を解釈しようとしたのに対して，単純

に他のWebページからのリンクが多いWebページはより重要であると

判断し，検索結果の上位に表示する点にあった。これは後にSEO・SEM

と呼ばれる新しいマーケティングの取り組みにつながっていく。

2．3．3 検索結果の順位が持つ価値

検索結果の表示順位によってビジネス上の価値を生み出したのは，新し

いことではなくSISによって実現されていた。1985年にワイズマンが提

唱したSIS（StrategicInformationSysytem）という概念は，従来は企

業活動の裏方的存在であった企業の情報システムを，初めて企業の経営戦

略と結びつけて論じたものであり，1990年代にかけ主要な経営概念とし

て流行した（ワイズマン，1989）。SISではアメリカン航空のオンライン
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座席予約システムのSABREが典型的な成功事例としてあげられること

が多かった。このSABREというシステムは，アメリカン航空内での業

務効率の向上と予約ミス低減に寄るコスト削減を実現しただけでなく，他

社便やホテルやレンタカーの予約も出来るようにして旅行代理店の囲い込

みに成功した。さらに，バイアス表示と呼ばれる方式で検索結果をアルファ

ベット順に表示し，自社フライト便を他社フライト便よりも先に（上に）

に表示させて，予約の際に自社便が有利になるような仕掛けを有していた。

このように検索結果の順位に価値を見いだしたことにより，同社はライバ

ル社に対する競争優位性を確立し業績を大きく伸ばすことが出来たとされ

ている。

2．3．4 SEO/SEMと検索結果連動型広告

検索エンジン最適化（SearchEngineOptimization,SEO）とは，検

索結果の上位に自社のWebページが表示されるように，自社のWebサ

イトを構築する際に，HTMLの標準的なルールや文法に準拠して最適化

することである。検索結果の上位に表示されることは，自社サイトへの集

客効果があると考えられているからである。

検索エンジンを使う前は，人々はブラウザのブックマークと呼ばれる機

能を用いて，必要なWebページを記録していた。検索エンジンの性能が

上がりその有用性が認識されると，人々はインターネット上の情報を検索

する際には，もっぱら検索エンジンを用いるようになった。その結果，大

量の検索結果表示ページが生み出されることとなり，検索結果表示ページ

の余白も大量に生また。やがて，ページの余白の価値が認識されるように

なると，そこにWeb広告を貼り付けるようになった。その際に，検索内

容もしくは検索結果に似通ったWeb広告を表示させることによって宣伝

効果を高めようというのが，検索結果連動型広告である。サーチエンジン・

マーケティング（SearchEngineMarketing,SEM）とは，SEOと検索
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結果連動型広告を組み合わせて，自社Webサイトへの訪問者を増やそう

とするマーケティングのことである。

3．つながりの時代

1999年，バラバシ等はWebのリンクをたどるプログラムを用いて，

Webのリンク構造を分析し，すべてのページに17クリックで到達できる

と発表した（Barab�asiandReka,1999）。その他にも，社会におけるさ

まざまなネットワーク構造（送電網や人間関係等）の分析を通じて，スケー

ルフリー・ネットワークという概念を提唱した。これは，社会学において

ミルグラムが主張した六次の隔たりに通じるものである。複雑ネットワー

クの研究はその後急速に進展し，SNS（おもにツイッター）上での人間

関係の分析等に応用されるようになった。その頃から古い概念であるクチ

コミが，WOMとして見直されるようになった。

3．1 Webの進化

3．1．1 Web2.0の出現

Web2.0はコンピューター関連の書籍を多く出版しているオライリー社

の創立者であるティム・オライリーが 2005年頃提唱した概念である。

Web2.0は，当時のWebの最新テクノロジーを活用し，誰もが情報の発

信者になれるとするものであり，従来の情報の発信者と受信者が固定され

た状況を打ち破るものであるとされた。従来のWebのあり方がバージョ

ン1.0とすれば，そのバージョンアップがなされた状態であるため，Web

2.0と命名された。

Web2.0では，ロングテール，フォークソノミー（集合知），ソーシャ

ルタグ，ウィキと言った概念が生み出された。これは今日のソーシャル・

メディアの素地となっている。Web2.0の背景には，LAMPと呼ばれる
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オープンソース技術群がある。LAMPとは，OSのLinux,Webサーバー

であるApacheHTTPServer,データベースであるMySQL,スクリプト

言語であるPerl,PHP,Pythonを総称した頭文字から成る。これらの技

術を用いて動的（ダイナミック）なウェブコンテンツを含むウェブサイト

の構築に適した，オープンソースのソフトウェア群であり，後述のCGM

を大量に生成することを後押しした。

3．1．2 ブログとCGM

多くの企業やISPによる個人のホームページが氾濫した結果（そして

情報価値がほとんどないことが明らかになった結果），Webページに対す

る人々の関心は一時的に低下していった。そのころ，流行りだしたのがブ

ログと呼ばれるサービスである。ブログとはWeb＋ログの省略した言葉

で，Web上におもに個人の活動記録等を簡単に残しておくことができる

システムである。また，ブログを運用する専門のツール等も相次いで提供

されるようになり，従来のホームページに代わって一気に広がった。日本

では，その前後からWeb日記と呼ばれるサイトが作られていた事情もあ

り，比較的スムーズに広がっていった。

ブログの特徴は，簡単にホームページの更新が出来ることである。従来

のサイトのように，HTMLを編集しFTPでWebサーバーに転送すると

いった煩雑な手間が掛からないため，Webページの更新を頻繁におこな

うことが可能となった。しかもHTMLの規則に準拠した「美しい」ペー

ジを作ることができることは，先述のSEOの観点からも歓迎されたため，

多くの企業が自社Webページの一部をブログ化した。また，かつての

ホームページの時と同様に，無料ブログ開設サービスを提供する企業が出

てきたため，個人によって多くのブログが開設され個人が情報発信する機

会が急増した。消費者がコンテンツを発信していくことは，Consumer

GeneratedMedia（コンシューマー・ジェネレイテッド・メディア，略
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称：CGM）と呼ばれるようになった1）。

3．2 アフィリエイト

3．2．1 アフィリエイトの始まり

アフィリエイト・プログラムとは，Webページ上にテキスト広告やバ

ナー広告，ブログパーツといったリンクを設置し，物販サイトに誘導する

仕組みである。誘導実績や物販サイトでの販売実績をもとに，広告主がリ

ンク設置者に対して報酬を支払うものが一般的である。アフィリエイト・

プログラムの始まりは，Amazonのジェフ・ベゾズが姪との会話の最中

に思いついたという逸話やパーティで出会った女性から受けた相談から思

いついたという逸話が伝わっているが，実際には，のちにAmazonに吸

収されたCDNOW という音楽関連商品のECサイトであったとされてい

る。

3．2．2 コンテンツ連動型広告

ブログによるWebページが増えると，そのページに記載されている記

事の内容に関連する広告を表示する仕組みが考え出された。これが，コン

テンツ連動型広告である。コンテンツ連動型広告は，先述の検索結果連動

型広告と基本的な仕組みは同等であるといえる。当時の人気ブログツール

であった，SixApart社のMovableTypeには，トラックバックという

機能が実装されていた。トラックバックとは，他人のブログの記事にコメ

ントを記入することにより，自身のブログへのリンクを作成する機能のこ

とである。このトラックバックの仕組みは，ブログの大きな特徴となると

ともに，当時流行していたアフィリエイト・プログラムの目的に合致して

いた。そのためにブログの利用に伴ってアフィリエイト・プログラムに参
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1） これは，後のSNSなどについても拡大して用いられるようになっていった。



加する利用者も増加した。また，こうしたアフィリエイト・プログラムを

専門に提供する，アフィリエイト・サービス・プロバイダ（略してASP）

と呼ばれる企業が誕生したこともこうした傾向を加速した。

3．2．3 好ましくない副産物 やらせ

ブログとアフィリエイトの結びつきは，しかしながら好ましくない副産

物ももたらした。一時期，検索エンジンの表示アルゴリズムでブログによ

るWebページが高評価され，検索結果の上位がすべてブログで埋め尽く

されるブログ・スパムといった問題を引き起こすことにもつながった2）。

アフィリエイト・プログラムは，企業が運営するサイトの他，個人が更

新しているブログにおいても，広く用いられるようになった。基本的には

ブログにおける記事の書き込みは第三者による中立的な立場からのもので

あり，特定の企業との間の利害関係は無いと思われたため，商品の購買の

際に参考にする人が増加したのであった。

そうした中，一部の有力なブロガー（ブログを書く人，ブログの作者）

は，多くの定期購読者数を集めたり，大きな影響力を持つようになり，ア

ルファブロガーと呼ばれるようになった。アルファブロガーには芸能人も

多く含まれていた3）。アルファブロガーが持つ影響力に着目した広告主は，

自社の製品やサービスの紹介記事をアルファブロガーに依頼して書いても

らうようになった。ここからクチコミによる情報の拡散効果が注目される

ようになった。その際に企業からアルファブロガーに対して試供品の提供

等の便宜が図られることもあった。そうした利益供与を隠してブログを書

いていた事実がのちに発覚し，ブログのコメント欄（トラックバックに使
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2） その後，多くの検索エンジンはアルゴリズムを改めたため，現在ではそうし

た混乱は治まっている。

3） 今日多くの芸能人が一部のブログ業者にブログを開設しているが，その多く

はアフィリエイトによる副収入目当てであると見なされている。



われる）に非難や嫌がらせの書き込みが集中する，炎上という現象がたび

たび起こるようになった。

3．3 SNS

3．3．1 ソーシャル・ネットワーク・サービス

ソーシャル・ネットワーク・サービス （SNS,SocialNetwork

Services）の始まりは，グーグルの研究者が作ったOrkutと呼ばれるサー

ビスであると言われている。このサービスは，これまでのインターネット

の特徴とされてきた無記名（アノニマス）性と異なり，実名登録，未成年

者登録不可，会員の紹介がないと加入できないという特徴を持っていた。

日本では，Mixi,Greeといったサービスが生まれた。米国でもMySpace

等の一世を風靡するようなSNSが数多く生まれては消えていった。そう

した中で，世界的な規模で普及し今日も依然として大きな影響力を有して

いるSNSがツイッターとフェイスブックである。

ツイッターは140字と以内という投稿制限があるため，マイクロ・ブロ

グともよばれる。ツイッターにはフォローという仕組みがあり，多くの登

録ユーザーに対して一斉に情報を発信できるため，多くの企業はこの新し

いサービスを使ったツイッター・マーケティングを展開した。これはブロ

グでクチコミを活用したことと同様である。ツイッターと同じ頃にサービ

スが提供されたフェイスブックであったが，普及するのは少し出遅れた。

プライバシーやセキュリティに関する問題をたびたび起こし非難をされな

がらも，フェイスブックは今日世界中で広く利用されるサービスとなって

いる。ツイッター同様フェイスブックも，利用者数の多さと影響力の大き

さから，多くの企業がフェイスブック・マーケティングに取り組んでいる。

ソーシャル・ネットワーク・サービスは，その影響力の大きさから，ビジ

ネス活動だけではなく，政治活動等のその他の社会活動においてもしばし

ば用いられ，全世界的に大きな影響力を持つようになった。
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3．3．2 クチコミあるいはWOM

マーケティングにおけるクチコミ（WordofMouth）研究は，インター

ネットが普及する以前からもおこなわれていた（Arndt,1967）4）。また，

電子メールが普及した頃から，バイラル・マーケティングとよばれ，その

有用性が再認識された。バイラルとはウィルスの意味で，情報が広がって

いくことを疫病が蔓延するさまに例えたものである。また，こうしたクチ

コミを人為的に発生させようとするものをバズ・マーケティングと呼ぶ。

その他，リファーラル・マーケティング（紹介マーケティング）と呼ばれ

る場合もある。ブログやソーシャル・ネットワーク・サービスが普及する

と，クチコミ（WOM）が改めて脚光をあびるようになり，2004年には

WOMMA（WordofMouthMarketingAssociation）いう協会も設立

された。

クチコミの最も大きなメリットは，CGM等で消費者が勝手に情報を発

信してくれることである。自社の製品・サービスの紹介をブログに掲載し

たり，自社の広告をソーシャル・ネットワーク・サービスで発信したりと

いう行為は，企業の製品情報の増幅と拡散をおこなっていると解釈するこ

とが出来る。その結果，企業は自社製品・サービスに関して，より少ない

宣伝コストで同等の効果が期待できる。WOMをビジネスに活用するこ

とは，他力本願による宣伝効果の達成を期待するものであるといえる。

その反面，情報の中身に対して原則的に企業側のコントロールが効かな

いため，企業に対して否定的な内容が世間に広まる恐れもある。そういっ

た意味でクチコミマーケティングは諸刃の剣であるといえる。その他の負

の側面としては，企業がその関与を隠したまま影でこっそりする展開ステ

ルス・マーケティングや，さくらを使ったやらせの問題である。
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4） 日本語では，従来の対面式クチコミに対して，eクチコミと呼ばれる場合も

あるがあまり一般的では無い。



3．3．3 エコノミー・オブ・アテンション

個人が情報収集に当てられる時間は，一日が24時間と一定であるため

制約を受ける。個人は限られた時間の中で情報収集をする必要がある。情

報が過多に供給されるようになると，個人の注意（アテンション）が貴重

な資源になり，どうやって個人の興味を引きつけるかということが重要な

要素となる。H.A.サイモンはこうした状況を，エコノミー・オブ・アテ

ンション（あるいはアテンション・エコノミー）と呼んだ。

クチコミが重要視されているのは，情報に対する消費者の感覚が代わっ

ている点にあるだろう。従来の宣伝広告に対して消費者は，疑心を抱く場

合があるといわれる。その反面，他人の紹介であれば，よりその情報を信

用する傾向がある。それが，知人や友人であればなおさらである。ソーシャ

ル・メディアにおけるクチコミ情報が重視されるのは，限られた時間（ア

テンション）のなかでの情報選択の手助けとなるからであろう。

4．データの時代

ビッグデータという用語は，2011年頃から急速に使われるようになっ

た。それまでも人工知能ブームを受けたエキスパートシステム，あるいは

ビジネス・インテリジェンスなどとして，情報を活用する模索はおこなわ

れてきた。今日，インターネットが一般化し，われわれの多くの日常活動

がWeb上でおこなわれるようになると，アクセス記録や検索履歴といっ

たログデータが大量に蓄積されるようになる。また，クッキーと呼ばれる

方法により，Web上での行動パターンも把握できるようになる。さらに，

Web上の情報（ページ）やツイッターやフェイスブックのフォロワーや

友人関係によって，人間関係が可視化されたデータ（ソーシャルグラフ）

として収集することも可能になってきている。
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4．1 データ分析

4．1．1 POS

小売店における売れ筋商品を把握することは，マーケティング施策を考

える際に重要な情報である。POS（PointofSales,販売時点管理）は，

1970年代にスーパーやチェーンストア等で用いられるようになった。小

売業において，どの商品がいつ何個売れたかを把握するために，販売時点

で一品単位でデータを収集する仕組みである。各小売り店舗の売上げを増

やすためには，制約がある店頭の売り場面積の有効活用が不可欠である。

そこで，多くの企業・店舗では，通信回線を介してデータを本部に送信し，

全国の販売動向の分析をおこなっている。分析結果をもとに売れ筋商品や

死に筋商品を明らかにし，店頭でのマーチャンダイジングに活用するため

である。POSの導入が進み，データ収集はおこなわれたものの，データ

分析にはそれほど有効に活用されてこなかった。システム導入コストがか

さむ，過去のデータを分析しても未来の流行は予測できず，顧客のニーズ

にも応えることもできない，といった批判もつきまとった。

4．1．2 データウェアハウス

POSシステムは販売データの活用であったが，違った切り口でのデー

タ活用も提唱された。それがデータウェアハウスとデータマイニングであ

る。データウェアハウスは，企業の基幹系システム（製造管理システム，

販売管理システム，会計システムなど）から，トランザクションデータを

抽出し，それらを分析することによってビジネス上に有効な知見を獲得し

ようとするものである。

データウェアハウス（DWH,datawarehouse）とは，意思決定支援シ

ステム（DSS）専用データベースであり，ウェアハウスとは倉庫を意味す

る。言い換えると，企業の現場のプロフェッショナルやマネジメントが，
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業務上の様々な意思決定の際に必要となる総ての情報を統合して蓄積し必

要な時に容易に検索し分析するため仕組み，であるといえる。データウェ

アハウスの登場は，1990年代にハードディスクが安くなったことと，PC

やサーバーで使用可能な安価なCPUを並列で使用する技術ができてきた

ことによる。

基幹系システムでは過去のデータは基本的に保持されないためデータ記

録にあまり大きな容量は必要では無い。これに対して，データウェアハウ

スでは，過去のデータを蓄積し現在との比較をすることによって，例えば

ある顧客が今までにどのような買い物をしたのか，さらに今後どの程度の

購買が期待できるのか，といったことを探ろうとする。そのため，保持デー

タ量は時間と比例して増大する。そのため，当時（1990年代）では，膨

大なデータ－数百G（ギガ）～数T（テラ）バイトのデータベースを用い

ることから，ウェアハウス（倉庫）という用語が用いられた5）。

4．1．3 データマイニング

データウェアハウスに格納された大量のデータを処理することが，デー

タマイニング（DataMining,データ採掘）である。データウェアハウス

がいわば巨大なデータベースであるとすれば，データマイニングは，デー

タ分析の技術や手法であるといえる。膨大な量の生データを分析し，経営

やマーケティングにとって必要な傾向動向，相関関係，パターンなどを導

き出すことが目的である。

データマイニングという用語は，さまざまな文脈で1970年代から用い

られている。マイニングとは採掘するという意味で，大量のデータを採掘

して新しい知見（宝物）を見つけ出すイメージである。データマイニング

による分析の特徴は，意外性と半自動性にあるとされている。すなわち，
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5） ちなみに今日（2016年時点）では，平均的なスマートフォン1台の記憶容

量だけでも百数十ギガ程度ある。



大量のデータを分析することによって，従来検討したことのない新しい洞

察を獲得するという点である。また，人力や人智に依存するのでは無く，

コンピューターによって機械的に分析する，という点も特徴の1つである。

分析の内容は，パターン抽出，クラス分類，予測等である。分析に使われ

る統計手法は，今日の機械学習の手法とほぼ同じであるため，今日の機械

学習の先駆けであるといえる。

データマイニングの応用例としては，優良顧客の定義と絞り込み，クレ

ジット・カードによる不正使用の防止，顧客の購買パターンやそのパター

ンに影響を及ぼす要因の特定などである。良く引用される成功事例として

は，米国のスーパーでおむつとビールが夕方の時間帯に一緒に購買されて

いたという発見をもとに，店頭での商品の陳列を変更したところ，売上増

につながった，というものがある6）。

4．1．4 ビッグデータとデータサイエンティスト

ビッグデータとは2011年頃から頻繁に用いられるようになった用語で

ある。ビッグデータが注目されるようになった背景には，情報技術の進展

と社会的変化がある。情報技術の進展とは，大量データを蓄積するコンピュー

ター機器の低廉化と高速化，クラウドコンピューティングの広がりによる

Webサーバー上での大量データ収集，センサー技術による収集データの

多様化，スマートフォン等のパソコン以外の情報機器の普及などがあげら

れる。社会的変化としては，電子商取引がますます普及していること，イ

ンターネットのログを中心としたデータの急増，ブログやソーシャル・ネッ

トワーク・サービスの普及によるデータの質の変化等があげられる。2012

年頃から，ビッグデータを用いた分析の手法が注目を集め，おもにビッグ

データの分析をおこなう人のことをデータサイエンティストと呼ぶように
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6） 前半部分の新しい知見の獲得は事実であるが，後半の売上増という点は事実

では無いらしい。



なった。

4．2 顧客志向

4．2．1 マーケティング志向の変化

顧客志向（CustomerOrientation）という概念は，従来の製品重視の

マーケティング，すなわち生産者重視のマーケティングの見方を逆転させ

て，顧客の視点からマーケティングを見直そうというものである7）。特に

2000年前後のIT革命やITバブルのはじける前に，情報技術の普及によ

り消費者が情報発信力を獲得してきた状況を踏まえて，逆（リバース）マー

ケティングという概念に代表される見方が広がった（Sawhney,2001）。

マーケティングはこれまで，環境の変化に応じて重点的な活動の志向性を

変化させてきた。ちなみにこれまでの経緯をたどると，1940�60年代は製

品志向，1970�80年代は市場志向，1990�2000年代は競合志向やチャネル

志向，2000年以降は価値志向であったとされている。

4．2．2 ワントゥーワン・マーケティングとCRM

ワン・トゥー・ワン・マーケティングとは，企業が顧客一人一人を対象

としてマーケティング活動をおこなうというものである。ワントゥーワン・

マーケティングでは，顧客の生涯価値（LTV,LifeTimeValue）を判断

基準とする。顧客の生涯価値とは，顧客が自社にとってにその生涯にわたっ

てどのくらいの正味価値をもたらすかを計算することである。それに基づ
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7） 従来のマーケティングの論理は，「大量生産のもとでの大量販売のための施

策を考える」生産者の立場からのものであり，こうしたマーケティングはマス・

マーケティングとも呼ばれる。全体の枠組はオーソドックスなマーケティング・

マネジメント・プロセスによるもので，調査（R）→セグメンテーション／ター

ゲティング／ポジショニング（S/T/P）→マーケティング・ミックス（MM）/

4P→（実施（I））→コントロール（C）となっており，多くの企業ではこうした

枠組にもとづいてマーケティング活動が展開されている。



いて，市場シェアよりも顧客シェアを重視する，顧客の差別化を図り，新

客獲得費用と顧客維持費用の比較から新規顧客の開拓よりも既存顧客を重

視する，といったユニークな発想をする。それによって顧客との新しい関

係を築くことに主眼を置いている。そのために顧客管理がキーとなってく

る。そこから生まれてきたのが，次のCRM（顧客関係管理）である。

CRM（CustomerRelationshipManagement,顧客関係管理）とは，

主に情報システムを用いて顧客の属性や接触履歴を記録・管理し，それぞ

れの顧客に応じたきめ細かい対応を行うことで，顧客満足度と顧客ロイヤ

ルティをを向上させ，長期的な良好な関係を築くことに主眼を置くことで

ある。その結果，企業と顧客の間のパワーバランスに変化が生じるため，

組織構造の改革が必要であるとされ，顧客との対話をすすめるためには，

ブランド・マネジャーから顧客マネジャーに切り替えることが必要である

とされた。

4．2．3 ダイレクト・マーケティングとデータベース・マーケティング

顧客との関係を維持する試みについて少し遡ってみると，ダイレクトマー

ケティングやデータベース・マーケティングなどもある。ダイレクト・マー

ケティングは，19世紀後半の米国における通信販売に発端とし，マス・

マーケティングに対するアンチテーゼとして顧客との長期的関係を維持す

るものである。その定義は「一種類またはそれ以上の広告媒体を使用して，

レスポンスや取引をもたらす双方向性のあるマーケティング・システム。

レスポンスや取引は発生する場所を問わず，計測可能でデータベースに蓄

積されるものとする」（ダイレクト・マーケティング協会）とされている。

データベース・マーケティングもほぼ同じような考え方にのっとり，「顧

客や見込み客に関するデータを収集しデータベースとして管理し，そのデー

タを活用することによって，顧客のロイヤリティを高め，離脱率を減少さ

せ顧客との長期的関係を維持することにより，効果的なマーケティング活
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動を展開する」と定義されている。

4．2．4 顧客志向の論理

ワントゥーワン・マーケティングやCRMは，顧客一人ひとりから最大

の利益をいかに引き出すことが主眼になる。そこから顧客が重要な経営資

源として認知されるようになった。そこから，顧客を資産として見なす顧

客エクイティという考え方が出てきた。

顧客志向の論理では，容易に模倣される技術・製品・品質に重点を置い

た戦略では，競争優位性が維持できないという考えから，競争優位性の源

泉を顧客に求めようとする。そのために，既存顧客の重視が優先される。

顧客の資産価値（カスタマー・エクイティ）を見積り，顧客保持のために

どのくらいの出費が正当化されうるのかを考える。つきつめると，顧客を

始点として価値連鎖を逆転させる，組織の文化・構造・管理能力の発想を

転換する，製品からの利益でなく顧客がもたらす利益に注目する，顧客の

特性に応じて組織や事業活動を再編する，といったことにつながるのであ

る。

4．3 第3次AIブーム

2013年度ころから第三次AIブームが起こっていると言われている。コ

ンピューターの処理能力の向上，ビッグデータなどがその背景にある。きっ

かけはニューラル・ネットワークの一種であるディープ・ラーニングによ

るめざましい研究成果があると言われている。2011年にはIBMの人工知

能プログラムのワトソンがテレビのクイズ番組で優勝して注目を浴びたが，

多くの企業で人工知能の研究が盛んにおこなわれている。その結果，この

ままコンピューター能力が発展していけば，2045年には，コンピューター

が人類全体の能力を上回るシンギュラリティ（技術的特異点）が起こると

指摘する研究者もいる。人工知能や機械学習の技術が進めば，人間の仕事
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がコンピューターによって置き換えられる可能性についての懸念もある。

野村総合研究所の試算によれば，日本の労働人口の約49％が，技術的に

は人工知能等で代替可能になると推計されている。これは米国の47％，

英国の35％を上回る結果となっている（野村総合研究所，2015）。

4．3．1 機械学習とマーケティング・オートメーション

機械学習（MachineLeaning）とは人工知能研究の一種であり，人間

の学習能力を機械（コンピューター）で実現しようとするものである。そ

れによって，ビジネスを始めとするさまざまな領域で，現在は人間がおこ

なっている判断や意思決定というような処理を，機械（コンピュータ）で

おこなうようにしようとするものである。

マーケティングの領域では，以前から機械学習と同様のコンセプトによ

る取り組みがなされてきた。データウェアハウスの活用，データマイニン

グがそれである。また，Webマーケティングの分野では，検索結果を表

示するアルゴリズムやレコメンデーションの仕組み，等でも用いられてい

る。また，SEMに際して，WebページのデザインをA/Bテストしたり

するアドテクノロジーインターネット広告の際のコンテンツ連動型広告や

クッキー等による行動ターゲティングの取り組み，電子メールにおけるス

パムメールの判別等，さまざまな領域での応用がすすめられている。最近

では，マーケティングでのこういった取り組みを，マーケティング・オー

トメーションと呼び注目を集めている。

4．3．2 IOT

IOT（InternetofThings）とは，すべてのものがインターネットを介

してつながり，情報のやりとりをおこなう状況のことである。ムーアの法

則により，ICチップの低廉化と高機能化が年々すすみ，今日では多くの

製品の中にICチップが組み込まれている。このICチップが持つ通信機
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能を使ってインターネットに接続し，情報のやりとりをおこなうのである。

その結果，自動制御や遠隔操作などが可能になる。IOT実現の背景には，

通信回線のブロードバンド化や無線ネットワークの発達によるユビキタス・

ネットワーク化が進んだことがあげられる。また，パソコンやスマートフォ

ン等のコンピューター機器の普及はいうまでも無い。IOTが進展すると

さまざまな分野で，変化が起こるとされている。

4．3．3 インダストリアル・インターネットとIndustry4.0

IOTによるビジネスの変化に対応する動きは，世界中で生まれつつあ

る。インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（IIC）は，米

国大手企業（AT&T,Cisco,GeneralElectric,IBM,andIntel）が2014

年に立ち上げた公開制の国際的な非営利団体である。同コンソーシアムの

ミッションは下記である（IICオフィシャルサイトより）。

・theconsortium・smissionistocoordinatevastecosysteminitiatives

toconnectandintegrateobjectswithpeople,processesanddatausing

commonarchitectures,interoperabilityandopenstandards.・

Industry4.0はドイツ政府が推進する製造業の高度化をめざす戦略プロ

ジェクトである。今日の自動化，データ交換，製造技術などの総称であり，

次のように定義される。なおIndustry4.0とはこれまでの産業革命に次

ぐ，再四次産業革命という意味合いである。自動車メーカーや電子機器メー

カーといった製造業を中心に，スマートファクトリー（自動工場）等の取

り組みを進めている。

これまでビジネス（製造業）の現場においては，SCMやERPといっ

た取り組みがおこなわれてきたわけであるが，インダストリアル・インター

ネットやIndustry4.0ではそういった取り組みのさらなる高度化をめざ
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すものであるといえよう。日本では，主要企業が双方の取り組みに参加し

ているものの，日本版としての取り組みは今の時点ではまだ出てきていな

い。今後の動向に注意が必要である。

5．ま と め 個人毎のマーケティングへ

マーケティングには主要な働きがあり，それはよく知られているように

マーケティングの4Pとして分類されている。マーケティングの4Pとは，

製品，価格，流通，プロモーションの4つである。インターネットの出現

によって，消費者が従来持っていなかった情報発信力を獲得したため，こ

れらの4つの働きはすべて後にさまざまな影響を受けることになった。そ

ういった意味で，マーケティングと情報技術の進展の間には，切り離せな

い関係が存在しているといえる。その中でも最も影響を受け，またその変

化がもっとも分かりやすいものが，プロモーション活動の中の宣伝広告活

動であった。

本稿では，情報技術の進展やインターネットの発展状況について概観し

ながら，それ等に付随して，あるいは新しい技術やサービスによって生み

出されてきた新しいマーケティングの手法や概念を概観してきた。その際

に本稿では，時系列に沿って，①ネットワークの時代，②つながりの時代，

③データの時代，として分類して整理した。これら三つの時代についての

特徴を以下で論考し本稿の結びとしたい。

①のネットワークの時代に最も影響を受けたのが宣伝広告である。イン

ターネット上で，電子メール広告やWeb広告といった新しい広告の手法

が考え出され，社会全体で広く使われるようになった。クロスメディア等

の展開は，既存メディア，特にテレビCMの宣伝効果に疑念をもたせる

ようになった。Webの普及に伴う検索エンジンの隆盛は，検索結果連動

型広告のような新しい広告形態を生み出した。インターネットを用いた広
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告の多くは紐付きであり宣伝効果が比較的測定しやすいことから，宣伝広

告全般に対する費用対効果の見方がより厳しくなった。また，Web広告

は従来のマスメディアによる広告よりも費用が掛からない点も，こうした

見方の浸透を後押ししたと言える。つまりこの時代は，広告活動の多様化

と広告活動に対する見方が変わった時代であったといえよう。

②のつながりの時代では，CGMで個人の情報発信が盛んになった結果，

Web上に利用されていない空きスペースが大量に生み出されてきた。さ

らに，ブログ，ソーシャル・ネットワーク・サービスという新しい広告媒

体が生まれてきた。また，クチコミという他人の評判をプロモーション活

動に結びつけ，宣伝効果を増幅させることが注目をあつめた。そこにアフィ

リエイト・プログラムが組み合わされ，インターネット（Web）上のさ

まざまな要素が，広告媒体として用いられるようになった。2007年頃か

らIT用語として利用されているマネタイズという概念は，インターネッ

ト上の無料のリソースから収益を上げる方法として注目されるようになっ

た。この時代は，新しい広告媒体の定着とそこに生まれた無料リソースの

マネタイズの時代であったといえる。

③のデータの時代は，コンピューターとインターネットの親展によって，

少しずつ環境が整えられてきたといえる。従来からマーケティング活動に

データを用いた，データ主導の科学的なアプローチは志向されてきた。そ

の反面，不完全な状態で増え続けるデータを前にその処理に手こずってき

た。インターネットの普及により，ログ情報等の形で個人の活動履歴が集

まるようになり，さまざまなサービスにおける個人属性情報等の蓄積が飛

躍的に進んだ。その結果，これまでにないくらいの大量のデータが入手出

来るようになった。それと平行して，同時に絶え間なく発展し続けるコン

ピューティング能力は人工知能や機会学習という新しいアプローチを提供

し，従来では不可能であると思われた大量データの分析を可能にしていっ

た。この時代は個人に関するデータの蓄積が進み，新しい分析手法が生み
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出された時代であるといえるだろう。

こうした三つの段階を経て，今日のマーケティングの取り組みはより，

高い次元を志向していると思われる。特に，個人に関するデータ整備がさ

らに進めば，従来のように消費者を粗くセグメント化する必要も薄れ，一

人一人の個人を対象とした真の意味でカスタマイズされたマーケティング

が現実のものとなるだろう。その時，企業におけるマーケティング活動の

際の意思決定からは，従来の勘や経験といった属人的な要素が大幅に排除

され，すべからくデータ分析に基づくエビデンス・ベースのマーケティン

グになって行くと思われる。それが今後のマーケティング活動の本質であ

るといえるだろう。
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は じ め に

2010年代も後半となるに至った。向こう10年のスパンで見ても，人口

減と高齢化が進行し，小売業の経営環境は厳しさを増す。とくに人口減少

率が高い地方の状況は非常に厳しい。この10年の中間点にある東京オリ

ンピック開催のため，首都圏への集中がさらに進むと，地方は一層厳しい

ことになる。

そして一大イベント終了後には，景気の息切れが起きるおそれもあるだ

ろう。積年の課題である財政再建がもはや延期できないものとなるため，

消費税率の一段の引き上げも不可避になって，経済に下押し圧力がかかる

かもしれない。しかもそうした2022年から2024年にかけて，団塊の世代
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が75歳を越え，問題の年である2025年がやってくる。このままいけば，

介護サービスの需要に供給が追いつかなくなり，また財政負担が大きくな

るのはもちろんのこと，小売市場も大きく変わることだろう。従来は，徒

歩で，あるいは自動車を運転して行けていた小売店舗に行けなくなる高齢

者が相当増えるからである。またそれだけでなく，2010年国勢調査によっ

て「病院・診療所の入院者」および「社会施設の入居者」の割合をみてみ

ると，75歳以上では，前者2.4％，後者7.6％で，その合計は10.0％とい

うことになる1）。もはや日々の買物には出なくなるこうした入院者や施設

入居者が増加するのも，小売業にとっては厳しいことだ。

もう一方，人口の規模と構造変化は，労働力供給面での問題として人手

不足を引き起こす。人の手当てができないために，すでに既存店の運営に

支障が出る状況にあり，物流などの人手不足も深刻さを増す。小売業界は，

賃金，福利厚生のレベルとも高くないため，大学新卒者に人気がないこと

も問題である。もちろん今後，女性の社会進出が進むだろうし，65歳を

超えても働き続ける人の割合が上がるだろうが，労働需給の厳しさは，当

面解消されそうにない。

以上のように，人口の減少と高齢化により需要，労働供給両サイドから

の圧力を受けるから，小売業界においても，この10年間で淘汰や再編が

進むことは避けられない。同業態間競争に加え，ネット事業者なども含め

た異業態間競争もさらに厳しくなるはずだ。

以上のように見てくると，店舗小売業の現状および将来は暗いばかりで，

明るい光は見出しがたい。しかしそれでも店舗を運営する小売業は存続を

目指して経営努力を続けなければならないし，社会的にも店舗が過少になっ

てしまうと，きわめて困ることになる。

そこで本稿では，10年後となった2025年をターゲット年に，以上のよ

うな現状認識および展望に立ち，勝ち残る小売業が状況をどのような捉え，

何をしてゆくべきかを検討してみる。
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なお，本稿は，2015年度，一般社団法人日本スーパーマーケット協会

の要請によって筆者が監修・執筆した35頁ほどの下記報告書をベースに

している。

「シナリオ2025：2025年に向けたスーパーマーケット業界の課題と展望」

（日本スーパーマーケット協会，2015年10月）

この報告書は，スーパーマーケット業界および同業界を販路とするメー

カー，卸売業などの実務家を対象とするものであり，イラストなどを多用

して判りやすさを旨とした。これに対して本稿は，検討の対象を店舗小売

業にひろげつつ，上記報告書に盛った主要な考え方をもっぱら言語によっ

て論理的に再検討しようとするものである。

1．人口減少，都市の縮小を踏まえた店舗網の調整

まず，人口減少・高齢化が進むところで，店舗小売業がその店舗網と店

舗のあり方をどのように変え，生き延びる力をつけてゆくかを考えよう。

� コンパクトシティー化と小売業の好適立地の変化

人口増加過程で拡大した都市，市町村は，人口が減少すれば，まずその

密度を下げ，追って縮小することになる。都市部での人口減は当面まだそ

れほど大きなものではないが，地方ではその影響がすでに出ている。その

ため多くの自治体がコンパクトシティー化をより積極的に進めざるを得な

くなる。

国も，自治体のそうした動きをあらためて支援・推進するため，「コン

パクトシティー＋ネットワーク化の推進」といったスローガンを打ち出し，

2014年に2つの改正法を施行した。
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1つは，改正都市再生特別措置法（2014年8月施行）で，自治体が「都

市機能誘導地域」や「居住誘導地域」などを定める「立地適正化計画」を

策定し，コンパクトシティー化を推進するのを制度的に支援しようとする

ものである。判りやすく言ってしまえば，その地域の都市機能を中心市街

地など，いくつかの拠点的な地域に集め，居住地域もそれら地域の周辺に

寄せようというものだ。2015年12月1日現在，43道府県の182市，16

町，計198の団体が，この法律に基づく立地適正化計画の作成について具

体的な取組みを開始している2）。

もう1つは，改正地域公共交通活性化再生法（2014年11月施行）で，

これは自治体への財政支援を通じて，上記の都市機能誘導地域を利便性の

高い公共交通網（ネットワーク）で結ぼうとするものである。

コンパクトシティー化の推進は，相当数の人々に住み慣れたところから

の移住を求めるものであるうえ，不動産の価値にも影響するから，容易な

ものではありえない。だが，人口減少が進む状況下，財政的な問題もあり，

多くの自治体が，その方向を目指すことになるだろう。自治体の動きより

も早く，現実的な問題として限界集落化するような地域が各地でかなり増

えている。

� 小売業はどうすべきか

① 店舗網の調整

都市の縮小，それを計画的に進めようとするコンパクトシティー化の推

進に伴い，小売業の好適立地は当然ながら変化する。したがって，その変

化を早く読み，長期的な視点に立って店舗網を調整することが必要になる。

もちろん自治体の計画がうまくいくことが前提だが，上記の立地適正化計

画でいう都市機能誘導地域は，小売業にとって望ましい出店地域になるだ

ろう。また，居住誘導地域を走る幹線道路や主要な生活道路の沿線も，各

種の小売業態が競う立地であり続けよう。だが逆に，居住誘導地域を外れ
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たエリアは厳しいことになるだろう。小売業は，商圏に居住する人々の重

要な生活基盤になっているから，できればそこに住まう人々を見捨てたく

ないところだが，行政の地域計画や公共交通網がどうなるかなどをよく把

握し，長期的な視点に立って，店舗網を見直すための投資計画を立て，実

行してゆく必要がある。

② 地域拠点機能の強化

また小売業は，人口減少が進み，売上高が減少することを前提に，地域

の日常生活の拠点機能を高め，地域により深く根ざして生き延びるため新

たな力をつけてゆきたい。従来はもっぱら小売商業者として単独で出店し，

あるいはショッピングセンターを形成したりしてきたのだが，行政機関，

医療機関，保育園，介護事業所，レストラン，場合によっては高齢者居住

施設などと共同で出店し，新たなかたちで地域の拠点機能を高めることを

考えよう。そしてよりアグレッシブに考えるなら，そのために必要となる

事業については，これを新たに始めたり，獲得したりすることなども検討

すべきだ。

それと同時に，2025年を目途に，人々が要介護状態となっても，住み

慣れた地域で暮らし続けられるよう，市町村が構築を進めている「地域包

括ケアシステム」の一翼を担うことなども検討すべきだ。小売業では，ド

ラッグストアがすでにその方向での展開を始めているが，スーパーマーケッ

トなども，食事や食品の宅配などで参画したい。

また地域の行事などにも積極的に参加し，地域の商業者を主導するよう

な役割を果たすとともに，ボランティア団体，NPOなどとの連携もでき

るようなってゆきたい。チェーン小売業は，これまで地域の業種小売業の

需要を奪ってきたこともあり，地域社会への参画レベルが低いままに留り

がちだ。しかし地域の拠点機能を高めるためには，地域活動に積極的に参

加し，リーダーシップを発揮することなども考えるべきである。小売業の
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経営層は，自治体が設置する委員会などに積極的に参画すべきだし，店長

は，地域との連携を仕事の1つにしてゆくべきだ。また，従業員の地域活

動への参画も企業として支援するのがいいだろう。地域包括ケアシステム

に関われるスタッフなども育成したい。

③ 店舗規模の縮小や営業時間の短縮など

そしてやや長いスパンで見てみると，人口減少が進む地域に最後まで残っ

た店舗は，さらに営業を継続するため，店舗規模の縮小，営業時間の短縮，

休業日の増加などによって損益分岐点売上高を下げることも検討すべきだ。

なかでもとくに店舗規模の縮小あるいは小型店の開発は重要である。な

ぜならば，高齢化によってモビリティーが低下していくところでは，商圏

規模の大きい大型店ほど顧客を失う度合いが大きく，逆に商圏が小さい小

型店は，遠方には行けなくなった高齢者をはじめ，近隣の顧客の支持を集

めやすくなるからである。

そして，さらに人口が減少し，市場が縮小したところでは，自治体によ

る税制優遇や財政支援，顧客からの年会費等の徴収，顧客に作業の一部を

手伝ってもらうといったことも検討することになるかもしれない。今はま

だ考えにくいかもしれないが，地域の人々が，そのようなことになっても，

その店に営業を継続してほしいと強く願う場合には，そうしたことも可能

になろう。地域の人々との連携については，近年全般的に業績が改善して

いる生活協同組合が一歩先にいっている。また，2015年末には，地域か

ら小売店が消えるとともに，高齢化率が46.6％に達したという東京都檜原

村が，商工会や農協などと協力してスーパーを運営する第3セクターを設

立し，2016年7月に開店する計画だとの報にも接するところとなった3）。
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2．社会的なモビリティーの低下とセルフサービス小売業

つぎに冒頭でも若干触れたが，高齢化による社会的なモビリティーの低

下という問題について検討する。

� 社会的なモビリティーの低下問題

店舗小売業の多くは，自家用車の普及や公共交通機関の発達により，社

会的なモビリティーが高まるところで顧客を集め，成長してきた。したがっ

て，高齢化の進行によって社会的なモビリティーが低下し，来店客が減少

するようになると，きわめて厳しいことになる。とくに日本においては，

2022年以降，団塊の世代が順次75歳を越え，車の運転をやめるに至る

と4），大型の総合スーパーはもちろんのこと，スーパーマーケットやドラッ

グストアなどへの来店客も目に見えて減り，多くの小売店舗の売上高が損

益分岐点を割るようになるおそれがあると考えてきた。その一方で，店舗

小売業では，消費者のより近くに立地する場合が多いコンビニエンススト

アが相対的に力を強めるとともに5），ネット通販やデリバリー事業者が大

きく伸びる。そのようにして人口減少・高齢化により小売機構の様相は様

変わりする可能性がある。したがって，そうした事態が顕在化する時期ま

でには，店舗小売業も，消費者が時間的，経済的コストをかけ，潜在的に

は交通事故のリスクなども犯して来店するのを待つだけでなく，こちらか

ら消費者に近づき，配送サービス提供しうるようなビジネスモデルを作る

べきだということになる。

危機シナリオとそれに基づく危機克服提案である。

ただし筆者は，そのような危機シナリオを語る場合，1つだけ一種の留

保条件を付け，その実現に期待してきた。それは，自動運転自動車の普及

であり，それによって高齢者の運転寿命が延び，さらに他の手段によって
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も新たなモビリティーが確保できた場合には，状況がかなり変わるという

ものである。

そうしたところ，ここに来て，自動運転自動車の本格的な進歩と普及が

始まった。すでに十分高度な衝突防止機能や自動駐車機能をもつものが出

てきているが，政府によれば，より高いレベルの自動運転自動車が2017

年頃から普及し始め，2020年以降，さらにレベルを高めつつ，普及する

ということである6）。

また，公共交通機関やタクシーなども，自動運転技術や高度道路交通シ

ステム（IntelligentTransportSystems:ITS）などが発達し，普及する

と，これまでとは違うレベルの利便性を提供できるようになる。それに加

えて，電動車いすが進化したいわゆるパーソナル・モビリティー7）なども

普及する。

このようにして自動運転自動車によって高齢者の運転寿命が延びるとと

もに，公共交通機関がレベルアップし，さらにパーソナル・モビリティー

のような移動手段が新たに普及してゆくと，高齢化が進行しても，社会的

なモビリティーは，従来からの想定ほど急激には低下せずに済むだろう。

これは店舗小売業にとって幸運であり，危機シナリオは，一定程度緩和さ

れると考えられる。加えて言うと，自動運転機能をもった自動車やパーソ

ナル・モビリティーのシェアリング・サービスの発達なども期待されると

ころであり，駐車場をもつ小売業は，その一翼を事業として担うことも検

討すべきだ。

しかしそれでも高齢化の進行により社会全体のモビリティーは低下する

から，小売業は，デリバリー能力を一定程度は高める努力をしてゆくべき

だ。それと同時にが，新たな移動手段によって来店する人々を競争者より

も多く吸引することが必要になる。

つぎにそれぞれについてどのような対応をしてゆくべきかを検討する。
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� 小売業はどうすべきか

① B2C，B2B双方のデリバリーサービスの展開

店舗小売業，なかでもとくにセルフサービス業態は，その本質として人

的なサービスの提供をミニマムにしてコストを下げることで低価格を実現

し，多数の顧客を集め，大きな売上を上げ，経費をまかない，利益を確保

しようとする業態である。そうした業態の小売業にとって，個々の消費者

に対して店舗と同じ価格で無料のデリバリーサービスを提供することは理

論的には不可能である。したがってデリバリーサービスを事業として行お

うとする場合には，販売価格を引き上げるか，サービス料をとるか，ある

いは両方の方法の組み合わせによって消費者に新たな負担を求めることが

必要になる。しかしそれは現実的には難しい。すでに小売市場のリーダー

の1社となったアマゾンは，原則配送料無料であるし，いわゆるネットスー

パーを展開する企業も，かなり低めの一定額を超える注文は，配送料無料

としている場合がかなり多いからである。

だが今後，人口減少・高齢化により市場の状況が厳しさを増すとともに

デリバリーサービスを求める人が増えることを想定すると，セルフサービ

ス小売業は，そのための効率的なシステムを構築したうえ，一定の費用負

担を消費者に求めることも検討すべきだ。市場状況が都市部に較べて遙か

に厳しい地方に生まれ，生鮮品を含む飲食料品の宅配をかなり本格的に行っ

てきた企業には，消費者に一定の費用負担を求めてきている例がある8）。

また都市部でも，同様に月極の会費制をとる企業も現れている9）。しかし，

いずれも，消費者からとれるのは，実際にかかる追加費用に較べるとかな

り小さい金額に留まりがちであることもあり，この事業を収益的に行うこ

とは容易ではない。

ではどうすればよいのだろうか。決定的な解決策は出し得ないのだが，

地域に残る業種店，料飲店，また増加する介護事業所，住民が運営する販
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売所などをデリバリーサービスの顧客として開拓し，組織化することを考

えよう。小規模なものであっても事業者やそれに類するものならば，消費

者よりも受注ロットがまとまるし，定期的な受注も見込め，収益を確保し

やすくなるからだ。その場合，これが1つのポイントなのだが，小売業は，

新たな事業として小規模事業者向けの「卸売」をすることになる。消費者

向けに加えて事業者向けデリバリーサービスを行うことで事業規模を拡大

できれば，コスト負担力もその分高められよう。そして小規模事業者に商

品を供給することはそれを通じて間接的に買物弱者支援をすることにもな

るはずである。

② 新たなモビリティーへの対応

技術革新による新たなモビリティーの方に話を戻そう。新たな来店手段

ができる場合は，それに巧みに対応し，競争者よりも多くの顧客を吸引す

べきだ。

まず，バスなどの新たな公共交通網ができる場合は，その停留場を店の

すぐ前に誘致すべきだ。そしてその停留場から店舗までの距離をなるべく

縮め，バリアフリー化するとともに，雨が降っても濡れずに店に入れるよ

うにすることなどを考えよう。従来，自動車での来店客を中心に考えてき

た小売業は，道路からは遠くなる敷地の奧に店舗を配置し，近いところは

駐車場とすることが多かったのだが，むしろ道路寄りに店舗を作り，徒歩

客や公共交通機関利用客が入りやすいようにすることなども検討したい。

そして2020年代の店舗は，パーソナル・モビリティーで来店した高齢

顧客が，そのまま買い物できるようなレイアウトになっている必要がある。

今はベビーバギーを押して来る若い母親たちも，子供とともにパーソナル・

モビリティーに乗って来店するようになるかもしれない。

自動運転自動車が本格的に普及してきた場合には，それを前提にした店

作りも検討すべきだ。顧客が駐車場の入口に到着すると，車載システムの
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アプリが起動し，空いている駐車スペースが表示される。そのなかから好

きなところを選択すると，あとはそこまで自動車が自走して駐車するから，

顧客は先に降りてしまって，店に向かって構わない。そして帰りは携帯端

末のアプリで呼ぶと，自分の車が然るべきところまで自走してくる。その

ようなシステムは，技術的にはすでに可能になっている。

3．労働力不足の克服と生産性の向上

最後に人手不足の克服と生産性の向上という課題にどう取り組むべきか

を検討する。

� 人手不足問題と生産性向上

日本の生産年齢人口は，長期にわたって総人口よりも大きな幅で減少し

続けるから，人口構造面からも，人手不足状況が継続し，労働コストは上

昇しやすい。しかも，総人口の減少により，国内の市場規模は縮小するか

ら，生産性の向上が不可欠の課題になる。このことは労働集約的であり，

生産性が高いとは言えない産業である小売業にとって厳しいことだ。他産

業に対して生産性が低いままにとどまれば，人手の確保はますます難しく

なるであろうし，同じ業界の内部でも，生産性がより低い企業はさらに厳

しいことになる。

この状況を克服し，勝ち残るためには，生産性を上げるしかない。同じ

仕事はなるべく少ない人員で行えるようになり，また付加価値もとれるよ

うになることで，従業員の所得を上げ，人材獲得競争に負けないようにな

らなければならないだろう。

小売業はもちろんこれまでもそうした努力を続けてきたが，なかなか成

果が得られずにきた。

つぎに，こうした課題にあらためてどう取り組むべきか，その方向性を
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整理する。

� 小売業の対応

① 人工知能付きのロボットの活用

人手不足解消と生産性向上のために今後最も期待されるのは，人工知能

付きのロボットの進歩と普及だ。この10年で，小売業の接客，店舗作業，

生産，物流などの各分野で活躍する様々なロボットが開発され，普及する

のは確実である。それらを順次導入し，活用することにより，生産性を大

きく引き上げ，人手不足状況に打ち克つべきだ。

ソフトバンクのペッパーなどが，すでに小売業やサービス業の接客で一

定の活躍をしはじめている。その能力はまだまだという面もあるが，人工

知能付きであるから，順次賢くなるだろう。

羽田空港国内線旅客ターミナルには，2015年9月末，CYBERDYNE

社製の空港内清掃用の清掃ロボット5台，地下倉庫間の荷物搬送ロボット

3台，物流作業支援用のロボットスーツ3台が導入された10）。清掃ロボッ

トは人工知能と高性能センサーを搭載しており，自分で日々どう動ごけば

効率的かを学習しながら掃除する。搬送ロボットは最大200kgの荷物を

指定の場所に搬送する。ロボットスーツは，スーツケースなどの重いもの

を積み降ろしする従業員の負担を大きく軽減するだろう。

小売業の店舗や物流センターでも，いずれ掃除はロボットが行い，商品

を搭載した台車などが自動で動き，ロボットスーツを装着した従業員が，

重い荷物を軽々と運び上げるようになる。惣菜や弁当を作る作業もかなり

の部分をロボットが担うようになるはずだ。いうまでもなくそのためには

投資がいるが，生産性は大きく上がる。

そして当面は人手不足が続くだろうが，人口減少により市場が縮小する

一方，人工知能とロボットが人の仕事を代替するようになることにより，

当面の状況とは全く逆に人が余る時代が来ることも想定すべきだ。2015
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年末，話題になった野村総合研究所の推計によれば，10～20年後，日本

の労働人口の約49％が就く職業を技術的には人工知能やロボットが代替

できるようになるとのことだ11）。

技術的に可能になることと現実的にそうなることの間には，隔たりがあ

ることは言うまでもない。だが，長期的なスパンで見ると，人手不足とは

全く逆の事態が発生することも想定しておくべきであり，国家レベルの移

民政策も，個別企業における外国人労働者の採用も，こうしたことを十分

に考慮して検討されるべきである。

そしてやはり望まれるのは，この国のつぎの時代の人々が，低賃金の外

国人労働者と職を奪い合うのではなく，一人が何体かのロボットを使うこ

とで生産性を上げ，より高い所得を得られるようになることである。企業

としてもそうなれば人手不足を乗り越えられるし，収益性を高めることが

できるだろう。ポイントは，これまで労働集約的で，人の生産性が低かっ

た業界ほど，新たなロボットの活用によって生産性と収益性を高められる

時代が来たとうことだ。ただしもちろんその恩恵を享受するのは，勝ち残

る意思を旺盛にもち，投資を十分できる企業に限られる。

② 店舗運営分野での技術革新の導入

人工知能やロボット以外の技術革新の成果を店舗に導入することによっ

ても，オペレーションの生産性を高めたい。

店舗や物流センターの従業員が，眼鏡型のウエアラブル端末をつけて，

両手で作業できるになることは容易に想像できるだろう。いつも片手をふ

さいできたハンディー・ターミナルは次第に過去のもとなる。

店舗の情報システムも大きく変わる。まず，棚札は，数年内に電子ペー

パーが基本になろう。日常的に繰り返される売価変更が容易になるし，消

費税率引き上げといったことがあっても，大騒ぎをせず，対応できるよう

になる。POPも電子化される。
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また，今はレジでバーコードをスキャンしている売上登録業務も，どの

ような方法が標準になるかはまだ判りかねるが，大きく変わるはずである。

消費者が店内での買物途上，店舗システムにチェックインした自分の携帯

端末で順次売上登録するかもしれない。あるいは価格が下がった微細な

ICチップがほとんどすべての商品に付き，一括で売上登録が可能になる

というかねてからの夢がついに実現するかもしれない。あるいはこれも日

進月歩の画像認識技術を使い，商品にバーコードやICチップなどを付け

るまでもなく，商品を画像認識することにより売上登録できるようになる

かもしれない。

決済は電子的に行うことが基本となろう。電子マネー12），クレジット，

デビットなどが普及し，2025年には紙幣や硬貨はなくなっていると想定

しよう。今は財布をふくらませているポイントや決済のためのプラスチッ

ク製のカードも，姿を消してもらいたい。紙のレシートもなくなるだろう。

携帯端末にデータを飛ばしてしまえばいいからだ13）。

また，高性能化した監視カメラを活用すれば，集中管理センターで各店

舗の状況を細部まで手にとるように把握できるようになっている。スー

パーバイザー等による店舗指導の効率を圧倒的に上げられる。またセキュ

リティーレベルも大きく高まり，小売業にとって悩みのたねの万引きを防

止することも可能になろう。それはロス削減，その分の収益アップに直結

する。

以上のようにしてオペレーションの生産性を大きく高め，ロス削減によっ

て収益性を高められれば，大きな経営成果を獲得できよう。

③ データ活用レベルの向上

3つ目は，データ活用レベルの向上である。これにより店舗小売業も，

最も優れたネット通販企業と同じレベルに顧客理解能力を高められれば，

プロモーションの精度を高め，来店客数や客単価を上げ，その結果として
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も収益を上げ，生産性を高められよう。

まずアマゾン等は，人々がどのような検索ワードを思い浮かべ，インター

ネットのどのようなパスを通って自社のサイトを訪れるかをかなりのレベ

ルで把握している。

店舗小売業は，そうしたことはおよそできずにきたのであるが，消費者

がもつGPS機能付きの携帯端末などに適時に情報提供し，またそれを通

じた検索を受け，消費者の来店を効率的に促せるようになってゆきたい。

またアマゾン等は，消費者がそのサイトにいる間，購買行動をログとし

て把握するとともに，データを活用し，リアルタイムでプロモーションを

行っている。

店舗小売業も，アナログでの関連陳列などを行ってはいる。だが，まず

は「この商品を買った人はこんな商品も買っています」型のリアルタイム

のプロモーションをアナログだけでなく，デジタルでもできるようになっ

ていきたい。

さらに，アマゾン等は，消費者の商品やサービスに対する評価を集め，

カスタマーレビューとして公開している。消費者にとってはもちろんのこ

と，小売業，サプライヤーにとっても顧客を理解するうえで，貴重な情報

源となる。これも，店舗小売業は十分にはやってこなかったところである

が，アマゾン等に近づく仕組みを構築したい。

POSデータやID�POSデータ，それに天候，気温などのデータを組み

合わせて活用できれば，自動発注の精度が上がり，品揃えのレベルを上げ

るとともに，生産や補充作業なども効率的に行える。

④ 取引，物流の効率化

最後に取引，物流の効率化について検討しよう。

従来日本の小売業は，買い手としての有利な地位を利用して，多頻度，

小口納品，指定時間配送などを取引先に求めてきた。だが，人手不足が深
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刻になるところでは，それらのうちの行き過ぎた部分ついては是正すべき

だ。それによって自らのコストが下がり，取引先のコストも下がるからで

ある。

またこれまで日本の小売業の多くが，自社のみに商品を供給する専用物

流センターを設置し，その運営費用を卸売業から納入金額比の物流センター

フィー14）というかたちで徴収してきた。しかし市場が縮小し，通過物流量

が減るようになることも想定すると，専用物流センターを維持するのが困

難になる場合も出てくる。

もちろん出店地域における事業規模にもよるが，そうしたことも想定し，

小売業は，複数社による物流センターの共同利用や卸売業が複数の小売業

を顧客として運営する汎用物流センターの活用なども検討すべきだ。

ただしここでもよりアグレッシブな考え方をするならば，勝ち残ろうと

する店舗小売業は，自社の物流システムに大きく投資し，その規模と効率

を圧倒的に高めてしまい，他社の調達過程をそのシステムにのせ，系列化

するといったビジネスモデルも想定できよう。そのようにして，少なくと

も最寄品に関しては，最も優れたネット企業の浸食を許さないようなビジ

ネスモデルが考えられるし，出てきほしいと考えている。

言い換えるなら，勝ち残ろうとする店舗小売業は，これまでのように商

品の小売売上高だけでなく，先に提案した小規模事業所への商品供給など

も小さいながらその例なのだが，卸売売上高をとり，さらに商品供給に関

するフィーなどもとる流通業としての総合的な事業モデルも考えてみても

いいだろう。厳しい市場を生き延びるには，現事業の生産性向上はもちろ

んのこと，ビジネスモデル自体の拡張による収益の拡大も志向してみるべ

きだからである。
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お わ り に

さて，以上，2025年をターゲット年に小売業の課題を整理してきた。

もちろんほかにも検討すべき課題は多い。とくに小売業にとって他にも増

して重要な商品開発，チェーンオペレーションの革新，消費税率引き上げ

への対応，環太平洋パートナーシップ（TPP）協定による関税引き下げ

への対応，国際化などが気になるところだ。しかしそれらについては別の

機会に論じたい。

向こう10年，状況は厳しいのだが，それだけに従来よりも遙かにレベ

ルの高い競争が行われ，その結果として小売業界のレベルが上がるといい

と考えている。

1） この事実認識は，加藤弘貴「地域別食品小売構造の将来展望」公益財団法人

流通経済研究所『流通情報』（2016年1月）による。

2） 国土交通省「立地適正化計画の作成について具体的な取組を行っている都市」

（2015年12月1日現在）。

3） NHK首都圏NEWSWEB「檜原村3セクでスーパー設立へ」2015年12月

31日。

4） それまで自動車を運転していた人が，何歳ぐらいになると運転をやめるかに

ついての決定的なデータを見つけられずにいるのであるが，内閣府「高齢者の

住宅と生活環境に関する意識調査」（平成22年度）に男女計年齢5歳区分の

「自分で運転する自動車で外出している人の割合」というデータがある。これ

によると，同割合は，60～64歳70.0％，65～69歳57.4％，70～74歳45.3％，

75～79歳34.8％，80～84歳22.4％，85歳以上6.5％となっており，80代前半

までかなり直線的に低下する格好である。

5） ただしコンビニエンスストアも，地域差はあるが，すでに業態としての成熟

度を高めているから，同業態がこれからも，これまでのように伸び続けるとは

考えない方がよい。この業態を展開する主要なチェーンは，フランチャイズ方
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式により他人の資本および労働力を使って店舗網を拡大してきた。その方式は

市場が拡大する状況には適合的だが，逆に市場の縮小が始まると，きわめて厳

しい事態が発生するおそれがあると見ておくことが必要である。

6） 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）「SIP（戦略的イノベー

ション創造プログラム）自動走行システム研究開発計画」（平成27年1月15

日）。

7） Whill株式会社の社名と同じモデルなどがすでに話題を集めており，その

ModelAは，2015年グッドデザイン大賞を受賞した。

8） たとえば四日市市を中心に十数店のスーパーマーケットを展開し，食料品の

宅配を先駆的に行ってきたスーパーサンシは，1回当りの利用料税抜97円と

月額同477円で使い放題の2つのコースを用意している。

9） たとえばヤオコーは，月額500円の会費制をとっている。

10） 日本空港ビルデング株式会社ニュースリリース「羽田空港国内線旅客ターミ

ナルに次世代型ロボット導入！！」（2015年9月29日）。

11） 株式会社野村総合研究所ニュースリリース「日本の労働人口の49％が人工

知能やロボット等で代替可能に」（2015年12月2日）。

12） 決済手数料が電子マネー普及の阻害要因になっていたが，サーバー型電子マ

ネーの普及により，その決済手数料が劇的にさがるようになっている。たとえ

ば，一般社団法人日本スーパーマーケット協会が，2016年から運用する予定

の業界共同利用型のものの決済手数料は，はじめから0.3％台を実現している。

13） これはすでに東芝テック株式会社が「スマートレシート」というサービス名

で実用化している。

14） この物流センターフィーに関する問題は，日本の取引の根幹的な問題なのだ

が，ここでは紙幅の都合もあってその詳細には踏み込まない。これについて根

本重之『新取引制度の構築』（白桃書房，2004年）の「第 8章欧米型直接取引

モデルと日本型間接取引モデルの比較検討」などの参照を乞う。

（原稿受付 2016年1月27日）
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1．は じ め に

近年，移動販売事業を導入する企業が増えている。これらの移動販売の

特徴は，青果など単一商品群のみではなく，生鮮3品や加工食品，日用雑

貨などを総合的に品揃えしている点にある。すなわち，これらは食品スー

パーの品揃えを基本とする移動販売であり，本稿ではこれを移動スーパー
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�論 文〉

移動スーパーの業態特性

効率性の観点から

池 田 真 志

要 約

近年，「買い物弱者問題」や「フードデザート問題」を背景に，移動スー

パーを導入する企業が増えている。しかしながら，移動スーパーは採算を

取ることが難しい事業である。本稿は，移動スーパーの業態特性を，時間

と空間の効率性の観点から明らかにすることを目的とする。移動スーパー

の形態は，特定の販売地点で数十分程度停車して利用者が集まる形態と，

一軒一軒を戸別訪問に近い形で巡回する形態に大別される。事例研究の結

果，移動スーパーは，近い販売地点を効率的に巡回したり，それぞれの販

売地点での準備と片付けの時間を短くすることなどによって，限られた時

間の中で，多くの販売地点を効率的に巡回して売り上げを確保しようとし

ていることが明らかとなった。

キーワード：移動販売，移動スーパー，業態特性，効率性



と呼ぶ1）。移動スーパーが増えている背景には，いわゆる「買い物弱者問

題」や「フードデザート（FDs）問題」2）がある。これらの問題に対して，

様々な解決策が実施されている（岩間編2013；経済産業2010；高橋ほか

2012；農林水産省2011）。移動スーパー事業はその中の一つである。

移動スーパーに関する既存研究は3つの視点からなされている。一つ目

は，買い物弱者支援の一手段としての検討であり，そこでは，移動スーパー

の採算確保の難しさが指摘されている（赤坂・加藤，2012；高橋ほか，

2012；房安ほか，2013；李2013，2015）。二つ目は，消費者による移動スー

パーの利用実態に関する研究であり，購入品目，購入金額，利用理由，利

用の意向などが検討されている（浅井・熊谷，2014，2015；小田坂・佐藤，

2002；土屋・佐野，2011）。三つ目は，移動販売が果たしうる機能の研究

であり，商品の販売以外の機能以外にも，高齢者の見守り機能，コミュニ

ケーション機能，地域福祉の機能などが着目されている（石飛・神山，

2015；土屋・佐野，2011；小田坂・佐藤，2002）。

移動スーパー事業を継続するためには，採算を確保する必要がある。上

記の移動販売事業の研究においては，移動販売が採算を取ることが難しい

事業であるとの指摘はあるものの，黒字化の要因を分析した研究は限られ

る（菊池2015；李2015）。これらの研究においては，フランチャイズ型の

移動販売を事例に，フランチャイズ本部，地域スーパー，個人事業主の3

者で役割とリスクを分担したり，利用者もコストを負担（店舗価格に10

円上乗せして販売）したりすることによって黒字化していることを指摘し

ている。これらの観点に加えて，移動スーパーは複数の販売地点を巡回し

て販売する事業であるため，事業を継続するためには，時間や空間的な観

点からの効率性が重要であると考えられる。

以上を踏まえて，本稿は，移動スーパーの業態特性を，時間と空間の効

率性の観点から明らかにすることを目的とする。本研究では，移動スーパー

を実施している事業主体や行政への聞き取り調査のほか，移動販売車に一

―472―



日同乗して実態調査を実施した。調査期間は，2015年3月～2015年10月

である。

2．研究対象移動スーパー事業の概要

移動スーパーの業態特性は，地域の特性によって異なると考えられる。

そのため，本稿では，特性の異なる3つの地域における移動スーパーを事

例として取り上げる。具体的には，大都市と，大都市郊外，地方の過疎地

域である。それぞれの地域における移動スーパーの事例として，丸正チェー

ン商事株式会社（以下，丸正），京王電鉄株式会社（以下，京王電鉄），生

活協同組合コープさっぽろ（以下，コープさっぽろ）を事例とする。具体

的な分析に先立ち，各社が移動スーパーを導入した経緯と，移動スーパー

の概要を整理する（表1）。
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表1 事例対象移動スーパーの概要

京王電鉄 丸 正 コープさっぽろ

移動販売車 2トン車 軽トラック 2トン車

販売員 2～3人 1人 1人

品目数 400 300 1000

商品点数 ― 1000 3000～3500

商品価格 店舗と同じ 店舗価格に

10円上乗せ

店舗と同じ

一地点あたり停車頻度 週1～2回 週2回 週2回

一地点あたり停車時間 35分 数分 数分

一日あたり停車地点 4 約30 20～25

一日あたり利用人数 約80人 約40人 約55人

平均客単価 1,200円弱 2,000円強 1,750円

一日あたり売上 10万円弱 8万円 8万5千円

主な顧客 女性高齢者 女性高齢者 女性高齢者

収 支 赤字 若干黒字 黒字

移動販売地域 大都市郊外 大都市 過疎地域

資料：聞き取り調査および同乗調査により作成。



① 京王電鉄

京王電鉄は，2013年11月25日から，東京都西部の多摩ニュータウン

での移動スーパーを実施している3）。鉄道会社である京王電鉄が，なぜ移

動スーパーを実施しているのだろうか。

京王電鉄では「沿線価値創造部 生活サポートサービス担当」という部

署が移動スーパーを担当している。この部署は，「住んでもらえる，選ん

でもらえる沿線」4）の具現化のために作られた部署であり，「沿線にお住ま

いの方のお困りごとを解決するサービスを提供するというコンセプト」

（京王電鉄担当者）で事業に取り組んでいる。すなわち，京王電鉄は鉄道

会社として，鉄道の利用者を増やす必要がある。沿線の価値を上げて，沿

線住民を増やすことが鉄道の利用者を増やすことにつながる。そのために，

沿線価値創造部が「沿線住民のお困りごとを解決する」ために，様々なサー

ビス5）を展開しており，移動スーパーはそのサービスの一環として取り組

まれている。

次に同社の移動スーパーの概要を整理しよう。京王電鉄は，移動スーパー

用に改造した2トン車を使用している。トラックの後部と側部が出入り口

として開くようにできており，利用者はトラックの中に入って商品を選ぶ

ことができる。トラックの中には冷蔵庫があり，要冷品はトラックの中に

陳列され，常温の商品はコンテナにいれたままトラックの周辺に陳列され

る（写真1）。販売されている商品は，肉，魚，野菜，果物，などの生鮮

食品のほかに，牛乳や卵などの冷蔵品，加工食品，調味料さらにトイレッ

トペーパーなどの日用品など，品揃えの幅は広く，合計で400品目を超え

る。担当者によると，よく売れる品目は野菜・果物だという。価格は京王

ストアの価格と同じであるが，鮮度が求められる野菜のみ移動スーパー独

自の値付けがなされている。

同社の移動スーパーは，月曜日から金曜日までの週5日間実施され，1
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日当たり4か所で販売が行われる6）。販売地点ごとの販売回数は基本的に

週1回であるが，2地点のみ週2回である。販売員は基本的に2名～3名

で販売地点を巡回する。

この移動スーパーの利用者の約9割が女性であり，その多くが高齢者で

あるが，3，40代の女性や幼児を連れた母親の利用などもみられる。一地

点の一日当たりの平均利用者数は20数名であり，一日当たりの利用者の

合計は80名弱になる。平均客単価は1,200円弱であるが，足りないもの

を少し買う程度の人から，移動販売で食生活に必要なすべての食材を買う

人までいるため，利用金額には数百円から数千円まで幅がある。一地点あ

たりの一日の売上高は約2万5千円であり，一日当たりの売上高は10万

円弱になる。

② 丸正チェーン商事株式会社

二つ目の事例として，大都市における移動スーパーの事例を検討する。

東京都区部で移動スーパーを実施する企業は多くはない。その中でも，本

―475―

写真1 京王電鉄の移動販売の様子（2015年9月，筆者撮影）



研究では，丸正チェーン商事株式会社を事例に取り上げる。同社は東京都

新宿区に本社を置く，食品ボランタリーチェーンである。その直営店であ

り，新宿区四谷に立地する丸正総本店は，としく丸7）を導入し，移動スー

パーを実施している。

東京都新宿区に店舗を構える丸正は，来店客の中に高齢者が増え，歩く

ことが大変な顧客や，長時間かけて来る顧客もが多かったため，来店でき

なくなった顧客がいるのではないかと考えていた。さらに，スーパーは店

舗を構えて顧客が来る業態であるが，それとは逆にスーパーから顧客に営

業をかけて売り上げを伸ばせる方法を検討していた。これらのことから，

丸正の社長は顧客の家を一軒一軒回る移動スーパーに関心を持っており，

徳島でとくし丸を視察して，その導入を決めた。

次に，丸正の移動スーパーの概要について整理する8）。丸正は軽トラッ

クで移動スーパーを実施している。移動販売車が販売地点に到着すると，

このトラックの側面と後部を開いて，惣菜などを入れた箱を並べるだけで，

1分以内に販売を開始することができる（写真2）。品揃えは，生鮮3品以
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写真2 丸正の移動スーパーの様子（2015年3月，筆者撮影）



外にも，加工食品や調味料，パン類，惣菜類，日用雑貨など幅広く，約

300品目の商品をトラックに積んでいる。担当者によると，生鮮食品がよ

く売れるという。丸正では販売担当のドライバー1名，顧客開拓担当1名

の合計2名が移動スーパーを担当している。コースは全部で3コースあり，

月曜日・木曜日のコース，火曜日・金曜日のコース，水曜日・土曜日のコー

スであり，1週間に2回同じルートを巡回する。つまり，利用者は1週間

に2回移動スーパーを利用することができる。

この移動スーパーの利用者の9割が女性であり，そのほとんどが高齢者

である。平均客単価は2,000円強で，一日当たりの売上高は8万円であ

る9）。商品の価格は店舗の価格に10円上乗せされている。

③ コープさっぽろ

コープさっぽろは，北海道全域を活動エリアとする生協（生活協同組合）

である。同組合は，2007年に，経営破綻した夕張市民生協が実施してい

た移動販売事業を引き継ぎ，2010年に，全道の買い物が困難な人をサポー

トするために，移動販売事業を立ち上げた。その後，地域からの要望に応

える形で移動販売車を増やし，2015年10月時点では全道で75台の移動

販売車を展開している（表2）。コープさっぽろは，この事業を社会貢献

事業として位置付けている。
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表2 コープさっぽろ移動販売車導入台数
（単位：台）

年 導入台数 累計台数

2010 1 1

2011 10 11

2012 20 31

2013 30 61

2014 12 73

2015 2 75

資料：コープさっぽろの資料により作成。



次に，コープさっぽろの移動スーパーの概要について整理しよう10）。コー

プさっぽろは，独自に開発した2トン車を使用している。トラックは寒冷

地仕様であり，出入り口が一か所のみとなっている（写真3）11）。移動販売

車が販売地点に到着すると，出入り口を開けて，乗降者用のステップを下

すだけで準備が完了する。それぞれの移動販売車には拠点となる店舗があ

り，1店舗当たり，1～2台の移動販売車が拠点としている。各移動販売車

の販売員は一人である。コースは，火曜日・金曜日コース，水曜日・土曜

日コース，木曜日コースの3コースである。品揃えは生鮮3品に加えて，

加工食品や日用雑貨など幅広く，トラックに積んでいる商品の品目数は約

1,000品目であり，商品点数は約3,000～3,500である12）。一日当たりの販

売地点は20～25か所であり，一日当たりの利用人数は約55名である。利

用者のほとんどが高齢の女性である。平均客単価は1,750円であり，一日

当たりの平均売上高は約85,000円である。この値は，損益分岐点を超え

ており，コープさっぽろは黒字で移動スーパーを展開している。
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写真3 コープさっぽろの移動販売車（2015年10月，筆者撮影）



3．移動スーパーの効率性

本章では，移動スーパーの効率性を，前節の移動スーパーの概要を踏ま

えながら，時間（販売地点間の移動時間）と空間（販売地点の位置）の観

点から検討する。

① 京王電鉄

京王電鉄の移動スーパーの一日の流れは次のとおりである（表3）。毎

朝，販売員が，母店となる京王ストア高幡店で商品を店舗からトラックに

積み込み，午前中に2か所で販売をする。昼に一度帰店して，商品を補充

してから午後に2か所で販売をする。1か所あたりの販売時間は約35分

間である。16時30分に帰店し，一部の商品（野菜，肉，魚，チルド，賞

味期限が間近な商品）を店舗に返却して，事務処理をして終了となる。

図1は，曜日別の販売地点を示したものである。午前と午後のそれぞれ

2地点は連続で販売するため，この2地点を販売地点の中でできるだけ近
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表3 京王電鉄移動スーパー一日のスケジュール

8：15 商品のピッキング，移動販売車への陳列

9：30 第1販売所へ向けて出発

10：10～10：45 第1販売所で販売

第2販売所へ移動

11：20～11：55 第2販売所で販売

12：30 第2販売所から帰店，商品補充

13：30 第3販売所へ出発

14：15～14：50 第3販売所で販売

第4販売所へ移動

15：25～16：00 第4販売所で販売

16：30 第4販売所から帰店,商品返却，事務処理

資料：京王電鉄の資料により作成。



い場所にするなど，巡回の効率性も重視していることが伺える。京王スト

ア高幡店から最初の販売地点までの平均距離は4,199.3mであり，母店か

ら最初の販売地点までは4kmほど移動する。他方，販売地点間の平均距

離は1,302.2mとなっており（表4），販売地点間の距離を短くする移動ルー

トが組まれていることが分かる。

しかしながら，販売地点は京王電鉄が単独で自由に決められるわけでは

ない。京王電鉄は2トン車で移動販売をしているため，販売場所を決める
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図1 京王電鉄の移動販売車の販売地点

注：凡例は，移動販売車が巡回する曜日と順番を示している。例えば「火1」

は火曜日の1番目の販売地点を意味する。

月曜日のみ午前中は1か所の停車のため「月2」から番号を振っている。

資料：京王電鉄の資料および聞き取り調査により作成。

表4 販売地点間の距離
（単位：m）

高幡店から最初の販売地点までの平均距離 販売地点間の平均距離

4199.3 1302.2

注：「販売地点間の平均距離」は各曜日の1と2，3と4の距離の平均である。

資料：京王電鉄の資料により作成。



際には様々な制約がある。京王電鉄は，商圏調査の結果，販売を実施した

い地点があったとしても，移動販売車を停められる場所があるか，また，

その場所を借りることができるか，さらに，地域住民（自治会）の理解が

得られるか，といった問題をクリアしなければならない。この点に関して

は，行政（市）が京王電鉄と地域との間を仲介することによって，問題を

解決している。京王電鉄はこのような制約の中，可能な範囲で効率性を求

めている。

② 丸 正

丸正の移動スーパーの一日の流れは次のとおりである。7時30分～9時

40分の間に担当者が2名で商品を店舗からピッキングしてトラックに積

み込む13）。移動販売車は10時前に店舗を出発して，10時から最初の販売

地点で販売を開始する。その後，各販売地点で販売し，17時までに帰店

する。そして，18時30分までに，売り上げの計算と入金をして，冷蔵商

品や生鮮食品等を売り場に戻す。

以下，2015年3月26日（木）に実施された移動スーパーを事例に，丸

正の移動スーパーの特性を検討する。この日に停車した販売地点は23地

点であり，そのほかに，商品の補充のために店舗にも一度停車し，トイレ

休憩のために一回停車しているため，停車地点は全部で25地点となる。

販売地点は個人宅前がほとんどであるが，老人福祉施設などにも停車した。

この日の利用人数の合計は38人であり，そのうち32名が女性であった。

また，これらの利用者のほとんどは高齢者であった。表5は，利用人数別

の販売地点数を示したものである。約半数の販売地点（52.2％）は利用者

が一人であり，一地点あたりの平均利用人数は1.2人であった。停車して

も利用者がいない場合もある。すなわち，丸正の移動スーパーは，戸別訪

問をしながら顧客一人一人のために停車することを基本としており，地点

によっては複数人の買い物客がいることが分かる。また，施設等の販売地
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点では利用者が多くなる。

表6は，販売地点1か所あたりの滞在時間を示したものである。一つの

販売地点あたりの利用者数が少ないため，滞在時間が短い販売地点が多い

ことが分かる。丸正の移動販売の特徴は，販売地点に到着して利用者が集

まるのを待つのではなく，販売員が玄関まで利用者を呼びに行くことであ

る。また，前述のように，移動販売車が到着してから1分以内に販売が開

始できるようにトラックが工夫されていることが滞在時間を短縮できる要

因である。このような短い滞在時間は，一日で多くの販売地点を回ること
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表5 利用人数別販売地点数

利用者人数 販売地点数 割合（％）

0人 3 13.0

1人 12 52.2

2人 3 13.0

3人 3 13.0

4人 0 0.0

5人 1 4.3

6人 1 4.3

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。

表6 滞在時間別販売地点数

滞在時間 販売地点数 割合（％）

5分以下 4 17.4

5～10分 5 21.7

10～15分 6 26.1

15～20分 2 8.7

20～25分 5 21.7

25分～ 1 4.3

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。



を可能にし，巡回効率を向上させている。

他方，滞在時間が長い地点は，利用者が多い地点，到着して音楽を鳴ら

してから利用者が来るまでしばらく待った地点などである。また，顧客が

家から出るのが困難な場合は，販売員が玄関の中で注文を聞いて，トラッ

クに戻って商品をピッキングして，再び玄関に入って会計まで済ませる対

応もしている。このような地点でも滞在時間が長くなる。

図2は店舗の位置と販売地点の分布14），表7は丸正の店舗からの距離帯

別の販売地点数をそれぞれ示したものである。この日に移動販売車が停車

した範囲は，店舗から最も近い地点の135mから，最も遠い地点の932m

である。店舗から100～300mの販売地点は30.4％であり，さらに，500

m以内の販売地点は全体の52.1％であり半数を超える。このように，小

売店が近くにある都市部でも買い物に行くのが困難な高齢者を対象として

移動スーパーが実施されていることが分かる。

次に，販売地点間の移動について検討する。表8は，販売地点間の移動
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図2 丸正の移動販売車の停車地点（2015年3月26日）

注：図中の数字は，停車順を示したものである。

「8」は店舗を示しており，商品補充のために停車している。



時間を示したものである。販売地点間の移動時間は，1分以内が8地点間

（37.5％）であり，最も多い。次の販売地点が数軒先の場合もあり，近く

の家への移動も多い。半数以上（58.3％）が2分以内の移動である。この

ように，近い距離の販売地点15）を次から次に巡回していることが分かる16）。

販売地点の分布にはある程度の地域的なまとまりがみられる（たとえば，

図2中の1～3，5～7，17～23など）。そのため，地点間の距離が200m

未満は62.5％であり，近くの販売地点を回っている一方で，地区を移動す

る際に地点間の距離が長くなるが，その距離は1km以内に収まっている

（表9）。このように，丸正の移動スーパーは，短時間で多くの販売を実施
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表7 店舗からの距離別の販売地点数

店舗からの距離 販売地点数 割合（％）

100m以内 0 0

100～300m 7 30.4

300～500m 5 21.7

500～700m 7 30.4

700～1000m 4 17.4

合計 23 100

資料：同乗調査により作成。

表8 販売地点間の移動時間

移動時間
販売地点

間数
割合（％）

1分 9 37.5

2分 5 20.8

3分 1 4.2

4分 3 12.5

5分 2 8.3

6分～ 4 16.7

合 計 24 100

資料：同乗調査により作成。

表9 販売地点間の距離

距 離 販売地点間数 割合（％）

100m未満 9 37.5

100～200m 6 25.0

200～300m 2 8.3

300～400m 3 12.5

400～500m 1 4.2

500～1km 3 12.5

1km以上 0 0.0

合 計 24 100

資料：同乗調査により作成。



するために，効率性を重視しながら店舗周辺の狭いエリアを巡回している

ことが分かる。

③ コープさっぽろ

コープさっぽろの移動スーパーの一日の流れは次のとおりである。移動

スーパーの販売員は9時に出勤し，店舗から商品をピッキングして移動販

売車に積み込む。移動販売車は10時半～11時頃に店を出発して，販売地

域へ向かう。販売地点に到着すると，移動販売車が来たことを知らせる音

楽を流して，利用者が来るのを待つ。販売員は，基本的には家まで呼びに

行かずに利用者が出てくるまで待つが，希望がある場合は家まで呼びに行

く。その後，各販売地点で販売し，販売活動が終了してから17時～17時

半頃に帰店する。その後，冷蔵品などの一部の商品を店舗に返却して，入

金等の事務処理をして業務終了となる。

以下，2015年10月15日（木）に実施された，コープさっぽろいしか

り店の移動スーパーを事例にコープさっぽろの移動販売事業の効率性につ

いて検討しよう。この日に販売のために停車した地点は23か所であり，

そのほかにトイレ休憩のため1か所停車している。この日の利用人数の合

計は50名であり，そのうち43名が女性であった。これらの利用者のほと

んどが高齢者であった。

販売地点ごとの利用者数を見ると（表10），9地点（39.1％）は利用者

が1人であった。最も利用人数が多かった販売地点でも利用者は4人であ

り，一地点あたりの平均利用人数は2.2人である。滞在時間別の販売地点

数（表11）をみると，10分以下の販売地点から，15分以上の販売地点ま

で幅広い。停車時間が短い地点は，利用人数が一人であったり，到着する

前から利用者が待っていて，すぐに買い物がなされる場合などがある。滞

在時間が長い販売地点は，利用者が複数の販売地点や，利用者がじっくり

と買い物を楽しむ地点，販売員が利用者に付き添って荷物を持って玄関ま
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で一緒に行ったりする対応をしている地点などである。前述のように，コー

プさっぽろの移動販売車は，出入り口を開けて，乗降のためのステップを

出すだけで準備が整うため，各販売地点での準備と片付けの時間は数十秒

程度であり，このトラックの仕組みは各販売地点における滞在時間の時間

短縮につながっている。

図3は，コープさっぽろのいしかり店の位置と当日の販売地点を示した

ものである。コープさっぽろの場合は，過疎地域で移動スーパーを展開し

ているため，店舗から20分～1時間程度移動してから最初の販売地点に

到着する。この日は，店舗から最初の販売地点までの距離は約10kmで

あり，移動時間は約20分であった。また，販売地点間の距離は，100m

未満が6地点（27.3％）であり（表12），販売地点間の移動時間は1分が

約36.4％であり，近い地点での販売を繰り返していることが分かる。一方

で，1km以上の移動のように少し離れた地域への移動もみられる（表13）。

このように，最初の販売地点までは距離が長く，また販売エリア内での6

分以上の移動も見られる一方で，特定の地区内では販売地点間の距離は短

い。以上のように，コープさっぽろは，過疎地域の中でも可能な限り効率

的に移動スーパーを実施していることが分かる。
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表10 利用人数別販売地点数

利用者人数 販売地点数 割合（％）

0人 0 0.0

1人 9 39.1

2人 6 26.1

3人 3 13.0

4人 5 21.7

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。

表11 滞在時間別販売地点数

滞在時間 販売地点数 割合（％）

5分以下 3 13.0

5～10分 6 26.1

10～15分 8 34.8

15～20分 4 17.4

20～25分 1 4.3

25分～ 1 4.3

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。
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図3 コープさっぽろいしかり店の移動販売車停車地点
（2015年10月15日）

注：図中の数字は，停車順を示したものである。

表12 移動販売地点間の距離

距 離 販売地点間数 割合（％）

100m未満 6 27.3

100～200m 3 13.6

200～300m 3 13.6

300～400m 0 0.0

400～500m 1 4.5

500～1km 6 27.3

1km以上 4 18.2

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。

表13 移動販売地点間の移動時間

時間 販売地点間数 割合（％）

1分 8 36.4

2分 5 22.7

3分 5 22.7

4分 2 9.1

5分 0 0.0

6分～ 3 13.6

合 計 23 100

資料：同乗調査により作成。



4．移動スーパーの業態特性

本研究で取り上げた移動スーパーの展開方法は二つに大別される。一つ

は，京王電鉄の事例のように，停車場所と販売時間を固定しており，1か

所の販売地点に30分程度停車し，その間に利用者が集まる形態である17）。

もう一つは，丸正やコープさっぽろのように戸別訪問に近い形で利用者の

家を中心に一軒一軒巡回して販売する形態である。以下，それぞれの移動

スーパーの業態特性を整理する。

前者の形態は，一日当たりの販売地点は数か所に限定される。京王電鉄

の事例の場合，販売時間は25分間と長めであるが，その間に多くの利用

者が買い物をすることや，開店と閉店の準備や販売に人手がかかることか

ら販売員が2～3名の体制である。この場合は人件費が高くなるため，採

算を確保することが難しい18）。さらに，この形態は効率性を重視すること

が難しいが，限られた制約の中で連続する販売地点を近くに配置するなど

の効率化が行われている。

前者の形態を利用者の視点からみると，利用者は販売地点まで行く必要

があるため，買い物に行くことが大変な利用者は利用することが難しい。

しかしながら，近隣に小売店舗がない利用者に対してはより近くで買い物

ができるというメリットをもたらす。さらに同じ時間帯に近隣の住民が集

まるため，その場で知り合い同士の会話がなされるなど，コミュニケーショ

ンの場としても機能する可能性を有している19）。また，利用者にとっては

移動販売車が来る時間が確実に分かるため，生活時間の計画が立てやすい

メリットがある。

後者の形態は，一日当たりの販売地点は20か所以上と多くなるが，一

地点あたりの利用人数は少ないため，一地点あたりの停車時間は短くなる。

そのため，近い販売地点を短時間で次々と巡回することによって，多くの
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販売地点を回り，売り上げを確保することが目指されている。

この形態を利用者の視点からみると，家の前まで移動販売車が来たり，

玄関まで注文を聞きに来てもらえたり，買い物した商品を自宅の中まで運

んでもらえたりするなど，買い物に行くことが大変な利用者にとっては利

用しやすい形態である。

5．地域特性と移動スーパーの業態特性

移動スーパーの展開方法は地域の特性によっても異なると考えられる。

本研究は，3つの事例のみに基づいているため，一般化はできないが，本

研究で取り上げた事例研究から，地域特性と移動スーパーの業態特性の関

係について検討したい。

丸正が移動スーパーを展開しているのは大都市である。丸正の事例では，

人口密度が高く，店舗周辺でも移動スーパーの利用者が多いため，店舗か

ら数km離れた地点まで販売に行かずに，1km以内のエリアで移動スー

パーが完結できる。このような移動スーパーは，本来，店舗からの距離で

考えると実店舗の顧客となりうる顧客であるが，高齢などの理由によって

店舗に来られなくなった顧客をターゲットにしている。大都市では，近隣

に小売店舗がない利用者だけではなく，近隣に小売店舗が存在しているが，

その店舗まで行くことが困難であったり，荷物を運ぶことが困難な高齢者

が移動スーパーを利用していると考えられる。

一方，コープさっぽろが移動スーパーを展開しているのは地方の過疎地

域である。このような過疎地域では，人口密度が低く，人口も少ない。ま

た，小売店舗が周辺にない地域も多い。この場合，拠点となる店舗から販

売地点までの移動距離が長くなる。さらに，丸正のような狭い範囲で移動

スーパーは完結せず，コープさっぽろの事例では，同日の移動販売地点で

最も離れている地点間の距離は約5kmであった。つまり，大都市の移動
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スーパーに比べると巡回するエリアが広く，効率性を求めることが難しい。

そのため，過疎地域での移動スーパーでは停車時間を短くするトラックの

工夫や，近い販売地点での利用者を獲得するなどして，採算が取れる利用

者数を確保することが必要となる。

他方，京王電鉄が移動スーパーを展開しているのは，大都市郊外のニュー

タウンである。このようなニュータウンでは，開発された当初に入居した

世代の高齢化が進み，人口減少に伴って小売店舗が撤退している。そのよ

うな地域であるため，実店舗の代わりとなるような形で移動スーパーが展

開されている。つまり，トラックの中だけで商品を販売するのではなく，

トラックの周辺にも商品を並べ，小型店舗に近い形で販売を実施している

（写真1）。そのため，このタイプの移動スーパーは，ある程度の広い停車

場所を確保する必要があるが，一地点当たりの停車時間は長く，多くの利

用者が利用できる。しかしながら，利用者は移動販売の地点まで歩いてこ

られる利用者に限定される。これらのことから，この移動スーパーには高

齢者以外の利用者もみられる。

最後に，3つの地域に共通している点は，利用者のほとんどが高齢者と

いうことである。いずれの地域においても，小売店舗まで行くことが難し

く，移動スーパーを必要としている高齢者がいることが示唆されている。

6．お わ り に

本研究では，移動スーパーの効率性について時間と空間の観点から検討

してきた。移動スーパーは，買い物が困難な高齢者にとって便利であると

はいえ，採算が取れなければ事業として継続し続けることは難しい。事例

とした移動スーパーでは，売り上げを確保するために，多くの販売地点を

一日で巡回するため，販売地点間の移動時間を短くするなどの効率化の工

夫がなされていた。さらに，丸正やコープさっぽろの移動スーパーのよう
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な戸別訪問に近い形態では，一人の販売員でも限られた時間内で多くの販

売地点を回れるように，販売地点に到着してからすぐに販売できるような

工夫がトラックになされている。すなわち，販売地点間の移動距離や時間

を短くすること，到着してから販売を開始するまでの時間や販売を終了し

てから出発するまでの時間を短くする工夫が，多くの販売地点を回ること

を可能にしている。このように移動スーパーは効率を重視する一方で，家

から出ることが大変な利用者に対して，販売員が玄関の中まで入って対応

をしたり，トラックまで来た利用者の商品を玄関まで運ぶなど，利用者に

応じた対応もなされている。他方で，京王電鉄の移動スーパーのように，

停車時間と場所を固定し，1か所に長い時間停車する移動スーパーは，小

型店舗をその都度開設している形態であり，移動の面で効率性を追求する

ことは難しい。

これらの移動スーパーの収益に関しては，丸正とコープさっぽろは黒字

で移動スーパーを展開している。移動スーパー黒字化の要因は一つではな

いが，本研究で明らかにしてきたような効率的な巡回も重要である。

さらに，今回取り上げた事例では，移動スーパーの黒字化のために，単

純に効率化をして売上高を確保しようとしているだけではない。在庫ロス

は収益の悪化につながるため，事例とした3つの移動スーパーは夕方まで

には帰店して，商品を店舗の棚に戻している。すなわち，移動スーパーで

販売できなかった商品を店舗で販売することによって在庫ロスの削減につ

なげている。

本研究では，大都市，大都市郊外，地方の過疎地域の3つの地域におけ

る移動スーパーの特性に関して検討したが，全国各地では多様な形で移動

販売事業が実施されている20）。そのため，本研究だけでは移動スーパーの

業態特性と地域特性との関係を一般化することはできない。地域ごとに必

要とされる移動販売の形態や有効な形態は異なると考えられる。持続的で

効果的な移動販売の展開と地域特性との関係に関しては，今後の課題とし
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たい。

付 記

本研究を進めるにあたって，京王電鉄，コープさっぽろ，八王子市役所，丸正

総本店には聞き取り調査に協力いただき，また，移動販売車に同乗させていただ

く貴重な機会を提供していただきました。ここに記して厚くお礼申し上げます。

本研究には，平成27年度拓殖大学経営経理研究所研究助成（研究代表者：池

田真志，研究課題：移動スーパーの持続性と効果に関する研究）を使用しました。

1） 経済産業省（2010）によると移動スーパーは次のように説明されている。

「移動販売の形態としては，青果など単一商品群を販売する移動商店が中心で

あるが，鮮魚・精肉・青果等の生鮮3品を中心に多様な商品群を販売する移動

スーパーもある」p.52．

2） フードデザート問題に関しては，岩間編（2013）に詳しい。

3） 本節の内容は2015年12月時点のものである。

4） 京王電鉄株式会社（2012）「機構改革について」http://www.keio.co.jp/

news/backnumber/news＿release2012/nr120628＿kikoukaikaku2.pdf（2015

年12月19日閲覧）

5） たとえば，家事代行，キッチンや浴室などの交換，ホームセキュリティ，家

電の訪問サポートなど。

6） 金曜日の販売終了後に商品のほとんどを店舗に戻し，月曜日の午前中に商品

を積み込む時間が必要なため，月曜日のみ3か所での販売となっている。

7） とくし丸の移動スーパーのフランチャイズの仕組みに関しては，菊池（2015）

や李（2015）に詳しい。

8） 本節の内容は，2015年3月時点のものである。

9） 調査時点から売り上げを伸ばし，2015年12月には平均日版が9万円を超え

ている。

10） 本節の内容は，2015年10月時点のものである。

11） 真冬でも移動販売を実施するため，出入り口を2カ所設けたり，跳ね上げ式

の荷台にしたりすると，商品が凍ってしまうため，この形態となった。

12） 商品を陳列する際は，1列に1品目ではなく，手前に小さな商品を陳列し，

奥に大きな商品を陳列することによって，1列に2品目陳列し，品目数を増や

す工夫をしている。
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13） 商品をピッキングする際，当日の販売ルートの利用者の買い物傾向や好みな

ども考慮しながら商品を選択する。また，利用者はトラックに積んでいない商

品を注文することができるため，前回の訪問時に注文された商品も積み込む。

14） 個人宅前の停車が多く，利用者が特定できないように，道路情報は入れてい

ない。

15） 図2中の「12」の位置が「11」「13」と離れているのは，利用者の時間の都

合で，この日は「13」と「14」よりも「12」に先に向かったためである。

16） とくし丸を導入するスーパーでも，地域によっては，販売地点間の距離が長

い地域もある。

17） イトーヨーカ堂も多摩ニュータウンで同様の販売方法を採用している。イトー

ヨーカ堂の場合は一日当たりの販売か所は3～5か所で，販売時間は一か所あ

たり30分～60分である（㈱イトーヨーカ堂ウェブサイトより）。

18） 京王電鉄の移動販売事業は現状では赤字である（2015年10月時点）。

19） 京王電鉄の事例では，買い物に集まった利用者が会話をしている姿がみられ

た。

20） 関（2015）に中山間地域における移動販売の事例が複数報告されている。

赤坂嘉宣・加藤 司（2012）「「買物弱者」対策と事業採算性」『経営研究』63，19�

38．

浅井秀子・熊谷昌彦（2014）「中山間地域における買い物弱者対策に関する取り

組み 鳥取県江府町の事例 」『日本建築学会技術報告集』20，269�272．

浅井秀子・熊谷昌彦（2015）「中山間地域における移動販売の実態と住民の意識

調査：鳥取県南部町の事例」『日本建築学会中国支部研究報告集』38,681�

684．

石飛 猛・神山義久（2015）「沖縄市における移動販売等とともに高齢者を見守

る活動に関する報告：コープおきなわによる事例」『美作大学・美作大学短

期大学部紀要』60，109�124．

小坂田 稔・佐藤豊信（2002）「地域福祉の視点からみた中山間地における移動

販売の新たな役割」『農村生活研究』46，15�27．

岩間信之編著（2013）『改訂新版 フードデザート問題』農林統計協会．

菊池宏之（2015）「買物難民問題と小売経営」『経営論集』85，111�127．

経済産業省（2010）『地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書』

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g100514a03j.pdf（2016年1
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1．は じ め に

本稿では，まず過去の主要な消費者行動研究を集計水準別に分類した上

で，集計化に成功したと考えられる消費者行動理論をいくつか取り上げ，

集計化という観点から各理論を分析する。この分析を通じて集計化のパター

ンについて論じる。マクロ的消費者行動現象の一つとしての製品普及や市

場発生における近年の動向，すなわち「製品普及への消費者の影響力の増

大」および「意味変容現象」とその研究に注目し，新たな集計化モデルに

よる市場形成論を展開する。
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�論 文〉

消費者行動研究の歴史と

集計化のパターン

田 嶋 規 雄

要 約

消費者行動研究の歴史を3つの集計水準によって分類すると，その集計

化には2つのパターンがあり，「反復購買」を前提とする場合には「変容

的集計化モデル」，「採用行動」を前提とする場合には「累積的集計化モデ

ル」が有効である。しかし，近年の製品普及には，「購買行動」と「採用

行動」とを切り分けられない意味変容現象が見られ，意味変容現象を捉え

るためには，「変容的集計化モデル」と「累積的集計化モデル」とを統合

した「意味変容集計化モデル」が有効である。



2．集計水準からみた消費者行動研究の課題

� 集計水準による消費者行動分類

消費者を扱った研究の歴史は長く，古くは経済学の伝統的ミクロ経済学

における消費者行動選好理論・消費者需要理論に遡ることができるが，マー

ケティングとの関わりの中での「消費者行動研究」としての歴史は，20

世紀初めの行動科学的な研究にその端緒を見ることができる。マーケティ

ングとの関わりにおける行動科学的消費者行動の歴史は，齋藤・田嶋

（2014）の整理を基に大まかな時代区分を行うならば，1950年代以前はマー

ケティング諸手段の個別管理に寄与する消費者行動研究の時代，1950年

代はマーケティング諸手段の統合的管理に寄与する消費者行動研究の時代，

1960年代は高関与消費者の購買行動を前提とした消費者行動研究の時代，

1970年代は消費者の多様な情報処理行動を捉える消費者行動研究の時代，

1980年代は消費者知識への注目の時代，1990年代の消費者知識の主観的

側面への注目の時代，そして2000年代の消費者知識のフロー的側面への

注目の時代として整理することができる。以下では，上記の各時代におけ

る行動科学的消費者行動を概説していく。

1） 1950年以前

マーケティング諸手段の個別管理に寄与する消費者行動研究の

時代

1950年代以前，すなわちマネジリアル・マーケティング登場以前は，

マーケティング諸手段を統合するという発想はまだなく，手段ごとの部分

最適化が模索された時代であった。そのため，マーケティング諸手段の個

別管理問題に対応した研究が展開され，AIDAモデルを嚆矢とする広告効

果階層研究（Gale（1900），Scot（1903）など）や商品分類研究（Copeland
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（1923））が代表的である。

2） 1950年代

マーケティング諸手段の統合的管理に寄与する消費者行動研究

の時代

1950年代に入ると，米国においては好景気の下，企業間の技術革新競

争が展開され，生産設備や新製品開発のための研究開発・新事業進出のた

めの合併・買収へ莫大な投資が行われた。技術革新競争は企業全体の方向

性を決める最高経営レベルの意思決定を必要とし，企業のあらゆる活動を

統合する役割を担うマネジリアル・マーケティングが登場した。マネジリ

アル・マーケティングの中心的理念である消費者志向・顧客志向が組織全

体の理念となると，消費者行動研究への関心が急速に高まり，消費者のニー

ズの理解とそれへの適応が重要な課題と認識され，消費者行動研究も個別

管理から統合的マーケティング管理のための研究へとその目的と特徴を変

えていくことになる。マーケティング諸手段を統合する基準となるものが

ターゲットとなる消費者の特性であることが認識されるようになり，1950

年代後期から60年代にかけての代表的な研究は，標的市場決定のために

必要な消費者ニーズの理解とマーケット・セグメンテーションとなった。

マーケット・セグメンテーションの重要性を説いたのはSmith（1956）で

ある。一方で，技術革新が消費者にとってのイノベーションとして結実し，

市場に普及し始めるようになると，その普及現象を対象として扱う研究も

1950年代頃から精力的に行われるようになった（Rogers（1962）など）。

3） 1960年代

高関与消費者の購買行動を前提とした消費者行動研究の時代

1960年代になるとマーケティング・マネジメント論が確立し，4Ps

（McCarthy（1960））に代表されるマーケティング・ミックス論（Borden
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（1964）が発展した。すなわち，マーケット・セグメンテーション，標的

市場の決定，マーケティング・ミックスの適応と策定という，マーケティ

ング戦略プロセスの各段階と諸手段の意思決定に必要な消費者行動研究が

要請されることになった。主要な研究領域としては，上述の意思決定に必

要な消費者行動全体を説明するために，Andreasen，Nicosia，Engel-

Kollat-Blackwell，Howard-Shethモデルを代表とする心理学の S-O-R

パラダイムを用いた消費者意思決定（選択）包括モデルおよび，多属性態

度モデルに代表される態度研究（Fishbeinモデルなど），また，セグメン

テーション研究では50年代に築かれた礎の上にデモグラフィクス研究が

開花し，大きな説明力を持つことから非常に重視されるに至った。

当時の消費者は耐久消費財の所有・保有欲求を充分に満たしていたとは

いえず，企業の技術開発に伴って市場導入された自動車，クーラー，カラー

テレビなどへの欲求が極めて高く，消費者に対して新製品を中心としたマー

ケティング刺激を与えて価値を説得することで事足りていたともいえよう。

つまり，マーケティング行動という商業的刺激を与えることで製品への欲

求を刺激し，購買に向かわせることが比較的容易であった。言い方を変え

れば，消費者の価値に基づいて多様な製品へのニーズを考えなくてはなら

ないのは，所有・保有が満たされ，新規需要ではなく買い替え・買い増し

需要においてであり，マス・マーケティングの60年代ではなく80年代を

待つことになる。心理学における刺激－反応連合（行動主義心理学）から

情報処理概念装置（認知心理学）へパラダイム・シフトを惹き起こした理

由とはほとんど関係がないが，消費者意思決定モデルのパラダイム・シフ

トは奇妙な一致を見せたのである。

4） 1970年代

消費者の多様な情報処理行動を捉える消費者行動研究の時代

1970年代に入ると，60年代に消費者行動研究に対して多大な貢献と影
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響を残した行動主義心理学は，新たな概念装置 情報処理パラダイムに

基づく認知心理学へと大変革が起こり，後年，認知革命といわれるパラダ

イム・シフトをもたらした。消費者行動研究においても心理学のパラダイ

ム・シフトに連動するかのように，それ以前の研究を包摂できる包括的な

消費者情報処理モデルがBettmanによって刊行された。Bettman（1979）

は消費者を情報処理者としてとらえ，意思決定（選択）行動も情報処理行

動であると考える。情報処理能力は有限であるためそれをどのように配分

するかによって消費者の行動は多様性を持つことになる。そして情報処理

能力の配分量の規定要因としての関与概念にも注目が集まり，80年代か

らはFinn（1983），MuncyandHunt（1984），ParkandMittal（1985），

青木（1989），Laaksonen（1994）などによる関与概念の整序に向けての

研究が起こった。

一方で，60年代に始まった消費者のライフスタイルの本格的な研究が

進展したのは70年代であり，ライフスタイル研究は，生活の質（Quality

ofLife）を追求するようになった消費者を特徴づける新たなセグメンテー

ション基準として脚光を浴びるようになった。WellsandTigert（1971）

のAIOアプローチ，すなわち活動（Activities），関心（Interests），意

見（Opinions）といったライフスタイル変数や，Yankelovich（1973）

のソーシャル・トレンド・アプローチが代表的である。

70年代は市場の多様化という変化への対応の時代であったと言える。

情報処理モデル，関与研究，ライフスタイル研究はいずれも一様に消費者

の多様性の説明とマーケティング戦略への示唆の導出をめざしていること

が分かる。

5） 1980年代 消費者知識への注目の時代

1980年代以降，情報処理アプローチの下で中心的な研究テーマとして

扱われたのが，消費者の「知識」である。記憶の中に蓄積された内部情報
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としての知識の問題は，一連の情報処理プロセスにおいて果たす役割の重

要性から，研究の必要性が特に強調されてきた領域である。特に知識を量

的側面ではなく，質的または構造的側面から捉えようとした点において大

きな特徴が見出せる。Walker,Celsi,andOlson（1986）による知識の構

造的側面への注目，PeterandOlson（1987）による手段―目的連鎖モデ

ルの提案，そしてHutchinsonandAlba（1985）によるネットワーク構

造としての知識を捉えようとした点が代表的である。

このように消費者の知識が注目された背景には，認知心理学の発展だけ

ではなく，当時の社会的背景や実務的要請に応じるものもあったと考える

ことができる。80年代における高度経済成長期から成熟期への移行は，

単に需要の量的変化だけでなく質的変化をももたらす。質的変化とは，あ

らゆる耐久消費財などを新規購買していた時代から，買い替えや買い増し

といった反復購買をする時代へのシフトを意味する。買い替えや買い増し

という形で同じカテゴリーの製品を再び購入することになると，消費者は

1回目の購買経験や使用経験を参考にしながら購買意思決定を行うことが

できるようになる。このことは，消費者がその記憶の中に既に蓄積してい

る製品に関する知識の購買意思決定に与える影響が増大することを意味す

る。このことはさらに，80年代においては高度経済成長期に適したマー

ケティングとは異なるマーケティングが必要であることを意味する。特に，

消費者が製品やブランドに関する情報を獲得する際に企業がプッシュ的に

介入できる度合は低くなり，企業には消費者が持つ知識の多様性に合わせ

たマーケティングの実践が必要となる。

6） 1990年代 消費者知識の主観的側面への注目の時代

1990年代に入ると，知識研究はブランドに関する知識も含め，知識と

して扱える情報の範囲が格段に広がった。特に，その広がりは，客観的情

報から主観的に統合された情報への拡大として捉えることができる。新倉
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（2012，p.159）は1990年代を，様々な情報の役割が主張された「消費者

主観」の情報処理研究の時代と呼び，客観的で具体的な個別情報だけでな

く，主観的で抽象的な統合情報さえも，同じ情報という概念で捉えること

が可能になるとしている。すなわち，属性，製品カテゴリー，ブランドに

関する情報はもとより，自己に関する知識，自己が知覚する他者に関する

情報，感覚属性，イメージ属性，感情など，消費者が主観的に統合した情

報も，消費者の情報処理に入力される情報の一種として扱うになった。そ

して90年代の知識研究における重要な成果は，ブランド研究への展開で

ある。ブランドを消費者知識の観点から捉えることで，それまで断片的に

議論されてきたブランドの概念が体系化されることになった。Aaker

（1991）のブランド・エクイティ論やKeller（1998）の顧客ベースのブラ

ンド・エクイティ論が代表的である。特に，顧客ベースのブランド・エク

イティの考え方の下では，ブランドの強さが，消費者の記憶の中に蓄積さ

れている「ブランド知識」によって規定されるとしている。知識研究がブ

ランド論と結びつくことで，すなわち，集合体としての知識をブランドに

関するスキーマとして捉えることで，消費者知識は，多様な消費者行動の

単なる説明変数ではなく，マーケティングにおける成果変数としての地位

が与えられることになり，この点こそが90年代における知識研究の一つ

の大きな成果であると言える。

より主観的な情報概念が注目された背景には，1990年代における消費

者行動の大きな特徴として，その購買意思決定において消費者自身の「自

己知識」の果たす役割が増大した点にある。自己知識（selfknowledge）

とは，消費者が自身の記憶の中に蓄積している，自己に関連した知識構造，

または自己を中心としたスキーマであり，消費者個人の特性，価値観，信

念から構成される集合体である。あらゆる購買や消費において多かれ少な

かれ消費者自身の自己知識が反映されるものであるが，その反映のされ方

は消費社会の成熟度によって異なるものと考えられる。90年代がA.H.
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マズローの欲求段階説でいう自己実現の段階であるならば，まさに消費に

自己知識が反映される時代であると言えるだろう。また，90年代におけ

る企業のマーケティング戦略の趨勢，すなわち関係性マーケティングやブ

ランド・ビルディングといったマーケティングが消費者の「自己知識」を

めぐるものであったと考えることができる。顧客との長期的関係を築くた

めの戦略は，消費者行動の観点からすれば，企業やブランドを消費者の記

憶の中で重要な知識として位置づけるための企業の取り組みとして解釈で

きる。特定の企業やブランドが消費者の記憶の中で消費者の自己知識と強

く結びつくのであれば，すなわち，消費者自身が自己知識との関わりの中

で企業やブランドに主観的な意味づけを行うことができれば，その企業や

ブランドは持続的な優位性を構築することが可能であると考えられる。こ

のように，顧客との長期的関係を築こうとする1990年代のマーケティン

グの特徴を鑑みても，主観的な意味づけを行う消費者の姿を捉える研究は

1990年代の消費者行動研究において特に重要性を持っていたものと考え

られる。

7） 2000年代 消費者知識のフロー的側面への注目の時代

2000年代におけるマーケティング環境の顕著な変化は，ICTの発展とハ

イブリッド製品と呼ばれる複数の既存製品カテゴリーを横断して機能を内包

する製品群の普及である。ICTの発展によって消費者が処理可能な情報の

量は格段に増加し，その結果，消費者はそれ以前の消費者に比べて，他の

消費者から発信された情報も含めて，より多くの情報に基づいて購買意思決

定を行うことができるようになった。また，ハイブリッド製品は，DVD・

HDレコーダーが従来のビデオデッキの録画機能とパソコンの保存機能を

合わせたものであるように，複数の既存製品カテゴリーを横断したもので

あるため，消費者はその採用過程において，アナロジーと呼ばれる既存の

製品カテゴリーに関する知識をダイナミックに活用する方法を用いて意思
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決定を行う。さらに，近年のネット・コミュニティの発展を背景とした，

従来の企業主導のイノベーション普及とは異なる，消費者主導の市場形成

モデル（MartinandSchouten,2014など）も提案されるようになった。

このように2000年代の消費者行動は，ICTの発展とハイブリッド製品

の普及を背景に，知識の「活用」に注目することができる。すなわち，90

年代までの知識研究が消費者の記憶内に貯蔵されているストックとしての

知識の側面に注目していたのに対し，2000年代以降は，既存の知識をい

かに活用するかというフローとしての知識の側面に注目しているところに

特徴を見出すことができる。

� 行動科学的消費者行動研究の歴史と集計水準

前述した消費者行動研究は各時代のマーケティングの趨勢とシンクロす

る形で整理することができる一方で，研究対象とする消費者の集計水準を

どのように捉えるのかによってさらに分類することができる。消費者の集

計水準とは，一人の消費者の心理や行動プロセスを研究対象とするのか，

マーケティング諸手段に対して同質的な反応を示す消費者のグループを研

究対象とするのか，そして，市場という多様な消費者を包含するより大き

な集合を研究対象とするのかを分類するものである。これら3つの水準は，

それぞれ個別の消費者行動分析（以下，タイプⅠと記述），消費者類型論

（以下，タイプⅡ），市場形成論（以下，タイプⅢ）という3つの研究タイ

プに区別される。タイプⅠの主要研究テーマはHoward-Sheth，Bettman

モデルや消費者情報処理モデルに代表される消費者のブランド選択行動モ

デルなどのミクロ的研究が挙げられる。消費者関与，知識といった構成概

念に関する研究などもこの分類に入るが，これらの概念が消費者類型の基

準となることによってタイプⅡの研究へと展開することが可能である。タ

イプⅡはミクロとマクロ研究の中間的分類と位置付けられ，商品分類研究

における消費者の類型化，市場細分化研究といった多様な形で多数輩出さ
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れた。タイプⅢは，製品普及過程研究に代表されるように，様々な消費者

類型がさらに連動してより大きな市場を形成していくプロセスに関する研

究であり，マクロ的市場研究として位置付けられる。ここまでの議論，す

なわち消費者行動研究がその歴史の中で，時代時代の社会経済的環境やマー

ケティング実践と少なからず関係を持ち，さらに各時代の消費者行動研究

が集計水準によってどのように分類されるのかは，図表1のように整理す
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図表1 行動科学的消費者行動研究の歴史と集計水準

時代区分

消費者行動研究

集計水準

低い（ミクロ） ⇔ 高い（マクロ）

個別の消費者

行動分析
消費者類型論 市場形成論

1950s

以前

マーケティング諸手段

の個別管理に寄与する

消費者行動研究の時代

広告の効果階層モ

デル

購買動機と購買

行動からの商品

分類

1950sマーケティング諸手段

の統合的管理に寄与す

る消費者行動研究の時

代

モチベーション・

リサーチ

パーソナル・イン

フルエンス

社会階層

採用者カテゴリー

イノベーショ

ンの普及

1960s高関与消費者の購買行

動を前提とした消費者

行動研究の時代

S-O-Rモデル

包括的購買モデル

多属性態度モデル

市場細分化 プロダクト・

ライフサイク

ルと消費者の

問題解決行動

1970s消費者の多様な情報処

理行動を捉える消費者

行動研究の時代

情報処理モデル

消費者関与

細分化基準とし

てのライフスタ

イル

1980s消費者知識への注目の

時代

客観的知識（知識

構造）

知識と動機によ

る消費者分類

1990s消費者知識の主観的側

面への注目の時代

主観的知識（知識

としてのブランド，

自己知識）

2000s消費者知識のフロー的

側面への注目の時代

知識転移（アナロ

ジー）

消費者主導の

市場形成



ることができる。

3．消費者行動研究における集計化のタイプ

� 消費者行動研究における集計化の事例

前節では消費者行動研究の歴史を時代区分と集計水準という観点から整

理してきたが，各消費者行動研究がどのように各集計水準をカバーできる

のかについて，さらにいくつかのパターンに分けることができると考えら

れる。本節では，まずミクロからマクロへの集計化に展開が可能な消費者

行動理論を2つ取り上げ，タイプⅠからタイプⅢへの理論展開という観点

から各理論を整理した上で，次にその集計化に方法にどのようなパターン

を見出すことができるのかを論じていく。

1） Rogersの普及理論

まず取り上げるのは，Rogersの普及理論である。Rogersの普及理論

とは，農村社会学を中心として発展したイノベーションの普及現象に関わ

る諸成果をRogers（1962）が概念図式によって整理し，マーケティング

および消費者行動の領域にも適用された一連の経験的発見物である。イノ

ベーションの普及を促進する様々な要因も識別され，高度経済成長期のよ

うな，耐久消費財を中心とした様々な新製品が市場に普及し始めていた時

代においてRogersの普及理論は多くの注目を集めた研究であった。

普及理論は，その名の通り，主たる関心の対象が「普及」というマクロ

的現象であるため，本質的に分析対象の集計水準は高く，タイプⅢの市場

形成論に該当する研究領域である。分析対象は，具体的には，特定のイノ

ベーションに対する普及率や採用者数という，より集計化された形で表さ

れる。

一方でRogersの普及理論の成果はタイプⅢの分析水準のみならず，タ
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イプⅡやタイプⅠにも及ぶ。Rogersは，時間の経過とともに新製品を採

用する消費者の特性が5段階で変わるとし，採用者カテゴリーと呼ばれる，

この5つのタイプの消費者の蓄積によって新製品の普及，すなわち特定の

製品カテゴリーの市場形成の仕組みを論じている。特に，ある新製品の市

場が立ち上がるか否かについては，初期少数採用者と呼ばれる消費者群が

採用するか否かと，彼らが他の消費者に影響を与えるか否かに大きく関わっ

ていることを示唆した。新製品に対する消費者の反応の違いを類型化した

という点でRogersの普及理論はタイプⅡの消費者類型論をカバーする理

論であったと言える。さらに，Rogersはイノベーションを採用する消費

者の心理的過程にも注目し，イノベーションの「採用プロセスと」として，

5つの心理的段階を識別している。このように，Rogersの普及理論はタ

イプⅠからタイプⅢまでをカバーできる理論であると考えることができる。

2） Howard-Shethモデル

次に取り上げるのは，Howard-Shethモデルである。Howard-Sheth

モデルは1969年にHowardとShethによって提案された消費者行動の

包括的概念モデルである。それまで断片的に議論されてきた消費者行動の

諸概念を一つのモデルの中に包括的に統合したという意味で，消費者行動

研究の進展に大きく貢献した。その後，Bettman（1979）によって集大成

された情報処理アプローチの優位性1）によって，Howard-Shethモデルは，

消費者行動研究における存在感は薄れていくことになるが，集計水準とい

う観点においてはタイプⅠからタイプⅢまでをカバー可能な理論体系を潜

在的に有していたと考えることができる。

Howard-Shethモデルは，刺激に対して反応する消費者の内面が知覚

構成体と学習構成体から成るものとして捉えた点において，基本的にはタ

イプⅠの個別消費者行動分析の水準に該当するが，このモデルから3つの

消費者行動類型を導いている点においてタイプⅡの消費者類型論にも展開
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可能なモデルである。Howard-Shethモデルが示した3つの消費者行動

類型とは，拡大的問題解決行動（EPS：ExtensiveProblem Solving），

限定的問題解決行動（LPS：LimitedProblem Solving），日常的反応行

動（RRB：RoutinizedResponseBehavior）である。この3つの行動類

型は，一般に購買経験が無いかほとんど無い消費者は評価基準も態度も形

成されていないためリードタイムも最長であるEPS，中程度の購買経験

を有する場合はLPS，十分な経験を持ち1つあるいは少数のブランドに

強い正の態度を有する場合にはRRB型の意思決定（選択）行動をとると

考えられている。すなわち，購買経験と共にEPS→LPS→RRBと移行し

ていくことになる。このEPS→LPS→RRBという移行過程とプロダクト・

ライフサイクルとを対応させると，タイプⅢの市場形成論への展開が可能

になる。プロダクト・ライフサイクルにおける導入期における市場構成は，

購買経験の乏しい消費者群，すなわちEPSに沿った消費者が大きな割合

を占め，次に成長期においては，中程度の購買経験を有するLPSに沿っ

た消費者が支配的となり，そして成熟期においては十分な経験を有した

RRBに沿った消費者が支配的となる。

� 消費者類型論から市場形成論への集計化における2つのパターン

本節では，ミクロ的消費者行動研究をマクロ的消費者行動研究に展開す

るための集計化のタイプについて論じる。まず，タイプⅠの個別消費者行

動分析からタイプⅡの消費者類型論への集計化はそれほど難しいものでは

ない。例えば関与概念であれば，高関与な消費者の情報探索意欲が高まる

というタイプⅠでの論理は，関与概念を消費者類型の基準とするだけで，

高関与な消費者の情報探索と低関与な消費者の情報探索というタイプⅡの

消費者類型論への展開が比較的容易に行われる。つまり，タイプⅠの集計

水準において消費者個人に帰属可能な概念を特定できれば，その概念の変

動によって消費者を類型化できることが自然に内包されているのである。
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一方，タイプⅡの消費者類型論からタイプⅢの市場形成論への展開は容

易ではない。なぜなら，市場の形成やそのダイナミズムを説明するために

は，類型化された消費者グループ間に何らかのつながりを持たせる必要が

あるからである。そこで，前節で示した2つの研究事例の分析より，特に

タイプⅡの消費者類型論からタイプⅢの市場形成論への集計化の方法論と

して，2つのパターンを提示していきたい。

1） 変容的集計化モデル

まず一つめは，消費者の経験的特性を基盤とするパターンである。消費

者の経験的特性とは，学習効果や飽き等，時間の経過とともに変化する消

費者の特性のことであり，消費者知識や購買関与度がこれに含まれる。消

費者知識は購買経験の蓄積ともに向上していき，それとともに情報処理が

精緻化されるなど消費者の行動も変化していく。同様に，同じ商品を反復

購買するにつれ，購買関与度が低下し，それとともに情報探索意欲が低下

するなど消費者の行動も変化する。一人の消費者の特性が時間と変化する

現象をマクロ的に捉えるならば，市場全体や市場構成がダイナミックに変

容していく様子に集計化することが可能となる。このような集計化のパター

ンモデルを「変容的集計化モデル」と呼ぶことにする。変容的集計化モデ

ルの下では，図表2のように，タイプⅡの水準で類型化された各消費者グ

ループは，時間の経過によって「移行していくもの」としてその関係性が

示される。

このモデルが適用される状況としては，このモデルには消費者の購買経

験が大きく関わっていることから，購買経験が活かされる状況，すなわち，

主として反復購買が想定される。特定ブランドの反復購買や，特定製品カ

テゴリーの反復購買であっても，消費者が重視する属性や属性の重要度に

あまり変化のない場合においてこのモデルが適用されると考えられる。例

えば，薄型テレビの新規需要と買い替え需要の違いを説明する際にこのモ
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デルは有効である。

先述した研究事例では，Howard-Shethモデルがこのタイプの集計化

に該当する。Howard-Shethモデルで分類された3つの問題解決行動は，

購買経験によってEPS→LPS→RRBと変化し，プロダクト・ライフサイ

クル論の文脈では，導入期におけるEPSの消費者群から，成長期におけ

るLPSの消費者群へ，そして成熟期におけるRRBの消費者群へと市場

のダイナミズムを説明することができる。

2） 累積的集計化モデル

2つめの集計化パターンは，消費者の特性が経時的に「変化しない」こ

とを前提とするものである。このパターンは，前述した「変容的集計化モ

デル」が消費者特性の経験的側面に注目したのに対して，消費者の持つ特

性が，少なくとも一つの市場形成においては，時間の経過とともに変化し

ないという前提に立つ。例えば，オピニオンリーダーシップや新奇なもの

を試してみたいという消費者革新性の概念などがこれに含まれる。経時的

に「変化しない」消費者特性の下では，ある市場のある時点において，オ

ピニオンリーダーシップ性が高い消費者と低い消費者は明確に区別される。

したがって，この消費者特性を前提とする集計化の論理を考える場合には，

異なる特性を持つ消費者が時間の経過とともに累積的に参加し市場が形成

されるとする集計化の論理を想定する必要がある。このような集計化のモ

デルを「累積的集計化モデル」と呼ぶことにする。累積的集計化モデルの

下では，図表3のように，タイプⅡの水準で類型化された各消費者グルー
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プは，時間の経過ともに消費者グループ間の何らかの社会的つながりによっ

て「追加されていくもの」としてその関係性が示される。

このモデルが適用される状況としては，消費者の「採用行動」が想定さ

れる。したがって，このモデルは主として新しい製品カテゴリーが市場に

導入された際にそれを採用するか否かの意思決定に関わるものとして捉え

ることができる。例えば，薄型テレビが市場に導入された際に，どのよう

なタイミングでどのようなタイプの消費者がそれを採用するのかを説明す

る際に有効なモデルであると言える。

例えば，Rogersの普及理論では，タイプⅡの消費者類型論で識別され

た採用者カテゴリーは，図表4で示されるように市場に参加するタイミン

グは異なるが，5つのカテゴリーの採用者を「追加されていくもの」とし

て捉えることによって，一つの市場が形成される様子を説明することがで

き，タイプⅢの市場形成論に展開することが可能となる。そして，異なる

特性をもつ消費者が市場に参加する契機として，口コミや顕示的消費など
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図表4 イノベーションの普及過程と採用者カテゴリー

図表3 累積的集計化モデル



の消費者グループ間の人的なコミュニケーションが示されるのである。

3．集計化モデルの統合と市場形成プロセス

� 近年の製品普及の特徴としての意味変容現象

前節では，集計化のモデルを「反復購買」に適用される変容的集計化モ

デルと，「採用行動」に適用される累積的集計化モデルに分けて論じてき

たが，近年，この二つの状況を明確に切り分けられない製品普及の特徴が

見られるようになってきた。日本の戦後から高度経済成長期においては，

テレビなど三種の神器に代表されるような製品を初めて購入する際の市場

のダイナミクスを説明する際には累積的集計化モデルが有効であったし，

1970年代以降，安定成長期に入った時代において，2台目のテレビや買い

替えといった状況が1台目の購入に比べて需要が質的にどのように変化し

たのかを説明する際には変容的集計化モデルが有効であった。

ところが，近年は，同じ製品カテゴリーの買い替えであっても，製品使

用の意味が変化したり，その結果として新しいタイプの消費者が市場に参

加したりする現象が見られるようになった。例えば，1980年代に登場し

た携帯電話という製品カテゴリーは，1980年代末ごろまでは主としてビ

ジネスユースとして普及した。1990年代に入ると，ビジネスユースに加

えて，この市場にポケベルでメールコミュニケーションを経験したユーザー

の流入してきた。その結果，携帯電話はメール用途需要を取り込むことに

なる。90年代末に，「iモード」に代表されるメールサービスが登場した

ことにより，メールを中心とした携帯需要はより一層強化されることにな

る。その後，カメラ機能，音楽プレーヤー機能，GPS機能，着メロ・着

うた機能などが追加され，携帯電話は「持ち運べる高度なデジタル機器」

へと変化していった。この過程においても，機能の追加と同時にそれと関

わる需要を新たに取り込んでいった。そして2000年代後半になると，ス
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マートフォンが登場し，スマートフォン1台で，パソコン，デジタルカメ

ラ，デジタルビデオカメラ，携帯音楽プレーヤー，カーナビゲーションシ

ステムなど実に多くの既存製品の機能をこなすようになっていった。それ

に伴い，スマートフォンは上記製品の需要の一部をも取り込むようになっ

ていった。例えば，デジタルカメラを買わずにスマートフォンで済ますと

いう需要である。ガラケーと呼ばれる携帯電話の新規購入，ガラケーの機

種変更，スマートフォンの新規購入，スマートフォンの機種変更，これら

は買い替えであるという意味で反復購買である。しかしながら，買い替え

するごとに携帯電話の意味が変容し，新たな需要を取り込んでいるとする

ならば，1回1回の購買は「採用行動」として解釈することもできる。

このような現象は，携帯電話に限らず，第1節でも述べたように，2000

年代以降，ハイブリッド製品と呼ばれる製品群の普及において顕著に見ら

れる。ハイブリッド製品は，様々な既存製品の機能を内包しているという

意味でハイブリッドであり，新たな機能の内包がその製品に新たな意味を

もたらすことがある。例えば，Apple社のiPodは，従来の携帯音楽プレー

ヤー機能とパソコンのハードディスク機能を合わせたものであるという意

味でハイブリッド製品である。従来の携帯音楽プレーヤーが新たに大容量

のハードディスク機能を備えることによって，携帯音楽プレーヤーの意味

は大きく変容することになる。iPod以前の携帯音楽プレーヤーを使用す

る場合には，かつてはその日に聞きたい音楽が収録されたカセット，CD，

MDなどを持参したり，自身の携帯音楽プレーヤーに事前に聞きたい音楽

を保存したりする必要があった。この時，消費者の音楽コレクションは自

宅のCD棚か自宅のパソコンの中に存在する。ところが，携帯音楽プレー

ヤーが大容量のハードディスクを備えるようになると，自宅の音楽コレク

ションがiPod1台の中に納まることになる。すなわち，外出する際にそ

の日に聞く音楽を選別する必要はなくなり，自宅の音楽コレクションを全

て持ち歩くことができるようになったのである。iPod以前の携帯音楽プ
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レーヤーからiPodへの買い替えは，携帯音楽プレーヤーの「反復購買」

でもあるが，音楽コレクションを全て持ち歩くという点において携帯音楽

プレーヤーの意味が変容しており，新たな携帯音楽プレーヤーの「採用行

動」としてとらえることができる。このように製品の意味を変容させなが

ら製品が普及していく現象を本章では意味変容現象と呼ぶこととする。

� 意味変容現象に対応した集計化モデルの必要性

前述したように，意味変容現象が想定される場合には，特定の製品カテ

ゴリーの「反復購買」であっても，製品に対する意味づけが異なるものを

購買する行動は「採用」に近い行動となる。一方で，新しく意味づけられ

た製品の「採用」を行いつつも，旧製品の購買経験を引き継いでもいるの

であれば，「反復購買」としての側面も持つ。このように意味変容現象は，

ミクロレベルでは「反復購買」と「採用」を切り分けることができない。

従って，その集計化においても，変容的集計化モデルと累積的集計化モデ

ルのどちらに依拠すればよいのかという問題が生じる。そこで，製品の

「反復購買」と「採用行動」の両者を内包する集計化のモデル，すなわち

変容的集計化モデルと累積的集計化モデルの2つの集計化のタイプを内包

するハイブリッド型の集計化モデルを想定する必要があり，図表5で示さ

れるようなモデルを提示する。本章ではこのハイブリッド型の集計化モデ

ルを意味変容集計化モデルと呼ぶこととする。

意味変容集計化モデルでは，図表5に示されるように，いくつかの異な

る変容的集計化プロセスが層化され，層化された変容的集計化プロセス間

には，累積的集計化プロセスとしての関係が存在する構造として捉えるこ

とができる。すなわち，図表5に示されるように，特定の製品カテゴリー

を反復購買する消費者の特性が製品の意味の変容とともに変化する様子

（タイプAの消費者からタイプB，タイプC，そしてタイプDへと変容す

る様子）は，変容的集計化プロセスによって説明が可能である。そして製
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品の意味が変容する契機となるのが新たな消費者群の採用行動，すなわち

新たな特性をもった消費者群による市場への参加である。この消費者群が

既存の消費者群の特性を変容させつつ，この消費者群自身もその後は反復

購買を行いつつ，製品の意味変容に伴い，その特性も変容させていく（タ

イプBの消費者からタイプC，そしてタイプDへと変容する）。そして，

図表5において楕円形で示されるように，新たな消費者群が参加するプロ

セスは累積的集計化プロセスとして捉えられる点で，意味変容集計化モデ

ルは，変容的集計化モデルと累積的集計化モデルとのハイブリッド型モデ

ルとして捉えることができる。

このように，既存製品の機能を内包しながら普及するハイブリッド製品

の市場形成論を展開する場合には，新規需要の創造と既存需要の更新とが

同時進行で繰り返されることを想定した意味変容集計化モデルが有効であ

る。このモデルの意義はもう一つある。特定の製品カテゴリーを新規に購

買する「採用行動」と，特定製品カテゴリーの反復購買および特性製品カ

テゴリー内のブランド選択行動とは，永く研究分野として分断されてきた

が，このモデルでは「採用行動」と「購買行動」の両者を統合することが
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可能となった。このモデルの妥当性を確認するという課題はまだ残されて

はいるが，消費者行動の集計水準についてタイプⅠからタイプⅢまでをカ

バーできる理論の構築は，消費者行動研究の発展に寄与するものである。

5．お わ り に

本稿では，消費者行動研究の歴史を3つの集計水準，すなわち個別の消

費者行動分析（タイプⅠ），消費者類型論（タイプⅡ），市場形成論（タイ

プⅢ）によって整理した上で，消費者行動理論をミクロからマクロへ展開

する方法として，「変容的集計化モデル」と「累積的集計化モデル」の2

つのパターンが見出せることを明らかにした。さらに近年のマーケティン

グ現象を捉える展開パターンとして，「意味変容集計化モデル」を提案し

たが，残された研究課題として，次の2点があげられる。一つは，ミクロ

レベル，すなわち個別の消費者行動分析に偏りがちな消費者行動研究を消

費者類型論，そして市場形成論へ展開することの意義を問い直すことであ

る。阿部（2013）が「現代の消費者行動研究は圧倒的に個人としての消費

者行動を中心的な内容としており，集合レベルの消費者行動を扱っている

もの，あるいは個人行動の集合レベルへの集計の問題を扱っているものは

ほとんど見当たらない」，「個人としての消費者行動についても，その一貫

した理論的な体系というよりは，関連した知識の寄せ集めといった状況を

脱しきれていない」（p.20）と述べているように，ミクロからマクロまで

を一貫した体系で消費者行動を説明する理論を開発する必要性について明

確に示す必要がある。もう一つの課題は，本稿で提案された3つの集計化

モデルの関係性を踏まえた統合的なモデルを提示することである。3つの

集計化モデル，すなわち「累積的集計化モデル」，「変容的集計化モデル」，

そして「意味変容集計化モデル」の3つのモデルを別々のモデルとして扱

うのではなく，それぞれ想定される場合を一つの枠組みで整理することに

―515―



よって，よりコンパクトかつ精緻な集計化モデルの提案が可能となるであ

ろう。

1） 阿部（1983，1984）によれば，消費者情報処理理論は，それ以前の刺激―反

応パラダイムに比べて次のような優れた特徴を持っている。①刺激―反応パラ

ダイムにおいては刺激と反応との結びつきを問題とするため，刺激を行動の始

動因とする受け身型の消費者が考えられる。それに対して，消費者情報処理理

論は消費者を情報処理系と捉えているため，受動的情報処理だけでなく，問題

解決行動，あるいは目標達成行動といった能動的側面にも関心が向けられる。

そして，この点は今日，消費者の行動が個性化・多様化し，自律的側面を強め

つつある状況を鑑みると消費者情報処理理論の優れている点である。

②刺激―反応パラダイムでは，消費者にインプットされる刺激そのものが関

心事となるのに対して，消費者情報処理理論では刺激がその消費者によってど

のように解釈されるのかということが関心事となる。したがって，消費者情報

処理理論においては，同一の刺激に対して消費者が異なった受け止め方をする

ことに対する分析枠組みを提供してくれるものである。

③刺激―反応パラダイムの有する一つの限界としては，企業から提供される

情報がどのように組み合わされて消費者の意思決定に用いられたのかという側

面を十分扱い得ないという点がある。消費者情報処理理論では，消費者が刺激

として与えられた情報をいかに解釈するかということに加えて，得られた情報

をどのように統合して選択を行っているのかという点が重要な研究課題となる。

すなわち，なぜ消費者がある行動をとるのかということは，消費者情報処理理

論によってはじめて一貫した枠組みのもとに取り上げられることになる。

④消費者情報処理理論は，刺激―反応パラダイムのように単に刺激と反応を

ブラック・ボックスで結びつけるのではなく，情報がどのように取得，統合さ

れ，最終的な購買決定にいたるのかという全プロセスが関心事となる。したがっ

て，そこでは情報処理プロセスに影響すると考えられる状況的要因および消費

者の個人的要因の役割が重視される。

青木幸弘（1989）「消費者関与の概念的整理 階層性と多様性の問題を中心と

して」『商学論究』第37巻1�4号合併号，pp.119�138.
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は じ め に

近年，食品小売業を取り巻く経営環境が急激に変化している。これまで

食品小売業を牽引してきたイオンやイトーヨーカ堂などの総合量販店

（GeneralMerchandiseStore，以下，GMS）が消費者の嗜好の変化とそ

れに伴う購買行動の変化，各種専門店の台頭，ネットショッピングの進展
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�論 文〉

食品スーパー市場の構造変化と

中堅食品スーパーの対応

堂野崎 衛

要 約

本稿は，近年の食品小売業を取り巻く環境要因の変化が小売市場全体に

どのようなインパクトを与え，小売市場構造上の変化をもたらしているの

かについて考察する。とくに食品スーパー業態に焦点を当て，直接的な競

合関係にある同業態間競争および総合量販店やコンビニエンスストア，ド

ラッグストアなどの異業態間競争が熾烈に展開される中で，食品スーパー

業態の構造的な変化の方向性を明らかにする。また，こうした変化の方向

性が中堅スーパーの経営にどのような影響を与えているのか，埼玉を中心

にチェーン展開する食品スーパーである株式会社マミーマートを事例に検

討する。とりわけ同社の商品戦略上の要であるPB戦略を考察の中心に据

え，品揃え上の最適ミックスをどのように実現しているのか検討する。

キーワード：食品スーパー，GMS，小商圏化，上位集中化，PB



などによる市場環境の変化により低収益構造に陥り，環境変化への対応に

苦慮して業績を悪化させている。食品スーパー業態トップのライフコーポ

レーションの清水信次会長は「GMSの時代は終わった。低価格帯の衣料

品はユニクロ，高価格帯はブランド品。家具はニトリで薬品はドラッグス

トアに行く。家電はもっと厳しく，食料品しか売れる物が残っていない」1）

とGMS業態の発展可能性に警鐘を鳴らし，今後，食品をめぐる競争がま

すます熾烈な展開へと変貌する可能性を示唆している。

そうした状況のなか，食品スーパーは地域密着型経営と食品専門の品揃

えにより安定的に成長を遂げてきた。しかし，低調な消費が続くなかで，

食品スーパー各社の対応により規模格差が生じはじめている。これまで地

域分散的なシェア構造を有し，各地域に有力スーパーを中心とする市場構

造を形成してきたが，ここ数年，地域分散的だった市場構造が大手資本に

よるM&Aや同業態間の合従連衡により食品スーパーの業態内において

も再編の動きとなって現れている。

本稿では，食品スーパーの市場構造と業界再編の動向を整理する。また，

変化の激しい食品スーパー業態の中で中堅スーパーが自らの存立基盤を何

に基づいて確保していくのか，中堅スーパーであるマミーマートの事例を

踏まえながら考察していく。

1．小売市場構造の変化と食品スーパー

1�1 小売市場の小商圏化

小売業の小商圏化が叫ばれて久しい。仲上（2010）は，商圏縮小という

事態はバブル崩壊後とりわけデフレ不況が定着した2000年代以降の日本

の流通の特徴として端的に現れているとしている。もちろん商圏縮小とは

目に見えるものではなく，また，その縮小の範囲を実測できるものでもな

い。マーケットの縮小と変質にともなう商圏縮小と呼ばれる事態を引き起
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こした3つの側面を次のように指摘する。

第1に消費者側の状況である。消費者の可処分所得が減少し，高いもの

は買わない，安いからといって低品質なものは買わないという傾向が強ま

る。また不要不急な買い物を避け，金額の節約だけにとどまらず手間も時

間も掛けない省力的な購買行動になり，金額，時間，範囲のすべてにおい

て消費の節約と省力化が生じ，商圏の規模と範囲を縮小させている。

第2に小売商業側の状況である。2000年代以降の長期不況のなかであっ

たが店舗の大型化が進み，消費者の数及び可処分所得に対してオーバース

トア状態が進行した。個別の店舗にとってみると従来の立地や業態構築に

関する定石が通用しなくなり，有効な競争手段を見出したい小売商業は新

たな業態と立地戦略で対応することになり，狭い地域に様々な商圏を対象

にする業態が混在する状態が発生した。総じて買わなくなった消費者の近

くに相次いで出店する事例が増えている。

第3に行政側の状況である。長引く長期不況のもとで，都市百貨店や

GMSの業績不振および商店街の衰退といった問題が生じている。行政は

このような事態に際して，都市の社会的コストや中心市街地の再生といっ

たこれらとは性格の異なる問題にかかわる改正まちづくり3法を施行し，

消費と商業の問題の解決や調整手段でもあるかのように持ち出した。これ

は大型商業施設の郊外出店規制を主要な内容とする都市および街のダウン

サイジング政策である2）。

つまり，消費の縮小に向かう消費者の購買行動の変化に対応した小売商

業の苦肉の地域深耕の競争が，行政の後押しにより推進された結果，限ら

れた狭い商圏内における小売商業間の競争環境を激化させているというも

のである。こうした小商圏化という状況は，地域密着型経営を志向する食

品スーパーにとって極めて重要な市場構造への影響を与えることになる。
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1�2 食品スーパーの躍進とGMSの凋落

オール日本スーパーマーケット協会，日本スーパーマーケット協会，一

般社団法人新日本スーパーマーケット協会の「スーパーマーケット販売統

計調査」（2015）によれば，食品スーパー業態における2014年の年間販売

額は9兆8743億円（2014年1月～2015年12月）であった。これは，前

年比全店ベースで3.1ポイントの増加，既存店ベースで0.9ポイントの増

加と堅調に販売額増を実現していることになる。ただし，この間の増加は

首都圏を含む関東地方および中部地方が，その他の地方の数字を押し上げ

ている状況もあり，大都市圏と地方との地域間格差の拡大が懸念される。

他方，イオンやイトーヨーカ堂など大手GMSの統計数値を含む日本チェー

ンストア協会公表の「チェーンストア販売統計」によれば，スーパーマー

ケット業態における2014年度の年間販売額は12兆9381億円（2014年4

月～2015年3月）で，前年比店舗調整前で0.1ポイントの減少，店舗調整

後で2.5ポイントの減少となっており，先の統計と合わせてみると堅調な

食品スーパー業態とGMS業態の不振という構図が読み取れる。

GMS業態の不振は今に始まったことではなく，ここ数年，傾向的低下

となっている。そうした状況が顕著に現れているのが，イオンとセブン＆

アイホールディングスの ・流通2強・と呼ばれる小売業のGMS業態の業

績不振である。2014年のイオンの「有価証券報告書」によれば，GMS事

業における営業収益こそ3兆3555億円（前期比9.9ポイント増）を記録

したが，営業損失を16億4600万円（前期比366億円強の減益）計上した。

同様に，2014年のセブン＆アイホールディングスの「有価証券報告書」

によると，GMS事業3）であるイトーヨーカ堂は，2014年の営業収益が2

兆121億円（前期比0.1ポイント増）で営業利益は193億円（前期比34.8

ポイント減）を計上した。各社，GMS業態の不振の要因として，消費増

税前の駆け込み需要の反動減，消費増税後の消費回復の遅れとその長期化，
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天候不順等の影響に起因する結果4）と揃って報告しているが，そうした外

的環境要因にとどまらないGMS業態の構造的な問題が内包されている。

そのことを裏付けるように，GMS業態の不振を受けた流通2強揃って

ドラスティックな改革案を実施，または今後予定されている。イオンでは

全国の画一化した店舗を刷新し，主たる顧客層をファミリー層と定めた生

活スタイル提案型の「イオンスタイル」という店舗を中心とした店舗づく

りを急ぎ，改装ベースでの店舗改革の断行を表明している。また，従来の

画一的な店舗改革のみならず店舗オペレーションについても，これまで本

部が擁していた仕入権限について地域の客層やニーズを考慮しながら店舗

ごとに仕入権限を委譲する，中央集権型から分権型へとシフトさせ，CVS

やドラッグストアなどとの差別化を図る方針である。

イトーヨーカ堂では不採算店を中心に今後5年間で40店舗閉鎖という

大鉈を振るう改革を表明している。さらに，アピタやピアゴを擁するユニー

グループも2016年9月のファミリーマートとの経営統合に向けて異業種

連携を視野に入れた抜本的な改革に乗り出そうとしている5）。

1�3 食品スーパーの市場構造と再編の動向

2014年の商業統計調査（速報値）によると，日本の食品スーパーの市

場規模は14兆5361億円で，2007年に実施された前回調査（速報値）の

17兆534億円を大きく下回った。

図表1は，2014年度の各社決算データに基づいて集計された「日本の

小売業の売上高1000社ランキング」6）から，各小売業態の市場構造を表し

たものである。これによると，小売業1000社の総売上高は70兆7796億

円で，うち食品スーパーの市場規模は14兆8491億円，売上全体の約21

％の市場規模を有している。食品スーパーのトップ企業はライフコーポレー

ションで年間売上高は5857億円である。しかし，同じ食品を取り扱う他

の小売業態と比較すると，その額はGMSトップ企業のイオンリテールの

―523―



およそ4分の1，CVSトップ企業のセブン－イレブン・ジャパンのおよ

そ8分の1の売上高で，食品スーパー業態トップ企業とはいえ，その企業

規模は相対的に小さい。また，食品スーパーは売上高上位1000社のなか

に305社がランクインしており，他の小売業態と比較してもその数は極め

て多いのが特徴である。

さらに，小売業態別の上位3社の市場集中度でみてみると，GMSでは

57.0％，コンビニエンスストア（以下，CVS）では80.0％ときわめて高い

市場集中度を示しており，とくにCVSについては寡占的市場を形成して

いる小売業態といえる。これに対して食品スーパーの上位3社の市場集中

度は9.7％と他の小売業態と比較して最も低いことも特徴である。

つまり，小売市場のなかでは最も市場規模の大きな小売業態であるが，

GMSやCVSと比較して，食品スーパー業態では突出した売上高を有す

る企業が存在しない相対的に企業規模の小さな企業が同業態内に乱立する

市場構造である。

しかし，近年，食品スーパーの市場構造について上位集中化の傾向が徐々

に進展しているとの見方がなされるようになってきた。図表2は，ここ

10年間の食品スーパーの市場規模および上位3社の販売額を示したもの

である。これによると，食品スーパーの市場規模はこの10年でおよそ1

兆5000億円増加し，それにともない食品スーパー上位3社の売上高も拡

大している。また，この間の上位3社の上位集中度が高まっていることが

確認できる。さらに，1000社に占める食品スーパー企業数も減るなかで，

とりわけ食品スーパー市場の80％を占める企業数も50社減少している状

況から，食品スーパー業態内での規模格差が進展し，上位集中化の傾向が

現れているとみることができよう。

また，中井（2014）は，「食品スーパーマーケット年鑑」を用いて，1999

年と2012年時点における各都道府県の食品スーパー上位3社の販売シェ

アを比較し，上位3社による市場集中度が30％に到達していない都道府
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図表1 各小売業態の市場構造

小売業態
市場規模

（百万円）

順
位 小売業名

売上高

（百万円）

市場集中度

（上位3社）

市場80％

を占める

企業数

1000社に

占める企

業数

食品スーパー 14,849,100

1ライフコーポレーション 585,769

9.7％
115社

（80％）
305社2アークス（連結） 470,310

3ヨークベニマル 390,492

GMS 7,207,100

1イオンリテール 2,117,231

57.0％
6社

（78.1％）
16社2イトーヨーカ堂 1,285,942

3ユニー 705,770

CVS 9,754,700

1
セブン�イレブン・ジャ

パン

4,008,261

80.0％
3社

（80.0％）
19社

2ローソン 1,932,798

3ファミリーマート 1,860,176

ドラッグス

トア
6,491,900

1マツモトキヨシHD 485,512

20.6％
37社

（80.3％）
112社2ツルハHD 440,427

3コスモス薬品 408,462

生活協同組

合
2,324,800

1コープみらい 370,211

38.0％
20社

（79.5％）
47生協2コープさっぽろ 268,259

3コープこうべ 243,807

ホームセン

ター
3,426,000

1
DCMホールディングス

（連結）

430,752

32.7％
16社

（80.3％）
47社

2カインズ 387,100

3コメリ 303,060

百貨店 6,232,400

1そごう・西武 802,996

35.0％
21社

（79.7％）
74社2高島屋 699,656

3三越伊勢丹 678,492

衣料専門店 4,743,000

1
ファーストリテイリング

（連結）

1,382,935

43.7％
29社

（80.2％）
97社

2しまむら 506,938

3アダストリア（連結） 184,588

家電量販店 5,477,100

1ヤマダ電機 1,464,512

51.3％
7社

（80.8％）
29社2エディオン（連結） 691,216

3ヨドバシカメラ 651,588

ディスカウ

ントストア
1,625,600

1ドン・キホーテ 480,838

58.9％
7社

（80.0％）
20社2トライアルカンパニー 333,106

3ダイレックス 144,098

（出所）「日本の小売業1000社ランキング」『DIAMONDChainStore』，2015年9月15日

号，71�84ページより作成。

注1）市場集中度のパーセンテージは小数点第一位未満四捨五入。

注2）各小売業態の市場規模は上位1000社の総販売額合計。
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図表2 食品スーパー業態における上位集中度の推移（2004年～2014年）

年
市場規模

（百万円）

順
位 小売業名

売上高

（百万円）

市場集中度

（上位3社）

市場80％を占

める企業数

1000社に占

める企業数

2004

年
13,278,000

1ライフコーポレーション 386,732

7.5％
165社

（80.0％）
379社2ヨークベニマル 322,668

3マルエツ 287,833

2005

年
13,495,400

1ライフコーポレーション 398,319

7.4％
160社

（80.1％）
381社2ヨークベニマル 307,659

3マルエツ 297,445

2006

年
12,961,000

1ライフコーポレーション 418,614

8.0％
139社

（80.0％）
311社2ヨークベニマル 313,935

3マルエツ 307,668

2007

年
13,632,600

1ライフコーポレーション 439,606

8.0％
138社

（79.8％）
318社2ヨークベニマル 330,144

3マルエツ 320,649

2008

年
13,739,300

1ライフコーポレーション 462,967

8.4％
135社

（80.0％）
322社2ヨークベニマル 348,883

3マルエツ 341,212

2009

年
13,911,500

1ライフコーポレーション 468,857

8.3％
138社

（80.0％）
331社2ヨークベニマル 348,735

3マルエツ 335,913

2010

年
14,129,500

1ライフコーポレーション 480,821

8.2％
137社

（80.0％）
328社2ヨークベニマル 343,379

3マルエツ 331,424

2011

年
14,169,600

1ライフコーポレーション 503,104

8.4％
132社

（80.1％）
321社2アークス（連結） 348,198

3ヨークベニマル 342,944

2012

年
14,381,100

1ライフコーポレーション 520,383

9.1％
127社

（80.1％）
320社2アークス（連結） 433,992

3ヨークベニマル 358,061

2013

年
14,264,000

1ライフコーポレーション 535,516

9.6％
122社

（80.1％）
315社2アークス（連結） 454,391

3ヨークベニマル 374,781

2014

年
14,849,100

1ライフコーポレーション 585,769

9.7％
115社

（80.0％）
305社2アークス（連結） 470,310

3ヨークベニマル 390,492

（出所）「日本の小売業 1000社ランキング」『DIAMOND ChainStore』，『ChainStore

Age』各年版より作成。

注1） 市場集中度のパーセンテージは小数点第一位未満四捨五入。

注2） 各小売業態の市場規模は上位1000社の総販売額合計。



県が1999年の12都道府県（北海道，栃木，千葉，東京，神奈川，富山，

京都，大阪，広島，島根，山口，福岡）から2012年には6都府県（埼玉，

東京，千葉，神奈川，京都，島根）に減少していることを指摘し，全国的

に食品スーパーの上位集中化傾向が顕著になっていることを指摘している。

こうした，各地域の食品スーパーの上位集中化を推進する主体は大手小

売資本やM&A，合従連衡により結びついた企業グループによって牽引

されているとして，菊池（2015）は，それら企業グループを5つに類型化

している。それは，①二大流通グループ（イオン，セブン＆アイ）による

グループ化，②地域有力スーパー同士の連携化，③地場有力スーパーによ

るグループ化，④プライベート商品の共同開発主体の連携化，⑤異業種大

手資本によるグループ化，である7）。

1�4 食品スーパーにおける消費者の買物行動特性

ここでは，食品スーパーにおける消費者の店舗利用行動を特徴的に示す

ために，GMSとの比較によりその特性をみていこう。�流通経済研究所

が東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県在住の女性消費者を対象として

2006年に実施したアンケート調査によると，GMSの利用頻度は「週に

2～3日」が最も多く29.5％，次いで「週に1日程度」が21.9％，「月に

2～3日」14.5％，「週に4～5日」8.9％となっており，「週に1日程度」の

利用が回答の中央値となっている。

一方，食品スーパーの利用頻度は「週に2～3日」が40.2％，「週に4～5

日」が15.5％，「週に1日程度」が18.9％となっており，「週に2～3日」

が最も回答が多いが，「週に4～5日」との回答した消費者も少なくない。

相対的に利用頻度はGMSに比べて食品スーパーが高いことがわかる。

次に，来店手段をみると，GMSを利用する消費者は「自動車」が43.7

％，次いで「自転車」が26.9％，「徒歩」が21.2％と続く。また，食品スー

パーでは「徒歩」が33.8％，「自転車」が32.6％，「自動車」が28.0％となっ
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ている。

さらに，店舗までの所要時間でみると，GMSでは「5～10分未満」が

30.9％，「10～15分未満」27.7％，「15～20分未満」17.9％となっている。

一方，食品スーパーでは「5～10分未満」が40.1％，「5分未満」が28.4％，

「10～15分未満」が20.2％となっている8）。このように，GMSと食品スー

パーを利用する消費者の購買特性は大きく異なっていることが分かる。

また，食品スーパーを利用する消費者属性と食品スーパーを利用する消

費者の特徴的な買い物行動について，一般社団法人新日本スーパーマーケッ

ト協会の「スーパーマーケット白書」によると，食品スーパーを利用する

消費者は男性や未婚女性で2割前後見られるが，圧倒的に既婚女性の利用

が多く，さらに，複数のスーパーマーケットを使い分けて利用する消費者

が多いことが明らかにされている。とくに既婚女性では，20代を除く30

代以上でその数値は95％を超えている。また，20代の未婚男性では，16.8

％がスーパーマーケットを利用しないと回答している。

それでは，複数店舗を利用する消費者の店舗の利用頻度でみると，食品

スーパーの利用頻度の高い既婚女性では，最も利用する店舗は「週2～4

回程度」が60.8％で，2番目に利用する店舗は「週1回程度」で44.6％，3

番目に利用する店舗では「週1回程度」で40.9％，「月2～3回程度」が

37.2％と店舗の優先順位により利用頻度に差が生じている。

消費者は，食品スーパーの店舗選択のときに何を重視しているのだろう

か。最も多い理由が「自宅からの距離」で60.4％，2番目に「ポイントカー

ド」が53.3％，3番目に「価格が安い」が42.0％となっている。また，こ

れら店舗選択の理由に関する回答は，年代が進むごとに回答理由を複数選

択する傾向があり，若い世代の回答は「価格が安い」「帰り道」の2つの

回答に集中し，年代が進むほど食品スーパーでの買い物に求める条件が高

くなる傾向を示している9）。とくに，リーマンショック以降，デフレ不況

下の消費者の購買行動において，この間の日本の消費者のこだわりのポイ
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ントは価格重視主義と言われるが，経済産業省の「消費者購買動向調査」

（2010）では，「信頼できる」（1位），「安心」（2位），「安全」（4位）への

意識が高く，「価格」（3位）が最優先のポイントではないことが示されて

いる。

以上のように，利用頻度や来店手段，店舗までの所要時間を合わせて考

慮した，消費者の店舗利用における行動特性は次のようになろう。GMS

を利用する消費者の場合，週に1日程度，自動車を中心に10分程度の比

較的中距離にある店舗を利用する行動特性を有しているのに対し，食品スー

パーを利用する消費者の場合，週2～3日，自転車や徒歩にて移動可能な

5分程度の近隣の店舗に買い物に出かける，また目的や状況に応じて複数

の店舗を使い分けるといった購買行動特性を有している。したがって，自

宅を離れて遠くまで買い物に行かないため，店舗の商圏は限られたものと

なる。食品は地域特性が強いため，商圏内の食生活情報を把握し，高い頻

度で来店する顧客を獲得することが食品スーパーに求められている10）。

1�5 食品スーパー経営の特質

食品スーパーを取り巻く競争環境は厳しく，GMSや新興食品スーパー

勢力の台頭やCVS，ディスカウントストアやドラッグストア等々の小売

業態が乱立状態にあり，食料品を取り扱う小売業態は食品スーパーを含め

て過剰店舗状態にある。他業態と比べると，食品スーパーの出店戦略はド

ミナント戦略に基づくことが比較的多く，地域と密着していることから，

商品・サービス面において，生活の変化や地域ニーズにきめ細かく対応し

た戦略展開がなされ，とくに生鮮食品の品揃えで差別化を図り，新鮮で安

全・安心でかつ低価格な商品提供を展開11）することで地域の消費者の満足

度を高めることが食品スーパーの存在基盤を強固にしてきた側面がある。

食品スーパーの取扱商品の特性は，食品を中心とした日常生活必需品が

主体である。日本スーパーマーケット協会，オール日本スーパーマーケッ
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ト協会，新日本スーパーマーケット協会が共同で公表する「スーパーマー

ケット年次統計調査報告書」（2015）によると，食品スーパーの取扱品目

における売上高構成比の平均値は，青果15.4％，水産11.6％，畜産13.0％

となっており，これら生鮮三品の売上高構成比は全体の40％と最も高く，

その他の品目で見ると，惣菜で10.1％，日配品17.5％，一般食品26.1％，

非食品6.4％となっている。売上高構成比は各食品スーパーにより一様で

はないものの，食品スーパーの店舗規模または店舗面積の大小による売上

高構成比に大差は認められない。

このような生鮮三品や惣菜，豆腐やパン，牛乳などの日配品が食品スー

パーにとって主力商品となっていることは，日本の消費者が鮮度を重視す

る嗜好性を持つことに起因する。それゆえ，食品スーパーにとって主要な

商品カテゴリーとなっており，これら商品カテゴリーにおけるマーチャン

ダイジングがオペレーション上の課題となっている。

生鮮食品や惣菜などのオペレーションにおいて，食品スーパーチェーン

では，1980年代からプロセスセンター（以下，PC）方式を導入して効率

的な経営を行う企業も少なくない。この方式では，PCで小分けやパッキ

ングなどの流通加工業務を担うことにより，店舗作業の軽減と店舗人員の

削減，一括集中仕入によるコストダウンが図りやすく，また，各店舗間の

品質の不均等を無くし，全店舗での商品の均一化が図れるなどの点から広

く導入が進められている。ただし，店舗外で行われる流通加工においては，

PCでの商品の加工から店舗での陳列・販売までのリードタイムが長くな

ることから，その導入にあたっては，永らく流通加工後のリードタイムの

短縮と品質管理が課題とされてきた。しかし，この課題についても企業努

力や近年の技術革新により大きく改善されてきており，リードタイムの短

縮については，店舗の営業時間を起点とする流通工程に見直し，PCを夜

間稼働させ，店舗へ早朝配送することでを商品の加工後のリードタイムを

短縮させる試みがなされている。また，情報システム強化により，配送回
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数を増やすことで，各店舗の要求に機動的に対応する試みなども実現して

いる。品質管理の面では，コールドチェーンの構築なども進められその課

題の克服が進んでいる。このように，近年，PCを保有する食品スーパー

は増加傾向にある（図表3参照）。

他方，もう1つの方向は，インストア加工方式を採用する動きである。

PCのように外部で流通加工業務を行わず，店内のバックヤード等を利用

して加工業務を行い，陳列・販売するものである。店内で加工業務を行う

ためリードタイムが短く，鮮度劣化の早い生鮮食品において品質管理が比

較的容易で，地域特性や天候，曜日毎，日毎，時間毎の売れ行きに応じた

商品供給を柔軟に対応できる利点がある。他方，人員配置やバックヤード

での商品管理コストが負担になるなどのデメリットがあるが，一部の商品

については外部の加工業者にパック包装済みの商品供給を受けるなど部分

的なアウトソーシングを利用して店舗経営の効率化を図っている。
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（出所）「平成27年スーパーマーケット年次統計調査 クローズアップ報告」p.5。

図表3 プロセスセンターの保有率



食品スーパーにとって売上高構成比の高いこれらの商品カテゴリーを迅

速に売り切る仕組みづくりは店舗オペレーション上の至上命題となってい

る。

2．中堅スーパーの経営：マミーマートの事例

これまでみてきたように，食品スーパー業態内における上位集中化，同

業態および異業態間競争の激化，小商圏化，消費者の嗜好の変化，購買行

動の変化など食品スーパーを取り巻く環境変化は非常に激しくなってきて

いる。そうした状況下で中堅スーパーはいかなる方法で，市場適応行動を

とっているのだろうか。以下，中堅スーパーのマミーマートを事例にその

対応と課題について考察していく。

2�1 マミーマートの概要

株式会社マミーマートは，1958年に埼玉県東松山市に八百屋「八百清」

1号店を創業したことから始まる。1965年に生鮮食料品の小売販売を目的

として，東松山市に岩崎商事株式会社を設立してからチェーン展開してい

くうえで商号をマミーマート12）に変更し，現在の食品スーパーとしての営

業形態を採用している。1988年に株式会社化し，1999年には住友商事と

資本提携を行っている。また，創業以来，埼玉県内を中心として店舗展開

してきたが，2003年には東京都の小平市に都内初出店を果たし，2008年

には栃木県足利市にそれぞれ越境新店舗を設け，次第に店舗網の拡大と広

域化を図っている。2013年に東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統

合に伴い，東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場し，

2014年には熊谷市にあった物流センターを川越市に移転し，川越物流セ

ンターを稼動させている。現在，正規従業員638人，平均臨時雇用者数は
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1915人である。事業に関して，主たる事業として食品スーパーのマミー

マート株式会社を運営し，生鮮食料品の一部加工業務については子会社の

彩裕フーズ株式会社が，店舗の清掃・管理サービスについては子会社のマ

ミーサービス株式会社が運営を行っている。また，子会社のマミーサービ

ス株式会社は温浴事業と葬祭事業を行っている。

2015年9月末時点におけるマミーマート単体の売上高は964億円，営

業利益は27億円13）を超え，図表4に示すように，現在，食品スーパー業

態において売上高が35位に位置する中堅スーパーである。
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図表4 食品スーパー売上高上位50社（2015年）

順位 社 名 系列・グループ
本社

（本部）

売上高

（百万円）
増減

当期純利益

（百万円）
増減

1 ライフコーポレーション 三菱商事，ニチリウ 大阪 585,769 9.4 5,291 49.2

2 アークス（連結） CGC 北海道 470,310 3.5 9,475 48.6

3 ヨークベニマル セブン＆アイ 福島 390,492 4.2 7,792 ▲16.3

4 マルエツ U.S.M.H，イオン 東京 346,198 6.2 ▲520 ―

5 バロー 岐阜 333,306 5.6 3,781 ▲39.3

6 万代 セブン＆アイ 大阪 296,384 6.1 3,673 115.0

7 ヤオコー 埼玉 295,88212.5 8,543 20.8

8 オーケー 東京 282,240 7.4 8,574 1.1

9 ベイシア ベイシア 群馬 280,081▲2.8 8,439 21.9

10 マックスバリュ西日本 イオン 広島 269,101 1.5 1,508 ▲21.3

11 オークワ ニチリウ 和歌山 269,028▲6.5 84 ―

12 カスミ U.S.M.H，イオン 茨城 250,097 7.3 3,470 13.9

13 サミット 住友商事，AJS 東京 245,573▲0.8 2,271 166.9

14 アクシアルリテイリング

（連結）

CGC 新潟 212,61123.3 3,296 16.5

15 マックスバリュ東海 イオン 静岡 206,615 2.8 1,546 ▲15.4

16 東急ストア 東急電鉄，八社会 東京 206,367▲0.8 773▲297.2

17 いなげや イオン 東京 193,11216.6 5,852 ―

18 マルナカ イオン 香川 173,959▲3.6 ▲269 ―

19 マックスバリュ中部 イオン 愛知 163,294 7.0 503 5.5
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20 ベルク イオン 埼玉 161,44411.1 4,135 10.5

21 三和 CGC 神奈川 153,100 1.5 ― ―

22 マックスバリュ九州 イオン 福岡 143,608 2.4 267 ▲73.9

23 サンリブ サンリブ・マルショ

クグループ

福岡 139,370 1.0 524 36.8

24 ヨークマート セブン＆アイ 東京 133,137 3.0 1,247 ▲26.7

25 タイヨー 鹿児島 125,406▲2.6 5,880 ―

26 大黒天物産 岡山 125,037 8.5 2,896 7.9

27 関西スーパーマーケット AJS 兵庫 115,108▲2.7 ▲920 ―

28 山陽マルナカ イオン 岡山 114,683▲1.0 920 ▲12.4

29 マックスバリュ東北 イオン 秋田 110,96812.2 ▲973 ―

30 阪食 エイチ・ツー・オー 大阪 106,861 8.3 495 24.4

31 アオキスーパー 愛知 102,267 6.3 1,519 189.3

32 ヤマナカ AJS 愛知 100,017 1.9 481 21.8

33 マックスバリュ北海道 イオン 北海道 96,658 6.9 428 13.2

34 ハローズ 岡山 95,659 5.6 2,099 17.2

35 マミーマート 住友商事，CGC 埼玉 93,159 7.7 979 56.9

36 光洋 イオン 大阪 92,500 0.4 ― ―

37 コモディイイダ CGC 東京 91,000 0.6 1,500 ▲17.7

38 オオゼキ 東京 89,047 8.2 4,144 16.9

39 ヤマザワ ニチリウ 山形 88,929▲2.5 242 ▲10.0

40 丸久 リテールパートナー

ズ，AJS

山口 86,211 2.0 2,343 29.4

41 マルキョウ 福岡 84,653▲0.1 1,609 ―

42 相鉄ローゼン 相鉄HD，八社会 神奈川 84,085 2.6 680 66.3

43 タイヨー CGC 茨城 82,721 6.5 1,177 112.5

44 東武ストア 東武鉄道，八社会 東京 82,432 2.1 143 ▲33.8

45 コノミヤ AJS 大阪 82,000 5.5 180 ▲83.6

46 とりせん AJS 群馬 80,121 2.1 1,734 63.9

47 まいばすけっと イオン 神奈川 80,00011.1 ▲1611 ―

48 さとう ニチリウ 京都 75,304 6.5 878 26.5

49 ツルヤ CGC 長野 73,300 6.9 1,674 39.5

50 エコス セルコ，ニチリウ 東京 71,194 5.0 936 61.6

（出所）「日本の小売業1000社ランキング」『DIAMONDChainStore』，2015年9月15

日号，71ページを加工。



2�2 マミーマートの出店戦略

マミーマートは埼玉県内を中心としたリージョナル食品スーパーである。

多くの食品スーパーが商圏内の消費者に対する地域密着型経営を目指すよ

うに，同社も創業の地である埼玉県東松山市に出店した1号店から徐々に

店舗網を拡大していった。同社の出店戦略は，配送効率を追求して物流拠

点を中心として半径50kmの店舗立地と商圏14）を限定することによるチ

ラシコストの削減，地域住民の認知向上を考慮したドミナント出店が基本

である。

また，同社では，店舗名について「マミーマート」，「生鮮市場TOP」，

「マミーバリュー」，「BigHouse」の4つの名称を用いた出店を行ってお

り，それぞれの店舗名称で異なる商圏を設定し，商圏特性に応じた食品スー

パー事業を展開している。出店エリアについてみると，埼玉県内を中心と

したチェーン展開により，店舗数は1都3県69店舗（2015年9月時点）

を展開している。その内訳は，埼玉県内47店舗，千葉県19店舗，東京都

2店舗，栃木県1店舗である。

図表4で示したとおり，同社の中心となる埼玉県内では，ヤオコー（7

位），ベルク（20位）に次いで売上高3位で県下では上位に位置する。

今後，年間4店舗程度の新規出店と年間8店舗程度の老朽化した店舗の

改装やイメージ刷新などのための改装を計画している。

2�3 マミーマートの商品戦略

食品スーパー業態にとって店舗オペレーション上の重要な要素に消費者

ニーズに即した商品の品揃えをいかに実現するかという課題がある。とり

わけ生鮮食料品や日配品などは鮮度重視の日本の消費者にとってきわめて

重要であり，売上の概ね6割を占める重要な商品カテゴリーである。

こうした商品を多く取り扱うことになる食品スーパー業態は，地域毎に
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消費者の嗜好性も大きく異なることから，地域性を反映した商品の品揃え

が強く求められる。その意味でも，食品スーパーのマーチャンダイジング

については，消費者ニーズに適合する商品であり，競合他社との差別化さ

れた商品であることがきわめて重要となる。

そこで，多くの食品スーパーではプライベートブランド（以下，PB）

を開発して，商品の差別化を図りながら，個々の店舗の独自性を打ち出し

ている。

PBは小売業や卸売業，共同仕入機構，消費者生活協同組合等の流通業

者がブランド所有権を有し，自らの販路で販売する目的で，製品の企画・

開発，生産，パッケージ，物流等に主たる責任を負う15）商品である。この

ようなPBは，他社または他社グループでは販売されず，自社または自社

グループ内でのみ販売が行われることから排他的専用商品であり，小売業

者にとってきわめて高度な差別化商品として用いられる。

一般的に，PBは製造委託した小売業の全量買い取りを前提として取引

が行われる。他方，メーカーにとってPBの製造受託は自社のナショナル

ブランド（以下，NB）商品のように広範な流通網で販売されない代わり

に，製造した商品はすべて小売業が買い取ってくれるという意味では販売

の不確実性の低い商品であるといえる。

マミーマートでは，2006年に自社PBの開発に初めて着手し，価格重

視型PBの「mami＋」（以下，マミープラス）と品質重視・価値重視型

PBの「mami＋プレミアム」（以下，マミープラスプレミアム）という2

層のPBを展開している。イオンなどでは価格訴求型，標準型，品質重視

型の3層構造のPBプログラムが採用されるが，同社の自社PBでは，価

格と品質に特化した2層のPBプログラムを想定している。同社店舗で平

均的に取り扱われる商品アイテム数は約5000アイテム強で，そのうち自

社PBのマミープラスが約130アイテム，マミープラスプレミアムがおよ

そ15アイテムある。総アイテム数に占める自社PB比率は3％弱である。
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さらに，同社は自社PB以外にも，中小小売業のコーペラティブチェー

ンであるシジシージャパン（以下，CGC）に加盟（1975年9月11日入会）

しており，同グループが提供するPBのCGCブランドも同時に取り扱い

販売を行っている。同社が取り扱うCGCブランドのアイテム数はおよそ

270アイテムで取扱商品全体の約5.4％である。つまり，マミーマートで

は，自社PBとCGCブランドを含めると取扱商品の約8％程度のPBを

販売している。

2�4 自社PB開発の「可能性」と「限界」

PBを持たない小売業者にとっていかなるNBを店頭に並べるかが商品

の品揃え上の主要な課題となる。しかし，最寄品を中心とする販路に制限

のないNBの多くはあらゆる小売業において取り扱われ，とりわけ売れ筋

のNBであれば必然的に他の小売業と同質的な品揃えとなる。そのため，

売れ筋NBは価格競争に巻き込まれるリスクが高く，小売業にとって利益

を圧迫する主要因となりうる。

食品スーパーが取り扱う商品の多くがこうしたリスクを多分に有する商

品であるため，商品の差別化を求めて，多くの食品スーパーが競合他社と

の同質的な競争を回避するため，PBの開発を志向する。

一般的に，PBはある程度の事業規模がなければ開発を行うことができ

ないといわれる。それは，メーカーサイドの視点でみれば，大手メーカー

ほど規模の経済性を追及するための大規模生産設備を有しているが，彼ら

が生産を引き受け，生産設備をひとたび稼動させれば大量の製品が生産さ

れる。すなわち，大手メーカーほど完成する大量の製品を引き受けること

を前提としたPB委託でなければならず，メーカーが定める最低限の発注

ロット数を満たしていないPB委託については受託されないのである。た

だし，メーカーの規模の大小により，またメーカーの意向により受託する

最低発注ロット数は大きく異なり，とりわけ中小規模のメーカーほどその
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基準は低く，PB委託を是々非々で受け入れるメーカーも少なくない。

芝崎（2010）は，食品需給研究センターの「食品企業財務動向調査報告

書」の調査結果を踏まえて次のように指摘している。大手メーカー（売上

高1000億円以上）の場合，PB食品の販売割合は1割未満が55.6％で，2

割未満を含めると94.5％にもなる。すなわち，大手メーカーの場合，自社

ブランドでの販売が多く，PBブランドの販売割合はそれほど高くない。

これに対して，売上高50億円未満の中小メーカーの場合，PB食品の販

売額が全販売額の2割以上占める企業が52％にもなっている。中には5

割以上をPB生産に依存するメーカーが20％も存在する。メーカーサイ

ドからみると，PB食品の生産と企業規模の関係は，企業規模が小さいほ

ど強い関係にある16）とし，PBの受託はこれまで中小メーカーが中心となっ

て受託してきた経緯がある（図表5参照）。しかし，近年，PBの製造を

大手メーカーが積極的に引き受ける事例が増加している17）。

メーカーが小売業からのPB製造の依頼を受諾する際に考慮することは，

PB開発を引き受けることで得られる利害判断による。先に示したように，

マミーマートは食品スーパー業態において35位にランクするいわゆる中
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図表5 PBの製造委託先の企業規模類型・業種

（出所） 食品需給研究センター（2010）『食品企業財務動向調査報告書』p.22。



堅スーパーである。地元密着型経営を進めながら，着実に店舗の広域化を

果たして売上げを拡大させてきた同社にとって，品揃え商品の差別化とし

て，また値入率改善のためのPB開発は商品戦略上重要課題となっている。

2�5 自社PBとCGCブランドの相互補完関係

同社では，2006年に自社PB開発に着手するまでCGCブランドに特化

したPBの取り扱いが行われてきた。このことは，この時期まで商品品揃

え上の差別性をCGCブランドが十分に果たしてきたといえる。

CGCが開発するブランドは2016年2月時点で計15ブランド，1300ア

イテムにおよぶ。その商品カテゴリーは，野菜や果物，魚，肉などの生鮮

3品をはじめ，惣菜，牛乳，豆腐などのデイリー品や日配品，調味料や缶

詰，レトルト，飲料などの加工食品，菓子，酒，トイレットペーパーや洗

剤などの日用雑貨など多岐に渡る。CGCブランドはそれぞれ価格や品質，

商品カテゴリーに応じて棲み分けを行っており，その中心となるのが，

「CGC」ブランドで国内トップメーカーの品質や価格，デザインと同等以

上を謳うCGCグループ基幹ブランドである。

その他にも，価値訴求型PBとして，原材料や製造方法など高品質を追

求した「CGCプライム」，JASの有機認証を受けた有機食品ブランドの

「CGCオーガニック」の2ブランドがある。さらに，価格訴求型PBとし

て，低価格商品の「ショッパーズプライス」，集中生産・数量限定のスポッ

ト型PBの「断然お得」，低価格日配品の「食彩鮮品」の3ブランドがあ

る。その他，各商品カテゴリーに対応するPBとして，加工肉PBの「V

パック」，加工肉PBのプレミアムラインである「Vパックプレミアム」，

生産履歴が管理された魚介類の「自然のあしあと」，生鮮野菜の「昔の大

地」，米穀の「純しゃり」，海産乾物の「荒磯だより」，日用生活雑貨の

「くらしのベスト」など7ブランドがある。また，消費者の量的不満を解

消するために開発されたPB「適量適価」，一流NBメーカーと共同開発
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するダブルチョップブランドの「CGCGROUP」と，多層化されたPBプ

ログラムを提供している。同社では，このPBプログラムを有効的に活用

してきたのである。

しかし，折しも2000年代に入り，食品スーパー同士による競争の激化

とともに取扱商品の類似性を有する業態による異業態間競争も激化してい

く中で，同質的な競争に陥らないためのさらなる差別化の方策が多くの小

売業で模索されはじめていった。そこで同社が取り組みを実現させたのが

自社PBの開発であった。これまで，CGCブランドの活用により品揃え

上の差別化を図ってきたが，着実な事業規模の拡大を背景に新たな取り組

みとして自社PB開発が進められた。

自社PB開発において大きな課題となるのが何をPB化するかという商

品選択の問題であるが，同社はそのメルクマールにCGCブランドを活用

した。そこでは，CGCブランドの空白の商品カテゴリーや自社開発する

ことによる利幅の大きい商品，また，地域性ニーズの高い商品などについ

て自社PB開発が進められた。他方で，品質重視・付加価値重視のプレミ

アムPBの開発も同時に進められた。

取引先には，従前から取引実績のあるメーカーや取引実績がなくとも差

別化余地の高い高度な加工技術を持つメーカーを取引上のネットワークを

活用しながら探し出し，PB供給契約に漕ぎ着けてきた。

マミーマートのPB戦略は，これまでCGCブランドに依存したPB展

開から自社PB開発に踏み出すことで，CGCブランドを基軸としながら，

CGCブランドにない，独自の価値提案を自社のPBで補完することで品

揃えの充実化に取り組んできた。これにより，CGCブランドだけでは果

たせなかった同社の品揃え上の付加価値を高めることを可能にした。同社

のPB戦略上の主たる特徴は，CGCブランドと自社PBという2つのPB

が相互補完的に1つのPBプログラムとして機能していることにある。
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2�6 プレミアムPBの強化と課題

マミーマートのプレミアムPB「マミープラスプレミアム」は，現在自

社PBの約1割でCGCブランドを含めたPB全体でみるとおよそ3％に

すぎない。さらに，開発するプレミアムPBの15アイテムすべてが店頭

に並んでいるわけではなく，実際，店頭に並べられているPBは数アイテ

ムときわめて少数であり，売上に貢献しているとはいいがたい状況にある。

しかし，同社では今後このプレミアムPBの開発に力点を置く方針で，

将来的には自社PBの2割程度にまで増やす意向である。同社におけるプ

レミアムPBの開発の基本姿勢は品質重視型，価値提案型のPB開発であ

る。そのため，高度な製造技術や商品品質の高いこだわりを持つメーカー

を規模の大小を問わず選定し，製造委託先として探していくという。プレ

ミアムPBに適した商品カテゴリーとして想定するのは，ジャムやドレッ

シングなどの消費者の味の好みを強く反映する嗜好性の高い商品や季節性

の高い商品，年中行事や儀礼，祭などに対応した晴れの日商品，これから

の高齢化社会を見据えた簡便性の高い商品などの商品カテゴリーである。

プレミアムPBに限らず，同社PB全体に言えることは，顧客分析結果

からPBへのリピート率は高いが，トライアル率が低いことにある。消費

者にとって店頭に陳列される商品がNBであろうとPBであろうと関係な

く，商品としての魅力を有するかどうか，価格が商品価値と見合ったもの

かどうかが購買の判断基準となる。また，消費者の求める価値に見合った

商品であれば繰り返し購買の対象となる。そうした意味からいえば，PB

のリピート率が高いという分析結果が示すように，同社のPBが消費者か

ら商品価値が高く購買に値すると判断されていることは明らかである。そ

こで，トライアルをいかに促進させていくか，この問題を解決するための

方策が喫緊の課題となっており，商品名や販売方法，PR方法などについ

ての改善が必要となろう。
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まとめにかえて

ここまで，小売市場構造の変化と食品スーパー業態をめぐる動態につい

て考察してきた。小売市場では小商圏化の進行にともない同業態間競争お

よび異業態間競争が熾烈に展開され，これまで総合的な品揃えとワンストッ

プショッピングにより消費者から支持を得てきたGMS業態が，自らの優

位性を見出すことが困難となり苦境に立たされ改革の波にさらされている。

そうした状況の中，地域分散的な市場構造により，安定的に成長を遂げて

きた食品スーパーもまた競争の波にさらされ始めている。また，食品スー

パー業態においても上位集中化が進展し，企業間で規模格差が顕在化しつ

つあることが確認された。

食品スーパーに対する消費者の購買行動の調査からも明らかになったの

は，近隣の店舗への利用頻度が高いことと同時に目的別に複数店舗を選択

するという買物行動であった。このことは，食品スーパーにとって店舗立

地と品揃えや提供されるサービスが重要な要素であることを意味する。

とりわけ店舗出店の余地は都心部になればなるほど限定的となり企業の

思惑通りにはいかないが，品揃えについては，ある程度コントロール可能

な要素である。食品スーパーは生鮮食品や日配品を中心とする品揃えを基

本としながら，他社との差別化商品が店頭の魅力をよりきわだたせる。換

言すれば，消費者のバラエティシーキングを満足させながら，同時に差別

的な商品構成が求められる。PBの開発はそうした品揃えの幅や深さを考

慮した上で，最適商品ミックスを常に模索し続けることである。

品揃えにおいて，店頭におけるNBとPBの最適ミックスを模索する場

合，値入や粗利益確保のため，また差別化商品としてPBの量的拡大を志

向すれば，消費者の認知度の高いNBを商品棚から撤去せざるをえない。

逆に，売れ筋のNBばかりを店頭に並べれば，特徴のない売り場となり他
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の小売業態との同質的な競争となり，やがて価格競争へと巻き込まれるこ

ととなる。NBとPBはトレードオフの関係にある。

本稿で取り上げた中堅スーパーのマミーマートはこうした制約の上でど

のようにPBを展開しているか考察した。圧倒的なバイイングパワーを持

たない同社は，PBの開発においてあらゆるメーカーと取引関係を結ぶこ

とができるわけではない。しかし，同社が加盟するCGCのPBを活用す

ることで同社が単独では取り組むことのできない制約を乗り越えている。

CGCグループは総販売額4兆円を超えるコーペラティブチェーンでイオ

ングループやセブン＆アイホールディングスに匹敵する売上規模である。

こうしたCGCブランドの活用により，自社ではハードルの高い大手メー

カー製造のPBや低価格PBの獲得を可能にした。それに加え，自社PB

においては，数量限定や売り切れ御免の小回りの利くPB，いわば地域の

消費者ニーズに的確に対応していく機動的なPB開発により差別化商品を

作り出している。同社のPB戦略は，CGCブランドと自社PBとが相互

補完関係のもとで1つのPBプログラムとして機能している。

同社へのヒアリングでは値入率の高いPBは魅力的で，今後も積極的に

開発に取り組む方針との回答を頂いたが，PBの量的拡大が売上全体を高

めるかどうかはNBの大幅な価格低下が起こる現在の市場環境ではきわめ

て不確実である18）。品揃えにおけるNBとPBの最適ミックスは，消費者

ニーズへの対応や取引先メーカーとの取引関係，競合他社との競争関係な

どの変動要因に大きく左右される。したがって，商品の最適ミックスをめ

ぐっては常に模索の過程にあり，最適値という概念では把握することは困

難である。

地域の食品スーパーにとってとくに重要なことは，地域の消費者ニーズ

を巧みに取り込んだ満足度の高い商品の品揃えを固定化させることなく機

動的に価値ある商品を提供し続ける体制作りが重要であり，その点におい

て大手スーパーにはできない迅速な消費者への対応が中堅スーパーの存在
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基盤を強固にすることが，今回のマミーマートの事例分析から明らかにさ

れた。

最後に残された課題として，食品スーパーの上位集中化の傾向にともな

い規模格差の拡大が懸念される中で，中堅以下の食品スーパーの品揃えに

おいてとるべきPB戦略とはいかなるものか，差別優位性をどのように獲

得しているのか，多様な実態調査と事例研究を踏まえて分析することが必

要であろう。

1）『読売新聞』2015年12月9日付，大阪朝刊。

2） 仲上哲（2010）「商圏縮小時代における小売商業の戦略」『阪南論集』77ペー

ジ参照。

3） セブン＆アイホールディングスでは，スーパーストア事業と呼称している。

4） イオン株式会社「有価証券報告書』第90期，株式会社セブン＆アイホール

ディングス「有価証券報告書」第10期参照。

5）『朝日新聞』2015年10月9日付，2016年1月5日付，各朝刊。

6）『DIAMONDChainStore』ダイヤモンド・フリードマン社，2015年9月15

日号，71�84ページ参照。

7） 詳しくは，菊池（2015）を参照されたい。

8） 流通経済研究所編（2008）『インストア・マーチャンダイジング 製配販

コラボレーションによる売場作り 』日本経済新聞出版社，160�163ページ

参照。

9） 新日本スーパーマーケット協会（2014）『スーパーマーケット白書』66�69

ページ参照。

10） 岸本徹也（2013）『食品スーパーの店舗オペレーション・システム』白桃書

房，25ページ。

11） 峰尾美也子（2013）「食料品購買における消費者の業態選択行動」『経営論集』
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東洋大学経営学部，73ページ。

12） マミーマートの店舗名称の由来は，マミー（お母さん）のようにやさしく誰

からも愛される，明るく親しみやすく暖かみのある店づくりをという願いと，

「マート（市場）のように活気ある生活に密着した『場』やサービス」という

願いが込められて命名された（同社ホームページより）。

13） 株式会社マミーマート「有価証券報告書」2015年。

14） マミーマートでは，1次商圏を500mに設定している。

15） 矢作（2014）24ページ。

16） 芝崎希美夫「PB食品の進展と食品メーカーの課題」『食品企業財務動向調

査報告書』食品需給研究センター，170ページ。

17） 大手メーカーがPBの製造に積極的に関与し始めた理由については，矢作

（2014）や大野（2013）に詳しい。

18） 2000年以降のデフレによる影響で，清涼飲料などの商品では売価が100円

以上下落した商品カテゴリーもある。

1.大﨑孝徳（2014）「高付加価値PBのマーケティング バローの事例を中

心として 」『名城論叢』第14巻，第4号，pp.1�12

2.大野尚弘（2013）「有力メーカーがPB生産を受託するのはなぜか」『金沢学

院大学紀要』経営・経済・情報・自然科学編11巻，pp.1�9

3.菊池宏之（2011）「小売業におけるPB商品の展開と課題 スーパーマー

ケットのPB商品を主体に 」『経営論集』第77号，pp.141�152

4.菊池宏之（2015）「食品スーパーにおける寡占化の進展」『経済産業研究』日

本産業経済学会，pp.151�163

5.岸本徹也（2013）『食品スーパーの店舗オペレーション・システム』白桃書

房

6.後藤亜希子（2012）「勝ち残りを目指すスーパーマーケット企業の新たな展

開」『流通情報』流通経済研究所，pp.26�35

7.芝崎希美夫「PB食品の進展と食品メーカーの課題」『食品企業財務動向調

査報告書』食品需給研究センター，pp.169�175

8.中井彰人（2014）「50年に一度の大転換期を迎えるスーパーマーケット業界」

『MizuhoIndustryFocus』みずほ銀行産業調査部

9.仲上哲（2010）「商圏縮小時代における小売商業の戦略」『阪南論集』社会科

学編46（1），pp.77�94
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編集後記

本号は2016年3月に拓殖大学商学部を定年退職される小原博教授の古

稀記念論文集です。この論文集は小原教授と共同で研究した方々や，教授

の教えを受けた方々の力作で構成されています。

小原教授の研究業績にも示されるとおり，マーケティングの歴史研究の

分野における教授の功績は非常に大きいものがあります。また，小原教授

と一緒に研究をされた，あるいは薫陶を受けた研究者の顔触れの広さは当

論文集を見ても明らかであります。日本商業学会の学会誌『流通研究』の

アリアエディターや役員を長く務められてきたことからは，小原教授が学

会における確たるポジションを築かれたこともうかがい知れます。小原教

授の緻密で隙のない研究スタイルは，教授が常に紺ブレをカチっと着こな

す姿にも現れています。

この度の論文集の発行にあたり，小原教授の足跡に触れる機会をいただ

き驚いたことは，数多くの研究者ネットワークを学内外，そして国内外に

持っておられる点です。そして，拓殖大学に残っている我々としても，そ

のような貴重な人的資産を持つべく更なる努力をしていかなくてはならな

いと意を強くした次第です。

小原教授の「礼に始まり礼に終わる」講義は，講義内容だけではなく，

人の話を聞く姿勢も学生に伝えたいという教授の熱い思いが表れ，教育者

としてあるべき姿をも我々に示してくださいました。

最後に当論文集作成にあたり，学内はもとより学外からもご協力いただ

いた執筆者の方々に感謝いたしたく存じまず。そして小原教授の益々のご

活躍とご発展をお祈りさせていただきます。

田嶋規雄

商学部流通マーケティングコース主任
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